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平 成 2 8 年 第 ４ 回

沖縄県議会（定例会）

開会の日時、場所

平成28年10月５日 (水曜日)

午後９時56分開会

第７委員会室

委員の選任

平成28年10月５日、本委員会の委員は議長の指名

で次のとおり選任された。

西 銘 啓史郎君 新 垣 新君

座 波 一君 花 城 大 輔君

座喜味 一 幸君 宮 城 一 郎君

亀 濱 玲 子さん 狩 俣 信 子さん

大 城 一 馬君 親 川 敬君

新 垣 光 栄君 上 原 正 次君

瀬 長 美佐雄君 比 嘉 瑞 己君

上 原 章君 糸 洲 朝 則君

大 城 憲 幸君

委員長、副委員長の互選

平成28年10月５日、指名推選により狩俣信子さん

が委員長に、花城大輔君が副委員長に選任された。

理事の選任

平成28年10月５日、上原正次君、比嘉瑞己君及び

上原章君が選任された。

出席委員

委員長 狩 俣 信 子さん

委 員 西 銘 啓史郎君 新 垣 新君

座 波 一君 座喜味 一 幸君

亀 濱 玲 子さん 大 城 一 馬君

新 垣 光 栄君 上 原 正 次君

瀬 長 美佐雄君 比 嘉 瑞 己君

上 原 章君 糸 洲 朝 則君

大 城 憲 幸君

欠席委員

花 城 大 輔君 宮 城 一 郎君

親 川 敬君

本委員会に付託された事件

（10月５日付託）

１ 乙第20号議案 平成27年度沖縄県水道事業会

計未処分利益剰余金の処分について

２ 乙第21号議案 平成27年度沖縄県工業用水道

事業会計未処分利益剰余金の処分について

３ 認定第１号 平成27年度沖縄県一般会計決算

の認定について

４ 認定第２号 平成27年度沖縄県農業改良資金

特別会計決算の認定について

５ 認定第３号 平成27年度沖縄県小規模企業者

等設備導入資金特別会計決算の認定について

６ 認定第４号 平成27年度沖縄県中小企業振興

資金特別会計決算の認定について

７ 認定第５号 平成27年度沖縄県下地島空港特

別会計決算の認定について

８ 認定第６号 平成27年度沖縄県母子父子寡婦

福祉資金特別会計決算の認定について

９ 認定第７号 平成27年度沖縄県下水道事業特

別会計決算の認定について

10 認定第８号 平成27年度沖縄県所有者不明土

地管理特別会計決算の認定について

11 認定第９号 平成27年度沖縄県沿岸漁業改善

資金特別会計決算の認定について

12 認定第10号 平成27年度沖縄県中央卸売市場

事業特別会計決算の認定について

13 認定第11号 平成27年度沖縄県林業改善資金

特別会計決算の認定について

14 認定第12号 平成27年度沖縄県中城湾港（新

港地区）臨海部土地造成事業特別会計決算の

認定について

15 認定第13号 平成27年度沖縄県宜野湾港整備

事業特別会計決算の認定について

16 認定第14号 平成27年度沖縄県国際物流拠点

産業集積地域那覇地区特別会計決算の認定に

ついて

17 認定第15号 平成27年度沖縄県産業振興基金

特別会計決算の認定について

18 認定第16号 平成27年度沖縄県中城湾港（新

港地区）整備事業特別会計決算の認定につい

て

19 認定第17号 平成27年度沖縄県中城湾港マリ

ン・タウン特別会計決算の認定について

決算特別委員会記録（第１号）



－2－

20 認定第18号 平成27年度沖縄県駐車場事業特

別会計決算の認定について

21 認定第19号 平成27年度沖縄県中城湾港（泡

瀬地区）臨海部土地造成事業特別会計決算の

認定について

22 認定第20号 平成27年度沖縄県公債管理特別

会計決算の認定について

23 認定第21号 平成27年度沖縄県病院事業会計

決算の認定について

24 認定第22号 平成27年度沖縄県水道事業会計

決算の認定について

25 認定第23号 平成27年度沖縄県工業用水道事

業会計決算の認定について

本日の委員会に付した事件

１ 委員長の互選

２ 副委員長の互選

３ 乙第20号議案 平成27年度沖縄県水道事業会

計未処分利益剰余金の処分について

４ 乙第21号議案 平成27年度沖縄県工業用水道

事業会計未処分利益剰余金の処分について

５ 認定第１号 平成27年度沖縄県一般会計決算

の認定について

６ 認定第２号 平成27年度沖縄県農業改良資金

特別会計決算の認定について

７ 認定第３号 平成27年度沖縄県小規模企業者

等設備導入資金特別会計決算の認定について

８ 認定第４号 平成27年度沖縄県中小企業振興

資金特別会計決算の認定について

９ 認定第５号 平成27年度沖縄県下地島空港特

別会計決算の認定について

10 認定第６号 平成27年度沖縄県母子父子寡婦

福祉資金特別会計決算の認定について

11 認定第７号 平成27年度沖縄県下水道事業特

別会計決算の認定について

12 認定第８号 平成27年度沖縄県所有者不明土

地管理特別会計決算の認定について

13 認定第９号 平成27年度沖縄県沿岸漁業改善

資金特別会計決算の認定について

14 認定第10号 平成27年度沖縄県中央卸売市場

事業特別会計決算の認定について

15 認定第11号 平成27年度沖縄県林業改善資金

特別会計決算の認定について

16 認定第12号 平成27年度沖縄県中城湾港（新

港地区）臨海部土地造成事業特別会計決算の

認定について

17 認定第13号 平成27年度沖縄県宜野湾港整備

事業特別会計決算の認定について

18 認定第14号 平成27年度沖縄県国際物流拠点

産業集積地域那覇地区特別会計決算の認定に

ついて

19 認定第15号 平成27年度沖縄県産業振興基金

特別会計決算の認定について

20 認定第16号 平成27年度沖縄県中城湾港（新

港地区）整備事業特別会計決算の認定につい

て

21 認定第17号 平成27年度沖縄県中城湾港マリ

ン・タウン特別会計決算の認定について

22 認定第18号 平成27年度沖縄県駐車場事業特

別会計決算の認定について

23 認定第19号 平成27年度沖縄県中城湾港（泡

瀬地区）臨海部土地造成事業特別会計決算の

認定について

24 認定第20号 平成27年度沖縄県公債管理特別

会計決算の認定について

25 認定第21号 平成27年度沖縄県病院事業会計

決算の認定について

26 認定第22号 平成27年度沖縄県水道事業会計

決算の認定について

27 認定第23号 平成27年度沖縄県工業用水道事

業会計決算の認定について

28 閉会中継続審査について

29 決算特別委員会運営要領について

30 理事の選任

31 「決算議案の審査等に関する基本的事項につい

て」の改正について

3 4ii
決算特別委〇天久庸隆議会事務局政務調査課主幹

員会設置後、初めての委員会でありますので、委員

長及び副委員長の互選を行う必要があります。

委員長の互選に関する職務は、委員会条例第７条

第２項の規定により、年長の委員が行うことになっ

ております。

出席委員中、狩俣信子委員が年長者であります。

よって、この際、狩俣信子委員に委員長の互選に

関する職務をお願いいたします。

狩俣信子委員、委員長席に御着席願います。

（狩俣信子委員、委員長席に着席）

ただいまから、決算特別委員〇狩俣信子年長委員

会を開会いたします。

委員会条例第７条第２項の規定により、年長の私

が委員長互選の職務を行います。どうぞよろしくお

願いいたします。

これより、委員長の互選を行います。
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委員長の互選は指名推選による方法と投票による

方法がありますが、いずれの方法によるか御協議を

お願いいたします。

休憩いたします。

（ 、 ）休憩中に 委員長の互選方法について協議

再開いたします。〇狩俣信子年長委員

委員長の互選については、休憩中に御協議いたし

ましたとおり指名推選によることとし、私から指名

したいと思いますが、これに御異議ありませんか。

（ 異議なし」と呼ぶ者あり）「

御異議なしと認めます。〇狩俣信子委員長

よって、委員長には私、狩俣信子を指名いたしま

す。

ただいまの指名に御異議ありませんか。

（ 異議なし」と呼ぶ者あり）「

御異議なしと認めます。〇狩俣信子年長委員

よって、委員長には狩俣信子が選任されました。

このたび、皆さまの推薦で決算特別委員長に就任

いたしました狩俣信子です。委員会の運営につきま

しては公正中立を旨とし、そして活発な議論を円滑

に進めていただきますようお願い申し上げまして、

皆様の御指導御鞭撻よろしくお願いいたします。

3 4ii
次に、副委員長の互選を行いま〇狩俣信子委員長

す。

副委員長の互選は、指名推選による方法と投票に

よる方法がありますが、いずれの方法によるか御協

議をお願いいたします。

休憩いたします。

（休憩中に、副委員長の互選方法について協

議）

再開いたします。〇狩俣信子委員長

副委員長の互選については、休憩中に御協議いた

しましたとおり指名推選によることとし、私から指

、 。名したいと思いますが これに御異議ありませんか

（ 異議なし」と呼ぶ者あり）「

御異議なしと認めます。〇狩俣信子委員長

よって、副委員長には花城大輔君を指名いたしま

す。

ただいまの指名に御異議ありませんか。

（ 異議なし」と呼ぶ者あり）「

御異議なしと認めます。〇狩俣信子委員長

よって、副委員長には花城大輔君が選任されまし

た。

以上で、委員長及び副委員長の互選は終わりまし

た。

3 4ii

休憩いたします。〇狩俣信子委員長

（休憩中に、議題の取り扱いについて協議）

再開いたします。〇狩俣信子委員長

乙第20号議案及び乙第21号議案の議決議案２件並

びに認定第１号から認定第23号までの決算23件を一

括して議題といたします。

ただいま議題となりました議決議案２件及び決算

23件については、閉会中に審査することとし、議長

に対して、閉会中継続審査の申し出をしたいと思い

ますが、これに御異議ありませんか。

（ 異議なし」と呼ぶ者あり）「

御異議なしと認めます。〇狩俣信子委員長

よって、さよう決定いたしました。

3 4ii
次に、決算特別委員会運営要領〇狩俣信子委員長

について、御協議をお願いいたします。

休憩いたします。

（休憩中に、運営要領の取り扱いについて協

議）

再開いたします。〇狩俣信子委員長

決算特別委員会運営要領については、休憩中に御

協議いたしましたとおり、決することに御異議あり

ませんか。

（ 異議なし」と呼ぶ者あり）「

御異議なしと認めます。〇狩俣信子委員長

よって、さよう決定いたしました。

3 4ii
次に、ただいま決定されました〇狩俣信子委員長

決算特別委員会運営要領に基づき、委員長及び副委

、員長のほかに理事３人の選任が必要でありますので

。理事３人の選任について御協議をお願いいたします

休憩いたします。

（休憩中に、理事３人の選任について協議）

再開いたします。〇狩俣信子委員長

これより、理事３人の選任についてお諮りいたし

ます。

理事に上原正次委員、比嘉瑞己委員及び上原章委

員の３人を指名したいと思いますが、これに御異議

ありませんか。

（ 異議なし」と呼ぶ者あり）「

御異議なしと認めます。〇狩俣信子委員長

よって、さよう決定いたしました。

理事の皆さんには、委員会の円滑な運営に御協力

いただきますようお願いいたします。

次に、お諮りいたします。

ただいま決定されました決算特別委員会運営要領

に基づく各常任委員長への調査依頼書等の作成等に
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つきましては、委員長に御一任願いたいと思います

が、これに御異議ありませんか。

（ 異議なし」と呼ぶ者あり）「

御異議なしと認めます。〇狩俣信子委員長

よって、さよう決定いたしました。

次に、申し入れ書の提出について御協議をお願い

いたします。

休憩いたします。

（休憩中に 「決算議案の審査等に関する基本、

的事項について」の改正について、議会運

営委員長宛て申し入れるかどうか協議した

結果、案のとおり申し入れることで意見の

一致を見た ）。

再開いたします。〇狩俣信子委員長

申し入れ書の提出については、休憩中に御協議い

。たしましたとおり決することに御異議ありませんか

（ 異議なし」と呼ぶ者あり）「

御異議なしと認めます。〇狩俣信子委員長

よって、さよう決定されました。

以上で、予定の議題は全て終了いたしました。

次回は、10月14日 金曜日 午前10時から委員会

を開きます。

本日の委員会は、これをもって散会いたします。

午後10時18分散会
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決算特別委員会運営要領

この要領は 「決算議案の審査等に関する基本的事項(常任委員会に対、
する調査依頼について （平成27年９月11日議会運営委員会決定）に定）」
めるもののほか、決算特別委員会（以下「委員会」という ）の運営に関。
し、必要な事項を定めることにより、委員会の円滑な運営に資するもの
とする。

１ 委員席の配置
別紙１のとおりとする。

２ 審査日程
(1) 審査日程は別紙２のとおりとする。ただし、審査の都合により必要が
あるときは、委員会に諮り変更することができる。

３ 各常任委員会に対する調査依頼
(1) 決算特別委員長(以下「委員長」という ）は、別添様式１により各。
常任委員長に調査を依頼するものとする。

(2) 各常任委員長は、調査終了後に別添様式２により決算調査報告書
（以下「調査報告書」という ）を提出するものとする。。

４ 説明員
決算の概要説明は、会計管理者、病院事業局長及び企業局長とし、審査意

見の概要説明は代表監査委員とする。

５ 決算及び決算審査意見の概要説明に対する質疑
(1) 質疑の時間は、委員１人10分とする。
(2) 各委員の質疑の時間は、出席委員間で相互に譲渡することができるもの
とする。その場合、譲渡する委員はあらかじめ委員長に譲渡する時間及び
譲渡をされる委員について報告するものとする。また、譲渡をする委員は
譲渡をされた委員が質疑する間は着席しなければならない。

(3) 質疑の時間には、答弁時間は含まないものとする。
(4) 質疑時間終了５分前に１回、１分前に２回及び終了時に５回それぞれ電
子音等で報知する。

(5) 質疑は一問一答方式で、起立の上自席から行うものとする。
(6) 質疑の順序は多数会派順とする。

６ 調査報告書に対する質疑
(1) 委員長は、調査報告書に対し質疑の通告がなされた場合には、別
添様式３により当該常任委員長の出席を求めるものとする。

(2) 常任委員長に対する質疑の通告は、別添様式４により政務調査課に
提出するものとする。

(3) 常任委員長への質疑は、当該常任委員長に対し２回を超えないも
のとする。
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７ 要調査事項に対する質疑
(1) 要調査事項に対する質疑（以下「総括質疑」という ）を行うため知事。
等に出席を求めることが決定された場合、知事等への総括質疑の通告締切
日時は、決算特別委員会において総括質疑を行う日の前日（県の休日を除
く ）の午後３時とし、別添様式４により政務調査課に提出するもの。
とする。

(2) 各委員の質疑の時間は、委員長が委員会に諮って定めるものとする。

８ 理事会
(1) 理事会は、委員長、副委員長及び理事３人をもって構成する。
(2) 理事は、委員長が委員会に諮って指名する。
(3) 理事は、委員会の運営について委員長に協力し、委員間の連絡調整に当
たる。

雑 則
以上のほか、委員会の運営について必要な事項は、その都度委員長が委員

会に諮って定める。
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別紙１

委 員 席 の 配 置

議 会 事 務 局

（録音・計時） 補 助

議 会 事 務 局 答弁席

議 会

説 明 員 席
事務局

狩 俣 信 子

委 員 長

亀濱玲子委員 宮城一郎委員 座波一委員 新垣新委員 西銘啓史郎委員

大城一馬委員 瀬長美佐雄委員 比嘉瑞己委員 大城憲幸委員 座喜味一幸委員 花城大輔委員

親川敬委員 上原正次委員 新垣光栄委員 上原章委員 糸洲朝則委員
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別紙２

決算特別委員会審査日程

年 月 日 曜 日 時 間 事 項 関係室部局等

○委員長及び副委員長の互選
本 会 議 ○閉会中継続審査の件

平成 2 8年 及 び 各 ○委員会運営要領の件
1 0 月 ５ 日 委 員 会

水
○理事の選任

終 了 後 ○各常任委員会に対する調査依頼の件
○申し入れ書の提出について

会 計 管 理 者○平成27年度一般会計及び特別会計決算の
病 院 事 業 局 長概要説明

10時 企 業 局 長1 0月 1 4日 金 午前 ○平成27年度企業会計決算及び議決議案の
代 表 監 査 委 員概要説明

○決算審査意見概要説明
○会計管理者及び代表監査委員に対する質疑

1 0月 1 7日 関 係 室 部 局月 午前10時
各常任委員会
○所管事務に係る決算事項調査

各常任委員会
火 午前10時 ○所管事務に係る決算事項調査 関 係 室 部 局1 0月 1 8日

○決算調査報告書記載内容等についての協議

1 0月 1 9日 水 ○決算調査報告書整理日

1 0月 2 0日 木 ○決算調査報告書整理日

○決算特別委員への決算調査報告書の配付
（正午までに）

1 0月 2 1日 金 ○常任委員長に対する質疑の通告締め切り
（午後３時）

土1 0月 2 2日

日1 0月 2 3日

○常任委員長に対する質疑
○「要調査事項」及び「特記事項」の取り扱

1 0月 2 4日 月 午前10時 い等についての協議
○総括質疑の取り扱いについての協議

○総括質疑及び採決
○平成27年度沖縄県水道事業会計未処分利
益剰余金の処分について

○平成27年度沖縄県工業用水道事業会計未1 0月 2 5日 火 午前10時
処分利益剰余金の処分について

○平成27年度一般会計及び特別会計決算
○平成27年度企業会計決算
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平成28年10月５日
議会運営委員長
大城 一馬 殿

決算特別委員長
狩俣 信子

「決算議案の審査等に関する基本的事項について」
の改正について

みだしのことについて、下記の理由により、別紙のとお
り改正することが望ましいとして本委員会おいて意見の一
致を見ましたので、議会運営委員会にて御協議いただきま
すようお願いいたします。

記

（理 由）

決算特別委員会と常任委員会の間で所管事項が不明瞭と
なっている箇所及びこれまでの委員会運営の実態とそごが
ある箇所の文言の整理を行う。
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（平成28年10月12日議会運営委員会決定）

決算議案の審査等に関する基本的事項
（常任委員会に対する調査依頼について）

決算議案の審査については、その効率的で充実した審査に資することを目的
とし、各常任委員会において決算特別委員会から調査依頼を受け、専門的な立
場から所管事務に係る決算事項を調査する方式としたところである。こうした
決算議案の審査・調査に当たっては、下記の基本的事項を定めることにより、
決算特別委員会及び各常任委員会の円滑な運営に資するものとする。

記

１ 決算特別委員会の開催場所について
決算特別委員会は第７委員会室で行うものとする。

２ 審査日程について
決算議案の審査日程はおおむね別紙１のとおりとし、具体的な決算特別

委員会の審査日程は同委員会において決定するものとする。

３ 調査依頼事項について
（１）各常任委員会に対する調査依頼事項は、沖縄県議会委員会条例第２条に

規定する所管事務に係る決算事項とする。
（２）調査依頼に関する様式は別に定めるものとする。

４ 各常任委員会における調査について
（１）質疑の時間は、各審査日委員１人10分とする。
（２）各委員の質疑の時間は、出席委員間で相互に譲渡することができるもの

とする。その場合、譲渡する委員はあらかじめ委員長に譲渡する日、時間
及び譲渡をされる委員について報告するものとする。また、譲渡する委員
は譲渡をされた委員が質疑する間は着席しなければならない。

（３）質疑の時間には、答弁時間は含まないものとする。
（４）質疑時間終了５分前に１回、１分前に２回及び終了時に５回それぞれ電

子音等で報知する。
（５）質疑の順序については多数会派順とする。なお、２日目は第２多数会派

から質疑を行い、第１多数会派は最後に行うものとする。
（６）監査委員である議員は調査には加わらないものとする。
（７）各常任委員会での採決は行わないものとする。

５ 決算調査報告書の作成及び配付について
（１）決算調査報告書（以下「調査報告書」という ）は、各常任委員会での。

協議に基づき各常任委員長が作成するものとする。この場合、各常任委員
会での協議を省略して調査報告書の作成を各常任委員長に一任することが
できるものとする。

（２）調査報告書に記載する事項は、各常任委員会における質疑・答弁の主な
内容、決算特別委員会においてさらに調査が必要とされる事項（以下「要
調査事項」という ）及び特記事項とする。。

（３）要調査事項について
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ア 各常任委員会における質疑において、要調査事項を提起しようとする
委員は、その該当事項を要調査事項とする旨を発言するものとする。

イ 各常任委員会における質疑終了後、要調査事項を提起しようとする委
員が要調査事項とする理由等を説明した後、決算特別委員会における調
査の必要性についての意見交換や要調査事項の整理を行った上で、要調
査事項を決算特別委員会に報告するものとする。

ウ 各常任委員会における上記イの意見交換や整理の中において、要調査
事項として報告することについて反対の意見が述べられた場合には、決
算特別委員会に報告する際にその意見もあわせて報告するものとする。

（４）調査報告書は、決算特別委員会において調査報告書を審査する日の前日
（県の休日を除く ）の正午までに決算特別委員に配付するものとする。。

（５）調査報告書の様式は別に定めるものとする。

６ 調査報告書に対する質疑について
（ ） 、 、１ 調査報告書に関し 常任委員長に対する質疑の通告がなされた場合には

当該常任委員長の出席を求めるものとする。
（２）常任委員長に対する質疑通告の締切日時は、決算特別委員会において調

査報告書を審査する日の前日（県の休日を除く ）の午後３時とする。。

７ 要調査事項に対する質疑について
（１）審査の最終日に要調査事項に対する質疑（以下「総括質疑」という ）。

を行うため知事等の出席を求める場合には、決算特別委員会において質疑
を行う要調査事項及び知事等の出席を求めることについて決定するものと
する。

（２）知事等への総括質疑は、上記（１）において決定した要調査事項につい
てまず決算特別委員長が代表して行い、答弁を聴取した後、各委員からの
質疑を行うものとする。

８ 質疑の時間及び方法等について
決算特別委員会における質疑の時間及び方法その他必要な事項は当該委

員会において決定するものとする。

９ 理事会について
決算特別委員会の円滑な運営等を図るための調整、協議等を行うため同

委員会に理事会を設置するものとする。
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（別紙１）
決算議案の審査日程

年月日 委員会 時間 事項 関係室部局等

９月定例会

会期中

(１日目)

決算特別

委員会

本会議及

び各委員

会終了後

○委員長及び副委員長の互選

○閉会中継続審査の件

○委員会運営要領の件

○理事の選任

○各常任委員会に対する調査依頼の件

以降

閉会中

(２日目)

決算特別

委員会
10時

○平成○年度一般会計及び特別会計決算

　の概要説明

○平成○年度企業会計決算の概要説明

○決算審査意見概要説明

○会計管理者及び代表監査委員に対する

　質疑

会 計 管 理 者

病 院 事 業 局 長

企 業 局 長

代 表 監 査 委 員

(３日目)
各常任

委員会
10時 ○所管事務に係る決算事項の調査 関 係 室 部 局

(４日目)
各常任

委員会
10時

○所管事務に係る決算事項の調査

○決算調査報告書記載内容等についての

　協議

関 係 室 部 局

(５日目) ○決算調査報告書整理日

(６日目) ○決算調査報告書整理日

(７日目)
○決算特別委員への決算調査報告書の配付

○常任委員長に対する質疑の通告締め切り

報告書配付

時刻:正午

質疑通告締め切

り時刻:午後3時

(８日目)
決算特別

委員会
10時

○常任委員長に対する質疑

○「要調査事項」及び「特記事項」の

　取り扱い等についての協議

○総括質疑の取り扱いについての協議

(９日目)
決算特別

委員会
10時

○総括質疑

○採決
関 係 室 部 局 等
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沖縄県議会委員会条例第27条第１項の規定によりここに署名する。

年 長 委 員 狩 俣 信 子

委 員 長 狩 俣 信 子
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閉 会 中 継 続 審 査
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平 成 2 8 年 第 ４ 回

沖縄県議会（定例会）

閉 会 中 継 続 審 査

開会の日時、場所

平成28年10月14日 (金曜日)

午前10時４分開会

第７委員会室

出席委員

委員長 狩 俣 信 子さん

副委員長 花 城 大 輔君

委 員 西 銘 啓史郎君 新 垣 新君

座 波 一君 座喜味 一 幸君

宮 城 一 郎君 亀 濱 玲 子さん

大 城 一 馬君 親 川 敬君

新 垣 光 栄君 上 原 正 次君

瀬 長 美佐雄君 比 嘉 瑞 己君

上 原 章君 糸 洲 朝 則君

大 城 憲 幸君

説明のため出席した者の職、氏名

会 計 管 理 者 金 良 多恵子さん

伊 江 朝 次君病 院 事 業 局 長

君企 業 局 長 町 田 優

君代 表 監 査 委 員 當 間 秀 史

監 査 委 員 事 務 局 長 武 村 勲君

本日の委員会に付した事件

成 28 年 平成27年度沖縄県水道事業会１ 平

回議会 計未処分利益剰余金の処分に第４

ついて乙第20号議案

成 28 年 平成27年度沖縄県工業用水道２ 平

事業会計未処分利益剰余金の第４回議会

乙第21号議案 処分について

成 28 年 決算３ 平 平成27年度沖縄県一般会計

第４回議会 の認定について

認定第１号

成 28 年 平成27年度沖縄県農業改良資金４ 平

第４回議会 特別会計決算の認定について

認定第２号

成 28 年 平成27年度沖縄県小規模企業者５ 平

第４回議会 等設備導入資金特別会計決算の

認定第３号 認定について

成 28 年 平成27年度沖縄県中小企業振興６ 平

第４回議会 資金特別会計決算の認定につい

認定第４号 て

成 28 年 平成27年度沖縄県下地島空港特７ 平

第４回議会 別会計決算の認定について

認定第５号

成 28 年 平成27年度沖縄県母子父子寡婦８ 平

第４回議会 福祉資金特別会計決算の認定に

認定第６号 ついて

成 28 年 平成27年度沖縄県下水道事業特９ 平

第４回議会 別会計決算の認定について

認定第７号

成 28 年 平成27年度沖縄県所有者不明土10 平

第４回議会 地管理特別会計決算の認定につ

認定第８号 いて

成 28 年 平成27年度沖縄県沿岸漁業改善11 平

第４回議会 資金特別会計決算の認定につい

認定第９号 て

成 28 年 平成27年度沖縄県中央卸売市場12 平

第４回議会 事業特別会計決算の認定につい

認定第10号 て

成 28 年 平成27年度沖縄県林業改善資金13 平

第４回議会 特別会計決算の認定について

認定第11号

成 28 年 平成27年度沖縄県中城湾港（新14 平

第４回議会 港地区）臨海部土地造成事業特

認定第12号 別会計決算の認定について

成 28 年 平成27年度沖縄県宜野湾港整備15 平

第４回議会 事業特別会計決算の認定につい

認定第13号 て

成 28 年 平成27年度沖縄県国際物流拠点16 平

第４回議会 産業集積地域那覇地区特別会計

認定第14号 決算の認定について

成 28 年 平成27年度沖縄県産業振興基金17 平

第４回議会 特別会計決算の認定について

認定第15号

成 28 年 平成27年度沖縄県中城湾港（新18 平

第４回議会 港地区）整備事業特別会計決算

認定第16号 の認定について

成 28 年 平成27年度沖縄県中城湾港マリ19 平

第４回議会 ン・タウン特別会計決算の認定

認定第17号 について

決算特別委員会記録（第１号）
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成 28 年 平成27年度沖縄県駐車場事業特20 平

第４回議会 別会計決算の認定について

認定第18号

成 28 年 平成27年度沖縄県中城湾港（泡21 平

第４回議会 瀬地区）臨海部土地造成事業特

認定第19号 別会計決算の認定について

成 28 年 平成27年度沖縄県公債管理特別22 平

第４回議会 会計決算の認定について

認定第20号

成 28 年 平成27年度沖縄県病院事業会計23 平

第４回議会 決算の認定について

認定第21号

成 28 年 平成27年度沖縄県水道事業会計24 平

第４回議会 決算の認定について

認定第22号

成 28 年 平成27年度沖縄県工業用水道事25 平

第４回議会 業会計決算の認定について

認定第23号

3 4ii
ただいまから、決算特別委員会〇狩俣信子委員長

を開会いたします。

平成28年第４回議会乙第20号議案及び同乙第21号

議案の議決議案２件 平成28年第４回議会認定第１号、

から同認定第23号までの決算23件を一括して議題と

いたします。

本日の説明員として、会計管理者、企業局長、病

院事業局長及び代表監査委員の出席を求めておりま

す。

それでは、審査日程に従い、会計管理者、病院事

業局長及び企業局長から決算概要の説明並びに代表

、監査委員から決算審査意見の概要説明を聴取した後

会計管理者及び代表監査委員に対する質疑を行いま

す。

、 、なお 病院事業局長及び企業局長に対する質疑は

10月17日及び18日に調査を依頼しております常任委

員会において行われます。

まず初めに、会計管理者から平成28年第４回議会

認定第１号から同認定第20号までの決算20件につい

て概要説明を求めます。

金良多恵子会計管理者。

ただいま議題となってお〇金良多恵子会計管理者

ります認定第１号から認定第20号までの平成27年度

沖縄県一般会計決算及び特別会計決算について、そ

の概要を御説明いたします。

平成27年度沖縄県歳入歳出決算書につきましては

、 、ページ数が多いことから お手元に説明資料として

決算書を抜粋した平成27年度一般会計・特別会計歳

入歳出決算書（抜粋）と、参考資料として平成27年

度歳入歳出決算の概要をお配りしております。

説明資料決算書（抜粋）に沿って御説明してまい

りたいと思います。

それではまず説明資料２枚目、２ページをお開き

ください。資料のページは両端に付しております。

。中央の数字は決算書のページをあらわしております

一般会計の歳入歳出決算事項別明細書、歳入の総

括表となっております。

表は、款別に１県税から16市町村たばこ税県交付

金まで、左から右に予算現額、調定額、収入済額、

不納欠損額、収入未済額となっております。

それでは、一番下の行の歳入合計欄で御説明いた

します。

予算現額は ２ページ一番下の右端の金額で8561億、

997万2866円、収入済額は7662億7660万4354円となっ

ております。

予算現額に対する収入済額の割合 収入率は89.5％、

となっております。

。不納欠損額は２億2938万9610円となっております

不納欠損額の主なものは款別で １県税１億7854万、

5201円、14諸収入4068万3411円となっております。

。収入未済額は35億1638万6161円となっております

収入未済額の主なものは、１県税19億5577万

7006円 ８使用料及び手数料７億9310万5897円 14諸、 、

収入６億5152万296円となっております。

４ページをお開きください。

歳入歳出決算事項別明細書、歳出の総括表であり

ます。

表は、款別に１議会費から14予備費まで、左から

右に予算現額、支出済額、翌年度繰越額、不用額と

なっております。

それでは、一番下の行の歳出合計欄で御説明いた

します。

予算現額５ページ、一番下の左端の金額8561億

997万2866円に対し、支出済額は7491億8987万4059円

となっております。

予算現額に対する支出済額の割合 執行率は87.5％、

となっております。

、 、翌年度繰越額は 繰越明許費が836億5993万8271円

事故繰越が42億6619万6454円となっております。

繰越明許費の主なものは、８土木費457億1679万

6747円 事故繰越の主なものは ７商工費30億2310万、 、

1498円となっております。

不用額は189億9396万4082円となっております。

、 、不用額の主なものは ２総務費29億4105万4169円

７商工費26億9211万4883円となっております。
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次に、実質収支について御説明いたします。

６ページをお開きください。

一般会計の実質収支に関する調書で、単位は千円

で表示しております。

歳入総額7662億7660万4000円、歳出総額7491億

8987万4000円となっております。

歳入歳出差引額、いわゆる形式収支額は170億

8673万円、歳入歳出差引額から翌年度へ繰り越すべ

き財源134億1196万1000円を差引いた実質収支額は、

36億7476万9000円となります。

次に、農業改良資金特別会計などの19の特別会計

について、御説明いたします。

８ページをお開きください。

19の特別会計の歳入歳出事項別明細書の歳入の総

括表となっております。

表は、１農業改良資金特別会計から19公債管理特

別会計までの会計別となっております。

10ページをお開きください。

歳入合計欄となっておりますので、合計欄で御説

明いたします。

予算現額の計は、10ページ、右端の金額1092億

5887万9610円 収入済額は1108億1433万6035円となっ、

ております。収入率は101.4％となっております。

不納欠損額は295万2506円となっております。収入

未済額は47億4622万734円となっております。

12ページをお開きください。

特別会計の歳入歳出事項別明細書の歳出となって

おります。

14ページをお開きください。

歳出合計欄となっておりますので、合計欄で御説

明いたします。

予算現額15ページの左端の金額1092億5887万

9610円に対し 支出済額は1055億8807万7188円となっ、

ております。執行率は96.6％となっております。

翌年度繰越額は、繰越明許費が25億5013万937円と

なっており、不用額は11億2067万1485円となってお

ります。

以上で、平成28年第４回沖縄県議会認定第１号か

ら同認定第20号、平成27年度沖縄県一般会計決算及

び特別会計決算の概要説明を終わります。

御審査のほど、よろしくお願いいたします。

会計管理者の説明は終わりまし〇狩俣信子委員長

た。

次に、代表監査委員から同決算に対する審査の概

要の説明を求めます。

當間秀史代表監査委員。

それでは、平成27年度沖〇當間秀史代表監査委員

縄県歳入歳出決算の審査結果につきまして、お配り

してあります平成27年度沖縄県歳入歳出決算審査意

見書により御説明いたします。

まず、意見書の１ページをお開きください。

審査の概要でありますが、地方自治法第233条第

２項の規定により、平成28年８月１日付で平成27年

度沖縄県歳入歳出決算書などが知事から審査に付さ

れましたので、慎重に審査を行い、審査意見をとり

まとめ、９月９日に知事に提出しました。

審査に当たりましては、決算の計数は正確である

か、決算の様式は所定の様式に従って調製されてい

るか、予算執行は法令に適合して行われているか、

財政運営は合理的かつ健全に行われているか、財産

の取得、管理及び処分は適正に行われているかなど

の諸点に主眼を置き、決算書と関係諸帳簿及び証拠

。書類等との照合を行うなどして審査を実施しました

次に、２ぺ－ジの審査の結果及び意見について御

説明いたします。

まず、１の審査結果でありますが、平成27年度一

般会計及び各特別会計の歳入歳出決算書、歳入歳出

決算事項別明細書などの計数は、それぞれ関係諸帳

簿及び証拠書類と照合した結果、いずれも正確であ

ると認められました。また、予算の執行や財務に関

する事務については、関係法令等に照らしておおむ

ね適正に処理されていると認められました。

次に、２の審査意見でありますが、歳入歳出決算

の状況につきましては、先ほど所管である会計管理

者から説明がありましたので、私の説明は省略させ

ていただきます。

３ページの７行目をごらんください。

平成27年度の一般会計及び特別会計予算に計上さ

れた各般の事務事業は、総じて順調な成果をおさめ

ているものと認められますが、次の５点に留意し、

適切な措置を講ずるよう要望しております。

１点目、行財政運営についてであります。

平成27年度決算の状況を普通会計ベースで見ます

と、歳入では地方税等の増により、自主財源が前年

度に比べ9.4％増加しておりますが、歳入全体に占め

る割合は28.9％で、全体の71.1％を国庫支出金や地

方交付税等が占めており、依然として国の地方財政

制度に大きく影響を受ける財政構造となっておりま

す。

また歳出では、投資的経費と義務的経費が増加し

ており、少子高齢化の進行などに伴い、今後とも社

会保障関係費等の増加が見込まれるため、効率的・

効果的な事業執行に努める必要があります。

このようなことから、引き続き歳入の確保や歳出
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の見直し等を図るとともに、最大限の政策効果が得

られるように人や予算などの限られた行政資源を適

切に配分するなど、さらに適正な行財政運営に努め

ていただくよう要望しております。

２点目、収入未済額の縮減についてであります。

収入未済額は、一般会計と特別会計の合計で82億

6260万6895円となっております。

４ページをお開きください。

その主なものは、一般会計では県税が19億5577万

7006円、使用料及び手数料が７億9310万5897円、特

別会計では小規模企業者等設備導入資金が38億

6604万7908円、農業改良資金が４億9219万1527円と

なっております。

収入未済額の縮減は、財源の確保と住民負担の公

平性の観点から、重要な課題であります。

今後とも、新たな未収金の発生防止と効率的で実

効性のある徴収を図るため、契約などの債権発生時

に滞納に備えた方策をとることや、滞納初期におけ

る状況把握等による納付・償還指導、福祉制度の活

用など、さまざまな方策を講じるよう要望しており

ます。

３点目、不納欠損金処理についてであります。

不納欠損額は、一般会計と特別会計の合計で２億

3234万2116円となっております。

債権の管理については、個々の債務者の実態把握

に努めるとともに、関係法令に基づく措置を的確に

講ずるなど適切に対処すること、また、不納欠損と

して整理できるものについては事務手続を進めるよ

う要望しております。

５ページをごらんください。

４点目、事業執行についてであります。

一般会計の予算の執行率は87.5％で、前年度に比

べ1.7ポイント上回り、特別会計の予算の執行率は

96.6％で、前年度に比べ1.6ポイント上回っておりま

す。

翌年度繰越額は、一般会計が879億2613万4725円、

特別会計が25億5013万937円で、前年度に比べ126億

6437万3814円減少しております。

また、不用額は一般会計が189億9396万4082円、特

別会計が11億2067万1485円で、前年度に比べ42億

6984万3528円減少しております。

事業の執行に当たっては、予算計上時に精度の高

い所要経費の見積りを行うとともに、事業の進捗状

況を的確に把握するなど、計画的かつ効率的な執行

に努めるよう要望しております。

５点目、会計処理等についてであります。

財務会計等事務については、職員手当等が過不足

払いになっていたもの、契約事務が不適正であった

もの、支払遅延により不経済支出となったものが多

く発生している状況にあり、また、職員による公金

着服という不祥事が発生しております。

このため、管理職員等においては、常に内部牽制

が機能するよう心がけるとともに、出納員において

は事務処理を注意深く確認し、出納事務の適正な執

行に努めるよう要望しております。

以上が、審査意見であります。

なお、６ページ以降に、会計管理者において調製

された平成27年度沖縄県歳入歳出決算書等に基づい

た決算の概要を記述しておりますので、後ほど御参

照ください。

以上で、決算審査意見書の説明を終わります。

よろしく御審査のほど、お願いいたします。

代表監査委員の説明は終わりま〇狩俣信子委員長

した。

次に、病院事業局長から平成28年第４回議会認定

第21号の決算について概要説明を求めます。

伊江朝次病院事業局長。

それでは 平成28年第４回〇伊江朝次病院事業局長 、

議会認定第21号、平成27年度沖縄県病院事業会計決

算について、お手元にお配りしてあります平成27年

度沖縄県病院事業会計決算書に沿って、その概要を

御説明申し上げます。

まず初めに、県立病院の事業概要から御説明いた

します。

決算書の11ページ、平成27年度沖縄県病院事業報

告書をお開きください。

１、概況の１、総括事項について、ア、沖縄県病

院事業は 県立北部病院を初め６つの県立病院と16カ、

所の附属診療所を運営し、イ、医師や看護師等の医

療スタッフの確保を図るとともに、施設及び医療機

器の充実を図るなど、医療水準の向上に努めており

ます エ 業務状況については入院患者延べ数が67万。 、

1735人、外来患者延べ数が78万2246人で総利用患者

延べ数は145万3981人となり、前年度と比べて１万

6420人の増加となっております。

それでは、病院事業の決算状況について御説明い

たします。

１ページ、平成27年度沖縄県病院事業決算報告書

をお開きください。

まず、１の収益的収入及び支出について、収入の

第１款病院事業収益は、予算額合計555億7494万円に

対し、決算額は532億1887万4901円で、差額は23億

5606万5099円となっております。

これは、第１項の医業収益において、差額が20億
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6793万1436円となったことが主な要因であります。

次に、支出の第１款病院事業費用は、当初予算額

に繰越額を加えた予算額合計545億2659万4481円に対

し、決算額は525億7262万3123円で、不用額は19億

5397万1358円となっております。

これは、第１項の医業費用において、17億6062万

4373円の不用が生じたことが主な要因であります。

２ページをお開きください。

２の資本的収入及び支出について、収入の第１款

資本的収入は、当初予算額に繰越額に係る財源充当

額を加えた予算額合計44億7759万2000円に対し、決

算額は36億3483万1500円で、差額は８億4276万500円

となっております。

これは、第１項の企業債において、８億3875万

2000円の借り入れの減があったことが主な要因であ

ります。

次に、支出の第１款資本的支出は、当初予算額に

繰越額を加えた予算額合計68億416万3449円に対し、

決算額は59億8052万914円で、地方公営企業法の規定

。による繰越額は７億3411万8601円となっております

不用額は8952万3934円で、これは第１項の建設改良

費の執行減などが主な要因であります。

３ページに移りまして、平成27年４月１日から平

成28年３月31日までの損益計算書について、１の医

業収益は、入院収益、外来収益などを合計した455億

、 、 、 、4854万7268円で ２の医業費用は 給与費 材料費

経費などを合計した509億8877万2509円で、１の医業

収益から２の医業費用を差し引いた医業損失は54億

4022万5241円となっております。

３の医業外収益は、受取利息配当金、他会計補助

金 国庫補助金などの合計で73億4153万1555円となっ、

ております。

４ページをお開きください。

４の医業外費用は、支払利息、長期前払消費税勘

定償却、雑損失を合計した20億8423万157円で、３の

医業外収益から４の医業外費用を差し引きますと、

52億5730万1398円の利益を計上しております。当該

利益の52億5730万1398円と、３ページで説明した医

業損失54億4022万5241円を加味した経常損失は １億、

8292万3843円となっております。

５の特別利益は２億1677万9164円で、６の特別損

失は１億7341万8063円となっており 差し引き4336万、

1101円の利益を計上しております。

当該利益と経常損失を合わせた当年度純損失は

１億3956万2742円で、当年度純損失と前年度繰越欠

損金41億4453万3808円を合計した当年度未処理欠損

金は、42億8409万6550円となっております。

５ページに移りまして、剰余金計算書について表

の右の欄、資本合計をごらんください。

前年度末残高は41億823万1131円で、前年度処分額

がゼロ円であることから、処分後残高は前年度末残

高と同額となっております。

処分後残高の下段、当年度変動額は、当期純損失

による変動によりマイナス１億3956万2742円で、表

最下段の処分後残高を合わせた資本の当年度末残高

は、39億6866万8389円となっております。

、 、下の表の欠損金処理計算書について 表の右の欄

、当年度末残高の未処理欠損金は42億8409万6550円で

これにつきましては、地方公営企業法の規定に基づ

き全額を翌年度に繰り越すこととなります。

６ページをお開きください。

平成28年３月31日現在における貸借対照表につい

て、まず資産の部における１の固定資産について、

（ ） 、 、１ の有形固定資産は 土地が54億4682万7194円

建物が253億600万402円で （２）の無形固定資産、、

（３）の投資を合わせた固定資産合計は384億123万

323円となっております。

２の流動資産について （１）の現金預金が64億、

、（ ） 、977万6591円 ２ の未収金が107億5754万9293円で

（３）の貯蔵品 （４）の前払費用などを合わせた流、

動資産合計は179億6663万1233円となっております。

１の固定資産、２の流動資産を合わせた資産合計

は563億6786万1556円となっております。

８ページをお開きください。

次に、負債の部における３の固定負債について、

（１）の企業債270億4236万5500円 （２）の他会計、

借入金18億円 （３）のリース債務 （４）の引当金、 、

を合わせた固定負債合計は 307億663万9259円となっ、

ております。

、（ ） 、（ ）４の流動負債は １ の一時借入金がゼロ円 ２

の企業債が27億2181万6862円で （３）の他会計借入、

金 （４）のリース債務などを合わせた流動負債合計、

は、88億2632万3332円となっております。

５の繰延収益については （１）の長期前受金から、

収益化累計額を差し引いた繰延収益合計は、128億

6623万576円となっております。

３の固定負債、４の流動負債、５の繰延収益を合

わせた負債合計は、523億9919万3167円となっており

ます。

９ページに移りまして、資本の部の６の資本金の

、 。資本金合計は 18億7858万4732円となっております

７の剰余金について （１）の資本剰余金は、受贈、

財産評価額や寄附金などで、資本剰余金合計は63億

7418万207円 （２）の利益剰余金は、マイナス42億、
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8409万6550円で、剰余金合計は20億9008万3657円と

なっております。

６の資本金と７の剰余金を合わせた資本合計は

39億6866万8389円で、これに８ページ最下段の負債

合計523億9919万3167円を加えた９ページ最下段の負

、 。債資本合計は 563億6786万1556円となっております

以上で、平成27年度沖縄県病院事業会計決算の概

要説明を終わります。

御審査のほど、よろしくお願いします。

病院事業局長の説明は終わりま〇狩俣信子委員長

した。

次に、代表監査委員から同決算に対する審査の概

要の説明を求めます。

當間秀史代表監査委員。

それでは、平成27年度沖〇當間秀史代表監査委員

縄県病院事業会計決算の審査結果につきまして、お

配りしてあります平成27年度沖縄県病院事業会計決

算審査意見書により、御説明いたします。

まず、意見書の１ページをお開きください。

、 、 、 、第１ 審査の概要 １ 審査の対象でありますが

地方公営企業法第30条第２項の規定により 平成28年、

８月１日付で知事から審査に付されましたので、慎

重に審査を行い審査意見を取りまとめ、９月９日に

知事に提出しました。

２、審査の手続でありますが、審査に当たりまし

ては、事業運営が常に経済性を発揮するとともに、

その本来の目的である公共の福祉を増進するように

運営されているかどうかについて特に意を用い、審

査を実施しました。

２ページをお開きください。

第２、審査の結果及び意見について御説明いたし

ます。

１、審査結果でありますが、審査に付された決算

諸表は、地方公営企業法等の関係法規に準拠して作

成され、その計数は正確であり、平成27年度の経営

成績及び平成28年３月31日現在の財政状態を適正に

表示しているものと認められました。

経営成績及び財政状態につきましては、先ほどの

、所管である病院事業局長から説明がありましたので

私の説明は省略させていただきます。

４ページをお開きください。

２、審査意見でありますが、県立病院は救命救急

医療、周産期医療、高度・特殊医療、離島・へき地

医療など、県民の生命及び健康を守り、生活の安心

を支える重要な役割を担っております。

平成27年度決算は、１億3956万2742円の当年度純

損失を計上し、当年度末の累積欠損金は42億8409万

6550円となっております。

経常収支は、入院・外来収益が増加したこと等に

より医業収益が増加したものの、給与費の増により

医業費用が増加したこと等により １億8292万3843円、

の経常損失となっております。

今後、新八重山病院の建設や医療機器の更新など

に伴い、多額の資金が必要となってくることから、

病院事業の経営状況は一層厳しくなることが予想さ

れます。

病院事業局は、県立病院経営安定化計画に基づき

経営安定化に取り組み、一定の成果を上げてきたも

のの、まだ多くの課題を抱えていることから、今後

の病院運営に当たっては次の４点に留意し、適切な

措置を講ずるよう要望しております。

１点目は、経営安定化に向けた取り組みについて

であります。

平成28年度は、県立病院経営安定化計画の最終年

度であることから、同計画に掲げる３つの目標達成

に向けて各取り組みを着実に推進するとともに、今

後、病院事業局が策定する新たな計画において引き

続き持続的な経営の健全化に取り組む必要がありま

す。

５ページをごらんください。

２点目は、経営改善の取り組みについてでありま

す。

県立病院が本県の基幹病院として、また地域の中

核病院として今後も必要な医療を提供していくため

には、自律的な経営のもと健全経営を確保する必要

があります。

そのため、引き続き経費節減を図りつつ収益の確

保に努め、より一層医業収支の改善に取り組むとと

もに、未収金対策の組織的な取り組みを強化するな

ど、実効性のある対策を講ずる必要があります。

６ページをお開きください。

３点目は、医師等医療スタッフの確保についてで

あります。

県民の医療ニーズに対応し、良質で安定した医療

サービスを提供するためには、医師、看護師等を安

定的に確保する必要があります。

県立病院の一部では、医師の欠員等により診療科

目の休診・診療制限を行っているところがあること

から、良質な医療の提供や医業収益の確保を図るた

め、引き続き医師、看護師等の安定的な確保と定着

に向けた方策を講ずる必要があります。

４点目は、是正・改善を要する事項であります。

病院事業局の定期監査を実施した結果、契約事務

や各種手当に係る事務を中心に不適切な事務処理が
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多く確認され、依然として指摘件数が多い状況であ

ります。

このため、発生原因を分析するとともに、事務担

当者に対する研修の実施や事務指導の強化を図るな

ど、膨大となっている事務量を適切に処理する効果

的な方策を検討する必要があります。

以上が、審査意見であります。

なお、７ページ以降に、管理者である病院事業局

長において調製された平成27年度沖縄県病院事業会

計決算書等に基づいた決算の概要を記述してありま

すので、後ほど御参照ください。

以上で、沖縄県病院事業会計決算審査意見書の説

明を終わります。

よろしく御審査のほど、お願いいたします。

代表監査委員の説明は終わりま〇狩俣信子委員長

した。

次に、企業局長から平成28年第４回議会乙第20号

議案及び同乙第21号議案の議決議案２件、平成28年

第４回議会認定第22号及び同認定第23号の決算２件

について概要説明を求めます。

町田優企業局長。

平成27年度の水道事業会計及び○町田優企業局長

工業用水道事業会計の決算並びに両会計決算の結果

生じました未処分利益剰余金の処分について、その

概要を御説明申し上げます。

初めに、平成28年第４回議会認定第22号平成27年

度沖縄県水道事業会計決算について、お手元にお配

りしております決算書に沿って御説明いたします。

１ページをお開きください。

決算報告書の（１）収益的収入及び支出について

御説明申し上げます。

収入の第１款水道事業収益は、予算額合計294億

5692万7000円に対して、決算額は297億1662万8469円

で、予算額に比べて２億5970万1469円の増収となっ

ております。

その主な要因は、第１項の営業収益における給水

収益の増加によるものであります。

次に、支出の第１款水道事業費用は、予算額合計

296億2726万7221円に対して、決算額は285億9804万

1946円で、翌年度繰越額が２億5458万2036円、不用

額が７億7464万3239円となっております。

不用額の主な内容は、第１項の営業費用における

動力費や負担金等の減少によるものであります。

２ページをお願いいたします。

（２）資本的収入及び支出について御説明申し上

げます。

まず 収入の第１款資本的収入は 予算額合計145億、 、

5810万円に対して、決算額は121億7836万2268円で、

予算額に比べて23億7973万7732円の減収となってお

ります。

その主な要因は、建設改良費の繰り越しに伴い、

第２項の国庫補助金が減少したことなどによるもの

であります。

次に 支出の第１款資本的支出は 予算額合計201億、 、

9588万1913円に対して、決算額は173億7821万6189円

で、翌年度への繰越額が25億8478万9646円、不用額

が２億3287万6078円となっております。

繰り越しが生じた主な要因は、第１項の建設改良

費において、工事計画の変更等に際し不測の日数を

要したことによるものであります。

次に、３ページの損益計算書に基づきまして、経

営成績について御説明申し上げます。

１の営業収益155億5616万4824円に対して、２の営

業費用は257億5139万2562円で、101億9522万7738円

の営業損失が生じております。

３の営業外収益126億3082万7850円に対して、

４ページの４の営業外費用は16億357万8979円で、右

端上のほうになりますが110億2724万8871円の営業外

利益が生じており、営業利益は８億3202万1133円と

なっております。

５の特別利益及び６の特別損失を加味した当年度

の純利益は８億6200万4392円となり、この当年度純

利益が当年度未処分利益剰余金となっております。

次に、５ページの剰余金計算書について御説明申

し上げます。

右端の資本合計の欄でございますが、資本合計の

前年度末残高424億1946万3240円に対し、当年度変動

額が８億8609万1536円増加したことにより、資本合

計の当年度末残高は、433億555万4776円となってお

ります。

次に、６ページをお願いいたします。

剰余金処分計算書（案）について御説明申し上げ

ます。

右端にあります未処分利益剰余金は、当年度末残

高８億6200万4392円の全額を今後の企業債償還に充

てるため、議会の議決を経て減債積立金に積み立て

ることにしております。

次に、７ページの貸借対照表に基づきまして、財

政状態について御説明申し上げます。

、 、まず 資産の部については８ページになりますが

資産合計4501億3831万2627円となっております。負

債の部については10ページになりますが、負債合計

4068億3275万7851円となっております。資本の部に

ついては下から２行目になりますが、資本合計433億
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555万4776円となっております。

、 、なお 11ページから13ページは決算に関する注記

また、15ページ以降につきましては決算に関する附

属書類となっておりますので、後ほど御確認いただ

きたいと思います。

以上で、平成28年第４回議会認定第22号平成27年

。度沖縄県水道事業会計決算の概要説明を終わります

次に、51ページをお開きください。

平成28年第４回議会認定第23号平成27年度沖縄県

工業用水道事業会計決算について御説明申し上げま

す。

決算報告書の（１）収益的収入及び支出について

御説明申し上げます。

収入の第１款工業用水道事業収益は、予算額合計

６億8732万9000円に対して、決算額は６億9905万

1537円で 予算額に比べて1172万2537円の増収となっ、

ております。

その主な要因は、第１項の営業収益における給水

収益の増加によるものであります。

次に、支出の第１款工業用水道事業費用は、予算

額合計６億8245万8000円に対して、決算額は６億

5937万1730円で、翌年度への繰越額が136万9038円、

不用額が2171万7232円となっております。

不用額の主な内容は、第１項の営業費用における

負担金や動力費等の減少によるものであります。

次に、52ページをお願いいたします。

（２）資本的収入及び支出について御説明申し上

げます。

まず、収入の第１款資本的収入は、予算額合計

8056万1000円に対して、決算額は6957万3000円で、

予算額に比べて1098万8000円の減収となっておりま

す。

その主な要因は、補助事業の計画を見直したこと

により、第１項の国庫補助金が減少したことによる

ものであります。

次に 支出の第１款資本的支出は 予算額合計２億、 、

3575万8730円に対して、決算額は２億1864万6501円

になっております。不用額は1711万2229円でありま

す。

不用額の主な内容は、資本的収入が減少した要因

と同じく、補助事業の計画を見直したことによるも

ので、これにより第１項の建設改良費が減少となっ

ております。

次に、53ページの損益計算書に基づき、経営成績

について御説明申し上げます。

１の営業収益２億7432万4645円に対して、２の営

業費用は６億2757万6746円で 営業損失が３億5325万、

2101円生じております。

３の営業外収益４億277万3978円に対して、54ペー

ジの４の営業外費用が1730万881円で、右端上のほう

になりますが、３億8547万3097円の営業外利益が生

、 。じており 経常利益は3222万996円となっております

５の特別利益を加味した当年度純利益は3222万

6996円となり、この当年度純利益が当年度未処分利

益剰余金となっております。

次に、55ページの剰余金計算書について御説明申

し上げます。

右端の資本合計の欄でございますが、資本合計の

前年度末残高13億596万7415円に対し、当年度変動額

が3239万9534円増加したことにより、資本合計の当

年度末残高は13億3836万6949円となっております。

次に、56ページをお願いいたします。

剰余金処分計算書（案）について御説明申し上げ

ます。

、右端にあります未処分利益剰余金につきましては

当年度末残高3222万6996円の全額を今後の建設改良

費に充てるため、議会の議決を経て、建設改良積立

金に積み立てることとしております。

次に、57ページの貸借対照表に基づきまして、財

政状態について御説明申し上げます。

、 、まず 資産の部については58ページになりますが

資産合計78億237万97円となっております。負債の部

については60ページになりますが、負債合計64億

6400万3148円となっております。資本の部について

は下から２行目になりますが、資本合計13億3836万

6949円となっております。

、 、なお 61ページから63ページは決算に関する注記

また、65ページ以降につきましては決算に関する附

属書類となっておりますので、後ほど御確認いただ

きたいと思います。

以上で、平成28年第４回議会認定第23号平成27年

度沖縄県工業用水道事業会計決算の概要説明を終わ

ります。

決算の概要説明に続きまして、当該決算と関連の

ある議案として提出しております未処分利益剰余金

の処分について、その概要を御説明申し上げます。

別冊の平成28年第４回沖縄県議会（定例会）議案

（その２）の47ページをお開きください。

平成28年第４回議会乙第20号議案平成27年度沖縄

県水道事業会計未処分利益剰余金の処分について御

説明いたします。

本議案は、決算における未処分利益剰余金の処分

を行うためには、地方公営企業法第32条第２項の規

定により議会の議決を必要とすることから、提出し
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たものであります。

内容につきましては、平成27年度水道事業会計の

、未処分利益剰余金８億6200万4392円の処分について

今後の企業債償還に充てるため、全額を減債積立金

に積み立てるものであります。

以上で 平成28年第４回議会乙第20号議案平成27年、

度沖縄県水道事業会計未処分利益剰余金の処分につ

いての概要説明を終わります。

次に、48ページをお開きください。

平成28年第４回議会乙第21号議案平成27年度沖縄

県工業用水道事業会計未処分利益剰余金の処分につ

いて御説明いたします。

本議案は、決算における未処分利益剰余金の処分

を行うためには、水道事業会計と同様に、議会の議

決を必要とすることから提出したものであります。

内容につきましては、平成27年度工業用水道事業

会計の未処分利益剰余金3222万6996円の処分につい

て、今後の建設改良費に充てるため、全額を建設改

良積立金に積み立てるものであります。

以上で 平成28年第４回議会乙第21号議案平成27年、

度沖縄県工業用水道事業会計未処分利益剰余金の処

分についての概要説明を終わります。

御審査のほど、よろしくお願いいたします。

。〇狩俣信子委員長 企業局長の説明は終わりました

次に、代表監査委員から同決算に対する審査の概

要の説明を求めます。

當間秀史代表監査委員。

それでは、平成27年度沖〇當間秀史代表監査委員

縄県水道事業会計及び沖縄県工業用水道事業会計の

決算審査の結果につきまして、お配りしてあります

平成27年度沖縄県水道事業会計決算審査意見書及び

沖縄県工業用水道事業会計決算審査意見書により御

説明いたします。

意見書１ページの第１、審査の概要につきまして

は、沖縄県病院事業会計と同様でありますので、説

明は省略させていただきます。

２ページをお開きください。

第２、審査の結果及び意見、１の審査結果であり

ますが、審査に付された決算諸表は、地方公営企業

法等の関係法規に準拠して作成され、その計数は正

確であり、平成27年度の経営成績及び平成28年３月

31日現在の財政状態を適正に表示しているものと認

められました。

水道事業会計の経営成績及び財政状態について、

また、４ページから記述してあります工業用水道事

業会計の経営成績及び財政状態につきましては、所

管である企業局長から説明がありましたので、私の

説明は省略させていただきます。

次に、６ページをお開きください。

２、審査意見でありますが、平成27年度は第９次

沖縄県企業局経営計画の２年目に当たり、企業局に

おいては計画の基本方針を踏まえ諸施策を展開して

おります。

平成27年度決算は、水道事業会計で８億6200万

4392円、工業用水道事業会計で3222万6996円の純利

益を計上しております。

企業局においては、同経営計画に基づいた各種施

策を積極的に推進し、経営基盤の強化に努められる

よう要望しております。

水道事業会計について、平成27年度は８億6200万

4392円の純利益を計上しており、前年度に比較して

４億3747万4894円増加しております。

これは主として、有収水量の増加に伴い給水収益

が増加したこと、動力費が減少したこと等によるも

のであります。

今後、給水収益の大幅な増加が見込めない中、施

設整備に伴う減価償却費や施設の老朽化に伴う修繕

・更新・耐震化による資金需要の増加などから、経

営環境は厳しくなることが予想されます。

事業運営に当たっては、第９次沖縄県企業局経営

計画に掲げる各種施策を着実に推進する必要があり

ます。

また、本島周辺離島８村への水道用水供給事業の

、 、広域化の実施に当たっては 健全経営を維持しつつ

。各村と連携しながら取り組むよう要望しております

工業用水道事業会計については、平成27年度は

3222万6996円の純利益を計上しており、前年度に比

較して５万8578円減少しております。

また、施設利用率は55.03％で、施設規模に比較し

て需要が低迷し 供給単価は給水原価を5.48円下回っ、

ており、経営環境は依然として厳しい状況でありま

す。

今後の事業運営に当たっては、水道用水供給事業

と連動して経営の効率化に努めるとともに、関係部

局と連携を図りながら、工業用水道の布設沿線地域

に立地する企業の需要開拓を推進し、経営の健全化

を図る必要があります。

以上が、審査意見であります。

なお、７ページ以降に、管理者である企業局長に

おいて調製された平成27年度沖縄県水道事業会計及

び沖縄県工業用水道事業会計決算書などに基づいた

決算の概要を記述してありますので、後ほど御参照

ください。

以上で、水道事業会計及び工業用水道事業会計の
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決算審査意見書の説明を終わります。

よろしく御審査のほど、お願いいたします。

代表監査委員の説明は終わりま〇狩俣信子委員長

した。

以上で、平成28年第４回議会乙第20号議案及び同

乙第21号議案、平成28年第４回議会認定第１号から

同認定第23号までの決算概要の説明及び同審査意見

の概要説明は終わりました。

町田企業局長及び伊江病院事業局長、どうもお疲

れさまでございました。

御退席ください。

休憩いたします。

（ 、 ）休憩中に 企業局長及び病院事業局長退室

再開いたします。〇狩俣信子委員長

これより会計管理者及び代表監査委員に対する質

疑を行います。

なお、本日の質疑につきましては、決算特別委員

会運営要領に従って行うことといたします。

質疑及び答弁に当たっては、その都度委員長の許

可を得てから、自席で起立の上、重複することがな

いように簡潔に発言するよう御協力をお願いいたし

ます。

また、質疑に際しては、あらかじめ引用する決算

資料の名称、ページ及び事業名等を告げた上で質疑

を行うよう御協力をお願いいたします。

なお、質疑の持ち時間を譲渡した委員は、譲渡を

、受けた委員の質疑中は在席する必要がありますので

あらかじめ御了承願います。

それでは、これより直ちに各決算に対する質疑を

行います。

花城大輔委員。

５ページの事業の執行についてで〇花城大輔委員

すが、前年度に対して一般会計で執行率が87.5％、

1.7ポイント上昇したというところでございます。こ

れは今までの一般質問や常任委員会の中でも質疑が

なされていると思います。きのう閉会した定例会の

中で、次年度の予算についてもありましたが、この

執行率について厳しい意見が総務部長にあったと思

います。特に今回、質問した中では、総務部長はこ

、の内容は非常に自信のあるような答弁もありまして

その中には職員の努力も多くあったかと感じること

ができました。これを監査の立場からどのように評

価するかということをコメントいただきたいと思い

ます。

執行率の問題ですが、平〇當間秀史代表監査委員

成27年度の執行率が88.5％ということで、前年度に

比較しますと1.7ポイント上昇しているので、かなり

職員の努力が認められるということはあると思いま

す。ただ、九州平均を見ますと、九州平均が94.4％

程度だったと覚えていますので、それに比較すると

まだ努力する必要があるという気はしております。

不用額についても前年よりかなり〇花城大輔委員

圧縮されたということで、これも評価するところで

あると思いますが、今、九州平均が94％ということ

もありました。これは具体的に監査の立場からどの

ように県に対して指導していくかというところを、

もう少しお尋ねしたいと思います。

不用額につきましては、〇當間秀史代表監査委員

これも前年度よりは42億円程度減少はしております

が、まだまだ2.2％程度と不用率が高い状況であると

認識しております。監査としましては、不用額につ

きましては予算計上時に精度の高い見積もりを行う

こと、それから随時事業の進捗を的確に把握するこ

と、それからその事業の進捗を把握した上で不用が

出そうな場合につきましては、年度途中でもいいの

で補正等を行うことが肝要だろうという意見を述べ

ております。

25ページの県債についてですが、〇花城大輔委員

、 、これも事前に職員から説明を受けておりますが 今

沖縄県の財政が職員の努力によってよくなっている

というところと、次年度にまた新たに起債をすると

いうことですが、沖縄県の体力といいますか、沖縄

県が起債を起こすときにどれぐらいの余力があるの

かということを客観的に御意見いただけませんか。

沖縄県の財政の体質が今〇當間秀史代表監査委員

はどうかということを御説明しますと、まず、経常

収支比率は平成27年度で93.5％であります。これは

、通常80％ぐらいが望ましいとはいわれておりますが

九州平均を見ましても94.2％で、全国平均を見まし

ても93.5％でありますので、沖縄県の経常収支比率

からいきますとまあまあいいほうではある。実質公

債比率、いわゆる県債の償還分ですが、この比率が

平成27年度は11.4％ということで、他県に比べると

九州平均が14.0％、全国も同じく14.0％ですので、

沖縄県が借金を返済する率というのは全国に比べて

少ないということはあります。ただし、今後起債を

発行できるかどうかにつきましては、これは財政力

指数を見たほうがよろしいかとは思います。これが

全体的な県財政の体力を見る上では一番重要な指数

となりますが、沖縄県は平成27年度が0.315でありま

して 九州平均 それから全国平均に比べても下回っ、 、

ているということで、この財政力指数は、平成26年

度においては総務省で全国を５グループ―Ａ、Ｂ、

Ｃ、Ｄ、Ｅまで分けますが、沖縄県は一番最下位の



－28－

Ｅグループに入っておりましたが、今回、多少、平

成26年度よりはよくなっているので、場合によって

は下から２番目のＤグループには入っているかもし

れませんが、そういうことでまだまだ沖縄県は自主

財源が乏しいところがありますので、やはり起債を

するに当たってもこの辺のことも考えながら、健全

な財政運営のために今、進められている行財政改革

プランを着実に推進していくことが重要であろうと

思っております。

今、おっしゃられた財政力指数に〇花城大輔委員

ついて、全国でも大分下位のほうだということがあ

りましたが これは一時期 平成14年度から平成20年、 、

度までは上昇していって、一度停滞をした後に平成

25年度からはまた再び上昇していますが、この上昇

していった要因についてお聞かせください。

詳しくは担当の財政当局〇當間秀史代表監査委員

にお聞きしていただきたいのですが、考えられるこ

とは、まず１つには沖縄振興一括交付金―一括交付

金等もありましたので、その分ある程度余裕ができ

たということと、一番大きなことは、沖縄県では経

済の状況が現在かなりいい状況にあります そういっ。

たことで、県税収入は個人県民税や法人事業税、あ

るいは地方消費税、自動車税といったものが伸びて

きているとともに、さらに収納率もよくなっている

ということがあろうかと思います。

西銘啓史郎委員。〇狩俣信子委員長

まず初めに概要説明の資料の中〇西銘啓史郎委員

で、自主財源が前年に比べて9.4％上がったにもかか

わらず、自主財源比率はまだ28.9％と３割に満たな

い状況。国庫支出金や地方交付税等の比率が高い中

で、沖縄県で国庫支出金の県民１人当たりの額など

をもしお持ちでしたら、全国で何位なのかわかれば

教えてください。

国庫支出金ですが、沖〇武村勲監査委員事務局長

縄県の金額としては2385億8400万円ほどです。これ

を県民１人当たりにしますと16万6000円になってお

りまして、順位でいきますと全国で２位となってお

ります。

同じように平成26年度決算で地〇西銘啓史郎委員

方交付税も全国の上位、18位ぐらいだったと思いま

すが、いずれにしても今の沖縄の財政状況は、やは

りこういった国庫補助金や地方交付税に頼らざるを

得ない。自立型経済の構築という自主財源比率を上

げるためには、税収を上げていく、または支出も含

め、いろいろ努力をしていかないといけないと思い

ますが、そこで幾つか質疑したいと思います。

まず最初に、概要説明資料の４ページに公金着服

というものがあったと思います。これはちなみに、

この数年間―５年でもいいですが、不祥事の発生件

数とその額というのがわかれば教えてください。

平成27年度の公金着服事〇金良多恵子会計管理者

件といいますのは、出先機関において平成24年度か

らの４年間に業者への現金支払いの際に、自身を受

。領者とする支出調書を作成し着服していたものです

出先―若夏学園ですが、寮での食事代として職員か

ら集めた預かり金からも70万円程度を着服したとい

うことで 平成27年度分の公金着服ということになっ、

ております。

過去の不祥事例ですが、〇當間秀史代表監査委員

平成23年度から平成27年度までの５カ年間の不祥事

は、先ほどの件も含めて３件となっております。残

りの件については、無歯科医地区医療対策事業費に

係る不適正支出ということで、これは平成22年度か

ら平成23年度までの間、医療費材料支出について職

員が―歯科用の金銀パラジウムというものがありま

すが、これを他の医療材料に差しかえて発注、納品

させ、その一部をネットオークションで売却したと

いう事案がありました。これが１つと、それから那

覇県税事務所においても、平成25年度から平成26年

度にかけて職員が架空の役務費や旅費の支出調書を

作成し、自己の口座に振り込ませるようにして公金

を着服した事例がありまして、先ほどの若夏学園の

件を含めて３件であります。

いずれにしても防止策について〇西銘啓史郎委員

、 、は各部局一生懸命やっているとは思いますが 実は

６月定例会の一般質問の中で知事の公印の扱いにつ

いて不適切な対応があったことを指摘させていただ

きました。やはり公印の扱いや内部統制などいろい

ろなことが話題になると思いますので、これについ

。ては監査でもしっかり見ていただければと思います

それともう一つ、先ほど執行率や繰越率、不用率

等私も数字をまとめてみました。細かいことは各部

局の常任委員会で議論されると思いますが、全体的

に繰越率や不用率が他都道府県と比べてどのような

状況なのか。もしわかれば教えてください。

低いほうから順番にいき〇金良多恵子会計管理者

ますと、繰越率が福岡県は2.5％、宮崎県４％、大分

、 、 、 、県4.7％ 鹿児島県4.8％ 佐賀県5.3％ 長崎県5.5％

熊本県6.1％、沖縄県10.3％となっております。続き

まして、不用額についてですが、不用額の率の低い

ほうから、長崎県が0.3％、大分県0.6％、鹿児島県

0.7％、福岡県0.8％、宮崎県１％、佐賀県1.1％、熊

本県1.9％、沖縄県2.2％となっております。これは

全て一般会計に係るものについてでございます。
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先ほど自主財源比率が低いとい〇西銘啓史郎委員

うことで、国民の税金または県民の税金を我々が県

の事業をするために執行させていただいているわけ

ですから、先ほど監査委員の指摘にもありましたよ

うに、いろいろ計画性の問題や事前の調整のおくれ

などが指摘されているようですが、ぜひこの辺につ

いては監査としてもしっかり審査、指摘をしてもら

いたいと思います。

私が申し上げたいことは、先ほどの繰越額の率で

あったり、不用額の率だったり、他都道府県と比べ

て沖縄が高い理由としてはいろいろあると思います

が、いずれにしても県民、国民から預かった税金を

効率よく投下してもらいたいということが１つと、

やはりこの辺の監査をしっかりお願いしたいと思い

ます。

、 、それともう一つ 先ほど実質公債費率が11.4％で

代表監査委員からは全国的にはよい状況という話も

ありましたが、特に沖縄県は国庫補助の部分も大き

いので、実質公債比率、この数字だけを見てもろ手

を挙げて万歳ということではないと思います。いず

、れにしても私からもう一つ質疑させてもらいますが

繰越額の中で繰越明許費と事故繰越があったと思い

ますが、事故繰越の中身についてわかれば教えてく

ださい。

今年度の事故繰越額は、〇金良多恵子会計管理者

42億6619万6000円となっていまして、そのうち事故

繰越額の内訳として一番大きいのが航空機整備基地

整備事業の27億519万円。次が、沖縄空手会館建設事

業の３億1791万1000円となっております。航空機整

備基地整備事業の中身としてましては、埋蔵文化財

調査や土壌調査等について、関係機関との調整に不

測の日数を要したためとなっております。沖縄空手

会館建設事業につきましては、赤土対策の見直し、

埋蔵文化財の調査及び送電線施設等に係る関係機関

との調整に時間を要したほか、不発弾処理による工

事中断、軟弱地盤の改良や基礎工事等に伴う計画変

更が生じたためとなっています。

事務方の説明で確認させていた〇西銘啓史郎委員

だきましたが、間違いないかだけお願いします。

繰越明許費については議会の議決が必要で、事故

繰越は議決不要だと説明を伺いましたが、それでよ

ろしいですか。

そのようになっておりま〇金良多恵子会計管理者

す。

もう一つ確認いたします。〇西銘啓史郎委員

決算意見書９ページの特別会計の小規模企業者等

設備導入資金、不納欠損額の中に25億円が入ってい

ますが、この中身がわかれば教えてください。

中小企業高度化資金に係〇金良多恵子会計管理者

る未収金について、平成27年２月議会で債権放棄の

議決を得たことから 平成26年度の不納欠損額が25億、

4597万2000円で平成27年度がゼロになっていますの

で、その分ということでございます。

決算意見書３ページで、収入未〇西銘啓史郎委員

済額が82億円という数字がありました。３億円ほど

減少しているとありますが、収入未済額のパーセン

テージが他都道府県と比べてどういう状況かわかれ

ば教えてください。

収入未済額ですが、一般〇當間秀史代表監査委員

会計と特別会計に分けて御説明します。

一般会計では、収入未済額は率にして0.4％です。

歳入予算額が8561億997万2866円に対し、収入未済額

が35億1638万円ですので、0.4％となっております。

特別会計が4.3％になっております。歳入予算額

1092億5887万9610円に対し、47億4622万734円となっ

ておりまして、4.3％となっております。収入未済率

につきましては、実は九州平均はなくて、収入率―

要するに調定に対して収入がどれだけあったかとい

う率はございますが、これでお答えしますと本県と

九州平均は99.5％ということで、九州他県と同率と

いうことであります。

最後に一言ですが、監査委員の〇西銘啓史郎委員

皆さん、各事業、部局ごとでも今度常任委員会で議

論しますが、とにかく沖縄県の経済、お金の執行管

理、監査委員としてのお勤めは大変だとは思います

が、我々も決算特別委員会の委員としていろいろな

ことを確認させてもらいたいと思います。次年度以

降も一生懸命頑張りますので、よろしくお願いいた

します。

新垣新委員。〇狩俣信子委員長

まず、沖縄県の借金、起債の額をお〇新垣新委員

聞かせください。

平成27年度の県債残高〇武村勲監査委員事務局長

は6629億7900万円でございます。

これを140万人の県民で割った数値、〇新垣新委員

県民はどれだけの借金を背負っているのかをお聞か

せください。

１人当たりの県債残高〇武村勲監査委員事務局長

は46万2000円です。ちなみに全国の順位では45位と

いう状況になっております。

今このような数値が出て、生まれた〇新垣新委員

子供でも46万2000円という借金を背負ってきている

中で、職員の努力で財政がよくなってきたというこ

とは非常にうれしい傾向にあるのですが、税収をふ
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やすにはまだまだ乏しいという中で、先ほど沖縄経

済の観光は好調になってきているという答弁があり

ましたが、平成26年度と平成27年度に伸びてきたと

いう税収の対比とその内訳をお聞かせください。

自主財源の中でも、県〇武村勲監査委員事務局長

税の伸びはかなり努力の結果が見られるということ

。 。かと思います 全体での伸びとしては131億6083万円

その主なものとして、地方消費税が88億円で景気拡

大によるものと消費税率の引き上げによるものでご

ざいます。それ以外に個人県民税が12億円で納税義

務者の増加、収入率の増加などが要因となっており

ます。そして、法人事業税が33億円で、これも税率

の引き上げと景気の拡大等によるもので伸びが顕著

にあるということでございます。

この問題等において法人事業税の〇新垣新委員

アップが一番大きくウエートを占めていて、次に来

るのが消費税。消費税は全国的に上がる問題ですか

らもちろん同様な形ですが、法人事業税の中身でど

こがどう伸びてきたのか、平成26年度と平成27年度

の検証をお聞かせ願いたいと思います。

法人事業税が増額になっ〇當間秀史代表監査委員

ておりますが、その詳細な中身については把握して

おりません。

主に観光と企業の伸びという形で私〇新垣新委員

は銀行関係者からよく聞くのですが、那覇市から上

で企業誘致や土地が売れたことが伸びている原因だ

と―観光に対する設備投資です。また、２年後には

消費税が10％に上がるということで、来年もさらに

上がるだろうという民間設備投資等の効果が見られ

。るということが主な要因だと私は検証しております

次に、先ほど平成27年度の歳入歳出決算で執行率

が87.5％と。その全国平均はどうなっているのかと

いうこともお聞かせ願いたいと思います。

九州平均については把握〇當間秀史代表監査委員

しておりますが、全国平均については把握していな

いところです。

それで、九州平均はどうなっていま〇新垣新委員

すか。

、〇當間秀史代表監査委員 九州平均につきましては

94.4％となっております。

94.4％ということですが、前年度と〇新垣新委員

の対比はどうなっていますか。

九州平均の前年度は〇當間秀史代表監査委員

93.2％となっております。

沖縄県に戻りますが、この87.5％、〇新垣新委員

平成26年度よりは伸びている。やはり90％に向かう

ための主な成果というのが、若干届かなかったとい

うことが残念でならないと思っておりますが、この

問題においてぜひ執行率を上げるように、予算が使

えるようにお願いしたいということと、繰越明許費

ともかぶってなかなか90％に上がらないのかなとい

うのが私の見解です。

次に移りますが、先ほどの西銘啓史郎委員と違う

角度で質疑いたします。税収をふやしながら地方交

付税が年々上がっている現状の中で、予算を組みか

えて約7000億円余りの予算になっていると思います

が、従来の見方からすると、税収がふえるなら地方

交付税は減額されるというのが市町村の一般的な見

方なのです。なぜ平成26年度も平成27年度も上がっ

ているのか、そこをお聞かせいただきたいと思いま

す。

地方交付税は、一般的に〇當間秀史代表監査委員

基準財政需要から基準財政収入を引きまして、その

差額を地方交付税で補塡することにはなっておりま

すが、今回、平成27年度において地方交付税がふえ

た原因については、監査委員では把握していないと

ころでございます。

それはそれとして、特に県債が年々〇新垣新委員

減っていると理解していますが、いまだ6000億円余

りの借金を抱えている中で、今年度の取り組みとし

て580億円の県債が予算計上されていますが、いかに

行政改革を進めるかといっても、全国どこの市町村

でも職員の努力で行政改革はほとんど成り立ってい

るのではないか。税収をふやすという徹底的な努力

が求められている時代だと思うのです。この成果の

中で、沖縄は特別に優遇されているという問題の中

でお聞きしたいのですが、私は沖縄が優遇されてい

る部分で高率補助をなくした場合の相対効果も、改

めてこの推移と沖縄が優遇されているということも

―沖縄には一括交付金もあるが 全国にはないといっ、

たもろもろも載せていただきたい。全国では補助率

平均50％ですが、沖縄県は75％、80％はあるといっ

たもろもろ、県民に沖縄は恵まれている、高率補助

が入っているし、税収も伸びながら地方交付税は減

額されてない。そういったトータル的なものも、後

の話ですが終了するときに載せていただけないかと

思っています。その件に対して、代表監査委員、会

計管理者の意見を伺いたいと思います。

御承知のように、監査委〇當間秀史代表監査委員

員は財務に関する事務の執行について監査を行うと

いうことでありまして、この件につきましては我々

の範疇を超えているところがありまして、もしでき

るとすれば、沖縄県の財政収支の見通しを行ってい

る部署もありますので、そういうところがふさわし
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いかと思います。

会計管理者制度は、予算〇金良多恵子会計管理者

執行機関から会計機関を分離して出納の独立性を確

保しているものなので、執行の部分について私から

コメントすることは立場上できません。

お互い立場はありますが、沖縄の恵〇新垣新委員

、 、まれた環境の予算措置を 決算を毎回締めるときに

概要というものを示す前に―沖縄は地方交付税に恵

。まれていないと言いながら税収は伸びているのです

今回の定例会でも、執行部が地方交付税を本土より

もらっていないという言い方をしていたのです。し

かし、普通は県民税が伸びたら地方交付税は減額さ

れるのです。これは明らかに証拠になっているので

す。そこら辺が何らかの形で恵まれているのではな

いかということもきちんと明記するのが、県民にわ

かりやすい政治 予算のあり方 私たちが税金を払っ、 、

ている義務と大義と説明があるのではないかと思い

ます。

結びになりますが、特別会計に関して、全体的に

大まかで答えてほしいのですが、収入がとれていな

いという問題があると思います。この中で、特に訴

えたいことは不納欠損額です。不納欠損額がこのよ

うな数値になった主な問題等において説明をお願い

します。

特別会計の中で不納欠損〇金良多恵子会計管理者

額は295万3000円となっておりますが、これは母子父

子寡婦福祉資金特別会計の貸付金の不納欠損となっ

ております。

19の特別会計があって、歳入歳出事〇新垣新委員

項別明細総括という形で、収入未済額の件について

全国平均があるのかないのか、また九州であるのか

ないのかお聞かせください。収入未済額が大きいと

いうことで、そういったランキングのようなものは

ありますか。

沖縄県は19の特別会計を〇當間秀史代表監査委員

持っておりますが、特別会計というのは地域の事情

、に応じて各県で特別会計を持っているものですから

必ずしも他の都道府県で似たような特別会計がある

わけではないので、比較的な数字はないところであ

ります。

この19の特別会計は、私が見る限り〇新垣新委員

いい内容になっていると思います 総括的に平成26年。

度、平成27年度で伸びたと強調できる部分をお聞か

せください。

歳入が増加した主な特別〇金良多恵子会計管理者

会計は、国際物流拠点産業集積地域那覇地区特別会

計が対前年度比14億7438万6000円の増となっており

ます。それから、中城湾港新港地区臨海部土地造成

。事業特別会計が９億1262万円の増となっております

今後、物流棟や中城湾港新港地区の〇新垣新委員

土地一帯の企業誘致等に関して、これからもっと伸

びてくるだろうと思いますので、ぜひ税収をふやす

―土地が売れることによって、県民税、法人事業税

等、雇用が生まれることで税収が上がっていきます

ので、引き続き今の流れをとめず頑張ってください

ということを述べて、私の質疑を終わりたいと思い

ます。

座波一委員。〇狩俣信子委員長

自主財源が９％増加ということであ〇座波一委員

りますが、先ほどからのお話を聞きますと、事実上

は経済成長によるものではなく、消費税の増加ある

いは税制改正によるものだと考えておりますが、そ

れはやはり沖縄県の最大の課題でありますのは、自

主財源の強化だと思います。そこで、自主財源の強

化においては、企業の占める法人税あるいは法人事

業税がやはり大きくなっていたと思うのですけれど

、 、も そこもこの全体の自主財源が伸びたといっても

伸びが税制の部分でしか見られないということなの

か。そういう自主財源の中で企業の経済的な伸びを

どのように分析しているか、そういったものはござ

いますか。

その辺の分析については、〇當間秀史代表監査員

監査では行っておりません。

というのは、税制的に沖縄県は特例〇座波一委員

措置が結構ございます。そういう特例を受けた企業

がそれなりにまたしっかりと法人税を、あるいは法

人事業税を出しているかというのも皆さんはしっか

り見ているのかというのを聞きたいのです。

申しわけございません。こ〇當間秀史代表監査員

れは税の収納のお話になると思いますけれども、こ

、れについては関係部局で把握していると思いますが

監査委員においては把握しておりません。

そこまで監査の義務はないかと思い〇座波一委員

ますが、そういった意見の中から恩恵を受けている

税制部門で、今後も宿泊等への税制の特典が加味さ

れるということもありますので、沖縄県の観光ある

いは、こういった意味からいっても柱となる業界で

自主財源に転化されるような施設もつくらないとい

けないということからいいますと、今後の監査のあ

り方もやはりそこら辺に着目するべきではないかと

いうことを提言しておきます。

次に、収入未済額の縮減が課題であると言ってお

、 、 、りますが 収入未済額の中で県税 使用料・手数料

、あるいは特別会計の中でたくさんあると思いますが
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主なものを少し聞きたいのです。

収入未済額の主なものは意〇當間秀史代表監査員

見書の４ページにありますように、県税が19億円、

県営住宅使用料が７億円というような状況でござい

ます。

この県営住宅使用料もこんなに大き〇座波一委員

いのは意外でしたが、その徴収体制については、監

査のほうから人員的なもの含めて今どのように見て

いますか。監査の意見として、人員の適正な配置も

求められると言っていますので、それから見ますと

徴収体制が今どうなっているかということを聞いて

おきます。

収入未済額につきましては〇當間秀史代表監査員

年々改善はしているところでありまして、これまで

収入未済額の防止に当たってこれまで行ってきた対

策としては、いろいろ担保の徴収であるとか、公正

証書の作成とか、そういうものを近年やり始めてい

ることと、それから債権回収会社、そういったもの

に委託をして回収を進めていることがありまして、

いわゆる直近の回収率についてはよくなっているこ

とはあります。ただ、長期固定化した収入未済額は

なかなか解決できない状況でありまして、そういっ

た中で、やはりこういった難しい案件については、

県職員というよりは弁護士等と相談の上で対策を

練っていくほうが大事かと思っておりまして、県に

おきましても今、弁護士等との調整の中で対応策を

練っているということであります。

この未済額に対する対応というのは〇座波一委員

非常に重要です。自主財源が余り大きな伸びが期待

できないうちは、徴収体制含めて収入未済額対応が

大切であります。これは住民の公平性の観点からも

重要ですので、ぜひ今後も監査の中でも指摘しなけ

ればいけないことだと思っております。

不納欠損額についてですが 処理ですけれども２億、

3000万円余ですね。これは最後の部分で、不納欠損

として整理できるものについては事務手続を進める

よう要望しておりますと。そのくだりがあり、非常

に気になりますが、やらなければいけないことがま

だ進んでいない意味ですか。やるべきことはあるけ

れども、進んでいないということを意味しているの

か。

このくだりは、いわゆる不〇當間秀史代表監査員

納欠損金として整理できるものは財務規則で定まっ

ております。例えば、債権の消滅事項が完成して債

務者の援用があったり あるいは裁判所の判決によっ、

て債権の不存在が確定したり、あるいは会社更生法

などによって債務が免責された場合は、それに従っ

て不納欠損処理をしてくださいということで、いつ

までもこれを不納欠損処理をしないで未収金として

扱っていると、県の財政状況、正しい姿が反映でき

ないことと、徴税のためのコストがかかることがあ

りますので、できるものは当然公平公正の観点も含

めながら、不納欠損処理を進めてくださいというこ

とであります。

、〇座波一委員 不納欠損も重要という御認識なので

そこがどうしてもこの文面から、その適宜な対応が

まだぬるいのではないのかという印象を受けますの

で、そこは平成28年度しっかりと取り組んでいただ

きたいと思っております。

休憩いたします。〇狩俣信子委員長

午後０時６分休憩

午後１時24分再開

再開いたします。〇狩俣信子委員長

休憩前に引き続き、質疑を行います。

座喜味一幸委員。

監査の詳細に入る前に基本的な〇座喜味一幸委員

ことだけ伺いたいのですが、監査に当たって会計か

らいろいろな事業効果まで含めてやられると思いま

す。ある意味では、各年度によって監査の重点方針

などいろいろな方針を持って監査に当たると思うの

ですが、その辺を含めて教えてください。

、〇當間秀史代表監査委員 監査に当たっては毎年度

監査の重点事項を定めております。平成28年度に実

施した定期監査においては、１つ目が財務会計事務

の執行体制について。２つ目に未収金の債権管理に

ついて。もう一つは毒物・劇物の適正な管理体制に

ついての３項目を重点事項として監査を行ったとこ

ろであります。

今、おっしゃった毒物に関して〇座喜味一幸委員

重点事項になった背景を教えてください。

毒物・劇物の適正な管理〇當間秀史代表監査委員

につきましては、平成27年度に行政監査を行ってお

ります。その結果に基づきましてフォローアップを

行うための監査ということで、重点事項に上げてお

ります。

いよいよ平成27年度の決算とい〇座喜味一幸委員

いますと、一括交付金創設から４年目になりますの

で、この一括交付金の執行状況、特に年度予算編成

に当たって国側から不用額、繰越額等が大分指摘さ

れて、予算編成上、大変重要な項目となっているの

ですが、その辺は監査の中でどのような指摘をされ

ているのか教えてください。

今回の決算審査意見書の〇當間秀史代表監査委員

中では、とりたてて一括交付金について言及してい
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る部分はございませんが、職員監査、あるいは４名

の監査委員がそろって行う本庁監査の中で、一括交

付金の執行率の向上については厳しく指導をしてい

るところです。

来年度の概算要求でも140億円ぐ〇座喜味一幸委員

らいの査定がされています。この不用額を含めて、

前年度と来年度の予算要求の中で数字の改善がさほ

ど見られていないという原因はどのような評価をし

ましたか。

一括交付金の制度が創設〇當間秀史代表監査委員

されてからこの間、執行率については徐々に改善し

てきているものの、平成27年度においてもソフト事

業で77.4％、ハード事業でも71.5％ということで低

い状況にあります。この状況を見ると、いわゆる用

地取得のおくれや他の関係機関との調整おくれ、あ

るいは計画変更などというものが出てきております

ので、この辺について計画的な執行に注意していた

だきたいということを述べているところです。

単年度での予算という形になる〇座喜味一幸委員

ので、平成24年度も年度途中からで事業の執行率が

非常に悪かったと思っていますし、今でも結局のと

ころはいろいろな問題があって、計画が煮詰まって

いない。本当にこの事業でいいのかというような、

この投資に対する効果等々がどうも甘いのではない

か。それから、調整等に時間を要するということは

計画が不十分ではないのか、その辺の改善をどうす

べきか。そこが監査委員の指摘の大きな柱になって

いるのではないかと思うのですが、その辺をより具

体的に説明いただけますか。

確かにおっしゃるとおり〇當間秀史代表監査委員

です。まず、一括交付金に限らず予算編成、計上に

当たっては精度の高い見積もりをすることが大事で

す。加えて、執行に当たっては日常的に進行管理を

行うことを地道にやっていく必要があると思ってい

ます。

沖縄振興公共投資交付金―ハー〇座喜味一幸委員

ド交付金のほうも、沖縄県は公共バブルということ

がちまたに流れるぐらい、民間あるいは官の投資が

すごく大きい そういう部分もあって なかなかハー。 、

ド交付金でやる部分とソフト交付金でやる部分との

整合のとれなさや、技術職の不足等、何らかの形で

連鎖的な状況ができているのではないか。そういう

、 、根本的な部分 賃金のアップや人材の確保も含めて

やれやれと具体的にいえども、笛を吹くけれどもな

かなか踊れない現実があるのではないか。その辺を

監査の指摘を通して、県としてどれだけの改善をし

てきたかということが大変重要である気がするので

すが、その部分はいかがですか。

監査委員では答えづらい〇當間秀史代表監査委員

質疑ではございますが、確かに今の沖縄県の経済状

況というのは観光と民間・公共の建設事業に支えら

れて推移していて、特に建設関係に関しては人材不

足が挙げられております。これは県においても建設

関係というか、土木職員の人材が不足しているよう

な状況にございます。そういうことから、県としま

しては執行率改善のために、今後は工事設計図書の

一部を民間委託にすることなどを考えている状況で

あります。

ちなみに、平成24年度から平成〇座喜味一幸委員

。27年度までの不用額とその主な事業は何だったのか

その原因は何だったのか。

不用額の主たるものとい〇當間秀史代表監査委員

いますか、まず市町村事業にかかるソフト交付金等

の事業があるということと商工の分野で航空機整備

基地の工事の減、それから安心こども基金等の待機

児童解消のための補助金申請の減というものがあり

ます。

額はどうなっていますか。〇座喜味一幸委員

意見書の５ページにござ〇當間秀史代表監査委員

いますように、商工費で26億円程度、民生費で26億

円程度というまではありますが、詳細な内訳につい

ては部局で確認をお願いしたいと思います。

特に沖縄県は一括交付金として〇座喜味一幸委員

特別なお金をたくさんもらっているが、他府県とは

ソフト交付金が違うという話が大変重要で、ソフト

交付金をいかに有効あらしめるかという 沖縄ビケー、

ンの予算をどう生かすかということが大変重要だと

思っておりまして、県のソフト事業を含め市町村の

ソフト事業、ソフト交付金の使い勝手のよさは物す

ごく重要であって、ぜひ監査委員としてもこの予算

の執行のあり方から事業効果をどうあらしめるべき

か、その執行体制を改善していかないと、もう折り

返しに入るので、その辺はしっかりとやっていかな

いと―各部局でもちろん頑張るでしょうが、監査委

員から見たありようをしっかりと指摘していくべき

ではないかと思いますが、どうですか。

おっしゃるように、一括〇當間秀史代表監査委員

交付金は従来の補助事業ではできなかったメニュー

がいろいろこなせるようになったということで、あ

と５年という状況の中で集中的、戦略的に一括交付

金を活用して、さまざまな事業を展開していくこと

が必要だろうという認識は、当然監査委員も持って

いるところであります。このような重要な財源であ

りますので、今後、監査委員としても注意深く見て
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いきたいと思います。

それで事業執行全体の話になる〇座喜味一幸委員

と、監査委員の報告は決算額で繰越額は前年度から

126億円減少しているという指摘です。繰り越しの主

な理由として、計画変更から各関係機関との調整の

おくれ、設計調査のおくれ、用地取得の困難等々と

いう執行状況に対する監査のコメントがあるのです

が、実態として前年度よりは減ったものの、依然と

。 、して繰り越しの実態が大き過ぎる 特に土木建築部

農林水産部でそういう傾向がある。こういうものに

対して、もっと根本的な問題は何かという部分が少

し気になっていて、その辺は当局と改善のためにい

ろいろな意見交換がなされているのではないか。そ

の辺はどれぐらい詰め込んだ話になっているのかと

非常に期待しているのですが、どうでしょうか。

知事部局からも本庁監査〇當間秀史代表監査委員

の中で意見はお伺いしたところであります。知事部

局としましては、これまでも、例えば公共事業推進

本部などによって進捗管理を行う、あるいは用地買

収について一部民間業者を活用して、補償や交渉説

明を行うということもしている。さらに先ほど申し

上げました工事設計図書の一部委託であるとか―昨

今は工事入札の不調、不落が出てきているものです

から、これまでは年２回建設資材単価についての調

査をしていたところを年４回にするということも考

えていると聞いております。

その辺も大事だと思っておりま〇座喜味一幸委員

す。

、 、収入未済額の扱いの件で 県税あたりについては

コンビニなどでの振り込み等が進んで改善されてき

たのかということで、結果としても出ているのでは

ないかと思いますが、公共料金等の税金について、

コンビニ等の活用は収納作業にとっては大変重要か

と思いますが、その辺の指摘、あるいはトータルと

して今、どういう効果が出ているかを教えてくださ

い。

今のところ、自動車税に〇當間秀史代表監査委員

つきましてコンビニや郵便局、さらにはクレジット

による納付を進めているところでありますが、これ

が始まったのは平成20年ですが、これは期限内納付

の話ですけれども、そのときには金融機関で自動車

税を納める割合が72％、コンビニが28％でありまし

、 、たが 平成27年度におきましては金融機関で49.7％

コンビニが40.2％という状況でありまして、さらに

郵便局でも平成22年から始まっていますので、郵便

局では3.8％、クレジットでは6.3％。多様な払い方

を進めたために、かなり収納率が上がってきている

ことは言えると思います。

何項目ぐらい振り込み制度がで〇座喜味一幸委員

きていますか。今は自動車税だけですか。

今のところ、コンビニで〇當間秀史代表監査委員

収納しているのは自動車税、個人事業税、不動産取

得税の３税になっております。

今後はトータルとして県営団地〇座喜味一幸委員

使用料も含めて、県の徴収業務をこういう形で広げ

ていくことが大事ではないのかと思うのですが、不

納欠損の処理については、基本的に５年で徴収でき

なければ欠損金扱いという形になるのでしょうか。

不納欠損ができる場合と〇當間秀史代表監査委員

いうのは財務規則の中に定められておりまして、正

確に申し上げますと、１つは債権の消滅時効が完成

して債務者が援用したとき。地方自治法の第96条第

１項第10号の規定により納入義務者に係る債権を放

棄したとき それから 地方自治法第231条の３第３項。 、

の規定により、滞納処分ができる徴収金について滞

納処分の執行停止後３年を経過したことにより債権

が消滅したとき。さらに裁判所の判決により債権の

不存在が確定したとき。会社更生法及び破産法によ

り納入義務者が当該債権につき債務を免除されたと

き。このときが不納欠損として整理することができ

ることとなっております。

納税は義務でありますから、あ〇座喜味一幸委員

る意味では不納欠損金を出さないことが原則であり

ます。これに関してはけじめといいますか、最近、

議会にも県営住宅の退居等の提起の話も出ておりま

すが、しかるべきときにはしっかりと指導していか

なければならないのではないかと思っています。

審査意見書の中の自主財源の問題で、歳入全体に

占める割合が国庫支出金、地方交付税等が大きい。

依然として国の地方財政制度に大きく影響を受ける

。財政構造となっているというような表現があります

今後、沖縄県の財政の健全化に向けて、経済活動に

よって税収等の歳入をふやしていくことは当然重要

でありますが、片や沖縄県における国の財政に依存

するような構造は、なぜそうなっているのか教えて

ください。

かなり哲学的な答えにな〇當間秀史代表監査委員

るかと思いますが、先ほど財政力指数が0.3という話

をしましたが、基本的に県の財政上の体力がないと

いうことがありまして、一般的に基準財政需要と基

準財政収入の差がかなり大きいということが国への

依存体質になっているというところになります。

沖縄県の議論の中で基地経済の〇座喜味一幸委員

依存度が落ちたということがよくあります。それか
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ら、沖縄県の特例措置としての高率補助が結果とし

て沖縄の経済を支えたり、国庫支出金が大きな財政

となっている。その特例措置としての高率補助を漸

減的に落としていくというような議論もあったので

すが、この財政健全化の問題の中で高率補助制度と

いうものをしっかりと議論しておかなければならな

い。結局、他府県に比べて80％の補助、一括交付金

、 、に関しては90％の補助 県対応分10％ということで

これらの高率補助が大きく沖縄の経済、財政を支え

ている。その辺は現状を認めて、今後、どう自立経

済に向けるかという視点が大事だと思いますが、そ

の辺は監査委員としてどう議論されていますか。

、〇當間秀史代表監査委員 申しわけございませんが

監査委員の中ではそういった県の財政構造のあり方

。についてまで議論は進んでいないところであります

大城一馬委員から質疑時間を〇狩俣信子委員長

５分づつ宮城一郎委員と亀濱玲子委員に譲渡したい

との申し出がありましたので御報告いたします。

なお、質疑の持ち時間を譲渡した委員は譲渡を受

けた委員の質疑中は在席する必要がありますので御

承知おき願います。

宮城一郎委員。

一般会計、特別会計で沖縄県歳入〇宮城一郎委員

歳出決算審査意見書及び沖縄県基金運用状況審査意

見書の４ページです。収入未済の主なものの記載が

ありました。これに関連する資料として69ページの

平成27年度一般会計歳入決算額前年度比較表の収入

未済額を見ました。この額が発生している款は全部

で５つあると認識していますが、全てについて収入

未済額は減少しているが、ブレイクダウンした項目

で見たときに、４ページに戻って県営住宅使用料と

いうものが前年に比べてふえたという解釈をしまし

た。そこで、５つの款の中にほかにも項目でブレイ

クダウンしたときに、前年に比べてふえたものがあ

るのか確認をさせていただきたい。もし数が多けれ

ば、増額の金額が多いものから順に３つから５つで

も紹介していただければと思います。

平成26年度に比較して平〇金良多恵子会計管理者

成27年度の未済額がふえたものとして県営住宅使用

料 その他に雑入の中の生活保護費返還金が平成27年、

度１億420万4000円、平成26年度が9938万6000円で

481万8000円の増となっています。

項目としては、この２つくらいと〇宮城一郎委員

いうことでよろしいですか。

私のほうで把握している〇金良多恵子会計管理者

主なものがこの２つということで、もっと細かいも

のがあるかは把握していません。

時間があれば、資料として出せる〇宮城一郎委員

ものがあれば御検討いただいて、可能であれば頂戴

できたらと思います。

同じ資料の８ページ、こちらも収入未済額につい

てのものですが、特別会計の中ではおおむね収入未

済が減っている科目がほとんどですが、その中で所

有者不明土地管理特別会計と宜野湾港整備事業特別

会計の２項目だけ収入未済がふえているという記載

があります。特に宜野湾港整備事業特別会計の中で

収入未済があるというのは、どういった状況下にお

いて発生しているのか教えてください。

宜野湾港整備事業特別会〇當間秀史代表監査委員

計の収入未済額ですが、宜野湾マリーナを管理運営

しているわけですが、そのマリーナの施設使用料を

滞納しているということです。

あのマリーナは指定管理によって〇宮城一郎委員

運営されていると思いますが、その指定管理者が県

。に納めるものが未収になっているということですか

それとも船を係留している方々の支払いがおくれて

いるということですか。

御指摘のように、ヨット〇當間秀史代表監査委員

の係留者が滞納しているということです。

水道事業と工業用水道事業、もし〇宮城一郎委員

可能であれば御答弁していただきたいと思います。

平成27年度沖縄県水道事業会計決算審査意見書及

び沖縄県工業用水道事業会計決算審査意見書の

６ページ。工業用水道事業会計の中で供給単価と給

水原価です。一見して逆ざやになっていまして、商

売をしていた私にとっては厳しいという感想を持っ

ています。他府県、全国平均と比較すると、全国で

は大体27円くらいの純ざやになっているところが沖

縄県では逆と。これは資料では平成25年度からしか

拝見できないのですが、状況を見ると沖縄県におい

ては恒常的に逆ざやが続いているのかと拝察してい

ます。沖縄の地域特性によるものかと思いますが、

詳述していただけたらと思います。

、〇當間秀史代表監査委員 沖縄県の水道事業ですが

水源がほとんど北部にあって、工業用水を供給する

地域が中南部というところで 管路延長が長大になっ、

ています。例えば漏水などの維持管理費、コストが

かかるということがあります。さらに他府県のよう

に大きな河川がありませんので、取水のほとんどが

国が管理する多目的ダムから取水をする状況があっ

て これについてはダムの維持管理負担金を国に払っ、

ているという状況があり、これもコストがかかりま

す。さらに基本的に施設利用率が50％程度、正確に

言いますと55.03％らしいのですが、そういった状況
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の中ではどうしてもコスト的に逆ざやにならざるを

得ないという状況のようです。

50％、いわゆる工業用の需要に対〇宮城一郎委員

して水が余っているということで考えていいでしょ

うか。

はい、そういうことでし〇當間秀史代表監査委員

て、今、企業局においても、需要喚起のために管路

沿線における工業用水の利活用について取り組みを

進めています。

平成27年度沖縄病院事業会計決算〇宮城一郎委員

審査意見書の３ページです。表１の経営成績を見た

中で強く目に入ってきたのが、特別利益及び特別損

、失というものが平成26年度に大きく計上されていて

平成27年度はそれがともに小さくなることによって

前年度比がかなり大きく乖離していることに気がつ

きました。いろいろ諸先輩から聞く中で、病院会計

が少し変更になったということを漏れ聞いてはいる

、 。のですが この要因について御説明いただけますか

特別利益が減少した理由〇當間秀史代表監査委員

は、宮古病院で会計システムの変更があって、その

際に収益が反映されていなくて過年度損益を修正益

として計上しました。それが平成26年度で、そのた

め平成26年度の特別利益が大きく膨らんでいて、通

常は平成27年度並みであるという実態です。

いわゆる平成25年度に計上し損〇宮城一郎委員

、なった利益を平成26年度に繰り入れたということで

今はスタンダードな状態になっていると解釈してい

いでしょうか。

そのとおりです。〇當間秀史代表監査委員

続いて同じ資料の９ページをお願〇宮城一郎委員

いします。当初業務予定量と実績というところで業

務予定量という単語に出会いました。想像する限り

では、公立病院においてのキャパシティーというの

。 、 、でしょうか これくらいの患者 外来を受けられる

これくらいの入院患者を受けられるというところの

数的なボリュームを指しているのかと考えますが、

それに対して実施額、決算があると思うのです。も

しこの業務予定量が稼働100％だった場合に、公立病

院は黒字化するのかどうかはいかがでしょうか。

当初業務予定量というも〇當間秀史代表監査委員

のは前年度の実績、そういう各病院の診療体制、患

者数の推移を見ながら、ある程度黒字の方向に向か

うような数字で目標値としては定めてはいます。こ

の業務予定量がそのまま達成されれば黒字になるか

といえば、それはそうではなくて、やはり薬剤など

の材料費の問題、診療報酬の加算などその他いろい

ろな要素がありますので、必ずしもこの業務予定量

を達成したからといって、そのとおり黒字になると

いうことは言えないかと思います。

公立病院ですので、私は社会イン〇宮城一郎委員

フラとして受けとめていますので、県民が質のよい

医療サービス、特に米国の統治下にあったころの医

療サービスを支えたのは公立病院だと思いますし、

今もなお大きな役割を果たしていると思います。た

だ、赤字でもやらなければならない事業なのかもし

れませんが、それが余りに膨らんでいくと、そうい

う県民のサービスに応えられない状況になるのは非

常に危機的な状況とも思いますので、その辺のバラ

ンス、バロメーターというものはしっかり持って運

営につなげていただきたいと思っています。

６ページをお願いします。是正・改善を要する事

項で、病院事業局の定期監査を実施した結果、契約

事務や各種手当に対する事務を中心に不適切な事務

処理が多く確認され、依然として指摘件数が多い状

況にあるというところがあります。私が所属する総

務企画委員会でも質疑させていただいたのですが、

総務企画委員会で今回、病院職員の定数変更の審査

がなされまして、それについては資料を拝見させて

いただきました。やはり医師、看護師の定員増とい

うものがここ数年ずっとなされている中で、事務職

員の増強が放置されていると見受けています。同様

の事務職に関する指摘、意見というのは平成25年、

平成26年、平成27年と３カ年連続でされているとこ

ろでして、いわゆる医療サービスのスタッフについ

ての増強に傾注されていて、事務職はそのまま据え

置かれている。医療規模が大きくなっているのに据

え置かれているというのは、ある意味でマイナスに

なっている、ストレスが多くたまっているというこ

とから、こういった意見が出ているのではないかと

思っています。総務企画委員会でこの件についても

質疑した際に、費用対効果の面で、医療サービスに

従事するスタッフが一見して効果をはかりやすいこ

とがあるという答弁はいただきました。事務職員も

医療サービスを支える重要な病院事業におけるイン

フラだと思うのです。このように定性的な指摘、意

見を３年間続けてはいるもののそれが顧みられない

状況について、もう少し意見の内容として病院事業

局自体がこれを顧みて、戒めとして事務職員も重要

だという考えに至れるような監査指摘の方法をぜひ

開発というか 生み出してほしいという気持ちを持っ、

ていますがいかがでしょうか。

確かに今の医療事務に従〇當間秀史代表監査委員

事する職員の数の問題についてはそのとおりであり

まして、１床当たりの事務職員あるいは看護師、医



－37－

師等々につきましては、医師・看護師等は全国平均

よりよい状況にありますけれども、事務職員は全国

平均よりも下回っているという状況にあります。そ

ういった意味からすると、経営分析をする、あるい

は診療報酬が改定されたときにそれに即応した診療

報酬請求のあり方については事務職員が一番よく

知っている状況であるので、この辺については、今

後我々としても病院事業局とは意見交換をしたいと

思います。

亀濱玲子委員。〇狩俣信子委員長

まずは平成27年度の審査意見書か〇亀濱玲子委員

らいきたいと思いますが、財政構造について監査委

員にお尋ねいたします。審査意見書の13ページから

15ページの間で取り上げたいと思います。

沖縄県は、やはり歴史的にも非常に厳しい行政を

強いられてきた中で、すごく頑張っていると、努力

をされているということを言いたいわけですが、特

に去年度から今年度にかけて、自主財源である地方

税が224億円、20％増、諸収入が10％増、財産収入が

60％増と改善に向かっていると思います。先ほど、

自主財源といいますと全国最下位になっていくのか

もしれませんが、財政力指数でいいますと、昨年度

の決算特別委員会でだと思いますが、当時の代表監

査委員が、0.29という低い中でも0.3を超えるととて

も沖縄県はいい方向に向かっていくのではないかと

意見を付してあります。それから見ますと財政力指

数が0.31と上がってきたことについて、代表監査委

員から改善されてきたのではないかということにつ

いて御意見をいただきたいと思います。

、〇當間秀史代表監査委員 昨今の沖縄の経済状況は

日本銀行―日銀の景気動向を見てもよろしいという

状況が出ていますし、さらに前に東京のシンクタン

クで公表されました今後の各都市の経済成長率を見

ますと、2020年までに東京と沖縄が１位、２位を占

めているという推計もありまして、沖縄県が非常に

景気的に元気がいいということがあります そういっ。

た中で、県税収入も伸びていることから財政力指数

が今回0.31ぐらいになってはいます。ただ、0.31と

いいますのは、先ほども申し上げましたように、財

政力指数を５ブロックに分けると下から２番目のグ

ループでしかないということがありますので、まだ

まだ沖縄県は今後伸びる傾向がありますので、財政

的に体力をつける必要があるかと思っております。

先ほども座喜味委員などが質疑さ〇亀濱玲子委員

れていましたが、事業執行については前年度よりは

やはり上がってきていると。特別会計でいいますと

96.6％。一般会計でいいますと今、87.5％。九州平

均からしても低いということですが、前年度から比

べて改善された点―これは評価できる点ですが、監

査から見て改善される点、そしてまだまだ足りない

点というように分析してお答えいただけますか。

まず執行率が改善されて〇當間秀史代表監査委員

評価できる点といいますのは、いわゆる公共事業推

進本部―これは従来もありましたけれども、これに

ついてかなり濃密な議論を交わすとともに、各部局

間で情報交換をしているということで、そういった

ことにより不用等の状況が出るのであれば、他の部

局に回すといったことをしておりまして、こういっ

たことが執行率の改善につながったと評価はしてい

るところでございます。ただ、やはりそれでも改善

が1.7ポイントぐらいにとどまっているので、事業計

画の進捗管理をさらに一層きめ細やかにやる必要が

あるだろうと考えております。

決算書を見たときに、繰越額が大〇亀濱玲子委員

きい部分があるわけです。土木費と農林水産業費で

かなり繰越額が多いと思っていますが、その要因は

何だと監査は捉えていますか。

土木費は、専ら道路改良〇當間秀史代表監査委員

、 。 、であるとか 街路事業が主になっております また

農林水産業費の場合は土地改良等、漁港整備が主な

繰り越しの原因ですが、その要因としましては関係

機関との調整がおくれているとか、用地取得という

ことが挙げられるかと思います。

それにしても、九州平均から見る〇亀濱玲子委員

とかなり低いわけですから、これを改善するとした

ら―先ほども少し触れていましたが、改めて土木関

係、農林関係についての事業を執行するに当たり、

もしも御意見をいただくとしたらどういうところに

改善をしていくべきだとお考えですか。

81ページに、繰り越しの〇當間秀史代表監査委員

状況要因別という別表９が載っております。そこで

要因別に分析をしておりまして、その構成比も出て

おります。その中でその他が22％ありますが、この

大体190億円ぐらいが市町村のハード・ソフトの一括

交付金分であります。ですから、今後、市町村との

連携をさらに密にして、市町村のハード・ソフト事

業についても執行率を上げていくような方策をとる

ことが必要だろうと思います。

ちょうどそのことを伺いたいと〇亀濱玲子委員

思っておりました。実は、不用額が出ているものに

関して、市町村事業に係る沖縄振興特別推進交付金

から不用額が出ているわけですが―意見書の中では

27ページに触れられておりますが、これについて言

いますと、改めて今おっしゃっている市町村との連
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携が不用額の原因とはなりません。まず不用額につ

。いて主な要因をお伺いしてから次の質疑に移ります

市町村事業で不用額が生〇金良多恵子会計管理者

じた主な事業といたしましては、石垣市のものづく

り・マーケティング総合支援事業、同じく石垣市の

地域防災力強化育成事業、沖縄市の（仮称）雇用促

進施設整備事業、国頭村の幼保連携型総合施設整備

事業、恩納村の沖縄関連資料整備事業などがあり、

主な要因といたしましては、入札残によるものと事

業計画の変更によるものがあると聞いております。

沖縄振興特別推進交付金と不用額〇亀濱玲子委員

、 、との関係―今 不用額についてはお聞きしましたが

この交付金の中で大きく繰り越されているというこ

とがありまして、これについて先ほど監査委員がお

答えいただいたことと関係するかと思いますが、沖

縄振興特別推進交付金の繰り越しについて監査委員

はどのように評価されていますか。

先ほど申し上げましたよ〇當間秀史代表監査委員

うに、一括交付金というのはこれまでの補助事業の

メニューにはのらない事業ができるようになった、

県独自の事業ができるようになったということで、

沖縄県の福祉や産業の振興の部分でかなりいい事業

が展開されてきていて、重要な財源になってはいま

すが、あと５年という期限の中ではしっかりと繰り

越し、あるいは不用を出さないように精度の高い積

算見積もり等を行って、執行管理を十分にしていた

だく必要があると思っております。

要因の中で、先ほどこれから事業〇亀濱玲子委員

執行に向けて工夫すべき点をおっしゃっていただき

ましたが、例えば民間に一部委託したり、入札、あ

るいは資材の高騰や人件費の高騰などさまざま要因

が加味して事業が執行しにくい状況にあるというこ

とはおっしゃっておりましたが、これについて職員

の体制というように考えますと少し踏み込んだ形に

なりますが、それが非常にスムーズにいかない、厳

しい状況にあるということは監査の中で感じること

はありますか。

監査の中では特に県内部〇當間秀史代表監査委員

の組織、それから執行体制について監査することは

ございませんけれども、ただ、審査意見書の中でも

人材の適正配分について考えていただきたいという

のは述べているところです。

引き続き病院事業会計について、〇亀濱玲子委員

主に監査委員の審査意見書から質疑させていただき

ますが、県立病院は救急救命であったり、周産期医

療あるいは精神という不採算部門も担い、また高度

医療 さらには僻地や離島を抱えるという課題を持っ、

ていますので、当然、県立病院経営安定化計画は執

行していかなければいけませんが、質の確保という

ことはきちんと押さえないといけないところだと思

いますので、それを基本として質疑させていただき

ます。

医業収益あるいは医業費用において、医業収益は

455億円で増ですけれども、医業費用も509億円に増

となっていますが、収支がマイナスになっているこ

とに関してはどのように評価されていますか。

、〇當間秀史代表監査委員 県立病院につきましては

これまで病院事業の安定化計画に基づいて病院経営

の安定化を進めてきたところですが、これまで続い

ていた経常収支が平成27年度に赤字になったという

ことがございます。これは医業収益の入院費や外来

診療費が11億円ほど伸びてはいますが、費用が人件

費と薬剤費で20億円伸長したために結果的には赤字

になったという状況がありますので、やはりこの辺

の費用をどう抑えていくか。当然それには医療の質

を保持しつつも費用の削減をどう図っていくか、か

なり難しい問題ではありますけれども、そういうこ

とを平成29年度からまた新しい安定化計画が始まる

と思いますので、その辺も盛り込みながら病院事業

局にはしっかり経営をしていただきたいと思ってお

ります。

収益の要因に診療単価が上がった〇亀濱玲子委員

り、あるいは患者数がふえたということもあるよう

ですが、一方で高額の薬品を買わなければいけない

といった実情もありまして、収支のバランスがなか

なかマイナスになりまして、難しい、厳しいという

こともあります。経常収支がマイナス１億300万円と

出ておりますが、これを比較するのは難しいと思い

ますが、全国の中でもすごく収入を上げているとこ

ろもあれば、マイナスのところもあるでしょうけれ

ども、九州圏域ということで上げますと、沖縄県立

病院の経営状態というのはどういう状況にあります

か。もし資料がなければないでいいですが……。

、〇當間秀史代表監査委員 その分の資料については

持ち合わせておりません。

先ほど話しましたが、それぞれの〇亀濱玲子委員

病院で役割が違います。収支がプラスになっている

ところ、収支がマイナスになっているところとそれ

ぞれあると思いますので、収支がマイナスになって

いるところがあるとしましたら、それはどういった

課題があると報告を受けていますか。

経常収支を各病院ごとに〇當間秀史代表監査委員

見ますと、赤字は県立南部医療センター・こども医

。 、療センターと県立精和病院となっております ただ
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その要因についての資料は手元にはございません。

具体的な要因等は常任委員会で伺〇亀濱玲子委員

いをすることにしまして、病院にはそれぞれの役割

があって、不採算部門も抱え込まなければいけない

状況もありまして、安定化計画を実行しなければい

けないというところにあることを指摘したかったの

です。それと、県立病院が抱える長期の債務残高は

どういう状況になっていますか。

長期債務残高は80億円と〇當間秀史代表監査委員

言われておりましたが、今は24億円になっておりま

す。

もちろん経営は一般会計からの補〇亀濱玲子委員

塡等があったりしてやってきているわけですが、自

立に向けて頑張って長期債務を年次返済してきてい

ると思いますが、毎年どれくらいの返済をし続けて

いますか。

うろ覚えですが、長期債〇當間秀史代表監査委員

務について平成28年度からは６億円程度の返済と

なっているようです。

平成28年度で県立病院経営安定化〇亀濱玲子委員

計画に一旦区切りをつけて、さらに向かっていくわ

けですが 長期債務の返済はこれからは少し軽くなっ、

ていく、安定化していくという見通しは持っている

状況ですか。

現在の24億円がそのまま〇當間秀史代表監査委員

であれば、恐らく平成31年度までには完済できる予

定で、だんだん最終年度ぐらいは２億円、３億円と

いうレベルになると思います。

昨年度の決算でも指摘されました〇亀濱玲子委員

未収金の対策について、これが改善されている点が

ありましたら教えてください。

県立中部病院の医業未収〇當間秀史代表監査委員

金―これは個人に係る部分になりますが、残念なが

。 、ら昨年度に比べて136万円ほどふえております ただ

県立中部病院においては、地域連携室というところ

がありまして そこにメディカルソーシャルワーカー、

を配置しまして、医療相談や福祉機関との連絡調整

の相談業務を行っていたり、税金のところでも出ま

したがクレジットカード導入による支払い方法の多

様化などをやっておりまして、さらに平成26年４月

からは県立北部病院において一部弁護士に委託をし

て、試験的に未収金の回収の状況を進めているとこ

ろであります。今後、各病院においても弁護士への

委託について検討していると聞いております。

やはりきめ細かな対応をして、必〇亀濱玲子委員

要な場合は福祉につなぐとか、さまざまなことをす

ることによって少なからず未収金の部分は改善して

いくだろうと思ってはいます。

お聞きしますが、経営改善の取り組みについて、

あえて監査委員が医師等医療スタッフの確保を挙げ

ておりますが、これについて改めてなぜそれを必要

と挙げていらっしゃるのかということをお答えいた

だきたいと思います。

先ほど、メディカルソー〇當間秀史代表監査委員

シャルワーカーの話を県立中部病院とお話し申し上

げましたが、これは病院事業局の誤りでありますの

で、よろしくお願いしたいと思います。

医師確保について今回の審査意見で申し上げたこ

とは、医療提供体制を整える。当然、良質で安定し

た医療サービスを提供するためには、医師、看護師

はメディカルスタッフを含めどうしても必要になる

ということで、質の向上を図るということと、それ

に伴っていろいろな診療報酬上の施設整備の加算が

つくようになりまして、その結果、病床１床当たり

の診療単価もふえてくるということもありまして、

質の確保を図ることにより、さらに経営にも資する

ということでこのような意見を述べております。

確認いたしますが、監査をするに〇亀濱玲子委員

当たり、職員が不足しているという状況はきちんと

把握された上で監査は行われていますか。例えば、

具体的に言いますと、ドクターが配置されていない

ために休止あるいは診療制限がされているところ等

がありまして それがマイナスに影響してくるといっ、

た認識は監査委員としてお持ちになっていらっしゃ

いますか。

先ほども申し上げました〇當間秀史代表監査委員

が、当該組織の人的体制あるいは組織体制等につい

、て我々が監査していることはございませんけれども

それが１床当たりの診療単価など経営部分につなが

るものについては関心を持って見ております。

上原正次委員から質疑時間を親〇狩俣信子委員長

川敬委員に譲渡したいとの申し出がありましたので

御報告いたします。

なお質疑の持ち時間を譲渡した委員は譲渡を受け

た委員の質疑中は在席する必要がありますので御承

知おき願います。

親川敬委員。

審査意見書の中から、幾つか理解を〇親川敬委員

するためにもあわせて質疑をさせてください。まず

未収金のところの収入未済額からいきますが 13ペー、

ジの表の中で、ここで歳入決算対前年度比較という

表がありますが、その中で未収金が発生しているの

、 、 、 、が 皆さんの資料によると地方税 分担金 負担金

使用料、財産収入、諸収入ということで、そこが収
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入未済が発生している財源になりますけれども、一

方、これは県民からすれば債務ですね。一方、次の

14ページでいうと、主にいうと人件費と投資的経費

と物件費、おおよそで6500億円ぐらいの、これは県

民からすれば債権だと。役務の提供を県に行った場

合には、県民からすれば役所に対して債権が発生す

ると。そういう理解でいいでしょうか。

、 、それを確認したのは まず４ページにありますが

、未収金の縮減についての対応の１項目ですけれども

今後ともというくだりのところに、契約などの債権

発生時に滞納に備えた方策をとるというくだりがあ

るものですから、まず、その中で債権というはどこ

から発生するものなのか。そういう意味で先ほどの

14ページを確認したかったのです。ここで書いてい

る債権というのは、14ページにある役務の提供等が

あったときに、一番わかりやすいのは投資的経費、

物件費。それがここで書いてある債権という理解で

よろしいのですか。

確かにその他の経費の中〇當間秀史代表監査委員

で、一部貸付金等があるので債権が入ってくると思

います。

そこで債権はどこから発生するかと〇親川敬委員

いうことをまず確認したくて、役所からいえば歳出

のところが、県民からすれば役務の提供によって債

権が発生する。県民から見れば役所に請求する権利

が出てくるというところからすれば、ここでいう契

約などの債権発生時とはどういうことでしょうか。

例えば一例でいいです。

わかりやすく申し上げま〇當間秀史代表監査委員

すと、例えば母子寡婦福祉資金など、そういった資

金を貸し付ける際の契約などということでございま

す。

そこも一つでしょうけれども、例え〇親川敬委員

ばですが、投資的経費のところでここで契約と書い

ていますから、何らかの入札でもいいですが契約と

書いてあります。契約によって県に支払い義務が発

生する。これは県は債務かもしれませんが、役務を

提供した側からするとこれは債権になるわけです。

そういうことをここでは契約などの債権といってい

るのでしょうかということです。

実はこのくだり、契約な〇當間秀史代表監査委員

どの債権発生時に滞納に備えた方策をとることのこ

こでいう債権の意味合いですが、これについて大き

なものは、例えば県営住宅の貸し付けの際に、いわ

ゆる使用料等の債権が生じますので、その際に契約

を結んでくださいということです。要するに県営住

宅ならば入居契約等の際に、滞納に備えてあらかじ

め方策をとっておくということです。

ということは、契約する時点では滞〇親川敬委員

納が発生していないではないですか。滞納が発生し

ていない人に滞納したらどういうことでやるのかわ

かりませんが、ここでは契約などの債権発生時と書

いてあります。そこは例えば、今おっしゃるような

事例であれば、私が申し込みしたときにはその時点

で私は滞納もしていないのに、どういった理解をす

ればいいのかと。ここのくだりです。

おっしゃるとおり債権は〇當間秀史代表監査委員

発生はしていませんが、債権発生時に滞納に備えて

あらかじめ方策をとってくださいという意味でござ

います。

理解しました。そこのくだりの後半〇親川敬委員

にありますが、今、代表監査委員がおっしゃってい

るのは、もしかしたらここのことを言っているので

しょうか。福祉制度の活用などと書いていますが、

ここは滞納を未然に防止するために、今言う契約時

に債権発生のときに滞納に備えて方策をとります、

それも一つの手だてです。もう一つは、福祉制度の

活用で滞納発生を防止しますというくだりだと思う

のですが、この福祉制度の活用ということはどうす

れば滞納防止につながるのでしょうか。

滞納する方というのはさ〇當間秀史代表監査委員

。 、 、まざまな事情があります 当然 失業あるいは病気

事故によって働けない、あるいは配偶者の死亡等々

いろいろな状況があります。そういった方々の個別

の状況を把握した上で、福祉制度、要するに例えば

生活保護、あるいは病気や事故によって身体に障害

が出た場合などは障害者手帳の交付を受ける。そう

いった福祉制度につなげていく方策をとっていく。

それによって当然―例えば具体的に申しますと、身

体障害者であれば自動車税、あるいは住宅の取得税

、 、の免除がありますし 住民税の控除もありますので

そういった方策をとっていくということが福祉制度

の活用という意味です。

次は５ページですが、ここも２点ほ〇親川敬委員

どあります。

こちらの事業執行のところですが、先ほどから話

題になっていますが沖縄振興特別推進交付金、これ

は平成27年度は市町村事業で15億149万円の不用額が

出ましたと記載がされていますが、平成25年度、平

成26年度の不用額がおわかりでしたら教えていただ

きたい。

平成25年度が約36億〇當間秀史代表監査委員

6000万円、それから平成26年度が約22億3797万円で

す。
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やはりそこは監査の指摘によって、〇親川敬委員

あるいは担当部局の努力によって 平成25年度が36億、

円の不用額があったけれども、平成27年度は半分以

下の15億円まで圧縮されている。そこも監査委員の

指摘と担当部局の努力があったのだろうとここは評

価したいと思います。

そして同じく５ページの（５）の会計処理のとこ

ろについて、会計処理のところの１行目です。契約

事務が不適正というくだりがありますが、これは具

体的にどういうことを指しているのでしょうか。

ここでいう契約事務の不〇當間秀史代表監査委員

適正ですが、例えば競争入札に付すべき事案を随意

契約にした、あるいは契約書の作成が必要なのに契

。約書が作成されていなかったという事案であります

その次の支払遅延による不経済支出〇親川敬委員

となったものとありますけれども、このことがわか

りにくいのですが、どういうことでしょうか。

実はこれは電気料金です〇當間秀史代表監査委員

が、電気料金を割引が適用されるまでの時期に支払

わずに、結局遅延して加算金が付加されたというこ

とです。

、 。〇親川敬委員 次 12ページに行きたいと思います

ここは代表監査委員なのか会計管理者なのか、どち

らか担当でお答えいただきたいのですが まず12ペー、

ジの中段の表、歳計現金の四半期ごとの資金収支状

況という欄があります。そこを見ると第１四半期に

ついては支払うべきお金が1054億円、第１四半期に

入ってきたお金が1599億円。こういう表の見方でよ

ろしいのでしょうか。

そのときに入ってきた収〇金良多恵子会計管理者

入と出ていった支出ということでよろしいです。

同じページの一番下に、一時借り入〇親川敬委員

れの話が出てきます。額としては700億円余りの一時

借り入れがありますけども、借入日数が４日という

ことでかなり短い期間の、ある意味では資金繰りが

うまくいっているのだろうというように見えます。

そういうことで何か特別に県サイドで、あるいは会

計管理者のサイドで資金繰りがショートしないよう

にという、何か特別な努力をされているのでしょう

か。700億円借りたけれども、４日間しか借り入れし

ないで済んだということについては、財政の運営か

らすると本当にすばらしい運営だと思います。これ

は特別な努力をされているのでしょうか。

平成27年度においては、〇金良多恵子会計管理者

資金需要が高まるのが出納整理期間の４月というこ

とですが、このときには支出の財源となるべき国庫

支出金を受け入れるまでに資金不足が生じたという

ことです。やはり出納事務局としましては、国庫支

出金の受け入れのおくれが一般財源による立てかえ

払いにつながることから、毎月各部局宛てに国庫支

出金の事業別の受け入れ状況と立てかえ状況がわか

る資料を提供いたしまして、なるべく早目に国庫支

出金の早期受け入れをするようにということで促し

ております。

最後にしますけれども、今、幾つか〇親川敬委員

収入未済額の縮減、不納欠損の処理について、事業

の執行について、会計処理についてなど幾つか指摘

をしましたけれども、収入未済額の縮減については

未収金の発生防止、効率的で実効性のある徴収を図

るために先ほど言った債権の関係、福祉制度の活用

など、具体的に各項目で指示をされています。例え

ば会計処理についても、先ほどの事務執行をちゃん

とやってほしいと、やりなさいということを指摘し

ています。そういうことについて知事部局に監査委

員の皆さんから、平成27年度はこういうことがあり

ましたということでの指摘だと思います。こういう

ことに対して、例えばこういうことをされているの

でしたらやりとりを少し教えてほしいのですが、例

えば指摘はした。１年後にまた監査をしたときに去

年言ったことがやられている、やられてない。そう

いうことではなくて、平成27年度で監査の皆さんが

指摘をしたら、余り時間を置かないで、この指摘し

たことについてはどういう改善策をとったのですか

と、回答を求めるようなことはされているのでしょ

うか。その辺のところはどうなさっていますか。

今回は決算審査意見書の〇當間秀史代表監査委員

中でこの意見は述べさせてもらっておりますけれど

も、今、平成28年に行った定期監査の状況をまとめ

ているところでありまして、来年の１月にはそれを

知事に報告することになっております。その中でも

当然この指摘事項は触れます。この指摘事項として

、定期監査結果報告に載せられたものにつきましては

部局に対して改善の報告を求めているところであり

ます。さらに次年度監査に入るときには、指摘され

た事項について改めて確認するというような措置を

しているところであります。

やはり収入未済額についてもどんど〇親川敬委員

ん圧縮が図られている。これは監査委員の皆さんの

御指摘を受けて、当局が努力されているのだろうと

思います。今おっしゃるようにやはり言いっ放しで

はだめだと思うのです。言ったらちゃんとそれに対

する答えを求めて、１年後ではなく今指摘したのだ

から、このことに対してこれからどういう改善策を

とって来年を迎えますかというスタンスで、ぜひ当
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局に対しても指摘をしていただきたい。

新垣光栄委員。〇狩俣信子委員長

先ほど病院会計等で新しい会計シ〇新垣光栄委員

ステムになって不備があったということですが、新

会計システムがこれから一般会計にまで及んでくる

のか。そういう公会計の変更によって、皆さんの業

務に対してどのような影響があるのか。余談ではあ

りますが、その辺をお聞きしてから質疑に入りたい

と思います。

公会計システムは、現行〇金良多恵子会計管理者

の現金主義会計を採用している予算・決算制度を補

完するために 発生主義によりストック情報 フロー、 、

情報を相対的、一般的に把握するものとなっており

まして、沖縄県においては所管課である財政課が民

間の独自ソフトの導入を決定して、地方公会計シス

テムの構築を進めているところです。出納事務局と

しては、財務書類を作成する上で必要となる歳入・

歳出データを地方公会計システムが受領できるよう

に財務会計システムを改修するところです。新地方

公会計対応にかかる財務会計システムの改修は平成

28年度の10月中旬から着手して、平成29年３月31日

までに完了する予定で進めております。

平成28年度から着手していくとい〇新垣光栄委員

うことですが、その場合、資産台帳等の整備が必要

だと思います。この辺も監査をなさっているのです

か。

その件については、総務〇金良多恵子会計管理者

部管財課で現在構築中になっております。

監査としては資産台帳の監査等ま〇新垣光栄委員

ではやっていないということでよろしいですか。

まだその制度はスタート〇當間秀史代表監査委員

しておりませんので、制度の移行が始まりましたら

監査をすることになろうと思います。

私が見ていても物品台帳や服務状〇新垣光栄委員

況など、そういう資料がないものですから、その辺

の物品台帳監査や服務状況まで監査の項目に入って

いるのかお聞きしたいと思います。

物品台帳とは正式には申〇當間秀史代表監査委員

しませんで、備品台帳といいますが、それについて

は監査を行っております。服務につきましては特に

監査はしておりませんが、時間外勤務手当が適正で

あるかどうかについて、出勤日数等を確認すること

はあります。時間外手当だけではなく、期末勤勉手

当等そういうものの確認のために出勤簿等を確認す

ることはあります。

なぜこういうことをお聞きしたか〇新垣光栄委員

といいますと、先ほども人的配置等に関しては監査

委員の業務からはずれているということで、今、大

きく執行状況の向上などを考えた場合、職員ではな

く嘱託職員を使ったりということが多くなっている

ような気がして、監査の立場から人員配置等もでき

ればいいなと思っていて、この辺まで監査として目

が行っているのかということで聞きました。その体

制でいくと、監査のほかに10年ごとや５年ごとに行

政チェックを入れながら、人員の適正配置、業務内

容の洗い直しということで、そういうものを監査か

ら行政チェックをしていただきたいという意見をい

えるのかどうかをお聞きしたいと思います。

県の組織定数等のチェッ〇當間秀史代表監査委員

クということですが、こういう問題は知事の専管事

項でありますので、なかなか監査から組織体制につ

いてこの分野についてはふやすべきだとか、こうい

う組織をつくるべきなどという意見は言いにくいも

のがあります。

先ほどからお聞きしていてもそう〇新垣光栄委員

いう発言であったものですから、ぜひ５年度置きに

行政チェックをするとか、そういう新しいシステム

の枠組みを監査の中にも入れていただいて―しなさ

いと言うことはできないと思いますが、こういう枠

組みをつくれば、いろいろな件でチェック機能とし

て構築できるのではないかと思います。その一つが

内部統制であって、今回、会計処理の中で契約の不

適切なものとか、職員による不適切な行動があった

ということで内部牽制をしなさいと書かれているの

ですが、内部牽制ではなく職場の内部統制、システ

ム構築が今後必要ではないかと。大きくシステムを

変えるためには、牽制ではなく統制で職場づくりを

先にしていけば 執行率も上がってくるだろうと思っ、

ておりますし、不納欠損額や収入未済額もこの数年

で大分改善されて、すばらしい数字になっていると

思いますので、さらに上を目指すのであれば、そう

。いうシステムづくりも改めて構築していただきたい

監査の目からのシステム構築もしていただきたいと

思って、今回、質疑をしました。

瀬長美佐雄委員。〇狩俣信子委員長

審査意見書の３ページにありま〇瀬長美佐雄委員

す第７次沖縄県行財政改革プランについて、目標を

上回る財政効果が得られているというような記述が

ございます。この点について、そのプランとのかか

わりでそうだという点では、監査としての視点とい

いますか、この記述の意味するものを伺いたいと思

います。

第７次沖縄県行財政改革〇當間秀史代表監査委員

プランは平成26年度から平成29年度までの４年間と
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なっておりますが、そのプランの中では主な財政効

果という目標額を設定しております。例えば、県有

財産の利活用の推進によって歳入をこれだけふやす

とか、あるいは使用料・手数料の見直しによって歳

入をふやす。歳出関係でいいますと、事務事業の見

直しによって歳出をこれだけ減らすという目標額を

定めてあります。平成27年度につきましては、この

プランを実行することによって、そういった歳入関

係の目標額、歳出関係の目標額、これを合わせた財

政効果が13億4000万円ほど出てくる 今回 平成27年。 、

度のプランを実行した結果が取りまとめられており

ますが、それによりますと13億4000万円に対して、

27億5000万円の財政効果があったという結果が出ま

したので、それで目標を上回る財政効果が得られて

いるという記述になったものであります。

続きまして、４ページの県税収〇瀬長美佐雄委員

納関係ですが、コンビニ・クレジット収納等の納付

機会の拡大、個人県民税の徴収における市町村との

連携などの取り組みによって収入未済額の縮減が図

られているというような記述がございます。この点

の説明を受けたいと思います。

、〇當間秀史代表監査委員 先ほど申し上げたように

コンビニ・クレジット収納によって、これまで銀行

等金融機関一辺倒であった収納機会がふえたことに

よって、現在ではコンビニが４割を占めるぐらいに

なって縮減が図られたということ。それから個人県

民税につきましては、税法上、市町村が賦課徴収す

ることになっています。市町村民税とあわせて県民

税も市町村で賦課徴収をすることになっております

ので、市町村の徴税体制が整っていなければ個人県

、民税の徴収率も上がらないということがありまして

市町村との連携を図ることが重要であろうというこ

とで、今、県職員を市町村へ併任発令をして派遣し

ていること。それから、市町村から実務研修員を受

け入れているということ。また、県から併任職員を

発令していない市町村については巡回相談を行って

いるということ。それから市町村とともに納税の催

促をしていること。そのような縮減の取り組みをし

ているということであります。

具体的に言うと、それぞれ前年〇瀬長美佐雄委員

度に比べてどのような変化が見られていますか。

審査意見書の18ページに〇當間秀史代表監査委員

もございますが、個人県民税でいいますと平成26年

度の収納率が94.7％であったものが、平成27年度は

95.5％となっております。

収納率が上がったということは〇瀬長美佐雄委員

結果としてそうですが、実際にコンビニ収納という

のが前年度は何件だったのが、次年度は何件になっ

たということで拡大傾向にあって、これが伸びてい

るというような、その辺の関係を伺います。

コンビニの収納件数です〇當間秀史代表監査委員

が、納期内にコンビニで収納された件数になります

が、平成27年度は件数として12万426件でした。平成

26年度が11万5727件、平成25年度が10万8187件と、

毎年コンビニの収納件数はふえてきているというこ

とです。ちなみに、コンビニ収納を始めた平成20年

度については７万5280件ということで、その当時に

比べると２倍弱になっているということです。

未収金の発生防止という観点で〇瀬長美佐雄委員

は、さまざまある中であえて福祉制度の活用という

ことを述べています。そういう意味では、そういっ

た必要性の事例等があってそういう記述がされたと

思いますが、具体的にはどのような事例を指して記

述されたのでしょうか。

先ほども申し上げたよう〇當間秀史代表監査委員

に、基本的に家賃の滞納や貸付金の返済が滞るとい

う場合においては、失業や配偶者の死亡、病気や事

故など個人ごとにいろいろな条件があります。そう

いった中で、どうしても困窮している人たちの中に

は、場合によっては生活保護の受給要件に該当する

場合もありますし、病気や事故によって身体が思う

ように動かなかった場合は身体障害者手帳の交付も

受けることができるということがあります。それに

よって、税の減免や住民税の控除あるいは公営住宅

への優先入居等もありますので、そういう部分につ

いて福祉制度の活用を図っていくということでござ

います。

指摘したかったのは、そういっ〇瀬長美佐雄委員

た未収金防止という点でいえば極端な話、強制的な

差し押さえなどそこに行こうかという中で、やはり

福祉の制度を活用することは重要な視点として、今

後も監査の視点を持っていただきたいということで

あえて触れました。

、 。26ページの事故繰越について 総額として42億円

代表的なものは航空機整備基地の整備、あるいは沖

縄空手会館について触れましたが、それにしても額

的に多額でありますし、伺いたいのは件数です。何

。件で42億円になっているのか確認したいと思います

、〇當間秀史代表監査委員 平成27年度の事故繰越は

事業数にして10件となっております。

事故繰越は件数として少ないの〇瀬長美佐雄委員

で、純粋な意味での繰り越しではなく、事故繰越と

いうのは本来あってはならないという観点で確認し

たかったのですが、事故繰越に対する監査としての
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注意喚起といいますか 指摘という視点はどうでしょ、

うか。

事故繰越ですが、そもそ〇當間秀史代表監査委員

も事故繰越の定義は突発的な避けがたい事故等に

よって、支出負担行為は起こしたものの支出ができ

ないというものを事故繰越といいまして、監査とし

てもこれはやむを得ない事情であると認めた上で、

特に指摘はしていないところであります。

最後に、自主財源確保の観点か〇瀬長美佐雄委員

ら伺いますが、米軍人・軍属等の自動車の課税収納

状況、件数等々について伺います。

平成27年度の定期賦課に〇金良多恵子会計管理者

おける米軍人・軍属等の私有自動車にかかる自動車

税の課税額は３億708万円、台数は２万5019台と聞い

ております。

ちなみに、前年度比でどういう〇瀬長美佐雄委員

変化が見られますか。

平成26年度は課税額が〇金良多恵子会計管理者

３億1138万円、台数として２万4951台となっており

ます。

個人の、自動車ですから保有率〇瀬長美佐雄委員

はわかるのでしょうか。

保有率については把握し〇金良多恵子会計管理者

ておりません。

若干伸びる傾向があったので…〇瀬長美佐雄委員

…。ちなみに、県民並みの税率を賦課した場合の収

納見込み額とその差額を確認したいと思います。

平成27年度に一般県民並〇金良多恵子会計管理者

みの税率に置きかえて算出した場合の税額が10億

604万円で、実際に課税した額が３億708万円、差額

が６億9896万円となっております。

これは県政として政府に対して〇瀬長美佐雄委員

課税を県民並みにという要求をして、まだ実現は見

ていないわけですが、やはり自主財源として確保で

、 、きるなら ７億円が新たにふえるという点でいえば

会計というよりも監査の、自主財源をふやすという

観点でその必要性について御意見を伺いたいと思い

ます。

監査としても米軍構成員〇當間秀史代表監査委員

等の私有車両の税率が地方税法に定める標準税率よ

りも低く設定されているのは承知しているところで

はありますが、これにつきましては監査の守備範囲

ではございませんので、所管部局にお願いしたいと

思います。

20分間休憩いたします。〇狩俣信子委員長

午後３時25分休憩

午後３時44分再開

再開いたします。〇狩俣信子委員長

休憩前に引き続き、質疑を行います。

比嘉瑞己委員。

、 、〇比嘉瑞己委員 平成27年度決算 執行率や繰越額

不用額、課題は残されているものの、前年度と比べ

ると改善が見られる。自主財源も9.4％増加したとい

うことで安心しています。

決算審査意見書の３ページにあります、行財政運

営についての皆さんの評価から聞きたいと思います

が、この中段に基金の話が出ています。財政調整基

金など主要３基金の平成27年度末残高も約727億円と

一定程度確保されてるとありますが、この３基金で

す。３つの基金の合計になっていますが、私が質問

したいのはこのうちの財政調整基金と減債基金につ

いてです。なぜこれを聞くかといえば、皆さん御承

知だと思いますが、自治体の貯金ともいわれる基金

だと理解しておりますが、この財政調整基金と減債

基金の合計からまず教えてください。

平成27年度財政調整基〇武村勲監査委員事務局長

金、減債基金双方合計した額ということで、568億

9300万円となっております。

568億円というのが沖縄県の貯金と〇比嘉瑞己委員

もいわれる２つの基金の合計額です。この推移を知

りたいのですが過去５年間、どういった推移で沖縄

県のこの２つの基金は伸びてきているのか減ってい

るのか、お聞かせください。

過去５年間ということ〇武村勲監査委員事務局長

ですので、平成22年度からということで報告させて

いただきます 平成22年度が259億2600万円 平成23年。 、

度438億500万円 平成24年度521億9500万円 平成25年、 、

度451億2700万円、平成26年度551億5400万円という

推移になっております。

５年前が438億円なので、この５年〇比嘉瑞己委員

間で100億円以上ふえた形になっています。皆さんの

評価としては一定程度確保されているという表現に

なっているのですが、まず全国比較と九州の平均と

の比較をお聞かせください。

平成26年度末で申し上げ〇當間秀史代表監査委員

ますと 沖縄県は 財務調整基金についていえば248億、 、

9057万円で、これは全国14位の数字です。全国平均

が326億8796万円で 九州平均が105億3654万円となっ、

ております。減債基金ですが、沖縄県が平成26年度

末で320億289万円で全国16位、全国平均では259億

8584万円、九州平均では243億436万円となっており

ます。

今、別個で答えているのですが、〇比嘉瑞己委員

合計で聞いたのです。昨日の聞き取りでは皆さんか
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らいただいた資料で、平成26年度末では合計だと沖

縄が569億円、全国平均で587億円、九州だと348億円

という数字をいただいています。これを見ると確か

に全国よりは少し足りないぐらいですが、九州平均

でいえば200億円以上沖縄は高いという現状がありま

す。皆さんの意見として、この基金が一定程度確保

されているという評価ですが、私は適正な金額が大

体幾らなのかがずっと疑問で、市町村議会議員時代

から聞いているのですが、県の監査委員としてこの

適正な財政調整基金と減債基金の額というのは何か

目安があるのですか。

基金というのは家計でい〇當間秀史代表監査委員

えば預貯金のことでありますが、多ければ多いほど

いいというものでもなくて、行政の場合はそれだけ

事業執行、県民の福祉向上のために使う部分もある

ので、これがどれだけが望ましいかということは法

令等に照らしてもそういう定めはございません。た

だ、やはり全国あるいは九州平均並みにはあったほ

うがよかろうという認識は持っております。

今、九州平均よりは200億円も多い〇比嘉瑞己委員

ですよね。全国の平均にも近づいてきているという

ことで、何らかの基準がないと皆さんも監査する側

として意見が言えないと思うのです。家計の預貯金

とは違いますよという話も代表監査委員からありま

した。自治体としては単年度予算ですので、なるべ

く県民のためにしっかりと使うことが大切だと思い

ます。この減債基金と財政調整基金が積み立てられ

ていく仕組みというのは、どのように積み立てられ

ていくのでしょうか。

積み立ての仕組みと申し〇當間秀史代表監査委員

ますか、これは取り崩しあるいは積み立てを当初予

算の中で計上しまして、それを議会に提出して議会

に承認してもらって、その基金の残高が相成るとい

うことです。

当初予算でも一定程度積むと思い〇比嘉瑞己委員

ますが、この決算の時期に決算剰余金が出たときの

取り扱いによって、ここに積むという仕組みがある

と思います。まさに今、決算特別委員会ですから聞

いているわけですが 決算剰余金が出た場合どういっ、

た取り扱いをするのでしょうか。

決算剰余金が出る場合に〇當間秀史代表監査委員

つきましては、財政法の中である程度定められてる

部分はございます。その２分の１については、翌々

年度までに基金に積み立てるか、もしくは起債の償

還に充てるというようになっておりますが、そのこ

との定めだけはありますけれども、実際に具体的に

どういう基金に幾ら積み立てるかという部分につい

、 。ては ちょっと監査では把握していないところです

まさに決算の時期にこういった報〇比嘉瑞己委員

告書が出て、皆さんのお仕事がどういったことか問

われてくると思います。やはりこの決算剰余金が出

た場合にどうするのかというところで、しっかりと

県民の立場に立って意見をしていただきたい。確か

に２分の１を下回らない額を積み立てることができ

るという規定なので、裁量によってはそれ以上も積

み立てることもあるわけです。そうならないように

しっかりと補正予算としてできなかったのか、いろ

、いろ執行率が悪い部分もあるかもしれないけれども

一方ではとても人気があって予算が足りなかったと

いう事業も多々あると思います。そこに積極的に回

すという行政判断を促すという意味でも、監査委員

の皆さんの役割があると思います。代表監査委員か

らもあったように、家計の貯金とは違って県民のた

めに使うのが予算だということもありましたので、

いま一度この決算剰余金、あるいは減債基金や財政

調整基金のあり方について、監査委員の御意見をお

聞かせいただけますか。

おっしゃるとおり、決算〇當間秀史代表監査委員

剰余金が出るということは基金だけに積み立てるの

ではなく、本来補正等も行って県民の福祉向上に役

立てるという一面もあろうかと思いますけれども、

ただ一方で、沖縄県の自主財源比率を見た場合に体

力がないという状況がございます。財政調整基金を

積み立てることによって、今、全国各地で大災害が

起こっていますのでそういったものの財源に充てる

こともできますし あるいはリーマンショックによっ、

て経済が思わしくないときに、かなり県財政が苦労

したことがございました。そのときに、県職員の給

与もカットした中で財政を組んできたという経緯も

、 、ございまして 一概に結局どれだけ積み立てできて

どれだけ福祉の向上に充てるべきかというのはいえ

ないところがあって、やはり長いスパンの中で、財

政当局において検討がされているものと考えていま

す。

確かに災害が起こった場合、予期〇比嘉瑞己委員

せぬことが起こった場合に使えるための基金でもあ

ります。私は基金を否定はしませんが、幾らまで積

み立てるのかという形ではやはり不安です。監査の

皆さんだからこそ、一定の基準を持って県民の視点

で監査をしていただきたいと思います。

ちょっと数字にあらわれない部分なので監査委員

の皆さんに聞くのも迷いましたが、今回の議会でも

多くの議員が取り上げました。沖縄県教職員の長時

間労働の問題が今、社会問題になっています。決算
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の視点で見て、人件費にこれが反映されて皆さんは

気づけるのか。先ほど病院事業局の体制の問題、そ

、ういうところに皆さんは目を配っているようですが

教職員の長時間労働の問題について監査委員から決

算でどういった審査ができますか。

ストレートに申し上げま〇當間秀史代表監査委員

すと、監査として教職員の時間外勤務については把

握できないということがございます。なぜかと申し

ますと、教職員には時間外手当の支給がございませ

ん。これは御存じだと思いますが、教職員には調整

額が支給されているため時間外手当というものがな

くて、その結果、監査においても教職員の時間外勤

務の実態はなかなか把握しづらいところです。

そのように幾ら先生が残業しても〇比嘉瑞己委員

残業代がつかないから数字にも出てこない。なかな

か監査としても気づけないところと思いますが、だ

からといって、病院の体制と同じように大切な問題

ですので、皆さんがしっかりと目を光らすことが大

切だと思います。これは代表質問でも指摘しました

が、労働基準法第109条があるわけです。その任命権

者である沖縄県としてもしっかりと管理をしないと

いけない。タイムカードなど労働時間の資料をちゃ

んと保管しないといけないと法令で定められていま

す。ところが、これは代表監査委員がおっしゃった

ことでなかなか管理ができていないのが実態です。

しかし 厚生労働省もこういった全国的な問題になっ、

ていて、これは任命権者である県や市もしっかりと

保管義務があることを何度も通達を出しています。

そういった意味で、監査委員からも次年度の監査に

おいてはしっかりと指摘をしていただきたいと思う

のですが、もう一度お願いします。

御承知かと思いますが、〇當間秀史代表監査委員

これまで監査というのは、財務に関する事務の執行

について主にやってきています。当該組織の労務管

理にまで監査を行うことはまずしておりません。そ

の役割は労働基準監督署であるとか、沖縄県でいえ

ば人事委員会で受け持っているところがあり、なか

なかその部分は監査委員としても権限踰越に当たる

部分もあるので、立ち入るということは難しいと思

います。

先ほど病院経営に関しては、体制〇比嘉瑞己委員

のことで皆さんも助言などもしているようでした。

数字的に考えると言える、数字にあらわれないのは

。言えないというのはちょっとおかしいのではないか

やはり監査委員としての役割というは、県民の視点

に立って効率的な行財政運営ができているかの視点

だと思いますが、学校教育現場で先生たちがこうし

た実態がある以上、数字であらわれない部分かもし

れません―子どもの学力だったり健やかな成長、先

生たちの健康面、そうした数字にあらわれないとこ

ろだからこそ監査委員としての仕事があると思いま

すので、この点はとめていただきたいと思います。

上原章委員。〇狩俣信子委員長

まず平成27年度歳入歳出決算審査意〇上原章委員

見書の３ページ、７行目です。平成27年度一般会計

決算及び特別予算に計上された各般の事務事業は、

総じて順調な成果をおさめているものと認められる

が、次の点に留意し、適切な措置を講ずるよう要望

すると、監査委員からあります。特に、１の行財政

運営、それから収入未済額の縮減、そして不納欠損

処理、事業執行について、会計処理等々あります。

特に不納欠損処理ですが、最後の行にあります不納

欠損として整理できるものについて、平成27年８月

に策定された沖縄県における今後の債権管理に関す

る方針を踏まえと。この不納欠損処理ができる基準

というのをまず教えていただけますか。

不納欠損金として整理す〇當間秀史代表監査委員

ることができるものにつきましては、沖縄県財務規

。 、 、則第52条に定められております 二 三挙げますと

債権の消滅時効が完成して債務者が援用をした場合

です。それから地方自治法の第96条第１項第10号の

規定によりまして、納入義務者に係る債権を放棄し

たとき。さらには、例えば会社更生法あるいは破産

法により納税義務者が当該債権につき債務を免責さ

れたときなどとなっております。

。〇上原章委員 期限というのは具体的にありますか

特に期限というのはござ〇當間秀史代表監査委員

いません。

県の欠損処理の中で、多くの処理を〇上原章委員

、 。する中で 期限というのは大体の目安はないですか

例えば消滅時効について〇當間秀史代表監査委員

はそういった期限はございますけれども、不納欠損

金をいつやるかということについては特に定めはな

くて、可及的速やかに事務の整理ができた時点で行

うべきだと考えております。

不納欠損が出ないことが非常に大事〇上原章委員

かと思います。この３年間の推移を教えてもらえま

すか。

、〇金良多恵子会計管理者 不納欠損額の推移ですが

平成25年度が不納欠損額５億9877万4000円 平成26年、

度が４億3504万1000円、平成27年度が２億2939万円

となっております。

年々少しずつ改善している部分は評〇上原章委員

価したいと思いますが、この不納欠損を出さない取
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。り組みをしっかりやっていただきたいと要望します

それから会計処理についてのコメント、私が４年間

さかのぼってもほぼ全く同じ内容なのです。代表監

査委員、毎回このようなコメントがずっと掲載され

ているのは、これはいつごろからこういうコメント

になっているのかをまず教えてください。

これまでの記述の件につ〇當間秀史代表監査委員

いては資料を持ち合わせていませんので、申しわけ

ございませんが御勘弁ください。

本当にこの契約事務が不適正、支払〇上原章委員

遅延、不経済支出―僕は４年分持ってきたのです、

、 、 、 。平成27年度 平成26年度 平成25年度 平成24年度

平成25年度、平成24年度にはそれらの多くは内部チ

ェック体制が十分機能していれば防止できたものと

考えると、平成24年度、平成25年度にはそういうコ

メントまで入れて、去年度はそのコメントさえ入っ

ていないのです。これは本当に内部チェックが全然

機能してないとしか思えないのですが、いかがです

か。

この指摘事項の原因とい〇當間秀史代表監査委員

うのはやはり職員の法令不知であったり、あるいは

、失念であったりというのがまず１点目にありまして

さらにこれを輪をかけて管理者のチェックがされて

いないという部分がございまして、おっしゃるとお

りでございます。

民間でこういうことをやるのは非常〇上原章委員

に厳しいのですよ、会計責任者及び会計に携わる人

はです。ですから、ぜひこれは皆さんが模範となら

なくてはいけない立場だと思いますので、ぜひこれ

は来年はこういう文章にならないように頑張ってい

ただきたいのですが、決意はどうですか

、〇金良多恵子会計管理者 会計事務の研修に努めて

またこちらは出納員としてチェックをするところで

すので、そこら辺の意識も深めていって、出納員と

いう意義を―責任ある立場にあるということを再認

識させるというような意味で研修に努めたりして、

限りなくゼロに近づけていくような努力はしたいと

思います。

この審査意見書、ぜひいい形でこの〇上原章委員

意見書が各部署に組み込んでいけるような仕組みを

私は期待したいと思います。

それから病院事業の審査意見書、これも今回残念

ですけれども 審査意見の中になかなか今までなかっ、

たのですが、是正・改善を要する事項というのが、

こちらも契約事務、各種手当に係る事務を中心に不

適切な事務処理が多く確認され、依然として指摘件

数が多いと。具体的にどれぐらいありますか。

病院事業局の例年の定〇武村勲監査委員事務局長

期監査における指摘事項を他部局と比較してみます

と、やはり多い状況が続いているという状況です。

それも各病院と県立病院課、本庁でも同じような指

摘事項が続いていまして、病院全体の事務体制の問

題というような認識を持っております。指摘事項の

内容ですけれども、契約事務、各種手当に係る事務

の不適切な処理事例というものが多くなっていまし

て、こういう事務処理の発生原因を分析、そして事

務担当者に対する研修の実施、事務指導の強化、そ

れから病院事業の場合、非常に特殊なのは事務量が

かなり膨大になっているということがありまして、

その事務量を適切に処理する効果的な手法・方策と

いうのを検討してくれという意見を述べているとこ

ろであります。

件数などは出てこないでしょうか。〇上原章委員

既に監査の報告書が出〇武村勲監査委員事務局長

ているのが平成26年度の分になりますけれども、平

成26年度の指摘件数が24件。部局全体で見ますと

124件ありまして、これが病院事業局の指摘に対する

割合というのが19.4％。機関数の割合が2.7％になり

ますので、機関数に比較して指摘事項が数値的にも

かなり多くなっているという状況であります。

先ほども同じように研修を充実させ〇上原章委員

る、事務指導の強化を図る、膨大な事務量を適切に

処理する、こういう意見が監査委員から出ています

が、具体的にこのような取り組みというのはありま

すか。

特に平成26年度から病〇武村勲監査委員事務局長

院事業に対しては、そういうことを事務方でも少し

調整しながら申し入れをしてきているところです。

その中では病院事業局、従来の県庁全体の自治研修

所の研修ではこの財務会計研修が対象外になってい

たので、その辺をまた独自で開催してほしいという

形で申し入れもしておりまして、これが平成26年度

から実際に会計事務職員研修をやっていて、受講者

が23名。平成27年度につきましても同様な研修がや

られておりまして、16名という形で財務会計研修に

ついても実施されている。それ以外にも新採用職員

を対象に研修をしておりまして、平成27年度、これ

は病院の事務職だけではなくてコメディカルなども

参加してもらっておりまして、受講者が40名。そし

て平成28年度も継続しておりまして、これについて

は今年度は178名という形で、かなり精力的に病院事

業局でも取り組んでいる状況です。

ぜひ改善を要望します。〇上原章委員

代表監査委員、前も決算のときに少し指摘しまし
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たが、特に病院事業の中で結構高額な備品購入等が

あると思います。その辺の公平・公正、効率性とい

うか、監査をする中で適正に行われているというよ

うな確認はしっかりされているのでしょうか。

備品の購入、あるいは工〇當間秀史代表監査委員

事については当然、事務手続については監査をして

いるところであります。今回、監査指摘で見つかっ

たのが、例えば指名競争入札に付すべきところを随

意契約でやっていたり等々、そういうことがありま

して、監査としてもその辺の公平・公正な発注のあ

り方、要するに事務処理手続を適正にされているか

どうかについてはチェックをしているところです。

工事、それから高額な備品等の購入〇上原章委員

などいろいろあると思いますが、例えば県立病院は

６カ所ありますが、高額な器具等設備を購入すると

きに、具体的にこれは、要するに競争というか、一

般入札等でしっかり特定の企業からの購入にならな

い形になっているのは間違いないですか。

これまでの監査指摘事項〇當間秀史代表監査委員

を見ると、先ほどいったような指名競争入札を随意

契約にするというような事例は一つ、二つありまし

たが、おおむね公平・公正に発注なされているもの

と思っております。

ぜひその辺も透明性が大事だと思い〇上原章委員

ますので、それがまた財政の改善にもなります。

平成27年度病院事業決算書の医療機器及び備品の

購入状況という一覧表が17ページに各病院ごとにあ

るのですけれども、１年間の備品を購入した約３億

5000万円、６つの病院でトータルして掲載されてい

るのですが、17ページの県立北部病院から始まって

県立中部病院等々、これは取得年月日がほとんどが

３月というか、最終月末に集中しているような感じ

がして、駆け込みではないと思いますが、この辺の

取得日についてどういう背景があるのですか。

この年度末に備品の納入〇當間秀史代表監査委員

が集中している件につきまして、なぜそうなったの

かについては監査では把握はしておりません。

また各部局等で議論があると思いま〇上原章委員

すが、ぜひ監査をする中でその辺の一つ一つ、その

辺の背景をそこまでできればしっかり調べてほしい

と思います。

それともう一つ、一般会計のことで教えてほしい

のですが、平成27年度歳入歳出決算審査意見書の

61ページに財産の動きがあるのですが、61ページの

キの有価証券に、今回約３億7000万円ふえているの

ですが、この沖縄電力株式会社の株２億円余りの無

償交付という表現がありますが、これはどういった

意味ですか。

確かに沖縄電力株式会社〇金良多恵子会計管理者

株券の無償交付等によるものということになってい

るのですけれども、中身のことについてはこちらで

は把握しておりません。

わかりました、また自分でも調べて〇上原章委員

みたいと思います。

水道事業決算審査意見書の中で６ページ、水道事

業会計の後半部分で 事業運営に当たっては 第９次、 、

沖縄県企業局経営計画に掲げる安心で安全な水の供

給、安定給水の確保、経営基盤の強化の目標達成に

、向けて各種施策を推進する必要があるということで

これはその関係機関に確認したいのですが、特に本

島周辺離島８村への水道用水供給事業の広域化が今

本当に求められていますが、具体的に今回決算をす

る中で、着実にそれをしっかり実現していける流れ

になっているか教えていただけますか。

今回の水道事業会計と工〇當間秀史代表監査委員

業用水道事業会計の決算を見ても、収支については

、 、黒字が出ているということで 経営的にはある程度

今後広域８村を企業局が運営した場合においても、

この経営状況を維持できるのであれば可能だと考え

ております。

もし、きょういる皆さんで答えられ〇上原章委員

るならありがたいですが、この実現はいつごろを目

指しているかというのはわかりますか。

申しわけございません。〇當間秀史代表監査委員

うちでは把握しておりません。

、〇上原章委員 あえて審査意見に入れてあったので

その辺はぜひしっかり取り組んでいただきたいと

思っております。

糸洲朝則委員。〇狩俣信子委員長

平成27年度沖縄県歳入歳出決算審〇糸洲朝則委員

査意見書に基づいて質疑をいたします。まず収入未

済額、不納欠損額、これはほとんどの委員が取り上

げていますが、平たくいって前年度に比べて大変軒

並み減額でして、これは執行率の向上になると思い

ます。中でも大きいのは県税、諸収入、財産収入、

こういったものがかなりの減額になっていますが、

その要因等について伺います。

、〇當間秀史代表監査委員 減額になった要因ですが

県税についていえば、減額の大きいものは個人県民

税と自動車税ですが、未収が減ったのはコンビニ・

クレジットなどの収納機会の拡大と、個人県民税の

市町村との連携がより進んだということです。それ

から諸収入の未済額が減ったというのは、これは雑

入ですが主なものは県営住宅使用料の損害賠償金で
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して、実は損害賠償金を不納欠損処理したというこ

とでございます。それから財産収入の収入未済額が

なぜ減ったかというと、土地の貸付料がございます

けれども、これについては電話催促、あるいは戸別

訪問の強化、民間債権回収会社に一部業務を委託し

まして、収入未済の圧縮に努めたということです。

毎年、このように決算をやるわけ〇糸洲朝則委員

ですが、予算は単年度主義ですから当然収入未済額

が出てくる。後で聞きますが不納欠損という項目も

出てくる。きょうここで伺っておきたいのは、減っ

たとはいっても、収入未済額というのは毎年出てく

る。したがって、この収入未済額をどのように―余

、り時間がたてば不納欠損処理にしてしまうのですが

かといってこれをこのまま放置しているとは思いま

せん。例えば県営住宅などは裁判にかけてやったり

もしておりますから、そういう努力をなさっている

と思いますが、この平成27年度の収入未済額の取り

扱い、今後の次年度以降に向けての取り扱いという

のはどういう対策をとっておられますか。

収入未済額の対策につき〇當間秀史代表監査委員

ましては、まず基本的に債権が発生したときに備え

て、貸付金でもそうですしあるいは県営住宅使用料

、 、もそうですが まず契約の時点で担保を徴収したり

あるいは公正証書を作成する。さらには保証金を徴

収する、債務者のいわゆる情報共有の同意書をもら

うということです。これは沖縄県が有している債務

者に関する情報について、債権を有する各部局間で

共有するということです。これまではやはり部局が

異なれば、個人情報ということでなかなかよその部

局からその方の情報は出してもらえませんでしたの

で、あらかじめ債務者から同意をもらっておくとい

うことと、あと１つは、債務者の財産調査について

協力への同意書をもらうという取り組みをしている

ところです。

この収入未済は最悪の事態、次に〇糸洲朝則委員

出てくる不納欠損処理ということになると思います

が、収入未済額と不納欠損処理とは比例しますか。

関係ないのでしょうか。

、〇當間秀史代表監査委員 時系列に申し上げますと

収入未済となったものは長期化してしまうと固定債

権になりまして、そのうち消滅時効等を迎え、不納

欠損金で処理してしまうという流れの中ではやはり

関係はあると思います。比例するかどうかにつきま

しては、そういった分析はしていないところであり

ます。

毎年監査をやっておられるわけで〇糸洲朝則委員

すから、やはりその収入未済額の追跡調査は当然各

部局でなさっていると思うのです。したがって、こ

れが積み重なっていって、そしていろいろな債権設

定、いろいろな段階があると思いますので、そこら

辺をきちんと整理をしていく。単年度だからこれで

監査は終わりではなくて、やはり追跡調査をしてい

くというのがあってもいいのではないかと。やって

いると思いますが、監査では出てきませんか。例え

ば県営住宅などの長年の滞納者については、先ほど

申し上げたように裁判にかけていろいろ対策をとっ

ていますね。県税などそういったもの等ともいろい

ろあるかと思いますが。

債務者個々人についての〇當間秀史代表監査委員

把握はしてないところですが、部局においては、そ

れぞれの個人の状況を確認はしておりますので、そ

れについての聞き取り等は行っているところであり

ます。

毎年、監査もこういう決算特別委〇糸洲朝則委員

員会もあるわけですから、やはりそこら辺はしっか

り追跡調査もして、しかるべき措置は必要ではなか

ろうかと思います。

特別会計の小規模企業者等設備導入資金、いろい

ろ投資をしているようですが この導入企業 ちょっ、 、

とイメージがよくわからないのですが、具体的にこ

の御説明をお願いできますか。

特別会計の小規模企業者〇當間秀史代表監査委員

等設備導入資金ですが、これは小規企業者等の創業

及び経営基盤の強化を目的とする貸付事業でござい

まして、県内中小企業者の設備の近代化を図る設備

資金貸付事業と、中小企業者が組合などを設立して

事業の共同化、工場及び店舗の集団化、商店の近代

化を図るための施設整備を行う高度化資金貸付事業

があります。設備資金を利用している主な業種とし

ては鉱業、それから建設業、製造業があります。そ

れから高度資金を利用している業種としては製造業

組合、商店街振興組合、運輸業組合がございます。

次のページの不納欠損に飛びます〇糸洲朝則委員

けれども、これが今の小規模企業者等設備導入資金

については、平成27年度は不納欠損がいきなりゼロ

になったのです。その前の平成26年度は25億4500万

円であったかなりの不納欠損がゼロになっていると

いうのが１つ。その説明をお願いします。

、〇當間秀史代表監査委員 具体的に申し上げますと

平成26年度の大きな不納欠損処理については沖縄市

のコリンザがございまして、そのコリンザを運営す

る沖縄市アメニティプランが特別清算されましたの

で、それで貸付元利収入25億4000万円程度の債権放

棄の議決を経たということになります。
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今、コリンザの話が出ましたが、〇糸洲朝則委員

平成26年度に25億円という欠損処理をしたから平成

。 。27年度はゼロになったと それとは関係ないですか

平成26年度のものとの不納欠損の関連性がもしあり

ましたら……。

平成26年度は、先ほど申〇當間秀史代表監査委員

し上げたようにコリンザの件がありましたが、平成

27年度については不納欠損はゼロであったというこ

とです。

余りしっくりこないのですが、こ〇糸洲朝則委員

れは次の機会に聞きたいと思います。災害復旧費に

行きたいと思います。32ページになっていますが、

繰り越しはいいとしても不用額でかなりの額が出て

いるのですが、災害復旧という非常に重要な事業だ

けに、事業の執行ができなかったということだと思

うのです。これも漁業用施設の復旧災害費、港湾災

害復旧費などの不用額がたくさん出て。この辺の説

明をお願いします。

これは不用が出たという〇當間秀史代表監査委員

ことは喜ばしいことではありまして、災害復旧費を

予算計上する場合においては、各部局において前年

度の実績を見て、当該年度でどれだけ災害のための

費用を要するかというものを積算して計上するわけ

ですから、関係部局が見積もった災害よりも被害が

。少なかったということで不用が出たということです

災害が少なかったということでこ〇糸洲朝則委員

の辺は理解を示しますが、かつて一昨年でしたか、

台風第19号だったと記憶していますが、座間味村と

渡嘉敷村の災害現場を視察して、港湾の防波堤の損

壊がありました。災害復旧費で座間味村はすぐ直し

てくれました。渡嘉敷村については１年後です。そ

の記憶があるものですから、これは執行するときの

態度いかんによっては、予算が余ってもやらないの

かという変な思いをしましたが、そういうことはあ

りませんか。災害復旧はきちんとやって、これだけ

余りましたという理解でいいですか。

今の具体例を挙げてのお〇當間秀史代表監査委員

話になりますと、なぜ渡嘉敷村で護岸工事ができな

かったかということにつきましては、諸般の事情等

は担当部局で把握していますので、こちらからコメ

ントするのは控えたいと思います。

幸いにも私は土木環境委員会に所〇糸洲朝則委員

属していますから、またそこの決算調査でも伺いた

いと思います。いずれしても災害復旧費というのは

作業現場、災害現場にとっては待ち望んでいること

ですから、早急に速やかにやっていただきたいと思

います。繰り越しについても事故繰越や明許繰越で

も随分皆さんやっていますが、これについても農林

水産部や土木建築部、商工労働部、一番予算の大き

いところであるから、当然繰り越しが多くて当たり

前かなという思いがありますが、これは毎年多いの

です。事業が複数年度にまたがるなどいろいろある

と思いますので、そういうことからしてもなるべく

この辺が、特に事故繰越についてはあってはいけな

いというくらいの思いでいるわけですが、この辺の

御説明をお願いします。

先ほどから繰越額が多い〇當間秀史代表監査委員

という状況がありまして、その要因として多いのが

事業計画の変更であるとか、あるいは用地買収が進

んでいない、あるいは関係機関との調整のおくれと

いうのが繰り越しの理由となっています。そういっ

たことからして監査におきましては、計画的な執行

をするとともに、その進捗状況を常に把握するとい

うことを申し上げているところです。

なぜこういった質問をしたかとい〇糸洲朝則委員

いますと、午前中の質疑にも出ていましたが、例え

ば公共工事が複数年度、２年にまたがる場合、特に

最近は入札不調がたくさん出ていることでもわかる

ように、その年度途中で資材が高騰したり、労務費

がありましたけれども、そういった不確定要素が出

てくるのです。ものによってはその対策もしないと

、 。いけないし 土木建築部あたりはやっているのです

そういったものを考えますと、やはり予算の組み方

として、なるべく明許繰り越しでも年度ごとにきち

んと処理できるような、そういったものが必要かと

いう思いです。したがって通告にはないのですが、

今私が申し上げました資材高騰、そういう公共工事

等におけるコストアップに対する見解、対応、指摘

などはどうなさっていますか。

、〇當間秀史代表監査委員 繰り越しにつきましては

関係部局におきましても公共事業推進本部等で進捗

の管理を行ったり、あるいは早期の工事契約の締結

等も取り組んでおりまして、昨今では従来11月議会

で追加工事の契約の承認をいただいていたのが ９月、

議会に前倒しをするなども行っています。また入札

の不調あるいは不落については、建設資材単価の調

査をこれまで年２回だったものを年４回にするとい

う努力をしていまして、監査としても、今後ともそ

ういった繰り越しについては計画的に執行を行って

いただきたいという意見です。

大城憲幸委員。〇狩俣信子委員長

一般会計の審査意見書の中から、〇大城憲幸委員

、沖縄県の一般会計の財政状況及び財政構造について

他府県と比較しながら特徴的な部分を２点、３点ほ
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ど御教示いただきたいと思いますので、よろしくお

願いします。

まずは13ページをお願いします。13ページで自主

財源の確保という観点で地方税、県税の議論はあり

ましたのである程度理解はできました。しっかりと

、増加していますというところも聞きましたけれども

九州あるいは全国と比較した場合、下の諸収入の割

合という意味では本県も昨年に比べてはいい事情が

あってふえてはいますが 全国の9.1％ 九州の6.4％、 、

に対して、本県の3.6％というのは収入に対する割合

が低いのですが、沖縄の特徴としてどういう部分が

あるのか。あるいはこれから今後収入をふやすとい

う観点で努力できる部分があるのか少し気になった

のですが、所見をいただきたいと思います。

諸収入というのは歳入〇武村勲監査委員事務局長

の科目の中で、それ以外の税とか使用料の各区分の

中のその他というような整理になっているものです

が、今回諸収入ですが、昨年より若干上昇しており

ます。これは都市モノレールの建設受託金―実は都

市モノレールは沖縄県と浦添市、那覇市で共同で事

業を実施しておりまして、市町村から受託を受けて

県で直接執行していることもありまして 事業がピー、

クになり次第、そういった受託の事業がふえている

ということでの諸収入が増加している部分です。確

かに全国と比較するとまだまだ低いという状況では

ありますが、その他という部分であるために、なか

なか他県の状況は把握してないということが現状で

す。

他県と比較して単純な疑問ですの〇大城憲幸委員

でいいのですが 全国平均の９％にすると３分の１く、

らいしかないということですから、例えばほかの県

で全国ではやられている収益事業が弱いのか、雑収

入が弱いのかも含めて後でいいですので、少し分析

した数値があれば勉強したいのでよろしくお願いい

たします。

14ページ 次は歳出の部分ですが この中から１点。 、

お願いします。これも先ほどに続いて全国との比較

になるのですが、物件費の割合が大きいのです。九

州で3.1％、全国で3.5％に対して本県の物件費とい

うのは6.4％、倍ぐらいあるのです。その辺で、例え

ば極端に沖縄の場合は臨時職員が多くて、ここに人

件費が入ってるなど、何かそういった特徴的なもの

があるのかと感じて見たのですが、ここについて考

え方をお願いします。

申しわけございません。〇當間秀史代表監査委員

今、手元に資料がございませんので、後日また御説

明申し上げたいと思います。

先ほどの議論の中でもありました〇大城憲幸委員

が、執行率が低いという中で、やはり人材が少し足

りていない。民間委託、外部委託、そういうものも

ふやしていかないといけないのではないかという部

分もありました。そういう意味では市町村も含めて

今後の行財政改革の中で、この物件費の部分が大き

。くなっているというのは少し私も気になっています

その辺で臨時職員の割合が他県に比べて多いのか、

外部委託で仕事をしている割合が多くてこの部分が

全国の倍もあるのか。その辺の数字は後で分析して

教えていただければありがたいと思いますので、よ

ろしくお願いいたします。

もう一点、15ページになりますが、県債残高の議

論はありました。私の認識ではこの平成23年度、平

成24年度ぐらいも含めて今後―表の一番下のただし

書きにありますが、臨時財政対策債が入ってくるも

のですから、今後県債残高はふえ続けますという議

論が前々からあったと思いますが、平成23年度、平

成24年度から県債残高はじわりじわり下がってきて

いるわけです。これはいいことですがこの背景に何

があるのか。その辺についてお願いいたします。

県債残高が年々大きく下〇當間秀史代表監査委員

降しておりますが、これにつきましては県債の発行

が少なくなっているということで、ここ三、四年で

あればいわゆる一括交付金等によって少ない財政負

担で済むということと、あわせて現在の県税収入等

々の伸びがありまして、ある程度起債を少なくする

ことができているということです。

財政計画については担当部局等の〇大城憲幸委員

議論にはなると思いますが、さっき議論があった基

、 、 、金の話も含めて 基金についても四 五年ぐらい前

平成23年度ごろには今後沖縄県の財政調整基金など

は底をつくという議論があったかと思いますが、先

ほど議論があったように平成23年度以降基金がふえ

ているのです。そういう意味では今あったように、

このちょうど平成24年度あたりから一括交付金の影

響で基金も積み立てができるようになってきた。あ

るいは県債も減ってきた。そのような状況があると

思いますが、その辺は市町村を見てもそのような感

じがあります。この平成24年度以降の一括交付金が

与える県財政への影響というのはどう考えているの

か、再度お願いします。

一括交付金の創設によっ〇當間秀史代表監査委員

て、県として県単事業で県費100％でできていたもの

が、負担率が裏負担で２割程度でできるようになっ

たということがありまして、県の財政にかなりいい

影響を与えていると考えております。
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ありがとうございます。もう少し〇大城憲幸委員

私も議論を勉強して 政策に生かせていければと思っ、

ています。少し時間がありますけれども、きょうの

決算の議論を聞いて、冒頭の３ページの行財政改革

の部分の議論もそうですけれども 計画どおりにいっ、

てるから目標を上回るペースで行財政運営はできて

いるという議論も含めて、私がこの意見書を見て感

じるところは、数字は確かによくはなっているので

すが、個人的に議論も踏まえて感じるのは、本来で

あれば県民も143万人までふえて、観光客も倍になっ

て、経済も東京に次ぐ絶好調ということで、そうい

う中で財政力指数は0.3やっとということを考える

と、早急に0.4の全国並みを目指さないといけない中

では個人的に危機感を感じている。ただ、きょうの

議論を見ても危機感が感じられない 県民がこういっ。

た数字、あるいは表現を見ると沖縄県の財政は安泰

、だとしか感じないのではないかということがあって

大変恐縮ですが、次回も含めて監査委員の皆さんが

同じような指摘を繰り返しているという議論もあり

ましたので、お互い緊張感を持って、もう少し監査

委員の皆さんに踏み込める表現があってもいいので

はないかと感じましたので、大変恐縮ですが所見を

述べて終わります。

以上で、会計管理者及び代表監〇狩俣信子委員長

査委員に対する質疑を終結いたします。

説明員の皆さん、長時間にわたり大変御苦労さま

でした。

次回は、10月24日 月曜日 午前10時から委員会

を開きます。

委員の皆さん、大変御苦労さまでした。

本日の委員会はこれをもって散会いたします。

午後５時５分散会
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沖縄県議会委員会条例第27条第１項の規定によりここに署名する。

委 員 長 狩 俣 信 子
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平 成 2 8 年 第 ４ 回

沖縄県議会（定例会）

閉 会 中 継 続 審 査

開会の日時、場所

平成28年10月17日（月曜日）

午前10時開会

第４委員会室

出席委員

委員長 渡久地 修君

副委員長 新 垣 光 栄君

委 員 花 城 大 輔君 又 吉 清 義君

中 川 京 貴君 仲 田 弘 毅君委 員

宮 城 一 郎君 当 山 勝 利君委 員

仲 宗 根 悟君 玉 城 満君委 員

比 嘉 瑞 己君 上 原 章君委 員

當 間 盛 夫君委 員

説明のため出席した者の職、氏名

知 事 公 室 長 謝 花 喜一郎君

参事兼基地対策課長 運 天 修君

辺野古新基地建設問題対策課長 金 城 典 和君

防 災 危 機 管 理 課 長 知 念 弘 光君

総 務 部 長 金 城 武君

総 務 私 学 課 長 宮 城 嗣 吉君

人 事 課 長 嘉 数 登君

行 政 管 理 課 長 真 鳥 洋 企君

財 政 課 長 宮 城 力君

税 務 課 長 千 早 清 一君

管 財 課 長 照 屋 政 秀君

警 察 本 部 長 池 田 克 史君

警 務 部 長 中 島 寛君

生 活 安 全 部 長 梶 原 芳 也君

刑 事 部 長 渡真利 健 良君

交 通 部 長 大 城 正 人君

交通部交通規制課長 與 儀 淳君

本日の委員会に付した事件

平成 28 年 決算１ 平成27年度沖縄県一般会計

第４回議会 の認定について（知事公室、総

認定第１号 務部、公安委員会所管分）

平成 28 年 平成27年度沖縄県所有者不明土２

第４回議会 地管理特別会計決算の認定につ

認定第８号 いて

平成 28 年 平成27年度沖縄県公債管理特別３

第４回議会 会計決算の認定について

認定第20号

3 4ii
ただいまから、総務企画委員会〇渡久地修委員長

を開会いたします。

本委員会所管事務調査事件「本委員会の所管事務

に係る決算事項の調査について」に係る平成28年第

４回議会認定第１号 同認定第８号及び同認定第20号、

の決算３件の調査を一括して議題といたします。

本日の説明員として、知事公室長、総務部長及び

警察本部長の出席を求めております。

まず初めに、知事公室長から知事公室関係決算の

概要の説明を求めます。

謝花喜一郎知事公室長。

それでは、知事公室所管〇謝花喜一郎知事公室長

の決算の概要について御説明させていただきます。

、平成27年度の知事公室所管の決算の概要について

お手元に配付いたしました平成27年度歳入歳出決算

、 。説明資料知事公室に基づいて 御説明申し上げます

１ページをお開きください。

初めに、一般会計の歳入決算の概要について御説

明申し上げます。

知事公室所管の歳入決算総額は、予算現額Ａ欄で

ございます。28億6516万5000円に対し、調定額23億

8467万9544円、収入済額23億8467万9544円、過誤納

額 不納欠損額 収入未済額はいずれもゼロ円となっ、 、

ております。

また、調定額に対する収入済額の割合である収入

比率は100％となっております。

次に、歳入を款別に御説明申し上げます。

（款）使用料及び手数料は、予算現額7971万円、

。調定額及び収入済額ともに4720円となっております

これは、証紙収入は出納事務局で総括しているの

でそういう数字になってございます。

（款）国庫支出金は、予算現額27億522万6000円、

調定額及び収入済額ともに23億447万3080円となって

おります。

（ ） 、 、款 財産収入は 予算現額4287万5000円に対し

調定額及び収入済額ともに4343万9290円となってお

ります。

総務企画委員会記録（第１号）
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２ページをお願いいたします。

（款）諸収入は、予算現額775万4000円に対し、調

定額及び収入済額ともに776万2454円となっておりま

す。

（款）県債は、予算現額2960万円に対し、調定額

及び収入済額ともに2900万円となっております。

以上が、一般会計歳入決算の概要となっておりま

す。

次に、３ページをお開きください。

一般会計の歳出決算の概要について御説明申し上

げます。

知事公室の歳出総額は 予算現額48億5034万9980円、

に対し、支出済額43億4293万7294円、翌年度繰越額

２億3384万200円、不用額２億7357万2486円となって

おります。

予算現額に対する支出済額の割合である執行率は

89.5％、予算現額に対する翌年度繰越額の割合であ

る繰越率は4.8％となっております。

翌年度繰越額２億3384万200円については （項）、

（ ） 、（ ） （ ）総務管理費 目 諸費3984万2000円 項 防災費 目

防災総務費１億9399万8200円となっております。

次に、不用額２億7357万2486円について、その主

なものを御説明申し上げます。

（款）総務費（項）総務管理費（目）一般管理費

の不用額2067万172円は、主に人件費及び物件費の執

行残等によるものであります。

（目）広報費の不用額559万7350円は、物件費の執

行残等によるものであります。

（目）諸費の不用額6879万6727円は、主に地域安

全政策事業の執行残等によるものであります。

（款）総務費（項）防災費（目）防災総務費の不

用額１億6400万8873円は、主に不発弾等処理事業費

の執行残等によるものであります。

（目）消防指導費の不用額1449万9364円は、主に

物件費の執行残等によるものであります。

以上が、知事公室所管一般会計の平成27年度歳入

歳出決算の概要でございます。

御審査のほど、よろしくお願いします。

知事公室長の説明は終わりまし〇渡久地修委員長

た。

次に、総務部長から総務部関係決算の概要の説明

を求めます。

金城武総務部長。

それでは、平成27年度の総務部〇金城武総務部長

所管の一般会計と所有者不明土地管理特別会計及び

公債管理特別会計の２つの特別会計の歳入歳出決算

について、お手元にお配りいたしました平成27年度

歳入歳出決算説明資料に基づきまして、御説明申し

上げます。

、 、 、なお 説明の都合上 ページを前後いたしますが

あらかじめ御了承をお願いします。

１ページをごらんください。

それでは、総務部所管の歳入総額について御説明

申し上げます。

予算現額（Ａの欄）5445億6238万5771円、調定額

（ ） 、 （ ）Ｂの欄 5400億7210万7377円 収入済額 Ｃの欄

、 、5378億8398万927円 うち過誤納金１億1493万4594円

不納欠損額（Ｄの欄）１億9196万9196円、収入未済

額（Ｅの欄）21億1109万1848円となっております。

調定額に対する収入済額の割合である収入比率は

99.6％となっております。

なお、説明資料の右端の欄に沖縄県歳入歳出決算

。書のページを記載しておりますので御参照ください

２ページをごらんください。

続いて、総務部所管の歳出総額について、御説明

申し上げます。

予算現額（Ａの欄）2244億7650万5000円に対し、

支出済額（Ｂの欄）2226億4370万4364円、翌年度繰

越額 Ｃの欄 ５億1800万円 不用額13億1480万636円（ ） 、

となっております。

予算現額に対する支出済額の割合である執行率は

99.2％となっております。

次に、会計ごとの歳入歳出決算について御説明申

し上げます。

３ページをごらんください。

一般会計の歳入決算の概要について御説明申し上

げます。

総務部所管として 予算現額 Ａの欄 4641億1681万、 （ ）

4771円、調定額（Ｂの欄）4597億1358万8753円、収

入済額（Ｃの欄）4575億3924万91円、うち過誤納金

１億1493万4594円 不納欠損額 Ｄの欄 １億9196万、 （ ）

9196円、収入未済額（Ｅの欄）20億9731万4060円、

収入比率は、99.5％となっております。

収入済額4575億3924万91円の主なものは、２行下

の（款）県税1155億6324万8601円、５ページの下か

ら４行目の（款）地方交付税2103億8279万3000円で

あります。

戻りまして３ページをごらんください。

収入済額のうちの過誤納金１億1493万4594円の主

なものは、２行下の（款）県税１億1449万6107円で

あります。

過誤納金の主な理由としては、県税に係る減額更

正等による過誤納で、出納整理期間中に還付処理が

できない分であります。
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なお、平成28年度で還付処理いたしました。

不納欠損額１億9196万9196円の主なものは、２行

下の（款）県税１億7854万5201円であります。

、（ ） 、（ ） 、（ ）その主なものは 項 県民税 項 事業税 項

不動産取得税 （項）自動車税となっております。、

不納欠損の理由としては、滞納者の所在不明、滞

納処分できる財産がないこと等により、地方税法に

基づき不納欠損の処理をしたものです。

収入未済額20億9731万4060円について御説明申し

上げます。

２行下の 款 県税の収入未済額19億5577万7006円（ ）

の主なものは （項）県民税 （項）事業税 （項）不、 、 、

動産取得税 （項）自動車税となっております。、

その主な要因としては、失業、病気等による経済

的理由によるもの、法人の経営不振による資金難、

倒産による滞納などによるものであります。

７ページをごらんください。

１行目の（款）財産収入の収入未済額5605万301円

は （項）財産運用収入の（目）財産貸付収入で、そ、

の主な要因は、借地人の病気や経営不振、生活苦等

の経済的理由によるもの等であります。

８ページをごらんください。

１行目の（款）諸収入の収入未済額8548万6753円

、（ ） 、 （ ）の主なものは 項 延滞金 加算金及び過料の 目

加算金、及び（項）雑入の（目）違約金及び延納利

息に係るもので、その主な要因は、法人の経営不振

による資金難、倒産による滞納などによるものであ

ります。

10ページをごらんください。

一般会計の歳出決算の概要について御説明申し上

げます。

総務部所管として、予算現額（Ａの欄）1440億3093万

4000円に対し、支出済額（Ｂの欄）1424億3667万809円、

翌年度繰越額（Ｃの欄）５億1800万円、不用額10億

7626万3191円、執行率は98.9％となっております。

翌年度繰越額は 款 総務費で５億1800万円となっ、（ ）

ております。

翌年度繰越額の主な理由は、庁舎維持管理に係る

中央監視設備等の更新で、既存設備との整合性の確

認及び機器製作に４カ月を要するなど設計調整のお

くれが生じたこと等により 年度内完了が困難になっ、

たためであります。

不用額10億7626万3191円について、その主なもの

を御説明申し上げます。

（ ） 、２行下の 款 総務費の不用額６億808万7716円は

主に（目）人事管理費の定年前早期退職者数の減に

よる退職手当の執行残や（目）諸費の私立学校等教

育振興費の国庫補助金の交付額が見込みを下回った

こと等によるものであります。

11ページをごらんください。

（ ） 、１行目の 款 公債費の不用額１億356万9690円は

主に借入利率が当初見込んでいた利率を下回ったこ

とによる利子の不用であります。

７行目の 款 諸支出金の不用額２億1294万9785円（ ）

は、主に（項）自動車取得税交付金や（項）株式等

譲渡所得割交付金の不用であります。

13ページをごらんください。

１行目の（款）予備費の不用額１億5165万6000円

は、年度内の緊急支出に充用したものの残額でござ

います。

以上が、平成27年度一般会計における総務部の決

算概要でございます。

引き続き、特別会計の決算概要について御説明申

し上げます。

14ページをごらんください。

所有者不明土地管理特別会計について御説明申し

上げます。

当会計は、所有者不明の土地を県が管理するため

の特別会計であります。

まず、歳入決算の概要について御説明申し上げま

す。

予算現額 Ａの欄 ３億4297万4000円 調定額 Ｂ（ ） 、 （

の欄）３億1911万5880円、収入済額（Ｃの欄）３億

533万8092円、収入未済額（Ｅの欄）1377万7788円と

なっております。

、 、 （ ）収入未済額1377万7788円は 主に ４行下の 目

財産貸付収入969万7510円で、借地人等の経済的理由

等による滞納額であります。

15ページをごらんください。

次に、歳出決算の概要について御説明申し上げま

す。

予算現額（Ａの欄）３億4297万4000円に対し、支

出済額 Ｂの欄 １億6763万811円 不用額１億7534万（ ） 、

3189円となっております。

不用額の主なものは、予備費であります。

16ページをごらんください。

公債管理特別会計について御説明申し上げます。

当会計は、公債費を一般会計と区別して管理する

ための特別会計であります。

まず、歳入決算の概要について御説明申し上げま

す。

予算現額 Ａの欄 801億259万7000円 調定額 Ｂ（ ） 、 （

の欄 及び収入済額 Ｃの欄 は同額で 800億3940万） （ ） 、

2744円となっております。
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17ページをごらんください。

次に、歳出決算の概要について御説明申し上げま

す。

予算現額（Ａの欄）801億259万7000円に対し、支

出済額（Ｂの欄）800億3940万2744円、不用額6319万

4256円となっております。

不用額の主なものは（目）利子で、借入利率が当

初見込んでいた利率を下回ったことによって生じた

利子の減による不用であります。

以上が、総務部所管一般会計及び特別会計の平成

27年度歳入歳出決算の概要であります。

御審査のほど、よろしくお願いいたします。

。〇渡久地修委員長 総務部長の説明は終わりました

次に、警察本部長から公安委員会関係決算の概要

の説明を求めます。

池田克史警察本部長。

公安委員会所管の決算の概〇池田克史警察本部長

要については お手元にお配りしております平成27年、

歳入歳出決算説明資料に基づき御説明いたします。

まず、決算概要の説明に先立ちまして、申しわけ

ないですが、主要施策の成果に関する報告書の訂正

について御説明いたします。

主要施策の成果に関する報告書の336ページの暴力

団総合対策ですが、その一番下、下から２番目の行

のところ、暴力団の関係で、行政命令により遮断し

た資金、事業の効果で、同命令により約230万円の暴

力団資金を遮断とありますが、正しくは約330万円で

ございます。100万円の違いがございます。

申しわけございませんが、訂正をお願いします。

では、概要に戻りたいと思います。

説明資料の１ページをお開きください。

歳入決算について御説明いたします。

公安委員会所管の歳入決算の総額は 予算現額13億、

922万4000円に対しまして、調定額は13億4307万

4523円、収入済額が13億2782万7523円、不納欠損額

は318万1000円、収入未済額は1206万6000円、調定額

に対する収入率は98.9％となっております。

収入未済額、不納欠損額はともに（款）諸収入に

おける（目）過料であります （目）過料は放置駐車。

違反車両の使用者に対する放置違反金であります。

不納欠損の理由といたしまして、滞納者の所在不

明、滞納処分できる財産がないなどの理由により、

地方税法に基づき不納欠損の処理をしたものであり

ます。

以下、各（款）ごとに順次御説明いたします。

まず （款）使用料及び手数料ですが、収入済額は、

1766万965円であります。

（ ） 、 、２行下に 目 警察使用料とありますが これは

警察本部庁舎等の行政財産の使用許可に伴う土地使

用料と建物使用料であります。

予算現額255万6000円に対しまして調定額、収入済

額ともに259万2665円となっております。

次に２行下の（目）警察手数料でありますが、こ

れは、那覇市内と沖縄市内に設置しておりますパー

キングメーター及びパーキングチケット発給設備の

作動手数料であります。

予算現額1826万8000円に対しまして調定額、収入

済額ともに1506万8300円となっております。

続いて中ほどの行の（款）国庫支出金の収入済額

は、９億4320万7106円であります。

２行下の（目）警察費国庫補助金でありますが、

これは、警察活動及び警察施設、交通安全施設の整

備に対する国庫補助金並びに交付金であります。

予算現額９億6138万円に対しまして、調定額、収

入済額ともに９億4320万7106円となっております。

続いて ２行下の 款 財産収入の収入済額は6943万、 （ ）

1326円であります。

２行下の（目）財産貸付収入は、警察官待機宿舎

貸付料及び自動販売機設置に伴う土地、建物貸付料

であります。

予算現額5865万7000円に対しまして、調定額、収

入済額ともに6277万3982円となっております。

続きまして （目）物品売払収入でありますが、こ、

れは廃棄車両などの物品の不用決定に伴う売り払い

、 、 、収入で 予算現額８万5000円に対しまして 調定額

収入済額ともに７万2584円となっております。

説明資料の２ページをお開きください。

款 諸収入でありますが 収入済額は ２億9752万（ ） 、 、

8126円であります。

２行下の（目）延滞金でありますが、これは放置

違反金の滞納に対する延滞金でありまして、予算現

額62万6000円に対しまして、調定額、収入済額とも

に14万9830円となっております。

（ ） 、 、さらに１行下の 目 過料でありますが これは

さきに説明いたしました放置駐車違反の車両使用者

が納付する放置違反金であります。

予算現額１億784万5000円に対しまして、調定額は

１億4145万6000円、収入済額は１億2620万9000円、

不納欠損額は318万1000円、収入未済額が1206万

6000円であります。

続いて２行下になります （目）弁償金であります、

が、これは被留置者に要する経費で、法務省及び厚

生労働省が負担をする弁償金と、交通切符などの作

成費用に関する協定に基づく那覇地方裁判所及び那
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覇地方検察庁の負担費用の弁償金であります。

予算現額5467万6000円に対しまして、調定額、収

入済額ともに6058万3190円となっております。

その１行下の（目）違約金及び延納利息でありま

すが、これは、物品購入契約等について、契約の履

行遅滞に伴い違約金を徴収したものであります。

調定額、収入済額ともに４万2055円となっており

ます。

続いて 目 雑入ですが これは県帰属物件となっ、（ ） 、

た拾得物の売り払い代、駐車違反車両移動費等であ

ります。

予算現額１億513万1000円に対しまして、調定額、

。収入済額ともに１億1054万4051円となっております

以上が、平成27年度一般会計公安委員会所管の歳

入決算の状況であります。

次に、歳出決算について御説明いたします。

説明資料の３ページをお開きください。

（款）警察費の歳出決算は、予算現額328億376万

、 、9000円に対しまして 支出済額は324億5034万1934円

翌年度繰越額は9689万5000円、不用額は２億5653万

2066円、執行率は98.9％となっております。

以下、各（項）ごとに説明いたします。

最初に（項）警察管理費ですが、予算現額が297億

8247万6000円、支出済額は295億8111万1713円、不用

額は１億7726万9287円となっており 執行率は99.3％、

となっております。

（項）警察管理費における翌年度繰越額について

御説明いたします。

中ほどの行の（目）警察施設費の翌年度繰越額に

ついて御説明いたします。

翌年度繰越額2409万5000円については、那覇警察

署石嶺交番建設工事に係るもので、工事計画調整等

に当初見込みより時間を要したことなどにより、翌

年度に繰り越したものであります。

次に （項）警察管理費における主な不用額につい、

て御説明いたします。

初めに 目 警察本部費の不用額１億3924万3740円、（ ）

は、主に（節）職員手当等でありまして、退職手当

等の実績が当初見込みを下回ったことによるもので

あります。

（ ） 、 （ ）目 装備費の不用額2170万6496円は 主に 節

需用費でありまして、警察用車両の燃料費等に要す

る経費が当初見込みを下回ったことによるものであ

ります。

（ ） 、 （ ）目 警察施設費の不用額997万7547円は 主に 節

委託料でありまして、警察庁舎等工事設計委託業務

の入札残等によるものであります。

（ ） 、 （ ）目 運転免許費の不用額578万2157円は 主に 節

需用費でありまして、講習用教本の入札残等による

ものであります。

続いて （項）警察活動費について御説明いたしま、

す。

予算現額が30億2129万3000円に対しまして、支出

済額は、28億6923万221円、不用額は、7926万2779円

となっており、執行率は95.0％であります。

（項）警察活動費における翌年度繰越額について

御説明いたします。

最後の行の（目）交通指導取締費の翌年度繰越額

7280万円については、信号機等の交通安全施設整備

費でありまして、国の２月補正予算関連事業により

平成28年２月補正予算で措置されたもので、年度内

執行ができないため繰り越しております。

次に （項）警察活動費の不用額について御説明い、

たします。

（目）一般警察活動費の不用額594万568円は、主

に（節）役務費でありまして、加入電話回線使用料

等が当初見込みを下回ったことによるものでありま

す。

（ ） 、続いて 目 刑事警察費の不用額2765万5465円は

主に（節）旅費でありまして、格安航空券等の利用

による節減効果等によるものであります。

（目）交通指導取締費の不用額4566万6746円は、

主に（節）工事請負費でありまして、交通安全施設

整備工事の入札残等によるものであります。

以上が、平成27年度一般会計歳出決算状況であり

ます。

なお、特別会計の歳入歳出についてはございませ

ん。

以上で、公安委員会所管の平成27年度一般会計歳

入歳出決算の概要説明を終わります。

よろしく御審査のほど、お願い申し上げます。

警察本部長の説明は終わりまし〇渡久地修委員長

た。

これより質疑を行いますが、本日の質疑につきま

しては、決算議案の審査等に関する基本的事項（常

任委員会に対する調査依頼について （平成28年10月）

12日議会運営委員会決定）に従って行うことにいた

します。

要調査事項を提起しようとする委員は、提起の際

にその旨を発言するものとし、明 10月18日、当委

員会の質疑終了後に改めて、要調査事項とする理由

の説明を求めることといたします。

その後、決算特別委員会における調査の必要性に

ついての意見交換や要調査事項及び特記事項の整理
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を行った上で、決算特別委員会に報告することとい

たします。

当該意見交換において、要調査事項として報告す

ることに反対の意見が述べられた場合には、その意

見もあわせて決算特別委員会に報告いたします。

要調査事項は、決算特別委員会でさらに調査が必

要とされる事項を想定しております。

また、特記事項は、議案に対する附帯決議のよう

な事項や要調査事項としては報告しないと決定した

事項を想定しており、これについても質疑終了後、

意見交換等を予定しておりますので、御留意願いま

す。

なお、委員長の質疑の持ち時間については、決算

、 。特別委員会に準じて 譲渡しないことにいたします

質疑及び答弁に当たっては、その都度委員長の許

可を得てから、重複することがないように簡潔にお

願いいたします。

また、質疑に際しては、あらかじめ引用する決算

資料の名称、ページ及び事業名等を告げた上で、質

疑を行うよう御協力をお願いいたします。

決算特別委員長から調査を依頼された事項は、沖

縄県議会委員会条例第２条に定める所管事務に関す

る決算事項でありますので、十分御留意願います。

なお、答弁に当たっては、総括的、政策的な質疑

に対しては部局長が行い、それ以外はできるだけ担

当課長等の補助答弁者が行うこととしたいと存じま

すので、委員及び執行部の皆さんの御協力をお願い

いたします。

さらに、課長等補助答弁者が答弁を行う際は、あ

らかじめ職、氏名を告げてください。

それでは、これより直ちに各決算に対する質疑を

行います。

花城大輔委員。

よろしくお願いいたします。〇花城大輔委員

まずは、主要施策の成果に関する報告書の２ペー

ジから、質疑させていただきます。

事業の実績の２番の普天間飛行場代替施設建設事

業に係る公有水面埋立承認手続に関する第三者委員

会の設立に当たって、改めて、この第三者委員会の

設立の内容をお聞かせいただきいたいと思います。

第三者委員会は普天間飛行場代〇金城武総務部長

替施設建設事業に係る公有水面埋立承認に関し、法

律的な瑕疵の有無についての検証を目的として設置

したものであります。

今、公有水面埋立法に関する埋立〇花城大輔委員

承認の瑕疵にかかわるというような答弁がありまし

たけれども、先日閉会した定例会の中で、うちの末

松議員の質問、なぜ辺野古では第三者委員会を活用

して那覇空港では使わなかったかという質問に対し

、 。て 知事公室長は辺野古は新しくつくる滑走路だと

那覇空港はもともと滑走路があって、そこにもう一

つつくるのだという答弁でしたけれども、今の第三

者委員会の設立の内容とは大幅に違っているのでは

ないでしょうか。

委員から直接その部分だ〇謝花喜一郎知事公室長

けを御指摘されますと、違うのではないかというこ

とですが、基本的には前提がございます。

まず、公有水面埋立承認手続に関して委員会を設

置したのは そのとおりでございます 前知事が行っ、 。

た埋立承認につきましては、環境生活部から、生活

環境、そして自然環境の保全についての懸念が払拭

されないという指摘がございました。そのような指

摘がなされたのですが、そのまま埋立承認がされた

ということで、この点につきまして県議会において

も、さまざまな質疑があったものと承知してござい

ます。県民からも疑問の声があったという中で、県

は第三者委員会を設置しまして、埋立承認の法律的

瑕疵の有無を検証していただいたということでござ

います。

一方で、那覇空港はどうかというと、意見はやは

、 、りあり 改善の余地はあるということですけれども

面積的にも那覇空港が990万立米、一方で辺野古が

2062万立米という形で規模も大分違うと。そういっ

た意味合いで、また既存の滑走路ということなども

含めて、末松議員に対しての答弁になったというこ

とでございます。

やはり公有水面埋立法の中の自然〇花城大輔委員

環境の保全という意味では、那覇空港も一緒と思う

わけです。加えて、離島も含めた滑走路は全てそう

ではないかというところにも疑義が残るわけです。

今のところは、非常に政治的な判断が残るところだ

と思いますので、私は要調査事項として知事の出席

を求めたいと思います。理由は明日でいいですね。

、 、 、あと 第三者委員会を設置したことよって 実質

承認取り消しに踏み切って、幾つかの裁判を起こし

たわけであります。この裁判にかかった平成27年度

の総費用は幾らになっているでしょうか。

平成27年度に支出しまし〇謝花喜一郎知事公室長

た、３つの裁判等もございましたので、トータルで

すが 訴訟にかかる費用の総額は5994万9797円となっ、

てございます。

この5994万円の費用をかけて、裁〇花城大輔委員

判を行って、途中の判決でありますけれども１つの

結果が出たと。さらに延長して、これからも裁判が
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ずっと続くのではないかという声もあるわけです。

これをそのままずっとずっと続けていくと、税金が

。 、どんどん使われるわけです 今後の見通しというか

、第三者委員会が判断した責任は問われるのかどうか

答弁をいただきたいです。

今、福岡高等裁判所那覇〇謝花喜一郎知事公室長

支部判決を県は不服として上告しています。県の主

張、正当性をしっかり高裁で説明させていただきま

す。今、責任というお話がございましたが、高裁判

決で、県の主張、立証を丁寧に最高裁判所に説明い

たしたいと考えてございますので、今の時点で、責

任云々ということは県として検討しておりません。

まだ最後ではないので、そういう〇花城大輔委員

答弁もいいと思いますが、やはり第三者委員会の公

平性、中立性は今後問われていくと思います。それ

は今後また求めていくところでありますから、それ

も覚えていただきたいと思います。

また、先ほど5994万円の費用ということでありま

したが、これは弁護士費用も入っていますか。

入っております。〇謝花喜一郎知事公室長

続いて、ワシントン事務所の件で〇花城大輔委員

す。

これは一般質問の中でもやらせていただきました

が、やはり一般質問を終えて、今現在、なかなか納

得というところにはいかないところです。ワシント

ンコア社に6849万円を投げて、その成果をもってワ

シントン事務所全体の成果であるという言い方は、

この費用の使われ方として、また現地に駐在員を置

く必要があるのかどうかの根本的なところもあわせ

、 、て ワシントン事務所が必要なのかどうかも含めて

これからも精査が求められるというところでありま

すけれども、これについて答弁ありますか。

今、ワシントンコア社の〇謝花喜一郎知事公室長

ものをそのまま成果としているというような発言も

ございましたが、役割分担を若干御説明させていた

だきたいと思います。

まず、ワシントンコア社の主な業務は２つありま

。 、 、 、す １つは ワシントン事務所の家賃 電気代など

事務所の運営に係る運営事務を包括的にしていただ

いております。もう一つ、一番大きなものは、ワシ

ントンコア社は、現地のワシントンＤＣの米国政策

等に関するノウハウ、それからネットワークをお持

ちでございます。そういったものを活用して、彼ら

が情報収集を行い、その情報を県に提供していただ

きまして、ワシントン駐在員の活動の後方支援を行

うと。それから、いろいろアドバイスを受けて行う

ということで、そういったものを踏まえて、ワシン

トン駐在員が県としての施策等との整合性を図りな

がら、米国政策の働きかけを行って、県の情報を正

確に現地に伝えると。そのように役割分担している

ので、ワシントン事務所が全てをいろいろ行ってい

るのではなくて、役割分担に基づいて行っておりま

すので、御理解いただければと思います。

これも今後、我々が納得できるよ〇花城大輔委員

うなところまで説明を求めていくところであります

けれども、この第三者委員会もそうですけれども、

ワシントン事務所も含めて、知事の政治姿勢がもと

になっていると思うのです。その中で、今月の10月

３日に出された上告理由書を読んでいくと、やはり

知事はヘリではなくて、オスプレイに反対というこ

とや、いろいろな意見がここにありますが、国を批

判するコメントも多いですね。しかしながら、歓迎

するという内容があったり、また、東村高江の新ヘ

リパッドについては反対の表明もしないということ

で、私は改めて知事がしっかりと政治姿勢を説明す

る場所が必要と思いますので、これについても要調

査事項として、出席を求めたいと思います。

休憩いたします。〇渡久地修委員長

（休憩中に、渡久地委員長から要調査事項の

確認があり、花城委員からワシントン事務

所設置に係る知事の政治姿勢について提起

したいとの説明があった ）。

再開いたします。〇渡久地修委員長

花城大輔委員。

続いて、１ページ戻って、これは〇花城大輔委員

最初にお伝えしていないので、できる範囲で答えて

いただければと思いますけれども、非常に分厚い資

。 、 、料の県の防災大綱がありますね これは地震 台風

火事 そのほかもろもろ全ての災害を想定してつくっ、

ているものであると聞いてますし、また、それに対

。する対応も細かく網羅されていると聞いております

その中でこの救援物資等の問題を含めて、今、武力

攻撃事態等における国民の保護のための措置に関す

る法律―国民保護法というものがあります。全国で

これに基づいて、たくさんの計画をつくって、住民

が移動するわけですが、何かあったときの住民の移

動の方法にあわせて、しっかりと物資についても確

保できているのか、またそのような考え方が県の中

にあるのかどうかを確認させてもらいたいと思いま

す。

休憩いたします。〇渡久地修委員長

（休憩中に、知事公室長から防災計画と国民

保護計画における備蓄について整理して、

後ほど答弁したい旨申し出があり、了承さ
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れた ）。

再開いたします。〇渡久地修委員長

花城大輔委員。

災害が起こったときの避難場所、〇花城大輔委員

避難経路等があると思いますが、先ほども言ったよ

うに、そのときの物資の確保もされていると思いま

す。ただ、国民保護法のような大規模な県民の移動

があった場合に、その動きに合わせて、３日分の飲

食とかが確保できる準備ができているのかというこ

とを質疑したわけですが、これはまた後ほど聞かせ

ていただければと思います。

加えて、４ページの不発弾等対策事業の件です。

これは、実際の自衛隊の不発弾処理隊がやってい

る仕事と思っていて、県からの予算がついていると

わかっていない人も多いと思います。これを簡単に

説明できたらお願いします。

実際の処理自体は、自衛〇謝花喜一郎知事公室長

隊の方にやっていただいていますが、不発弾等処理

事業は、県内で発見された不発弾の早期発見といい

ますか、早期処理につなげるということでやってい

ます。６つの事業があります。

１つは、不発弾等処理の工事で、面積100平米以内

の埋没情報箇所において、不発弾の探査・発掘を行

う事業となっています。昭和50年度から開始してい

ます。

２つ目は、広域探査発掘加速化事業で、面積100平

米を超える埋没情報箇所において、探査・発掘を行

う事業でございます。平成元年度から開始してござ

います。

３つ目は、不発弾等保安管理等事業で、不発弾等

を一時保管するための県不発弾保管庫の警備等維持

管理を行う事業です。

４つ目は、市町村磁気探査支援事業。市町村の単

独公共工事に係る不発弾等探査費を補助する事業と

なっています。平成14年度に事業を開始してござい

ます。

５つ目は、市町村特定処理支援事業。不発弾等の

現場における安全化処理等に要する経費を補助する

事業で、平成21年度から事業を行っています。

最後の６つ目は、住宅等開発磁気探査支援事業。

民間における住宅等の開発箇所における不発弾等探

査費を補助する事業で、平成25年から県事業に変更

して、実施しています。

わかればでいいですが、１回当た〇花城大輔委員

りの不発弾処理 何トン爆弾とかいうことでも変わっ、

てくると思いますけれども、１回当たり幾らくらい

かかりますか。

不発弾の処理につき〇知念弘光防災危機管理課長

ましては、特定処理支援事業ということで、市町村

に補助を行っておりまして、平成27年度が13市町村

で不発弾の処理が実施されておりまして 30件になっ、

ています。平成27年度の１件当たり平均約100万円で

処理がされております。

、 。〇花城大輔委員 続いて 総務部長にお願いします

沖縄県歳入歳出決算審査意見書の５ページの事業

執行についてというところから、質疑させていただ

きます。

この意見書の中でも、一般会計並びに特別会計の

執行率が昨年度より上がっていて、評価する旨のコ

メントが載せられています。

これは前回の一般質問の中でも、私も含めて何名

かの議員が総務部長に質問させていただいておりま

すが、執行率が上がっていますが、不用額が出てい

ることに対して、次年度の予算が下がっていること

との関連については、総務部長は非常に抵抗をして

いたように覚えていますが、改めてその部分につい

て答弁をお願いしていいですか。

沖縄振興一括交付金の執行率に〇金城武総務部長

ついては、県としても、課題として受けとめて、改

善に取り組んできたところでございます。そういう

中で 執行率が年々改善してきている中で 平成29年、 、

度概算要求額が減額されたことについては、県とし

て残念に思うところでございます。その減額の理由

が、繰越率の高さ、そして不用が生じていることと

されておりますが、その内容について県としては納

得できない点もあるということで、内閣府にもその

旨、意見を申し上げてきたところでございます。

今も納得できないという答弁があ〇花城大輔委員

りましたけれども、疑義があるとか、いろいろあり

ました 私は一般質問が終わってから 後々そのシー。 、

ンを思い浮かべるときに、ひょっとしたら、総務部

長は職員が頑張っている姿を目の当たりにして、そ

の部分で抵抗していたのかなと思ったわけですが、

けさの新聞を見ると、政治的な判断がそこに加わっ

たから、総務部が頑張って執行率を上げたにもかか

わらず、減額されたのではないかという記事があり

ました。

実際、総務部長、そこのところはどう思っていま

すか。

我々としては、今の疑義を含め〇金城武総務部長

て、納得できない部分を具体的に申し上げます。

まず、繰り越しを理由としての１点目です。

繰り越しというのは、もともと２カ年にわたる事

業を円滑に進める目的の制度でございます。要する
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に繰越予算は翌年度にまた執行されて、これも当然

沖縄振興に役立てられておりまして、そういう中で

繰り越しを理由とする減額というのはどうなのかと

いうことが、まず１点目です。

それからまた不用額です。

不用というのはどうしても入札に伴う執行残、あ

るいは経費の節減努力により、一定程度発生する性

質のものでありまして、これについては他県との比

較等もない状況の中で、不用額を全額削減している

ところも疑問があるということでございます。

そういうことを内閣府と意見交換で申し上げてき

たところでございます。

もし、本当に執行率を上げていく〇花城大輔委員

過程の中での努力があって、今回の数字にあらわれ

たのであれば、私は知事はしっかりそれを守るため

にも、予算の満額獲得に対して、やっていくことが

最低限のリーダーの仕事だと考えます。しかも、今

の答弁も含めて、新聞報道を鑑みると政治的背景が

そこにあるかどうかということを、私は知事に答弁

してもらいたいと思います。そこら辺の部分につい

ても要調査事項として 知事に出席を求めたいと思っ、

ています。これについて何かコメントありますか。

要するに沖縄振興、原点を考え〇金城武総務部長

れば、もともと沖縄振興特別措置法があり、それに

、 、基づいて 沖縄振興が進められているわけですので

我々としては、そこをしっかり説明し、理解を得な

がら、沖縄振興に取り組んでまいりたいと考えてお

ります。

休憩いたします。〇渡久地修委員長

（休憩中に、委員長から保留していた花城委

員の質疑に対する答弁を行うよう指示が

あった ）。

再開いたします。〇渡久地修委員長

知念弘光防災危機管理課長。

災害時の備蓄につき〇知念弘光防災危機管理課長

ましては、地域防災計画というのがございまして、

それに基づいて行っています。基本的に市町村で地

域防災計画に基づき備蓄を行っていますが、県も市

町村も補完する形で東日本大震災以降備蓄を行って

おりまして、人口の約５％が被災したという前提で

行っております。備蓄につきましては、乾パン、飲

料水の２種類を行っておりまして、乾パンにつきま

しては、平成26年４月１日に現在で８万9600食、飲

料水は平成26年４月１日現在は４万リットルを保管

している状況でございます。基本的に、２分の１を

備蓄といたまして、そのほかにはスーパーやコンビ

ニエンスストアと協定を締結しておりまして、災害

時にはそのスーパーとか、コンビニから在庫商品を

提供しておりまして、そういった物を拠出していた

だくことで協定を結んでおります。

国民保護につきましては、国民保護法第34条の規

定に基づきまして、県の国民保護計画というのを作

成しておりますが、それにつきましては、防災の備

蓄に準じて、そういう形で準備をしていくというこ

とになると思います。

又吉清義委員。〇渡久地修委員長

先ほど花城大輔委員からありまし〇又吉清義委員

たが、もう少し中身を説明していただきたいと思い

ます。

裁判費用についてですが、今まで３回、5900万円

かかったということで、これについて、弁護費用、

そして裁判費用、１回目、２回目、３回目について

もどうだったのか、もう少し詳しく内訳を説明して

いただけませんか。

まず内訳ですが、弁護士〇謝花喜一郎知事公室長

費用が5338万6419円。いろいろな陳述書・意見書の

作成料が280万8000円です。それから、専門分野、行

政法の先生とか、環境分野の専門家との面談にかか

る旅費が370万3170円です。裁判費用ということで御

理解いただけると思いますが、訴状等に貼付する印

紙代が２万8000円、証拠書類等の送付費用が２万

。 。4208円です 合計5994万9797円となってございます

３つの訴訟ごとの内訳を申し上げます。代執行訴

訟の弁護士委託料ですが、1439万4240円です。抗告

訴訟の弁護士委託料が916万2720円です。関与取り消

し訴訟が532万2240円となっております。弁護士委託

料の合計は2887万9200円となっております。また、

陳述書・意見書作成料の代執行訴訟が248万4000円で

す。抗告訴訟が32万4000円です。関与取り消し訴訟

はゼロ円です。合計280万8000円となっております。

旅費等は３つが混在していまして、299万6020円と

なってございます。

メモをしていましたが、間に合わ〇又吉清義委員

なかったので、資料としていただきたいのですが、

よろしいでしょうか。

はい。〇謝花喜一郎知事公室長

そこでもう一つお伺いしますが、〇又吉清義委員

今、裁判費用について、皆さんの平成27年度予算の

中身を見ていますが、何（款 、何（項）を見ればよ）

いのかさっぱりわからないものですから、これはど

こをどう見ればわかるのか。平成27年度の知事公室

だけの予算書がありますよね。これを見ているので

すが、裁判費用の項目が一切出てこないのです。弁

護費用も出てこないのです。項目はそういった費用
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で出ていないと思いますが、まず何という項目で計

上されているか、何（款 、何（項）になるのか、そ）

こだけを少し説明していただけますか。

辺野古〇金城典和辺野古新基地建設問題対策課長

関係の裁判費用については、平成28年度に裁判が起

、 、こるかどうか それ自体はわからないということで

平成28年度予算には裁判関係の費用については計上

しておりません。

今は平成27年度決算なので、平成〇又吉清義委員

27年度でお願いします。

平成〇金城典和辺野古新基地建設問題対策課長

27年度の裁判費用についてお答えします。平成27年

度については、私たち辺野古新基地建設問題対策課

については、平成27年６月に設置しております。そ

こで、当初予算には、裁判費用については計上はし

ておりませんでした。そこで、沖縄県全体の裁判費

用につきましては、一部、総務私学課でまとめて計

上しているお金があります。そのお金を私たちに分

任する形で一応予算をつくっている状況です。

。 、〇又吉清義委員 少し理解しづらいです 要するに

当初の皆さんが出した知事公室の新年度予算には一

切入っていないと。ということは、後で補正を組ん

だのか、他から流用しているのかどうか。その辺が

わかりづらいのですが。

訴訟費用に関して、具体〇宮城嗣吉総務私学課長

的な事件において、あらかじめ被告となることを想

定することが困難ということで、訴訟を総括する総

務部において、一定の枠ということで、法制費の中

に一定の枠を確保していました。平成27年度におい

ては、その額が約2000万円弱ほどあるのですが、そ

のうちの1439万4000円ですね、その分を総務部から

知事公室に分任という形で措置したところです。

もう少し丁寧にできませんか。裁〇又吉清義委員

判費用だけで１回、２回、３回で5900万円以上もか

かったのだから、総務部から1900万円取っても足り

ないですよ。あとは、辺野古基金から出たと解釈し

ていいのですか （製本時は―のみ表記 。どこから。 ）

何項目が出たかを知りたいというだけですよ。決算

しようとして見てもわからないのです。

訴訟に〇金城典和辺野古新基地建設問題対策課長

、 。 、ついては ３件ございました その中で代執行訴訟

それの裁判費用については、1400万円近く執行して

おりますけれでも、それについては総務私学課から

分任ということで予算をいただいてます。

あと２点についてですが、抗告訴訟については、

決算額916万2000円ほどございます。これにつきまし

、 。ては 昨年度の11月補正予算で手当てをしています

それ以外に関与取り消し訴訟がありましたけれど

、 。 、も 約530万円近くございます これにつきましては

既決予算内、その中の委託料を集めて執行したと、

そのような状況になります。

今、聞いても、皆さんはこれは十〇又吉清義委員

分に答えませんので、実際5900万円のいろいろ費用

が出ております。弁護士費用、資料代そして旅費、

訴状代、代執行代、抗告訴訟代、関与取り消し訴訟

代とか出ております。これが6000万円近く出ており

ます。これについて、どの部から何（款 、何（項））

から出たのか、資料として作成してぜひ出してくだ

さい。聞いていますが、さっぱりわからないもので

すから、それをお願いしたいのですが、よろしいで

しょうか。

承りました。後ほど提出〇謝花喜一郎知事公室長

します。

先ほど花城委員からもありました〇又吉清義委員

が、今回、10月３日に上告をしているとのことです

が、非常に気になるのは、せっかく和解条項９項が

あります。この和解条項９項について、本当に皆さ

んがどのような姿勢なのか。これを守るのか守らな

いのか。和解条項は和解条項で、あらゆる手段を駆

使して阻止していくと。その意味が何を意味するの

かさっぱりわからないので、和解条項の解釈の仕方

と知事があらゆる手段を駆使して阻止するとの違い

は何があるのか、もう少し詳しく説明していただけ

ませんか。

和解条項はまず有効に成〇謝花喜一郎知事公室長

立していると思っております。

和解条項の書き方ですが、まず、９項は原告及び

利害関係人と被告は是正の指示の取り消し訴訟判決

確定後は、直ちに同判決に従いというようにいろい

ろ書いているわけですけれども、是正の指示の取り

、 。消し訴訟判決というのは なくなっているわけです

県が是正の指示の取り消し訴訟を行ったので、県は

協議したいと言ったわけですが 国 県が行わなかっ、 、

たのですから、国が県の不作為による違法確認訴訟

を出したわけでございます。ですから、この９項の

事案ではなくなっているということが、１点ござい

ます。

もう一つ、ただ、そうは言いながらも、双方確定

判決に従うということがございますが、確定判決に

従った場合に、県が余り敗訴を前提としたのは好ま

しくないですが、もし負けた場合は、県は承認取り

消しの取り消し―これが違法だと確認されるわけで

、 。 、すから 承認取り消しを取り消します これがまず

県が確定判決に従うという趣旨でございます。その
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後にさまざまな、また公有水面埋立法とか、岩礁破

砕とか、いろいろな関係の手続が出てまいりますけ

れども、それにつきましては行政の手続に、関係法

令に基づいて、適正に行いますと。そういうことを

話しているだけでございます。

非常になかなか解釈がどこにとっ〇又吉清義委員

たらいいか難しいですね。

要するに、簡潔に申し上げますと、最高裁の判決

に全て従うといった解釈でよろしいですね。

確定判決に従うというこ〇謝花喜一郎知事公室長

とは、もし、敗訴したら承認取り消しを取り消しま

。 。す これは何度も答弁しているところでございます

その後の手続については、関係法令に基づいて、適

正に対応します。これはある意味、行政として当然

のことだと思いますので、何の問題はないと思って

おります。

、〇又吉清義委員 お互い裁判というのは公平公正で

しっかりとした法律にのっとった事項ですので、ぜ

ひ、そういう趣旨で取り組んでもらいたいと思いま

す。

そこで、もう一つ、先ほどありましたワシントン

ＤＣの駐在員についてですが、皆さんの成果報告書

を見た場合に、このように書いてます 「米国ワシン。

トンＤＣ駐在員を配置し、情報収集及び情報発信を

行った」と。この結果を私たち、例えば県民並びに

県議会への報告があったのか。何がどうなったのか

と報告を聞いたことがないですが。駐在員から実際

にそういう報告書も皆さんに届けられるのか、届け

られないのか、それについてお伺いします。

ワシントン事務所の活動〇謝花喜一郎知事公室長

成果、これは平成27年５月とことしの５月の知事訪

米では、全く相手方の態度が変わっていたというの

、 。は 本会議でも御答弁させていただいたところです

それから、延べ190名余りの方々とも意見交換を行っ

た そういった成果につきましては 県のホームペー。 、

ジにワシントン事務所駐在のホームページの箇所が

ございますので、それについて逐次、その中で報告

させていただいております。

それから、また、米国民向けに沖縄県の考え方、

それについてきっちり伝える必要があると。事件・

事故とか、そういったものについても、きっちり県

の考えを伝える必要があるということで、米国民向

けの英語版の情報発信も今後11月からワシントン駐

在の力を活用しまして、発信したいと思っておりま

す。

県としてワシントン駐在員の活動について、幅広

く国内外に伝えていきたいというように考えており

ます。

そういった逐次に伝えているとい〇又吉清義委員

うことで、県のホームページに載っているというこ

とですが、済みません、見ていなくて。今、成果に

ついては、駐在員を派遣してこれを伝えることによ

り、例えば何がどう変わったか、二、三点ほど説明

していただけませんか。

先ほど申し上げましたけ〇謝花喜一郎知事公室長

れども、昨年５月の知事訪米では、国務省、国防総

、 、 、省 連邦議会議員 有識者と面談しましたけれども

沖縄の実情が十分伝わらないのか、最後の言葉は紋

切り型に辺野古唯一というようなことしかなかった

わけですけれども ことしの５月には 和解等も３月、 、

にもありましたので、そういったこともるる説明し

、 、ましたら 沖縄の実情がよくわかったということで

いわゆる辺野古唯一という発言が、紋切り型の発言

はなくなっていたということがまずございます。

それから190名余の方々とも意見交換を行っている

ということで、そういった中で、有識者の中には辺

野古唯一以外の案も、彼らはＢ案と言っているよう

ですけれども、そういったものを提案する意見も出

、 、ているということで 徐々にではありますけれども

沖縄県の考え方というものが米国の有識者等を中心

に広まりつつあるのではないかというように考えて

ございます。

いかんせん、発足してまだ１年少ししかたってい

ませんので、いろいろありましたけれども、これか

ら徐々に加速化して、ワシントン駐在の活動を国内

外に発信したいというように考えております。

正直に言って今、8000万円近くの〇又吉清義委員

駐在員の活動事業費があります。この約6000万円近

くは、ほとんど委託業務であります。ですから、そ

れを考えた場合に、この駐在員を置く必要があるの

かと非常に疑問点があるのです。そこで先ほど知事

公室長は、役割分担があるということですが、この

、 、役割分担について いまいち理解できないのですが

駐在員がいないとできない分野ですね。この役割分

担がいまいち見えてこないのです。このように費用

をかけて、駐在員がいなければ、これは無理だよと

いう分野は、どの部分があるのですか。

先ほど委託業者と県の駐〇謝花喜一郎知事公室長

在員の役割分担をやりました。一言で言うと、委託

業者は庶務管理、活動支援、それから情報提供、ま

たその駐在員に対するアドバイス、そういったもの

を含めて、駐在員の方々は駐在独自で情報収集を行

います。

やはり現地の空気感というのも大変重要だという
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ように考えてございますので、こういったことも踏

まえて、沖縄の実情を現地から発信すると、いろい

ろな方々と常日ごろから意見交換を行いながらやる

と そうしてまた 全体的に県の施策との整合を図っ。 、

た上で、効果的な発信も知事に訪米いただいて行う

というような形で、やはり現地に駐在員がいなけれ

ば、なかなかそういったことはできないのではない

かということで、私どもは駐在員の必要性は十分に

あると考えています。

２点だけお尋ねしますが、これは〇又吉清義委員

今皆さんが組んでいる委託料の中で、例えば日米有

識者ネットワーク運営支援が4000万円あります。こ

れは、人はいなかったと思います。そして、なおか

つまた こういう予算もあります 沖縄ソフトパワー、 。

発信事業ということで、これも約5000万円組まれて

います。これも駐在員はいません。いなくても、こ

ういう活動が毎年できるのに、あえてそこに設置す

る義務があるのかなと。日米有識者ネットワーク運

営支援、これさえも4000万円ですよね。皆さんの予

算計上で。トータルで9000万円の駐在員はいなくて

も、そういう事業を皆さんは、米国でやっているわ

けです。その辺がいまいち理解できないのですが、

これはなぜですか。

休憩いたします。〇渡久地修委員長

（休憩中に、又吉委員から答弁に時間を要す

るのであれば後ほど答弁するよう申し出が

あり、了承された ）。

再開いたします。〇渡久地修委員長

又吉清義委員。

ぜひ、後でまとめて。継続事業と〇又吉清義委員

いうことで、この事業はずっとやっております。年

間１億円もアメリカ本国で委託してやっていると。

こんなすばらしい委託業務があるのに、あえてそれ

が必要かがわからないものですから。

次、総務部に移りたいのですが、総務部の特別会

計があります。予算書にも載っております。

、 、まず 平成27年度歳入歳出決算説明資料16ページ

公債管理特別会計とあります。この特別会計の決算

の仕方を説明していただきたい。

特別会計で、一般会計から繰り入れをし、そこで

余剰金が出たものに関しては、県としてどのような

考え方をしておられるかということです。

特別会計の中には、例えば農業〇宮城力財政課長

従事者に対する資金の貸し付け、その他母子寡婦に

対する貸し付け等を行っている特会もあります。

これらについては剰余金が出た場合、翌年度の貸

付原資に充てるということで、基本的には考えてい

ます。あるいは、土地造成事業なら、後年度の元利

償還に充てる。そのように充てるのですけれども、

ただ、特別会計に資金が滞留しないように後年度の

事業計画も勘案して、必要に応じて、特会に繰り入

れた際の原資、例えば国庫支出金であれば国庫に償

還する、一般財源であれば一般会計に償還する。そ

ういった取り組みも行ってきているところです。

私もそのようなことが、予算の理〇又吉清義委員

想的なものではないかと思います。しかし、皆さん

のことしの決算書の特別会計では、一般会計からの

繰り入れで黒字、余剰金が出ているものは、１円も

一般会計に繰り戻しはないですよ。これが非常に不

思議です。これは最近始まったのか。やはり今説明

があったとおりが本来の筋ではないかと。その理由

はどこにありますか。総務部としてそういう考えを

持っているのですが、全ての特別会計、極端にいう

と、一般会計からの繰り入れで78万円を入れて、余

剰金が１億5000万円出ても１円も一般会計に繰り戻

しがないと。これはほんの一例です。私は、これは

、 。おかしいのではないかと思いますが いかがですか

先ほど申し上げたとおり、後年〇宮城力財政課長

度の事業計画も勘案した上で一般会計に繰り出す、

戻すかどうかというのを判断します。

先ほど申し上げた農業改良資金においては、平成

27年度決算で生じた繰越金、剰余金のうち、たしか

１億5000万円程度を一般会計に繰り出す、一般会計

に戻す、あるいは国庫支出金として国に償還すると

いうものを平成28年度の当初予算で計上していると

ころです。

。 、〇又吉清義委員 平成28年度でどうのこうのと 今

皆さんの決算書にはこういうものが―一般会計から

繰り入れたものに対して、億単位が出ようが、幾ら

出ようが、若干のものはもちろんわかります。一般

会計に繰り戻すべきということと、もう一つ気にな

ることは、基金への積み立てが１円もないと。本来

であれば余剰金が出て、基金への積み立てを私はや

るべきではないかと思います。基金の積み立てもな

い、繰り出しもないということですが、皆さんの公

債管理特別会計で非常に不思議なのが、本当にこの

手法でいいのかなと。例えば、公債管理特別会計で

歳出が約800億円出ます。その中で、この公債費を返

すために、また県債として歳入に90億円を組んで、

お金を借りたお金で返すと。これがあるべき姿かな

と思いますが、これでいいのですか、皆さん。

今、委員がおっしゃった90億円〇宮城力財政課長

というのは借換債でありまして、県債を起こすとき

は、いわゆる起債をする際には、必要な事業資金を
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、 、確保することが１点 あと起債で整備したインフラ

箱物の次世代の負担も含めた平準化を図るという意

味もあります。そのため、起債の償還は、大体20年

から30年で償還する予定としております。ただし、

銀行の借り入れの際は、基本的には10年単位で借り

、 、入れるものですから 一旦10年目で残額を全て返し

そして借りかえる。トータル20年で償還するという

方法をとっております。そのため、単純に申します

と10年目に借換債が発生するということになってお

ります。

休憩いたします。〇渡久地修委員長

（休憩中に、委員長から保留していた又吉委

員の質疑に対する答弁を行うよう指示が

あった ）。

再開いたします。〇渡久地修委員長

運天修参事兼基地対策課長。

先ほど申し上げた事〇運天修参事兼基地対策課長

業、地域安全政策事業の中の情報収集・意見交換ア

レンジが決算でいきますと1874万8000円になってい

ますが、これにつきましては、知事が訪米した際の

いろいろな移動、活動に係る経費の負担、それから

その準備等を行っております。そのほか、昨年でし

たら、記者会見をやったり、そういったセッティン

グ等に使っております。そのほか、情報収集事業と

しまして、こちらの本庁から、テーマを委託業者に

投げて、情報収集をしていただいていると。内容と

しましては 安全保障関連の米国での動き そういっ、 、

たものについてテーマを決めて、お願いをしている

事業でございます。

それからもう一つ、研究環境整備ということで、

ジョージ・ワシントン大学の図書館に沖縄コレク

ションという図書の設置を行っておりまして、それ

に関する経費が決算でいきますと1120万3000円とい

うことになっております。

これは、米国内においても、沖縄の理解を深めて

いただこうということで、沖縄の図書をジョージ・

、 、ワシントン大学に設置 図書スペースを設けまして

そこを拠点に米国内で沖縄の問題に関心のある方々

にその図書の閲覧をしていただきまして、理解を深

めていただくということを行っています。

もう一つお話があったソフトパワー、約5000万円

ということでございますが、これは文化観光スポー

ツ部交流推進課で持っていますので、こちらでは、

内容は差し控えさせていただきます。

休憩いたします。〇渡久地修委員長

（休憩中に、委員長からワシントン事務所の

必要性について答弁するよう指摘があっ

た ）。

再開いたします。〇渡久地修委員長

謝花喜一郎知事室長。

参事兼基地対策課長から〇謝花喜一郎知事公室長

あったように、それぞれの事業の目的に基づいて、

事業を展開しているということでございます。ワシ

ントン駐在員は、本来、情報収集等を中心に積極的

にＦＡＲＡの登録などに基づいて、事業を行うと。

それ以外のものについては今、説明がありましたよ

、 、うな形で より個別具体的に従前で行っていたもの

それから知事が訪米したときの対応などについて

行っているということでございます。

中川京貴委員。〇渡久地修委員長

ただいま、又吉委員からワシント〇中川京貴委員

ン事務所の事業費について質疑が出ておりまして、

知事公室長はワシントンでできる仕事はワシントン

で、また、知事部局でやることは知事部局でという

答弁をしておりました。また、本会議においても、

一般質問、代表質問で、そういった答弁がされてい

たと思います。そういった意味では、ぜひこのワシ

ントンに駐在する方を呼んで、成果のある、中身の

ある事業であるかも含めて我々は調査したいと思っ

ております。ぜひ、知事の了解を取りつけて、呼ん

で、経過説明をさせていただきたい。

ワシントンの職員は参事〇謝花喜一郎知事公室長

監を含め主幹もおりますが、知事公室長の私が一応

管理者で、彼らについての指導監督等、旅行命令等

は私で行ってございます。それから本会議等でもご

ざいましたが、こういった成果等については我々本

庁サイドで丁寧に議員各位に、そしてまた県民に対

しましてはホームページ等で、これからも情報発信

の充実に努めてまいりたいと思いますので そういっ、

たことで対応させていただければというように思っ

ています。

先ほども申し上げましたとおり、〇中川京貴委員

代表質問、一般質問であれだけ質問が出て、成果が

出ている、出ていないの結果があらわれておりませ

ん。きょう、知事公室長は、仕事を分けてきっちり

やっているという答弁しておりました。分けている

なら分けている方から直接聞きたいので、この件に

ついては、知事も含めて、要調査事項として、委員

長にお取り計らいをお願いします。

はい、後で協議しましょう。〇渡久地修委員長

中川京貴委員。

次、公安委員会について少し質疑〇中川京貴委員

させてください。

主要施策の成果に関する報告書の328ページの安心
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・安全で快適な社会づくりの中で、事業名は犯罪被

害者等の支援ということで （１）のエで殺人事件等、

被害者に係る死体検案書の発行とあります。

この中で、現在の検死体制について聞かせてくだ

さい。なぜなら、８年前、私が県議会に当選させて

いただいて以来 たしか私の記憶では検死体制が２人、

しかいなかったのではないかと。そういった意味で

は、これだけいろいろな事件・事故の中で、変死体

も含めて、検死体制を強化しなければ、県民にとっ

てよろしくないという質問をしましたら、その後、

たしか６名か７名に検死体制に強化したと思います

が、現在の検死体制について聞かせてください。

捜査一課の中で検死室を設〇渡真利健良刑事部長

けておりまして、室長以下11名体制で対応させてい

ただいております。

これまでの県警察の仕事には大変〇中川京貴委員

御尽力いただいて感謝申し上げますが、この検死体

制をしっかり強化しなければ、万が一見過ごしたと

きの犯罪、また、いろいろな事件・事故が解決でき

ないと思っていますので、これからも検死体制を強

化していただきたい。

それと、もう一つは331ページ。

この事業目的に県民の安全・安心を守るというこ

とで、いろいろあります。その中で職員費の非常勤

職員報酬がありますが、それについて、少し説明い

ただきたいのは、これと、例えば嘱託職員を含め、

地域で警察官以外の職員を採用して、ボランティア

活動、ＰＴＡ活動、皆さん方と一緒に地域の安全対

策を持っているかと思いますが、その辺の説明をお

願いします。

非常勤職員についての話があり〇中島寛警務部長

ましたので、お答えします。

警察官以外の非常勤職員、この方も県警察より委

嘱したりして、勤務をしていただいております。多

岐にわたっておりまして、例えば少年関係の対応に

関しては少年補導職員とか、交番では交番相談員で

すとか、あと、交通安全の教育指導員でありますと

か、そういった分野で活躍していただいてます。も

ちろん警察も限られた人員の中で、県民の安全・安

心をしっかり守る必要があるので、非常勤職員の方

がさらに活躍していただけるよう、今後もしっかり

努めてまいります。

なぜその質疑をしたかというと、〇中川京貴委員

やはり警察業務は限られた人数で厳しい業務だと

思っていますが、非常勤職員を強化して、警察官は

人事異動でかわります。地域からですね。その職員

を強化して、地元との情報を共有して、地域活動に

努めていただきたいということで質疑しております

ので、この辺も継続して長く職員が働けるような雇

用をつくっていただきたいと要望を申し上げます。

次に、総務部に質疑いたします。

第７次沖縄県行財政改革プランの進捗状況につい

てお伺いします。

まず、県政運営の基本はやはり〇金城武総務部長

住民福祉の増進に努める、そして最小の経費で最大

な効果を上げるということであろうかと思います。

そのために県としては、第７次沖縄行財政改革プラ

、 、 、ンにおいて 定数管理の適正化 総務事務の効率化

県税収入の確保、それから未収金の解消など、29の

実施項目に取り組んでます。現プランにおける平成

26年度から平成29年度の４年間を対象期間としてお

りますが、平成27年度における進捗は、29項目のう

ち26項目において、計画どおり、おおむね順調に進

捗しておりまして、その割合は89.7％となっており

ます。

たしか平成29年度までの事業だと〇中川京貴委員

思いますが、執行できない残り３項目は、どのよう

なものが残ってますか。

おくれている３項目は、１つ目〇金城武総務部長

が公社等外郭団体への県関与の見直し、それから事

務事業の見直し、そして３つ目が埋立事業による土

地造成地の売却促進ということです。この３項目が

おくれている項目でございます。

今、いろいろな事業の見直し、外〇中川京貴委員

郭団体に出されている、そういった見直しもあると

思います。主にどういった団体を今後行革していこ

うと考えているのですか。

公社等外郭団体の行革の〇真鳥洋企行政管理課長

取り組みはいろいろございます。今回挙げている中

には、例えば短期中長期計画、各公社が立てた計画

ですね。それをつくってもらったり、また、契約内

容を公表してもらうとか、公社の方向性について検

討していただくとか、そういったさまざまなものが

ありまして、それをそれぞれ単年度ごとに各公社の

計画に基づいて執行してもらっています。平成27年

度については、その中で３団体がややおくれている

ということです。あと残りの平成29年度までに、そ

れぞれ公社が立てた事業については、そのまま目標

達成できるように取り組んでいただくという予定に

しております。

確認しますけれども、公社は住宅〇中川京貴委員

供給公社、土地開発公社……、３団体は説明できま

すか。

今の行政改革プランで対〇真鳥洋企行政管理課長
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象にしておりますのが、30団体ございます。そのう

ち、平成27年度の取り組みがややおくれているのが

５団体でして、御質疑のありました土地開発公社、

住宅供給公社そちらも対象になっております。

やはり行財政改革は避けて通れな〇中川京貴委員

いと思ってますし、仲井眞県政からも、一般質問で

取り上げました。知事も行革は必要であると答弁し

ておりましたが、ただ、無理な行革が続くと、その

関係者や職員に負担が及ぶと、これも確かにあると

思っています。そういった意味では、きちっとした

行財政改革と、また適材適所の職員の配置、意識の

改革が必要だと思いますが、総務部長はどう思って

いますか。

行政改革、それは常に事業を見〇金城武総務部長

直し、時代にマッチしなければ、当然見直ししてい

くと、そういう視点でやっていく必要がある。そし

て、定数等、職員の配置等につきましても、当然に

適正な配置、スクラップ・アンド・ビルドを基本と

して、適正な配置に今努めているところでございま

す。そういうことでしっかりと行革を今後も進めて

まいりたいと考えております。

第７次行財政改革が終わったら、〇中川京貴委員

翁長県政の中でも第８次行革を進める考えがあるの

かないのか。

これから具体的なものを検討し〇金城武総務部長

ていくことになりますけれども、基本的には次期行

革プランも策定する方向でいきたいと考えておりま

す。

沖縄県歳入歳出決算書の中で、使〇中川京貴委員

用料及び賃借料とあります。これも各部局、全般的

にいっていると思いますが、タクシーチケットの使

用状況についてお聞かせください。

タクシーチケットの使用状況で〇金城武総務部長

ございます。平成27年度の実績で1024万8000円とい

うことでございます。

たしか当初予算は1600万円が組ま〇中川京貴委員

れていたと思いますが、どういったときにタクシー

チケットが使われているか、具体的に説明できます

か。

例えば、出納事務局物品管理課〇宮城力財政課長

で車両の集中管理を行っていますが、これが全部貸

し出しされて使えない場合にタクシーチケットを活

用する場合があります。その他、深夜勤務の際に、

、バスで帰れない職員の負担軽減という意味も含めて

タクシーチケットを活用する場合があります。

ちなみに県の職員はバスで帰る時〇中川京貴委員

間帯以外にも仕事をしているということで理解して

いいですか。

バスが運行していない時間帯ま〇宮城力財政課長

で業務することもあり得ます。

総務部長、果たしてそれがいい職〇中川京貴委員

場でしょうか。

当然、職員に過重な負担をかけ〇金城武総務部長

るのは非常によくないということで、我々も時間外

の短縮に向けて、いろいろな取り組みを行っていま

す。そういう意味で、ただ、翌日までにいろいろな

形で対応しないといけない業務というのは、どうし

ても年間を通しますと出てくるという実態もござい

ますので、そういう意味で、そのときには、やはり

バスも運行していなければ、タクシーで帰宅しても

らうこともあり得るということでございます。

部長、ちなみにこれは、タクシー〇中川京貴委員

に乗って、領収書をもらって申請するのですか。仕

組みを教えてください。

チケットがございますので、そ〇金城武総務部長

れを使用するときには、このチケットを持って、例

えば、目的地、起点、終点、誰それが利用した、金

額そういうことを記入して、これは運転手に渡す物

と控えがあるわけです。控えは、職場に戻して管理

をしていくということになります。

ということは 平成27年度は1600万〇中川京貴委員 、

円のタクシーチケットを購入したと理解してよろし

いですか。結果的には、執行は1000万円だったと理

解していいですか。

1600万円の予算がありまして、〇宮城力財政課長

1000万円を執行したと答弁しましたが、タクシーチ

、 。ケット半券を運転手に渡す その後これを精算する

その額が1000万円です。チケットを渡して請求があ

れば執行する、そういう仕組みとなっております。

やはり 総務部長 これは夜中11時〇中川京貴委員 、 、

半、12時過ぎて、日をまたいで業務することは、私

には考えられないですが、それがないような仕組み

をつくらないと、今のままでは……。きっかけは、

台風のときにバスがとまってタクシーで帰るという

話を聞いて、気づいたのですけれども、ぜひその辺

を改善する必要があると思っていますが、いかがで

しょうか。

やはり深夜勤務はどうしても職〇金城武総務部長

員の負担になって、健康問題、いろいろなことが出

、 、てまいりますので 職員の健康等いろいろ考えると

できるだけ、少なくともバスが運行している時間に

帰れるような勤務体制を構築することが大事だと

思っていますので、それに向けて努力してまいりた

いと考えております。
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休憩いたします。〇渡久地修委員長

午前11時50分休憩

午後１時20分再開

再開いたします。〇渡久地修委員長

質疑を行う前に又吉委員から発言の申し出があり

ますので、これを認めます。

又吉清義委員。

先ほど、裁判費用につきまして誤〇又吉清義委員

解を招くような、辺野古基金から出ていませんかと

いうことで（製本時は―のみ表記 、私が発言してい）

ますので、これを撤回しますので、委員長をもって

よろしくお願いします。

。〇渡久地修委員長 午前に引き続き質疑を行います

仲田弘毅委員。

執行部の皆さん、午前中の答弁御〇仲田弘毅委員

苦労さまでした。私の前の３名の会派の皆さんが質

、 、疑して ワシントンに関してはほとんど質疑が出て

バッティングするところもあるのですが、なるべく

重複しないように１点だけ確認をします。

この８項目はカットして、そのワシントン事務所

の業務内容、あるいは人事、予算、そのことの透明

性、可視化をぜひやっていただくために、平安山所

長の参考人招致という形で、要調査事項に入れてい

ただきたい。このことだけをまず主要施策の成果に

関する報告書２ページの地域安全政策事業の中の質

疑として、また要請にかえたいと思います。

次に、ＳＡＣＯの合意事項でありますが、これは

もう20年たって本県の大きな基地問題のネックに

なっているわけですから、その平成24年４月、ある

いは平成25年の同じく４月の嘉手納飛行場以南の返

還、あるいは9000人の在沖海兵隊の移設等含めて、

その進捗状況についてまずは教えてください。

休憩いたします。〇渡久地修委員長

（休憩中に、委員長から仲田委員に対し、一

度質疑を行った後、要調査事項の提起を行

うよう指示があった ）。

再開いたします。〇渡久地修委員長

運天修参事兼基地対策課長。

まずＳＡＣＯ最終報〇運天修参事兼基地対策課長

告についてですが、普天間飛行場全部の返還という

のがございますが、これは米軍再編に引き継がれて

おりまして、その中でＳＡＣＯのときもありました

が、ＫＣ130空中給油機への岩国飛行場への移駐とい

うのが既に終了しております。

それから、北部訓練場の過半の返還、約3987ヘク

タール。これにつきましては、まだ代替ヘリパッド

の提供、残余地区への移設というのが終了していま

せんので、まだ実現しておりません。

それから、安波訓練場の全部の返還、これは共同

使用の解除ですが、平成10年12月に返還が実現して

おります。

それから、ギンバル訓練場につきましては、平成

23年７月に返還が実施されております。

楚辺通信所につきましては、平成18年12月に返還

されております。

読谷補助飛行場につきましては、平成18年12月に

返還が終了しております。

それから、キャンプ桑江の北側部分の38ヘクター

ルにつきましては、平成15年３月に終了しておりま

す。

それから、瀬名波通信施設につきましては、平成

18年９月に返還されております。

牧港補給地区の部分ですが、ＳＡＣＯでは３ヘク

タールの返還というのがございましたが、これが昨

年度、また国道58号に面した部分の３ヘクタールの

返還合意はされております。返還に向けて、今、作

業が進められております。

那覇港湾施設につきましては、現時点でまだ実現

しておりません。

平成18年の米軍再編に基づく統合計画につきまし

、 、ては 平成25年４月に日米間で合意されていますが

その中で牧港補給地区の北側進入路が約１ヘクター

ル、それからキャンプ瑞慶覧の西普天間地区51ヘク

タールが平成27年３月末に返還。そのほか平成25年

７月には牧港補給地区の第５ゲート付近の２ヘク

タール、それから９月にはキャンプ瑞慶覧の技術部

地区内の一部及び白比川沿岸区域の11ヘクタールが

返還合意されております。

あとは、牧港補給地区の移設先としまして、トリ

イ通信施設、それから嘉手納弾薬庫地区移設に係る

マスタープランが合意されているという状況でござ

います。

知事公室長、この20年間、ＳＡＣ〇仲田弘毅委員

Ｏの合意の後、再編の中でも随分、ある程度の成果

を見てきたというように考えているわけですが、い

かがでしょうか。

やはり、今、基地対策課〇謝花喜一郎知事公室長

長からありましたように、ＫＣ130の岩国飛行場への

移転とか、ギンバル訓練場の返還、そういったもの

については、着実に実現していると思います。ただ

やはり、町なかの中心地にある普天間飛行場等につ

いては移設が条件ということもあって、まだ実現し

ていないということでございますけれども、県とし

てのスタンスは、ＳＡＣＯの合意事案は、普天間飛
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行場の辺野古への移設は別ですが、基本的にはＳＡ

ＣＯの合意事案は着実に進めていきたいと考えてお

ります。

これは相手があっての交渉ですか〇仲田弘毅委員

ら、やはり認めるところはしっかり認めて、次に進

む第一歩にしていかないと。今現在の知事の発言で

は、全国では0.6％しかない本県において、74％の専

有施設があると。このことを訴えて、何の進展もな

い。ましてや今回、ヤンバルの北部訓練場、この約

4000ヘクタールの返還 これは菅官房長官のせんだっ。

ての発言ではっきりしているわけですが、それに対

して知事は感謝申し上げるということを発言して、

。 、その後撤回をした 大変残念な思いがするのですが

これは返らなくてもいいというように判断している

のでしょうか。

まず、記者会見では、歓〇謝花喜一郎知事公室長

迎するという話があって、ただ、不適切であったと

いうことをおっしゃっています。やはり、不適切と

いう背景には、オスプレイの問題、それから高江地

区におきまして、さまざまな反対活動等も行われて

いる県民のいろいろな思いに対しまして、翁長知事

、は不適切だったというように考えてのことだったと

釈明だったというように理解しております。

では、ここはもう反対かということにつきまして

は、何度も答弁さしあげていますように、基本的に

は実現していただきたいと。ただ、やはりオスプレ

イが使うという話ですとか、先ほど申し上げました

さまざまな作業をめぐって、混乱等がありまして、

地域住民もいろいろ日常生活にも支障を来している

と。そういったことから、現時点においては、直ち

にわかりましたとは言えない状態ですということを

述べさせていただいております。

今の知事公室長の答弁では、やは〇仲田弘毅委員

り知事も返還されることに対しては歓迎していらっ

しゃるということでよろしいでしょうか。

北部訓練場の過半の返還〇謝花喜一郎知事公室長

につきましては、約4000ヘクタールでございます。

ここはやはり地域の振興、それから基地の整理縮小

、 、が実現されるという意味では 県も一定の評価もし

また期待もしているところではございます。

、 、〇仲田弘毅委員 これは世界遺産を含めて 国頭村

東村、大宜味村、この３村は大きな期待を抱いて、

今、地域で頑張っています。その方向で、早目に返

、 、還されることを知事の立場として スタンスとして

しっかりと要請をしていただきたい。

７ページの行財政改革についてです。

１次から６次まで終わって 今 第７次行革の真っ、 、

最中かと思いますが、仲井眞県政で、この８カ年間

で行革で頑張ってきて、県債が返済に近づいたと。

どの程度の額になるか、わかりますでしょうか。

幾ら減ったかという御質疑でご〇金城武総務部長

ざいますが、若干ふえたり減ったりを繰り返してお

りまして、仲井眞知事が就任したのが、たしか平成

18年。この当時の県債の残高が6452億円。そして、

平成26年度までの就任でございますので、この平成

26年度が6657億円ということで、若干ふえておりま

す。その間、上がってまた下がってきたという傾向

は、若干微減といいますか、そういう傾向はござい

ます。

知事公室長も総務部長も随分おわ〇仲田弘毅委員

かりだと思いますが、行政サービスというのは、行

政は少ない予算で最大の効果を出すということが、

行政が一番努力しなくてはいけないことだと考えて

います。ですから、県民の税金を使ってやるわけで

すから、やはり最大の効果を願う意味でも、なるべ

くだったら県債を最小限度に抑えていく。その中に

おいて、平成28年度の当初予算の中で、ＭＩＣＥ用

地の購入資金は、幾ら組まれておりますか。

ＭＩＣＥ用地に係る当初予算の〇宮城力財政課長

、 、計上額は79億円で そのうち国庫支出金が約56億円

県債が14億円、一般財源が８億8000万円―約９億円

を計上しています。

一括交付金が充当できなくて、結〇仲田弘毅委員

局補正予算で組むことになったわけですが、補正予

算で組むということは、県債、地方債、県民の借金

になるわけですよね。これは行財政改革をやってい

く中においては、余り好ましくない一つの方法です

から、ぜひそういったことがないように、今後、頑

張っていただきたい。

それと総務部長、今回、補正で組まれております

が、その補正で組まれた金額で、今現在ＭＩＣＥの

。 。用地は全て確保できるわけですか 買い取れますか

財源の振りかえはしております〇金城武総務部長

けれども、当初予定した用地は購入できます。

きょうの沖縄タイムスに大変気に〇仲田弘毅委員

なる記事が載っていますが、県は国の交付金算定方

法に大変不満であると。ですから、そのことを一番

心配しているわけですが、後ろから約10行目ぐらい

の年末の予算決定時に要求額からさらなる減額のお

それもあるということに対して、知事公室長と総務

、 。部長の御意見をお伺いしたいのですが どうですか

県としては、今回、平成29年度〇金城武総務部長

概算要求額、満額を確保するためにしっかりと取り

組んでいきたいということで、事務担当者は担当者
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で、内閣府の職員ともいろいろ調整しているところ

でございます。

今、金城総務部長がお答〇謝花喜一郎知事公室長

えしたことに尽きると思いますが、やはりこの件に

つきましては、県選出の国会議員の方々の力もおか

りして、予算の満額確保に取り組んでいく必要があ

るだろうと思っております。

私は今回の代表質問で、沖縄県の〇仲田弘毅委員

次年度に向けての概算要求と高率補助について質問

しましたが、時間がなくて、オーバーで大分御迷惑

かけましたけれども、その中で高率補助について、

知事公室長の答弁で、将来は随時減らしていかなく

てはいけないのではないかというような発言があっ

た気がしますが、いかがですか。

休憩いたします。〇渡久地修委員長

（休憩中に、知事公室長から当該発言につい

ては、企画部長の答弁である旨の説明があっ

た ）。

再開いたします。〇渡久地修委員長

仲田弘毅委員。

せっかく沖縄県警察、公安委員会〇仲田弘毅委員

の方もいらっしゃいますので、主要施策の成果に関

する報告書の中で334ページと、あとは飲酒運転につ

いて。

本部長、飲酒運転の根絶は、沖縄県のちゅらさん

。 、運動の大きな目玉で頑張ってきたのですよ しかし

平成６年から、もうずっとワーストなのです。その

、 、件について まずは本部長のコメントをいただいて

今後の取り組みについてお伺いしたいです。

総論的に私がお答えして、〇池田克史警察本部長

あとは交通部長にお任せしますが、おっしゃるとお

りで、委員がおっしゃったワーストというのは、死

亡事故に占める飲酒運転の割合、人身事故に占める

飲酒運転の割合というのは、これはずっと全国ワー

ストです。ただ、絶対数を見れば、沖縄県も物すご

く減ってきておりまして、例えばさっき言いました

構成率を見ると、20年ほど前の全国平均と今は近い

ぐらいになっています。それも褒められた話ではな

いですけれども、絶対的に見たら成果は出ているの

ですが、やはり岩盤といいますか、最初から飲むつ

もりで、最初から運転するつもりで飲む人とか、そ

ういうところにぶち当たってきているので、さまざ

まな対策、警察だけではできないような対策、例え

ば医療機関との連携とか、そのようなことも含めて

いろいろな対策をとっていかなきゃいけないと思っ

ていますが、成果は着実には出ていると思います。

これは、私たち沖縄県議会議員が〇仲田弘毅委員

議員提案してできた条例なのですね。ですから、我

。 、々にも半分責任があるのかなと 県民の啓蒙云々も

私たちも一生懸命頑張らなくちゃいけないと考えて

おりますので、県警察の皆さんと一緒になって汗を

流したいと思います。

最後の質疑になりますが、サイバー犯罪について

です。このサイバー犯罪についての本県の現状はど

のようになっていますか。

県内のサイバー犯罪の現〇梶原芳也生活安全部長

状ですけれども、平成27年中、サイバー犯罪の検挙

件数は93件。これは前年に比べまして35件の減少し

。 、ております 本年８月末現在につきましては64件で

昨年同時期に比べて28件の増加となっております。

本年の主な内訳としましては、沖縄県青少年保護育

成条例違反、これが12件で最も多く、次いで詐欺が

７件、児童買春・児童ポルノ法違反が７件となって

おります。また、サイバーテロについては、県内で

の発生はございません。

このサイバーテロ、あるいはサイ〇仲田弘毅委員

バー犯罪、それに対する沖縄県警察としての取り組

み、どのようなものを、今、実際に対策として取り

入れているのでしょうか。

大きく言いますと検挙と〇梶原芳也生活安全部長

予防ということになりますけれども、まず犯罪を予

防するために、資機材の装備、それから捜査員の技

術向上を図るなど、サイバー犯罪検挙対策、これを

強化しております。また、関係機関や事業者等と連

携した、サイバー犯罪被害防止対策を推進しており

ます。

、 、加えまして インターネットを利用し始める児童

あるいは事業所などに対しまして、サイバー防犯講

演というのを行っております。ちなみに、平成27年

中のサイバー防犯講演の実施回数ですけれども、こ

れは724回、約９万2500人、前年に比べまして55回、

約8300人ふえております。

また、サイバーテロを防止するために、重要イン

フラ事業者の皆さんが加盟する 県警察が事務局とっ、

ております沖縄県サイバーテロ対策協議会を設置い

たしまして、サイバーセキュリティーセミナーを実

施するなど、事業者と連携した取り組みを推進して

おります。

このインターネット、あるいはス〇仲田弘毅委員

マートフォンを含めた携帯電話は、文明の利器と言

われているわけですが、その被害に、児童生徒が巻

き込まれるという事案も今まで相当見られるわけで

す。そういった子供たちに対しては特別な対応、対

策をとっているということもありますか。
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、〇梶原芳也生活安全部長 先ほど申し上げましたが

防犯講話、あるいは講演を行っていますが、児童、

あるいはその保護者を対象とした防犯講演も行って

います ですから インターネット あるいはスマー。 、 、

トフォンの危険性を、お子さん、あるいは親御さん

にお話ししています。加えて、御両親の皆さん、保

護者の方々には、ぜひそれを防ぐために、フィルタ

リングを呼びかけていますが、こういったこともお

願いして、対策をとっているところでございます。

アメリカ合衆国では、こういった〇仲田弘毅委員

専門性のある犯罪に関して、ハッカーと言われる連

中ですが、ハッカー大会を開催して、そこの優勝者

、 、に委嘱して 役職に当たらせることもあるのですが

本県においては、専門職に当たる方々もいらっしゃ

いますか。

ハッカー対策といいます〇梶原芳也生活安全部長

か、警察でも、県内でサイバー犯罪がふえてきた関

係で、平成11年に民間技術者を対象として、選考採

、 。用試験を行って ２名の方を採用いたしております

、 、 、その後 最新の情報技術 通信技術の修得のために

民間で行っております情報セキュリティー研修に職

員を派遣して、研修を受けさせています。

また、今年度から高度なセキュリティー技術を有

する方をサイバー犯罪対策テクニカルアドバイザー

というものに委嘱しまして、県警察に対する技術指

導、あるいはアドバイスを受けているところでござ

います。

残念ながら、テロを含めて、犯罪〇仲田弘毅委員

そのものが若干ふえつつあるということですが、広

く県民がその犯罪行為に遭わないためには、県警察

として、本当に具体的にこういったことをやってい

きたいというものがありましたら、ぜひ、お願いし

ます。

、〇梶原芳也生活安全部長 先ほど申し上げたように

さまざまな防犯講話、あるいは講演等で、参加され

ている方々にいろいろなことを呼びかけております

が、こちらでは今回、特に４点だけ御紹介したいと

思います。

１点目は、インターネット。これを利用するパソ

コン、スマートフォンにウイルス対策ソフトを導入

して、常に新しい状態に更新していただきたいとい

うこと。

次に、身に覚えのない請求、あるいは法外な金額

の請求は周りの人や警察に相談していただきたい。

３点目ですが、例えばインターネットで買い物を

したいと思ったら、事前に販売サイトについて、評

判というのを調べてから、やはり評判が悪いところ

は避けていただきたいということでございます。

あと１点は、児童の使用するインターネットパソ

コン、あるいはスマートフォンにはフィルタリング

をぜひ導入していただきたいとお願いしています。

ちゅらさん運動で、沖縄県警察歴〇仲田弘毅委員

代の本部長に大変お世話になっていると言いました

、 、 、けれども 県議会も含めて 一緒に頑張るためには

ちゅらさん運動のバッジは当初から配付されている

わけですが、委員会、本会議においては、ぜひちゅ

らさんバッジをつけて、心からちゅらさん運動を徹

底していくという気持ちを共有したいと思います。

よろしくお願いします。

宮城一郎委員。〇渡久地修委員長

知事公室の部分について、お尋ね〇宮城一郎委員

します。

平成27年度の主要施策の成果に関する報告書を用

います。

２ページの基地問題の解決と駐留軍用地の跡地利

用について、そこに事業の実績が１から５まであり

ます。その中の３の米国ワシントンＤＣに駐在員を

配置し、情報収集及び情報発信を行ったという部分

について、これまで自民党でもたくさん質疑があっ

たと思いますが、私も重複しないように質疑させて

ください。

この部分の内容ですが、決算額で２億291万4000円

というようになっていると思いますが、このうち、

ワシントン事務所に係る費用について、どのような

費目、または事業内容を少し詳しく説明していただ

くようお願いいたします。

平成27年度のワシン〇運天修参事兼基地対策課長

トン駐在の活動事業費がありますが、これについて

決算額は、7427万5000円です。決算の内訳は、ワシ

ントン駐在の業務にかかる沖縄―米国間の往復、米

。 、国内での出張のための旅費が233万6000円 それから

駐在員、駐在員事務所の運営費及び活動経費、ヒア

リング調査等々のための委託料として 7193万9000円、

となっております。ワシントン駐在員におきまして

は、知事訪米の対応、基地問題に関する情報収集、

沖縄の状況などの情報発信を主な役割としておりま

す。また、昨年の12月からは、ＦＡＲＡ―外国代理

人登録を行いまして、それに基づきまして、駐在員

、 、は 米国外の地方自治体を含む政府の代理人として

連邦議会等に対する米国の政策に影響を与える活動

が可能となっておりまして、そういったことにより

まして、連邦議会の議員等々、延べ191名の方々と意

見交換等を行って、知事の考えと正確な沖縄の情報

を説明してきたというような状況です。
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今、約7400万円という金額を御案〇宮城一郎委員

内いただきましたけれども、これはワシントン事務

所を運営するに当たっての総予算と同額ですか、そ

れとも一部が7400万円でしょうか。

運営に係る分の予算〇運天修参事兼基地対策課長

でございます。人件費等は入っておりません。

続いて、このワシントン事務所の〇宮城一郎委員

運営の費用対効果が本会議でも委員会でも議論に

なっていますけれども、聞く限りでは、例えば、平

成27年度は何名しか会えなかった議員、あるいは、

関係者が平成28年度は190何名になったというぐらい

で、定量的な効果というのは、それぐらいの情報し

かいただけていないような感じがいたします。そう

いう中では費用対効果というよりも、定性的な成果

と反省的なものにとどまってしまっているのかなと

思います。今後、このワシントン事務所を置いてい

く中で、将来的な中長期ビジョンといいますか、特

に費用対効果的なもので、平成27年度の設置する当

初から持っていた中長期ビジョンであれば、それは

、 、それでモアベターですし 平成27年度にやってみて

今後そういう中長期ビジョンが必要だなというとこ

ろで、平成28年度に新たにつくった中長期ビジョン

でも結構ですが、正直言って今開示されている情報

の中から得られる費用対効果は、私は一県民になっ

たときに、なかなか納得しづらいボリュームではな

いかと思っています。その中で、今はこうだけれど

も、こういうように発展させていきたいところがあ

れば、お聞かせください。

ワシントン事務所はでき〇謝花喜一郎知事公室長

てまだ間もないですが、昨年度からＦＡＲＡ登録も

、 、先ほどありましたが このＦＡＲＡ登録がなければ

米国内で他国の政策実現のために、そういったワシ

ントンで活動することが制限されます。ＦＡＲＡ登

録するのに若干時間を要しましたが、このＦＡＲＡ

登録ができるようになりましたので、積極的にワシ

ントンで活動が可能になっています。こうしたこと

を踏まえますと 我々はこれから 中長期的なビジョ、 、

ンの話がありましたが、まさしく今定性的な成果し

かということはありましたが、ただ、定性的に見ま

しても、やはり形式的な回答しかなかったことが、

ことしの５月に行ったときには、そういった形式な

回答等ではなくして、沖縄の実情をわかったという

形の感想もいただいておりますし、そういったこと

、 、を踏まえて また191名もの方々とお会いできるのは

これも短い期間の中で―県民から厳しい批判もある

と思いますが、これから加速化して、ワシントン駐

在の取り組みを行う必要があると思っています。

それから、県民の方への我々の情報発信の仕方が

十分ではなかったという反省もございます そういっ。

たことも踏まえまして、情報発信は、ホームページ

を開設していますので、それについてさまざまな御

意見もいただければ、これもいろいろ改善していき

たいと思っておりますし、あわせて沖縄県内におけ

る米軍基地問題、事件・事故等についても、英語版

をつくって、それを米国民に対して発信していこう

と こういう活動もやろうと思っています こういっ、 。

、 、たさまざまな取り組みにつきまして いろいろ議員

委員の方々、県民の方々から、忌憚のない御意見、

御批判をいただきながら、しっかりと情報発信を進

めてまいりたいと、基地問題の解決に努めていきた

いというように考えております。

今おっしゃられたように、情報発〇宮城一郎委員

信のボリュームなり、内容なりが、県民、私たち議

員に対しても、なかなかつかみどころのない部分に

なっているのは、やはり否めないと思います。文化

の違いかもしれないですが、いろいろな数字的な資

料を拝見させていただいて、民間と違うのが、かな

り大きな費目の中にどぼんとなっているので、そこ

からその費目が語るものが見えづらい、聞こえてき

づらいものがあって、このものについて、細かい分

析がなかなかしづらい感を持っています。民間企業

だと、その辺が、例えば、マネージャー、補足説明

者がいなくても、ここから見られる成果と反省、将

来このような計画を立てていこうというのが、非常

に見やすくはなっていると思います。それはもしか

したら恵まれた環境と言ってしまえば終わりかもし

れませんが、県、あるいは行政の費目のあらわし方

について、それを変えろとか、あらがうものではな

、 、 、いのですが そうであればこそ 機会機会において

もう少し詳細な説明、ディスクローズがあってもい

いかなと思っています。先ほど自民党もワシントン

事務所の所長を、招聘すべきということもありまし

、 、たが むしろ数字的な情報がもっとしっかりと県民

議員に伝わるようであれば、私は逆に呼ぶ必要はな

いのではないかと思っていますので、改善しようと

かそうではなくて、今後、そういう視点も持った上

で私どもに御説明をいただけたらという要望を持っ

ております。

そしてもう一つ、質疑しようと思っていたことが

ありました。ワシントン事務所のスタッフの方がな

さっている活動は、議会とか、政治家とか、こうい

うポリティカルな方々だけにのみに行われているの

かとお聞きしたかったのですが、今お話を聞くと、

今後、アメリカ国民、国民世論等にも訴求していき
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たいというお言葉が聞かれました。あれだけ大きな

国土を持つ国ですので、それを伝えていくにはいろ

いろなツールが必要だと思いますが、例えば紙媒体

ですとか、インターネット媒体ないし電波とか、そ

ういったものは現時点でイメージされているものは

ありますか。

今、考えているのは、や〇謝花喜一郎知事公室長

はり米国においても世界的にもそうですが インター、

ネットが普及してございますので、インターネット

媒体を活用して、沖縄県の行っているもの、今後や

りたいと思っているもの、これについては、英語版

もつくって、随時発信していきたいと考えておりま

。 、 、 、す 例えば 最近の話題としては 高裁判決の骨子

そういったものも出しながら、一方で県としての考

え方、反論も踏まえて、しっかり出したいと思いま

すし、今後の流れですね―最高裁判決が出た後、ど

、 、のようなことをやるのか そういったことも含めて

沖縄県としては、訴訟の流れについても、インター

ネット媒体を通して発信していければと考えており

ます。

今、インターネット媒体をメーン〇宮城一郎委員

で考えているとおっしゃられたことについては、大

きく賛同できます。やはり最も低いコストで、大き

、なパフォーマンスが得られるツールだと思いますし

さらには先ほどから話している費用対効果も紙や電

波に比べると安いものだと思っています。ページ

ビューもログを追っかけていけますし、場合によっ

ては最後にちょっとしたアンケートさえつければ、

コンバージョンというのですか、それによる反応も

とることができると思いますので、ぜひそういった

、ものも積極的に展開していただきたいと考えまして

私の質疑を終わります。

当山勝利委員。〇渡久地修委員長

平成27年度沖縄県歳入歳出決算書〇当山勝利委員

の94ページに美ら島ゆいまーる寄附金というのがあ

。 、ります そこでは決算額が4500万円出ておりますが

前年度と比較して、どうなっていますか。

平成27年度の寄附金の実績が〇金城武総務部長

4526万3729円でありまして、平成26年度が3117万

1200円でございますので、約1400万円程度の寄附金

がふえている状況です。

額が相当ふえていますが 私もデー〇当山勝利委員 、

タをいただきまして、平成26年度の11月ぐらいから

ふえておりますね。平成27年度の４月、５月以降も

前年度の月と比べても相当寄附が多いのですが、そ

の要因はどのように考えていますか。

平成26年度の12月に翁長知事が〇金城武総務部長

就任されまして、その後以降、知事への激励の言葉

が記載された申込書が増加しているということで、

そういう意味で県政への支援という寄附金が平成

26年度以降、増加してきていると考えております。

それでは、この寄附ですが、どの〇当山勝利委員

ように処理されていますでしょうか。

本県においては 美ら島ゆいまー〇金城武総務部長 、

る寄附金につきましては、一般財源として、いろい

ろな事業に活用してございます。

一般財源ですね。これはまた後か〇当山勝利委員

ら。

あと、返礼品ですが、平成27年12月31日に廃止さ

れて以降、返礼品はなくなっているようですが、ま

ず廃止された理由について伺います。

本県では平成27年度まで アグー〇金城武総務部長 、

とか泡盛、アイスクリーム等、特産品の返礼を行っ

ておりました。一方、平成27年４月に総務省からふ

るさと納税は経済的利益の無償の供与である寄附金

であることを踏まえて、趣旨に反するような返礼品

を送付することは自粛すべきとの通知がございまし

た。そういうこともございまして、本県としては、

2000円を上回るような特産品の返礼は廃止をしてお

りますが、現在、寄附者に対して、お礼状と粗品と

、 、して バス・モノレールの１日乗車券というものを

少しですが、これはずっと継続して贈呈をしている

ところでございます。

他の都道府県を見てどうでしょう〇当山勝利委員

か。返礼品がないところ、あるところ、どのような

比率かわかりますか。

実は、具体的に各都道府県レ〇千早清一税務課長

ベルでの返礼品の状況は調べておりません。

その辺は調べていただいて、市町〇当山勝利委員

村は、結構返礼品に、さらに力を入れていらっしゃ

。 、るところも多い 都道府県の状況がわからないので

何とも言えませんが、そこら辺、再考することはな

いですか。

失礼しました。先ほどの質疑〇千早清一税務課長

で、平成27年度の都道府県レベルでの寄附金額の順

、 、 、位ですが 本県は平成27年度858件 4526万3729円で

順位としては18位になっています。ちなみに昨年度

のトップは佐賀県。こちらは桁が違いまして、５億

8000万円、最下位は未公表の部分もあるのですけれ

ども 公表されている部分では 愛知県で73万7000円、 、

が最下位で、幅がありますが、本県の4500万円は基

本的に上位に位置しているかと思います。

これは先ほど御答弁がありました〇当山勝利委員

翁長知事を支えるということで寄附が多くあったと
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、 。 、いうのも 私もそうだろうなと思っています ただ

今後考えていく場合は、今は廃止されているかもし

れませんけれども、御再考されてはいかがかとここ

で御提言させていただきます。

それと一般財源に寄附を入れて充当しているとい

うことですが、総務省が平成25年９月13日の事務連

絡ということで、その中で 「地方団体に対し、寄附、

を行う納税者は、基本的に自分の寄附金がどのよう

」に使われているかという点に強い関心を持っている

ということで、目的をはっきりさせて寄附していた

だいたほうがいい結果が出るということの連絡が

あったと思います。私もそのように考えてはどうか

と思っていますが、どのような考えでしょうか。

寄附金の使途を特定して、その〇金城武総務部長

寄附をお願いするといいますか、そのほうがより寄

附の増加傾向につながるのかどうか。その辺は、使

途を選択制とするのかどうか、他県の事業効果も見

据えながら、その効果も含めて今後検討してまいり

たいと考えております。

、 、〇当山勝利委員 その事務連絡の中には 都道府県

市町村の約８割で、寄附者が寄附金の使途を選択で

。 、きるという回答があったのです 調べるといっても

本当に８割の都道府県、市町村がそのように選択制

をされているということですので、その辺も考える

必要があるのかと あとホームページ見ますと ホー。 、

ムページには、伝統・文化の継承と発展とか、６つ

の項目があって、これらのものに使われると。いか

にも使途があって、そこに使われるというようなう

たわれ方をしているので、少しやっていることと、

実際に寄附されている方々がホームページを見たと

きに与える印象が違うなと思いますが いかがでしょ、

うか。

ホームページ上で、このように〇金城武総務部長

表示しています 「あなたからの寄附金は沖縄県の推。

進する下記のような事業全体に活用します」という

ことで、６項目を表示していますが、県としては事

業全体に活用するという意味で、例示的にやってい

ますけれども、やはり今、委員御指摘のように、も

し誤解をされるようなことがございましたら、その

辺は今後、ホームページの改善等も含めて、少し検

討してみたいと思っています。

、〇当山勝利委員 ホームページの改良というよりも

誤解を招かないように、使途を決めてやっていく方

向で寄附してもらうという手も一つだと思いますの

、 。で そこら辺も検討事項に含めてはいかがでしょう

、〇金城武総務部長 先ほど答弁いたしましたように

使途も特定の事業に充当するという形の方法が、よ

り効果的なものかどうかも含めて、今のことも含め

て、ホームページの改善も含めて検討してまいりた

いと考えています。

よろしくお願いいたします。〇当山勝利委員

次に移ります。

財産管理関係で、公共施設等総合管理計画という

ものを立てられたと思いますが、まずこちらの目的

、 。と それからこの計画による方針を御説明ください

目的ですが、本県では、過去に〇金城武総務部長

建設された公共施設等が、これから大量に更新時期

を迎えることが見込まれるということで、老朽化の

進行が課題になっております。公共施設等総合管理

計画では、公共施設等の全体状況を把握し、計画的

な更新、あるいは長寿命化、施設配置の最適化によ

り、財政負担の軽減、あるいは平準化を図るなど、

長期的な視点に立って、公共施設等マネジメントの

取り組みを推進することをが目的としております。

今後の方針でございますが、本県における公共施

設等の老朽化、利用者ニーズの変化への対応、ある

いは更新費用等、増大する課題に対応するために、

大きな項目ですが、安全・安心の確保、それからコ

スト縮減と財政負担の平準化、施設規模・配置・機

能等の最適化、そういう大きな３つの方針に基づき

まして、全庁的に取り組みを推進していきたいと考

えております。

施設の長寿命化も含めて、財政が〇当山勝利委員

大変厳しくなっているので、平準化はとても必要だ

と思います。その方針にのっとって、今後皆様方は

そういう管理をされていかれるということになると

思いますが、今後、この方針をもとにどのような取

り組みがなされますか。

まず、我々の総務部で総合管理〇金城武総務部長

計画をつくりまして、また、各所管部局において、

個別施設計画を策定することになっています。

これについては、国からいろいろな具体的な策定

マニュアルがございますので、それに基づいて取り

組みを既に始めている所管課もございますし、これ

から策定する所管課もありますので、総務部として

は、全庁的に取り組むべき総合計画に基づく方針、

先ほども申し上げましたが、予防保全の導入とか、

施設総量の最適化、コストの平準化等、本県の総合

、 、管理計画と整合がとれるように 各個別計画の策定

そして策定後の進捗管理を行う必要があると考えて

おりまして、今後の進捗管理について、他県の取り

組み状況も参考にしながら、総合管理計画に定めた

取り組みがしっかりとできるように検討していきた

いと考えています。
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出てきた書類で、でこぼこがあっ〇当山勝利委員

たら、将来的にでこぼこを減らす方向で調整される

と思いますが、資料もいただいて見たら、いわゆる

施設数も道路も橋もいっぱいあって、それを管理す

るのは相当なマンパワーが必要かなと思うのです。

それぞれの各部署で計画をつくって、それが上がっ

てくると思うのです。それを平準化のために押し並

べる。財政も計算しないといけない。さらにそれも

管理しないといけない。こういうことをやろうと思

うと、相当マンパワーが必要だと思いますが、今は

３人でやっていらっしゃると聞いていますが、本当

に管理できるのかという心配をしています。それこ

そ今、これはどこの都道府県、市町村でもやりつつ

あるところですので、財政の平準化はとても大切な

ことだと思います。ということは、そこにかけるマ

ンパワーはあってしかるべきと思いますが どうなっ、

ていますか。

確かに今、総括している管財課〇金城武総務部長

はこういう体制ですが、財政的な視点では、財政課

でかかわって、いろいろな調整をしないといけない

部分がございますので、各部局で連携しながらどの

ような形でやっていくか、それでもなかなか厳しい

状況がございましたら、業務量を勘案しながら、体

制を構築していきたいと考えております。

先ほどと同じことですけれども、〇当山勝利委員

数が多い それから道路も距離が長い 橋は古くなっ。 。

ている橋も多いので、そこら辺、これから難しいか

、 。なと思いますので ぜひよろしくお願いいたします

続きまして、公安委員会にお尋ねします。

平成27年度主要施策の成果に関する報告書で言い

ますと、323ページ、324ページになります。

非行少年を生まない社会づくりというところです

が、事業の成果として、刑法犯少年の検挙・補導人

数、その下には補導した不良行為少年たちの人数が

載っていますが、近年の傾向について御説明くださ

い。

まず刑法犯少年ですが、〇梶原芳也生活安全部長

刑法犯少年の検挙・補導人員、これは平成17年に過

。 、去20年で最多となる2313人までふえました その後

減少傾向となりまして、平成27年は1067人で、ピー

ク時の平成17年と比べて1246人減少 マイナス53.9％、

の減少となっております。

次に、不良行為少年です。不良行為少年の補導人

員ですが、平成10年に２万人台、平成14年に３万人

台、平成20年に４万人台になりました。そして、平

成25年は、過去20年で最多となる５万9695人となり

ましたが、平成26年から減少に転じており、昨年は

２万7120人となっており、前年より１万6283人減少

しております。

近年は減っているということで、〇当山勝利委員

新聞の報道にもありましたが、補導が大分成果を上

げてきているのではないか、一要因ではないかとい

うようにあったと思いますが、補導のやり方がいろ

いろあるようですが、その説明お願いします。

少年補導といいますと、〇梶原芳也生活安全部長

警察官と少年補導職員が補導を行います。そのよう

な警察官や少年補導員が不良行為をしている少年を

発見したときは、当該少年に対して、まず、住所、

氏名、あるいは学職、学校に通っているのか仕事を

しているのか等について確認した上で、確認した不

良行為を中止、やめるように促します。それから、

「 」 、例えば夜間でありますと お家に帰りなさい とか

注意を行った上で、非行防止、その他健全育成上必

要な助言を行います。

注意や助言のみでは少年の非行防止、あるいは健

、 、 、全育成上 十分ではないと認められる場合 例えば

これまで繰り返し補導されている少年とか 午後10時、

以降は深夜徘回になりますが、例えば酒を飲んでい

たとか、その場限りで帰すわけにはいかないような

場合は 保護者に連絡したり 引き取りに来てもらっ、 、

たりしています。さらに、特に必要があれば、学校

の方、あるいは職場にも連絡をして、その少年が今

後、いい方向に進むようにというふうに行っていま

す。

補導の仕方によっては、保護者に〇当山勝利委員

連絡がいかない場合もあるということですか。

基本的には、補導した場〇梶原芳也生活安全部長

合は、保護者の方に引き取るように指導はしていま

すが、条例上は、午後10時以降を深夜徘回としてお

ります。ですから、午後10時に近い時間帯で補導さ

れた場合とか、日中で学校をさぼっている、いわゆ

る退学をしている子供とか、これまで補導もされて

いない場合には、その場から帰すということもあり

得ます。

そこなのですよね。補導、不良少〇当山勝利委員

年にかかわる場合がありまして、本人たちが補導さ

れたという感覚を持ってないのですよ。警察の方と

お話をしたという感覚ですよ。だから本人、補導さ

れていないという感覚を持ってしまって、それがい

、 。いことなのか 悪いことなのかということなのです

警察官が声をかける理由があったので、それはきち

んと本人がわかるようにしてあげないと、悪いこと

だよと。どうしても鈍くて、その辺の感覚を持って

ない子もいるのです。そこら辺は工夫が必要だと思
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いますが、いかがですか。

基本的には保護者への引〇梶原芳也生活安全部長

き継ぎを基本にしていますが、先ほど言ったような

例外的な扱いをしていますが 今 委員がおっしゃっ、 、

ているように、私どもでは補導したといいますか、

指導したつもりでおりましても、子供たちに伝わっ

ていないのであれば、せっかく指導したのに効果が

ないということになりますので、その辺は、現場の

警察官から補導された子供たちにきちんと伝わるよ

うにしなさいと指導したいと思います。

よろしくお願いします。〇当山勝利委員

もう一点あります。

交番についてですが、よく交番の前を見ると、な

かなか交番の中に警察官の方がいらっしゃらないの

を見かけたりします。本土に私も何年か住んでいた

のですが、大体いらっしゃるのですよ。いつ行って

も、どこを通ってもいらっしゃるのが普通で、こち

らだといらっしゃらないのをよく見かけます。だか

ら、警察官の数が足りていないのかと思いますが、

これはいかがでしょうか。

県内の交番・駐在所には〇梶原芳也生活安全部長

全て警察官を配置しております。ただ、警察官が扱

う事象が年々増加しておりまして、事案処理に時間

を要するのが１つ、あるいは別に事件がなくてもパ

トロールもしないといけません。ということで、委

員がごらんになったときに一時的に警察官が不在に

なっている交番等があるかもしれません。本県では

基本的には交番には２人以上、24時間で勤務してい

る交番には２人以上勤務しておりますが、県外の大

きいところは、２人ではなくて、もっとたくさんの

、 、警察官が配置されている関係で どちらかというと

交番にいる警察官を見かけることが多いかもしれま

せんけれども、沖縄県では２人以上ということで最

低が２人ですが、２人のところは、その２人が出払

うと一時的に不在になるという事態が生じておりま

す。

沖縄県はそこに住んでいらっしゃ〇当山勝利委員

る人以外に観光客とか、いろいろ難しい問題もある

と思いますが、そこら辺は影響していますか。

私どもでは、１つは警察〇梶原芳也生活安全部長

官をやはり外に出てパトロールしてほしいという要

望と、やはりいつ行っても、例えば観光客もそうで

すけれども、いつ行っても交番にお巡りさんがいて

ほしいという相反する要望があります。それを解消

しようということで、毎年のように交番の警察官の

配置見直しも図っているのですけれども、それ以外

にも当日の交番勤務の勤務員の数を見て、そういう

交番が出ないように弾力的な運用を行っています。

それから、警察官を補完するものとして、交番相

談員という非常勤職員がございますが、現在40名お

ります。これを今、37交番、美浜も含めますと38の

交番と警備派出所に配置してございます。そういう

方々の運用それから、日中でありますと２人勤務で

ありますが、１名でパトロールカーを持たせて１名

は交番に残すとか、あと交番所長ということで、複

数の交番をブロックで運用する担当の係長がいらっ

しゃいますが、この方は日勤となっていますが、こ

の日勤の交番所長も弾力的に運用して、できるだけ

交番が不在にならないようにという取り組みは行っ

ております。

条例で警察官の人数が決められて〇当山勝利委員

いると思いますけれども、充足率はどの程度ありま

すか。

定員についてお答えしたいと思〇中島寛警務部長

います。現在定員につきましては、いわゆる条例定

員2666人となっていまして、そのうち、実員2655人

となっております。これは10月３日現在の数字です

けれども、いわゆる充足率でいいますと、99.5％に

なっております。

充足してはいるのですが、やはり〇当山勝利委員

何かあったときには、交番で。警察署ではなくて、

まずは交番という、私は普通の感覚でそういう感じ

。 。を持つのですね 110番というのもありますけれども

110番まですべき事案ではない場合もあると思います

ので、そういうときに警察官がそこにいないのは、

とても不安ではあると思います。そこら辺は解消す

べきと思いますけれども、いかがでしょう。

増員の観点から、お話しさせて〇中島寛警務部長

いただきたいと思います。

沖縄県警察としましても、現在の治安情勢を踏ま

えまして、国、もっと言いますと警察庁に対して、

随時、増員を要求してきておりまして、平成14年度

から平成28年度までの間で約380名近くの増員を、確

保しております。

一方で、委員御指摘のとおり、沖縄県は特殊事情

があると思っていまして、例えば、先ほど御指摘の

あった観光客が非常に多い。あと、米軍関係の犯罪

があるとか、また、離島県であるとか、尖閣諸島の

対応があるとか、そういう特殊な要因があって、警

察官１人当たりの実質的な負担は大きいと思ってお

りますので、そういったことも踏まえまして、これ

からも、適切に増員要求を図っていきたいと思って

おります。

県民の安心・安全なものをつくっ〇当山勝利委員



－78－

ていただきたいと思いますので、よろしくお願いし

ます。

仲宗根悟委員。〇渡久地修委員長

、 、〇仲宗根悟委員 それでは知事公室 そして総務部

公安委員会と３つ用意しましたけれども、関連しま

すので、警察関連からよろしくお願いします。

先ほど、仲田委員から沖縄県の飲酒運転根絶に向

けての施策をお聞きしましたけれども、相変わらず

の数字で横ばいできているということで、県警察を

挙げても絶対的には少なくはなっているという報告

ですので、かすかな明るい兆しの話かなというよう

、 。に思いながらも これはもう地域の問題なのかなと

あるいは鉄軌道がないせいかと思ったりはしました

けれども、これは法を犯して、酒を飲んで車を歩か

せること自体、どのような理由を持ってもやっては

いけないということは、県民一人一人思っていると

思うのですよね。私自身も、以前は１杯なら大丈夫

だよということで、各家庭で、お正月だとか、ビー

、 、ルも勧められたりする経験もありますが 最近では

やはり非常に勧めにくいというのでしょうか。わざ

わざ スージシーガルチョールヌムンという形であっ、

たりもしましたけれども、最近では、お母さん方が

気を使ってといいましょうか、もちろん当たり前の

ことですから出さない工夫はしているのかなと。県

民にも広く伝わってきている状況かなというように

思っていますが、その辺のところはいかがでしょう

か、部長。

県民に広く伝わっているのか〇大城正人交通部長

という関係ですが、平成21年に条例もできまして、

県民挙げて、飲酒運転根絶の取り組みをやっていま

して、先ほど本部長からもありましたけれども、全

体としては減ってきているのです ちなみに過去10年。

の飲酒運転の検挙を見ますと、平成14年は9285件検

挙されているのです。昨年は1632件ですから、検挙

件数としては減ってきているのです。事故も減って

きています。ただ、やはり各県に比べますと、まだ

、まだ飲酒運転の認識が甘い方がいらっしゃいまして

構成率等から考えますと、まだ全国に比べると高い

状況にあると、そういう状況でございます。

地域の皆さんの啓発活動、あるい〇仲宗根悟委員

は市町村レベルでも大会を持ったり、いろいろ啓発

活動に努めていると思うのですけれども、実際、職

場ですとか、いろいろな取り組みの仕方はそれぞれ

というか、飲酒運転撲滅に向かってということで、

１つの目的に向かって取り組まれていると思います

けれども、職場の関係ですとか、地域の皆さん、そ

の力の入れぐあいというのでしょうか。警察が感じ

、 、る 警察がこうしてほしいのにと思うような自治会

あるいは職場の皆さんの啓発活動はございますか。

事業所に関しましては、事業〇大城正人交通部長

所単位で警察との飲酒運転根絶に関する協定を結ん

だり、あるいは覚書を締結しまして、例えば事業所

の職員に対して、飲酒運転しませんという誓約書の

提出とか、あるいは車両運送にかかわっている事業

所でしたら、事業開始前に飲酒チェッカーをやると

か、いろいろな取り組みをしていただいています。

車両に飲酒運転根絶ステッカーを張ったりですね。

また、市町村におきましても、市町村単位で県民の

飲酒運転根絶の大会をしていただいたり、また、い

ろいろな地域の会合には警察官が呼ばれまして、飲

酒運転の現状の説明をしてもらうとか、そういう取

り組みをやっていただいています。

以前、うちの会派の一人が持って〇仲宗根悟委員

いたのですが、3000円でどこかからか購入してきた

チェッカーというやつがあるらしいのですが、これ

もすごくいいやつと、また、そうでもないチャラン

ポランな……。そのチェッカーを持って―もちろん

、啓発活動そのものに役立つのかなと思っていますが

そういった職場ですとか、地域の皆さんに警察とし

て、こういう普及活動といいましょうか、そういっ

た宣伝活動というのでしょうか、そういうのは、ど

のような取り組みがありますか。

先ほども申し上げましたけれ〇大城正人交通部長

ども、特に運輸関係の事業所に関しては、積極的に

職員の事故防止のためにチェッカーの活用とかを

やっていただくとか、あるいは、朝礼の場で飲酒運

転しませんと宣言してもらったり、いろいろな活動

をしてもらっています。

飲酒運転撲滅のために県を挙げて〇仲宗根悟委員

頑張りましょう。

それで、飲酒運転は今お話しいただいたとおりで

すが、よく耳にしたのが身近な犯罪でしたか、それ

の他府県と比べて、本県の犯罪の発生率、そして警

察官の努力の検挙率というのでしょうか。そういっ

。たことはどのような傾向になっていますでしょうか

まず犯罪の抑止の関係で〇梶原芳也生活安全部長

ございます。

平成14年に本県では、戦後、刑法犯認知件数が最

高を記録しまして、平成15年にちゅらうちなー安全

なまちづくり条例をつくりまして、平成16年に施行

された後 県 県民 事業所等とが一体になってちゅ、 、 、

らさん運動を展開してございます。そのような取り

組みの結果、平成15年から減少傾向が13年間続いて

おります。
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昨年、平成27年中の刑犯認知件数は9463件、前年

、 。と比較いたしまして416件 4.2％減少しております

また、本年８月末現在ですけれども5461件で、前年

同期と比較いたしますと約850件、約13％減少するな

ど良好に推移しております。

平成14年、平成15年、そしてちゅ〇仲宗根悟委員

らさん運動が開始されてから、犯罪が減少傾向にあ

るというようなお話ですが、この発生する内容、県

内に14署あるのですが、その14署の特徴、その傾向

というのは、大体ひとしく同じような傾向で動いて

いるのですか。

県下14警察署管内、相対〇梶原芳也生活安全部長

として減少したから13年間連続で減少しております

けれども、例えばの話といたしまして、警察署ごと

に何か特徴があるのかといいますと、やはり管内人

口の多い警察署は刑法犯認知件数は高いという状況

。 、 、になります あと管内に 例えば農地といいますか

抱えている警察署、そういったところで農作物とか

農機具とか、こういった盗難被害があるということ

があります。

それで、ちゅらさん運動と相まっ〇仲宗根悟委員

、 、 、て その各地域 各署もそうだと思いますけれども

自主防犯組織の組織活動が随分活発になった時期が

あって、そして、その結成数といいますか、自主防

犯組織が多くなるにしたがって、その犯罪数も減っ

てきたのだというようなお話を伺ったことがありま

したが、最近、青色回転灯のぐるぐる巡回する車を

そんなに見かけなくなったと思いますが、今、その

活動そのものはどうなっていますか。

まず、防犯ボランティア〇梶原芳也生活安全部長

関係でございますけれども、条例をつくりまして、

県民一体となって、ちゅらさん運動を展開したおか

げで、地域の安全は地域で守ろうという意識が非常

に高りまして、防犯ボランティアという方々も非常

にふえております。

平成15年に条例ができた当初は、98団体、4031人

でございましたけれども 本年８月末現在では 737団、 、

体、２万4649人でありまして、平成15年と比較いた

しますと639団体、２万618人というようにふえてお

ります。

それと、青色回転灯装備車両のことでございます

、 、 、が これにつきましても 年々ふえてまいりまして

本年８月末現在、421団体、車両770台。これが、県

内各地域で、地域の安全のために活躍しているとい

うことであります。

平成15年当時の98団体から、２万〇仲宗根悟委員

4000人、732団体を数えているということで、自主防

犯組織のボランティア活動が大きくなれば大きくな

るほど犯罪は減っているというところがあるわけで

すけれども、子供たちのこともあろうかと思います

、 、が この青色回転灯で犯罪が抑止できるという効果

あるいは防犯組織を組織することによって、みずか

ら犯罪に巻き込まれないような工夫がされているの

か、どちらが比重が高いのですか。

休憩いたします。〇渡久地修委員長

（休憩中に、仲宗根委員から、自主防犯組織

がふえて犯罪が減少しているのは、ボラン

ティアによる防犯意識の啓蒙が要因ではな

いかということが質疑の趣旨であるとの補

足説明があった ）。

再開いたします。〇渡久地修委員長

梶原芳也生活安全部長。

委員がおっしゃるとおり〇梶原芳也生活安全部長

でございまして、自主防犯ボランティアがふえた、

、あるいは青色回転灯装備車両がふえたということで

啓蒙活動というのは非常に進んでおります。警察で

もいろいろ取り組んでいるのですが、また、県民各

人が防犯というものに対する関心が非常に高まりま

して 以前と比べますと 自宅に対する鍵かけであっ、 、

、 、 、たり 自転車 オートバイの鍵かけであったりとか

、そういう施錠に対しても非常に関心が高まりまして

犯罪の抑止というものに非常に効果があるというふ

うに考えております。

非常にいいボランティア活動で、〇仲宗根悟委員

抑止がかなっているということで、未然に防止する

施策そのものは、ちゅらさん運動を通しても継続し

ていただきたいというように思います。よろしくお

願いします。

それでは、知事公室、お願いします。

米軍基地の問題ですが、私たちもずっとこの方、

基地被害―悪臭ですとか、騒音の問題ですとか、要

請といいましょうか、県の皆さんにも汗をかいても

らいたいということでは、あらゆる機会を通して、

国、それからアメリカにも直接要請はしているとい

、 、 、う内容ですが そこで あらゆる機会ということで

今現在ある沖縄防衛局ですとか、外務省沖縄事務所

とか、そういった関連で、定期的にミーティングを

行ったり、基地問題に対しての話し合いがされてい

るのか、どうですか。

基本は、事件・事故が起〇謝花喜一郎知事公室長

こるたびの抗議とか要請、そういったものが中心に

なっています。ただ平成12年に、米軍人・軍属によ

る事件・事故を起因としまして、米軍人・軍属等に

よる事件・事故防止のための協力ワーキングチーム
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が設置されて、この会合というのは、定期的に毎年

実施されております。ことしも４月に第24回の会合

が開かれたということでございます。

やはり、昨年２月議会から、県議会におきまして

も、しっかりとした県の対応をすべきではないかと

いう意見がございました。先ほどのワーキングチー

ムの中でもリバティー・バディー制度等について、

、県から厳しく米軍側に意見を言うようにしましたし

それから、一部新聞報道でもありました新兵に対す

るオリエンテーションの研修内容についても、県か

ら申し入れを行いまして その研修内容についてしっ、

かりと県側と意見調整を行ってやってもらいたいと

いう形で―こういったものについては定期的といい

ますか、相手方もいることですので、相手方からこ

ういう形でどうでしょうかということに対して意見

を投げて、また、それに対して投げるという形で、

こういったのが６月ぐらいから、実は先週もやって

きたばかりですが、大分こういった中で、県が求め

ていたものについて、改善が見られつつあるという

ことです。あと、それ以外にも米軍基地関係特別委

員会で、ある委員から月１回程度で米側と意見交換

、をすべきではないかという意見もございましたので

、 、その点についても そういった意向を申し入れして

四軍調整官事務所で調整していただけないかという

申し入れも行ったところです。沖縄防衛局とも、さ

まざまな課題がありますけれども、意見交換などが

行えるようにということで、動いているところでご

ざいます。

実は我々米軍基地関係特別委員会〇仲宗根悟委員

の中で、この間の墜落を受けての要請に行かせてい

ただきましたが、その中でも、おっしゃった調整官

事務所の中で教育係をされているという方が対応さ

れていました。その中で、県内で海兵隊には３名い

て、そのうちの２人が対応しているのですが、やは

、 、り今回の事件を受けて 片づいたといいましょうか

できた時期を見計らって皆さんをお招きして、どう

いった教育をしていますよということを申し上げる

。 、機会を設けたいという話をいただきました それで

これがおっしゃったように定期的ではなくても、こ

ういった形で意思疎通といいましょうか、こういう

問題がありますと。そしてこうやる中から、何らか

の形で物事が一つ一つよい方向に動くのかな、解決

に向けてのいい糸口がつかめるのかなと思ったりも

したものですから。そのことも、また報告もしなが

ら、今のお話を受けて、これは大事な機会ではない

のかと思いますが、その辺いかがでしょう。

オリエンテーションにつ〇謝花喜一郎知事公室長

いては、歴史の話とか、最近の事件・事故の議論ば

かりではなくて、実は復帰前からの長い歴史の中で

沖縄県民がさまざまな感情を抱いている。そういっ

たことを強く申し入れて、海兵隊、新兵に対するあ

れですので、数字とかそういったものはなかなか入

れ込みにくい、理解いただくために入れ込みにくい

というものはあるわけですけれども、例えばベトナ

ム戦争当時の沖縄の実情とか、そういった観点から

事件・事故があったと。それから、裁判権について

も、沖縄にはなくて米側で行っていたと。それに対

する沖縄県民の思い、そういったものを記述までし

ていただいて、まだ調整中ですが、そういったこと

までいろいろ調整してございます。これについて、

こちら側である程度、内部で調整を行って、11月ぐ

らいにはそういったものを公表したいという話がご

ざいました。それから、いろいろな各基地の司令官

、 、との意見交換について申し入れをしたところ まず

県側のスタッフと米側のスタッフを招いて、規模感

ですとか、テーマとか、そういったものを話し合う

ということをやりましょうかという向こうからの逆

、 、提案もございましたので このようなものを受けて

我々としては、せっかくやるからにはいろいろ、基

地所在市町村の皆さんをどのような形で巻き込むか

とか、いろいろなことを考えながらやっていきたい

と思います。

あと１つは、我がほう―国内の話〇仲宗根悟委員

ですが、外務省沖縄事務所の大使が、以前、夜間訓

練、飛行の騒音についてどうにかできないのかとい

うことで申し上げたら 「これだったら、どうにか私、

のほうでも申し上げて軽減が図れるかもしれない」

というところがあったのですよ。それで要請をした

、 、ということで いろいろ―夏場時間になると長くて

帰る時間、差し迫って10時も過ぎたりするのだと回

答を得たというのですね。外務省沖縄事務所の方が

できる仕事、外来機の飛来についてはどうなのだと

お聞きしましたら 「外来機については、私のレベル、

では及ばない」とまでは言いませんが、そういった

ニュアンスのことを聞き及んだと思います。ですか

ら 非常にできる範囲と そして今現在の沖縄のトッ、 、

プと外務省沖縄大使とでできる部分と、やはり国を

動かす、あるいは、もっと上を動かすためには、今

のおっしゃるように知事がしっかりワシントンに沖

縄の実情はこうなのだと、この辺を改善してもらい

たい、せめて夜間に飛ばさないでほしいというよう

な内容も含めて、基地の問題を発信してやる場が、

私はワシントン事務所のそういう形でお仕事してい

ただく、そういう場だと、そういう立場だというよ



－81－

うに思っています。ですから、できるところ、それ

から及ばないところも、やはり及ばせるような工夫

ができる今の体制という部分では、非常に大事な位

置にワシントン事務所はあるのかなと思ったりもし

ますので、その辺のところをぜひ頑張ってもらいた

いなと。改善に向けて、一歩一歩踏まえていただき

たいというように思います。

新垣光栄委員。〇渡久地修委員長

仲宗根委員の質疑に関連してです〇新垣光栄委員

けれども、公安委員会から、平成27年度主要施策の

成果に関する報告書の328ページ、331ページです。

今、犯罪防止に関しての質疑があったと思います

けれども、このように県警察では犯罪者の被害者等

の支援、それから安全体制の整備等に努めていると

思いますけれども、これはあくまでも日本人に対す

る、国内に対する支援体制とか相談体制の整備だと

思いますけれども、今、米軍から派生する事件・事

故等が多く起きた場合、県警察としては、そういう

体制までこの支援体制で十分なのかどうかお聞きし

たいのです。

被害者支援についての御質疑だ〇中島寛警務部長

と認識しています。被害者支援につきましては、も

、 、ちろん一般犯罪の被害者 例えば性犯罪であるとか

被害者に対する支援、犯罪被害給付制度の教示であ

りますとか、さまざまな公的給付の教示であります

とか、そういった支援もしておりますし、もちろん

米軍によるいろいろな被害に遭われた方についても

支援の対象としておりまして、必要な支援は実施し

ております。

相談体制はどうですか。事件が解〇新垣光栄委員

決しないと。どうしても相手側が米軍なものですか

ら難しいといった場合に、そういう相談の持ち込み

等もあるのですか。

そういった、例えば被害者側か〇中島寛警務部長

ら、いろいろな相談、例えば精神的負担というのも

いろいろあると思いますけれども、県警察では指定

被害者支援要員というのを指定してまして、被害者

側に寄り添うという観点から、例えば事件の捜査に

当たっては、犯罪場所で実況見分を行ったりとか、

いろいろ精神的な負担を生じることを行っていただ

く必要がありますけれども、指定犯罪被害者支援要

員が、被害者に寄り添う形で支援を行っているとこ

ろでございます。

これまで米軍による事件・事故は〇新垣光栄委員

6000件以上起きていると思いますけれども、復帰以

降ですね。それに対して、大分泣き寝入りしている

方々もいると思うのですよ。ある程度事件が処理さ

れると民事になっていきますので、その辺に関して

は、どうしても泣き寝入りする件が多くなってくる

と思います。先ほど、ワーキングチームをつくった

りということで、事件の未然防止にはいいのですけ

れども、被害に遭われた方が、以前でしたら、與儀

功貴君の場合でしたら、裁判権がないとか、いろい

ろなことが起きました。それに対して、私は今、知

事公室の分で、２ページに米軍基地から派生する諸

問題の解決に向けてということで地域安全政策事業

というのがあるのですが、この辺に米軍から派生す

る事件・事故に対して、特殊な場合に、ぜひ被害に

遭った方々を守っていくために、公安委員会でもい

いのですけれども、特殊な相談所をぜひ開設してい

ただきたいと思いますけれどもどうでしょうか。

米軍人等による事件〇運天修参事兼基地対策課長

・事故の被害者の救済ということですが、公務中に

つきましては地位協定に基づきまして日本政府が賠

償するということになって、ケース・バイ・ケース

ですが、なっております。公務外の場合は原則とし

て加害者が賠償することとなっておりますが、加害

者に弁済能力がない場合には、沖縄防衛局で補償の

請求を受けて、内容審査等々やりまして、米軍に送

りまして、補償の金額を決定して支払いというよう

なことの手続は、一応そういう仕組みはできており

ます。

こういうことができているという〇新垣光栄委員

ことはお伺いしていますが、そうすると大分時間が

かかったり、費用がかかったり、なかなかできない

という声もお聞きしています。これから沖縄県は観

光客もふえて、観光客と米軍の事件・事故とかいろ

いろなことが想定されると思いますので、ぜひ知事

公室、それから公安委員会で連携しながら対策室も

つくるべきではないかなと思っておりますので、よ

ろしくお願いいたします。

そして、これは提言にとどめて、公安委員会にも

う一つ質疑させていただきます。

333ページです。信号機の問題ですけれども、今、

信号機の設置をしてくれとか、道路標識の新設をし

てくれということで要望が結構上がってくると思い

ますけれども、今、この年の数字を見ていると、信

号機８基とか、これで十分要望に応えられているの

かなと疑問に思いますけれども、今、要望件数が何

件ぐらい年間上がってきていて、実施できるのが何

件ぐらいかお答えいただけないでしょうか。

平成27年度の予算に〇與儀淳交通部交通規制課長

関しては、新設に関しては14基で5860万円の予算が

使用されています。
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今、各署からの要望に関しては、平成27年度につ

いては20件という形で、今ある程度は対応できてい

るのかなと思っています。

この設置要件といたしまして、や〇新垣光栄委員

はり子供たちの安全が先になるのか、通学路が先に

なるのか、そういう基準というのはどのように設け

ていらっしゃいますか。

一応、信号機の設置〇與儀淳交通部交通規制課長

指針というのがありまして、ある程度１時間の交通

量が300台以上とか、それから近接する信号機との距

離が150メートル以上離れているとか、いろいろそう

いった中で、もちろん児童の安全というのも念頭に

入れながら、そういった中で調整しています。

この交通規制のほうはどのような〇新垣光栄委員

基準で、大型ダンプは入れないでくれとか、通学路

があるためにですね。そういうのもあるのでしょう

か。

大型交通規制に関し〇與儀淳交通部交通規制課長

ても、これはもちろん道路幅員も含めて検討しなが

ら、あるいは児童の交通とか、そういうのも考えな

がら、また現状がどのようになっているかを検討し

ながら規制をすべきかどうか、まず地元住民の合意

を考えながらやっていくというところであります。

私も以前、地域住民の同意を100％〇新垣光栄委員

得て、交通量も調査して、県警察に上げたことがあ

るのですが、なかなか６年、７年たってもできない

ものですから、ぜひもう一度上げていきたいと思い

ますので、対応のほうよろしくお願いします。

続きまして、総務部でお願いしたいと思います。

次、平成27年度歳入歳出決算審査意見書の中から

質疑をさせていただきます。意見書の収入未済額と

不納欠損額の内容について、市町村との連携、それ

から庁内の連携を強化して対策が進められる中で、

一定の改善が見られていると思います。資料を見る

と、大体１年分の比較しかないものですから、どの

ような推移でよくなっているのか、１年よくなって

いるのか、それとも継続的によくなっているのかが

、 、見えないものですから 収入率でよろしいですので

過去５年ぐらいの分でよくなっているのだよという

ことを、もし表現できる資料があればと思っている

のですが。

県税の収入率で５年間分を申し〇金城武総務部長

上げますと、例えば沖縄県の収入率は、平成23年が

96.2％、平成24年が96.8％、平成25年が97.3％、平

成26年が97.8％、そして平成27年が98.3％というこ

とで、毎年上昇してきている状況でございます。

大変すばらしい数字で、だんだん〇新垣光栄委員

よくなっておりますけれども、これ全国的には何位

ぐらいですか。九州でいくと、収入率というのは何

位ぐらいになりますか。

一昨年、平成26年度で九州で〇千早清一税務課長

２位、全国で16位でした。昨年度、平成27年度は九

州では変わらずに、全国では１つ上がりまして15位

という状況です。

皆さんの頑張りで、本当に収入率〇新垣光栄委員

はよくなっていると思っております。私たちの各市

町村も県の皆さんの頑張りで、市町村の収入率も大

分よくなって本当に頑張っていると思いますし、指

導も隅々までいっていると思いますので、また気を

緩めることなく頑張っていただきたいと思っていま

す。よろしくお願いします。

執行率に関してなのですけれども、執行率のほう

が多分用地の取得とか、交渉とか、それによってお

、 、くれが大分目立つと思いますけれども 基地関連で

基地があるゆえに交渉がうまくいかなくて執行率が

悪くなるということもあるのか、そういう予算組み

もやっているのかどうか。

、 、〇金城武総務部長 まず 平成27年度決算において

基地関係が要因となって繰越額、あるいは不用額が

生じた道路事業とか河川事業は、確認はされており

ません。基地関係の要因で、事業進捗が見込めない

箇所につきましては予算の要求がなされない場合が

ありまして、結果として繰り越しとか不用額も生じ

ていないと思われております。

次年度に向けての予算は、この基〇新垣光栄委員

地が収用できないと予算組みしないからそういうこ

とはないと。基地があるゆえに工事が難航している

ことはあるということですか。

なかなか事業に着手できないと〇金城武総務部長

いうことで、実は去る９月７日に、進捗が滞ってい

るということで、それを打開しようということで、

浦崎副知事のほうで沖縄防衛局とか外務省沖縄事務

所、それから在沖米国総領事館に、早期の返還と協

議、要請といいますか、そういう取り組みを今やっ

て、できるだけ早期に事業着手できるようにという

ことで、そういう取り組みを行っているというとこ

ろでございます。

次に、会計処理に関してです。財〇新垣光栄委員

務関係において、不適切とか不祥事が発生している

のですけれども、チェック体制は今どのようにやっ

ているのか、お伺いしたいと思います。

財務会計等の事務処理につきま〇金城武総務部長

しては、これまでも直接の執行担当者のほかに経理

担当者、あるいは出先において出納員等の複数の職
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員でチェックを行うというのは、そういう処理体制

の構築に努めてきております。ただ、御指摘のよう

に、公金着服などの不祥事、不適正な会計処理が発

生するのが、チェック体制の強化を図る必要がある

ということで、実は平成28年度から会計課に、本庁

の会計処理に係るチェック体制を強化するというこ

とで、班長を増員して２班体制にしたり、あるいは

出先機関の会計指導、事務指導の強化を図るという

ことで、２名の職員を新たに配置して、そういう内

部統制の機能強化といいますか、そういう取り組み

を行っております。

ぜひ、１人で過重な業務をするの〇新垣光栄委員

ではなくて、２人体制でチェックを行いながら業務

をできる体制づくり、内部統制も含めて、ぜひ進め

ていただきたいと思います。

そのときに、やはり人的なキャパシティーが必要

だと思うのですけれども、それで、正社員と非正規

職員が今、県庁ではどの程度の割合か教えていただ

けますか。

県全体の一般職、非常勤職員、〇金城武総務部長

嘱託員等の臨時非常勤職員の数は 平成28年６月１日、

現在で6587人で、全職員に占める割合は21.4％とい

う状況でございます。

21.4％ですね。わかりました。や〇新垣光栄委員

はりこの職員と臨時、それから嘱託の皆さんの賃金

差が相当あると思いますけれども、その賃金差を是

、正しなければならないと私は思っていますけれども

この前回の賃金の是正は行わないということだった

のですが、あれは請負契約の賃金の是正なのか、ど

うなのか。

、〇金城武総務部長 本会議で議論になりましたのは

実はあれは清掃業務等の庁舎管理の最低賃金がきっ

ちり保証されるようにというような議論だったと思

うのですが、県職員の非常勤職員は別途、要するに

最低賃金をかなり上回るような金額で設定されてお

りますので、その辺はしっかり対応しているところ

でございます。九州各県比較しても本県は高い位置

にありますので、それなりの処遇はしているつもり

でございます。

九州各県と比較しても高い水準に〇新垣光栄委員

あるということで、もう一度、どのぐらいの位置に

あるかだけ質問します。

非常勤職員の九州各県における〇嘉数登人事課長

状況ですけれども、沖縄県が時給が900円、次が福岡

県の889円、佐賀県の839円ということになっており

まして、沖縄県は九州の中でも最も高いという状況

になっております。

もっと、やはりまだまだ900円でも〇新垣光栄委員

格差があると思いますので、ぜひ1000円を目指して

詰めていただければと思っていますので、よろしく

お願いします。

玉城満委員。〇渡久地修委員長

平成27年度主要施策の成果に関する〇玉城満委員

報告書４ページ、不発弾等対策事業の件ですけれど

も、不発弾等処理事業費が予算額、そして決算額、

少し差額があるのですが、平成25年度、平成26年度

のデータも踏まえて紹介していただけませんか。

不発弾等処理事業費〇知念弘光防災危機管理課長

の平成25年度予算額につきましては、26億5632万

、 、3000円でございまして 支出額が22億5584万3211円

それから平成26年度につきましては27億9395万

2000円、支出済額が20億9515万5099円、それから平

成27年度につきましては、29億2870万2980円、支出

済額が25億8712万1878円となっております。

大体ここ３年は同じ流れと思います〇玉城満委員

が、６番目の住宅等開発磁気探査支援事業、これは

いつから始まっていますか。

平成24年度に市町村〇知念弘光防災危機管理課長

の事業として始まりまして、平成25年度から県の事

業へ移管しております。

住宅等開発磁気探査支援事業、本当〇玉城満委員

に民間が使えるという意味ではすごくいい事業だな

と思いますけれども、私らももう数年前から、その

前からずっと民間で利用できる支援事業にしてくれ

という話をずっと訴え続けてきたのですが、この中

で１つ、これを受けたいと思っている人たちの中か

ら余りにも時間がかかり過ぎるという意見がありま

す。これはどのようなことかというと、許可がおり

て１カ月かかるということは、１カ月間この土地を

遊ばすということ。だからできれば並行して、許可

が出たときと時期を同じくして、支援事業の許可を

出してくれないかという、そういうやはり陳情とい

うか、苦情が結構あるのです。その辺はどのように

考えていますか。

今、委員がおっしゃ〇知念弘光防災危機管理課長

るとおり、建築確認済証を添付することになってお

りましたが、去年改革を図りまして、建築確認申請

から建築確認済証の交付までの期間の間が約２カ月

あるのですけれども、その間に補助金の交付申請が

できるように、今改善しております。

要するに、許可申請が出て、それで〇玉城満委員

もう支援事業がすぐスタートできるということです

か。どのようなことですか。

去年まで、申請書を〇知念弘光防災危機管理課長
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出すまでに実は１カ月ぐらい時間を要していたので

すが、申請書の最初の提出のときにチェックシート

というのをつけてもらいまして、そのチェックシー

トで申請書類を確認しまして、行ったり来たりがな

いようにしまして、速やかに申請書ができるように

しております。大体３日以内で申請ができるように

しておりまして、そのときに建築申請書類をもって

申請できるようにしています。

ということは、許可が出たらもうそ〇玉城満委員

、 、れから３日ぐらいで その磁気探査ができるような

そういう交付がなされるということですか。

今は、３日以内に申〇知念弘光防災危機管理課長

請いたしまして、それからいろいろな手続がござい

ますので、補助金の申請の手続、交付手続がござい

ますので、大体500万円未満の申請で交付決定までに

かかる時間が２週間以内になっております。500万円

以上の請求につきましては、大体４週間以内になる

ようになっております。

ということは、１カ月かかるのでは〇玉城満委員

ないの。

済みません、もう少し補〇謝花喜一郎知事公室長

足させていただきます。今言っていたのは、いわゆ

る済証でないとだめでしたけれども、建築確認申請

書の受付を証明する書類を出していただきます。そ

の間に、いわゆる建築確認のいろいろ手続をするの

ですが、それで時間を一定期間要するわけですね。

その期間内に、いわゆる並行して交付決定ができる

ような作業はしますよという説明でございます。

多分これは食わず嫌いの人がいて、〇玉城満委員

申請したらこれだけ時間がかかるよということで、

もうじゃあやめたという、そういう人たちがたくさ

んいるのですよね、周りにね。だからもう少し簡素

化して、民間にやっぱりそのようにもう少しこの制

度を利用してもらうような工夫をもっとやるべきだ

なと思います。今、説明を聞いたら、多少改善には

なっていますけれども、前と同じスタイルであると

、 、 、いうような 今 私はネットで調べましたけれども

段取りとかそういうのは前のままの段取りになって

いる感じがしているのですね。今、私らが県の申請

のいろいろなネットで調べられるではないですか。

それは前のままになっているのですよ。だからそう

いう意味ではね、これをもう少し利用してもらった

ほうがいいと思うのです。それをやると多分この執

行率ももう少し上がってくるのではないかなという

気がしておりますので、もう少し民間に対しての宣

伝、告知を強めていただきたい。早くできますよと

いうことで。

もっと言いたいことはたくさんあったんですが、

通告していないのですが、総務部長、自主財源率っ

て今、沖縄県の向こう３年間はどの程度ですか。

平成27年度決算は普通会計ベー〇宮城力財政課長

スなのですけれども、普通会計ベースにおける自主

財源比率は28.9％となっております。平成26年度の

自主財源比率が26.6％で、前年度より2.3ポイント改

善している状況にあります。

私がなぜこの質疑をしたかといいま〇玉城満委員

すと、中長期的に2020年、2025年、要するに今、沖

縄県が基幹産業である観光産業、ＩＴ産業、そして

アジアのダイナミズムを取り入れた、やはりこれか

ら沖縄県がやっていかないといけない産業がたくさ

ん出てきますね。大体2025年ぐらい、例えば中期計

画ぐらいではこの辺の事業がかなり成就している時

期だと思うのですね。このぐらいにきたら大体どの

程度の自主財源率になっているかというのは、予測

はやられておりますかね。シミュレーションしてい

ないですか。

現在のところ、そこまでは、予〇金城武総務部長

測まではしておりません。

ぜひシミュレーションしていただい〇玉城満委員

たほうが、わかりやすいのではないかなと。県が、

今から何に力を入れていくのだ 何に力を入れていっ、

たら県の財政がどのようになっていくのだ、自主財

源率がこのぐらい伸びていくのだとか、いろいろな

こういうことを県民にやはり示していくことも非常

に自立経済に向けた一番のデータになると思うのだ

よね。ぜひその辺をシミュレーションしていただき

たいと要望いたします。

休憩いたします。〇渡久地修委員長

午後３時20分休憩

午後３時40分再開

再開いたします。〇渡久地修委員長

休憩前に引き続き、質疑を続けます。

比嘉瑞己委員。

知事公室から伺いたいのですが、〇比嘉瑞己委員

。辺野古の裁判費用について私も聞きたいと思います

午前中の議論の中で、当初予算では裁判を想定し

ていなかったということで対応してきたとのことで

したが、３つの裁判が行われたわけですが、決算な

ので時系列的にどういった裁判があったのか、まず

お聞かせください。

３つの裁判、時系列的に〇謝花喜一郎知事公室長

、 。ということですが まず代執行訴訟が行われました

これは、承認取り消しを取り消さなかったことに対

して国土交通大臣が取り消すという。次に、抗告訴
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訟が行われまして、その後関与取り消し訴訟―是正

の指示に対して、それを取り消してくださいと。こ

。 。れは県側からです この３つの訴訟がございました

今のを振り返ってみても、県とし〇比嘉瑞己委員

ては国とは話し合いによって解決をしたくて頑張っ

てきたけれども、国が沖縄県を訴えたというのが最

初の始まりだったと思います。そこら辺は、知事公

室長はどのようにお考えですか。

やはり最初の代執行訴訟〇謝花喜一郎知事公室長

のほうが、まず地方自治法の流れからしても問題が

あったのではないかと。やはり本来ならば、国地方

係争処理委員会の制度ができているからには、きっ

ちりとした是正の指示等を行ってやるべきだっただ

ろうとは思っております。

そうした流れで始まって、現在は〇比嘉瑞己委員

最高裁に上告中ということでした。この裁判の評価

はいろいろ分かれているところですが、私は大変大

きな成果があった一連だったと思います。やはり一

番大きいのは、あれだけ国が強行してきた辺野古の

工事が今現在中断しているというこの事実自体が大

きな成果だといえると思いますが、そこら辺はどう

でしょうか。

和解条項に基づいて国は〇謝花喜一郎知事公室長

工事を中止しているわけでいるわけですけれども、

これを受け入れるか否かに当たって、いろいろ議論

が弁護団との間でもございました。ただ、最終的に

受け入れるという判断に至った一番大きな要因とし

て、今、委員がおっしゃったように、工事をとめる

ことができるということが大きかったというように

考えております。

引き続き頑張ってほしいと思いま〇比嘉瑞己委員

す。続いて、ワシントン事務所について私も聞きた

いと思いますが、全く初めてで、日本全国どの自治

体にもないような取り組みだと思いますが、いろい

ろ準備には御苦労もあったと思いますが、このＦＡ

ＲＡを取得したということが一つ大きな契機になっ

たと議会でもお話を聞きました。改めて、このＦＡ

ＲＡがどのような制度なのか、またこれを取得した

ことによってどういった効果があったのかお聞かせ

ください。

まずＦＡＲＡの制度でご〇謝花喜一郎知事公室長

ざいますが、ザ・フォーリン・エージェンツ・レジ

ストレーション・アクトの登録が必要だと、米国外

の政府・政党、人物や組織などの代理等として米国

の世論、政策等に影響を与えようとする者は、その

米国外の主体との関係、資金の流れ、活動内容等の

情報公開を前提に登録が義務づけられているという

ことでございます。この登録を怠ってそういった人

物との接触等を行った場合、刑事罰の可能性もある

ということでございます。

この取得があったからこそ、米国〇比嘉瑞己委員

の議会を初め、いろいろなところから信頼が得られ

た。その結果、191人の面会とかも実現したと聞いた

のですが、そのとおりですか。

御指摘のとおりで、先ほ〇謝花喜一郎知事公室長

どもＦＡＲＡの説明で申し上げましたけれども、連

邦議会議員等へ直接働きかけること、ＦＡＲＡが対

象とする典型的な行為に該当する可能性があったた

め、登録前においては議員オフィス等へ頻繁に連絡

することができないような、控えないといけないよ

うな状況でございました そういった中で 昨年12月。 、

にＦＡＲＡの登録を完了した後は、連邦議会議員そ

して、補佐官等との面会を本格的に開始してござい

ます。そういった中で実際、190名余の方々と会うこ

とができたということでございます。

私も今ホームページを見てきまし〇比嘉瑞己委員

た。議会からの要請もあって、トップページからも

すぐ見つけられて、また中身もかなり詳しく書かれ

ているなと思いましたが、実際知事が最初に訪米し

、たとき私も御同行させていただいたのですけれども

そのときの印象としてはかなり沖縄の情報がきちん

。と伝わっていないなというのを私自身も感じました

ワシントン駐在の目的の中で、知事の考えや沖縄の

状況を正確に米国へ伝えるという目的があって、こ

の目的はかなり達成されているのではないかなと思

いました。このＦＡＲＡを取得したことによってさ

らにですね。この取得以前に、私が実際向こうの議

員とお話ししていても、全く県民がこれだけ圧倒的

な民意で反対しているということもなかなか伝わっ

ていませんでした。知事だけが反対しているのでは

ないか、あるいは前知事みたいにまた最後は容認し

てくれるのだろうというような発言もあって、大変

驚いた記憶があります。そうした意味で、やはり沖

縄の現状を伝えるということがどれだけ大切かとい

うことを私も身をもって知ったわけですが、印象的

だったのは米国の議員が、私たちの話を聞いて、そ

の話は初めて聞いた。東京からの話にはその話はな

かったという言葉が何人かの議員からありました。

どうでしょうか、このワシントン事務所を通して沖

縄の現状がなかなか伝わっていないことは、皆さん

のところにも報告は、どのように来ているのでしょ

うか。

ワシントン事務所を開設〇謝花喜一郎知事公室長

した昨年５月ごろには、今、委員がおっしゃったよ
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うな実情がありまして、やはり知事がどんなに話を

しても、最後はみんな決まったような、一つの様式

のような言葉を各面談者、相手方が発していたとい

うことがあったようでございます。ただ、ことしの

、５月の知事訪米の際にはそういったこともなくして

大分、今、委員からもございましたように大変理解

が深まったとか、事情を知ったとか、そういった前

向きなお話もいただいたということで、大変我々と

しては、ワシントン事務所の設置の成果が出つつあ

るのではないかというように感じているところでご

ざいます。

それと、この実績からも十分だと〇比嘉瑞己委員

は思うのですが、議論を聞いていて、私は数字では

あらわれない部分で、政治的なところでの影響が一

番大切ではないかなというように感じました。先ほ

どのホームページの中身を読んでも、お会いした方

々がかなり書かれておりますが、注目したのが、こ

、 、の間のモンデール元副大統領 国務省のヤング部長

そして私がびっくりしたのが、連邦議会調査局の分

析官ともお会いしたと。この連邦議会調査局という

のがどういったところかというのも、私も最近まで

知りませんでした。訪米したときに、この調査局が

議会に対して大きな役割を担っているというように

学んだのですが、その点はどう評価していますか。

連邦調査局とはワシ〇運天修参事兼基地対策課長

、ントン駐在においてもたびたび面会しておりますし

知事が訪米した際にも、昨年の訪米の際には意見交

換をしております。そういうことで、彼らがその議

会に対していろいろレポートを書いて、その審議の

参考とするということですので、非常に影響がある

部門ではないかというように考えております。

米国議会での重要な資料を作成す〇比嘉瑞己委員

る部署だと認識しています。そういった意味で、そ

こに直接お話ができる関係が築けたというところに

は、ぜひ自信を持っていただきたいと思います。さ

、 、らに今 ちょうど大統領選挙も行われておりますし

やはりこのワシントン事務所というのはますます、

これからが存在意義が高くなると思いますが、最後

にそこら辺の知事公室長の思いなどを聞かせていた

だけますか。

本会議でも答弁したと思〇謝花喜一郎知事公室長

、 、うのですが やはり一自治体がこの政治経済の中心

米国におけるワシントンで事務所を開設して、連邦

議員等と面談を行うって、大変こう、いろいろ課題

があったと思います。ただ、ここに来て、やはりＦ

ＡＲＡの登録も済みましたし、加速して、いろいろ

沖縄県の実情を伝えることができるようになったと

思います。いろいろなホームページで県民に向けて

、 、情報を発信したいと思いますし またあわせまして

米国民に対しましても英語版の県の情報等を発信す

ることによって、この沖縄における基地負担の軽減

に向けた取り組みをさらに続けていきたいというよ

うに考えております。

もう一点聞きましょうね。〇比嘉瑞己委員

今度11月から新たに米国民向けの情報発信をする

。 、とのことでした これはとても重要だと思いまして

退役軍人の皆さんがあのような決議を上げて、大き

な影響を及ぼし始めています 米国民相手にどういっ。

た内容を発信しようとしているのか、その目的につ

いて聞かせてください。

米軍基地関係特別委員会〇謝花喜一郎知事公室長

それからきょうの委員会でもいろいろ出ております

けれども、やはり沖縄の現状からまずスタートしな

。 、ければならないだろうと思っております それから

現状の中には この専用施設面積の話 それからもっ、 、

とさかのぼりますと、沖縄の歴史などもやらないと

いけないだろう。そういった流れの中で、事件・事

故、そういったことも言わないといけないだろうと

思っております。そういった流れにおいて、普天間

飛行場の移設問題で沖縄県民がどういった形で民意

を示してきたか。その中でさらに訴訟が起こって、

。 、高裁判決がある それに対して県はどう考えていて

今後どのようなことをやろうとするのか、そういう

ものを今後発信していければというように考えてお

ります。

頑張ってください。〇比嘉瑞己委員

次に、総務部にお聞きいたします。これは監査委

員事務局にも同じ質疑をしていますが、この決算を

、 。受けて 基金について少しお聞きしたいと思います

自治体の貯金とも言われる財政調整基金、あるい

は減債基金、２つの基金があると思いますが、この

２つの基金の合計で結構ですので、この合計額の５

年間の推移をまず教えていただけますか。

財政調整基金と減債基金の合算〇宮城力財政課長

額、過去５年の推移を申し上げますと、平成23年度

522億円、平成24年度末残高で451億円、平成25年度

末残高で552億円 平成26年度末で569億円 平成27年、 、

度末で546億円となります。

この間、500億円台が続いておりま〇比嘉瑞己委員

す。自治体の貯金と言われているわけですが、適正

。額があるのかというのをずっと疑問に思っています

県経済が好調だからこそ、もっと事業展開を推進す

るべきではないかという意見もあると思いますが、

部長はこの基金の適正額についてどのようなお考え
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をお持ちですか。

基金においては、後年度の持続〇宮城力財政課長

的な財政運営を可能にするため、一定額は確保して

おく必要があると思います。委員がお尋ねの適正水

準があるかということで申し上げますと、適正な水

準があるかどうかというメルクマールについては今

のところ、財政関係法規では規定はありません。た

だ、我々としては全国平均並みには財調と減債の合

算額を確保したいと考えているところです。

特別委員会でやったので繰り返し〇比嘉瑞己委員

ませんが、確かに沖縄県の今の合算額は全国平均に

少し足りない額です。一方で九州平均は348億円だそ

うです。そこと比べると200億円以上、沖縄県のほう

が基金は多いのですよね。そうなのでどれが適正な

のかというところが 議会としても判断が必要になっ、

てきますので、そこをもう少し分析をしていただい

て示せるように努力していただきたいと思います。

最後にお聞きしたいのですが、この基金を積み上

げるときに、決算剰余金の処分の仕方によって基金

がふえていくと思うのですが、この決算剰余金は近

年はどういった状況でしょうか。

、〇宮城力財政課長 実質収支の額で申し上げますと

平成23年度は57億円程度ありましたが、平成24年度

以降については30億円台で推移しております。平成

27年度の実質収支額は36億7400万円ということで、

これの２分の１を下回らない額を平成28年度に財政

調整基金に積み立てるということになります。

自治体によっては、この基金がた〇比嘉瑞己委員

め込み過ぎたということで批判もありますので、そ

ういったところを注意して運営していただきたいと

思います。

公安委員会にお聞きしたいと思います。

平成27年度決算において万引きの件数を少しお聞

きしたいのですが、地域から最近高齢者の方の万引

きがふえていますということを聞いて心配しており

ます。そこで昨年度の万引きの全体の件数とそこに

占める高齢者の検挙人数、その状況を教えてくださ

い。

昨年、平成27年中の万引き〇渡真利健良刑事部長

の検挙人員が925人、これは全窃盗犯に占める割合が

49.5％であります。その925人中、高齢者の占める数

が220人で、全体の23.8％を占めているのが高齢者の

万引きの実態となっております。

全体の23％を占めるというこの数〇比嘉瑞己委員

字が多いのか少ないのか、私は多いと感じておりま

す。この原因には、やはり沖縄の高齢者を取り巻く

環境というのが本当に今厳しくなっていると思うの

ですね。そもそも年金額が低い方多いですし、無年

。 、金者だってかなりの数がいらっしゃいます それで

この数字を見たいのですが、全国と比較して高齢者

の万引きの検挙人数は多いのか少ないのか、どうで

しょうか。

平成27年中の万引きの全国〇渡真利健良刑事部長

の数は検挙数が８万2557件、検挙人員が７万5114人

ということで、万引きの中に占める65歳以上の高齢

者は36.7％、当県が23.8％ということで全国平均は

下回っているというのが、平成27年中の万引きの実

態でございます。

全国と比べて低いのは意外な印象〇比嘉瑞己委員

を受けるのですが、ただ現実問題として、ここで挙

がった数字は検挙の数ですよね。実際お店で捕まえ

ても警察に通報しないでとまっているケースも多い

と思います。そこで、私、この質疑を取り上げたの

は、再発防止の観点からも、こうした高齢者の皆さ

んが検挙されたときには、必要があるときにはぜひ

福祉の制度とか、自治体につなぐ必要があると思う

のですが、現状、そういった仕組みはありますか。

万引きで検挙された高齢〇梶原芳也生活安全部長

者を福祉につなぐという仕組みは、現在のところは

ございません。

本部長、これは必要性があると思〇比嘉瑞己委員

うのですよね。未成年の皆さんにはそうした仕組み

。 。もあるのです 私は何も犯罪を擁護しておりません

必要に応じて、いらっしゃると思うのですよ。生活

相談でも体験があるのですけれども、なかなか身内

とももう疎遠になっていたり、お家を探したくても

保証人が見つからない高齢者はいっぱいいます。今

後、検討課題として、受けとめてくれませんか。

委員がおっしゃることは検〇池田克史警察本部長

討課題として考えたいと思います。ただ、高齢者の

場合はいろいろ見ないといけませんので、本当に生

活が苦しくて万引きしているのもいれば、そうでは

なくて、ある程度一種病気の人もいれば、あとはお

金はある、捕まえてみたら実は財布の中に１万円あ

るとか、ただもったいないとか、金を払うのが嫌だ

から、みたいないろいろなパターンがあると思うの

ですね。ただ、委員がおっしゃるような貧困からく

るというのも当然あると思いますので、課題として

は受けとめたいと思います。

最後に、辺野古をめぐって今は高〇比嘉瑞己委員

江で機動隊の問題がありますが、平成27年度で辺野

古でも県外からの派遣要請に基づく要請があったと

思います。決算ですので、その事業の決算の説明を

お願いしたいと思います。
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委員の御趣旨としては、辺野古〇中島寛警務部長

警備をめぐって、要は県費としてどのぐらい負担を

したのか、そういう御質疑だと解釈をいたします。

辺野古警備をめぐりまして、いわゆる県費負担につ

きましては、高江の場合と同様でして、燃料費及び

修繕費、これが県費負担の対象になります。今現在

ある数字としましては、車両の燃料費の総額が255万

9251円。車両の修繕費の総額が32万4560円。従来、

県議会の代表質問等でも本部長より答弁しておりま

すが、こういった経費の最大半分については、国庫

。補助の対象となっているというところでございます

宿泊費についても聞きたいのです〇比嘉瑞己委員

が、県費でないならないでいいのですけれども、た

だ宿泊先がリゾートホテルというところで県民から

の批判がありますが、その受けとめはどうしていま

すか。

いわゆる宿泊費や旅費等につい〇中島寛警務部長

ては、要は警察法施行令の定めに従いまして、国費

による支給となります。また、その派遣されている

警察官の人件費については、派遣元の警察が負担す

るということになります。委員の御質疑といたしま

しては、そのホテルを利用していることの是非かと

思いますが、一定の規模の部隊、結構な人数が来る

ので、宿泊施設についても一定のキャパが必要であ

りますとか、ある種の制限がございますので、そう

いうことも踏まえて選んだと承知をしております。

さまざまな県民感情がありますの〇比嘉瑞己委員

で、そこは指摘をしておきたいと思います。

上原章委員。〇渡久地修委員長

まず、知事公室にお聞きします。〇上原章委員

平成27年度主要施策の成果に関する報告書の

１ページ、大規模災害に備え他県等から人員・物資

等の応援を受けるための仕組みの構築―沖縄県大災

害時救援システム検討事業費ということで1000万円

余りの予算で、決算、実績が600万円余りということ

になっておりますが、この進捗、今後どのような形

で、この検討事業が具体的な計画策定を目指してい

ると思いますが、流れを教えていただけますか。

沖縄県大規模災害時〇知念弘光防災危機管理課長

対策事業についてでございますが、沖縄県で東日本

大震災のような災害が発生した場合に、救援車両、

人員等の輸送手段というのは、海路及び空路に限ら

れまして、輸送能力に限界があることや港湾や空港

が被災して使用不能となる可能性があることから、

他県からの救援に相当な時間を要することが想定さ

れます。このことから平成24年度の沖縄県の地震被

害想定調査に基づきまして、災害時の広域受援体制

を構築するため、平成26年度から平成27年度にかけ

まして、沖縄県大災害時救援システム検討事業を実

施しております。平成26年度におきましては、大規

模な津波が発生し、被災した場合に必要とされる物

資量、それから救援物資の輸送に必要な車両の台数

等を調査するとともに輸送に関する防災関係機関と

か有識者の意見の聴取を行っております。平成27年

度におきましては、その前年度事業の諸課題を整理

しておりまして、その上で、広域的な応援や輸送等

の対策を効果的に展開するため、広域受援計画の素

案を作成しております。今年度においては、広域受

援計画につきまして、関係機関を含め活動拠点及び

物資拠点、それから各防災関係機関をコントロール

、 、 、する仕組み それから消防や警察 自衛隊に加えて

米軍との連携方法について詳細を協議しているとこ

ろでございます。

大規模災害というのは、どれぐらい〇上原章委員

の規模を想定してますか。

平成24年度の沖縄県〇知念弘光防災危機管理課長

の地震被害想定調査で地震の３連動というものがご

ざいまして、その中で全壊家屋が５万8346棟、死者

１万1340人、負傷者が11万6415人、そういった地震

が起こる可能性を想定して計画しております。

大震災から５年余り過ぎて、各県と〇上原章委員

もそういった他県から物資とか、また支援が来ると

きの対応というのが非常に大事だということで、せ

んだって熊本県でも災害があって、非常にその震災

、の教訓が各市町村レベルでいい形がなかなか難しく

実際そういった災害が起きたときに、非常に混乱し

。 、たという報道もありました 県はこの２年間かけて

この検討事業を進めてきたと思いますが、具体的な

活動拠点、物資拠点というのは、もう明確に形はで

きているのですか。

今、物資拠点、医療〇知念弘光防災危機管理課長

拠点、そういったものを35カ所ほどピックアップし

ている段階になりまして、それを今年度何カ所かに

絞りまして、素案をたたいていきまして実際ちゃん

とした受援計画にしていきたいと考えております。

非常に大事な取り組みだと思います〇上原章委員

ので、非常に難しい大きな災害を想定する部分があ

るので、ぜひ県がリードして関係機関としっかり、

それが本当に実用的な形で組めるように。これは市

町村との連携も非常に重要だと思いますがいかがで

すか。

県で受援計画をつく〇知念弘光防災危機管理課長

りまして、そのひな形を市町村と連動しまして、市

町村の受援計画のひな型というのを県で作成しまし
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て、市町村に示していきまして、最終的には市町村

でも受援計画をつくることになると思います。

今年度、計画策定をするということ〇上原章委員

ですので、しっかりまた精査してください。

次に、総務部。

まず、大きな予算が毎年組まれるのですが、今回

の不納欠損は１億9000万円、約２億円ですね。それ

から、その不納欠損額の過去３年間の推移を教えて

いただけますか、改善しているのかどうか。

県税の過去３年間の不納欠損〇千早清一税務課長

、 、額の推移ですけれども 平成25年度が３億2500万円

平成26年度２億6900万円、平成27年度が１億7800万

円となっております。この間、徴収対策等の取り組

みにより、収入未済額の減少とあわせて、この不納

欠損額も減少しております。

不納欠損額の理由で、皆さん説明の〇上原章委員

中には、滞納者の所在が不明、処分できる財産がな

い等、また収入未済額では、借地人の病気、経営不

振、生活困窮等の経済的理由、そういった諸事情が

あるとは思いますが、この辺の、どうしても払えな

いという人たちと実際財産があるのになかなかそう

いった県に対する、本来納めるべき、そういったこ

との関心がやはり弱いという、その辺の見きわめと

いうのが大事だと思いますが、この辺の調査はどう

いったようにしていますか。

そもそも県税を滞納している〇千早清一税務課長

方には、当然、納付の催告をいたしまして、それで

も納めない方につきましては、やはり差し押さえ等

の滞納処分等をしております。今、委員から御指摘

のように、本当に納める資力がないのかどうかは、

これをきちんと調査をした上で、生活困窮等で払え

ない方については、緩和措置、滞納処分の執行停止

という措置をいたしまして、それが一定程度、具体

的にいうと執行停止をして３年間経過をしたら地方

税法上、納税義務が消滅いたしますので、不納欠損

処理をするという形になっております。

実際こういった人たちは、なかなか〇上原章委員

ふだん会えなかったり、連絡がとれなかったり、も

しくは本当に土曜、日曜かけて、また深夜にそうい

う人に会う努力、連絡をとる努力をしないといけな

い作業があると思っているのですよね。なかなか県

職員の人たちが、それを本当にやるということが非

常に難しいところがあると思います。この辺は、そ

ういう民間への委託とか、そういったものもされて

いるのですか。

これは税法上の縛りがありま〇千早清一税務課長

して、滞納処分ができるのは、やはり知事から徴税

吏員として任命された県税職員だけです。現在、収

、 、納対策として 民間を活用している部分については

例えば滞納処分に至らない、いわゆる納付の慫慂を

コールセンターという部分等で民間委託はしていま

すが、公権力の行使である滞納処分、差し押さえ等

については、あくまで職員、徴税吏員にしかできな

いという形になっております。

次に７ページです。〇上原章委員

、 、同じ主要施策の中で 行政改革推進ということで

今回予算額662万円余りを実績として82万円しか執行

していないのですけれども、この第７次沖縄県行財

政改革プランの着実な実行という意味では大事な取

り組みだと思いますが、懇話会を開催したと、外部

有識者の意見を聞いたと書いてありますが、具体的

にどのような意見がありますか。

今回、これまでと仕組み〇真鳥洋企行政管理課長

を変えまして、まず仕組みから御説明しますと、行

政改革に関しては推進本部がございます。これは知

事を筆頭とする県庁内部のものでございまして、そ

こで昨年度の実績と今後の計画について議論しまし

て、それを集約した形で、各懇話会の委員の皆さん

に配付しております。そこでおおむね１カ月ぐらい

期間を置きまして、意見を集約して当日、８月だっ

たと思いますが、そのときの会議で議論をするとい

う形になります。そのとき出ていたのが、ざっくり

と言いますと、幾つかあるのですけれども、先ほど

委員からお話が出ていましたけれども、ふるさと納

税とかですね、例えばもう少し県にも収入を上げる

ような取り組みができないかとか、そういった意見

。 、等もございました あとＭＩＣＥの土地の関係とか

あちらが与那原町の土地を……、これが今のプラン

の中でも計画の中で、土地を売るという計画の中に

も入っておりますので、そこら辺の審議も出ており

ました。

部長、29の実施項目で、26が計画ど〇上原章委員

おり順調に推移していると。特に事業の効果で、県

税とか県有財産の利活用で目標額を大幅に改善がし

ている、これは理解しますけれども、それ以外で順

調にいっているもので具体的に数字的にわかるのが

あれば、教えてもらえますか。

財政効果として先ほど委員から〇金城武総務部長

御指摘もありましたように 平成27年度で29億4400万、

円ということでありますが、行革大綱の中でいろい

ろな取り組みをしていますが、まず具体的に申し上

げますと、県有財産の利活用ということで、売り払

いで５億4300万円とか、先ほど出ました県税収入で

も13億8900万円、それから未収金の解消ということ
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で１億1600万円、それから事務事業の見直しでも

2600万円、それから県単補助金の見直し等でも６億

4600万円ということで、そういう取り組みをして、

できるだけ事業見直しもしながら、収入をふやしな

がら、行政改革を進めているところでございます。

行財政改革の中で、これまで県は棚〇上原章委員

卸し事業も進めてきたと思いますが、それとの関連

はどうなっていますか。

今、財政効果の観点から〇真鳥洋企行政管理課長

お話ししていますが、例えば、今回のプランでした

ら29項目挙げていますが、そのうち財政効果として

見ているのは７項目となっております。これはどう

しても、行革といっても必ずしも財政効果で見られ

ない取り組みとかもございますので、それで過去も

幾つか、実際は第５次プラン、平成18年度のプラン

から財政効果も入れているのですが、先ほど御質疑

がありました棚卸しについては平成22年度の行革プ

ランからということになっています。

平成27年度にやっていなければやっ〇上原章委員

ていないでいいですよ。

やっていないです。〇真鳥洋企行政管理課長

今後、こういった事業棚卸しで、一〇上原章委員

つ一つの事業を検証した取り組みは、考えていない

ですか。

先ほど申し上げた事務事業の見〇金城武総務部長

直しというのは、これはずっと継続して取り組んで

いって、行革プランの中ではずっと位置づけて取り

組んでいます。これはやはり常に検証する、事務事

業、要するに時代の変化で必要がなくなれば当然見

直しをして廃止をするとか、あるいは逆に必要であ

れば、拡充するのもあるだろうし、その辺の点検は

もう常に行革大綱プランの中に位置づけて取り組ん

できておりますし、今後もその取り組みは続くかと

思います。

外部有識者とかの目を入れて、これ〇上原章委員

まで本当に丁寧に皆さんやっていたところもあると

思うのですよ。ただ、そういった人たちの、またそ

れぞれの主観も入ると思いますが、皆さんが予算を

組み、皆さんが事業をつくり執行する。こういった

一つ一つの事業に第三者の目が入る形は、今はない

のですか。

現在は、プランを策成して、そ〇金城武総務部長

ういう進捗の中で、行政改革懇話会の委員の皆さん

の意見を頂戴するという中で、その中では委員の御

指摘の部分の事業に関する御意見等も当然出てきま

すので、その辺はまた新たにそういう取り組みとし

て検討する場合もあるということで、途中途中、今

おっしゃるように、最初から外部委員を入れた形の

仕組みは、今のところはとっていないというところ

でございます。

私はさっき懇話会で、どういった意〇上原章委員

見があったかと聞きましたけれども、非常に皆さん

が今一生懸命やっているのは理解し、評価もします

けれども、せっかくあの棚卸し事業は結構県民・市

民が、本当に多くの人が感心を持って注目していた

と思うのですよね。あれをやって、いいところ、そ

れから改善しなくちゃいけないところ、あれだけの

予算をかけてやったわけですから、私はもう一度精

査して、沖縄県の形、予算執行の本当にあるべき姿

をもう一度―庁内だけでこれを全部解決するのは難

しいと思うのですよね。今、大事な沖縄振興予算を

組んでやっていますので、ぜひこの辺検証できない

ですかね。検討できないですかね。

、〇金城武総務部長 基本的に確かに御指摘のように

外部の目を、やはり内部からいろいろな予算執行等

含めて、意見を頂戴するといいますか、そういうの

は非常に重要なことだと認識はしています。一括交

付金等につきましても これは毎年 事後評価をやっ、 、

ておりますけれども、これも、国の審議会、当然国

にも報告していますし、さらに公表もして、そして

国の審議会にもそういう議論される場もございます

ので、そういう意味では全くやっていないわけでは

ないですが、そういう仕組みは現在のところでもあ

るということで、我々は認識しております。

あくまでも行政レベルでのチェック〇上原章委員

だと思うので、できましたらいろいろな第三者の、

専門家のそういったものを入れるべきだと思ってお

りますので、これはぜひ検討していだきたいと思い

ます。

最後に公安委員会、先ほどさまざまな意見があり

ましたが、私は同じく主要施策報告書の332ページの

交通環境の整備です。

部長、非常に今、那覇市を中心に渋滞が、沖縄県

がワーストだと。特に混雑時ですね。これをぜひ改

善をしていかないといけないのかなと。これからま

すます国内外からお客さんが来る中で、車社会だと

いう沖縄県の現状をどう突破していこうと考えられ

ているのか。渋滞対策をお聞かせ願えますか。

沖縄県は特に車両保有数が多〇大城正人交通部長

く、渋滞が特に国道58号とか主要幹線で渋滞してい

るのは承知しています。特に国道58号を含めて、県

内各路線においては恒常的に発生している。緩和策

として県警察では交通規制に基づいてやっています

ので、特に交通監視システムによる道路交通状況に
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応じた適切な信号の制御―これは信号のサイクルの

調整ですね。それがまず１つです。もう一つは、道

路交通情報センターがありますが、そのセンターと

か、あるいは交通情報板を活用しての道路情報等の

混雑状況の提供、こういうものを通じて渋滞緩和に

取り組んでおります。

特に、那覇を中心に都市部の大きな〇上原章委員

交差点で、右折、左折と確かに今言った信号の調整

とか―あと右折帯というのですか、左折帯をもっと

しっかり可能な限りつくらないと、今のような那覇

市の渋滞は突破できないと思うのですよ あっちこっ。

ち那覇市を自分でも動くときに、右折、左折の部分

ですが、前はちゃんと信号をつけてくれて左折でき

たところが 右折する人に遠慮してそれを外したケー、

スもありましたけれども、私はそれぞれ皆さんはマ

ナーを守ってやりますので、皆さんが今できること

をしっかりやるということを考えると、もう一度県

内の信号機の調整の仕組みを検証して ここはちょっ、

と改善できるなというところが相当あると思うので

すがいかがですか。

交通情勢は道路の整備状況に〇大城正人交通部長

、 、伴いましてどんどん変わってきますので その都度

現場にいる警察官からの情報もありますけれども、

、 、ドライバーの皆さん 地域住民の皆さんからの要望

、あるいは交通モニター等で調査もさせていますので

それを踏まえて改善すべきところは、その都度改善

していきたいと考えております。

最後に横断歩道５キロメートル、実〇上原章委員

線５キロメートルと書いてあります。白線とか横断

歩道が消えているところとか、市町村に私は任せて

ほしいのですが、最後にどうでしょうか。

道路の標示も道路管理者が整〇大城正人交通部長

備するものと交通規制に係るもの、公安委員会の規

制に係るものは、やはり警察の所管にかかわります

ので、任すということはやはりできないということ

です。やはり規制に関しては、公安委員会の決定を

待って、責任においてやりますので、その辺で市町

村にこれを任せと言われても難しいと思われます。

任せろという意味じゃなくて、委託〇上原章委員

してほしいのですよ。ちゃんと県警察とやりますの

で。皆さんの手続を待っていたら、１カ月も２カ月

もただ線を引くだけで待たされるというのが交通安

全上いいのかと、これを検証してください。

當間盛夫委員。〇渡久地修委員長

まず、知事公室長からお願いをい〇當間盛夫委員

たします。

平成27年度主要施策の成果に関する報告書の部分

からお願いしたいのですが、まず１ページの沖縄県

大災害時救援システム検討事業ということで、この

事業効果の部分で、大規模災害の発生に係る他府県

からの応援受け入れを円滑かつ迅速に行うための課

題が整理できたということがありますが、課題とい

うのはどのような部分で 皆さん整理されたのでしょ、

うか。

平成27年度に前年度〇知念弘光防災危機管理課長

事業の諸課題を整理しておりますが、その課題とし

、 、 、まして １つ目としまして 物資の受け取りや輸送

燃料確保にかかわる期間をコントロールし、最小限

の人員や車両、資機材等で効率よく災害応急活動を

行わせる総合調整機関がない。それから２番目とし

まして、県内にある物資、人員、資機材等で対応す

ることも想定する必要がある。それから３番目とい

たしまして、物資拠点や医療拠点、空港が被災した

場合のバックアップ拠点等の検討が必要である。そ

ういった課題が専門家やそういった方々の議論の中

で出てきております。

皆さん、県の地域防災計画が平成〇當間盛夫委員

27年３月に修正版が出てきていますよね。その部分

で、県がやるべきことというのは14項目挙げられて

いますね。このことを見ながら、皆さんの今回の平

成27年度一般会計決算ですが、防災にかかっている

予算、知事公室の分。消防費でも今度、約1500万円

の不用額が出るわけですよね。いろいろな課題等々

が上がっているはずなのに、何に手を打っているの

かなというのが見えてこないのですよ。その辺はど

う説明されますでしょうか。

先ほど答弁いたしま〇知念弘光防災危機管理課長

した諸課題につきまして今、整理をしているところ

、 、でございまして 最初の第１番目の課題としまして

総合調整機関がない。これにつきましては、今、災

害対策本部の機能をもう少し強化しようということ

で考えていまして、各種の訓練だとか、それとかあ

と災害対策本部の機能に各リエゾンに関係機関、防

災、自衛隊だとか、沖縄総合事務局とか、そういう

ものをリエゾンで合同会議をするようにして、もう

少し総合調整機能を設けようということで そういっ、

た課題について検討しているところでございます。

それから、県内にある物資、人員、資材で対応する

こと。これは先ほども説明しましたが、広域の応援

の場合に空路、それから船、航路に限りがあるもの

ですから県内で３日間は対応する必要があるという

ことで、そういった指摘もございまして、県内にあ

る物資、それから人員、資機材の把握、それから物

資拠点 医療拠点 空港が被災した場合のバックアッ、 、
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プ拠点も考えなさいということですので、例えば、

委員が一般質問で質問されていました那覇空港が被

災した場合のバックアップ拠点をどうするのだみた

いな形でありましたので、そういったものについて

も、例えば伊江島空港が標高72.5メートルございま

して、慶良間空港が標高47.5メートルございますの

で、そういうところがバックアップ拠点として使え

。ないかというのを検討しているところでございます

今、バックアップのものもありま〇當間盛夫委員

したけれども、その前に知事公室長、総合調整機関

すらできていないと。防災上のものは皆さん、トッ

プとしてどう考えますか。

我々、さきの東日本大震〇謝花喜一郎知事公室長

災、それからことしになってからの熊本の震災、そ

ういうのを受けて、本当に沖縄県でそういったもの

が起こった場合、震災が起こった場合、本当に自分

たちは対応できるのかということ、そこからスター

トしました。まずそういったことから考えて、９月

でしたか、西表島のほうで総合防災訓練を行ったの

ですが、前の日に図上訓練というのを県庁内で行い

。 、ました 八重山事務所からの情報を各部局でとって

それを報告し合うという形のシミュレーションを

やってみたわけですが、なかなかいろいろ課題が出

てきたというのも事実でございます。本来果たすべ

き本部で十分機能していなかったものについて、我

々承知しております。12月には、図上訓練の本格的

なものを実施しようということで、今、関係機関と

調整を行っているところでございまして、そういっ

た総合調整機能というか、コントロールタワーの、

我々自身の各部局横断的な対応ができるように、ま

ずはやってみようということで、取り組んでいる最

中でございます。

皆さんの防災のものを見ると、本〇當間盛夫委員

県の重要事項ということで、本土から遠隔だとか、

離島の条件不利とか、沖縄の置かれた特殊事情、沿

岸の低地に密集する人口等、観光客の皆さんの対応

をどうしていくのか、もろもろが上がっている。皆

さん、減災目標も上げているはずですよね。ところ

が、それがさっき言ったみたいに予算的な処置が見

えないわけですよね。そのことを皆さん上げておき

ながら、各市町村にも、その予算的、例えば先ほど

備蓄のお話もありましたが、そのことすら各市町村

もそういう対応的なものが見えてこないのは、やは

り県に何て言うのかな、災害というのは、今度熊本

県だとかそういったところでもありましたが、沖縄

県は台風ぐらいだろうというようにたかをくくって

いるようなところがあるのではないかなというよう

に思います。他府県に比べたら、消防団の組織率す

ら他府県に…… 本当に万が一沖縄にその災害があっ。

た場合に、我々はそういったつながりを含めての防

災体制、日ごろのものをどうするかということを常

日ごろから言われるが、そういったことを皆さんは

中心になってやっていかない。知事公室がやってい

る仕事というのは、基地の対策のことしかやってい

ないのではないかと言われるようでは絶対にだめな

はずでしょうから、その辺の防災、県民の安全・安

心をどう守るかは、知事公室にとっても重要な施策

になっていると思いますが、これを総括して答弁く

ださい。

全くそのとおりです。私〇謝花喜一郎知事公室長

も同じような思いでございまして、しっかりとまず

は何からできるかということからスタートして、ま

ずは先ほど言いました図上訓練なども、もう一度き

ちんとやってみようと提案して、その準備はしてい

るところでございます。委員から御指摘のものは、

本当にまだまだ十分整理がされていないと言っても

過言でもないような形だと私自身も思っています。

まずは課題をしっかり、課題等は一定程度計画では

出てきているわけですが、これをどのようなスケ

ジュール感覚で実現するかについて、議論がまだ不

十分だと私も痛感しているので、これから新年度に

向けた予算要求、それから組織体制等々ございます

ので、関係部局ともよく調整、相談しながら、そう

いう体制を今後、強化していく必要があるというこ

とを強く思っているところでございます。

皆さんの事業効果でも課題は整理〇當間盛夫委員

できたと、先ほど知念課長からもありましたが、課

題は整理できたが、いろいろもろもろがまだ進んで

いないというところがありますので、これは早急に

やる必要があると思っておりますので、よろしくお

願いします。

この防災費ですが、本来全てそういう予算で使う

べきで、沖縄はこの防災費といえば、不発弾処理が

大半。もう全てですね、言いかえると。不発弾処理

にその費用が使われているというようなところもあ

るのですが、今回、不発弾対策のもので不用額が約

１億6000万円出るのですよ。従来、住宅関係のもの

が結構なかなか申請のあり方等々含めて、手続が煩

わしかったというところもあるのですが １億6000万、

円の不用額の中身的なもの、何がそうなっているの

か教えてください。

不用額の内訳といた〇知念弘光防災危機管理課長

しまして 広域探査発掘加速化事業の不用額が7090万、

7000円となっています。これにつきましては、主な
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原因といたしましては、現場で岩盤が出たことによ

る発掘数量減になっております。これは、例えば

２メートルで予定していた探査が岩が出たことにな

りまして、でこぼこができまして１メートルになり

ますと その１メートルが不用になった 124件中83件、 。

そういったものの減額がありまして、それについて

の不用が出たということです。市町村の磁気探査支

援事業の不用がありまして、これにつきましては

5069万7000円の不用となっております。この市町村

、の磁気探査支援事業の不用の主な原因としましては

那覇市の中学校の工事の着工おくれによる執行額の

減、それから小学校の建築工事の入札不調による未

執行と那覇市で約2700万円の不用となっておりまし

て、あと沖縄市の小学校の校舎の山どめ工事の設計

変更などにより、工事範囲の減少による不用など、

沖縄市で約1300万円となっております。こういった

もので、本体工事をセットで行うために、本体工事

の執行に影響を受けた形で不用が出ております。そ

れから、市町村の特定処理事業における不用として

2593万6000円出ておりますが、これについては発見

が予測不能である不発弾等に対しまして、現地安全

化処理の不測の事態に対応するため、年度末まで予

算の確保が必要なことから約2593万6000円の不用と

なっています。

この不発弾処理で約20億円近く、〇當間盛夫委員

25億円以上の予算をつけてもう４年ぐらいになるは

ずです。いまだに、沖縄県の不発弾というのは70年

と言われるが、あと何年かかるのですか。

沖縄戦における不発〇知念弘光防災危機管理課長

弾につきましては約１万トンと推定されておりまし

て、平成27年度で約7988トンを差し引きました約

。2012トンが現在も埋没していると推定されています

過去10年間における不発弾の平均処理量が約30トン

でありまして、全てを処理するためには約70年かか

る見込みとなっております。

この辺もう少し整理したほうがい〇當間盛夫委員

いと思うけれどもな。いつまでたっても70年。これ

だけの予算を使っても70年かかると。じゃあいつ終

わるのかがわからないわけですよ。これだけ事業を

やっているはずなのに、あと70年という形は……。

やらなくても70年、やっても70年は理解できないの

、 、で この辺はもう少し皆さん整理したほうがいいと

これは要望として終わります。

次、総務部になりますが、先ほどからもあります

ように行政改革推進費600万円の予算額を上げて、決

算額80万円で皆さんの目標額を上回る約30億円の事

業効果が出ているということで、皆さんからの、一

覧を見ても、ややおくれが３つしかない。ほとんど

順調なのです。順調というのを教えてほしいのです

が、新たな自主財源の確保が順調とありますが、新

たな自主財源の確保には、どのようなものがあった

のですか。

行財政改革プランの中に〇真鳥洋企行政管理課長

実施項目の21番がありまして、その中で、大きく分

けて３つ、自主財源確保ということで３つの取り組

みがあります。

まず１つが、新税の創設など新たな自主財源の検

討、新設。それから２つ目が、県有施設へのネーミ

ングライツ導入の検討。３つ目が既存広告収入等の

さらなる拡充ということ。これはまた平成26年度、

、 、 、平成27年度 平成28年度 平成29年度ということで

。 、単年度ごとに計画がございます こちらにあるのが

平成27年度の実施状況についての評価でして、平成

27年の取り組みとしては―新たな自主財源の確保と

しては、まず県有施設内の自動販売機の公募等、既

。存の広告収入等のさらなる拡充を図ったということ

それからもう一点が、ネーミングライツ導入の可能

性が高い施設について、所管課と導入に向けて課題

、 。を整理したということで 順調と評価をしています

評価というか、私らはなかなか冊〇當間盛夫委員

子に出てこないのでわからない部分があって、皆さ

んからもらっている部分でも順調と言われても何が

順調かわからない。例えば、組織体系のあり方、組

織の見直しも順調だとか、県立芸大の改革とか、県

立看護大の改革推進が順調だと。こういう県立大学

の改革推進ということで、そこは順調でいろいろな

部分が赤字なく―運営状況を含めて、全部順調に推

移しているものだろうというようにしかとれないわ

けです。この順調という言葉だけじゃなくて、何が

そういうもの―今の新たな自主財源ということで、

こういうものが上がってきて、これだけの自主財源

での効果が出ている。財源的にこれだけふえたとか

いうようなものを何か出せるような仕組みはあるの

ですか。

まず、この行革大綱、計画とい〇金城武総務部長

うか、進捗のつくりが、要するに平成27年度はこう

いうことを計画していますと。これがその計画どお

りできた場合は順調ですという表示の仕方で、実は

個票で細かく資料としてつくられているわけです。

これは一覧表になって、総括表になっていて、具体

の説明がないので、少し中身がわかりづらいと思い

ますが、実際の個票はそういうことで、今年度の取

り組みはこういうことを計画していますと。これが

計画どおりできた場合は順調というような評価をし
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ているということで、県のホームページで公表もし

ておりますので、この辺は少し工夫が必要なのか。

今、一覧表の一枚紙ではなかなか内容をお見せする

のは難しいのかなと思います。そういう状況になっ

ているということでございます。

これと関連するのかわかりません〇當間盛夫委員

が、これだけ皆さんが行財政改革で効果を上げてい

るというものがある中で、不用額を200億円も出すと

いうような部分が相反するわけです。不用額とは全

く違う話で、先ほども不用額の中身的には利子の部

分での差があってだとか、いろいろとあるのだけれ

ども、そういったことはなかなか表に伝わらないと

いうようなところ、その辺も皆さんの出し方という

か、県の情報の出し方を工夫されたほうがいいのか

なと思ってますので、これは提言です。

次に、所有者不明土地管理の部分ですが、特別会

計のね。この特別会計の所有者不明土地管理のもの

と皆さんが事業として整理しているのがありますよ

ね。あれとの兼ね合いはどうなのですか。まずは進

捗を教えてもらえますか。

所有者不明土地調査についての〇金城武総務部長

進捗状況ですが、この調査は平成24年度から実施し

ておりまして、まず平成27年度末時点で３つござい

ますが、１つ目が所有者不明土地の筆数等を確認す

るための基礎調査。これは全筆数の調査を終了して

いる。それから面積の確認、あるいは現況等を把握

するための測量等の調査。調査を行う2610筆のうち

1720筆について実施し、進捗率は約65.9％になって

おります。それから、３つ目の真の所有者の可能性

がある者を特定するための所有者探索。この調査を

2687筆のうち1160筆について実施して、この進捗率

は43.2％というような状況でございます。

これはいつまでに終える予定なの〇當間盛夫委員

ですか。

この調査はできるだけ県として〇金城武総務部長

も早目に終わりたいということで、平成27年度から

は所有者探索にも外部委託を導入いたしまして、実

態調査の加速化に努めているところでありまして、

平成29年度をめどに調査を終えたい。平成30年度か

らは国において調査結果の分析とか、あるいは立法

措置を含めた抜本的な解決策の検討が始められるよ

うな、そういう調整をしていきたいというように考

えております。

平成30年までにはそういうものを〇當間盛夫委員

しっかりとまとめて、国との折衝を始めて、市町村

になるのか、しっかりそのことの国との折衝をやっ

ていきたいということだと思いますが、今の調子で

平成30年で終わりますか。

この間、平成27年度からかなり〇金城武総務部長

加速化して取り組んでいますので、調査そのものは

何とか平成29年度。ただ、この調査の結果を受けて

のいろいろな分析とか、内容のさらなる詳細な分析

等も多分必要になろうかと思っていますので、これ

は平成30年度において、その辺りは今までやった結

果をしっかり分析して その内容を国でまた引き取っ、

てもらって、立法措置も含めた抜本的な対策につな

げていけるような、そういう取り組みをしていきた

いということでございます。

進捗をもう少し早めてほしいと、〇當間盛夫委員

早められるのではないかという部分と、皆さんのこ

の不用額を見てくると―予備費で約１億2000万円上

げるわけですよね。予備費が全く何に使う予備費な

のかを教えてください。

まず所有者不明土地管理特別〇照屋政秀管財課長

会計の仕組みから説明させてください。

まず、会計については、まず歳入で土地貸し付け

をしている財産収入があります それから歳入が入っ。

て、あと繰越金という形で、これは前年度の歳入の

決算額から歳出の決算額を引いた、これが主に不用

、 。額になっている 予備費として計上していた不用額

これは過去から土地貸付料として積み上がってきて

いるものが繰越金と。真の所有者が出た場合に返す

ために積み立てているというか、置いている金額が

繰越金があります。あと諸収入があります。あと、

国庫支出金ということで、今、部長からお話があっ

た実態調査とか、これに関しては全額10分の10、国

からの国庫がありますので それで国庫支出金があっ、

て歳入が組まれています。それに対して歳出という

ことで、土地管理に係る人件費とか、維持管理とか

、 。そういう業務費 これは調査費も当然入っています

国からの調査をする調査費も含めて、実際使うだろ

うと想定されるものを業務費として組んで、その歳

入、歳出の残額については予備費という形で、真の

所有者があらわれた場合に返す財源とか、何らかの

事情で予備的な措置が必要になった場合に備えて予

備費を計上しているので、それの差額があります。

それで、歳入と歳出で使い切れなかったものは、次

年度に繰り越すために予備費が不用になる仕組みに

、 、なっていますので 予備費が次年度に移っていって

それで、将来的に真の所有者があらわれたときの財

源という形になっています。

ちょっとわかりにくいところが、〇當間盛夫委員

国庫の支出は100％使っていますよと。１億5000万円

出ているものを100％使っていますと。本来返さない
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といけないものが残って１億2000万円があるが、こ

れが本来繰り越すものだと。だからこれを何で不用

額に計上されるかが、私らからしたらわからない。

この１億2000万円も先ほどのトータルの200億円のも

のに、この分も全部加わるわけでしょう。この辺が

やはり本来不用額ではないはずなのに、そういった

部分が加わってくるということは、だからその辺を

ね、整理すべきと。不用額といったら要らないと、

繰り越すとなるなら、翌年繰り越しに本来出てくる

べきじゃないかというところがあるので、なかなか

皆さんのは難しいということで、終わります。

以上で、知事公室長、総務部長〇渡久地修委員長

及び警察本部長に対する質疑を終結いたします。

説明員の皆さん、大変御苦労さまでした。

次回は、明 10月18日 火曜日 午前10時から委

員会を開きます。

委員の皆さん、大変御苦労さまでした。

本日の委員会は、これをもって散会いたします。

午後４時58分散会
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沖縄県議会委員会条例第27条第１項の規定によりここに署名する。

委 員 長 渡久地 修
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平 成 2 8 年 第 ４ 回

沖縄県議会（定例会）

閉 会 中 継 続 審 査

開会の日時、場所

平成28年10月17日（月曜日）

午前10時開会

第４委員会室

出席委員

委員長 渡久地 修君

副委員長 新 垣 光 栄君

委 員 花 城 大 輔君 又 吉 清 義君

中 川 京 貴君 仲 田 弘 毅君委 員

宮 城 一 郎君 当 山 勝 利君委 員

仲 宗 根 悟君 玉 城 満君委 員

比 嘉 瑞 己君 上 原 章君委 員

當 間 盛 夫君委 員

説明のため出席した者の職、氏名

知 事 公 室 長 謝 花 喜一郎君

参事兼基地対策課長 運 天 修君

辺野古新基地建設問題対策課長 金 城 典 和君

防 災 危 機 管 理 課 長 知 念 弘 光君

総 務 部 長 金 城 武君

総 務 私 学 課 長 宮 城 嗣 吉君

人 事 課 長 嘉 数 登君

行 政 管 理 課 長 真 鳥 洋 企君

財 政 課 長 宮 城 力君

税 務 課 長 千 早 清 一君

管 財 課 長 照 屋 政 秀君

警 察 本 部 長 池 田 克 史君

警 務 部 長 中 島 寛君

生 活 安 全 部 長 梶 原 芳 也君

刑 事 部 長 渡真利 健 良君

交 通 部 長 大 城 正 人君

交通部交通規制課長 與 儀 淳君

本日の委員会に付した事件

平成 28 年 決算１ 平成27年度沖縄県一般会計

第４回議会 の認定について（知事公室、総

認定第１号 務部、公安委員会所管分）

平成 28 年 平成27年度沖縄県所有者不明土２

第４回議会 地管理特別会計決算の認定につ

認定第８号 いて

平成 28 年 平成27年度沖縄県公債管理特別３

第４回議会 会計決算の認定について

認定第20号

3 4ii
ただいまから、総務企画委員会〇渡久地修委員長

を開会いたします。

本委員会所管事務調査事件「本委員会の所管事務

に係る決算事項の調査について」に係る平成28年第

４回議会認定第１号 同認定第８号及び同認定第20号、

の決算３件の調査を一括して議題といたします。

本日の説明員として、知事公室長、総務部長及び

警察本部長の出席を求めております。

まず初めに、知事公室長から知事公室関係決算の

概要の説明を求めます。

謝花喜一郎知事公室長。

それでは、知事公室所管〇謝花喜一郎知事公室長

の決算の概要について御説明させていただきます。

、平成27年度の知事公室所管の決算の概要について

お手元に配付いたしました平成27年度歳入歳出決算

、 。説明資料知事公室に基づいて 御説明申し上げます

１ページをお開きください。

初めに、一般会計の歳入決算の概要について御説

明申し上げます。

知事公室所管の歳入決算総額は、予算現額Ａ欄で

ございます。28億6516万5000円に対し、調定額23億

8467万9544円、収入済額23億8467万9544円、過誤納

額 不納欠損額 収入未済額はいずれもゼロ円となっ、 、

ております。

また、調定額に対する収入済額の割合である収入

比率は100％となっております。

次に、歳入を款別に御説明申し上げます。

（款）使用料及び手数料は、予算現額7971万円、

。調定額及び収入済額ともに4720円となっております

これは、証紙収入は出納事務局で総括しているの

でそういう数字になってございます。

（款）国庫支出金は、予算現額27億522万6000円、

調定額及び収入済額ともに23億447万3080円となって

おります。

（ ） 、 、款 財産収入は 予算現額4287万5000円に対し

調定額及び収入済額ともに4343万9290円となってお

ります。

総務企画委員会記録（第１号）
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２ページをお願いいたします。

（款）諸収入は、予算現額775万4000円に対し、調

定額及び収入済額ともに776万2454円となっておりま

す。

（款）県債は、予算現額2960万円に対し、調定額

及び収入済額ともに2900万円となっております。

以上が、一般会計歳入決算の概要となっておりま

す。

次に、３ページをお開きください。

一般会計の歳出決算の概要について御説明申し上

げます。

知事公室の歳出総額は 予算現額48億5034万9980円、

に対し、支出済額43億4293万7294円、翌年度繰越額

２億3384万200円、不用額２億7357万2486円となって

おります。

予算現額に対する支出済額の割合である執行率は

89.5％、予算現額に対する翌年度繰越額の割合であ

る繰越率は4.8％となっております。

翌年度繰越額２億3384万200円については （項）、

（ ） 、（ ） （ ）総務管理費 目 諸費3984万2000円 項 防災費 目

防災総務費１億9399万8200円となっております。

次に、不用額２億7357万2486円について、その主

なものを御説明申し上げます。

（款）総務費（項）総務管理費（目）一般管理費

の不用額2067万172円は、主に人件費及び物件費の執

行残等によるものであります。

（目）広報費の不用額559万7350円は、物件費の執

行残等によるものであります。

（目）諸費の不用額6879万6727円は、主に地域安

全政策事業の執行残等によるものであります。

（款）総務費（項）防災費（目）防災総務費の不

用額１億6400万8873円は、主に不発弾等処理事業費

の執行残等によるものであります。

（目）消防指導費の不用額1449万9364円は、主に

物件費の執行残等によるものであります。

以上が、知事公室所管一般会計の平成27年度歳入

歳出決算の概要でございます。

御審査のほど、よろしくお願いします。

知事公室長の説明は終わりまし〇渡久地修委員長

た。

次に、総務部長から総務部関係決算の概要の説明

を求めます。

金城武総務部長。

それでは、平成27年度の総務部〇金城武総務部長

所管の一般会計と所有者不明土地管理特別会計及び

公債管理特別会計の２つの特別会計の歳入歳出決算

について、お手元にお配りいたしました平成27年度

歳入歳出決算説明資料に基づきまして、御説明申し

上げます。

、 、 、なお 説明の都合上 ページを前後いたしますが

あらかじめ御了承をお願いします。

１ページをごらんください。

それでは、総務部所管の歳入総額について御説明

申し上げます。

予算現額（Ａの欄）5445億6238万5771円、調定額

（ ） 、 （ ）Ｂの欄 5400億7210万7377円 収入済額 Ｃの欄

、 、5378億8398万927円 うち過誤納金１億1493万4594円

不納欠損額（Ｄの欄）１億9196万9196円、収入未済

額（Ｅの欄）21億1109万1848円となっております。

調定額に対する収入済額の割合である収入比率は

99.6％となっております。

なお、説明資料の右端の欄に沖縄県歳入歳出決算

。書のページを記載しておりますので御参照ください

２ページをごらんください。

続いて、総務部所管の歳出総額について、御説明

申し上げます。

予算現額（Ａの欄）2244億7650万5000円に対し、

支出済額（Ｂの欄）2226億4370万4364円、翌年度繰

越額 Ｃの欄 ５億1800万円 不用額13億1480万636円（ ） 、

となっております。

予算現額に対する支出済額の割合である執行率は

99.2％となっております。

次に、会計ごとの歳入歳出決算について御説明申

し上げます。

３ページをごらんください。

一般会計の歳入決算の概要について御説明申し上

げます。

総務部所管として 予算現額 Ａの欄 4641億1681万、 （ ）

4771円、調定額（Ｂの欄）4597億1358万8753円、収

入済額（Ｃの欄）4575億3924万91円、うち過誤納金

１億1493万4594円 不納欠損額 Ｄの欄 １億9196万、 （ ）

9196円、収入未済額（Ｅの欄）20億9731万4060円、

収入比率は、99.5％となっております。

収入済額4575億3924万91円の主なものは、２行下

の（款）県税1155億6324万8601円、５ページの下か

ら４行目の（款）地方交付税2103億8279万3000円で

あります。

戻りまして３ページをごらんください。

収入済額のうちの過誤納金１億1493万4594円の主

なものは、２行下の（款）県税１億1449万6107円で

あります。

過誤納金の主な理由としては、県税に係る減額更

正等による過誤納で、出納整理期間中に還付処理が

できない分であります。
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なお、平成28年度で還付処理いたしました。

不納欠損額１億9196万9196円の主なものは、２行

下の（款）県税１億7854万5201円であります。

、（ ） 、（ ） 、（ ）その主なものは 項 県民税 項 事業税 項

不動産取得税 （項）自動車税となっております。、

不納欠損の理由としては、滞納者の所在不明、滞

納処分できる財産がないこと等により、地方税法に

基づき不納欠損の処理をしたものです。

収入未済額20億9731万4060円について御説明申し

上げます。

２行下の 款 県税の収入未済額19億5577万7006円（ ）

の主なものは （項）県民税 （項）事業税 （項）不、 、 、

動産取得税 （項）自動車税となっております。、

その主な要因としては、失業、病気等による経済

的理由によるもの、法人の経営不振による資金難、

倒産による滞納などによるものであります。

７ページをごらんください。

１行目の（款）財産収入の収入未済額5605万301円

は （項）財産運用収入の（目）財産貸付収入で、そ、

の主な要因は、借地人の病気や経営不振、生活苦等

の経済的理由によるもの等であります。

８ページをごらんください。

１行目の（款）諸収入の収入未済額8548万6753円

、（ ） 、 （ ）の主なものは 項 延滞金 加算金及び過料の 目

加算金、及び（項）雑入の（目）違約金及び延納利

息に係るもので、その主な要因は、法人の経営不振

による資金難、倒産による滞納などによるものであ

ります。

10ページをごらんください。

一般会計の歳出決算の概要について御説明申し上

げます。

総務部所管として、予算現額（Ａの欄）1440億3093万

4000円に対し、支出済額（Ｂの欄）1424億3667万809円、

翌年度繰越額（Ｃの欄）５億1800万円、不用額10億

7626万3191円、執行率は98.9％となっております。

翌年度繰越額は 款 総務費で５億1800万円となっ、（ ）

ております。

翌年度繰越額の主な理由は、庁舎維持管理に係る

中央監視設備等の更新で、既存設備との整合性の確

認及び機器製作に４カ月を要するなど設計調整のお

くれが生じたこと等により 年度内完了が困難になっ、

たためであります。

不用額10億7626万3191円について、その主なもの

を御説明申し上げます。

（ ） 、２行下の 款 総務費の不用額６億808万7716円は

主に（目）人事管理費の定年前早期退職者数の減に

よる退職手当の執行残や（目）諸費の私立学校等教

育振興費の国庫補助金の交付額が見込みを下回った

こと等によるものであります。

11ページをごらんください。

（ ） 、１行目の 款 公債費の不用額１億356万9690円は

主に借入利率が当初見込んでいた利率を下回ったこ

とによる利子の不用であります。

７行目の 款 諸支出金の不用額２億1294万9785円（ ）

は、主に（項）自動車取得税交付金や（項）株式等

譲渡所得割交付金の不用であります。

13ページをごらんください。

１行目の（款）予備費の不用額１億5165万6000円

は、年度内の緊急支出に充用したものの残額でござ

います。

以上が、平成27年度一般会計における総務部の決

算概要でございます。

引き続き、特別会計の決算概要について御説明申

し上げます。

14ページをごらんください。

所有者不明土地管理特別会計について御説明申し

上げます。

当会計は、所有者不明の土地を県が管理するため

の特別会計であります。

まず、歳入決算の概要について御説明申し上げま

す。

予算現額 Ａの欄 ３億4297万4000円 調定額 Ｂ（ ） 、 （

の欄）３億1911万5880円、収入済額（Ｃの欄）３億

533万8092円、収入未済額（Ｅの欄）1377万7788円と

なっております。

、 、 （ ）収入未済額1377万7788円は 主に ４行下の 目

財産貸付収入969万7510円で、借地人等の経済的理由

等による滞納額であります。

15ページをごらんください。

次に、歳出決算の概要について御説明申し上げま

す。

予算現額（Ａの欄）３億4297万4000円に対し、支

出済額 Ｂの欄 １億6763万811円 不用額１億7534万（ ） 、

3189円となっております。

不用額の主なものは、予備費であります。

16ページをごらんください。

公債管理特別会計について御説明申し上げます。

当会計は、公債費を一般会計と区別して管理する

ための特別会計であります。

まず、歳入決算の概要について御説明申し上げま

す。

予算現額 Ａの欄 801億259万7000円 調定額 Ｂ（ ） 、 （

の欄 及び収入済額 Ｃの欄 は同額で 800億3940万） （ ） 、

2744円となっております。
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17ページをごらんください。

次に、歳出決算の概要について御説明申し上げま

す。

予算現額（Ａの欄）801億259万7000円に対し、支

出済額（Ｂの欄）800億3940万2744円、不用額6319万

4256円となっております。

不用額の主なものは（目）利子で、借入利率が当

初見込んでいた利率を下回ったことによって生じた

利子の減による不用であります。

以上が、総務部所管一般会計及び特別会計の平成

27年度歳入歳出決算の概要であります。

御審査のほど、よろしくお願いいたします。

。〇渡久地修委員長 総務部長の説明は終わりました

次に、警察本部長から公安委員会関係決算の概要

の説明を求めます。

池田克史警察本部長。

公安委員会所管の決算の概〇池田克史警察本部長

要については お手元にお配りしております平成27年、

歳入歳出決算説明資料に基づき御説明いたします。

まず、決算概要の説明に先立ちまして、申しわけ

ないですが、主要施策の成果に関する報告書の訂正

について御説明いたします。

主要施策の成果に関する報告書の336ページの暴力

団総合対策ですが、その一番下、下から２番目の行

のところ、暴力団の関係で、行政命令により遮断し

た資金、事業の効果で、同命令により約230万円の暴

力団資金を遮断とありますが、正しくは約330万円で

ございます。100万円の違いがございます。

申しわけございませんが、訂正をお願いします。

では、概要に戻りたいと思います。

説明資料の１ページをお開きください。

歳入決算について御説明いたします。

公安委員会所管の歳入決算の総額は 予算現額13億、

922万4000円に対しまして、調定額は13億4307万

4523円、収入済額が13億2782万7523円、不納欠損額

は318万1000円、収入未済額は1206万6000円、調定額

に対する収入率は98.9％となっております。

収入未済額、不納欠損額はともに（款）諸収入に

おける（目）過料であります （目）過料は放置駐車。

違反車両の使用者に対する放置違反金であります。

不納欠損の理由といたしまして、滞納者の所在不

明、滞納処分できる財産がないなどの理由により、

地方税法に基づき不納欠損の処理をしたものであり

ます。

以下、各（款）ごとに順次御説明いたします。

まず （款）使用料及び手数料ですが、収入済額は、

1766万965円であります。

（ ） 、 、２行下に 目 警察使用料とありますが これは

警察本部庁舎等の行政財産の使用許可に伴う土地使

用料と建物使用料であります。

予算現額255万6000円に対しまして調定額、収入済

額ともに259万2665円となっております。

次に２行下の（目）警察手数料でありますが、こ

れは、那覇市内と沖縄市内に設置しておりますパー

キングメーター及びパーキングチケット発給設備の

作動手数料であります。

予算現額1826万8000円に対しまして調定額、収入

済額ともに1506万8300円となっております。

続いて中ほどの行の（款）国庫支出金の収入済額

は、９億4320万7106円であります。

２行下の（目）警察費国庫補助金でありますが、

これは、警察活動及び警察施設、交通安全施設の整

備に対する国庫補助金並びに交付金であります。

予算現額９億6138万円に対しまして、調定額、収

入済額ともに９億4320万7106円となっております。

続いて ２行下の 款 財産収入の収入済額は6943万、 （ ）

1326円であります。

２行下の（目）財産貸付収入は、警察官待機宿舎

貸付料及び自動販売機設置に伴う土地、建物貸付料

であります。

予算現額5865万7000円に対しまして、調定額、収

入済額ともに6277万3982円となっております。

続きまして （目）物品売払収入でありますが、こ、

れは廃棄車両などの物品の不用決定に伴う売り払い

、 、 、収入で 予算現額８万5000円に対しまして 調定額

収入済額ともに７万2584円となっております。

説明資料の２ページをお開きください。

款 諸収入でありますが 収入済額は ２億9752万（ ） 、 、

8126円であります。

２行下の（目）延滞金でありますが、これは放置

違反金の滞納に対する延滞金でありまして、予算現

額62万6000円に対しまして、調定額、収入済額とも

に14万9830円となっております。

（ ） 、 、さらに１行下の 目 過料でありますが これは

さきに説明いたしました放置駐車違反の車両使用者

が納付する放置違反金であります。

予算現額１億784万5000円に対しまして、調定額は

１億4145万6000円、収入済額は１億2620万9000円、

不納欠損額は318万1000円、収入未済額が1206万

6000円であります。

続いて２行下になります （目）弁償金であります、

が、これは被留置者に要する経費で、法務省及び厚

生労働省が負担をする弁償金と、交通切符などの作

成費用に関する協定に基づく那覇地方裁判所及び那
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覇地方検察庁の負担費用の弁償金であります。

予算現額5467万6000円に対しまして、調定額、収

入済額ともに6058万3190円となっております。

その１行下の（目）違約金及び延納利息でありま

すが、これは、物品購入契約等について、契約の履

行遅滞に伴い違約金を徴収したものであります。

調定額、収入済額ともに４万2055円となっており

ます。

続いて 目 雑入ですが これは県帰属物件となっ、（ ） 、

た拾得物の売り払い代、駐車違反車両移動費等であ

ります。

予算現額１億513万1000円に対しまして、調定額、

。収入済額ともに１億1054万4051円となっております

以上が、平成27年度一般会計公安委員会所管の歳

入決算の状況であります。

次に、歳出決算について御説明いたします。

説明資料の３ページをお開きください。

（款）警察費の歳出決算は、予算現額328億376万

、 、9000円に対しまして 支出済額は324億5034万1934円

翌年度繰越額は9689万5000円、不用額は２億5653万

2066円、執行率は98.9％となっております。

以下、各（項）ごとに説明いたします。

最初に（項）警察管理費ですが、予算現額が297億

8247万6000円、支出済額は295億8111万1713円、不用

額は１億7726万9287円となっており 執行率は99.3％、

となっております。

（項）警察管理費における翌年度繰越額について

御説明いたします。

中ほどの行の（目）警察施設費の翌年度繰越額に

ついて御説明いたします。

翌年度繰越額2409万5000円については、那覇警察

署石嶺交番建設工事に係るもので、工事計画調整等

に当初見込みより時間を要したことなどにより、翌

年度に繰り越したものであります。

次に （項）警察管理費における主な不用額につい、

て御説明いたします。

初めに 目 警察本部費の不用額１億3924万3740円、（ ）

は、主に（節）職員手当等でありまして、退職手当

等の実績が当初見込みを下回ったことによるもので

あります。

（ ） 、 （ ）目 装備費の不用額2170万6496円は 主に 節

需用費でありまして、警察用車両の燃料費等に要す

る経費が当初見込みを下回ったことによるものであ

ります。

（ ） 、 （ ）目 警察施設費の不用額997万7547円は 主に 節

委託料でありまして、警察庁舎等工事設計委託業務

の入札残等によるものであります。

（ ） 、 （ ）目 運転免許費の不用額578万2157円は 主に 節

需用費でありまして、講習用教本の入札残等による

ものであります。

続いて （項）警察活動費について御説明いたしま、

す。

予算現額が30億2129万3000円に対しまして、支出

済額は、28億6923万221円、不用額は、7926万2779円

となっており、執行率は95.0％であります。

（項）警察活動費における翌年度繰越額について

御説明いたします。

最後の行の（目）交通指導取締費の翌年度繰越額

7280万円については、信号機等の交通安全施設整備

費でありまして、国の２月補正予算関連事業により

平成28年２月補正予算で措置されたもので、年度内

執行ができないため繰り越しております。

次に （項）警察活動費の不用額について御説明い、

たします。

（目）一般警察活動費の不用額594万568円は、主

に（節）役務費でありまして、加入電話回線使用料

等が当初見込みを下回ったことによるものでありま

す。

（ ） 、続いて 目 刑事警察費の不用額2765万5465円は

主に（節）旅費でありまして、格安航空券等の利用

による節減効果等によるものであります。

（目）交通指導取締費の不用額4566万6746円は、

主に（節）工事請負費でありまして、交通安全施設

整備工事の入札残等によるものであります。

以上が、平成27年度一般会計歳出決算状況であり

ます。

なお、特別会計の歳入歳出についてはございませ

ん。

以上で、公安委員会所管の平成27年度一般会計歳

入歳出決算の概要説明を終わります。

よろしく御審査のほど、お願い申し上げます。

警察本部長の説明は終わりまし〇渡久地修委員長

た。

これより質疑を行いますが、本日の質疑につきま

しては、決算議案の審査等に関する基本的事項（常

任委員会に対する調査依頼について （平成28年10月）

12日議会運営委員会決定）に従って行うことにいた

します。

要調査事項を提起しようとする委員は、提起の際

にその旨を発言するものとし、明 10月18日、当委

員会の質疑終了後に改めて、要調査事項とする理由

の説明を求めることといたします。

その後、決算特別委員会における調査の必要性に

ついての意見交換や要調査事項及び特記事項の整理
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を行った上で、決算特別委員会に報告することとい

たします。

当該意見交換において、要調査事項として報告す

ることに反対の意見が述べられた場合には、その意

見もあわせて決算特別委員会に報告いたします。

要調査事項は、決算特別委員会でさらに調査が必

要とされる事項を想定しております。

また、特記事項は、議案に対する附帯決議のよう

な事項や要調査事項としては報告しないと決定した

事項を想定しており、これについても質疑終了後、

意見交換等を予定しておりますので、御留意願いま

す。

なお、委員長の質疑の持ち時間については、決算

、 。特別委員会に準じて 譲渡しないことにいたします

質疑及び答弁に当たっては、その都度委員長の許

可を得てから、重複することがないように簡潔にお

願いいたします。

また、質疑に際しては、あらかじめ引用する決算

資料の名称、ページ及び事業名等を告げた上で、質

疑を行うよう御協力をお願いいたします。

決算特別委員長から調査を依頼された事項は、沖

縄県議会委員会条例第２条に定める所管事務に関す

る決算事項でありますので、十分御留意願います。

なお、答弁に当たっては、総括的、政策的な質疑

に対しては部局長が行い、それ以外はできるだけ担

当課長等の補助答弁者が行うこととしたいと存じま

すので、委員及び執行部の皆さんの御協力をお願い

いたします。

さらに、課長等補助答弁者が答弁を行う際は、あ

らかじめ職、氏名を告げてください。

それでは、これより直ちに各決算に対する質疑を

行います。

花城大輔委員。

よろしくお願いいたします。〇花城大輔委員

まずは、主要施策の成果に関する報告書の２ペー

ジから、質疑させていただきます。

事業の実績の２番の普天間飛行場代替施設建設事

業に係る公有水面埋立承認手続に関する第三者委員

会の設立に当たって、改めて、この第三者委員会の

設立の内容をお聞かせいただきいたいと思います。

第三者委員会は普天間飛行場代〇金城武総務部長

替施設建設事業に係る公有水面埋立承認に関し、法

律的な瑕疵の有無についての検証を目的として設置

したものであります。

今、公有水面埋立法に関する埋立〇花城大輔委員

承認の瑕疵にかかわるというような答弁がありまし

たけれども、先日閉会した定例会の中で、うちの末

松議員の質問、なぜ辺野古では第三者委員会を活用

して那覇空港では使わなかったかという質問に対し

、 。て 知事公室長は辺野古は新しくつくる滑走路だと

那覇空港はもともと滑走路があって、そこにもう一

つつくるのだという答弁でしたけれども、今の第三

者委員会の設立の内容とは大幅に違っているのでは

ないでしょうか。

委員から直接その部分だ〇謝花喜一郎知事公室長

けを御指摘されますと、違うのではないかというこ

とですが、基本的には前提がございます。

まず、公有水面埋立承認手続に関して委員会を設

置したのは そのとおりでございます 前知事が行っ、 。

た埋立承認につきましては、環境生活部から、生活

環境、そして自然環境の保全についての懸念が払拭

されないという指摘がございました。そのような指

摘がなされたのですが、そのまま埋立承認がされた

ということで、この点につきまして県議会において

も、さまざまな質疑があったものと承知してござい

ます。県民からも疑問の声があったという中で、県

は第三者委員会を設置しまして、埋立承認の法律的

瑕疵の有無を検証していただいたということでござ

います。

一方で、那覇空港はどうかというと、意見はやは

、 、りあり 改善の余地はあるということですけれども

面積的にも那覇空港が990万立米、一方で辺野古が

2062万立米という形で規模も大分違うと。そういっ

た意味合いで、また既存の滑走路ということなども

含めて、末松議員に対しての答弁になったというこ

とでございます。

やはり公有水面埋立法の中の自然〇花城大輔委員

環境の保全という意味では、那覇空港も一緒と思う

わけです。加えて、離島も含めた滑走路は全てそう

ではないかというところにも疑義が残るわけです。

今のところは、非常に政治的な判断が残るところだ

と思いますので、私は要調査事項として知事の出席

を求めたいと思います。理由は明日でいいですね。

、 、 、あと 第三者委員会を設置したことよって 実質

承認取り消しに踏み切って、幾つかの裁判を起こし

たわけであります。この裁判にかかった平成27年度

の総費用は幾らになっているでしょうか。

平成27年度に支出しまし〇謝花喜一郎知事公室長

た、３つの裁判等もございましたので、トータルで

すが 訴訟にかかる費用の総額は5994万9797円となっ、

てございます。

この5994万円の費用をかけて、裁〇花城大輔委員

判を行って、途中の判決でありますけれども１つの

結果が出たと。さらに延長して、これからも裁判が
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ずっと続くのではないかという声もあるわけです。

これをそのままずっとずっと続けていくと、税金が

。 、どんどん使われるわけです 今後の見通しというか

、第三者委員会が判断した責任は問われるのかどうか

答弁をいただきたいです。

今、福岡高等裁判所那覇〇謝花喜一郎知事公室長

支部判決を県は不服として上告しています。県の主

張、正当性をしっかり高裁で説明させていただきま

す。今、責任というお話がございましたが、高裁判

決で、県の主張、立証を丁寧に最高裁判所に説明い

たしたいと考えてございますので、今の時点で、責

任云々ということは県として検討しておりません。

まだ最後ではないので、そういう〇花城大輔委員

答弁もいいと思いますが、やはり第三者委員会の公

平性、中立性は今後問われていくと思います。それ

は今後また求めていくところでありますから、それ

も覚えていただきたいと思います。

また、先ほど5994万円の費用ということでありま

したが、これは弁護士費用も入っていますか。

入っております。〇謝花喜一郎知事公室長

続いて、ワシントン事務所の件で〇花城大輔委員

す。

これは一般質問の中でもやらせていただきました

が、やはり一般質問を終えて、今現在、なかなか納

得というところにはいかないところです。ワシント

ンコア社に6849万円を投げて、その成果をもってワ

シントン事務所全体の成果であるという言い方は、

この費用の使われ方として、また現地に駐在員を置

く必要があるのかどうかの根本的なところもあわせ

、 、て ワシントン事務所が必要なのかどうかも含めて

これからも精査が求められるというところでありま

すけれども、これについて答弁ありますか。

今、ワシントンコア社の〇謝花喜一郎知事公室長

ものをそのまま成果としているというような発言も

ございましたが、役割分担を若干御説明させていた

だきたいと思います。

まず、ワシントンコア社の主な業務は２つありま

。 、 、 、す １つは ワシントン事務所の家賃 電気代など

事務所の運営に係る運営事務を包括的にしていただ

いております。もう一つ、一番大きなものは、ワシ

ントンコア社は、現地のワシントンＤＣの米国政策

等に関するノウハウ、それからネットワークをお持

ちでございます。そういったものを活用して、彼ら

が情報収集を行い、その情報を県に提供していただ

きまして、ワシントン駐在員の活動の後方支援を行

うと。それから、いろいろアドバイスを受けて行う

ということで、そういったものを踏まえて、ワシン

トン駐在員が県としての施策等との整合性を図りな

がら、米国政策の働きかけを行って、県の情報を正

確に現地に伝えると。そのように役割分担している

ので、ワシントン事務所が全てをいろいろ行ってい

るのではなくて、役割分担に基づいて行っておりま

すので、御理解いただければと思います。

これも今後、我々が納得できるよ〇花城大輔委員

うなところまで説明を求めていくところであります

けれども、この第三者委員会もそうですけれども、

ワシントン事務所も含めて、知事の政治姿勢がもと

になっていると思うのです。その中で、今月の10月

３日に出された上告理由書を読んでいくと、やはり

知事はヘリではなくて、オスプレイに反対というこ

とや、いろいろな意見がここにありますが、国を批

判するコメントも多いですね。しかしながら、歓迎

するという内容があったり、また、東村高江の新ヘ

リパッドについては反対の表明もしないということ

で、私は改めて知事がしっかりと政治姿勢を説明す

る場所が必要と思いますので、これについても要調

査事項として、出席を求めたいと思います。

休憩いたします。〇渡久地修委員長

（休憩中に、渡久地委員長から要調査事項の

確認があり、花城委員からワシントン事務

所設置に係る知事の政治姿勢について提起

したいとの説明があった ）。

再開いたします。〇渡久地修委員長

花城大輔委員。

続いて、１ページ戻って、これは〇花城大輔委員

最初にお伝えしていないので、できる範囲で答えて

いただければと思いますけれども、非常に分厚い資

。 、 、料の県の防災大綱がありますね これは地震 台風

火事 そのほかもろもろ全ての災害を想定してつくっ、

ているものであると聞いてますし、また、それに対

。する対応も細かく網羅されていると聞いております

その中でこの救援物資等の問題を含めて、今、武力

攻撃事態等における国民の保護のための措置に関す

る法律―国民保護法というものがあります。全国で

これに基づいて、たくさんの計画をつくって、住民

が移動するわけですが、何かあったときの住民の移

動の方法にあわせて、しっかりと物資についても確

保できているのか、またそのような考え方が県の中

にあるのかどうかを確認させてもらいたいと思いま

す。

休憩いたします。〇渡久地修委員長

（休憩中に、知事公室長から防災計画と国民

保護計画における備蓄について整理して、

後ほど答弁したい旨申し出があり、了承さ
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れた ）。

再開いたします。〇渡久地修委員長

花城大輔委員。

災害が起こったときの避難場所、〇花城大輔委員

避難経路等があると思いますが、先ほども言ったよ

うに、そのときの物資の確保もされていると思いま

す。ただ、国民保護法のような大規模な県民の移動

があった場合に、その動きに合わせて、３日分の飲

食とかが確保できる準備ができているのかというこ

とを質疑したわけですが、これはまた後ほど聞かせ

ていただければと思います。

加えて、４ページの不発弾等対策事業の件です。

これは、実際の自衛隊の不発弾処理隊がやってい

る仕事と思っていて、県からの予算がついていると

わかっていない人も多いと思います。これを簡単に

説明できたらお願いします。

実際の処理自体は、自衛〇謝花喜一郎知事公室長

隊の方にやっていただいていますが、不発弾等処理

事業は、県内で発見された不発弾の早期発見といい

ますか、早期処理につなげるということでやってい

ます。６つの事業があります。

１つは、不発弾等処理の工事で、面積100平米以内

の埋没情報箇所において、不発弾の探査・発掘を行

う事業となっています。昭和50年度から開始してい

ます。

２つ目は、広域探査発掘加速化事業で、面積100平

米を超える埋没情報箇所において、探査・発掘を行

う事業でございます。平成元年度から開始してござ

います。

３つ目は、不発弾等保安管理等事業で、不発弾等

を一時保管するための県不発弾保管庫の警備等維持

管理を行う事業です。

４つ目は、市町村磁気探査支援事業。市町村の単

独公共工事に係る不発弾等探査費を補助する事業と

なっています。平成14年度に事業を開始してござい

ます。

５つ目は、市町村特定処理支援事業。不発弾等の

現場における安全化処理等に要する経費を補助する

事業で、平成21年度から事業を行っています。

最後の６つ目は、住宅等開発磁気探査支援事業。

民間における住宅等の開発箇所における不発弾等探

査費を補助する事業で、平成25年から県事業に変更

して、実施しています。

わかればでいいですが、１回当た〇花城大輔委員

りの不発弾処理 何トン爆弾とかいうことでも変わっ、

てくると思いますけれども、１回当たり幾らくらい

かかりますか。

不発弾の処理につき〇知念弘光防災危機管理課長

ましては、特定処理支援事業ということで、市町村

に補助を行っておりまして、平成27年度が13市町村

で不発弾の処理が実施されておりまして 30件になっ、

ています。平成27年度の１件当たり平均約100万円で

処理がされております。

、 。〇花城大輔委員 続いて 総務部長にお願いします

沖縄県歳入歳出決算審査意見書の５ページの事業

執行についてというところから、質疑させていただ

きます。

この意見書の中でも、一般会計並びに特別会計の

執行率が昨年度より上がっていて、評価する旨のコ

メントが載せられています。

これは前回の一般質問の中でも、私も含めて何名

かの議員が総務部長に質問させていただいておりま

すが、執行率が上がっていますが、不用額が出てい

ることに対して、次年度の予算が下がっていること

との関連については、総務部長は非常に抵抗をして

いたように覚えていますが、改めてその部分につい

て答弁をお願いしていいですか。

沖縄振興一括交付金の執行率に〇金城武総務部長

ついては、県としても、課題として受けとめて、改

善に取り組んできたところでございます。そういう

中で 執行率が年々改善してきている中で 平成29年、 、

度概算要求額が減額されたことについては、県とし

て残念に思うところでございます。その減額の理由

が、繰越率の高さ、そして不用が生じていることと

されておりますが、その内容について県としては納

得できない点もあるということで、内閣府にもその

旨、意見を申し上げてきたところでございます。

今も納得できないという答弁があ〇花城大輔委員

りましたけれども、疑義があるとか、いろいろあり

ました 私は一般質問が終わってから 後々そのシー。 、

ンを思い浮かべるときに、ひょっとしたら、総務部

長は職員が頑張っている姿を目の当たりにして、そ

の部分で抵抗していたのかなと思ったわけですが、

けさの新聞を見ると、政治的な判断がそこに加わっ

たから、総務部が頑張って執行率を上げたにもかか

わらず、減額されたのではないかという記事があり

ました。

実際、総務部長、そこのところはどう思っていま

すか。

我々としては、今の疑義を含め〇金城武総務部長

て、納得できない部分を具体的に申し上げます。

まず、繰り越しを理由としての１点目です。

繰り越しというのは、もともと２カ年にわたる事

業を円滑に進める目的の制度でございます。要する
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に繰越予算は翌年度にまた執行されて、これも当然

沖縄振興に役立てられておりまして、そういう中で

繰り越しを理由とする減額というのはどうなのかと

いうことが、まず１点目です。

それからまた不用額です。

不用というのはどうしても入札に伴う執行残、あ

るいは経費の節減努力により、一定程度発生する性

質のものでありまして、これについては他県との比

較等もない状況の中で、不用額を全額削減している

ところも疑問があるということでございます。

そういうことを内閣府と意見交換で申し上げてき

たところでございます。

もし、本当に執行率を上げていく〇花城大輔委員

過程の中での努力があって、今回の数字にあらわれ

たのであれば、私は知事はしっかりそれを守るため

にも、予算の満額獲得に対して、やっていくことが

最低限のリーダーの仕事だと考えます。しかも、今

の答弁も含めて、新聞報道を鑑みると政治的背景が

そこにあるかどうかということを、私は知事に答弁

してもらいたいと思います。そこら辺の部分につい

ても要調査事項として 知事に出席を求めたいと思っ、

ています。これについて何かコメントありますか。

要するに沖縄振興、原点を考え〇金城武総務部長

れば、もともと沖縄振興特別措置法があり、それに

、 、基づいて 沖縄振興が進められているわけですので

我々としては、そこをしっかり説明し、理解を得な

がら、沖縄振興に取り組んでまいりたいと考えてお

ります。

休憩いたします。〇渡久地修委員長

（休憩中に、委員長から保留していた花城委

員の質疑に対する答弁を行うよう指示が

あった ）。

再開いたします。〇渡久地修委員長

知念弘光防災危機管理課長。

災害時の備蓄につき〇知念弘光防災危機管理課長

ましては、地域防災計画というのがございまして、

それに基づいて行っています。基本的に市町村で地

域防災計画に基づき備蓄を行っていますが、県も市

町村も補完する形で東日本大震災以降備蓄を行って

おりまして、人口の約５％が被災したという前提で

行っております。備蓄につきましては、乾パン、飲

料水の２種類を行っておりまして、乾パンにつきま

しては、平成26年４月１日に現在で８万9600食、飲

料水は平成26年４月１日現在は４万リットルを保管

している状況でございます。基本的に、２分の１を

備蓄といたまして、そのほかにはスーパーやコンビ

ニエンスストアと協定を締結しておりまして、災害

時にはそのスーパーとか、コンビニから在庫商品を

提供しておりまして、そういった物を拠出していた

だくことで協定を結んでおります。

国民保護につきましては、国民保護法第34条の規

定に基づきまして、県の国民保護計画というのを作

成しておりますが、それにつきましては、防災の備

蓄に準じて、そういう形で準備をしていくというこ

とになると思います。

又吉清義委員。〇渡久地修委員長

先ほど花城大輔委員からありまし〇又吉清義委員

たが、もう少し中身を説明していただきたいと思い

ます。

裁判費用についてですが、今まで３回、5900万円

かかったということで、これについて、弁護費用、

そして裁判費用、１回目、２回目、３回目について

もどうだったのか、もう少し詳しく内訳を説明して

いただけませんか。

まず内訳ですが、弁護士〇謝花喜一郎知事公室長

費用が5338万6419円。いろいろな陳述書・意見書の

作成料が280万8000円です。それから、専門分野、行

政法の先生とか、環境分野の専門家との面談にかか

る旅費が370万3170円です。裁判費用ということで御

理解いただけると思いますが、訴状等に貼付する印

紙代が２万8000円、証拠書類等の送付費用が２万

。 。4208円です 合計5994万9797円となってございます

３つの訴訟ごとの内訳を申し上げます。代執行訴

訟の弁護士委託料ですが、1439万4240円です。抗告

訴訟の弁護士委託料が916万2720円です。関与取り消

し訴訟が532万2240円となっております。弁護士委託

料の合計は2887万9200円となっております。また、

陳述書・意見書作成料の代執行訴訟が248万4000円で

す。抗告訴訟が32万4000円です。関与取り消し訴訟

はゼロ円です。合計280万8000円となっております。

旅費等は３つが混在していまして、299万6020円と

なってございます。

メモをしていましたが、間に合わ〇又吉清義委員

なかったので、資料としていただきたいのですが、

よろしいでしょうか。

はい。〇謝花喜一郎知事公室長

そこでもう一つお伺いしますが、〇又吉清義委員

今、裁判費用について、皆さんの平成27年度予算の

中身を見ていますが、何（款 、何（項）を見ればよ）

いのかさっぱりわからないものですから、これはど

こをどう見ればわかるのか。平成27年度の知事公室

だけの予算書がありますよね。これを見ているので

すが、裁判費用の項目が一切出てこないのです。弁

護費用も出てこないのです。項目はそういった費用
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で出ていないと思いますが、まず何という項目で計

上されているか、何（款 、何（項）になるのか、そ）

こだけを少し説明していただけますか。

辺野古〇金城典和辺野古新基地建設問題対策課長

関係の裁判費用については、平成28年度に裁判が起

、 、こるかどうか それ自体はわからないということで

平成28年度予算には裁判関係の費用については計上

しておりません。

今は平成27年度決算なので、平成〇又吉清義委員

27年度でお願いします。

平成〇金城典和辺野古新基地建設問題対策課長

27年度の裁判費用についてお答えします。平成27年

度については、私たち辺野古新基地建設問題対策課

については、平成27年６月に設置しております。そ

こで、当初予算には、裁判費用については計上はし

ておりませんでした。そこで、沖縄県全体の裁判費

用につきましては、一部、総務私学課でまとめて計

上しているお金があります。そのお金を私たちに分

任する形で一応予算をつくっている状況です。

。 、〇又吉清義委員 少し理解しづらいです 要するに

当初の皆さんが出した知事公室の新年度予算には一

切入っていないと。ということは、後で補正を組ん

だのか、他から流用しているのかどうか。その辺が

わかりづらいのですが。

訴訟費用に関して、具体〇宮城嗣吉総務私学課長

的な事件において、あらかじめ被告となることを想

定することが困難ということで、訴訟を総括する総

務部において、一定の枠ということで、法制費の中

に一定の枠を確保していました。平成27年度におい

ては、その額が約2000万円弱ほどあるのですが、そ

のうちの1439万4000円ですね、その分を総務部から

知事公室に分任という形で措置したところです。

もう少し丁寧にできませんか。裁〇又吉清義委員

判費用だけで１回、２回、３回で5900万円以上もか

かったのだから、総務部から1900万円取っても足り

ないですよ。

どこから何項目が出たかを知りた

いというだけですよ。決算しようとして見てもわか

らないのです。

訴訟に〇金城典和辺野古新基地建設問題対策課長

、 。 、ついては ３件ございました その中で代執行訴訟

それの裁判費用については、1400万円近く執行して

おりますけれでも、それについては総務私学課から

分任ということで予算をいただいてます。

あと２点についてですが、抗告訴訟については、

決算額916万2000円ほどございます。これにつきまし

、 。ては 昨年度の11月補正予算で手当てをしています

それ以外に関与取り消し訴訟がありましたけれど

、 。 、も 約530万円近くございます これにつきましては

既決予算内、その中の委託料を集めて執行したと、

そのような状況になります。

今、聞いても、皆さんはこれは十〇又吉清義委員

分に答えませんので、実際5900万円のいろいろ費用

が出ております。弁護士費用、資料代そして旅費、

訴状代、代執行代、抗告訴訟代、関与取り消し訴訟

代とか出ております。これが6000万円近く出ており

ます。これについて、どの部から何（款 、何（項））

から出たのか、資料として作成してぜひ出してくだ

さい。聞いていますが、さっぱりわからないもので

すから、それをお願いしたいのですが、よろしいで

しょうか。

承りました。後ほど提出〇謝花喜一郎知事公室長

します。

先ほど花城委員からもありました〇又吉清義委員

が、今回、10月３日に上告をしているとのことです

が、非常に気になるのは、せっかく和解条項９項が

あります。この和解条項９項について、本当に皆さ

んがどのような姿勢なのか。これを守るのか守らな

いのか。和解条項は和解条項で、あらゆる手段を駆

使して阻止していくと。その意味が何を意味するの

かさっぱりわからないので、和解条項の解釈の仕方

と知事があらゆる手段を駆使して阻止するとの違い

は何があるのか、もう少し詳しく説明していただけ

ませんか。

和解条項はまず有効に成〇謝花喜一郎知事公室長

立していると思っております。

和解条項の書き方ですが、まず、９項は原告及び

利害関係人と被告は是正の指示の取り消し訴訟判決

確定後は、直ちに同判決に従いというようにいろい

ろ書いているわけですけれども、是正の指示の取り

、 。消し訴訟判決というのは なくなっているわけです

県が是正の指示の取り消し訴訟を行ったので、県は

協議したいと言ったわけですが 国 県が行わなかっ、 、

たのですから、国が県の不作為による違法確認訴訟

を出したわけでございます。ですから、この９項の

事案ではなくなっているということが、１点ござい

ます。

もう一つ、ただ、そうは言いながらも、双方確定

判決に従うということがございますが、確定判決に

従った場合に、県が余り敗訴を前提としたのは好ま

しくないですが、もし負けた場合は、県は承認取り

消しの取り消し―これが違法だと確認されるわけで

、 。 、すから 承認取り消しを取り消します これがまず

県が確定判決に従うという趣旨でございます。その
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後にさまざまな、また公有水面埋立法とか、岩礁破

砕とか、いろいろな関係の手続が出てまいりますけ

れども、それにつきましては行政の手続に、関係法

令に基づいて、適正に行いますと。そういうことを

話しているだけでございます。

非常になかなか解釈がどこにとっ〇又吉清義委員

たらいいか難しいですね。

要するに、簡潔に申し上げますと、最高裁の判決

に全て従うといった解釈でよろしいですね。

確定判決に従うというこ〇謝花喜一郎知事公室長

とは、もし、敗訴したら承認取り消しを取り消しま

。 。す これは何度も答弁しているところでございます

その後の手続については、関係法令に基づいて、適

正に対応します。これはある意味、行政として当然

のことだと思いますので、何の問題はないと思って

おります。

、〇又吉清義委員 お互い裁判というのは公平公正で

しっかりとした法律にのっとった事項ですので、ぜ

ひ、そういう趣旨で取り組んでもらいたいと思いま

す。

そこで、もう一つ、先ほどありましたワシントン

ＤＣの駐在員についてですが、皆さんの成果報告書

を見た場合に、このように書いてます 「米国ワシン。

トンＤＣ駐在員を配置し、情報収集及び情報発信を

行った」と。この結果を私たち、例えば県民並びに

県議会への報告があったのか。何がどうなったのか

と報告を聞いたことがないですが。駐在員から実際

にそういう報告書も皆さんに届けられるのか、届け

られないのか、それについてお伺いします。

ワシントン事務所の活動〇謝花喜一郎知事公室長

成果、これは平成27年５月とことしの５月の知事訪

米では、全く相手方の態度が変わっていたというの

、 。は 本会議でも御答弁させていただいたところです

それから、延べ190名余りの方々とも意見交換を行っ

た そういった成果につきましては 県のホームペー。 、

ジにワシントン事務所駐在のホームページの箇所が

ございますので、それについて逐次、その中で報告

させていただいております。

それから、また、米国民向けに沖縄県の考え方、

それについてきっちり伝える必要があると。事件・

事故とか、そういったものについても、きっちり県

の考えを伝える必要があるということで、米国民向

けの英語版の情報発信も今後11月からワシントン駐

在の力を活用しまして、発信したいと思っておりま

す。

県としてワシントン駐在員の活動について、幅広

く国内外に伝えていきたいというように考えており

ます。

そういった逐次に伝えているとい〇又吉清義委員

うことで、県のホームページに載っているというこ

とですが、済みません、見ていなくて。今、成果に

ついては、駐在員を派遣してこれを伝えることによ

り、例えば何がどう変わったか、二、三点ほど説明

していただけませんか。

先ほど申し上げましたけ〇謝花喜一郎知事公室長

れども、昨年５月の知事訪米では、国務省、国防総

、 、 、省 連邦議会議員 有識者と面談しましたけれども

沖縄の実情が十分伝わらないのか、最後の言葉は紋

切り型に辺野古唯一というようなことしかなかった

わけですけれども ことしの５月には 和解等も３月、 、

にもありましたので、そういったこともるる説明し

、 、ましたら 沖縄の実情がよくわかったということで

いわゆる辺野古唯一という発言が、紋切り型の発言

はなくなっていたということがまずございます。

それから190名余の方々とも意見交換を行っている

ということで、そういった中で、有識者の中には辺

野古唯一以外の案も、彼らはＢ案と言っているよう

ですけれども、そういったものを提案する意見も出

、 、ているということで 徐々にではありますけれども

沖縄県の考え方というものが米国の有識者等を中心

に広まりつつあるのではないかというように考えて

ございます。

いかんせん、発足してまだ１年少ししかたってい

ませんので、いろいろありましたけれども、これか

ら徐々に加速化して、ワシントン駐在の活動を国内

外に発信したいというように考えております。

正直に言って今、8000万円近くの〇又吉清義委員

駐在員の活動事業費があります。この約6000万円近

くは、ほとんど委託業務であります。ですから、そ

れを考えた場合に、この駐在員を置く必要があるの

かと非常に疑問点があるのです。そこで先ほど知事

公室長は、役割分担があるということですが、この

、 、役割分担について いまいち理解できないのですが

駐在員がいないとできない分野ですね。この役割分

担がいまいち見えてこないのです。このように費用

をかけて、駐在員がいなければ、これは無理だよと

いう分野は、どの部分があるのですか。

先ほど委託業者と県の駐〇謝花喜一郎知事公室長

在員の役割分担をやりました。一言で言うと、委託

業者は庶務管理、活動支援、それから情報提供、ま

たその駐在員に対するアドバイス、そういったもの

を含めて、駐在員の方々は駐在独自で情報収集を行

います。

やはり現地の空気感というのも大変重要だという
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ように考えてございますので、こういったことも踏

まえて、沖縄の実情を現地から発信すると、いろい

ろな方々と常日ごろから意見交換を行いながらやる

と そうしてまた 全体的に県の施策との整合を図っ。 、

た上で、効果的な発信も知事に訪米いただいて行う

というような形で、やはり現地に駐在員がいなけれ

ば、なかなかそういったことはできないのではない

かということで、私どもは駐在員の必要性は十分に

あると考えています。

２点だけお尋ねしますが、これは〇又吉清義委員

今皆さんが組んでいる委託料の中で、例えば日米有

識者ネットワーク運営支援が4000万円あります。こ

れは、人はいなかったと思います。そして、なおか

つまた こういう予算もあります 沖縄ソフトパワー、 。

発信事業ということで、これも約5000万円組まれて

います。これも駐在員はいません。いなくても、こ

ういう活動が毎年できるのに、あえてそこに設置す

る義務があるのかなと。日米有識者ネットワーク運

営支援、これさえも4000万円ですよね。皆さんの予

算計上で。トータルで9000万円の駐在員はいなくて

も、そういう事業を皆さんは、米国でやっているわ

けです。その辺がいまいち理解できないのですが、

これはなぜですか。

休憩いたします。〇渡久地修委員長

（休憩中に、又吉委員から答弁に時間を要す

るのであれば後ほど答弁するよう申し出が

あり、了承された ）。

再開いたします。〇渡久地修委員長

又吉清義委員。

ぜひ、後でまとめて。継続事業と〇又吉清義委員

いうことで、この事業はずっとやっております。年

間１億円もアメリカ本国で委託してやっていると。

こんなすばらしい委託業務があるのに、あえてそれ

が必要かがわからないものですから。

次、総務部に移りたいのですが、総務部の特別会

計があります。予算書にも載っております。

、 、まず 平成27年度歳入歳出決算説明資料16ページ

公債管理特別会計とあります。この特別会計の決算

の仕方を説明していただきたい。

特別会計で、一般会計から繰り入れをし、そこで

余剰金が出たものに関しては、県としてどのような

考え方をしておられるかということです。

特別会計の中には、例えば農業〇宮城力財政課長

従事者に対する資金の貸し付け、その他母子寡婦に

対する貸し付け等を行っている特会もあります。

これらについては剰余金が出た場合、翌年度の貸

付原資に充てるということで、基本的には考えてい

ます。あるいは、土地造成事業なら、後年度の元利

償還に充てる。そのように充てるのですけれども、

ただ、特別会計に資金が滞留しないように後年度の

事業計画も勘案して、必要に応じて、特会に繰り入

れた際の原資、例えば国庫支出金であれば国庫に償

還する、一般財源であれば一般会計に償還する。そ

ういった取り組みも行ってきているところです。

私もそのようなことが、予算の理〇又吉清義委員

想的なものではないかと思います。しかし、皆さん

のことしの決算書の特別会計では、一般会計からの

繰り入れで黒字、余剰金が出ているものは、１円も

一般会計に繰り戻しはないですよ。これが非常に不

思議です。これは最近始まったのか。やはり今説明

があったとおりが本来の筋ではないかと。その理由

はどこにありますか。総務部としてそういう考えを

持っているのですが、全ての特別会計、極端にいう

と、一般会計からの繰り入れで78万円を入れて、余

剰金が１億5000万円出ても１円も一般会計に繰り戻

しがないと。これはほんの一例です。私は、これは

、 。おかしいのではないかと思いますが いかがですか

先ほど申し上げたとおり、後年〇宮城力財政課長

度の事業計画も勘案した上で一般会計に繰り出す、

戻すかどうかというのを判断します。

先ほど申し上げた農業改良資金においては、平成

27年度決算で生じた繰越金、剰余金のうち、たしか

１億5000万円程度を一般会計に繰り出す、一般会計

に戻す、あるいは国庫支出金として国に償還すると

いうものを平成28年度の当初予算で計上していると

ころです。

。 、〇又吉清義委員 平成28年度でどうのこうのと 今

皆さんの決算書にはこういうものが―一般会計から

繰り入れたものに対して、億単位が出ようが、幾ら

出ようが、若干のものはもちろんわかります。一般

会計に繰り戻すべきということと、もう一つ気にな

ることは、基金への積み立てが１円もないと。本来

であれば余剰金が出て、基金への積み立てを私はや

るべきではないかと思います。基金の積み立てもな

い、繰り出しもないということですが、皆さんの公

債管理特別会計で非常に不思議なのが、本当にこの

手法でいいのかなと。例えば、公債管理特別会計で

歳出が約800億円出ます。その中で、この公債費を返

すために、また県債として歳入に90億円を組んで、

お金を借りたお金で返すと。これがあるべき姿かな

と思いますが、これでいいのですか、皆さん。

今、委員がおっしゃった90億円〇宮城力財政課長

というのは借換債でありまして、県債を起こすとき

は、いわゆる起債をする際には、必要な事業資金を
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、 、確保することが１点 あと起債で整備したインフラ

箱物の次世代の負担も含めた平準化を図るという意

味もあります。そのため、起債の償還は、大体20年

から30年で償還する予定としております。ただし、

銀行の借り入れの際は、基本的には10年単位で借り

、 、入れるものですから 一旦10年目で残額を全て返し

そして借りかえる。トータル20年で償還するという

方法をとっております。そのため、単純に申します

と10年目に借換債が発生するということになってお

ります。

休憩いたします。〇渡久地修委員長

（休憩中に、委員長から保留していた又吉委

員の質疑に対する答弁を行うよう指示が

あった ）。

再開いたします。〇渡久地修委員長

運天修参事兼基地対策課長。

先ほど申し上げた事〇運天修参事兼基地対策課長

業、地域安全政策事業の中の情報収集・意見交換ア

レンジが決算でいきますと1874万8000円になってい

ますが、これにつきましては、知事が訪米した際の

いろいろな移動、活動に係る経費の負担、それから

その準備等を行っております。そのほか、昨年でし

たら、記者会見をやったり、そういったセッティン

グ等に使っております。そのほか、情報収集事業と

しまして、こちらの本庁から、テーマを委託業者に

投げて、情報収集をしていただいていると。内容と

しましては 安全保障関連の米国での動き そういっ、 、

たものについてテーマを決めて、お願いをしている

事業でございます。

それからもう一つ、研究環境整備ということで、

ジョージ・ワシントン大学の図書館に沖縄コレク

ションという図書の設置を行っておりまして、それ

に関する経費が決算でいきますと1120万3000円とい

うことになっております。

これは、米国内においても、沖縄の理解を深めて

いただこうということで、沖縄の図書をジョージ・

、 、ワシントン大学に設置 図書スペースを設けまして

そこを拠点に米国内で沖縄の問題に関心のある方々

にその図書の閲覧をしていただきまして、理解を深

めていただくということを行っています。

もう一つお話があったソフトパワー、約5000万円

ということでございますが、これは文化観光スポー

ツ部交流推進課で持っていますので、こちらでは、

内容は差し控えさせていただきます。

休憩いたします。〇渡久地修委員長

（休憩中に、委員長からワシントン事務所の

必要性について答弁するよう指摘があっ

た ）。

再開いたします。〇渡久地修委員長

謝花喜一郎知事室長。

参事兼基地対策課長から〇謝花喜一郎知事公室長

あったように、それぞれの事業の目的に基づいて、

事業を展開しているということでございます。ワシ

ントン駐在員は、本来、情報収集等を中心に積極的

にＦＡＲＡの登録などに基づいて、事業を行うと。

それ以外のものについては今、説明がありましたよ

、 、うな形で より個別具体的に従前で行っていたもの

それから知事が訪米したときの対応などについて

行っているということでございます。

中川京貴委員。〇渡久地修委員長

ただいま、又吉委員からワシント〇中川京貴委員

ン事務所の事業費について質疑が出ておりまして、

知事公室長はワシントンでできる仕事はワシントン

で、また、知事部局でやることは知事部局でという

答弁をしておりました。また、本会議においても、

一般質問、代表質問で、そういった答弁がされてい

たと思います。そういった意味では、ぜひこのワシ

ントンに駐在する方を呼んで、成果のある、中身の

ある事業であるかも含めて我々は調査したいと思っ

ております。ぜひ、知事の了解を取りつけて、呼ん

で、経過説明をさせていただきたい。

ワシントンの職員は参事〇謝花喜一郎知事公室長

監を含め主幹もおりますが、知事公室長の私が一応

管理者で、彼らについての指導監督等、旅行命令等

は私で行ってございます。それから本会議等でもご

ざいましたが、こういった成果等については我々本

庁サイドで丁寧に議員各位に、そしてまた県民に対

しましてはホームページ等で、これからも情報発信

の充実に努めてまいりたいと思いますので そういっ、

たことで対応させていただければというように思っ

ています。

先ほども申し上げましたとおり、〇中川京貴委員

代表質問、一般質問であれだけ質問が出て、成果が

出ている、出ていないの結果があらわれておりませ

ん。きょう、知事公室長は、仕事を分けてきっちり

やっているという答弁しておりました。分けている

なら分けている方から直接聞きたいので、この件に

ついては、知事も含めて、要調査事項として、委員

長にお取り計らいをお願いします。

はい、後で協議しましょう。〇渡久地修委員長

中川京貴委員。

次、公安委員会について少し質疑〇中川京貴委員

させてください。

主要施策の成果に関する報告書の328ページの安心
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・安全で快適な社会づくりの中で、事業名は犯罪被

害者等の支援ということで （１）のエで殺人事件等、

被害者に係る死体検案書の発行とあります。

この中で、現在の検死体制について聞かせてくだ

さい。なぜなら、８年前、私が県議会に当選させて

いただいて以来 たしか私の記憶では検死体制が２人、

しかいなかったのではないかと。そういった意味で

は、これだけいろいろな事件・事故の中で、変死体

も含めて、検死体制を強化しなければ、県民にとっ

てよろしくないという質問をしましたら、その後、

たしか６名か７名に検死体制に強化したと思います

が、現在の検死体制について聞かせてください。

捜査一課の中で検死室を設〇渡真利健良刑事部長

けておりまして、室長以下11名体制で対応させてい

ただいております。

これまでの県警察の仕事には大変〇中川京貴委員

御尽力いただいて感謝申し上げますが、この検死体

制をしっかり強化しなければ、万が一見過ごしたと

きの犯罪、また、いろいろな事件・事故が解決でき

ないと思っていますので、これからも検死体制を強

化していただきたい。

それと、もう一つは331ページ。

この事業目的に県民の安全・安心を守るというこ

とで、いろいろあります。その中で職員費の非常勤

職員報酬がありますが、それについて、少し説明い

ただきたいのは、これと、例えば嘱託職員を含め、

地域で警察官以外の職員を採用して、ボランティア

活動、ＰＴＡ活動、皆さん方と一緒に地域の安全対

策を持っているかと思いますが、その辺の説明をお

願いします。

非常勤職員についての話があり〇中島寛警務部長

ましたので、お答えします。

警察官以外の非常勤職員、この方も県警察より委

嘱したりして、勤務をしていただいております。多

岐にわたっておりまして、例えば少年関係の対応に

関しては少年補導職員とか、交番では交番相談員で

すとか、あと、交通安全の教育指導員でありますと

か、そういった分野で活躍していただいてます。も

ちろん警察も限られた人員の中で、県民の安全・安

心をしっかり守る必要があるので、非常勤職員の方

がさらに活躍していただけるよう、今後もしっかり

努めてまいります。

なぜその質疑をしたかというと、〇中川京貴委員

やはり警察業務は限られた人数で厳しい業務だと

思っていますが、非常勤職員を強化して、警察官は

人事異動でかわります。地域からですね。その職員

を強化して、地元との情報を共有して、地域活動に

努めていただきたいということで質疑しております

ので、この辺も継続して長く職員が働けるような雇

用をつくっていただきたいと要望を申し上げます。

次に、総務部に質疑いたします。

第７次沖縄県行財政改革プランの進捗状況につい

てお伺いします。

まず、県政運営の基本はやはり〇金城武総務部長

住民福祉の増進に努める、そして最小の経費で最大

な効果を上げるということであろうかと思います。

そのために県としては、第７次沖縄行財政改革プラ

、 、 、ンにおいて 定数管理の適正化 総務事務の効率化

県税収入の確保、それから未収金の解消など、29の

実施項目に取り組んでます。現プランにおける平成

26年度から平成29年度の４年間を対象期間としてお

りますが、平成27年度における進捗は、29項目のう

ち26項目において、計画どおり、おおむね順調に進

捗しておりまして、その割合は89.7％となっており

ます。

たしか平成29年度までの事業だと〇中川京貴委員

思いますが、執行できない残り３項目は、どのよう

なものが残ってますか。

おくれている３項目は、１つ目〇金城武総務部長

が公社等外郭団体への県関与の見直し、それから事

務事業の見直し、そして３つ目が埋立事業による土

地造成地の売却促進ということです。この３項目が

おくれている項目でございます。

今、いろいろな事業の見直し、外〇中川京貴委員

郭団体に出されている、そういった見直しもあると

思います。主にどういった団体を今後行革していこ

うと考えているのですか。

公社等外郭団体の行革の〇真鳥洋企行政管理課長

取り組みはいろいろございます。今回挙げている中

には、例えば短期中長期計画、各公社が立てた計画

ですね。それをつくってもらったり、また、契約内

容を公表してもらうとか、公社の方向性について検

討していただくとか、そういったさまざまなものが

ありまして、それをそれぞれ単年度ごとに各公社の

計画に基づいて執行してもらっています。平成27年

度については、その中で３団体がややおくれている

ということです。あと残りの平成29年度までに、そ

れぞれ公社が立てた事業については、そのまま目標

達成できるように取り組んでいただくという予定に

しております。

確認しますけれども、公社は住宅〇中川京貴委員

供給公社、土地開発公社……、３団体は説明できま

すか。

今の行政改革プランで対〇真鳥洋企行政管理課長
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象にしておりますのが、30団体ございます。そのう

ち、平成27年度の取り組みがややおくれているのが

５団体でして、御質疑のありました土地開発公社、

住宅供給公社そちらも対象になっております。

やはり行財政改革は避けて通れな〇中川京貴委員

いと思ってますし、仲井眞県政からも、一般質問で

取り上げました。知事も行革は必要であると答弁し

ておりましたが、ただ、無理な行革が続くと、その

関係者や職員に負担が及ぶと、これも確かにあると

思っています。そういった意味では、きちっとした

行財政改革と、また適材適所の職員の配置、意識の

改革が必要だと思いますが、総務部長はどう思って

いますか。

行政改革、それは常に事業を見〇金城武総務部長

直し、時代にマッチしなければ、当然見直ししてい

くと、そういう視点でやっていく必要がある。そし

て、定数等、職員の配置等につきましても、当然に

適正な配置、スクラップ・アンド・ビルドを基本と

して、適正な配置に今努めているところでございま

す。そういうことでしっかりと行革を今後も進めて

まいりたいと考えております。

第７次行財政改革が終わったら、〇中川京貴委員

翁長県政の中でも第８次行革を進める考えがあるの

かないのか。

これから具体的なものを検討し〇金城武総務部長

ていくことになりますけれども、基本的には次期行

革プランも策定する方向でいきたいと考えておりま

す。

沖縄県歳入歳出決算書の中で、使〇中川京貴委員

用料及び賃借料とあります。これも各部局、全般的

にいっていると思いますが、タクシーチケットの使

用状況についてお聞かせください。

タクシーチケットの使用状況で〇金城武総務部長

ございます。平成27年度の実績で1024万8000円とい

うことでございます。

たしか当初予算は1600万円が組ま〇中川京貴委員

れていたと思いますが、どういったときにタクシー

チケットが使われているか、具体的に説明できます

か。

例えば、出納事務局物品管理課〇宮城力財政課長

で車両の集中管理を行っていますが、これが全部貸

し出しされて使えない場合にタクシーチケットを活

用する場合があります。その他、深夜勤務の際に、

、バスで帰れない職員の負担軽減という意味も含めて

タクシーチケットを活用する場合があります。

ちなみに県の職員はバスで帰る時〇中川京貴委員

間帯以外にも仕事をしているということで理解して

いいですか。

バスが運行していない時間帯ま〇宮城力財政課長

で業務することもあり得ます。

総務部長、果たしてそれがいい職〇中川京貴委員

場でしょうか。

当然、職員に過重な負担をかけ〇金城武総務部長

るのは非常によくないということで、我々も時間外

の短縮に向けて、いろいろな取り組みを行っていま

す。そういう意味で、ただ、翌日までにいろいろな

形で対応しないといけない業務というのは、どうし

ても年間を通しますと出てくるという実態もござい

ますので、そういう意味で、そのときには、やはり

バスも運行していなければ、タクシーで帰宅しても

らうこともあり得るということでございます。

部長、ちなみにこれは、タクシー〇中川京貴委員

に乗って、領収書をもらって申請するのですか。仕

組みを教えてください。

チケットがございますので、そ〇金城武総務部長

れを使用するときには、このチケットを持って、例

えば、目的地、起点、終点、誰それが利用した、金

額そういうことを記入して、これは運転手に渡す物

と控えがあるわけです。控えは、職場に戻して管理

をしていくということになります。

ということは 平成27年度は1600万〇中川京貴委員 、

円のタクシーチケットを購入したと理解してよろし

いですか。結果的には、執行は1000万円だったと理

解していいですか。

1600万円の予算がありまして、〇宮城力財政課長

1000万円を執行したと答弁しましたが、タクシーチ

、 。ケット半券を運転手に渡す その後これを精算する

その額が1000万円です。チケットを渡して請求があ

れば執行する、そういう仕組みとなっております。

やはり 総務部長 これは夜中11時〇中川京貴委員 、 、

半、12時過ぎて、日をまたいで業務することは、私

には考えられないですが、それがないような仕組み

をつくらないと、今のままでは……。きっかけは、

台風のときにバスがとまってタクシーで帰るという

話を聞いて、気づいたのですけれども、ぜひその辺

を改善する必要があると思っていますが、いかがで

しょうか。

やはり深夜勤務はどうしても職〇金城武総務部長

員の負担になって、健康問題、いろいろなことが出

、 、てまいりますので 職員の健康等いろいろ考えると

できるだけ、少なくともバスが運行している時間に

帰れるような勤務体制を構築することが大事だと

思っていますので、それに向けて努力してまいりた

いと考えております。
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休憩いたします。〇渡久地修委員長

午前11時50分休憩

午後１時20分再開

再開いたします。〇渡久地修委員長

質疑を行う前に又吉委員から発言の申し出があり

ますので、これを認めます。

又吉清義委員。

先ほど、裁判費用につきまして誤〇又吉清義委員

解を招くような、

私が発言していますので、これを撤回し

ますので、委員長をもってよろしくお願いします。

。〇渡久地修委員長 午前に引き続き質疑を行います

仲田弘毅委員。

執行部の皆さん、午前中の答弁御〇仲田弘毅委員

苦労さまでした。私の前の３名の会派の皆さんが質

、 、疑して ワシントンに関してはほとんど質疑が出て

バッティングするところもあるのですが、なるべく

重複しないように１点だけ確認をします。

この８項目はカットして、そのワシントン事務所

の業務内容、あるいは人事、予算、そのことの透明

性、可視化をぜひやっていただくために、平安山所

長の参考人招致という形で、要調査事項に入れてい

ただきたい。このことだけをまず主要施策の成果に

関する報告書２ページの地域安全政策事業の中の質

疑として、また要請にかえたいと思います。

次に、ＳＡＣＯの合意事項でありますが、これは

もう20年たって本県の大きな基地問題のネックに

なっているわけですから、その平成24年４月、ある

いは平成25年の同じく４月の嘉手納飛行場以南の返

還、あるいは9000人の在沖海兵隊の移設等含めて、

その進捗状況についてまずは教えてください。

休憩いたします。〇渡久地修委員長

（休憩中に、委員長から仲田委員に対し、一

度質疑を行った後、要調査事項の提起を行

うよう指示があった ）。

再開いたします。〇渡久地修委員長

運天修参事兼基地対策課長。

まずＳＡＣＯ最終報〇運天修参事兼基地対策課長

告についてですが、普天間飛行場全部の返還という

のがございますが、これは米軍再編に引き継がれて

おりまして、その中でＳＡＣＯのときもありました

が、ＫＣ130空中給油機への岩国飛行場への移駐とい

うのが既に終了しております。

それから、北部訓練場の過半の返還、約3987ヘク

タール。これにつきましては、まだ代替ヘリパッド

の提供、残余地区への移設というのが終了していま

せんので、まだ実現しておりません。

それから、安波訓練場の全部の返還、これは共同

使用の解除ですが、平成10年12月に返還が実現して

おります。

それから、ギンバル訓練場につきましては、平成

23年７月に返還が実施されております。

楚辺通信所につきましては、平成18年12月に返還

されております。

読谷補助飛行場につきましては、平成18年12月に

返還が終了しております。

それから、キャンプ桑江の北側部分の38ヘクター

ルにつきましては、平成15年３月に終了しておりま

す。

それから、瀬名波通信施設につきましては、平成

18年９月に返還されております。

牧港補給地区の部分ですが、ＳＡＣＯでは３ヘク

タールの返還というのがございましたが、これが昨

年度、また国道58号に面した部分の３ヘクタールの

返還合意はされております。返還に向けて、今、作

業が進められております。

那覇港湾施設につきましては、現時点でまだ実現

しておりません。

平成18年の米軍再編に基づく統合計画につきまし

、 、ては 平成25年４月に日米間で合意されていますが

その中で牧港補給地区の北側進入路が約１ヘクター

ル、それからキャンプ瑞慶覧の西普天間地区51ヘク

タールが平成27年３月末に返還。そのほか平成25年

７月には牧港補給地区の第５ゲート付近の２ヘク

タール、それから９月にはキャンプ瑞慶覧の技術部

地区内の一部及び白比川沿岸区域の11ヘクタールが

返還合意されております。

あとは、牧港補給地区の移設先としまして、トリ

イ通信施設、それから嘉手納弾薬庫地区移設に係る

マスタープランが合意されているという状況でござ

います。

知事公室長、この20年間、ＳＡＣ〇仲田弘毅委員

Ｏの合意の後、再編の中でも随分、ある程度の成果

を見てきたというように考えているわけですが、い

かがでしょうか。

やはり、今、基地対策課〇謝花喜一郎知事公室長

長からありましたように、ＫＣ130の岩国飛行場への

移転とか、ギンバル訓練場の返還、そういったもの

については、着実に実現していると思います。ただ

やはり、町なかの中心地にある普天間飛行場等につ

いては移設が条件ということもあって、まだ実現し

ていないということでございますけれども、県とし

てのスタンスは、ＳＡＣＯの合意事案は、普天間飛

行場の辺野古への移設は別ですが、基本的にはＳＡ
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ＣＯの合意事案は着実に進めていきたいと考えてお

ります。

これは相手があっての交渉ですか〇仲田弘毅委員

ら、やはり認めるところはしっかり認めて、次に進

む第一歩にしていかないと。今現在の知事の発言で

は、全国では0.6％しかない本県において、74％の専

有施設があると。このことを訴えて、何の進展もな

い。ましてや今回、ヤンバルの北部訓練場、この約

4000ヘクタールの返還 これは菅官房長官のせんだっ。

ての発言ではっきりしているわけですが、それに対

して知事は感謝申し上げるということを発言して、

。 、その後撤回をした 大変残念な思いがするのですが

これは返らなくてもいいというように判断している

のでしょうか。

まず、記者会見では、歓〇謝花喜一郎知事公室長

迎するという話があって、ただ、不適切であったと

いうことをおっしゃっています。やはり、不適切と

いう背景には、オスプレイの問題、それから高江地

区におきまして、さまざまな反対活動等も行われて

いる県民のいろいろな思いに対しまして、翁長知事

、は不適切だったというように考えてのことだったと

釈明だったというように理解しております。

では、ここはもう反対かということにつきまして

は、何度も答弁さしあげていますように、基本的に

は実現していただきたいと。ただ、やはりオスプレ

イが使うという話ですとか、先ほど申し上げました

さまざまな作業をめぐって、混乱等がありまして、

地域住民もいろいろ日常生活にも支障を来している

と。そういったことから、現時点においては、直ち

にわかりましたとは言えない状態ですということを

述べさせていただいております。

今の知事公室長の答弁では、やは〇仲田弘毅委員

り知事も返還されることに対しては歓迎していらっ

しゃるということでよろしいでしょうか。

北部訓練場の過半の返還〇謝花喜一郎知事公室長

につきましては、約4000ヘクタールでございます。

ここはやはり地域の振興、それから基地の整理縮小

、 、が実現されるという意味では 県も一定の評価もし

また期待もしているところではございます。

、 、〇仲田弘毅委員 これは世界遺産を含めて 国頭村

東村、大宜味村、この３村は大きな期待を抱いて、

今、地域で頑張っています。その方向で、早目に返

、 、還されることを知事の立場として スタンスとして

しっかりと要請をしていただきたい。

７ページの行財政改革についてです。

１次から６次まで終わって 今 第７次行革の真っ、 、

最中かと思いますが、仲井眞県政で、この８カ年間

で行革で頑張ってきて、県債が返済に近づいたと。

どの程度の額になるか、わかりますでしょうか。

幾ら減ったかという御質疑でご〇金城武総務部長

ざいますが、若干ふえたり減ったりを繰り返してお

りまして、仲井眞知事が就任したのが、たしか平成

18年。この当時の県債の残高が6452億円。そして、

平成26年度までの就任でございますので、この平成

26年度が6657億円ということで、若干ふえておりま

す。その間、上がってまた下がってきたという傾向

は、若干微減といいますか、そういう傾向はござい

ます。

知事公室長も総務部長も随分おわ〇仲田弘毅委員

かりだと思いますが、行政サービスというのは、行

政は少ない予算で最大の効果を出すということが、

行政が一番努力しなくてはいけないことだと考えて

います。ですから、県民の税金を使ってやるわけで

すから、やはり最大の効果を願う意味でも、なるべ

くだったら県債を最小限度に抑えていく。その中に

おいて、平成28年度の当初予算の中で、ＭＩＣＥ用

地の購入資金は、幾ら組まれておりますか。

ＭＩＣＥ用地に係る当初予算の〇宮城力財政課長

、 、計上額は79億円で そのうち国庫支出金が約56億円

県債が14億円、一般財源が８億8000万円―約９億円

を計上しています。

一括交付金が充当できなくて、結〇仲田弘毅委員

局補正予算で組むことになったわけですが、補正予

算で組むということは、県債、地方債、県民の借金

になるわけですよね。これは行財政改革をやってい

く中においては、余り好ましくない一つの方法です

から、ぜひそういったことがないように、今後、頑

張っていただきたい。

それと総務部長、今回、補正で組まれております

が、その補正で組まれた金額で、今現在ＭＩＣＥの

。 。用地は全て確保できるわけですか 買い取れますか

財源の振りかえはしております〇金城武総務部長

けれども、当初予定した用地は購入できます。

きょうの沖縄タイムスに大変気に〇仲田弘毅委員

なる記事が載っていますが、県は国の交付金算定方

法に大変不満であると。ですから、そのことを一番

心配しているわけですが、後ろから約10行目ぐらい

の年末の予算決定時に要求額からさらなる減額のお

それもあるということに対して、知事公室長と総務

、 。部長の御意見をお伺いしたいのですが どうですか

県としては、今回、平成29年度〇金城武総務部長

概算要求額、満額を確保するためにしっかりと取り

組んでいきたいということで、事務担当者は担当者

で、内閣府の職員ともいろいろ調整しているところ
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でございます。

今、金城総務部長がお答〇謝花喜一郎知事公室長

えしたことに尽きると思いますが、やはりこの件に

つきましては、県選出の国会議員の方々の力もおか

りして、予算の満額確保に取り組んでいく必要があ

るだろうと思っております。

私は今回の代表質問で、沖縄県の〇仲田弘毅委員

次年度に向けての概算要求と高率補助について質問

しましたが、時間がなくて、オーバーで大分御迷惑

かけましたけれども、その中で高率補助について、

知事公室長の答弁で、将来は随時減らしていかなく

てはいけないのではないかというような発言があっ

た気がしますが、いかがですか。

休憩いたします。〇渡久地修委員長

（休憩中に、知事公室長から当該発言につい

ては、企画部長の答弁である旨の説明があっ

た ）。

再開いたします。〇渡久地修委員長

仲田弘毅委員。

せっかく沖縄県警察、公安委員会〇仲田弘毅委員

の方もいらっしゃいますので、主要施策の成果に関

する報告書の中で334ページと、あとは飲酒運転につ

いて。

本部長、飲酒運転の根絶は、沖縄県のちゅらさん

。 、運動の大きな目玉で頑張ってきたのですよ しかし

平成６年から、もうずっとワーストなのです。その

、 、件について まずは本部長のコメントをいただいて

今後の取り組みについてお伺いしたいです。

総論的に私がお答えして、〇池田克史警察本部長

あとは交通部長にお任せしますが、おっしゃるとお

りで、委員がおっしゃったワーストというのは、死

亡事故に占める飲酒運転の割合、人身事故に占める

飲酒運転の割合というのは、これはずっと全国ワー

ストです。ただ、絶対数を見れば、沖縄県も物すご

く減ってきておりまして、例えばさっき言いました

構成率を見ると、20年ほど前の全国平均と今は近い

ぐらいになっています。それも褒められた話ではな

いですけれども、絶対的に見たら成果は出ているの

ですが、やはり岩盤といいますか、最初から飲むつ

もりで、最初から運転するつもりで飲む人とか、そ

ういうところにぶち当たってきているので、さまざ

まな対策、警察だけではできないような対策、例え

ば医療機関との連携とか、そのようなことも含めて

いろいろな対策をとっていかなきゃいけないと思っ

ていますが、成果は着実には出ていると思います。

これは、私たち沖縄県議会議員が〇仲田弘毅委員

議員提案してできた条例なのですね。ですから、我

。 、々にも半分責任があるのかなと 県民の啓蒙云々も

私たちも一生懸命頑張らなくちゃいけないと考えて

おりますので、県警察の皆さんと一緒になって汗を

流したいと思います。

最後の質疑になりますが、サイバー犯罪について

です。このサイバー犯罪についての本県の現状はど

のようになっていますか。

県内のサイバー犯罪の現〇梶原芳也生活安全部長

状ですけれども、平成27年中、サイバー犯罪の検挙

件数は93件。これは前年に比べまして35件の減少し

。 、ております 本年８月末現在につきましては64件で

昨年同時期に比べて28件の増加となっております。

本年の主な内訳としましては、沖縄県青少年保護育

成条例違反、これが12件で最も多く、次いで詐欺が

７件、児童買春・児童ポルノ法違反が７件となって

おります。また、サイバーテロについては、県内で

の発生はございません。

このサイバーテロ、あるいはサイ〇仲田弘毅委員

バー犯罪、それに対する沖縄県警察としての取り組

み、どのようなものを、今、実際に対策として取り

入れているのでしょうか。

大きく言いますと検挙と〇梶原芳也生活安全部長

予防ということになりますけれども、まず犯罪を予

防するために、資機材の装備、それから捜査員の技

術向上を図るなど、サイバー犯罪検挙対策、これを

強化しております。また、関係機関や事業者等と連

携した、サイバー犯罪被害防止対策を推進しており

ます。

、 、加えまして インターネットを利用し始める児童

あるいは事業所などに対しまして、サイバー防犯講

演というのを行っております。ちなみに、平成27年

中のサイバー防犯講演の実施回数ですけれども、こ

れは724回、約９万2500人、前年に比べまして55回、

約8300人ふえております。

また、サイバーテロを防止するために、重要イン

フラ事業者の皆さんが加盟する 県警察が事務局とっ、

ております沖縄県サイバーテロ対策協議会を設置い

たしまして、サイバーセキュリティーセミナーを実

施するなど、事業者と連携した取り組みを推進して

おります。

このインターネット、あるいはス〇仲田弘毅委員

マートフォンを含めた携帯電話は、文明の利器と言

われているわけですが、その被害に、児童生徒が巻

き込まれるという事案も今まで相当見られるわけで

す。そういった子供たちに対しては特別な対応、対

策をとっているということもありますか。

、〇梶原芳也生活安全部長 先ほど申し上げましたが
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防犯講話、あるいは講演を行っていますが、児童、

あるいはその保護者を対象とした防犯講演も行って

います ですから インターネット あるいはスマー。 、 、

トフォンの危険性を、お子さん、あるいは親御さん

にお話ししています。加えて、御両親の皆さん、保

護者の方々には、ぜひそれを防ぐために、フィルタ

リングを呼びかけていますが、こういったこともお

願いして、対策をとっているところでございます。

アメリカ合衆国では、こういった〇仲田弘毅委員

専門性のある犯罪に関して、ハッカーと言われる連

中ですが、ハッカー大会を開催して、そこの優勝者

、 、に委嘱して 役職に当たらせることもあるのですが

本県においては、専門職に当たる方々もいらっしゃ

いますか。

ハッカー対策といいます〇梶原芳也生活安全部長

か、警察でも、県内でサイバー犯罪がふえてきた関

係で、平成11年に民間技術者を対象として、選考採

、 。用試験を行って ２名の方を採用いたしております

、 、 、その後 最新の情報技術 通信技術の修得のために

民間で行っております情報セキュリティー研修に職

員を派遣して、研修を受けさせています。

また、今年度から高度なセキュリティー技術を有

する方をサイバー犯罪対策テクニカルアドバイザー

というものに委嘱しまして、県警察に対する技術指

導、あるいはアドバイスを受けているところでござ

います。

残念ながら、テロを含めて、犯罪〇仲田弘毅委員

そのものが若干ふえつつあるということですが、広

く県民がその犯罪行為に遭わないためには、県警察

として、本当に具体的にこういったことをやってい

きたいというものがありましたら、ぜひ、お願いし

ます。

、〇梶原芳也生活安全部長 先ほど申し上げたように

さまざまな防犯講話、あるいは講演等で、参加され

ている方々にいろいろなことを呼びかけております

が、こちらでは今回、特に４点だけ御紹介したいと

思います。

１点目は、インターネット。これを利用するパソ

コン、スマートフォンにウイルス対策ソフトを導入

して、常に新しい状態に更新していただきたいとい

うこと。

次に、身に覚えのない請求、あるいは法外な金額

の請求は周りの人や警察に相談していただきたい。

３点目ですが、例えばインターネットで買い物を

したいと思ったら、事前に販売サイトについて、評

判というのを調べてから、やはり評判が悪いところ

は避けていただきたいということでございます。

あと１点は、児童の使用するインターネットパソ

コン、あるいはスマートフォンにはフィルタリング

をぜひ導入していただきたいとお願いしています。

ちゅらさん運動で、沖縄県警察歴〇仲田弘毅委員

代の本部長に大変お世話になっていると言いました

、 、 、けれども 県議会も含めて 一緒に頑張るためには

ちゅらさん運動のバッジは当初から配付されている

わけですが、委員会、本会議においては、ぜひちゅ

らさんバッジをつけて、心からちゅらさん運動を徹

底していくという気持ちを共有したいと思います。

よろしくお願いします。

宮城一郎委員。〇渡久地修委員長

知事公室の部分について、お尋ね〇宮城一郎委員

します。

平成27年度の主要施策の成果に関する報告書を用

います。

２ページの基地問題の解決と駐留軍用地の跡地利

用について、そこに事業の実績が１から５まであり

ます。その中の３の米国ワシントンＤＣに駐在員を

配置し、情報収集及び情報発信を行ったという部分

について、これまで自民党でもたくさん質疑があっ

たと思いますが、私も重複しないように質疑させて

ください。

この部分の内容ですが、決算額で２億291万4000円

というようになっていると思いますが、このうち、

ワシントン事務所に係る費用について、どのような

費目、または事業内容を少し詳しく説明していただ

くようお願いいたします。

平成27年度のワシン〇運天修参事兼基地対策課長

トン駐在の活動事業費がありますが、これについて

決算額は、7427万5000円です。決算の内訳は、ワシ

ントン駐在の業務にかかる沖縄―米国間の往復、米

。 、国内での出張のための旅費が233万6000円 それから

駐在員、駐在員事務所の運営費及び活動経費、ヒア

リング調査等々のための委託料として 7193万9000円、

となっております。ワシントン駐在員におきまして

は、知事訪米の対応、基地問題に関する情報収集、

沖縄の状況などの情報発信を主な役割としておりま

す。また、昨年の12月からは、ＦＡＲＡ―外国代理

人登録を行いまして、それに基づきまして、駐在員

、 、は 米国外の地方自治体を含む政府の代理人として

連邦議会等に対する米国の政策に影響を与える活動

が可能となっておりまして、そういったことにより

まして、連邦議会の議員等々、延べ191名の方々と意

見交換等を行って、知事の考えと正確な沖縄の情報

を説明してきたというような状況です。

今、約7400万円という金額を御案〇宮城一郎委員
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内いただきましたけれども、これはワシントン事務

所を運営するに当たっての総予算と同額ですか、そ

れとも一部が7400万円でしょうか。

運営に係る分の予算〇運天修参事兼基地対策課長

でございます。人件費等は入っておりません。

続いて、このワシントン事務所の〇宮城一郎委員

運営の費用対効果が本会議でも委員会でも議論に

なっていますけれども、聞く限りでは、例えば、平

成27年度は何名しか会えなかった議員、あるいは、

関係者が平成28年度は190何名になったというぐらい

で、定量的な効果というのは、それぐらいの情報し

かいただけていないような感じがいたします。そう

いう中では費用対効果というよりも、定性的な成果

と反省的なものにとどまってしまっているのかなと

思います。今後、このワシントン事務所を置いてい

く中で、将来的な中長期ビジョンといいますか、特

に費用対効果的なもので、平成27年度の設置する当

初から持っていた中長期ビジョンであれば、それは

、 、それでモアベターですし 平成27年度にやってみて

今後そういう中長期ビジョンが必要だなというとこ

ろで、平成28年度に新たにつくった中長期ビジョン

でも結構ですが、正直言って今開示されている情報

の中から得られる費用対効果は、私は一県民になっ

たときに、なかなか納得しづらいボリュームではな

いかと思っています。その中で、今はこうだけれど

も、こういうように発展させていきたいところがあ

れば、お聞かせください。

ワシントン事務所はでき〇謝花喜一郎知事公室長

てまだ間もないですが、昨年度からＦＡＲＡ登録も

、 、先ほどありましたが このＦＡＲＡ登録がなければ

米国内で他国の政策実現のために、そういったワシ

ントンで活動することが制限されます。ＦＡＲＡ登

録するのに若干時間を要しましたが、このＦＡＲＡ

登録ができるようになりましたので、積極的にワシ

ントンで活動が可能になっています。こうしたこと

を踏まえますと 我々はこれから 中長期的なビジョ、 、

ンの話がありましたが、まさしく今定性的な成果し

かということはありましたが、ただ、定性的に見ま

しても、やはり形式的な回答しかなかったことが、

ことしの５月に行ったときには、そういった形式な

回答等ではなくして、沖縄の実情をわかったという

形の感想もいただいておりますし、そういったこと

、 、を踏まえて また191名もの方々とお会いできるのは

これも短い期間の中で―県民から厳しい批判もある

と思いますが、これから加速化して、ワシントン駐

在の取り組みを行う必要があると思っています。

それから、県民の方への我々の情報発信の仕方が

十分ではなかったという反省もございます そういっ。

たことも踏まえまして、情報発信は、ホームページ

を開設していますので、それについてさまざまな御

意見もいただければ、これもいろいろ改善していき

たいと思っておりますし、あわせて沖縄県内におけ

る米軍基地問題、事件・事故等についても、英語版

をつくって、それを米国民に対して発信していこう

と こういう活動もやろうと思っています こういっ、 。

、 、たさまざまな取り組みにつきまして いろいろ議員

委員の方々、県民の方々から、忌憚のない御意見、

御批判をいただきながら、しっかりと情報発信を進

めてまいりたいと、基地問題の解決に努めていきた

いというように考えております。

今おっしゃられたように、情報発〇宮城一郎委員

信のボリュームなり、内容なりが、県民、私たち議

員に対しても、なかなかつかみどころのない部分に

なっているのは、やはり否めないと思います。文化

の違いかもしれないですが、いろいろな数字的な資

料を拝見させていただいて、民間と違うのが、かな

り大きな費目の中にどぼんとなっているので、そこ

からその費目が語るものが見えづらい、聞こえてき

づらいものがあって、このものについて、細かい分

析がなかなかしづらい感を持っています。民間企業

だと、その辺が、例えば、マネージャー、補足説明

者がいなくても、ここから見られる成果と反省、将

来このような計画を立てていこうというのが、非常

に見やすくはなっていると思います。それはもしか

したら恵まれた環境と言ってしまえば終わりかもし

れませんが、県、あるいは行政の費目のあらわし方

について、それを変えろとか、あらがうものではな

、 、 、いのですが そうであればこそ 機会機会において

もう少し詳細な説明、ディスクローズがあってもい

いかなと思っています。先ほど自民党もワシントン

事務所の所長を、招聘すべきということもありまし

、 、たが むしろ数字的な情報がもっとしっかりと県民

議員に伝わるようであれば、私は逆に呼ぶ必要はな

いのではないかと思っていますので、改善しようと

かそうではなくて、今後、そういう視点も持った上

で私どもに御説明をいただけたらという要望を持っ

ております。

そしてもう一つ、質疑しようと思っていたことが

ありました。ワシントン事務所のスタッフの方がな

さっている活動は、議会とか、政治家とか、こうい

うポリティカルな方々だけにのみに行われているの

かとお聞きしたかったのですが、今お話を聞くと、

今後、アメリカ国民、国民世論等にも訴求していき

たいというお言葉が聞かれました。あれだけ大きな
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国土を持つ国ですので、それを伝えていくにはいろ

いろなツールが必要だと思いますが、例えば紙媒体

ですとか、インターネット媒体ないし電波とか、そ

ういったものは現時点でイメージされているものは

ありますか。

今、考えているのは、や〇謝花喜一郎知事公室長

はり米国においても世界的にもそうですが インター、

ネットが普及してございますので、インターネット

媒体を活用して、沖縄県の行っているもの、今後や

りたいと思っているもの、これについては、英語版

もつくって、随時発信していきたいと考えておりま

。 、 、 、す 例えば 最近の話題としては 高裁判決の骨子

そういったものも出しながら、一方で県としての考

え方、反論も踏まえて、しっかり出したいと思いま

すし、今後の流れですね―最高裁判決が出た後、ど

、 、のようなことをやるのか そういったことも含めて

沖縄県としては、訴訟の流れについても、インター

ネット媒体を通して発信していければと考えており

ます。

今、インターネット媒体をメーン〇宮城一郎委員

で考えているとおっしゃられたことについては、大

きく賛同できます。やはり最も低いコストで、大き

、なパフォーマンスが得られるツールだと思いますし

さらには先ほどから話している費用対効果も紙や電

波に比べると安いものだと思っています。ページ

ビューもログを追っかけていけますし、場合によっ

ては最後にちょっとしたアンケートさえつければ、

コンバージョンというのですか、それによる反応も

とることができると思いますので、ぜひそういった

、ものも積極的に展開していただきたいと考えまして

私の質疑を終わります。

当山勝利委員。〇渡久地修委員長

平成27年度沖縄県歳入歳出決算書〇当山勝利委員

の94ページに美ら島ゆいまーる寄附金というのがあ

。 、ります そこでは決算額が4500万円出ておりますが

前年度と比較して、どうなっていますか。

平成27年度の寄附金の実績が〇金城武総務部長

4526万3729円でありまして、平成26年度が3117万

1200円でございますので、約1400万円程度の寄附金

がふえている状況です。

額が相当ふえていますが 私もデー〇当山勝利委員 、

タをいただきまして、平成26年度の11月ぐらいから

ふえておりますね。平成27年度の４月、５月以降も

前年度の月と比べても相当寄附が多いのですが、そ

の要因はどのように考えていますか。

平成26年度の12月に翁長知事が〇金城武総務部長

就任されまして、その後以降、知事への激励の言葉

が記載された申込書が増加しているということで、

そういう意味で県政への支援という寄附金が平成

26年度以降、増加してきていると考えております。

それでは、この寄附ですが、どの〇当山勝利委員

ように処理されていますでしょうか。

本県においては 美ら島ゆいまー〇金城武総務部長 、

る寄附金につきましては、一般財源として、いろい

ろな事業に活用してございます。

一般財源ですね。これはまた後か〇当山勝利委員

ら。

あと、返礼品ですが、平成27年12月31日に廃止さ

れて以降、返礼品はなくなっているようですが、ま

ず廃止された理由について伺います。

本県では平成27年度まで アグー〇金城武総務部長 、

とか泡盛、アイスクリーム等、特産品の返礼を行っ

ておりました。一方、平成27年４月に総務省からふ

るさと納税は経済的利益の無償の供与である寄附金

であることを踏まえて、趣旨に反するような返礼品

を送付することは自粛すべきとの通知がございまし

た。そういうこともございまして、本県としては、

2000円を上回るような特産品の返礼は廃止をしてお

りますが、現在、寄附者に対して、お礼状と粗品と

、 、して バス・モノレールの１日乗車券というものを

少しですが、これはずっと継続して贈呈をしている

ところでございます。

他の都道府県を見てどうでしょう〇当山勝利委員

か。返礼品がないところ、あるところ、どのような

比率かわかりますか。

実は、具体的に各都道府県レ〇千早清一税務課長

ベルでの返礼品の状況は調べておりません。

その辺は調べていただいて、市町〇当山勝利委員

村は、結構返礼品に、さらに力を入れていらっしゃ

。 、るところも多い 都道府県の状況がわからないので

何とも言えませんが、そこら辺、再考することはな

いですか。

失礼しました。先ほどの質疑〇千早清一税務課長

で、平成27年度の都道府県レベルでの寄附金額の順

、 、 、位ですが 本県は平成27年度858件 4526万3729円で

順位としては18位になっています。ちなみに昨年度

のトップは佐賀県。こちらは桁が違いまして、５億

8000万円、最下位は未公表の部分もあるのですけれ

ども 公表されている部分では 愛知県で73万7000円、 、

が最下位で、幅がありますが、本県の4500万円は基

本的に上位に位置しているかと思います。

これは先ほど御答弁がありました〇当山勝利委員

翁長知事を支えるということで寄附が多くあったと

、 。 、いうのも 私もそうだろうなと思っています ただ
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今後考えていく場合は、今は廃止されているかもし

れませんけれども、御再考されてはいかがかとここ

で御提言させていただきます。

それと一般財源に寄附を入れて充当しているとい

うことですが、総務省が平成25年９月13日の事務連

絡ということで、その中で 「地方団体に対し、寄附、

を行う納税者は、基本的に自分の寄附金がどのよう

」に使われているかという点に強い関心を持っている

ということで、目的をはっきりさせて寄附していた

だいたほうがいい結果が出るということの連絡が

あったと思います。私もそのように考えてはどうか

と思っていますが、どのような考えでしょうか。

寄附金の使途を特定して、その〇金城武総務部長

寄附をお願いするといいますか、そのほうがより寄

附の増加傾向につながるのかどうか。その辺は、使

途を選択制とするのかどうか、他県の事業効果も見

据えながら、その効果も含めて今後検討してまいり

たいと考えております。

、 、〇当山勝利委員 その事務連絡の中には 都道府県

市町村の約８割で、寄附者が寄附金の使途を選択で

。 、きるという回答があったのです 調べるといっても

本当に８割の都道府県、市町村がそのように選択制

をされているということですので、その辺も考える

必要があるのかと あとホームページ見ますと ホー。 、

ムページには、伝統・文化の継承と発展とか、６つ

の項目があって、これらのものに使われると。いか

にも使途があって、そこに使われるというようなう

たわれ方をしているので、少しやっていることと、

実際に寄附されている方々がホームページを見たと

きに与える印象が違うなと思いますが いかがでしょ、

うか。

ホームページ上で、このように〇金城武総務部長

表示しています 「あなたからの寄附金は沖縄県の推。

進する下記のような事業全体に活用します」という

ことで、６項目を表示していますが、県としては事

業全体に活用するという意味で、例示的にやってい

ますけれども、やはり今、委員御指摘のように、も

し誤解をされるようなことがございましたら、その

辺は今後、ホームページの改善等も含めて、少し検

討してみたいと思っています。

、〇当山勝利委員 ホームページの改良というよりも

誤解を招かないように、使途を決めてやっていく方

向で寄附してもらうという手も一つだと思いますの

、 。で そこら辺も検討事項に含めてはいかがでしょう

、〇金城武総務部長 先ほど答弁いたしましたように

使途も特定の事業に充当するという形の方法が、よ

り効果的なものかどうかも含めて、今のことも含め

て、ホームページの改善も含めて検討してまいりた

いと考えています。

よろしくお願いいたします。〇当山勝利委員

次に移ります。

財産管理関係で、公共施設等総合管理計画という

ものを立てられたと思いますが、まずこちらの目的

、 。と それからこの計画による方針を御説明ください

目的ですが、本県では、過去に〇金城武総務部長

建設された公共施設等が、これから大量に更新時期

を迎えることが見込まれるということで、老朽化の

進行が課題になっております。公共施設等総合管理

計画では、公共施設等の全体状況を把握し、計画的

な更新、あるいは長寿命化、施設配置の最適化によ

り、財政負担の軽減、あるいは平準化を図るなど、

長期的な視点に立って、公共施設等マネジメントの

取り組みを推進することをが目的としております。

今後の方針でございますが、本県における公共施

設等の老朽化、利用者ニーズの変化への対応、ある

いは更新費用等、増大する課題に対応するために、

大きな項目ですが、安全・安心の確保、それからコ

スト縮減と財政負担の平準化、施設規模・配置・機

能等の最適化、そういう大きな３つの方針に基づき

まして、全庁的に取り組みを推進していきたいと考

えております。

施設の長寿命化も含めて、財政が〇当山勝利委員

大変厳しくなっているので、平準化はとても必要だ

と思います。その方針にのっとって、今後皆様方は

そういう管理をされていかれるということになると

思いますが、今後、この方針をもとにどのような取

り組みがなされますか。

まず、我々の総務部で総合管理〇金城武総務部長

計画をつくりまして、また、各所管部局において、

個別施設計画を策定することになっています。

これについては、国からいろいろな具体的な策定

マニュアルがございますので、それに基づいて取り

組みを既に始めている所管課もございますし、これ

から策定する所管課もありますので、総務部として

は、全庁的に取り組むべき総合計画に基づく方針、

先ほども申し上げましたが、予防保全の導入とか、

施設総量の最適化、コストの平準化等、本県の総合

、 、管理計画と整合がとれるように 各個別計画の策定

そして策定後の進捗管理を行う必要があると考えて

おりまして、今後の進捗管理について、他県の取り

組み状況も参考にしながら、総合管理計画に定めた

取り組みがしっかりとできるように検討していきた

いと考えています。

出てきた書類で、でこぼこがあっ〇当山勝利委員
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たら、将来的にでこぼこを減らす方向で調整される

と思いますが、資料もいただいて見たら、いわゆる

施設数も道路も橋もいっぱいあって、それを管理す

るのは相当なマンパワーが必要かなと思うのです。

それぞれの各部署で計画をつくって、それが上がっ

てくると思うのです。それを平準化のために押し並

べる。財政も計算しないといけない。さらにそれも

管理しないといけない。こういうことをやろうと思

うと、相当マンパワーが必要だと思いますが、今は

３人でやっていらっしゃると聞いていますが、本当

に管理できるのかという心配をしています。それこ

そ今、これはどこの都道府県、市町村でもやりつつ

あるところですので、財政の平準化はとても大切な

ことだと思います。ということは、そこにかけるマ

ンパワーはあってしかるべきと思いますが どうなっ、

ていますか。

確かに今、総括している管財課〇金城武総務部長

はこういう体制ですが、財政的な視点では、財政課

でかかわって、いろいろな調整をしないといけない

部分がございますので、各部局で連携しながらどの

ような形でやっていくか、それでもなかなか厳しい

状況がございましたら、業務量を勘案しながら、体

制を構築していきたいと考えております。

先ほどと同じことですけれども、〇当山勝利委員

数が多い それから道路も距離が長い 橋は古くなっ。 。

ている橋も多いので、そこら辺、これから難しいか

、 。なと思いますので ぜひよろしくお願いいたします

続きまして、公安委員会にお尋ねします。

平成27年度主要施策の成果に関する報告書で言い

ますと、323ページ、324ページになります。

非行少年を生まない社会づくりというところです

が、事業の成果として、刑法犯少年の検挙・補導人

数、その下には補導した不良行為少年たちの人数が

載っていますが、近年の傾向について御説明くださ

い。

まず刑法犯少年ですが、〇梶原芳也生活安全部長

刑法犯少年の検挙・補導人員、これは平成17年に過

。 、去20年で最多となる2313人までふえました その後

減少傾向となりまして、平成27年は1067人で、ピー

ク時の平成17年と比べて1246人減少 マイナス53.9％、

の減少となっております。

次に、不良行為少年です。不良行為少年の補導人

員ですが、平成10年に２万人台、平成14年に３万人

台、平成20年に４万人台になりました。そして、平

成25年は、過去20年で最多となる５万9695人となり

ましたが、平成26年から減少に転じており、昨年は

２万7120人となっており、前年より１万6283人減少

しております。

近年は減っているということで、〇当山勝利委員

新聞の報道にもありましたが、補導が大分成果を上

げてきているのではないか、一要因ではないかとい

うようにあったと思いますが、補導のやり方がいろ

いろあるようですが、その説明お願いします。

少年補導といいますと、〇梶原芳也生活安全部長

警察官と少年補導職員が補導を行います。そのよう

な警察官や少年補導員が不良行為をしている少年を

発見したときは、当該少年に対して、まず、住所、

氏名、あるいは学職、学校に通っているのか仕事を

しているのか等について確認した上で、確認した不

良行為を中止、やめるように促します。それから、

「 」 、例えば夜間でありますと お家に帰りなさい とか

注意を行った上で、非行防止、その他健全育成上必

要な助言を行います。

注意や助言のみでは少年の非行防止、あるいは健

、 、 、全育成上 十分ではないと認められる場合 例えば

これまで繰り返し補導されている少年とか 午後10時、

以降は深夜徘回になりますが、例えば酒を飲んでい

たとか、その場限りで帰すわけにはいかないような

場合は 保護者に連絡したり 引き取りに来てもらっ、 、

たりしています。さらに、特に必要があれば、学校

の方、あるいは職場にも連絡をして、その少年が今

後、いい方向に進むようにというふうに行っていま

す。

補導の仕方によっては、保護者に〇当山勝利委員

連絡がいかない場合もあるということですか。

基本的には、補導した場〇梶原芳也生活安全部長

合は、保護者の方に引き取るように指導はしていま

すが、条例上は、午後10時以降を深夜徘回としてお

ります。ですから、午後10時に近い時間帯で補導さ

れた場合とか、日中で学校をさぼっている、いわゆ

る退学をしている子供とか、これまで補導もされて

いない場合には、その場から帰すということもあり

得ます。

そこなのですよね。補導、不良少〇当山勝利委員

年にかかわる場合がありまして、本人たちが補導さ

れたという感覚を持ってないのですよ。警察の方と

お話をしたという感覚ですよ。だから本人、補導さ

れていないという感覚を持ってしまって、それがい

、 。いことなのか 悪いことなのかということなのです

警察官が声をかける理由があったので、それはきち

んと本人がわかるようにしてあげないと、悪いこと

だよと。どうしても鈍くて、その辺の感覚を持って

ない子もいるのです。そこら辺は工夫が必要だと思

いますが、いかがですか。



－77－

基本的には保護者への引〇梶原芳也生活安全部長

き継ぎを基本にしていますが、先ほど言ったような

例外的な扱いをしていますが 今 委員がおっしゃっ、 、

ているように、私どもでは補導したといいますか、

指導したつもりでおりましても、子供たちに伝わっ

ていないのであれば、せっかく指導したのに効果が

ないということになりますので、その辺は、現場の

警察官から補導された子供たちにきちんと伝わるよ

うにしなさいと指導したいと思います。

よろしくお願いします。〇当山勝利委員

もう一点あります。

交番についてですが、よく交番の前を見ると、な

かなか交番の中に警察官の方がいらっしゃらないの

を見かけたりします。本土に私も何年か住んでいた

のですが、大体いらっしゃるのですよ。いつ行って

も、どこを通ってもいらっしゃるのが普通で、こち

らだといらっしゃらないのをよく見かけます。だか

ら、警察官の数が足りていないのかと思いますが、

これはいかがでしょうか。

県内の交番・駐在所には〇梶原芳也生活安全部長

全て警察官を配置しております。ただ、警察官が扱

う事象が年々増加しておりまして、事案処理に時間

を要するのが１つ、あるいは別に事件がなくてもパ

トロールもしないといけません。ということで、委

員がごらんになったときに一時的に警察官が不在に

なっている交番等があるかもしれません。本県では

基本的には交番には２人以上、24時間で勤務してい

る交番には２人以上勤務しておりますが、県外の大

きいところは、２人ではなくて、もっとたくさんの

、 、警察官が配置されている関係で どちらかというと

交番にいる警察官を見かけることが多いかもしれま

せんけれども、沖縄県では２人以上ということで最

低が２人ですが、２人のところは、その２人が出払

うと一時的に不在になるという事態が生じておりま

す。

沖縄県はそこに住んでいらっしゃ〇当山勝利委員

る人以外に観光客とか、いろいろ難しい問題もある

と思いますが、そこら辺は影響していますか。

私どもでは、１つは警察〇梶原芳也生活安全部長

官をやはり外に出てパトロールしてほしいという要

望と、やはりいつ行っても、例えば観光客もそうで

すけれども、いつ行っても交番にお巡りさんがいて

ほしいという相反する要望があります。それを解消

しようということで、毎年のように交番の警察官の

配置見直しも図っているのですけれども、それ以外

にも当日の交番勤務の勤務員の数を見て、そういう

交番が出ないように弾力的な運用を行っています。

それから、警察官を補完するものとして、交番相

談員という非常勤職員がございますが、現在40名お

ります。これを今、37交番、美浜も含めますと38の

交番と警備派出所に配置してございます。そういう

方々の運用それから、日中でありますと２人勤務で

ありますが、１名でパトロールカーを持たせて１名

は交番に残すとか、あと交番所長ということで、複

数の交番をブロックで運用する担当の係長がいらっ

しゃいますが、この方は日勤となっていますが、こ

の日勤の交番所長も弾力的に運用して、できるだけ

交番が不在にならないようにという取り組みは行っ

ております。

条例で警察官の人数が決められて〇当山勝利委員

いると思いますけれども、充足率はどの程度ありま

すか。

定員についてお答えしたいと思〇中島寛警務部長

います。現在定員につきましては、いわゆる条例定

員2666人となっていまして、そのうち、実員2655人

となっております。これは10月３日現在の数字です

けれども、いわゆる充足率でいいますと、99.5％に

なっております。

充足してはいるのですが、やはり〇当山勝利委員

何かあったときには、交番で。警察署ではなくて、

まずは交番という、私は普通の感覚でそういう感じ

。 。を持つのですね 110番というのもありますけれども

110番まですべき事案ではない場合もあると思います

ので、そういうときに警察官がそこにいないのは、

とても不安ではあると思います。そこら辺は解消す

べきと思いますけれども、いかがでしょう。

増員の観点から、お話しさせて〇中島寛警務部長

いただきたいと思います。

沖縄県警察としましても、現在の治安情勢を踏ま

えまして、国、もっと言いますと警察庁に対して、

随時、増員を要求してきておりまして、平成14年度

から平成28年度までの間で約380名近くの増員を、確

保しております。

一方で、委員御指摘のとおり、沖縄県は特殊事情

があると思っていまして、例えば、先ほど御指摘の

あった観光客が非常に多い。あと、米軍関係の犯罪

があるとか、また、離島県であるとか、尖閣諸島の

対応があるとか、そういう特殊な要因があって、警

察官１人当たりの実質的な負担は大きいと思ってお

りますので、そういったことも踏まえまして、これ

からも、適切に増員要求を図っていきたいと思って

おります。

県民の安心・安全なものをつくっ〇当山勝利委員

ていただきたいと思いますので、よろしくお願いし
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ます。

仲宗根悟委員。〇渡久地修委員長

、 、〇仲宗根悟委員 それでは知事公室 そして総務部

公安委員会と３つ用意しましたけれども、関連しま

すので、警察関連からよろしくお願いします。

先ほど、仲田委員から沖縄県の飲酒運転根絶に向

けての施策をお聞きしましたけれども、相変わらず

の数字で横ばいできているということで、県警察を

挙げても絶対的には少なくはなっているという報告

ですので、かすかな明るい兆しの話かなというよう

、 。に思いながらも これはもう地域の問題なのかなと

あるいは鉄軌道がないせいかと思ったりはしました

けれども、これは法を犯して、酒を飲んで車を歩か

せること自体、どのような理由を持ってもやっては

いけないということは、県民一人一人思っていると

思うのですよね。私自身も、以前は１杯なら大丈夫

だよということで、各家庭で、お正月だとか、ビー

、 、ルも勧められたりする経験もありますが 最近では

やはり非常に勧めにくいというのでしょうか。わざ

わざ スージシーガルチョールヌムンという形であっ、

たりもしましたけれども、最近では、お母さん方が

気を使ってといいましょうか、もちろん当たり前の

ことですから出さない工夫はしているのかなと。県

民にも広く伝わってきている状況かなというように

思っていますが、その辺のところはいかがでしょう

か、部長。

県民に広く伝わっているのか〇大城正人交通部長

という関係ですが、平成21年に条例もできまして、

県民挙げて、飲酒運転根絶の取り組みをやっていま

して、先ほど本部長からもありましたけれども、全

体としては減ってきているのです ちなみに過去10年。

の飲酒運転の検挙を見ますと、平成14年は9285件検

挙されているのです。昨年は1632件ですから、検挙

件数としては減ってきているのです。事故も減って

きています。ただ、やはり各県に比べますと、まだ

、まだ飲酒運転の認識が甘い方がいらっしゃいまして

構成率等から考えますと、まだ全国に比べると高い

状況にあると、そういう状況でございます。

地域の皆さんの啓発活動、あるい〇仲宗根悟委員

は市町村レベルでも大会を持ったり、いろいろ啓発

活動に努めていると思うのですけれども、実際、職

場ですとか、いろいろな取り組みの仕方はそれぞれ

というか、飲酒運転撲滅に向かってということで、

１つの目的に向かって取り組まれていると思います

けれども、職場の関係ですとか、地域の皆さん、そ

の力の入れぐあいというのでしょうか。警察が感じ

、 、る 警察がこうしてほしいのにと思うような自治会

あるいは職場の皆さんの啓発活動はございますか。

事業所に関しましては、事業〇大城正人交通部長

所単位で警察との飲酒運転根絶に関する協定を結ん

だり、あるいは覚書を締結しまして、例えば事業所

の職員に対して、飲酒運転しませんという誓約書の

提出とか、あるいは車両運送にかかわっている事業

所でしたら、事業開始前に飲酒チェッカーをやると

か、いろいろな取り組みをしていただいています。

車両に飲酒運転根絶ステッカーを張ったりですね。

また、市町村におきましても、市町村単位で県民の

飲酒運転根絶の大会をしていただいたり、また、い

ろいろな地域の会合には警察官が呼ばれまして、飲

酒運転の現状の説明をしてもらうとか、そういう取

り組みをやっていただいています。

以前、うちの会派の一人が持って〇仲宗根悟委員

いたのですが、3000円でどこかからか購入してきた

チェッカーというやつがあるらしいのですが、これ

もすごくいいやつと、また、そうでもないチャラン

ポランな……。そのチェッカーを持って―もちろん

、啓発活動そのものに役立つのかなと思っていますが

そういった職場ですとか、地域の皆さんに警察とし

て、こういう普及活動といいましょうか、そういっ

た宣伝活動というのでしょうか、そういうのは、ど

のような取り組みがありますか。

先ほども申し上げましたけれ〇大城正人交通部長

ども、特に運輸関係の事業所に関しては、積極的に

職員の事故防止のためにチェッカーの活用とかを

やっていただくとか、あるいは、朝礼の場で飲酒運

転しませんと宣言してもらったり、いろいろな活動

をしてもらっています。

飲酒運転撲滅のために県を挙げて〇仲宗根悟委員

頑張りましょう。

それで、飲酒運転は今お話しいただいたとおりで

すが、よく耳にしたのが身近な犯罪でしたか、それ

の他府県と比べて、本県の犯罪の発生率、そして警

察官の努力の検挙率というのでしょうか。そういっ

。たことはどのような傾向になっていますでしょうか

まず犯罪の抑止の関係で〇梶原芳也生活安全部長

ございます。

平成14年に本県では、戦後、刑法犯認知件数が最

高を記録しまして、平成15年にちゅらうちなー安全

なまちづくり条例をつくりまして、平成16年に施行

された後 県 県民 事業所等とが一体になってちゅ、 、 、

らさん運動を展開してございます。そのような取り

組みの結果、平成15年から減少傾向が13年間続いて

おります。

昨年、平成27年中の刑犯認知件数は9463件、前年



－79－

、 。と比較いたしまして416件 4.2％減少しております

また、本年８月末現在ですけれども5461件で、前年

同期と比較いたしますと約850件、約13％減少するな

ど良好に推移しております。

平成14年、平成15年、そしてちゅ〇仲宗根悟委員

らさん運動が開始されてから、犯罪が減少傾向にあ

るというようなお話ですが、この発生する内容、県

内に14署あるのですが、その14署の特徴、その傾向

というのは、大体ひとしく同じような傾向で動いて

いるのですか。

県下14警察署管内、相対〇梶原芳也生活安全部長

として減少したから13年間連続で減少しております

けれども、例えばの話といたしまして、警察署ごと

に何か特徴があるのかといいますと、やはり管内人

口の多い警察署は刑法犯認知件数は高いという状況

。 、 、になります あと管内に 例えば農地といいますか

抱えている警察署、そういったところで農作物とか

農機具とか、こういった盗難被害があるということ

があります。

それで、ちゅらさん運動と相まっ〇仲宗根悟委員

、 、 、て その各地域 各署もそうだと思いますけれども

自主防犯組織の組織活動が随分活発になった時期が

あって、そして、その結成数といいますか、自主防

犯組織が多くなるにしたがって、その犯罪数も減っ

てきたのだというようなお話を伺ったことがありま

したが、最近、青色回転灯のぐるぐる巡回する車を

そんなに見かけなくなったと思いますが、今、その

活動そのものはどうなっていますか。

まず、防犯ボランティア〇梶原芳也生活安全部長

関係でございますけれども、条例をつくりまして、

県民一体となって、ちゅらさん運動を展開したおか

げで、地域の安全は地域で守ろうという意識が非常

に高りまして、防犯ボランティアという方々も非常

にふえております。

平成15年に条例ができた当初は、98団体、4031人

でございましたけれども 本年８月末現在では 737団、 、

体、２万4649人でありまして、平成15年と比較いた

しますと639団体、２万618人というようにふえてお

ります。

それと、青色回転灯装備車両のことでございます

、 、 、が これにつきましても 年々ふえてまいりまして

本年８月末現在、421団体、車両770台。これが、県

内各地域で、地域の安全のために活躍しているとい

うことであります。

平成15年当時の98団体から、２万〇仲宗根悟委員

4000人、732団体を数えているということで、自主防

犯組織のボランティア活動が大きくなれば大きくな

るほど犯罪は減っているというところがあるわけで

すけれども、子供たちのこともあろうかと思います

、 、が この青色回転灯で犯罪が抑止できるという効果

あるいは防犯組織を組織することによって、みずか

ら犯罪に巻き込まれないような工夫がされているの

か、どちらが比重が高いのですか。

休憩いたします。〇渡久地修委員長

（休憩中に、仲宗根委員から、自主防犯組織

がふえて犯罪が減少しているのは、ボラン

ティアによる防犯意識の啓蒙が要因ではな

いかということが質疑の趣旨であるとの補

足説明があった ）。

再開いたします。〇渡久地修委員長

梶原芳也生活安全部長。

委員がおっしゃるとおり〇梶原芳也生活安全部長

でございまして、自主防犯ボランティアがふえた、

、あるいは青色回転灯装備車両がふえたということで

啓蒙活動というのは非常に進んでおります。警察で

もいろいろ取り組んでいるのですが、また、県民各

人が防犯というものに対する関心が非常に高まりま

して 以前と比べますと 自宅に対する鍵かけであっ、 、

、 、 、たり 自転車 オートバイの鍵かけであったりとか

、そういう施錠に対しても非常に関心が高まりまして

犯罪の抑止というものに非常に効果があるというふ

うに考えております。

非常にいいボランティア活動で、〇仲宗根悟委員

抑止がかなっているということで、未然に防止する

施策そのものは、ちゅらさん運動を通しても継続し

ていただきたいというように思います。よろしくお

願いします。

それでは、知事公室、お願いします。

米軍基地の問題ですが、私たちもずっとこの方、

基地被害―悪臭ですとか、騒音の問題ですとか、要

請といいましょうか、県の皆さんにも汗をかいても

らいたいということでは、あらゆる機会を通して、

国、それからアメリカにも直接要請はしているとい

、 、 、う内容ですが そこで あらゆる機会ということで

今現在ある沖縄防衛局ですとか、外務省沖縄事務所

とか、そういった関連で、定期的にミーティングを

行ったり、基地問題に対しての話し合いがされてい

るのか、どうですか。

基本は、事件・事故が起〇謝花喜一郎知事公室長

こるたびの抗議とか要請、そういったものが中心に

なっています。ただ平成12年に、米軍人・軍属によ

る事件・事故を起因としまして、米軍人・軍属等に

よる事件・事故防止のための協力ワーキングチーム

が設置されて、この会合というのは、定期的に毎年
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実施されております。ことしも４月に第24回の会合

が開かれたということでございます。

やはり、昨年２月議会から、県議会におきまして

も、しっかりとした県の対応をすべきではないかと

いう意見がございました。先ほどのワーキングチー

ムの中でもリバティー・バディー制度等について、

、県から厳しく米軍側に意見を言うようにしましたし

それから、一部新聞報道でもありました新兵に対す

るオリエンテーションの研修内容についても、県か

ら申し入れを行いまして その研修内容についてしっ、

かりと県側と意見調整を行ってやってもらいたいと

いう形で―こういったものについては定期的といい

ますか、相手方もいることですので、相手方からこ

ういう形でどうでしょうかということに対して意見

を投げて、また、それに対して投げるという形で、

こういったのが６月ぐらいから、実は先週もやって

きたばかりですが、大分こういった中で、県が求め

ていたものについて、改善が見られつつあるという

ことです。あと、それ以外にも米軍基地関係特別委

員会で、ある委員から月１回程度で米側と意見交換

、をすべきではないかという意見もございましたので

、 、その点についても そういった意向を申し入れして

四軍調整官事務所で調整していただけないかという

申し入れも行ったところです。沖縄防衛局とも、さ

まざまな課題がありますけれども、意見交換などが

行えるようにということで、動いているところでご

ざいます。

実は我々米軍基地関係特別委員会〇仲宗根悟委員

の中で、この間の墜落を受けての要請に行かせてい

ただきましたが、その中でも、おっしゃった調整官

事務所の中で教育係をされているという方が対応さ

れていました。その中で、県内で海兵隊には３名い

て、そのうちの２人が対応しているのですが、やは

、 、り今回の事件を受けて 片づいたといいましょうか

できた時期を見計らって皆さんをお招きして、どう

いった教育をしていますよということを申し上げる

。 、機会を設けたいという話をいただきました それで

これがおっしゃったように定期的ではなくても、こ

ういった形で意思疎通といいましょうか、こういう

問題がありますと。そしてこうやる中から、何らか

の形で物事が一つ一つよい方向に動くのかな、解決

に向けてのいい糸口がつかめるのかなと思ったりも

したものですから。そのことも、また報告もしなが

ら、今のお話を受けて、これは大事な機会ではない

のかと思いますが、その辺いかがでしょう。

オリエンテーションにつ〇謝花喜一郎知事公室長

いては、歴史の話とか、最近の事件・事故の議論ば

かりではなくて、実は復帰前からの長い歴史の中で

沖縄県民がさまざまな感情を抱いている。そういっ

たことを強く申し入れて、海兵隊、新兵に対するあ

れですので、数字とかそういったものはなかなか入

れ込みにくい、理解いただくために入れ込みにくい

というものはあるわけですけれども、例えばベトナ

ム戦争当時の沖縄の実情とか、そういった観点から

事件・事故があったと。それから、裁判権について

も、沖縄にはなくて米側で行っていたと。それに対

する沖縄県民の思い、そういったものを記述までし

ていただいて、まだ調整中ですが、そういったこと

までいろいろ調整してございます。これについて、

こちら側である程度、内部で調整を行って、11月ぐ

らいにはそういったものを公表したいという話がご

ざいました。それから、いろいろな各基地の司令官

、 、との意見交換について申し入れをしたところ まず

県側のスタッフと米側のスタッフを招いて、規模感

ですとか、テーマとか、そういったものを話し合う

ということをやりましょうかという向こうからの逆

、 、提案もございましたので このようなものを受けて

我々としては、せっかくやるからにはいろいろ、基

地所在市町村の皆さんをどのような形で巻き込むか

とか、いろいろなことを考えながらやっていきたい

と思います。

あと１つは、我がほう―国内の話〇仲宗根悟委員

ですが、外務省沖縄事務所の大使が、以前、夜間訓

練、飛行の騒音についてどうにかできないのかとい

うことで申し上げたら 「これだったら、どうにか私、

のほうでも申し上げて軽減が図れるかもしれない」

というところがあったのですよ。それで要請をした

、 、ということで いろいろ―夏場時間になると長くて

帰る時間、差し迫って10時も過ぎたりするのだと回

答を得たというのですね。外務省沖縄事務所の方が

できる仕事、外来機の飛来についてはどうなのだと

お聞きしましたら 「外来機については、私のレベル、

では及ばない」とまでは言いませんが、そういった

ニュアンスのことを聞き及んだと思います。ですか

ら 非常にできる範囲と そして今現在の沖縄のトッ、 、

プと外務省沖縄大使とでできる部分と、やはり国を

動かす、あるいは、もっと上を動かすためには、今

のおっしゃるように知事がしっかりワシントンに沖

縄の実情はこうなのだと、この辺を改善してもらい

たい、せめて夜間に飛ばさないでほしいというよう

な内容も含めて、基地の問題を発信してやる場が、

私はワシントン事務所のそういう形でお仕事してい

ただく、そういう場だと、そういう立場だというよ

うに思っています。ですから、できるところ、それ
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から及ばないところも、やはり及ばせるような工夫

ができる今の体制という部分では、非常に大事な位

置にワシントン事務所はあるのかなと思ったりもし

ますので、その辺のところをぜひ頑張ってもらいた

いなと。改善に向けて、一歩一歩踏まえていただき

たいというように思います。

新垣光栄委員。〇渡久地修委員長

仲宗根委員の質疑に関連してです〇新垣光栄委員

けれども、公安委員会から、平成27年度主要施策の

成果に関する報告書の328ページ、331ページです。

今、犯罪防止に関しての質疑があったと思います

けれども、このように県警察では犯罪者の被害者等

の支援、それから安全体制の整備等に努めていると

思いますけれども、これはあくまでも日本人に対す

る、国内に対する支援体制とか相談体制の整備だと

思いますけれども、今、米軍から派生する事件・事

故等が多く起きた場合、県警察としては、そういう

体制までこの支援体制で十分なのかどうかお聞きし

たいのです。

被害者支援についての御質疑だ〇中島寛警務部長

と認識しています。被害者支援につきましては、も

、 、ちろん一般犯罪の被害者 例えば性犯罪であるとか

被害者に対する支援、犯罪被害給付制度の教示であ

りますとか、さまざまな公的給付の教示であります

とか、そういった支援もしておりますし、もちろん

米軍によるいろいろな被害に遭われた方についても

支援の対象としておりまして、必要な支援は実施し

ております。

相談体制はどうですか。事件が解〇新垣光栄委員

決しないと。どうしても相手側が米軍なものですか

ら難しいといった場合に、そういう相談の持ち込み

等もあるのですか。

そういった、例えば被害者側か〇中島寛警務部長

ら、いろいろな相談、例えば精神的負担というのも

いろいろあると思いますけれども、県警察では指定

被害者支援要員というのを指定してまして、被害者

側に寄り添うという観点から、例えば事件の捜査に

当たっては、犯罪場所で実況見分を行ったりとか、

いろいろ精神的な負担を生じることを行っていただ

く必要がありますけれども、指定犯罪被害者支援要

員が、被害者に寄り添う形で支援を行っているとこ

ろでございます。

これまで米軍による事件・事故は〇新垣光栄委員

6000件以上起きていると思いますけれども、復帰以

降ですね。それに対して、大分泣き寝入りしている

方々もいると思うのですよ。ある程度事件が処理さ

れると民事になっていきますので、その辺に関して

は、どうしても泣き寝入りする件が多くなってくる

と思います。先ほど、ワーキングチームをつくった

りということで、事件の未然防止にはいいのですけ

れども、被害に遭われた方が、以前でしたら、與儀

功貴君の場合でしたら、裁判権がないとか、いろい

ろなことが起きました。それに対して、私は今、知

事公室の分で、２ページに米軍基地から派生する諸

問題の解決に向けてということで地域安全政策事業

というのがあるのですが、この辺に米軍から派生す

る事件・事故に対して、特殊な場合に、ぜひ被害に

遭った方々を守っていくために、公安委員会でもい

いのですけれども、特殊な相談所をぜひ開設してい

ただきたいと思いますけれどもどうでしょうか。

米軍人等による事件〇運天修参事兼基地対策課長

・事故の被害者の救済ということですが、公務中に

つきましては地位協定に基づきまして日本政府が賠

償するということになって、ケース・バイ・ケース

ですが、なっております。公務外の場合は原則とし

て加害者が賠償することとなっておりますが、加害

者に弁済能力がない場合には、沖縄防衛局で補償の

請求を受けて、内容審査等々やりまして、米軍に送

りまして、補償の金額を決定して支払いというよう

なことの手続は、一応そういう仕組みはできており

ます。

こういうことができているという〇新垣光栄委員

ことはお伺いしていますが、そうすると大分時間が

かかったり、費用がかかったり、なかなかできない

という声もお聞きしています。これから沖縄県は観

光客もふえて、観光客と米軍の事件・事故とかいろ

いろなことが想定されると思いますので、ぜひ知事

公室、それから公安委員会で連携しながら対策室も

つくるべきではないかなと思っておりますので、よ

ろしくお願いいたします。

そして、これは提言にとどめて、公安委員会にも

う一つ質疑させていただきます。

333ページです。信号機の問題ですけれども、今、

信号機の設置をしてくれとか、道路標識の新設をし

てくれということで要望が結構上がってくると思い

ますけれども、今、この年の数字を見ていると、信

号機８基とか、これで十分要望に応えられているの

かなと疑問に思いますけれども、今、要望件数が何

件ぐらい年間上がってきていて、実施できるのが何

件ぐらいかお答えいただけないでしょうか。

平成27年度の予算に〇與儀淳交通部交通規制課長

関しては、新設に関しては14基で5860万円の予算が

使用されています。

今、各署からの要望に関しては、平成27年度につ
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いては20件という形で、今ある程度は対応できてい

るのかなと思っています。

この設置要件といたしまして、や〇新垣光栄委員

はり子供たちの安全が先になるのか、通学路が先に

なるのか、そういう基準というのはどのように設け

ていらっしゃいますか。

一応、信号機の設置〇與儀淳交通部交通規制課長

指針というのがありまして、ある程度１時間の交通

量が300台以上とか、それから近接する信号機との距

離が150メートル以上離れているとか、いろいろそう

いった中で、もちろん児童の安全というのも念頭に

入れながら、そういった中で調整しています。

この交通規制のほうはどのような〇新垣光栄委員

基準で、大型ダンプは入れないでくれとか、通学路

があるためにですね。そういうのもあるのでしょう

か。

大型交通規制に関し〇與儀淳交通部交通規制課長

ても、これはもちろん道路幅員も含めて検討しなが

ら、あるいは児童の交通とか、そういうのも考えな

がら、また現状がどのようになっているかを検討し

ながら規制をすべきかどうか、まず地元住民の合意

を考えながらやっていくというところであります。

私も以前、地域住民の同意を100％〇新垣光栄委員

得て、交通量も調査して、県警察に上げたことがあ

るのですが、なかなか６年、７年たってもできない

ものですから、ぜひもう一度上げていきたいと思い

ますので、対応のほうよろしくお願いします。

続きまして、総務部でお願いしたいと思います。

次、平成27年度歳入歳出決算審査意見書の中から

質疑をさせていただきます。意見書の収入未済額と

不納欠損額の内容について、市町村との連携、それ

から庁内の連携を強化して対策が進められる中で、

一定の改善が見られていると思います。資料を見る

と、大体１年分の比較しかないものですから、どの

ような推移でよくなっているのか、１年よくなって

いるのか、それとも継続的によくなっているのかが

、 、見えないものですから 収入率でよろしいですので

過去５年ぐらいの分でよくなっているのだよという

ことを、もし表現できる資料があればと思っている

のですが。

県税の収入率で５年間分を申し〇金城武総務部長

上げますと、例えば沖縄県の収入率は、平成23年が

96.2％、平成24年が96.8％、平成25年が97.3％、平

成26年が97.8％、そして平成27年が98.3％というこ

とで、毎年上昇してきている状況でございます。

大変すばらしい数字で、だんだん〇新垣光栄委員

よくなっておりますけれども、これ全国的には何位

ぐらいですか。九州でいくと、収入率というのは何

位ぐらいになりますか。

一昨年、平成26年度で九州で〇千早清一税務課長

２位、全国で16位でした。昨年度、平成27年度は九

州では変わらずに、全国では１つ上がりまして15位

という状況です。

皆さんの頑張りで、本当に収入率〇新垣光栄委員

はよくなっていると思っております。私たちの各市

町村も県の皆さんの頑張りで、市町村の収入率も大

分よくなって本当に頑張っていると思いますし、指

導も隅々までいっていると思いますので、また気を

緩めることなく頑張っていただきたいと思っていま

す。よろしくお願いします。

執行率に関してなのですけれども、執行率のほう

が多分用地の取得とか、交渉とか、それによってお

、 、くれが大分目立つと思いますけれども 基地関連で

基地があるゆえに交渉がうまくいかなくて執行率が

悪くなるということもあるのか、そういう予算組み

もやっているのかどうか。

、 、〇金城武総務部長 まず 平成27年度決算において

基地関係が要因となって繰越額、あるいは不用額が

生じた道路事業とか河川事業は、確認はされており

ません。基地関係の要因で、事業進捗が見込めない

箇所につきましては予算の要求がなされない場合が

ありまして、結果として繰り越しとか不用額も生じ

ていないと思われております。

次年度に向けての予算は、この基〇新垣光栄委員

地が収用できないと予算組みしないからそういうこ

とはないと。基地があるゆえに工事が難航している

ことはあるということですか。

なかなか事業に着手できないと〇金城武総務部長

いうことで、実は去る９月７日に、進捗が滞ってい

るということで、それを打開しようということで、

浦崎副知事のほうで沖縄防衛局とか外務省沖縄事務

所、それから在沖米国総領事館に、早期の返還と協

議、要請といいますか、そういう取り組みを今やっ

て、できるだけ早期に事業着手できるようにという

ことで、そういう取り組みを行っているというとこ

ろでございます。

次に、会計処理に関してです。財〇新垣光栄委員

務関係において、不適切とか不祥事が発生している

のですけれども、チェック体制は今どのようにやっ

ているのか、お伺いしたいと思います。

財務会計等の事務処理につきま〇金城武総務部長

しては、これまでも直接の執行担当者のほかに経理

担当者、あるいは出先において出納員等の複数の職

員でチェックを行うというのは、そういう処理体制
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の構築に努めてきております。ただ、御指摘のよう

に、公金着服などの不祥事、不適正な会計処理が発

生するのが、チェック体制の強化を図る必要がある

ということで、実は平成28年度から会計課に、本庁

の会計処理に係るチェック体制を強化するというこ

とで、班長を増員して２班体制にしたり、あるいは

出先機関の会計指導、事務指導の強化を図るという

ことで、２名の職員を新たに配置して、そういう内

部統制の機能強化といいますか、そういう取り組み

を行っております。

ぜひ、１人で過重な業務をするの〇新垣光栄委員

ではなくて、２人体制でチェックを行いながら業務

をできる体制づくり、内部統制も含めて、ぜひ進め

ていただきたいと思います。

そのときに、やはり人的なキャパシティーが必要

だと思うのですけれども、それで、正社員と非正規

職員が今、県庁ではどの程度の割合か教えていただ

けますか。

県全体の一般職、非常勤職員、〇金城武総務部長

嘱託員等の臨時非常勤職員の数は 平成28年６月１日、

現在で6587人で、全職員に占める割合は21.4％とい

う状況でございます。

21.4％ですね。わかりました。や〇新垣光栄委員

はりこの職員と臨時、それから嘱託の皆さんの賃金

差が相当あると思いますけれども、その賃金差を是

、正しなければならないと私は思っていますけれども

この前回の賃金の是正は行わないということだった

のですが、あれは請負契約の賃金の是正なのか、ど

うなのか。

、〇金城武総務部長 本会議で議論になりましたのは

実はあれは清掃業務等の庁舎管理の最低賃金がきっ

ちり保証されるようにというような議論だったと思

うのですが、県職員の非常勤職員は別途、要するに

最低賃金をかなり上回るような金額で設定されてお

りますので、その辺はしっかり対応しているところ

でございます。九州各県比較しても本県は高い位置

にありますので、それなりの処遇はしているつもり

でございます。

九州各県と比較しても高い水準に〇新垣光栄委員

あるということで、もう一度、どのぐらいの位置に

あるかだけ質問します。

非常勤職員の九州各県における〇嘉数登人事課長

状況ですけれども、沖縄県が時給が900円、次が福岡

県の889円、佐賀県の839円ということになっており

まして、沖縄県は九州の中でも最も高いという状況

になっております。

もっと、やはりまだまだ900円でも〇新垣光栄委員

格差があると思いますので、ぜひ1000円を目指して

詰めていただければと思っていますので、よろしく

お願いします。

玉城満委員。〇渡久地修委員長

平成27年度主要施策の成果に関する〇玉城満委員

報告書４ページ、不発弾等対策事業の件ですけれど

も、不発弾等処理事業費が予算額、そして決算額、

少し差額があるのですが、平成25年度、平成26年度

のデータも踏まえて紹介していただけませんか。

不発弾等処理事業費〇知念弘光防災危機管理課長

の平成25年度予算額につきましては、26億5632万

、 、3000円でございまして 支出額が22億5584万3211円

それから平成26年度につきましては27億9395万

2000円、支出済額が20億9515万5099円、それから平

成27年度につきましては、29億2870万2980円、支出

済額が25億8712万1878円となっております。

大体ここ３年は同じ流れと思います〇玉城満委員

が、６番目の住宅等開発磁気探査支援事業、これは

いつから始まっていますか。

平成24年度に市町村〇知念弘光防災危機管理課長

の事業として始まりまして、平成25年度から県の事

業へ移管しております。

住宅等開発磁気探査支援事業、本当〇玉城満委員

に民間が使えるという意味ではすごくいい事業だな

と思いますけれども、私らももう数年前から、その

前からずっと民間で利用できる支援事業にしてくれ

という話をずっと訴え続けてきたのですが、この中

で１つ、これを受けたいと思っている人たちの中か

ら余りにも時間がかかり過ぎるという意見がありま

す。これはどのようなことかというと、許可がおり

て１カ月かかるということは、１カ月間この土地を

遊ばすということ。だからできれば並行して、許可

が出たときと時期を同じくして、支援事業の許可を

出してくれないかという、そういうやはり陳情とい

うか、苦情が結構あるのです。その辺はどのように

考えていますか。

今、委員がおっしゃ〇知念弘光防災危機管理課長

るとおり、建築確認済証を添付することになってお

りましたが、去年改革を図りまして、建築確認申請

から建築確認済証の交付までの期間の間が約２カ月

あるのですけれども、その間に補助金の交付申請が

できるように、今改善しております。

要するに、許可申請が出て、それで〇玉城満委員

もう支援事業がすぐスタートできるということです

か。どのようなことですか。

去年まで、申請書を〇知念弘光防災危機管理課長

出すまでに実は１カ月ぐらい時間を要していたので
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すが、申請書の最初の提出のときにチェックシート

というのをつけてもらいまして、そのチェックシー

トで申請書類を確認しまして、行ったり来たりがな

いようにしまして、速やかに申請書ができるように

しております。大体３日以内で申請ができるように

しておりまして、そのときに建築申請書類をもって

申請できるようにしています。

ということは、許可が出たらもうそ〇玉城満委員

、 、れから３日ぐらいで その磁気探査ができるような

そういう交付がなされるということですか。

今は、３日以内に申〇知念弘光防災危機管理課長

請いたしまして、それからいろいろな手続がござい

ますので、補助金の申請の手続、交付手続がござい

ますので、大体500万円未満の申請で交付決定までに

かかる時間が２週間以内になっております。500万円

以上の請求につきましては、大体４週間以内になる

ようになっております。

ということは、１カ月かかるのでは〇玉城満委員

ないの。

済みません、もう少し補〇謝花喜一郎知事公室長

足させていただきます。今言っていたのは、いわゆ

る済証でないとだめでしたけれども、建築確認申請

書の受付を証明する書類を出していただきます。そ

の間に、いわゆる建築確認のいろいろ手続をするの

ですが、それで時間を一定期間要するわけですね。

その期間内に、いわゆる並行して交付決定ができる

ような作業はしますよという説明でございます。

多分これは食わず嫌いの人がいて、〇玉城満委員

申請したらこれだけ時間がかかるよということで、

もうじゃあやめたという、そういう人たちがたくさ

んいるのですよね、周りにね。だからもう少し簡素

化して、民間にやっぱりそのようにもう少しこの制

度を利用してもらうような工夫をもっとやるべきだ

なと思います。今、説明を聞いたら、多少改善には

なっていますけれども、前と同じスタイルであると

、 、 、いうような 今 私はネットで調べましたけれども

段取りとかそういうのは前のままの段取りになって

いる感じがしているのですね。今、私らが県の申請

のいろいろなネットで調べられるではないですか。

それは前のままになっているのですよ。だからそう

いう意味ではね、これをもう少し利用してもらった

ほうがいいと思うのです。それをやると多分この執

行率ももう少し上がってくるのではないかなという

気がしておりますので、もう少し民間に対しての宣

伝、告知を強めていただきたい。早くできますよと

いうことで。

もっと言いたいことはたくさんあったんですが、

通告していないのですが、総務部長、自主財源率っ

て今、沖縄県の向こう３年間はどの程度ですか。

平成27年度決算は普通会計ベー〇宮城力財政課長

スなのですけれども、普通会計ベースにおける自主

財源比率は28.9％となっております。平成26年度の

自主財源比率が26.6％で、前年度より2.3ポイント改

善している状況にあります。

私がなぜこの質疑をしたかといいま〇玉城満委員

すと、中長期的に2020年、2025年、要するに今、沖

縄県が基幹産業である観光産業、ＩＴ産業、そして

アジアのダイナミズムを取り入れた、やはりこれか

ら沖縄県がやっていかないといけない産業がたくさ

ん出てきますね。大体2025年ぐらい、例えば中期計

画ぐらいではこの辺の事業がかなり成就している時

期だと思うのですね。このぐらいにきたら大体どの

程度の自主財源率になっているかというのは、予測

はやられておりますかね。シミュレーションしてい

ないですか。

現在のところ、そこまでは、予〇金城武総務部長

測まではしておりません。

ぜひシミュレーションしていただい〇玉城満委員

たほうが、わかりやすいのではないかなと。県が、

今から何に力を入れていくのだ 何に力を入れていっ、

たら県の財政がどのようになっていくのだ、自主財

源率がこのぐらい伸びていくのだとか、いろいろな

こういうことを県民にやはり示していくことも非常

に自立経済に向けた一番のデータになると思うのだ

よね。ぜひその辺をシミュレーションしていただき

たいと要望いたします。

休憩いたします。〇渡久地修委員長

午後３時20分休憩

午後３時40分再開

再開いたします。〇渡久地修委員長

休憩前に引き続き、質疑を続けます。

比嘉瑞己委員。

知事公室から伺いたいのですが、〇比嘉瑞己委員

。辺野古の裁判費用について私も聞きたいと思います

午前中の議論の中で、当初予算では裁判を想定し

ていなかったということで対応してきたとのことで

したが、３つの裁判が行われたわけですが、決算な

ので時系列的にどういった裁判があったのか、まず

お聞かせください。

３つの裁判、時系列的に〇謝花喜一郎知事公室長

、 。ということですが まず代執行訴訟が行われました

これは、承認取り消しを取り消さなかったことに対

して国土交通大臣が取り消すという。次に、抗告訴

訟が行われまして、その後関与取り消し訴訟―是正
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の指示に対して、それを取り消してくださいと。こ

。 。れは県側からです この３つの訴訟がございました

今のを振り返ってみても、県とし〇比嘉瑞己委員

ては国とは話し合いによって解決をしたくて頑張っ

てきたけれども、国が沖縄県を訴えたというのが最

初の始まりだったと思います。そこら辺は、知事公

室長はどのようにお考えですか。

やはり最初の代執行訴訟〇謝花喜一郎知事公室長

のほうが、まず地方自治法の流れからしても問題が

あったのではないかと。やはり本来ならば、国地方

係争処理委員会の制度ができているからには、きっ

ちりとした是正の指示等を行ってやるべきだっただ

ろうとは思っております。

そうした流れで始まって、現在は〇比嘉瑞己委員

最高裁に上告中ということでした。この裁判の評価

はいろいろ分かれているところですが、私は大変大

きな成果があった一連だったと思います。やはり一

番大きいのは、あれだけ国が強行してきた辺野古の

工事が今現在中断しているというこの事実自体が大

きな成果だといえると思いますが、そこら辺はどう

でしょうか。

和解条項に基づいて国は〇謝花喜一郎知事公室長

工事を中止しているわけでいるわけですけれども、

これを受け入れるか否かに当たって、いろいろ議論

が弁護団との間でもございました。ただ、最終的に

受け入れるという判断に至った一番大きな要因とし

て、今、委員がおっしゃったように、工事をとめる

ことができるということが大きかったというように

考えております。

引き続き頑張ってほしいと思いま〇比嘉瑞己委員

す。続いて、ワシントン事務所について私も聞きた

いと思いますが、全く初めてで、日本全国どの自治

体にもないような取り組みだと思いますが、いろい

ろ準備には御苦労もあったと思いますが、このＦＡ

ＲＡを取得したということが一つ大きな契機になっ

たと議会でもお話を聞きました。改めて、このＦＡ

ＲＡがどのような制度なのか、またこれを取得した

ことによってどういった効果があったのかお聞かせ

ください。

まずＦＡＲＡの制度でご〇謝花喜一郎知事公室長

ざいますが、ザ・フォーリン・エージェンツ・レジ

ストレーション・アクトの登録が必要だと、米国外

の政府・政党、人物や組織などの代理等として米国

の世論、政策等に影響を与えようとする者は、その

米国外の主体との関係、資金の流れ、活動内容等の

情報公開を前提に登録が義務づけられているという

ことでございます。この登録を怠ってそういった人

物との接触等を行った場合、刑事罰の可能性もある

ということでございます。

この取得があったからこそ、米国〇比嘉瑞己委員

の議会を初め、いろいろなところから信頼が得られ

た。その結果、191人の面会とかも実現したと聞いた

のですが、そのとおりですか。

御指摘のとおりで、先ほ〇謝花喜一郎知事公室長

どもＦＡＲＡの説明で申し上げましたけれども、連

邦議会議員等へ直接働きかけること、ＦＡＲＡが対

象とする典型的な行為に該当する可能性があったた

め、登録前においては議員オフィス等へ頻繁に連絡

することができないような、控えないといけないよ

うな状況でございました そういった中で 昨年12月。 、

にＦＡＲＡの登録を完了した後は、連邦議会議員そ

して、補佐官等との面会を本格的に開始してござい

ます。そういった中で実際、190名余の方々と会うこ

とができたということでございます。

私も今ホームページを見てきまし〇比嘉瑞己委員

た。議会からの要請もあって、トップページからも

すぐ見つけられて、また中身もかなり詳しく書かれ

ているなと思いましたが、実際知事が最初に訪米し

、たとき私も御同行させていただいたのですけれども

そのときの印象としてはかなり沖縄の情報がきちん

。と伝わっていないなというのを私自身も感じました

ワシントン駐在の目的の中で、知事の考えや沖縄の

状況を正確に米国へ伝えるという目的があって、こ

の目的はかなり達成されているのではないかなと思

いました。このＦＡＲＡを取得したことによってさ

らにですね。この取得以前に、私が実際向こうの議

員とお話ししていても、全く県民がこれだけ圧倒的

な民意で反対しているということもなかなか伝わっ

ていませんでした。知事だけが反対しているのでは

ないか、あるいは前知事みたいにまた最後は容認し

てくれるのだろうというような発言もあって、大変

驚いた記憶があります。そうした意味で、やはり沖

縄の現状を伝えるということがどれだけ大切かとい

うことを私も身をもって知ったわけですが、印象的

だったのは米国の議員が、私たちの話を聞いて、そ

の話は初めて聞いた。東京からの話にはその話はな

かったという言葉が何人かの議員からありました。

どうでしょうか、このワシントン事務所を通して沖

縄の現状がなかなか伝わっていないことは、皆さん

のところにも報告は、どのように来ているのでしょ

うか。

ワシントン事務所を開設〇謝花喜一郎知事公室長

した昨年５月ごろには、今、委員がおっしゃったよ

うな実情がありまして、やはり知事がどんなに話を
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しても、最後はみんな決まったような、一つの様式

のような言葉を各面談者、相手方が発していたとい

うことがあったようでございます。ただ、ことしの

、５月の知事訪米の際にはそういったこともなくして

大分、今、委員からもございましたように大変理解

が深まったとか、事情を知ったとか、そういった前

向きなお話もいただいたということで、大変我々と

しては、ワシントン事務所の設置の成果が出つつあ

るのではないかというように感じているところでご

ざいます。

それと、この実績からも十分だと〇比嘉瑞己委員

は思うのですが、議論を聞いていて、私は数字では

あらわれない部分で、政治的なところでの影響が一

番大切ではないかなというように感じました。先ほ

どのホームページの中身を読んでも、お会いした方

々がかなり書かれておりますが、注目したのが、こ

、 、の間のモンデール元副大統領 国務省のヤング部長

そして私がびっくりしたのが、連邦議会調査局の分

析官ともお会いしたと。この連邦議会調査局という

のがどういったところかというのも、私も最近まで

知りませんでした。訪米したときに、この調査局が

議会に対して大きな役割を担っているというように

学んだのですが、その点はどう評価していますか。

連邦調査局とはワシ〇運天修参事兼基地対策課長

、ントン駐在においてもたびたび面会しておりますし

知事が訪米した際にも、昨年の訪米の際には意見交

換をしております。そういうことで、彼らがその議

会に対していろいろレポートを書いて、その審議の

参考とするということですので、非常に影響がある

部門ではないかというように考えております。

米国議会での重要な資料を作成す〇比嘉瑞己委員

る部署だと認識しています。そういった意味で、そ

こに直接お話ができる関係が築けたというところに

は、ぜひ自信を持っていただきたいと思います。さ

、 、らに今 ちょうど大統領選挙も行われておりますし

やはりこのワシントン事務所というのはますます、

これからが存在意義が高くなると思いますが、最後

にそこら辺の知事公室長の思いなどを聞かせていた

だけますか。

本会議でも答弁したと思〇謝花喜一郎知事公室長

、 、うのですが やはり一自治体がこの政治経済の中心

米国におけるワシントンで事務所を開設して、連邦

議員等と面談を行うって、大変こう、いろいろ課題

があったと思います。ただ、ここに来て、やはりＦ

ＡＲＡの登録も済みましたし、加速して、いろいろ

沖縄県の実情を伝えることができるようになったと

思います。いろいろなホームページで県民に向けて

、 、情報を発信したいと思いますし またあわせまして

米国民に対しましても英語版の県の情報等を発信す

ることによって、この沖縄における基地負担の軽減

に向けた取り組みをさらに続けていきたいというよ

うに考えております。

もう一点聞きましょうね。〇比嘉瑞己委員

今度11月から新たに米国民向けの情報発信をする

。 、とのことでした これはとても重要だと思いまして

退役軍人の皆さんがあのような決議を上げて、大き

な影響を及ぼし始めています 米国民相手にどういっ。

た内容を発信しようとしているのか、その目的につ

いて聞かせてください。

米軍基地関係特別委員会〇謝花喜一郎知事公室長

それからきょうの委員会でもいろいろ出ております

けれども、やはり沖縄の現状からまずスタートしな

。 、ければならないだろうと思っております それから

現状の中には この専用施設面積の話 それからもっ、 、

とさかのぼりますと、沖縄の歴史などもやらないと

いけないだろう。そういった流れの中で、事件・事

故、そういったことも言わないといけないだろうと

思っております。そういった流れにおいて、普天間

飛行場の移設問題で沖縄県民がどういった形で民意

を示してきたか。その中でさらに訴訟が起こって、

。 、高裁判決がある それに対して県はどう考えていて

今後どのようなことをやろうとするのか、そういう

ものを今後発信していければというように考えてお

ります。

頑張ってください。〇比嘉瑞己委員

次に、総務部にお聞きいたします。これは監査委

員事務局にも同じ質疑をしていますが、この決算を

、 。受けて 基金について少しお聞きしたいと思います

自治体の貯金とも言われる財政調整基金、あるい

は減債基金、２つの基金があると思いますが、この

２つの基金の合計で結構ですので、この合計額の５

年間の推移をまず教えていただけますか。

財政調整基金と減債基金の合算〇宮城力財政課長

額、過去５年の推移を申し上げますと、平成23年度

522億円、平成24年度末残高で451億円、平成25年度

末残高で552億円 平成26年度末で569億円 平成27年、 、

度末で546億円となります。

この間、500億円台が続いておりま〇比嘉瑞己委員

す。自治体の貯金と言われているわけですが、適正

。額があるのかというのをずっと疑問に思っています

県経済が好調だからこそ、もっと事業展開を推進す

るべきではないかという意見もあると思いますが、

部長はこの基金の適正額についてどのようなお考え

をお持ちですか。
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基金においては、後年度の持続〇宮城力財政課長

的な財政運営を可能にするため、一定額は確保して

おく必要があると思います。委員がお尋ねの適正水

準があるかということで申し上げますと、適正な水

準があるかどうかというメルクマールについては今

のところ、財政関係法規では規定はありません。た

だ、我々としては全国平均並みには財調と減債の合

算額を確保したいと考えているところです。

特別委員会でやったので繰り返し〇比嘉瑞己委員

ませんが、確かに沖縄県の今の合算額は全国平均に

少し足りない額です。一方で九州平均は348億円だそ

うです。そこと比べると200億円以上、沖縄県のほう

が基金は多いのですよね。そうなのでどれが適正な

のかというところが 議会としても判断が必要になっ、

てきますので、そこをもう少し分析をしていただい

て示せるように努力していただきたいと思います。

最後にお聞きしたいのですが、この基金を積み上

げるときに、決算剰余金の処分の仕方によって基金

がふえていくと思うのですが、この決算剰余金は近

年はどういった状況でしょうか。

、〇宮城力財政課長 実質収支の額で申し上げますと

平成23年度は57億円程度ありましたが、平成24年度

以降については30億円台で推移しております。平成

27年度の実質収支額は36億7400万円ということで、

これの２分の１を下回らない額を平成28年度に財政

調整基金に積み立てるということになります。

自治体によっては、この基金がた〇比嘉瑞己委員

め込み過ぎたということで批判もありますので、そ

ういったところを注意して運営していただきたいと

思います。

公安委員会にお聞きしたいと思います。

平成27年度決算において万引きの件数を少しお聞

きしたいのですが、地域から最近高齢者の方の万引

きがふえていますということを聞いて心配しており

ます。そこで昨年度の万引きの全体の件数とそこに

占める高齢者の検挙人数、その状況を教えてくださ

い。

昨年、平成27年中の万引き〇渡真利健良刑事部長

の検挙人員が925人、これは全窃盗犯に占める割合が

49.5％であります。その925人中、高齢者の占める数

が220人で、全体の23.8％を占めているのが高齢者の

万引きの実態となっております。

全体の23％を占めるというこの数〇比嘉瑞己委員

字が多いのか少ないのか、私は多いと感じておりま

す。この原因には、やはり沖縄の高齢者を取り巻く

環境というのが本当に今厳しくなっていると思うの

ですね。そもそも年金額が低い方多いですし、無年

。 、金者だってかなりの数がいらっしゃいます それで

この数字を見たいのですが、全国と比較して高齢者

の万引きの検挙人数は多いのか少ないのか、どうで

しょうか。

平成27年中の万引きの全国〇渡真利健良刑事部長

の数は検挙数が８万2557件、検挙人員が７万5114人

ということで、万引きの中に占める65歳以上の高齢

者は36.7％、当県が23.8％ということで全国平均は

下回っているというのが、平成27年中の万引きの実

態でございます。

全国と比べて低いのは意外な印象〇比嘉瑞己委員

を受けるのですが、ただ現実問題として、ここで挙

がった数字は検挙の数ですよね。実際お店で捕まえ

ても警察に通報しないでとまっているケースも多い

と思います。そこで、私、この質疑を取り上げたの

は、再発防止の観点からも、こうした高齢者の皆さ

んが検挙されたときには、必要があるときにはぜひ

福祉の制度とか、自治体につなぐ必要があると思う

のですが、現状、そういった仕組みはありますか。

万引きで検挙された高齢〇梶原芳也生活安全部長

者を福祉につなぐという仕組みは、現在のところは

ございません。

本部長、これは必要性があると思〇比嘉瑞己委員

うのですよね。未成年の皆さんにはそうした仕組み

。 。もあるのです 私は何も犯罪を擁護しておりません

必要に応じて、いらっしゃると思うのですよ。生活

相談でも体験があるのですけれども、なかなか身内

とももう疎遠になっていたり、お家を探したくても

保証人が見つからない高齢者はいっぱいいます。今

後、検討課題として、受けとめてくれませんか。

委員がおっしゃることは検〇池田克史警察本部長

討課題として考えたいと思います。ただ、高齢者の

場合はいろいろ見ないといけませんので、本当に生

活が苦しくて万引きしているのもいれば、そうでは

なくて、ある程度一種病気の人もいれば、あとはお

金はある、捕まえてみたら実は財布の中に１万円あ

るとか、ただもったいないとか、金を払うのが嫌だ

から、みたいないろいろなパターンがあると思うの

ですね。ただ、委員がおっしゃるような貧困からく

るというのも当然あると思いますので、課題として

は受けとめたいと思います。

最後に、辺野古をめぐって今は高〇比嘉瑞己委員

江で機動隊の問題がありますが、平成27年度で辺野

古でも県外からの派遣要請に基づく要請があったと

思います。決算ですので、その事業の決算の説明を

お願いしたいと思います。

委員の御趣旨としては、辺野古〇中島寛警務部長
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警備をめぐって、要は県費としてどのぐらい負担を

したのか、そういう御質疑だと解釈をいたします。

辺野古警備をめぐりまして、いわゆる県費負担につ

きましては、高江の場合と同様でして、燃料費及び

修繕費、これが県費負担の対象になります。今現在

ある数字としましては、車両の燃料費の総額が255万

9251円。車両の修繕費の総額が32万4560円。従来、

県議会の代表質問等でも本部長より答弁しておりま

すが、こういった経費の最大半分については、国庫

。補助の対象となっているというところでございます

宿泊費についても聞きたいのです〇比嘉瑞己委員

が、県費でないならないでいいのですけれども、た

だ宿泊先がリゾートホテルというところで県民から

の批判がありますが、その受けとめはどうしていま

すか。

いわゆる宿泊費や旅費等につい〇中島寛警務部長

ては、要は警察法施行令の定めに従いまして、国費

による支給となります。また、その派遣されている

警察官の人件費については、派遣元の警察が負担す

るということになります。委員の御質疑といたしま

しては、そのホテルを利用していることの是非かと

思いますが、一定の規模の部隊、結構な人数が来る

ので、宿泊施設についても一定のキャパが必要であ

りますとか、ある種の制限がございますので、そう

いうことも踏まえて選んだと承知をしております。

さまざまな県民感情がありますの〇比嘉瑞己委員

で、そこは指摘をしておきたいと思います。

上原章委員。〇渡久地修委員長

まず、知事公室にお聞きします。〇上原章委員

平成27年度主要施策の成果に関する報告書の

１ページ、大規模災害に備え他県等から人員・物資

等の応援を受けるための仕組みの構築―沖縄県大災

害時救援システム検討事業費ということで1000万円

余りの予算で、決算、実績が600万円余りということ

になっておりますが、この進捗、今後どのような形

で、この検討事業が具体的な計画策定を目指してい

ると思いますが、流れを教えていただけますか。

沖縄県大規模災害時〇知念弘光防災危機管理課長

対策事業についてでございますが、沖縄県で東日本

大震災のような災害が発生した場合に、救援車両、

人員等の輸送手段というのは、海路及び空路に限ら

れまして、輸送能力に限界があることや港湾や空港

が被災して使用不能となる可能性があることから、

他県からの救援に相当な時間を要することが想定さ

れます。このことから平成24年度の沖縄県の地震被

害想定調査に基づきまして、災害時の広域受援体制

を構築するため、平成26年度から平成27年度にかけ

まして、沖縄県大災害時救援システム検討事業を実

施しております。平成26年度におきましては、大規

模な津波が発生し、被災した場合に必要とされる物

資量、それから救援物資の輸送に必要な車両の台数

等を調査するとともに輸送に関する防災関係機関と

か有識者の意見の聴取を行っております。平成27年

度におきましては、その前年度事業の諸課題を整理

しておりまして、その上で、広域的な応援や輸送等

の対策を効果的に展開するため、広域受援計画の素

案を作成しております。今年度においては、広域受

援計画につきまして、関係機関を含め活動拠点及び

物資拠点、それから各防災関係機関をコントロール

、 、 、する仕組み それから消防や警察 自衛隊に加えて

米軍との連携方法について詳細を協議しているとこ

ろでございます。

大規模災害というのは、どれぐらい〇上原章委員

の規模を想定してますか。

平成24年度の沖縄県〇知念弘光防災危機管理課長

の地震被害想定調査で地震の３連動というものがご

ざいまして、その中で全壊家屋が５万8346棟、死者

１万1340人、負傷者が11万6415人、そういった地震

が起こる可能性を想定して計画しております。

大震災から５年余り過ぎて、各県と〇上原章委員

もそういった他県から物資とか、また支援が来ると

きの対応というのが非常に大事だということで、せ

んだって熊本県でも災害があって、非常にその震災

、の教訓が各市町村レベルでいい形がなかなか難しく

実際そういった災害が起きたときに、非常に混乱し

。 、たという報道もありました 県はこの２年間かけて

この検討事業を進めてきたと思いますが、具体的な

活動拠点、物資拠点というのは、もう明確に形はで

きているのですか。

今、物資拠点、医療〇知念弘光防災危機管理課長

拠点、そういったものを35カ所ほどピックアップし

ている段階になりまして、それを今年度何カ所かに

絞りまして、素案をたたいていきまして実際ちゃん

とした受援計画にしていきたいと考えております。

非常に大事な取り組みだと思います〇上原章委員

ので、非常に難しい大きな災害を想定する部分があ

るので、ぜひ県がリードして関係機関としっかり、

それが本当に実用的な形で組めるように。これは市

町村との連携も非常に重要だと思いますがいかがで

すか。

県で受援計画をつく〇知念弘光防災危機管理課長

りまして、そのひな形を市町村と連動しまして、市

町村の受援計画のひな型というのを県で作成しまし

て、市町村に示していきまして、最終的には市町村
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でも受援計画をつくることになると思います。

今年度、計画策定をするということ〇上原章委員

ですので、しっかりまた精査してください。

次に、総務部。

まず、大きな予算が毎年組まれるのですが、今回

の不納欠損は１億9000万円、約２億円ですね。それ

から、その不納欠損額の過去３年間の推移を教えて

いただけますか、改善しているのかどうか。

県税の過去３年間の不納欠損〇千早清一税務課長

、 、額の推移ですけれども 平成25年度が３億2500万円

平成26年度２億6900万円、平成27年度が１億7800万

円となっております。この間、徴収対策等の取り組

みにより、収入未済額の減少とあわせて、この不納

欠損額も減少しております。

不納欠損額の理由で、皆さん説明の〇上原章委員

中には、滞納者の所在が不明、処分できる財産がな

い等、また収入未済額では、借地人の病気、経営不

振、生活困窮等の経済的理由、そういった諸事情が

あるとは思いますが、この辺の、どうしても払えな

いという人たちと実際財産があるのになかなかそう

いった県に対する、本来納めるべき、そういったこ

との関心がやはり弱いという、その辺の見きわめと

いうのが大事だと思いますが、この辺の調査はどう

いったようにしていますか。

そもそも県税を滞納している〇千早清一税務課長

方には、当然、納付の催告をいたしまして、それで

も納めない方につきましては、やはり差し押さえ等

の滞納処分等をしております。今、委員から御指摘

のように、本当に納める資力がないのかどうかは、

これをきちんと調査をした上で、生活困窮等で払え

ない方については、緩和措置、滞納処分の執行停止

という措置をいたしまして、それが一定程度、具体

的にいうと執行停止をして３年間経過をしたら地方

税法上、納税義務が消滅いたしますので、不納欠損

処理をするという形になっております。

実際こういった人たちは、なかなか〇上原章委員

ふだん会えなかったり、連絡がとれなかったり、も

しくは本当に土曜、日曜かけて、また深夜にそうい

う人に会う努力、連絡をとる努力をしないといけな

い作業があると思っているのですよね。なかなか県

職員の人たちが、それを本当にやるということが非

常に難しいところがあると思います。この辺は、そ

ういう民間への委託とか、そういったものもされて

いるのですか。

これは税法上の縛りがありま〇千早清一税務課長

して、滞納処分ができるのは、やはり知事から徴税

吏員として任命された県税職員だけです。現在、収

、 、納対策として 民間を活用している部分については

例えば滞納処分に至らない、いわゆる納付の慫慂を

コールセンターという部分等で民間委託はしていま

すが、公権力の行使である滞納処分、差し押さえ等

については、あくまで職員、徴税吏員にしかできな

いという形になっております。

次に７ページです。〇上原章委員

、 、同じ主要施策の中で 行政改革推進ということで

今回予算額662万円余りを実績として82万円しか執行

していないのですけれども、この第７次沖縄県行財

政改革プランの着実な実行という意味では大事な取

り組みだと思いますが、懇話会を開催したと、外部

有識者の意見を聞いたと書いてありますが、具体的

にどのような意見がありますか。

今回、これまでと仕組み〇真鳥洋企行政管理課長

を変えまして、まず仕組みから御説明しますと、行

政改革に関しては推進本部がございます。これは知

事を筆頭とする県庁内部のものでございまして、そ

こで昨年度の実績と今後の計画について議論しまし

て、それを集約した形で、各懇話会の委員の皆さん

に配付しております。そこでおおむね１カ月ぐらい

期間を置きまして、意見を集約して当日、８月だっ

たと思いますが、そのときの会議で議論をするとい

う形になります。そのとき出ていたのが、ざっくり

と言いますと、幾つかあるのですけれども、先ほど

委員からお話が出ていましたけれども、ふるさと納

税とかですね、例えばもう少し県にも収入を上げる

ような取り組みができないかとか、そういった意見

。 、等もございました あとＭＩＣＥの土地の関係とか

あちらが与那原町の土地を……、これが今のプラン

の中でも計画の中で、土地を売るという計画の中に

も入っておりますので、そこら辺の審議も出ており

ました。

部長、29の実施項目で、26が計画ど〇上原章委員

おり順調に推移していると。特に事業の効果で、県

税とか県有財産の利活用で目標額を大幅に改善がし

ている、これは理解しますけれども、それ以外で順

調にいっているもので具体的に数字的にわかるのが

あれば、教えてもらえますか。

財政効果として先ほど委員から〇金城武総務部長

御指摘もありましたように 平成27年度で29億4400万、

円ということでありますが、行革大綱の中でいろい

ろな取り組みをしていますが、まず具体的に申し上

げますと、県有財産の利活用ということで、売り払

いで５億4300万円とか、先ほど出ました県税収入で

も13億8900万円、それから未収金の解消ということ

で１億1600万円、それから事務事業の見直しでも
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2600万円、それから県単補助金の見直し等でも６億

4600万円ということで、そういう取り組みをして、

できるだけ事業見直しもしながら、収入をふやしな

がら、行政改革を進めているところでございます。

行財政改革の中で、これまで県は棚〇上原章委員

卸し事業も進めてきたと思いますが、それとの関連

はどうなっていますか。

今、財政効果の観点から〇真鳥洋企行政管理課長

お話ししていますが、例えば、今回のプランでした

ら29項目挙げていますが、そのうち財政効果として

見ているのは７項目となっております。これはどう

しても、行革といっても必ずしも財政効果で見られ

ない取り組みとかもございますので、それで過去も

幾つか、実際は第５次プラン、平成18年度のプラン

から財政効果も入れているのですが、先ほど御質疑

がありました棚卸しについては平成22年度の行革プ

ランからということになっています。

平成27年度にやっていなければやっ〇上原章委員

ていないでいいですよ。

やっていないです。〇真鳥洋企行政管理課長

今後、こういった事業棚卸しで、一〇上原章委員

つ一つの事業を検証した取り組みは、考えていない

ですか。

先ほど申し上げた事務事業の見〇金城武総務部長

直しというのは、これはずっと継続して取り組んで

いって、行革プランの中ではずっと位置づけて取り

組んでいます。これはやはり常に検証する、事務事

業、要するに時代の変化で必要がなくなれば当然見

直しをして廃止をするとか、あるいは逆に必要であ

れば、拡充するのもあるだろうし、その辺の点検は

もう常に行革大綱プランの中に位置づけて取り組ん

できておりますし、今後もその取り組みは続くかと

思います。

外部有識者とかの目を入れて、これ〇上原章委員

まで本当に丁寧に皆さんやっていたところもあると

思うのですよ。ただ、そういった人たちの、またそ

れぞれの主観も入ると思いますが、皆さんが予算を

組み、皆さんが事業をつくり執行する。こういった

一つ一つの事業に第三者の目が入る形は、今はない

のですか。

現在は、プランを策成して、そ〇金城武総務部長

ういう進捗の中で、行政改革懇話会の委員の皆さん

の意見を頂戴するという中で、その中では委員の御

指摘の部分の事業に関する御意見等も当然出てきま

すので、その辺はまた新たにそういう取り組みとし

て検討する場合もあるということで、途中途中、今

おっしゃるように、最初から外部委員を入れた形の

仕組みは、今のところはとっていないというところ

でございます。

私はさっき懇話会で、どういった意〇上原章委員

見があったかと聞きましたけれども、非常に皆さん

が今一生懸命やっているのは理解し、評価もします

けれども、せっかくあの棚卸し事業は結構県民・市

民が、本当に多くの人が感心を持って注目していた

と思うのですよね。あれをやって、いいところ、そ

れから改善しなくちゃいけないところ、あれだけの

予算をかけてやったわけですから、私はもう一度精

査して、沖縄県の形、予算執行の本当にあるべき姿

をもう一度―庁内だけでこれを全部解決するのは難

しいと思うのですよね。今、大事な沖縄振興予算を

組んでやっていますので、ぜひこの辺検証できない

ですかね。検討できないですかね。

、〇金城武総務部長 基本的に確かに御指摘のように

外部の目を、やはり内部からいろいろな予算執行等

含めて、意見を頂戴するといいますか、そういうの

は非常に重要なことだと認識はしています。一括交

付金等につきましても これは毎年 事後評価をやっ、 、

ておりますけれども、これも、国の審議会、当然国

にも報告していますし、さらに公表もして、そして

国の審議会にもそういう議論される場もございます

ので、そういう意味では全くやっていないわけでは

ないですが、そういう仕組みは現在のところでもあ

るということで、我々は認識しております。

あくまでも行政レベルでのチェック〇上原章委員

だと思うので、できましたらいろいろな第三者の、

専門家のそういったものを入れるべきだと思ってお

りますので、これはぜひ検討していだきたいと思い

ます。

最後に公安委員会、先ほどさまざまな意見があり

ましたが、私は同じく主要施策報告書の332ページの

交通環境の整備です。

部長、非常に今、那覇市を中心に渋滞が、沖縄県

がワーストだと。特に混雑時ですね。これをぜひ改

善をしていかないといけないのかなと。これからま

すます国内外からお客さんが来る中で、車社会だと

いう沖縄県の現状をどう突破していこうと考えられ

ているのか。渋滞対策をお聞かせ願えますか。

沖縄県は特に車両保有数が多〇大城正人交通部長

く、渋滞が特に国道58号とか主要幹線で渋滞してい

るのは承知しています。特に国道58号を含めて、県

内各路線においては恒常的に発生している。緩和策

として県警察では交通規制に基づいてやっています

ので、特に交通監視システムによる道路交通状況に

応じた適切な信号の制御―これは信号のサイクルの
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調整ですね。それがまず１つです。もう一つは、道

路交通情報センターがありますが、そのセンターと

か、あるいは交通情報板を活用しての道路情報等の

混雑状況の提供、こういうものを通じて渋滞緩和に

取り組んでおります。

特に、那覇を中心に都市部の大きな〇上原章委員

交差点で、右折、左折と確かに今言った信号の調整

とか―あと右折帯というのですか、左折帯をもっと

しっかり可能な限りつくらないと、今のような那覇

市の渋滞は突破できないと思うのですよ あっちこっ。

ち那覇市を自分でも動くときに、右折、左折の部分

ですが、前はちゃんと信号をつけてくれて左折でき

たところが 右折する人に遠慮してそれを外したケー、

スもありましたけれども、私はそれぞれ皆さんはマ

ナーを守ってやりますので、皆さんが今できること

をしっかりやるということを考えると、もう一度県

内の信号機の調整の仕組みを検証して ここはちょっ、

と改善できるなというところが相当あると思うので

すがいかがですか。

交通情勢は道路の整備状況に〇大城正人交通部長

、 、伴いましてどんどん変わってきますので その都度

現場にいる警察官からの情報もありますけれども、

、 、ドライバーの皆さん 地域住民の皆さんからの要望

、あるいは交通モニター等で調査もさせていますので

それを踏まえて改善すべきところは、その都度改善

していきたいと考えております。

最後に横断歩道５キロメートル、実〇上原章委員

線５キロメートルと書いてあります。白線とか横断

歩道が消えているところとか、市町村に私は任せて

ほしいのですが、最後にどうでしょうか。

道路の標示も道路管理者が整〇大城正人交通部長

備するものと交通規制に係るもの、公安委員会の規

制に係るものは、やはり警察の所管にかかわります

ので、任すということはやはりできないということ

です。やはり規制に関しては、公安委員会の決定を

待って、責任においてやりますので、その辺で市町

村にこれを任せと言われても難しいと思われます。

任せろという意味じゃなくて、委託〇上原章委員

してほしいのですよ。ちゃんと県警察とやりますの

で。皆さんの手続を待っていたら、１カ月も２カ月

もただ線を引くだけで待たされるというのが交通安

全上いいのかと、これを検証してください。

當間盛夫委員。〇渡久地修委員長

まず、知事公室長からお願いをい〇當間盛夫委員

たします。

平成27年度主要施策の成果に関する報告書の部分

からお願いしたいのですが、まず１ページの沖縄県

大災害時救援システム検討事業ということで、この

事業効果の部分で、大規模災害の発生に係る他府県

からの応援受け入れを円滑かつ迅速に行うための課

題が整理できたということがありますが、課題とい

うのはどのような部分で 皆さん整理されたのでしょ、

うか。

平成27年度に前年度〇知念弘光防災危機管理課長

事業の諸課題を整理しておりますが、その課題とし

、 、 、まして １つ目としまして 物資の受け取りや輸送

燃料確保にかかわる期間をコントロールし、最小限

の人員や車両、資機材等で効率よく災害応急活動を

行わせる総合調整機関がない。それから２番目とし

まして、県内にある物資、人員、資機材等で対応す

ることも想定する必要がある。それから３番目とい

たしまして、物資拠点や医療拠点、空港が被災した

場合のバックアップ拠点等の検討が必要である。そ

ういった課題が専門家やそういった方々の議論の中

で出てきております。

皆さん、県の地域防災計画が平成〇當間盛夫委員

27年３月に修正版が出てきていますよね。その部分

で、県がやるべきことというのは14項目挙げられて

いますね。このことを見ながら、皆さんの今回の平

成27年度一般会計決算ですが、防災にかかっている

予算、知事公室の分。消防費でも今度、約1500万円

の不用額が出るわけですよね。いろいろな課題等々

が上がっているはずなのに、何に手を打っているの

かなというのが見えてこないのですよ。その辺はど

う説明されますでしょうか。

先ほど答弁いたしま〇知念弘光防災危機管理課長

した諸課題につきまして今、整理をしているところ

、 、でございまして 最初の第１番目の課題としまして

総合調整機関がない。これにつきましては、今、災

害対策本部の機能をもう少し強化しようということ

で考えていまして、各種の訓練だとか、それとかあ

と災害対策本部の機能に各リエゾンに関係機関、防

災、自衛隊だとか、沖縄総合事務局とか、そういう

ものをリエゾンで合同会議をするようにして、もう

少し総合調整機能を設けようということで そういっ、

た課題について検討しているところでございます。

それから、県内にある物資、人員、資材で対応する

こと。これは先ほども説明しましたが、広域の応援

の場合に空路、それから船、航路に限りがあるもの

ですから県内で３日間は対応する必要があるという

ことで、そういった指摘もございまして、県内にあ

る物資、それから人員、資機材の把握、それから物

資拠点 医療拠点 空港が被災した場合のバックアッ、 、

プ拠点も考えなさいということですので、例えば、
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委員が一般質問で質問されていました那覇空港が被

災した場合のバックアップ拠点をどうするのだみた

いな形でありましたので、そういったものについて

も、例えば伊江島空港が標高72.5メートルございま

して、慶良間空港が標高47.5メートルございますの

で、そういうところがバックアップ拠点として使え

。ないかというのを検討しているところでございます

今、バックアップのものもありま〇當間盛夫委員

したけれども、その前に知事公室長、総合調整機関

すらできていないと。防災上のものは皆さん、トッ

プとしてどう考えますか。

我々、さきの東日本大震〇謝花喜一郎知事公室長

災、それからことしになってからの熊本の震災、そ

ういうのを受けて、本当に沖縄県でそういったもの

が起こった場合、震災が起こった場合、本当に自分

たちは対応できるのかということ、そこからスター

トしました。まずそういったことから考えて、９月

でしたか、西表島のほうで総合防災訓練を行ったの

ですが、前の日に図上訓練というのを県庁内で行い

。 、ました 八重山事務所からの情報を各部局でとって

それを報告し合うという形のシミュレーションを

やってみたわけですが、なかなかいろいろ課題が出

てきたというのも事実でございます。本来果たすべ

き本部で十分機能していなかったものについて、我

々承知しております。12月には、図上訓練の本格的

なものを実施しようということで、今、関係機関と

調整を行っているところでございまして、そういっ

た総合調整機能というか、コントロールタワーの、

我々自身の各部局横断的な対応ができるように、ま

ずはやってみようということで、取り組んでいる最

中でございます。

皆さんの防災のものを見ると、本〇當間盛夫委員

県の重要事項ということで、本土から遠隔だとか、

離島の条件不利とか、沖縄の置かれた特殊事情、沿

岸の低地に密集する人口等、観光客の皆さんの対応

をどうしていくのか、もろもろが上がっている。皆

さん、減災目標も上げているはずですよね。ところ

が、それがさっき言ったみたいに予算的な処置が見

えないわけですよね。そのことを皆さん上げておき

ながら、各市町村にも、その予算的、例えば先ほど

備蓄のお話もありましたが、そのことすら各市町村

もそういう対応的なものが見えてこないのは、やは

り県に何て言うのかな、災害というのは、今度熊本

県だとかそういったところでもありましたが、沖縄

県は台風ぐらいだろうというようにたかをくくって

いるようなところがあるのではないかなというよう

に思います。他府県に比べたら、消防団の組織率す

ら他府県に…… 本当に万が一沖縄にその災害があっ。

た場合に、我々はそういったつながりを含めての防

災体制、日ごろのものをどうするかということを常

日ごろから言われるが、そういったことを皆さんは

中心になってやっていかない。知事公室がやってい

る仕事というのは、基地の対策のことしかやってい

ないのではないかと言われるようでは絶対にだめな

はずでしょうから、その辺の防災、県民の安全・安

心をどう守るかは、知事公室にとっても重要な施策

になっていると思いますが、これを総括して答弁く

ださい。

全くそのとおりです。私〇謝花喜一郎知事公室長

も同じような思いでございまして、しっかりとまず

は何からできるかということからスタートして、ま

ずは先ほど言いました図上訓練なども、もう一度き

ちんとやってみようと提案して、その準備はしてい

るところでございます。委員から御指摘のものは、

本当にまだまだ十分整理がされていないと言っても

過言でもないような形だと私自身も思っています。

まずは課題をしっかり、課題等は一定程度計画では

出てきているわけですが、これをどのようなスケ

ジュール感覚で実現するかについて、議論がまだ不

十分だと私も痛感しているので、これから新年度に

向けた予算要求、それから組織体制等々ございます

ので、関係部局ともよく調整、相談しながら、そう

いう体制を今後、強化していく必要があるというこ

とを強く思っているところでございます。

皆さんの事業効果でも課題は整理〇當間盛夫委員

できたと、先ほど知念課長からもありましたが、課

題は整理できたが、いろいろもろもろがまだ進んで

いないというところがありますので、これは早急に

やる必要があると思っておりますので、よろしくお

願いします。

この防災費ですが、本来全てそういう予算で使う

べきで、沖縄はこの防災費といえば、不発弾処理が

大半。もう全てですね、言いかえると。不発弾処理

にその費用が使われているというようなところもあ

るのですが、今回、不発弾対策のもので不用額が約

１億6000万円出るのですよ。従来、住宅関係のもの

が結構なかなか申請のあり方等々含めて、手続が煩

わしかったというところもあるのですが １億6000万、

円の不用額の中身的なもの、何がそうなっているの

か教えてください。

不用額の内訳といた〇知念弘光防災危機管理課長

しまして 広域探査発掘加速化事業の不用額が7090万、

7000円となっています。これにつきましては、主な

原因といたしましては、現場で岩盤が出たことによ



－93－

る発掘数量減になっております。これは、例えば

２メートルで予定していた探査が岩が出たことにな

りまして、でこぼこができまして１メートルになり

ますと その１メートルが不用になった 124件中83件、 。

そういったものの減額がありまして、それについて

の不用が出たということです。市町村の磁気探査支

援事業の不用がありまして、これにつきましては

5069万7000円の不用となっております。この市町村

、の磁気探査支援事業の不用の主な原因としましては

那覇市の中学校の工事の着工おくれによる執行額の

減、それから小学校の建築工事の入札不調による未

執行と那覇市で約2700万円の不用となっておりまし

て、あと沖縄市の小学校の校舎の山どめ工事の設計

変更などにより、工事範囲の減少による不用など、

沖縄市で約1300万円となっております。こういった

もので、本体工事をセットで行うために、本体工事

の執行に影響を受けた形で不用が出ております。そ

れから、市町村の特定処理事業における不用として

2593万6000円出ておりますが、これについては発見

が予測不能である不発弾等に対しまして、現地安全

化処理の不測の事態に対応するため、年度末まで予

算の確保が必要なことから約2593万6000円の不用と

なっています。

この不発弾処理で約20億円近く、〇當間盛夫委員

25億円以上の予算をつけてもう４年ぐらいになるは

ずです。いまだに、沖縄県の不発弾というのは70年

と言われるが、あと何年かかるのですか。

沖縄戦における不発〇知念弘光防災危機管理課長

弾につきましては約１万トンと推定されておりまし

て、平成27年度で約7988トンを差し引きました約

。2012トンが現在も埋没していると推定されています

過去10年間における不発弾の平均処理量が約30トン

でありまして、全てを処理するためには約70年かか

る見込みとなっております。

この辺もう少し整理したほうがい〇當間盛夫委員

いと思うけれどもな。いつまでたっても70年。これ

だけの予算を使っても70年かかると。じゃあいつ終

わるのかがわからないわけですよ。これだけ事業を

やっているはずなのに、あと70年という形は……。

やらなくても70年、やっても70年は理解できないの

、 、で この辺はもう少し皆さん整理したほうがいいと

これは要望として終わります。

次、総務部になりますが、先ほどからもあります

ように行政改革推進費600万円の予算額を上げて、決

算額80万円で皆さんの目標額を上回る約30億円の事

業効果が出ているということで、皆さんからの、一

覧を見ても、ややおくれが３つしかない。ほとんど

順調なのです。順調というのを教えてほしいのです

が、新たな自主財源の確保が順調とありますが、新

たな自主財源の確保には、どのようなものがあった

のですか。

行財政改革プランの中に〇真鳥洋企行政管理課長

実施項目の21番がありまして、その中で、大きく分

けて３つ、自主財源確保ということで３つの取り組

みがあります。

まず１つが、新税の創設など新たな自主財源の検

討、新設。それから２つ目が、県有施設へのネーミ

ングライツ導入の検討。３つ目が既存広告収入等の

さらなる拡充ということ。これはまた平成26年度、

、 、 、平成27年度 平成28年度 平成29年度ということで

。 、単年度ごとに計画がございます こちらにあるのが

平成27年度の実施状況についての評価でして、平成

27年の取り組みとしては―新たな自主財源の確保と

しては、まず県有施設内の自動販売機の公募等、既

。存の広告収入等のさらなる拡充を図ったということ

それからもう一点が、ネーミングライツ導入の可能

性が高い施設について、所管課と導入に向けて課題

、 。を整理したということで 順調と評価をしています

評価というか、私らはなかなか冊〇當間盛夫委員

子に出てこないのでわからない部分があって、皆さ

んからもらっている部分でも順調と言われても何が

順調かわからない。例えば、組織体系のあり方、組

織の見直しも順調だとか、県立芸大の改革とか、県

立看護大の改革推進が順調だと。こういう県立大学

の改革推進ということで、そこは順調でいろいろな

部分が赤字なく―運営状況を含めて、全部順調に推

移しているものだろうというようにしかとれないわ

けです。この順調という言葉だけじゃなくて、何が

そういうもの―今の新たな自主財源ということで、

こういうものが上がってきて、これだけの自主財源

での効果が出ている。財源的にこれだけふえたとか

いうようなものを何か出せるような仕組みはあるの

ですか。

まず、この行革大綱、計画とい〇金城武総務部長

うか、進捗のつくりが、要するに平成27年度はこう

いうことを計画していますと。これがその計画どお

りできた場合は順調ですという表示の仕方で、実は

個票で細かく資料としてつくられているわけです。

これは一覧表になって、総括表になっていて、具体

の説明がないので、少し中身がわかりづらいと思い

ますが、実際の個票はそういうことで、今年度の取

り組みはこういうことを計画していますと。これが

計画どおりできた場合は順調というような評価をし

ているということで、県のホームページで公表もし
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ておりますので、この辺は少し工夫が必要なのか。

今、一覧表の一枚紙ではなかなか内容をお見せする

のは難しいのかなと思います。そういう状況になっ

ているということでございます。

これと関連するのかわかりません〇當間盛夫委員

が、これだけ皆さんが行財政改革で効果を上げてい

るというものがある中で、不用額を200億円も出すと

いうような部分が相反するわけです。不用額とは全

く違う話で、先ほども不用額の中身的には利子の部

分での差があってだとか、いろいろとあるのだけれ

ども、そういったことはなかなか表に伝わらないと

いうようなところ、その辺も皆さんの出し方という

か、県の情報の出し方を工夫されたほうがいいのか

なと思ってますので、これは提言です。

次に、所有者不明土地管理の部分ですが、特別会

計のね。この特別会計の所有者不明土地管理のもの

と皆さんが事業として整理しているのがありますよ

ね。あれとの兼ね合いはどうなのですか。まずは進

捗を教えてもらえますか。

所有者不明土地調査についての〇金城武総務部長

進捗状況ですが、この調査は平成24年度から実施し

ておりまして、まず平成27年度末時点で３つござい

ますが、１つ目が所有者不明土地の筆数等を確認す

るための基礎調査。これは全筆数の調査を終了して

いる。それから面積の確認、あるいは現況等を把握

するための測量等の調査。調査を行う2610筆のうち

1720筆について実施し、進捗率は約65.9％になって

おります。それから、３つ目の真の所有者の可能性

がある者を特定するための所有者探索。この調査を

2687筆のうち1160筆について実施して、この進捗率

は43.2％というような状況でございます。

これはいつまでに終える予定なの〇當間盛夫委員

ですか。

この調査はできるだけ県として〇金城武総務部長

も早目に終わりたいということで、平成27年度から

は所有者探索にも外部委託を導入いたしまして、実

態調査の加速化に努めているところでありまして、

平成29年度をめどに調査を終えたい。平成30年度か

らは国において調査結果の分析とか、あるいは立法

措置を含めた抜本的な解決策の検討が始められるよ

うな、そういう調整をしていきたいというように考

えております。

平成30年までにはそういうものを〇當間盛夫委員

しっかりとまとめて、国との折衝を始めて、市町村

になるのか、しっかりそのことの国との折衝をやっ

ていきたいということだと思いますが、今の調子で

平成30年で終わりますか。

この間、平成27年度からかなり〇金城武総務部長

加速化して取り組んでいますので、調査そのものは

何とか平成29年度。ただ、この調査の結果を受けて

のいろいろな分析とか、内容のさらなる詳細な分析

等も多分必要になろうかと思っていますので、これ

は平成30年度において、その辺りは今までやった結

果をしっかり分析して その内容を国でまた引き取っ、

てもらって、立法措置も含めた抜本的な対策につな

げていけるような、そういう取り組みをしていきた

いということでございます。

進捗をもう少し早めてほしいと、〇當間盛夫委員

早められるのではないかという部分と、皆さんのこ

の不用額を見てくると―予備費で約１億2000万円上

げるわけですよね。予備費が全く何に使う予備費な

のかを教えてください。

まず所有者不明土地管理特別〇照屋政秀管財課長

会計の仕組みから説明させてください。

まず、会計については、まず歳入で土地貸し付け

をしている財産収入があります それから歳入が入っ。

て、あと繰越金という形で、これは前年度の歳入の

決算額から歳出の決算額を引いた、これが主に不用

、 。額になっている 予備費として計上していた不用額

これは過去から土地貸付料として積み上がってきて

いるものが繰越金と。真の所有者が出た場合に返す

ために積み立てているというか、置いている金額が

繰越金があります。あと諸収入があります。あと、

国庫支出金ということで、今、部長からお話があっ

た実態調査とか、これに関しては全額10分の10、国

からの国庫がありますので それで国庫支出金があっ、

て歳入が組まれています。それに対して歳出という

ことで、土地管理に係る人件費とか、維持管理とか

、 。そういう業務費 これは調査費も当然入っています

国からの調査をする調査費も含めて、実際使うだろ

うと想定されるものを業務費として組んで、その歳

入、歳出の残額については予備費という形で、真の

所有者があらわれた場合に返す財源とか、何らかの

事情で予備的な措置が必要になった場合に備えて予

備費を計上しているので、それの差額があります。

それで、歳入と歳出で使い切れなかったものは、次

年度に繰り越すために予備費が不用になる仕組みに

、 、なっていますので 予備費が次年度に移っていって

それで、将来的に真の所有者があらわれたときの財

源という形になっています。

ちょっとわかりにくいところが、〇當間盛夫委員

国庫の支出は100％使っていますよと。１億5000万円

出ているものを100％使っていますと。本来返さない

といけないものが残って１億2000万円があるが、こ
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れが本来繰り越すものだと。だからこれを何で不用

額に計上されるかが、私らからしたらわからない。

この１億2000万円も先ほどのトータルの200億円のも

のに、この分も全部加わるわけでしょう。この辺が

やはり本来不用額ではないはずなのに、そういった

部分が加わってくるということは、だからその辺を

ね、整理すべきと。不用額といったら要らないと、

繰り越すとなるなら、翌年繰り越しに本来出てくる

べきじゃないかというところがあるので、なかなか

皆さんのは難しいということで、終わります。

以上で、知事公室長、総務部長〇渡久地修委員長

及び警察本部長に対する質疑を終結いたします。

説明員の皆さん、大変御苦労さまでした。

次回は、明 10月18日 火曜日 午前10時から委

員会を開きます。

委員の皆さん、大変御苦労さまでした。

本日の委員会は、これをもって散会いたします。

午後４時58分散会
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沖縄県議会委員会条例第27条第１項の規定によりここに署名する。

委 員 長 渡久地 修
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平 成 2 8 年 第 ４ 回

沖縄県議会（定例会）

閉 会 中 継 続 審 査

開会の日時、場所

平成28年10月17日（月曜日）

午前10時２分開会

第１委員会室

出席委員

委員長 山 内 末 子さん

副委員長 瀬 長 美佐雄君

委 員 山 川 典 二君 砂 川 利 勝君

大 城 一 馬君 新 里 米 吉君委 員

親 川 敬君 玉 城 武 光君委 員

金 城 勉君 大 城 憲 幸君委 員

欠席委員

西 銘 啓史郎君 島 袋 大君委 員

説明のため出席した者の職、氏名

島 尻 勝 広君農 林 水 産 部 長

農 林 水 産 総 務 課 長 石 垣 永 浩君

生 沢 均君農 林 水 産 総 務 課
研 究 企 画 監

流通・加工推進課長 幸 地 稔君

農 政 経 済 課 長 崎 原 盛 光君

営 農 支 援 課 長 竹ノ内 昭 一君

糖 業 農 産 課 長 屋 宜 宣 由君

畜 産 課 長 池 村 薫君

村 づ く り 計 画 課 長 大 村 学君

農 地 農 村 整 備 課 長 本 原 康太郎君

森 林 管 理 課 長 金 城 克 明君

水 産 課 長 新 里 勝 也君

漁 港 漁 場 課 長 島 袋 均君

中 央 卸 売 市 場 長 喜 納 兼 二君

労 働 委 員 会 事 務 局 長 大 城 玲 子さん

本日の委員会に付した事件

１ 平成27年度沖縄県一般会計決算平成 28 年

第４回議会 の認定について（農林水産部及

認定第１号 び労働委員会所管分）

平成 28 年 平成27年度沖縄県農業改良資金２

第４回議会 特別会計決算の認定について

認定第２号

平成 28 年 平成27年度沖縄県沿岸漁業改善３

第４回議会 資金特別会計決算の認定につい

認定第９号 て

平成 28 年 平成27年度沖縄県中央卸売市場４

第４回議会 事業特別会計決算の認定につい

認定第10号 て

平成 28 年 平成27年度沖縄県林業改善資金５

第４回議会 特別会計決算の認定について

認定第11号

3 4ii
ただいまから、経済労働委員会○山内末子委員長

を開会いたします。

本委員会所管事務調査事件「本委員会の所管事務

に係る決算事項の調査について」に係る平成28年第

４回議会認定第１号 同認定第２号及び同認定第９号、

から同認定第11号までの決算５件の調査を一括して

議題といたします。

本日の説明員として、農林水産部長及び労働委員

会事務局長の出席を求めております。

まず初めに、農林水産部長から農林水産部関係決

算の概要の説明を求めます。

島尻勝広農林水産部長。

農林水産部関係の平成○島尻勝広農林水産部長

27年度歳入歳出決算について、その概要を御説明い

たします。

お手元にお配りしております平成27年度歳入歳出

決算説明資料により、御説明いたします。

１ページをお開きください。

農林水産部における、一般会計及び特別会計の歳

入決算状況の総括表となっております。

一般会計及び特別会計の歳入の合計は、表頭の中

ほどのＡ欄になりますが、予算現額574億5372万

7472円に対し、調定額466億1862万5764円、収入済額

459億9511万2898円、不納欠損額23万円、収入未済額

６億2328万2866円で、調定額に対する収入済額の割

合である収入比率は98.7％となっております。

２ページをお開きください。

農林水産部における、一般会計及び特別会計の歳

出決算状況の総括表となっております。

一般会計及び特別会計の歳出の合計は、表頭の中

ほどのＡ欄になりますが 予算現額744億450万5375円、

経済労働委員会記録（第１号）
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に対し、支出済額600億1379万1894円、予算現額に対

する支出済額の割合である執行率は80.7％で、翌年

度繰越額115億8678万1308円 不用額28億393万2173円、

となっております。

次に、一般会計の歳入歳出決算について御説明い

たします。

３ページをお開きください。

まず、歳入についてですが （款）分担金及び負担、

金 款 使用料及び手数料 款 国庫支出金 ４ペー、（ ） 、（ ） 。

ジになりますが 款 財産収入 款 繰入金 ５ペー、（ ） 、（ ） 。

ジになりますが （款）諸収入 （款）県債となって、 、

おります。

３ページに戻りまして、歳入の合計は表頭の中ほ

どのＡ欄になりますが、予算現額560億9297万9472円

に対し、調定額440億807万9120円、収入済額439億

7506万6897円 不能欠損額23万円 収入未済額3278万、 、

2223円で、収入比率は99.9％になっております。

収入未済額について、主なものを御説明いたしま

す。

５ページをお開きください。

（款）諸収入の収入未済額3160万223円でございま

すが、これは主に県発注の土木一式工事の談合に係

る損害賠償金によるものでございます。

６ページをお開きください。

次に、歳出について御説明いたします。

表頭の中ほどのＡ欄になりますが、予算現額730億

4375万7375円に対し、支出済額588億1644万2893円、

執行率80.5％、翌年度繰越額115億789万1308円、不

用額27億1942万3174円となっております。

、 （ ）このうち 翌年度繰越額の内訳を予算科目の 項

別に申し上げますと、まず （款）の農林水産業費の、

（項）農業費27億716万2300円 （項）畜産業費１億、

1221万5298円。７ページになりますが （項）農地費、

54億9894万3817円 （項）林業費２億550万8341円、、

（項）水産業費20億13万8617円。８ページになりま

すが （款）災害復旧費の（項）農林水産施設災害復、

旧費の９億8392万2935円となっております。

翌年度繰越額の主な理由は、含みつ糖振興対策事

業費において、多良間村の製糖工場整備に係る希少

生物保護対策に不測の日数を要したことに伴う実施

設計のおくれ、その他の事業では、主に関係機関と

の調整おくれや国の経済対策の対応等によるもので

あります。

６ページに戻りまして、次に、不用額の内訳を予

算科目の（項）別に申し上げます。

（款）農林水産業費の（項）農業費12億2777万

7787円 （項）畜産業費１億8019万3769円。７ページ、

、（ ） 、（ ）になりますが 項 農地費５億2045万3643円 項

林業費6478万7413円 （項）水産業費３億1266万、

3966円。８ページになりますが （款）災害復旧費の、

（項）農林水産施設災害復旧費４億1354万6596円と

なっております。

不用額の主な理由は （款）農林水産業費について、

は、国営土地改良事業県負担金において、伊江地区

の進捗のおくれによる負担金額の減等に伴う不用で

あり （款）災害復旧費については、国の災害認定を、

受けて執行する漁港漁場関係の災害復旧事業におい

て、災害認定が見込みを下回ったこと等に伴う不用

であります。

以上、一般会計歳入歳出決算の概要を御説明いた

しました。

９ページをお開きください。

次に、農林水産部の所管する特別会計の歳入歳出

決算の概要について、御説明いたします。

まず農業改良資金特別会計について、御説明いた

します。

歳入につきましては、表頭の中ほどのＡ欄になり

ますが、予算現額4807万7000円に対し調定額７億

6717万9745円、収入済額２億7498万8218円、収入未

済額４億9219万1527円、収入比率は35.8％となって

おります。

収入未済額の内容は、自然災害等による借り受け

者の経営不振等により、貸付金元利収入が未収入と

なったもの等であります。

10ページをお開きください。

歳出につきましては、表頭の中ほどのＡ欄になり

ますが、予算現額4807万7000円に対し、支出済額

4537万3544円、執行率94.4％、不用額270万3456円と

なっております。

不用額の主な理由は、貸付金の回収に係る委託料

の執行残に伴うものであります。

11ページをお開きください。

次に、沿岸漁業改善資金特別会計について、御説

明いたします。

歳入につきましては、表頭の中ほどのＡ欄になり

ますが、予算現額１億8336万5000円に対し、調定額

７億4184万2470円、収入済額６億9286万1419円、収

入未済額4898万1051円で、収入比率は93.4％となっ

ております。

収入未済額の内容は、漁獲量の低迷による借り受

け者の経営不振等により、貸付金元利収入が未収入

となったものなどであります。

12ページをお開きください。

歳出につきましては、表頭の中ほどのＡ欄になり
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ますが、予算現額１億8336万5000円に対し、支出済

額１億8228万5729円、執行率99.4％、不用額107万

9271円となっております。

不用額の主な理由は、貸付金の回収に係る委託料

の執行残に伴うものであります。

13ページをお開きください。

次に、中央卸売市場事業特別会計について、御説

明いたします。

歳入につきましては、表頭の中ほどのＡ欄になり

ますが、予算現額11億1345万7000円に対し、調定額

９億9300万5884円、収入済額９億8355万3013円、収

入未済額945万2871円で、収入比率は99.0％となって

おります。

収入未済額の内容は、施設使用料及び光熱水費の

実費徴収金についての未収入分であります。

15ページをお開きください。

歳出につきましては、表頭の中ほどのＡ欄になりま

すが、予算現額11億1345万7000円に対し、支出済額

９億6898万1568円、執行率87.0％、翌年度繰越額

7889万円、不用額6558万5432円となっております。

翌年度繰越額の理由は、中央卸売市場内に整備す

る花卉冷蔵施設について、国などの関係機関との調

。 、整に時間を要したことによるものであります また

不用額の主な理由は、中央卸売市場内に整備する冷

蔵配送施設の入札残によるものであります。

16ページをお開きください。

次に、林業改善資金特別会計について、御説明い

たします。

歳入につきましては、表頭の中ほどのＡ欄になり

ますが、予算現額1584万9000円に対し、調定額１億

851万8548円、収入済額6864万3351円、収入未済額

3987万5194円で、収入比率は63.3％となっておりま

す。

収入未済額の内容は、伐採事業の減少や高齢化に

よる借り受け者の経営不振等により、貸付金元利収

入が未収入となったもの等であります。

17ページをお開きください。

歳出につきましては、表頭の中ほどのＡ欄になり

ますが 予算現額1584万9000円に対し 支出済額70万、 、

8160円、執行率4.5％、不用額1514万840円となって

おります。不用額の主な理由は、貸付実績がなかっ

たことに伴うものであります。

以上、農林水産部関係の平成27年度一般会計及び

特別会計の決算の概要を御説明いたしました。

御審査のほど、よろしくお願いいたします。

農林水産部長の説明は終わりま○山内末子委員長

した。

次に、労働委員会事務局長から労働委員会事務局

関係決算の概要の説明を求めます。

大城玲子労働委員会事務局長。

平成27年度一般会○大城玲子労働委員会事務局長

計決算における労働委員会所管の決算の概要につき

まして、お手元にお配りしております決算説明資料

に基づき御説明申し上げます。

平成27年度の歳入決算につきましては 雑入が16万、

9707円となっており、その内容といたしましては、

職員手当の過払いによる返納等でございます。

次のページの歳出決算につきましては、予算現額

１億2869万円に対し、支出済額は１億2476万6068円

で執行率は97.0％でございます。支出の主な内容と

いたしましては、委員の報酬や費用弁償等の委員会

の運営費並びに事務局職員の給与や旅費のほか、需

用費等の事務局の運営費でございます。

性質別区分で申し上げますと、支出総額に占める

人件費が95.7％、物件費が4.2％となっております。

不用額は392万3932円で、その主な内容は、人件費及

び物件費の執行残による不用でございます。

以上でございます。

よろしく御審査のほど、お願いいたします。

労働委員会事務局長の説明は終○山内末子委員長

わりました。

これより質疑を行いますが、本日の質疑につきま

しては 「決算議案の審査等に関する基本的事項（常、

任委員会に対する調査依頼について 平成28年10月）」（

12日議会運営委員会決定）に従って行うことにいた

します。

要調査事項を提起しようとする委員は、提起の際

にその旨を発言するものとし、明 10月18日、当委

員会の質疑終了後に改めて、要調査事項とする理由

の説明を求めることといたします。

その後、決算特別委員会における調査の必要性に

ついての意見交換や要調査事項及び特記事項の整理

を行った上で、決算特別委員会に報告することとい

たします。

当該意見交換において、要調査事項として報告す

ることに反対の意見が述べられた場合には、その意

見もあわせて決算特別委員会に報告いたします。

要調査事項は、決算特別委員会でさらに調査が必

要とされる事項を想定しております。

また、特記事項は、議案に対する附帯決議のよう

な事項や要調査事項としては報告しないと決定した

事項を想定しており、これについても質疑終了後、

意見交換等を予定しておりますので、御留意願いま

す。
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なお、委員長の質疑の持ち時間については、決算

、 。特別委員会に準じて 譲渡しないことにいたします

質疑及び答弁に当たっては、その都度委員長の許

可を得てから、重複することがないように簡潔にお

願いいたします。

また、質疑に際しては、あらかじめ引用する決算

資料の名称、ページ及び事業名等を告げた上で、質

疑を行うよう御協力をお願いいたします。

決算特別委員長から調査を依頼された事項は、沖

縄県議会委員会条例第２条に定める所管事務に関す

る決算事項でありますので、十分御留意願います。

なお、答弁に当たっては、総括的、政策的な質疑

に対しては部局長が行い、それ以外はできるだけ担

当課長等の補助答弁者が行うこととしたいと存じま

すので、委員及び執行部の皆さんの御協力をお願い

します。

さらに、課長等補助答弁者が答弁を行う際は、あ

らかじめ職、氏名を告げてください。

それでは、これより直ちに各決算に対する質疑を

行います。

山川典二委員。

平成27年度の主要施策の成果に関○山川典二委員

、する報告書の中で幾つか質疑をしようと思いますが

それはある意味、きょうから国会でも行われており

ますＴＰＰ関連法案の承認審議にかかわるものが結

、 、構ありますので 初めにＴＰＰについて改めて意義

目的、それから特にそのメリット・デメリット、そ

の辺から御説明をお願いいたします。もし持ち合わ

せていなければ、部長の見解だけでも構いません。

沖縄県の農林水産業につ○島尻勝広農林水産部長

いては生産基盤、経営基盤等が脆弱ということで、

ＴＰＰについては関係機関も含めて影響がないよう

にと、国にこれまで数回要請をしてきたところであ

ります。現在、国会で審議されている部分について

は、秋を目途に対策等を講じるということもありま

すので、その辺を含めて平成27年度、平成28年度、

当初予算を含めて生産基盤、経済基盤の強化を引き

続き強化していきたいと考えております。

ＴＰＰにつきましては、日本は○山川典二委員

2010年から交渉が進みまして、いろいろな紆余曲折

がありましたが、ことしの２月にニュージーランド

のオークランドで各国12カ国集まりまして、署名が

行われました。署名から２年後にこのＴＰＰが発効

されるということで今、予定では2018年４月にはＴ

ＰＰが発効されるということで、米国初め我が国も

今議会から議論が始まっていますが、そういった意

味では、恐らく今のオバマ大統領も１月の任期中ま

でには全ての議会承認を、法案を成立させたい。既

に米国でもことしの６月に民主・共和両党非常に駆

け引きがありましたが、基本的にはＴＰＰに関連す

る法案は成立しようとしている。着実に準備が整い

つつある中で、我が国が非常にその辺の審議がおく

れているのですが、今回の臨時国会の安倍総理大臣

の所信表明でも、ＴＰＰをかなり力強く法案を成立

させていきたいという所信表明がありました。した

がって、このＴＰＰは進んでいくのであろうと私は

そういった考えでおりますけれども、それに基づい

て、特に沖縄県の主要５品目いろいろありますが、

大変な打撃を受ける可能性もあり、それについて具

体的にどれを対策するのか、その辺の細かい議論が

なされてるのかどうかです。あるいは41市町村、関

係団体含めての議論はどのような形でされているの

か。その経過を少し説明してください。

去年の10月の大筋合意を○島尻勝広農林水産部長

受けて、国で11月ないし12月ごろから、大綱ないし

は補正予算、当初予算等組まれております。それに

対して沖縄県としても、離島圏を抱えている中で足

腰を強くするということで 畜産で言えばクラスター、

事業等を中心に拡充していきたいということと、畜

産以外については産地パワーアップ事業、今度補正

させてもらっていますが、それ以外についても足腰

を強くするということで事業を組んでいきたい。そ

、れ以外にももともと足腰が弱いこともありますので

その生産対策は引き続き沖縄振興一括交付金―一括

交付金等含めてやっていきたいと考えています。そ

ういった畜産については特に影響が大きいというこ

、 、とですが 国では制度的な対策を講じるという中で

生産基盤、環境問題の中で去年11月ごろからＪＡ等

関係機関を含めて対策会議、チーム協議会等を開催

、 。し 数回にわたって対策を検討しているところです

豚、肉用牛など分野ごとにしています。サトウキビ

については糖価調整制度が堅持されるということで

、 、すが 糖価調整制度の運用の中での財源の問題など

、いろいろと今後将来的に健全な運用ができるように

引き続き国にはその辺の制度の堅持については要請

していきたいと思います。

御存じだと思いますが、このＴＰ○山川典二委員

Ｐの発効につきましては、12カ国のＧＤＰ85％以上

を占める６カ国が承認すれば発効なのです。今、日

本が17.8％、アメリカが60.4％で約78％、そこにあ

と４カ国くっつけばすぐに85％に達するのです。し

たがって今の答弁を聞いていましても、黒船ではあ

りませんけれども100メートル級の大変な台風、ある

いは大津波が一気に沖縄の農林水産業に襲ってくる
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、 、ような それくらいの私の個人的な感覚なのですが

今農林水産部長の話を聞いていると、どうものんび

りしているような気がしているのです。もう少し、

例えば今、畜産などがありましたが、それぞれの直

接的な影響額、数字がもしありましたら、後日でい

いので各委員に提出をしていただきたいということ

と、そういった対策の専門家チームのようなものは

しっかりとつくられているのでしょうか。

特に養豚については、合○島尻勝広農林水産部長

意を受けた後すぐ対策チームを設けましたが、それ

以外にも県全体とＪＡ等の団体を含めて一緒にやろ

、 、 、 、うということで 畜産 市場関係 サトウキビ関係

、そういった細かい専門分野的なチーム会議を行って

対策等について今打ち合わせというか、調整をして

いるところです。

先ほど糖価調整制度の維持の話も○山川典二委員

ありましたが、例えば加糖調整品―チョコレートな

どお菓子に使うもの、これも新しい枠で入ってくる

わけでこういうことが細かくあると思うのです。し

たがって51％くらいの農産物が即時関税撤廃で、あ

とは10年かけながらやっていくというのがあるので

すが、２年後にＴＰＰが発効されるということにつ

、 、きましては 私は緊急な問題だと思っていますので

ぜひこれは要調査事項にこのＴＰＰの問題を上げて

いただきたいと委員長にお願いしたいと思います。

、○山内末子委員長 ただいまの質疑につきましては

要調査事項として提起したいということですので、

誰にどのような項目を確認するのかを簡潔に御説明

お願いします。

なお、その項目等の説明については質疑の時間に

含めないことといたしますのでよろしくお願いしま

す。

山川典二委員。

知事に、ＴＰＰによる沖縄の農林○山川典二委員

水産業へ与える影響に対する具体的な対策をどうす

るか。対策をしっかりと緊急につくるべきではない

かと。チームも含めて対応策と対策部署の設置につ

いて……。

ただいま提起のありました要調○山内末子委員長

査事項の取り扱いについては、明、10月18日の委員

会において協議をしたいと思います。

山川典二委員。

糸満漁港の競り市場の移転につき○山川典二委員

まして見解を求めたいのですが、今、泊魚市場の競

り業者の中で先日の報道でもありましたが、那覇地

区漁業協同組合を初め６組合が糸満漁港に行かない

で、泊魚市場で競り業務を引き続きやりたいと。こ

れを那覇市長に要請しまして、那覇市としても泊魚

市場を整備していきたいと前向きに答弁をして、こ

の要請については答えていますが、その辺につきま

して県としてはどういう対応をしていくのか。実態

も含めて説明をお願いします。

泊魚市場、那覇市の泊漁港に○新里勝也水産課長

ありますが、施設の老朽化が進んでおり用地が狭隘

であること、駐車場、一次処理加工施設等の関連施

設整備についても困難な状況にあると認識しており

ます 一方 糸満漁港は本県唯一の第３種漁港となっ。 、

ており、県内外の漁船の水揚げ及び県外出荷も行う

産地市場の機能を有しているところです。沖縄県と

しては県内水産物の流通拠点として、糸満漁港にお

ける高度衛生管理型荷さばき施設及び水産物一次加

工処理施設等の関連施設の整備に向け取り組んでい

るところです。泊魚市場については、那覇市を中心

とする消費市場としての機能を持っていまして、現

在市民や観光客との交流も兼ねてにぎわっていると

ころでございます。今後、消費者ニーズに対応した

施設の整備が必要と考えておりまして、那覇市や関

係団体、市場関係者と連携して泊漁港の再整備を進

めていくこととしています。その辺で泊の生産者の

方々に御心配をおかけしているところですが、県の

考え方、那覇市とも一緒に協議をしているところで

す。今後の考え方は生産者団体の皆さんにも理解を

していただけるように説明を重ねていくこととして

います。

私も直接生産者組合の皆さんと意○山川典二委員

見交換をしていますが 糸満漁港には行かないとはっ、

きり言っているのです。だから那覇市に要請して老

朽化した施設を整備してほしいと。那覇市長は前向

きにやりましょうと答えて握手をした写真が出てい

るではないですか 行かないと言ってるのです 行っ。 。

たり来たり大変だと。これだけの消費地を抱えてい

ますから。その辺の問題はかねてからあったと思い

ますが、これを具体的にどう解決していくのかを知

りたいのです。策があるのかどうかです。

これまで県としまして、沖縄○新里勝也水産課長

県漁業協同組合連合会―県漁連を初めとする生産者

団体、流通業を担う仲買組合の皆さんと意見交換を

重ねてきたところです。泊漁港に残りたいという方

も当然いるわけで、それについては泊漁港の位置づ

け、糸満漁港の位置づけを説明しながら、役割分担

が大事であると理解していただけるように説明して

。 、いるところです 今回生産者の皆さんと話し合って

行かないということは聞いてるところですが、それ

ぞれ泊漁港での役割、糸満漁港での役割があるもの
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ですから、それについてさらに丁寧に説明をして、

理解していただけるように進めていく所存です。

2020年に糸満漁港で工事が予定さ○山川典二委員

れていますが、糸満と那覇で競りがそれぞれできる

可能性もありますか。

糸満漁港では県内水産物の流通○新里水産課課長

拠点、県外・海外出荷を目指した加工体制もセット

で整備を考えています。泊漁港については、いゆま

ちという直売所で活況を呈していますが、それをさ

らに発展させる形で再整備をしながら、役割分担を

していくことによって両方共存・共栄ができるので

はないかと考えます。

競りの部分で両方でできますか。○山川典二委員

競りについては泊漁港がほぼ○新里勝也水産課長

全部占めていますが、それは将来発展させるために

糸満漁港に大部分は持っていきまして、泊漁港は消

費者対応に供給するための、ある程度の規模は維持

されるレベルの市場としての共存は可能だと考えて

います。

那覇市のこれだけの一大マーケッ○山川典二委員

、 。ト 消費者を抱えた部分での競りの可能性もあると

泊漁港そして糸満漁港でもできるという理解でいい

でしょうか。

そのように役割分担をして、○新里勝也水産課長

両方共存・共栄をはかれるような整備をしていきた

いと考えています。

主要施策の成果に関する報告書で○山川典二委員

かいつまんで質疑させていただきますが、118ページ

の世界一おいしい豚肉作出事業ということでゲノム

解読の話ですが、これは具体的にゲノムの解読が進

んでいるようですが、100％終了したと見ていいので

しょうか。

世界一おいしい豚肉作出○島尻勝広農林水産部長

事業は、畜産研究センターにおいてアグーブランド

豚肉を世界一おいしい豚肉へ飛躍するために、ゲノ

ム情報を用いてアグーの効率的な育種改良システム

構築を目的にしております。研究機関については平

成25年度から平成29年度までの５年間としています

が、今回外部委託されていますゲノム解読につきま

しては、アグー特有の塩基配列の探索、肉質におけ

る塩基配列の抽出及びＤＮＡのチップの開発につい

て、国立研究開発法人農業食品産業技術総合研究機

構、公益社団法人農林水産食品産業技術振興協会に

委託したところであります。その結果として20頭の

アグー豚についての全ゲノムの解読を行い、アグー

の育種改良に有効な塩基配列を特定しています。今

後、優良な肉質を示す塩基配列を搭載したアグー専

用のＤＮＡのチップを作成する計画となっており、

沖縄県としては、引き続きアグー豚の肉質の安定向

上による沖縄ブランドの確立に向けた取り組みを

やっていきたいと考えています。

ゲノム解読によって具体的に現場○山川典二委員

の畜産業の皆さんへの移転といいますか、技術指導

であるとか、スケジュール的にはいつごろからどう

するかわかれば教えてください。活用方法です。

平成22年度か○生沢均農林水産総務課研究企画監

ら平成24年度でアグーブランド豚の識別にかかわる

研究事業をして、非常にばらつきのあるアグー豚の

識別ができるようになっています。現在、平成25年

度から平成29年度は肉質にかかわるＤＮＡ解析をし

ていまして、これを用いて育種というのはまだこれ

から進んでいくと思います。20頭の識別をやりまし

て、1162万カ所のスニップというものが見つかって

いまして、そこからまたよりよいものを選別してい

かなければならない作業等がありますので、この解

析等を用いた育種にはもう少し時間がかかってくる

ものと考えています。

ゴールとしてはいつごろを考えて○山川典二委員

いますか。３年後ぐらいを目指しているなど、育種

の稼働時期でそういったものがあれば教えてくださ

い。

現在進めてい○生沢均農林水産総務課研究企画監

る研究につきましては、平成29年度までにある程度

の方向性を持ってくることになるかと思いますが、

そこから育種にかかわる部分はもう少し時間がか

かってくると考えています。

解読が完全に確立した後の、肉質○山川典二委員

も含めて少し試行期間が要るということですか。こ

れはどのくらい考えればいいですか。

５年単位で研○生沢均農林水産総務課研究企画監

究事業は進めていますので 次のステップ 次の５年、 、

間である程度アグー豚の育種改良に係る研究が飛躍

的に進んでくると思いますが、ゴールはまだもう少

し……。

簡潔にアグーの定義を教えてくだ○山川典二委員

さい。

アグー豚は600年○生沢農林水産総務課研究企画監

前、14世紀に中国から渡ってきたものということに

なっています。毛の色は全色黒色で、小柄で生産性

に劣るが肉質がよい。一般の豚と比べて肉質内脂肪

含量やオレイン酸含量が高いという特徴を持ちます

が、非常にばらつきのある豚で、現在700頭が飼育さ

れているということです。

つまり今、市場にアグー肉として○山川典二委員
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出されているものについても純粋なアグーではない

、 。というものもあるのですが どこまでアグーですか

、例えばかけ合わせでＦ１のところまではアグーだと

一世代ね。その定義だけ教えてください。品質表示

の問題も商工労働部で出ています。

アグーは在来種ということで、○池村薫畜産課長

宮古馬や与那国馬のように地域に固定された品種で

すから、十数年前に残っていたアグーを一堂に集め

て、外形的な形質や履歴情報等をやって、今、沖縄

県が行っているブランド協議会の中で一つのアグー

、 。というカテゴリーをつくり それが700頭であります

それに加入されない方が若干いますけれども、そう

いったルールづくりをして、沖縄ブランドのアグー

という形で今700頭いて、そこからブランド豚が出て

います。スタートの段階で600年前に中国から来て、

もとからこれがアグーだと固まっていたものが在来

種としてないものですから、十何年前に一つのルー

ルをつくって、生産者と協議をして今カテゴリーを

つくっているブランド豚ということです。

つまりは、アグーのブランド豚は○山川典二委員

700頭しかいないという考え方でいいですか。

、○池村薫畜産課長 今はアグーという豚の話でして

ブランド豚の肉質は雄の豚で大体決まりますので、

このブランド豚は雄をかけ合わせて、アグーとかけ

合わせることもありますし、西洋豚とかける場合も

あります。それをブランド豚、肉豚のカテゴリーに

しています。

ブランド豚としてかけ合わせをし○山川典二委員

たものから生まれたものから、２代、３代といきま

すと、これはずっとブランド豚という考え方でいい

のでしょうか。

今は雄といろいろかけ合わせた○池村薫畜産課長

肉豚の話ですので、これは全部肉になりますので、

先ほど言った700頭のアグーは、今言った遺伝子情報

も使いながらずっと維持していく状態の種豚となり

ます。

あと１点だけ。県産食肉ブランド○山川典二委員

国内外流通対策事業ということで、今のアグーとも

かかわりがありますが、香港での現状を教えてくだ

さい。

県産食肉ブランド国内外○島尻勝広農林水産部長

流通対策事業については、一括交付金を活用して実

施しているところです。事業の概要は、アグーブラ

ンド豚肉のブランド力が高まりつつある香港におい

て、物流拠点となる保冷機能のある流通保管施設を

稼働させ、市場ニーズである安全・安心や定時・定

量・定品質で供給できる体制の構築をしています。

これによって県産食肉のブランド力の強化と信頼が

確保され、県産食肉の香港輸出は年々増加していま

す。事業実施前の平成23年度は20.8トンから事業を

実施しています平成27年度は51.6トンと、30.8トン

増加しています。

沖縄県アジア経済戦略構想の中で○山川典二委員

も、４つの産業成長戦略の重要な位置づけに、この

農林水産、特にアジアへのアグーの輸出というのが

あると思いますが、これはキロ単価で実際末端でど

のくらいで売られているのですか。

今、正確な数字はございません○池村薫畜産課長

が、大体香港ではイベリコ豚やほかの国産の豚肉も

売られていますが、ほかの国産の豚肉は大体500円か

ら600円くらい、アグーは700円から900円くらいで、

一番高いのはイベリコ豚が1000円前後で売られてい

ますが、国産の豚肉よりは高い値段で、付加価値の

ついた形で有利販売されています。

砂川利勝委員。○山内末子委員長

岩礁破砕についての執行状況を教○砂川利勝委員

えてください。

普天間飛行場代替施設建○島尻勝広農林水産部長

設工事にかかる潜水調査の予算については （款 、、 ）

、（ ）、 、（ ）、 、農林水産業費 項 水産業費 目 漁業取締費

（事業名）漁業取締監督費により執行しています。

漁業取締監督事業は、県の義務的経費として漁業取

り締まり船はやての運航等の漁業取り締まりに要す

る経費や漁業指導監督用無線通信業務に要する経費

を計上しています。当該事業の目的は漁業法や沖縄

県漁業調整規則に基づき、漁業取り締まり船はやて

を中心とした漁業取り締まり監督業務を行い漁業秩

序を維持し、水産資源の保護培養とその持続的利用

を図ること、また無線通信を用いた漁業指導監督業

務により気象や海象、米軍や自衛隊の訓練情報など

沖合等で操業している漁業者へ提供し、緊急時にお

いて通信連絡手段となることで漁業者の生命・財産

の安全を図ることを目的としています。当該事業に

おける予算執行の状況ですが、予算額２億742万

9000円に対し決算額１億9539万4000円で、執行率は

94.1％になっています。普天間飛行場代替施設建設

工事に係る名護市辺野古沖の潜水調査に伴う費用に

ついては、漁業取締監督費から委託料として794万

8800円を執行しております。

790万円余り執行したということで○砂川利勝委員

すが、調査した内容―どのようなことが調査されて

いますか。

当該調査につきましては、沖○新里勝也水産課長

縄防衛局が辺野古地先海面で行いましたコンクリー
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ト製構造物の設置行為に関し、沖縄県漁業調整規則

第39条違反の該当性を判断するため、臨時制限区域

、内での立入調査を８月31日から９月11日までのうち

延べ10日間実施したものです。

その結果はどうでしたか。○砂川利勝委員

当該調査は３箇所の水域に大○新里勝也水産課長

きく分けて実施していますが、コンクリート製構造

物の設置水域、岩礁破砕許可区域周辺水域、臨時制

限区域内の埋立エリア外での調査を行ったところで

す。結果につきましては、コンクリート製構造物周

辺での不自然な状態の地形や、係留用チェーンでの

海底面の攪乱は確認していますが、海底面にめり込

んだ20トン構造物は許可区域内のものであると確認

されております。許可区域外に設置された構造物周

辺の調査を主にやってますが、その先に２月に現況

調査をしていますが、そのときの結果や沖縄防衛局

からの資料と比較しますと、砂れきのほとんどがな

くなっていること、構造物の大半が砂に埋もれてい

ること、構造物の下が空洞になるなど岩礁破砕がさ

れたかどうか判断材料となる海底地形の状態に大き

な変化が認められています。結果として、現状確認

を必要と判断してから半年以上立ち入りが認められ

ない状態にありました。その間、自然環境による変

化、台風の影響等による状況変化等で構造物周辺に

相当な変化が認められ、海底地形の改変の痕跡が一

掃されたような状況でした。結論としましては、今

回の調査では沖縄防衛局によるコンクリート製構造

物の設置に伴って、岩礁破砕がなされたかどうか判

断することはできないという結論に至りまして、そ

れは昨年知事から県民に報告しているところです。

岩礁破砕は見られなかったという○砂川利勝委員

結論に達したということですね。それでいいのです

よね。

見られなかったということで○新里勝也水産課長

はなく、半年たってその当時岩礁破砕行為がなされ

たかどうかについて判断することができないという

ことが結論です。

この事業の妥当性はどうですか。○砂川利勝委員

当該調査の許認可業務を担う○新里勝也水産課長

当局として漁業取り締まり監督業務の一環として

行ったものですが、最初に述べましたように、当該

事業者が行ったコンクリートの設置行為に岩礁破砕

行為の疑いがあると、蓋然性が高いという判断で調

査を実施したもので、当然県財務規則、地方自治法

施行令等に基づいて適切に調査を行い、適切に執行

したものと考えています。

本来は予備調査ですよね。那覇空○砂川利勝委員

港の第２滑走路の場合は予備調査をして許可されて

るのですか。

今回行った調査は予備調査と○新里勝也水産課長

いう位置づけではなくて、当該行為が県の規則に抵

触するのかどうかの確認をするために調査を行った

ものです。

私が聞いているのは、本来やる前○砂川利勝委員

に予備調査をして、さらに本調査ではなかったのか

と聞いています。

現地調査に入る前に報道等の○新里勝也水産課長

情報もありましたが、当該事業者であります沖縄防

衛局に写真及び調査―事業者もそういう調査をやっ

ていましたので、当該情報を提供していただく中で

ある程度現場の状況を把握しながら、さらに許認可

を担当する部局としてみずから調査を行ったもので

す。

、 、○砂川利勝委員 今 報道という話がありましたが

報道されたからやったのですか。

当初は、１月ごろから大きな○新里勝也水産課長

コンクリート構造物が設置され始めたと認識してい

ます。さらに２月の報道ではサンゴ礁にめり込んで

いるという写真が報道されて、それも含めて岩礁破

砕行為がなされている蓋然性が高いという判断で調

査を行ったものです。

基本的にマスコミが騒いで、それ○砂川利勝委員

。に目を向けてやったのではないかと私は思うのです

本来、県が主体的にやっているのかは疑問なところ

もあったのですが、同じように埋め立てをしている

那覇空港、これはどういう調査をされていますか。

規模的に那覇空港も同等規模○新里勝也水産課長

の埋立事業を行っていますが、那覇空港も我々が岩

礁破砕の許可をしているところでありますが、その

許可に至るまで当然事前協議はしっかりしています

し、さらに工事が始まってからも我々の情報提供依

頼については、適宜情報提供してもらっているとこ

ろです。その資料等をもって我々は判断していると

ころです。

同じ埋め立てをしている中で、ど○砂川利勝委員

のような違いがあるのですか。

工事の内容につきましては、○新里勝也水産課長

先ほど少し申し上げましたが、埋立面積がおおむね

160ヘクタールという意味では同程度の規模で、両方

とも滑走路をつくるという意味では同じような内容

かと漁業調整規則を所管する部局としては認識して

いるところです。辺野古の沖縄防衛局については、

当該情報をもとに我々が沖縄防衛局から提供しても

らった資料の中で、最大45トンの構造物を設置して
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いるということが報告されたものです。もう一方の

那覇空港については、２月の時点で我々からの照会

に対してそういった大きな構造物は使っていない、

適切に対応しているという報告を受けて、我々とし

ては判断しているところです。

那覇空港は一切潜っていないとい○砂川利勝委員

うことですか。

現地調査は実施しておりま○新里勝也水産課課長

せん。

あれだけ大きい、同等な面積を埋○砂川利勝委員

めるのに一切立ち入りしない、ただ書類だけで受け

付ける。業務として本当にそれでいいのですか。

辺野古の工事については、我○新里勝也水産課長

々が許可をした範囲から相当外側でそういった行動

がなされている。那覇空港との違いは臨時制限区域

という区域を設定していて それは埋立区域からずっ、

と沖合に設定されています。その区域を明示するた

めにフロートを設置する、そのフロートを固定する

ための構造物として大型のコンクリートが設置され

たことが確認されました。その行為が沖縄県の規則

に抵触する可能性があるという判断のもとに調査を

したもので、那覇空港の場合は埋立許可、埋立区域

に沿った形で沖縄県も許可を与えていますので、そ

の辺が違うという評価になるかと思います。

それだけの面積を埋めるのであれ○砂川利勝委員

、 。ば 同じように調査をする必要性があると思います

、辺野古は基地阻止のために一生懸命やっていますが

これだけの大きな面積を埋めるのであれば、当然な

がら同じようにこれも該当するのではないですか、

しないのですか。

我々が岩礁破砕許可、漁業調○新里勝也水産課長

整規則を運用するに当たりまして、民間事業も含め

て年間五、六十件くらいの岩礁破砕の許可申請があ

ります。当該許認可については事業者からこの行為

の計画、あるいは進捗等を報告してもらいながら、

それを確認する中で許認可運用をしています。その

中で、辺野古については唯一沖縄県に説明もなく台

風対策ということで かなり大きな規模のコンクリー、

トが設置されたことが今回の調査のきっかけと認識

しています。

実際、これまで那覇空港でも台風○砂川利勝委員

も来ているし、完全に申請域から出ていないという

保証も何もないのでしょう。ありますか。

辺野古については台風で鉄板○新里勝也水産課長

製のおもりが数百個程度流出し、行方不明になって

いるという意味で、何らかの影響があるのではない

かということもきっかけの一つでありました。那覇

空港については、当該情報等に基づいて当該事業者

、 、に来てもらい 報告をしてもらう中で確認していて

。ほぼ許可区域内でおさまっていると認識しています

有害鳥獣による被害防止対策につ○砂川利勝委員

いて成果をお願いします。

有害鳥獣による被害防止○島尻勝広農林水産部長

対策については、関係団体で構成する沖縄県野生鳥

獣被害対策協議会や市町村協議会などを設置して、

鳥獣被害防止総合対策事業で総合的に推進している

ところです。具体的には、市町村協議会などが主体

となった銃器、捕獲箱による有害鳥獣捕獲あるいは

、猪垣等の侵入防止柵の設置や防鳥ネット施設の整備

鳥獣類の捕獲活動に対する市町村への捕獲頭数に応

じた助成を行っています 平成27年度の予算額は１億。

747万円となっております。成果としましては、県内

における鳥獣類による被害額が、平成24年度約２億

1000万円から平成27年度は約8000万円と減少傾向に

あります。

この成果報告書の中で約3800万円○砂川利勝委員

くらいの予算が使われていませんが どうしてでしょ、

うか。

まず不用額が3700万円○竹ノ内昭一営農支援課長

余り生じていますが、一つには今、農林水産部長か

ら答弁がありましたように、着実にというか被害額

が減少してきた結果として、鳥獣そのものの個体数

も減少しているということがあり、その分が予算的

に不用となった部分があります。それから市町村が

母体となっている推進事業、こちらが当初計画で事

、 、業量が減少したことがあり 結果的に3700万円余り

執行率でいうと64％程度の執行率という状況になっ

ています。

、○砂川利勝委員 被害額が減ったということですが

どれくらい減ったのでしょうか。

重複しますが 平成24年○竹ノ内昭一営農支援課長 、

度当時２億1000万円余りありましたが、平成27年度

には県全体で8000万円弱の金額まで低減してきてい

ます。

この事業は13市町村で行われてい○砂川利勝委員

ますが、先島も入っていますか。

石垣市、竹富町でも実○竹ノ内昭一営農支援課長

施されています。

我々のところでは額が減っている○砂川利勝委員

ようには思えないのですが、どういう調査をしてい

るのですか。

基本的に市町村から報○竹ノ内昭一営農支援課長

告を受けて、県で集約をしていて―どうしても推計

値という域は抜けられないかと思いますが、市町村
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の担当者もそれなりに経験も積んだ上での報告であ

ると認識しています。

石垣島北部では、サトウキビを植○砂川利勝委員

えても全部なくなっているのです。本当にその数字

というものがあらわれているのか不思議で仕方がな

い。それとカラス、キジの被害はカウントされてい

ないものもたくさんあるのではないですか。

まずカラス、キジの被○竹ノ内昭一営農支援課長

害ですが、捕獲実績で石垣市、カラスは平成27年度

で1053羽、キジは444羽捕獲した実績が上がっていま

して、金額ベースでの感覚が減っていないという話

でしたが、少なくとも捕獲事業そのものは着実に実

施されていると認識をしています。これで十分かど

うかは、今後の動向を注視しながらと考えます。そ

れからサトウキビについては、これはイノシシの被

害ということで理解してよろしいですか―石垣市に

つきましてはイノシシ、これは猪垣の類いです。あ

るいは電気柵等々の整備を暫時進めています。まだ

その辺の対応が不十分なところもあるかもしれませ

んが、対策としては着実に進めているところです。

3700万円返すのであれば、石垣市○砂川利勝委員

や離島にもっと予算をつけてもいいのではないか。

現実を本当に行って見ていますか。

、○竹ノ内昭一営農支援課長 平成27年度に関しては

着任前でしたので現場の確認をしていませんが、事

業予算に関しては先ほどの不用と相関連することが

ありますが、県は市町村等の要望を基本的には踏襲

している形で配分していますので、その辺の市町村

、との調整不十分という部分もあるかと思いますので

引き続き執行率の向上も含め、被害軽減に向けて取

り組んでいきたいと思います。

あくまでも当初予算というのは、○砂川利勝委員

それぐらいかかりますということでやっているので

、 。あって お金を４割も残すというのはもったいない

実際困ってるのは地域の農家であって、今、イノシ

シの電気柵の話もしましたが、イノシシは学習して

柵を越えてくるらしいのです。イノシシもカラスも

知恵がありますので、予算をしっかり使って対策を

して―どの事業も大事だと思いますが、目の前でお

金になるものが全部とられてしまったら 農家はやっ、

ていられないのではないか。その辺も含めて執行率

を高めていく努力というのは私は必要だと思います

が、どうですか。

その辺の反省も踏まえ○竹ノ内昭一営農支援課長

て―この不用の要因としては、昨年度一旦市町村に

配分した後の執行状況の管理が必ずしも事業現課と

して十分ではなかったということもあり、今年度か

、らは中間で一旦市町村の執行状況を閉める形にして

そこで不足が見込まれるところ、あるいは不用が見

込まれる市町村、この間で一旦県で不要部分は吸い

上げ、いわゆる内示減をし、または需要が見込まれ

る市町村にはこれを追加内示という形で、効率的な

予算執行ということで現在取り組んでいるところで

す。

予算も増額して現場を見て、しっ○砂川利勝委員

かりと対応してください。お願いします。

次に、一括交付金の執行状況の中で、全体で繰り

越し、不用額がどのくらいあったのか教えていただ

けますか。

一括交付金の農林水産部○島尻勝広農林水産部長

での執行状況について説明します。予算現額は374億

9848万8000円に対し、執行額が300億2797万7000円、

執行率につきまして80.1％ 前年度の執行率が75.6％、

ですので、4.5ポイント増となっています。

執行率を高めるためにはどのよう○砂川利勝委員

な方法を考えていますか。

公共事業等を含めて出先○島尻勝広農林水産部長

機関との情報共有強化や執行管理の徹底、これまで

の執行の中での課題等を掘り出して、早期の対応を

実施しています。具体的には、沖縄振興公共投資交

付金―ハード交付金の交付決定前の着手、執行困難

な地区から執行可能な地区への流用処理など、予算

執行の手続の前倒しなどに取り組んでいるところで

す。

この執行率が低いものの中で、何○砂川利勝委員

が一番低いですか。

執行率を事業の項単○石垣永浩農林水産総務課長

位で見たとき 農業費の平成27年度の執行率が84.0％、

です。前年度が執行率85.1％ということで、１ポイ

ント減少しています。それ以外の項については全て

改善している状況です。平成27年度の執行率が落ち

ている主な要因は、分みつ糖振興対策支援事業費で

製糖工場の整備工事の計画変更等に伴い、不測の日

数を要したため約３億円の繰り越しが生じたもので

す。伊良部工場です。

農業費が上がらない理由は何です○砂川利勝委員

か。

先ほどの答弁と重複○石垣永浩農林水産総務課長

しますが 平成27年度の執行率は84.0％で 平成26年、 、

度が85.1％、こちらが農業費という大きい項目の中

で昨年度より1.1ポイント減少している。その主な要

因が先ほど申し上げました、分みつ糖振興対策支援

事業費ということで、こちらがそのような要因で昨

年度より減少している状況です。
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どの工場も工期おくれとなってい○砂川利勝委員

ると思いますが、それがなければ執行率が上がると

いうことですよね。よろしくお願いします。

、 、次に 農林水産物流通条件不利性解消事業ですが

地区ごとの支出について答弁してください。

農林水産物流通条件不利○島尻勝広農林水産部長

性解消事業の実績については補助交付団体が129団

体、県外出荷重量が５万7900トン、補助金実績額に

して26億7000万円となっています。八重山地区の実

績は農産物が1702トン、水産物が1528トン、合計で

。 、3230トンとなっています 沖縄本島が４万4817トン

金額にして18億6986万円。本島周辺離島地区が重量

にして5563トン、金額にして２億7241万9000円。宮

古地区が4226トンで、金額にして２億6777万2000円

です。

後でその書類をもらえますか。○砂川利勝委員

資料提供します。○島尻勝広農林水産部長

それでこの事業は年々ふえていま○砂川利勝委員

すか。

事業量は微増しておりま○島尻勝広農林水産部長

すが、取り扱い重量についても微増になっておりま

す。

これは多分、農家にとって大きな○砂川利勝委員

プラスになっていると思いますが、農産物も水産物

も追加品目はありますか。要望などがあるかという

ことです。

追加品目については、平○島尻勝広農林水産部長

成26年度がモンステラ観葉植物、スターフルーツ、

ドラゴンフルーツ、温州ミカン、肉用牛、豚、キノ

コをやっておりまして、平成28年度はキュウリ等を

含めて、現在対象品目としては56品目です。

魚類で、マチ類について与那国町○砂川利勝委員

漁業協同組合から要望があるのですが、この辺はど

うですか。

これまで要望があっ○幸地稔流通・加工推進課長

た品目の追加については、関係機関と意見交換を行

、 、いながら 生産状況や県外出荷実績などを勘案の上

戦略品目への位置づけ等を総合的に判断していきた

いと考えています。

多分、与那国町からはマチ類が要○砂川利勝委員

望に上がっていますよね。

マチについては与那国町、石○新里勝也水産課長

垣市等からも要望が上がっているのは承知していま

す。

これも高級魚で一本釣りの漁師が○砂川利勝委員

結構いるのですよ。カジキはやってもらってありが

たいと思っていますが、マチ類も入れられるか入れ

られないか、答弁をお願いします。

本制度にのせるためには、ま○新里勝也水産課長

ず戦略品目に指定しなければいけないところです。

それも県庁の中で検討しているところですが、戦略

品目の一つの定義として、今後の生産拡大が見込ま

れるものというところが少し課題となっています。

マチについては天然資源ということで、現在県とし

ては減少傾向にあるマチ類の資源を回復させるため

に、各水域で保護区を設定しているところです。そ

の設定をし、一部の魚種では回復傾向を示していま

すが、資源の動向を見ながら戦略品目に入れられる

、 、かどうか 県外出荷がどの程度現状としてあるのか

今後ふやすことができるのか、そういった視点で戦

略品目にいずれのるためにどうしたらいいかという

検討をしている段階で、現段階では今すぐのせるの

はまだ難しいかと認識を持っています。

一括交付金もそう長くはないです○砂川利勝委員

から、早目にやっていただかないと効果は出ないと

私は思うのですがどうですか。

マチ類という魚は非常に長生○新里勝也水産課長

きする魚で、急に資源回復するということがどの程

度見込まれるかというところだと思うのですが、そ

。の状況を見ながら検討していきたいと考えています

八重山地区からの要望ですので、○砂川利勝委員

しっかりと対応していただきたいと思います。

次に、沖縄漁業基金の執行状況について教えてく

ださい。

沖縄漁業基金の平成27年○島尻勝広農林水産部長

度事業については７事業ありますが、まず１つに外

国漁船操業等調査・監視事業につきましては、905隻

の21億1091万円となっています。漁具被害復旧支援

事業については実績はありません。民間漁業者交流

支援事業については、１件で518万円の実績となって

います。沖縄産水産物流通促進事業は３件で3609万

円漁業経営安定対策事業は99件で2067万円。漁業共

済掛金助成事業は155件、938万円。海岸清掃等活動

支援事業、年間６回ですが272万円で、運営費等含め

まして事業費で合計22億873万円となっています。

施設整備されたのは幾らですか。○砂川利勝委員

漁協等が流通関係の施設を整○新里勝也水産課長

備する事業、沖縄産水産物流通促進事業があります

が、これが３件、3609万円の実績となっています。

これは場所はどこでしょうか。○砂川利勝委員

休憩いたします。○山内末子委員長

（休憩中に、執行部から手元に資料がないの

で、後ほど提供したい旨申し出があり、再

開して質疑を続けることになった ）。
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再開いたします。○山内末子委員長

砂川利勝委員。

これは尖閣諸島に絡めての沖縄漁○砂川利勝委員

業基金と我々は認識していますが、八重山漁協との

話し合いでも そういった話を自民党会派として行っ、

たときにも要望等を受けたのですが、使い勝手がい

いように、まずは八重山地区の漁協者の皆さんのた

めに頑張るべきだと私は思いますが、これはどうで

しょうか。

、○新里勝也水産課課長 八重山漁協の要望も含めて

この日台漁業取り決めの影響を大きく受ける水域と

捉えていて、尖閣諸島を含めた水域、八重山地区の

北、あるいは久米島地区の西側が影響を受けている

水域と位置づけられています。その水域において、

特にこの事業の大部分を占める外国漁船操業等調査

・監視事業の調査日数を平成27年度に拡大している

ところです。さらに平成28年度はこのランクが３ラ

ンクに分かれて、一番影響を受ける水域の面積を拡

大することで、八重山漁協も含めた大きく影響を受

けている漁業者の要望に沿った改善がなされている

と考えています。

利便性といいますか、使い勝手の○砂川利勝委員

いいようなものにしてもらいたい。それは水産庁と

しっかり調整してください。八重山漁協が要求して

いるものにしっかりと答えが出るように頑張ってい

ただきたいと思います。

森林の関連について説明をお願いします。予算も

含めてです。

森林関係の予算について○島尻勝広農林水産部長

御説明します。森林関係の予算額は26億964万円で、

内訳は林業費が22億6319万円、農林水産施設災害施

設復旧費が３億61万円、林業改善資金が1584万円と

なっています。国庫補助金を活用した林業費は、主

に治山費、造林費、森林病害虫防除費、林業振興指

導事業費などからなっています。治山費９億4653万

円は、防風林の整備やのり枠工など保安林の機能強

化・保全するための予算となっています 造林費５億。

414万円は、収穫後の植林・保育などにより効率よく

人工林を生産させるための予算となっています。森

林病害虫防除費１億8286万円は、松くい虫やイヌマ

キを食害する病害虫を駆除するための予算です。林

業振興指導費１億7431万円は、林業技術の普及や担

い手育成、森林組合への指導など山村振興のための

予算となっています。農林水産施設災害復旧費の内

訳は、林道施設の災害復旧費３億1560万円と治山災

害復旧費501万円となっています。林業改善資金

1584万円は、林業・木材産業従事者などに対して設

備資金を無利子で貸し出し、経営の健全な発展及び

生産力向上に資するための予算となっています。ま

た一括交付金を活用した事業、沖縄らしい緑を守ろ

う事業、やんばる型森林ツーリズム推進体制構築事

業、沖縄県山菜類地域資源活用事業などとなってい

ます。沖縄らしい緑を守ろう事業１億3561万円は、

補助事業の対象外となる病害虫の防除や、新病害虫

に対する研究及び防除体制の構築のための予算と

なっています。やんばる型森林ツーリズム推進体制

構築事業1837万円は、山村文化や森林・林業などの

地域資源を観光業に活用する地域の体制づくりを後

押しし、森林空間の新しい利活用を推進するための

予算となっています。沖縄県産山菜類地域資源活用

事業695万円は、ホウビカンジュ、タンゲブなど高い

機能性を有する山菜類の栽培資金や講習会、市場調

査などを通じ、低利用及び未利用資源の利活用を推

進することにより山村地域の振興に取り組むための

予算となっています。

林業の将来展望はどのように考え○砂川利勝委員

てますか。

県土の47％、10万6000ヘ○金城克明森林管理課長

クタールが森林となっています。その内の約７万

5000ヘクタールが民有林ですが、私ども森林管理課

はそちらを今、管理しております。特に先ほど予算

の中でも約４分の１を占めている治山事業は県民の

生命、財産を守るために使われていまして、これは

台風常襲地帯である沖縄県にはとても必要なものだ

と考えていますので、この辺の予算はしっかり確保

していきたいと思っています。それから林業後継者

育成も含めて、沖縄県には４つの森林組合と１つの

連合会があります。そちらにはしっかり山を管理し

ていただいている方々もいますから、その森林組合

の指導に当たる沖縄県の普及員をしっかり確保しな

がら現場対応をし、将来は―ヤンバル三村が国立公

園に指定されました。今後は世界遺産に登録される

と思いますが、そうなると国頭三村は現在沖縄県の

林業産地となっています。我々は利用と保全という

ことで山を管理していますので、今後、先ほど農林

水産部長の話もありましたが、森林ツーリズムとい

う事業も平成27年度から取り組んでいて、観光業も

含めて林業生産者の所得向上、それから地域の振興

に役立てていきたいと思っています。

林業経営の実態はどうですか。○砂川利勝委員

林業はほとんど森林組合○金城克明森林管理課長

が伐採・造林をして行っていますが、それ以外に特

用林産物の生産が現在多く行われています。メーン

となるのが特用林産物の中でもキノコです。皆さん
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御存じのとおり国頭村にブナシメジの工場が１つ。

今帰仁村にもエノキダケとエリンギの工場がありま

す。名護市には菌床シイタケをつくる工場が―個人

の施設があります。金武町にもブナシメジをつくる

工場があります。そういった細かいものを合わせる

と 林業生産額の約７割が特用林産物の生産に当たっ、

ていて、今後、キノコ類、特用林産物が林業生産額

を押し上げるものになるかと思っています。

県産木を使った、漆器というので○砂川利勝委員

しょうか、材木を使ったものをつくっていますか。

今のお話は県産材を使っ○金城克明森林管理課長

た加工品の話ですね。我々がしております名札です

が、これはリュウキュウマツでつくられています。

それ以外にも学校に納めている学習机、それからお

わんです。マカイといっていますが、県産材でこの

マカイがつくれるかということで昨年度から開発に

当たっているところです。

県産品を使ってくださいというこ○砂川利勝委員

とで、例えば体育館や庁舎で使った場合、どの程度

使われていますか。

今、木材としての供給は○金城克明森林管理課長

自給率で約4.5％しかありません。それは先ほど話し

たように、木材の供給地である国頭村が中から木が

切れない状況にあります。ただ、県産材を何とかし

て利用させていこうと考えていますが、今のところ

は以前ほど県産材の、特に建築用材としての利活用

が少し低迷している状況です。

それを盛り上げるためにはどうし○砂川利勝委員

たらいいですか。

実は木の約３割が木材な○金城克明森林管理課長

のです 残りは角材にするために削ります そういっ。 。

たものを我々は市場部分、切端といいますが、それ

は燃料材、キノコや養豚で使われるチップ、オガコ

などに使われます。用材をつくるには７割近くのこ

の木材として使われない部分の処理というのでしょ

うか、流通も考えなければなりません。今回、国頭

三村で世界自然遺産登録に向けた国立公園の指定が

されました。その中では守るべき森林、そして利用

できる森林というのが区別されてきましたので、切

るためには環境省の手続が必要です。その辺も調整

しながら、これは需要と供給の話ですので、県産材

に対する利用者をふやすことで今度は供給側にもう

まく回るのかと思っていますので、その仕組みをつ

くっていきたいと思ってます。

米軍が4000ヘクタール返すという○砂川利勝委員

話が今出ていますけれども、決まった話ではないの

でなかなか答弁しづらいと思いますが、その管理と

いうか、方向性というのは何か考えていますか。

新聞報道で北部訓練場が○金城克明森林管理課長

返還される話は聞いています。実際、どのあたりの

森林がどれだけ返されるかは我々今、手元に資料が

ございませんが、米軍北部訓練場に含まれている森

林は、国から借りている無償貸付国有林と純然たる

。 、県営林があります それについて今後どうするかは

国立公園の指定の話もありますので、今後は関係機

関と調整をしながら決定されるものと思っておりま

す。

最後に、与那国島の製糖工場がで○砂川利勝委員

きましたね。１日50トンくらいだと思うのですが、

昨年も見込みより量がふえているのです。ことしも

多分ふえるのではないかと言われてるのですが、こ

の辺はどうですか。

新しい工場については多○島尻勝広農林水産部長

分日量50トンだったと思いますが、今は5000トンか

。 、ら6000トン見込みだと思います 年間にすると100日

110日くらいで収積できるかと思っております。この

間の台風で少し被害があるかと思いますが、その辺

を含めても5000トン、6000トンであれば、十分新し

。い製糖工場で適正に操業できるかと思っております

多分もっと出るでしょう、7000ト○砂川利勝委員

ンとか8000トンはいかないですか。

７月に収穫面積の第１回○島尻勝広農林水産部長

目を調査しますが、11月１日に正式にいわゆる生産

量そのものが出てきますので、今、全県的に見れば

豊作かと見ていますが、ただ沖縄県黒砂糖工業会の

生育調査で見ると110％から115％と言っていますの

で、去年の面積に単収を掛けると15％、最大で掛け

、ていくと多分6000トンを超えるかと思っていますが

最終的には11月１日の見込みを見ながら操業される

かと思います。

農家が努力してどんどんふやして○砂川利勝委員

いくのはいいことですので、ただ工場が以前より小

、さくなって収穫がふえているという逆効果というか

逆のパターンになっていますが、その辺をどうする

か。再度また現状を見て対応していただきたいと思

いますので、よろしくお願いします。

新里米吉委員から質疑時間を大○山内末子委員長

城一馬委員に譲渡したいとの申し出がありましたの

で、御報告いたします。

なお、質疑の持ち時間を譲渡した委員は、譲渡を

受けた委員の質疑中は在席する必要がありますので

御承知おきお願いいたします。

大城一馬委員。

具体的な質疑に入る前にＴＰＰの○大城一馬委員
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問題です。これまでも県議会の中で議論が逐一出さ

れていました。そしてとりわけ小規模離島、非常に

危機感を持って、人がいなくなるということもあり

ました。私も久米島町と南大東村のＴＰＰに反対す

る住民大会に参加をさせていただき、いろいろな方

の意見を聞きましたが、非常に危機感を持っている

ことが認識されております。安倍総理大臣は非常に

前のめりになって、どうしても今国会で成立したい

と。そして先導的役割を担っていきたいというよう

な表明もありました。やはり私ども沖縄県、離島県

の中で、このＴＰＰ問題は非常に懸念される状況に

なろうかと思います。そういう中でとりわけサトウ

キビ、そして畜産、農林水産業あたりの影響は多大

なものがあろうと思っていますが、この農林水産業

の振興についてはアジア経済戦略構想の中でも主要

的な位置づけで、そしてまた沖縄21世紀ビジョンの

中でもこの農林水産業の振興が重要な位置づけをさ

。 、れています そこで農林水産部長にお聞きしますが

このＴＰＰの件でそういった沖縄21世紀ビジョン、

あるいはアジア経済戦略構想の実現に向けて、これ

が成立しますとどういった影響が出てくるという認

識でしょうか。

ＴＰＰについては関係機○島尻勝広農林水産部長

関を含めて、沖縄の農林水産業については多大な影

響を受けるだろうということで度重なる要請をこれ

までやってきました。ただ、残念ながら去年10月に

大筋合意を受けまして、その中で生産、経営基盤を

どうするかということで、先ほども言いましたよう

に対策協議会等を設置して、専門的に生産対策に取

り組んでいるところであります。特にこれまでＴＰ

Ｐについて我々が懸念していましたサトウキビ、あ

るいは畜産、パイナップル等についてはある程度制

度が堅持されたということで一安心といいますか、

そういうところはありますが、先ほども言いました

ようにその制度の堅持、あるいは将来的に安定する

のかというものもありますから、その辺については

国の動向も含めてしっかりやっていきたいと思って

います。そういったＴＰＰも含めて海外との競争力

を高めることは、以前から島嶼県という意味合いで

農林水産業の基盤強化という意味では、生産強化を

加速的・重点的にやっていくことはこれまで以上に

やっていくと認識しております。

、○大城一馬委員 この件については御承知のように

、６カ国が承認しなければいけないという問題ですが

やはり少し不透明ではないかと。要するに今米国の

大統領選挙で、選挙は不人気の２人が出て非常によ

くわからないというマスコミ、メディアからも発信

されていますが、次期大統領候補のお二人が選挙期

間中にＴＰＰに反対の表明をしているわけです。そ

ういうことを受けて、安倍総理大臣は日本が先導的

な役割を担うということを表明していると思います

が、これは今後の推移を見ながら、ぜひ県政の中で

もしっかりとこの問題を解決をしてもらいたいと

思っております。

それでは具体的な質疑に入ります。まず耕作放棄

地。これは平成27年度包括外部監査結果報告書の中

で、平成27年度は農林水産部が対象になっていて、

その中で耕地面積も前年に比べて減っている。そし

て、この資料を見ると耕作放棄地の面積、これも昭

和60年から登記がありますが、大分ふえているとい

、 。うことですが 現状についてはどうなっていますか

耕作放棄地の面積の現状○島尻勝広農林水産部長

として、平成25年度に2602ヘクタール、平成26年度

に2493ヘクタール、平成27年度に2988ヘクタールと

なっています。耕作放棄地の課題としては、資産保

有の意識が強く、農地を相続したものの農地を売っ

たり貸したがらないということがあると思います。

また不在村地主が多く、所有者の所在不明または未

相続等の権利者調整が複雑であること、耕作放棄地

の多くは小面積で分散していたり、傾斜地や排水不

良など圃場条件が悪いなどが上げられるかと思いま

す。今後の対策としましては、農業委員会が実施し

ます農地利用意向調査等を通じて、耕作放棄地の所

有者に対する指導や通知により中間管理機構への貸

し付けを促したいと思っています。また一筆ごとの

調査をした結果を農地情報公開システムに反映し、

耕作放棄地解消に向けた進捗管理や取り組みを推進

する。あるいは耕作放棄地再生利用緊急対策交付金

などを活用し、雑木除去、整地などの耕作放棄地再

生利用活動を促進していきたいと思っております。

やはり課題がずっと基本的には結構ありますが、市

町村農業委員会や関係機関と連携して、諸施策を講

じながら耕作放棄地の解消に努めていきたいと考え

ています。

この数値について、農林水産部長○大城一馬委員

としては沖縄の農業振興の立場からすると、極めて

危機的な意識を持っているのですか。それともそん

なにまで深刻ではないという意識ですか。

面積的には非常に―１市○島尻勝広農林水産部長

町村どころか、それ以上の広域的な面積を加えても

それに達するような面積ですので、特に重点的に考

えているのは離島での耕作放棄地、あるいは土地改

良をした事業の中での耕作放棄地、その辺を含める

と公共投資をしながら利用しないというのは非常に
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県民、国民に対してもよくないと考えますので、そ

の辺を含めて耕作放棄地の解消については、交付金

等を活用しながらしっかり解消をしていきたいと

思っております。

農地を売ったり貸したりするのが○大城一馬委員

非常に嫌だという声もあるということですが、やは

り先ほどもお話ししましたように 沖縄21世紀ビジョ、

ン、そしてアジア経済戦略構想をしっかりと実現さ

せるためにも、こういう耕作放棄地の取り組みは極

めて私は重要ではないかと思うのです。ですから、

いろいろと対策は立てているのだが、これが万全で

はないこともよくわかりますけれども、市町村との

連携も含めながらしっかりと対策を立てていただき

たいと思っております。

そして次に、さとうきびの生産振興ですが、主要

施策の成果に関する報告書の110ページです。サトウ

キビの現状ですが、やはり高齢化、後継者不足とい

うこともあってなかなか本島内でも機械化が進まな

い。離島は、南・北大東島含めて向こうでは機械化

耕作を導入して成果を上げていますが、やはりサト

ウキビというのは県内の基幹作物であることからす

ると、現状が他作物への転換、これも非常に今盛ん

になされている。それも別に悪いことではないです

が、やはりサトウキビの振興というのは沖縄経済、

とりわけ離島の農産物のことも含めると極めて重要

ではないかと思うのですが、この実態というのはど

う把握していますか。

サトウキビについては、○島尻勝広農林水産部長

委員がおっしゃるように本県の基幹作物においては

県内ほぼ全域で栽培されていますし、平成26年度の

産出額に対しまして153億円ということで、全体の

17％を占めております。今現在、平成26年産の収穫

面積が１万2736ヘクタールに対して 去年 平成27年、 、

産ですが１万3212ヘクタール、3.7％微増している状

。 、況です 生産量にしても75万4671トンということで

ここ数年は微増傾向にありますので、今現在、そう

いった基幹作物としての位置づけは保っているのか

と認識しています。

ぜひその取り組みも非常に重要で○大城一馬委員

すから、頑張ってもらいたいと思っております。

最後にこのサトウキビ関連も含めて、この間の台

風第18号関連です。10月６日に安慶田副知事が久米

島に行っているのですが、台風第18号の久米島での

被害状況については、この委員会でも冒頭に極めて

深刻な状況だという説明がありました。とりわけサ

、トウキビの倒壊が全滅的な様相もあるということで

島にとっても久米島町にとっても極めて深刻な状況

になっているのではないかと思っています。安慶田

副知事のマスコミ報道の中で、こういうことを―こ

、れは久米島の町長初め関係者との面談の中でですが

本土の台風とは違うので、沖縄に合った基準の見直

。しを要求していかなければならないと考えていると

台風災害の場合は、県議会の中でもこれはどうにか

すべきではないかと。これは本土の基準ですから、

規模が違うなどでなかなか災害適用ができないこと

もあるのですけれども、安慶田副知事がわざわざ久

米島でこういったコメントをしているのですが、こ

の基準の見直しの実現に向けて可能性というか、取

り組みなど、農林水産部長、どうですか。

所管外ですが、安慶田副○島尻勝広農林水産部長

知事がおっしゃったのは災害救助法の適用だと認識

していますけれども、ただ沖縄県についても亜熱帯

といいますか、本土と違った農林水産業を展開して

いる中で、やはり一つの経営基盤の中で農業共済の

掛金の問題や、あるいはマイナー作物での農薬の問

題、いろいろな沖縄独自の対策が必要という認識は

していますし、安慶田副知事がおっしゃったような

災害救助法についても、本土での家の構造のつくり

方、いわゆるＲＣコンクリートの中で40戸、50戸が

全壊するという、現実的にはあり得ないという話は

はたで聞いていましたので、その辺を含めて県外と

違う沖縄農林水産業を展開している中で、我々も沖

縄型などいろいろな対策を打っている中で、その辺

の必要な部分について国にも少し要請していきたい

と考えます。

休憩いたします。○山内末子委員長

午後０時３分休憩

午後１時21分再開

再開いたします。○山内末子委員長

午前に引き続き、質疑を行います。

親川敬委員。

まず、主に成果報告書からやりたい○親川敬委員

のですけれども、その前に幾つか決算書を見ながら

少し確認しておきたいものがあります。

まず１点目は、県議会の代表による久米島の台風

災害について各現場の調査も終わったようですが、

その中で、台風被害を含めて共済についてなかなか

入るのが厳しい、加入率が少し低目なのかなという

話もあったのですが、今回の台風でそういった課題

がさらに浮き彫りになっているのであれば、その辺

のところ、災害等共済掛金の説明をお伺いしたい。

沖縄県は特に離島県とい○島尻勝広農林水産部長

うことで、サトウキビ等については離島に行けば離

。島に行くほど重要な作物であると認識しております
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そういう中で、復帰後農業共済は国と県の支援を受

けて、農業共済への加入については一生懸命努力は

しているのですが、掛金の問題がやはり―自動車保

険等含めて一緒ですが、発動すればするほど掛金が

高くなっていく構造があったものですから、その辺

を含めて沖縄で加入がしやすいような形で、国の負

、担を少し大きくしてくれないかということでしたが

全国的な制度の中で制度変更することはできないと

ありましたので、その中で、平成24年度から一括交

付金を活用して沖縄型農業共済制度推進事業を展開

しております。その内容については、生産農家が防

、 、除 いわゆる災害を予防できるようなということで

生産資材等の支援もしながら農業共済に加入ができ

るようにということをやっております。今回、久米

島については残念ながら約51％くらいの加入率しか

ないということですので、台風、干ばつが来るたび

にこういった指摘が多い中で、東京サイドに行かれ

たときにも自前で守るという意味では農業共済制度

がありますので、そこをしっかり加入させていくの

が我々の使命だと思いますので、いろいろな事情は

あるのでしょうが、農業共済の加入については農家

、の経営のために再生産に必要なことと認識しながら

いろいろな場面で加入促進はしていきたいと思って

おります。

もう一点。畜産、豚、牛関係につい○親川敬委員

ての共済の加入率はどうですか。

、○屋宜宣由糖業農産課長 家畜共済の加入率ですが

肉用牛が71.3％。これは全国が66.9％なので、全国

平均を上回っている状況になります。

、○親川敬委員 全国より高いということについては

ある意味では自己防衛意識がしっかりしつつあるも

のと思いますが、課題のようなものはありますか。

さらに伸びていくためには、71％、72％、73％と上

げるための課題はありますか。

家畜共済の部分について○屋宜宣由糖業農産課長

は全国平均を上回っている状況ですが、先ほどの久

米島の台風でもありましたように、サトウキビと園

芸施設共済が全国平均を下回っている状況にありま

す。そのあたりの加入を促進していくための方策と

して沖縄型農業共済制度推進事業を展開しているわ

けですが、このあたりの足腰をしっかりと強くする

ための加入促進の取り組みを強化する必要があると

考えております。

２点目に野菜、サトウキビ、森林な○親川敬委員

どの病害虫予防のための事業は幾つかあるのでしょ

うが、もし今、お答えできるのであれば、こういう

ところにはこういう病害虫防除事業をやっていると

いう事業名を幾つか教えていただけますか。

森林関係は森林管理課○竹ノ内昭一営農支援課長

に譲るとしまして、まず一般耕種ですが、植物防疫

対策費の中に病害虫総合防除対策事業というものが

あります ただ これは個別の農家を支援するといっ。 、

たような対応ではございませんで、例えば県特定の

地域内で異常発生などが起こった場合に、緊急的な

対応をするといったようなことを趣旨とする事業で

ございます。それから皆さん御存じの特殊病害虫に

関する事業です。ウリミバエ、ミカンコミバエ、ア

リモドキゾウムシ、イモゾウムシ等の再侵入防止も

しくは根絶といったような病害虫防除の事業があり

ます。それ以外にもソフト事業で農薬の安全使用を

徹底するための事業など幾つかメニューがあります

が、直接個別の生産農家に対して、例えば薬剤を補

助するような事業は、営農支援課の所管するところ

では少なくともございません。

林業関係の説明をいたし○金城克明森林管理課長

ます。森林病害虫防除費がございますが、こちらに

は森林病害虫等防除事業があります。これは松くい

虫、イヌマキを食害しますキオビエダシャク―これ

は突発病害虫といいますが、そういったものに使わ

れる事業です。もう一つは、国の補助事業から外れ

たものを一括交付金を使って５カ年間、今年度まで

事業を実施している沖縄らしい緑を守ろう事業とい

うものがあります。これは森林病害虫等防除事業の

国庫補助に該当しない部分に一括交付金を使ってる

もので、大きいものとしてはデイゴヒメコバチなど

の防除、それから有名な県木、リュウキュウマツな

どの防除に使われております。

今の植物防疫対策費と森林病害虫防○親川敬委員

除費、費目としてはこの２つですか。

予算という形ではないの○屋宜宣由糖業農産課長

ですが、サトウキビでセーフティーネット基金とい

うものがありまして、その中で病害虫が多発したと

きに発動できる基金という形になっていて、特定の

病害虫が発生した場所で、その病害虫を抑えるため

に薬剤を購入したりする費用の助成も一部行ってお

ります。

今言うサトウキビとリュウキュウマ○親川敬委員

、 、ツのところですが このリュウキュウマツの根には

枯れる一つの大きな要因としてシロアリの病害虫―

皆さんの位置づけでは病害虫と呼んでいるかどうか

わかりませんが、原因としてリュウキュウマツに悪

さをするところがあるようですが、その辺について

はどうなのでしょう。病害虫の範疇に入れる、入れ

ないなど。
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森林病害虫等防除法の政○金城克明森林管理課長

令で定められた病害虫がございます。こちらの中に

は松くい虫、マツケムシ、スギタマバエなど７種類

がございまして、そのほかにも先ほどお話ししまし

た、イヌマキを食害しますキオビエダシャクが該当

します。それ以外については、森林病害虫等防除事

業としては対応できません。それから、松の根にシ

、ロアリが発生し枯らしているという話がありますが

我々としてはシロアリは二次発生の虫でして、松が

枯れたから入ってきたのであって生きているものに

は入ってこないということですので、我々の事業と

しては対象にはならないということです。

それでは、次は主要施策の成果に関○親川敬委員

する報告書からいきたいと思います。

まず最初に、132ページで地産地消の推進という事

、 、 、業名があるようですが その中で県内の畜産 野菜

花などの需要と供給の割合がわかれば説明をいただ

きたいと思います。

トータルで畜産等を含め○島尻勝広農林水産部長

ると難しいところがありますが、今回、県中央卸売

市場の需給について御説明したいと思います。中央

卸売市場においての県産青果物取扱量については、

平成23年度が１万9683トン 平成27年度が２万2120ト、

ンということで2437トン増加しております。なお、

市場取扱量に対する県産青果物の占める割合につい

ても、平成23年度が31.1％に対して、平成27年度は

36.8％ですので、わずかながらではありますが一応

微増ということで、需給は高まっていると認識して

います。

そういった状況の中で、皆さんは第○親川敬委員

３次沖縄県地産地消推進計画を平成25年度に策定さ

れているようですが、その中に学校給食、ホテル、

琉球料理専門店などのお話が出てくるのですが、例

、 、えばホテルにしても 学校にしても専門店にしても

全体の消費の中から見たときの割合はある一定の数

。 、 、値しかないと思うのです そうすると 沖縄県全体

県民が食べることからすれば、そこは部分的な捉え

方しかされていないのだろうと思いますが、その辺

の、今は中央卸売市場ということで説明がありまし

たが、地産地消推進計画の中でどこまで高めていく

などの全体の目標設定などはされているのですか。

第３次沖縄県地産地○幸地稔流通・加工推進課長

消推進計画の中で、目標として学校給食における県

内産利用率が平成25年度で34％、これを平成30年度

までに39％以上にしたいと考えています。学校給食

における県内産利用率が向上する品目として、９品

目の向上を予定しています。あとは学校給食におけ

る地域の伝統食あるいは行事食の提供を、全学校に

おいて年間を通して実施していきたいと考えており

ます。

なぜそういったことを聞くかといい○親川敬委員

ますと、これは３次ですから、次は４次かどうかは

わかりませんが、次の計画はいつからスタートさせ

るのですか。

平成31年度からとな○幸地稔流通・加工推進課長

ります。

ぜひその際にはこういう視点も入れ○親川敬委員

ることを検討してほしいと思っています。例えば

139ページの農林水産物流通条件不利性解消事業とい

うのがあります。それはもちろん農家の皆さんの頑

、張りですから立派な事業として評価できるのですが

片一方は県外に出していこうという取り組みで、片

一方の地産地消は域内で消費しようという取り組み

だと思うのです。そうすると域内で今言う学校でい

うと、34％から39％に持っていこうという目標もあ

るようですが、中央卸売市場でも年々増加はしてい

、 、るが １万9000トンから２万2000トンになっている

県内取扱高はふえていますとありますが、ぜひ次の

地産地消推進計画のときには、こういった皆さんが

支援しているいろいろなかかわりの中で、例えばな

ぜスーパーに県外産のものがたくさん入ってくるの

だろう。ちょっと疑問なのです。なぜかというと、

輸送費がかかって入ってきている県外の農林水産物

でも、県内のものと勝負をしたらどうなるのか。こ

の辺が知りたい一つの要因ですので、県外に出して

いくことも大事ですけれども、入ってくるものに対

してなぜ入ってくるのか。もちろん価格の問題もあ

るのでしょうが、県内で消費を広げるためにはその

辺の分析も必要だと思いますので、ぜひそこはお願

いしたいのですが、いかがでしょうか。

ただいまの御意見に○幸地稔流通・加工推進課長

つきましては、今後バランスよくできるように頑張

りたいと思います。

次に140ページ、ここは耕作放棄地の○親川敬委員

対策及び担い手育成。これも先ほど委員からの質疑

もありましたが、ちょっと絞り込んでいきたいと思

います。ここで出てくる農地中間管理機構の役割を

まず説明していただきたいと思います。

農地中間管理機構は担い○崎原盛光農政経済課長

手への農地集積・集約化を加速するため、平成26年

３月に南風原町にある沖縄県農業振興公社を農地中

間管理機構として指定しています。同事業では、機

構が高齢農家等から農地を借り上げて、または公募

により農地の受け手を選定するような仕組みとなっ
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ております。

これは沖縄だけの考え方ではないの○親川敬委員

でしょうけれども、なかなか農地を人に貸したり、

土地を人に貸したりするのは難しいところがあると

思います。そこはいつまでもそういうことで難しい

ですよと言っていたらだめだと思うのです。そこは

この特別な機関、機構をつくってるわけですから、

そこに突破口のようなものをぜひ研究もさせて、そ

ういうことも研究調査といいますか、そういった担

い方もさせていただきたいと思います。これは答弁

はいいです。

最後になりますが149ページ。農村生活環境基盤の

強化で集落排水の話ですが、この決算上では恩納第

１地区ほか７地区となっていますが、採択していく

、 。要件 手続的には皆さんはどういうスタンスですか

例えばほかの市町村から相談が来るのを待つのか、

それとも計画的に年次的にやっていこうという計画

を持っているのか。どちらでしょうか。

農村生活環境基盤の中の○島尻勝広農林水産部長

農業集落排水事業について、地区選定までのおおむ

ねの経緯としては、初年度で事業実施主体である市

町村において地区選定の判断材料となる事業計画書

の作成をお願いしているところです。翌年以降は県

において、その事業計画書をもとに選定会議を開催

して地区選定を行います。そういった流れの中で、

。採択まではおおむね２年くらいかかるかと思います

この辺を含めて地区選定までの地元への説明会、あ

るいは意向確認、道路管理者等の関係機関と調整し

ながら選定しているという感じです。

、 、○親川敬委員 最後になりますが 地域からすれば

住んでいる地域の人から見た場合に、集落排水事業

というのはもちろん皆さんが持っている事業もあり

ますし、他の部署の持っている事業もあるのです。

その辺との兼ね合いで例えば―言い方が悪いかもし

れませんが、何らかの形で早く整備をしてほしい、

そのときにどちらが採択用件として早くクリアでき

るのか、アドバイスなど皆さんが持っている相互の

連絡体制というのはできているのでしょうか。

平成28年度に策定され○大村学村づくり計画課長

た沖縄県下水道等整備構想、いわゆる沖縄汚水再生

ちゅら水プランというものがあります。その中で環

境省、国土交通省、それから農林水産省が所管する

汚水処理施設の今後の整備構想を策定しておりまし

て、その中でどの地区はいつごろやるかを決めてい

ます。最近では平成28年８月31日に５カ年ごとの計

画ということで、最新版の事業計画をしているとこ

ろです その計画の中で順次地区を採択する形になっ。

ています。

瀬長美佐雄委員。○山内末子委員長

まず１つは、成果報告書でいう○瀬長美佐雄委員

と121ページの農業生産基盤整備事業について報告書

にはありますが、その事業全体の詳細と翌年度繰り

越しが多額だという状況もありますので、その説明

を受けたいと思います。

、○島尻勝広農林水産部長 農地整備事業については

矮小不整形で分散した農地の集団化と整形化を図る

ための事業です。平成27年度は糸満市喜屋武第３地

区ほか20地区で実施しています。繰越９億8896万

6000円は、与那国町南帆安地区ほか12地区において

入札不調による設計の見直しによる不測の時間を要

したこと等によるものです。次に、水利施設整備事

業につきましては、農業生産性の向上に資する畑地

かんがい施設等の整備を目的とした事業で 平成27年、

度は伊江村の東江上地区ほか43地区で実施しており

ます。繰越額17億8433万4000円は、宮古島市松原南

地区ほか15地区において長雨による作業効率の低下

や、施工箇所において不発弾が発見されたことなど

により不測の期間を要したことで生じたものです。

農山漁村活性化対策整備事業は、市町村や地元土地

改良区が行う畑地かんがい施設や農道などのきめ細

かな土地基盤の整備に対する支援事業で、平成27年

度は宮古島市入江東地区ほか43地区で実施しており

ます。繰越額８億1569万9000円は、金武町並里地区

ほか19地区において工事箇所における関係土地所有

者との境界確認や合意形成などに不測の期間を要し

たことにより生じたものです。

繰り越しということで現年度に○瀬長美佐雄委員

ついて言えば、執行状況などどういった状況になっ

ていますか。

平成27年度の予算○本原康太郎農地農村整備課長

現額は290億円ほど単独事業も含めてございまして、

先ほどの３事業含めての繰り越しが69億円ですが、

。翌年度への繰り越しが平成27年度ベースで今54億円

前の年からの繰越額も含めて現年分に関しては、ほ

ぼ前年度並みの執行という金額になっています。

大事な基盤整備なので、ちなみ○瀬長美佐雄委員

、 、に今後の整備計画 要するに５年なり長期にいうと

、今の整備の目標がほぼそういった推移でいけるのか

あるいはほぼ整備が整ってきて減少になっていくと

いうことなのか。その関係を伺いたいと思います。

農業基盤整備において○大村学村づくり計画課長

は、沖縄21世紀ビジョン実施計画の中で後期目標と

して、農業用水源整備で要整備量に対して68％の達

成を目標にしています。また、かんがい施設整備に
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ついても同じくパーセントでいうと55％。圃場整備

についても65％ということで、今ある予算の推移の

もとで平成33年度までの目標値を設定しているとこ

ろです。

今の関係でいうと、その目標に○瀬長美佐雄委員

照らして現状到達は幾らになるのか、関係はどうで

すか。

前半の平成27年度まで○大村学村づくり計画課長

の達成率は93％、農業用水源整備が93％という形に

なっています。かんがい施設が96％、圃場整備率が

99％ということで、沖縄21世紀ビジョン実施計画の

前半の目標値に対して、おおむね今のところ達成し

ている状況なので、後半についても同じような形で

目標値に向かってやっていきたいと思っています。

続きまして、成果報告書でいう○瀬長美佐雄委員

と131ページになります。県産食肉ブランド国内外流

通対策事業の事業全体の詳細と取り組みの現状を伺

いたいと思います。

県では県産食肉海外展開○島尻勝広農林水産部長

事業として一括交付金を活用し、県産食肉ブランド

国内外流通対策事業を実施しています。事業の概要

ですが、アグーブランド豚肉のブランド力が高まり

つつある香港において、物流拠点としての流通保管

施設を稼働させ、市場ニーズである安全・安心や定

時・定量・定品質の供給に応えるとともに、県産食

肉のブランド力の強化と信頼を確保したいと考えて

います。また、アグーブランド豚のトレーサビリテ

ィーシステム、いわゆる生産流通履歴追跡システム

を国内外において構築し、生産流通履歴情報を消費

者に積極的に公表することで、ブランド表示への信

頼がより高まるものと思われます。この事業により

県産食肉の国内外におけるブランド強化を図り、本

県畜産振興への好循環と活性化を図っていきたいと

考えています。

資料で見るとこれは２つの事業○瀬長美佐雄委員

に分かれるということで、成果の報告書は１つの事

業として１枚にされているので、今言う香港での物

流関係の保管に幾ら、あと今言うアグーの認知度を

高めるための事業、２つあることになってるような

ので２点にわたって説明を受けたいと思います。

県産食肉の香港展開事業○島尻勝広農林水産部長

の成果としては、事業実施前の平成23年度20.8トン

から平成27年度51.6トン、30.8トンふえていますの

で、その辺の事業の成果としてブランド力をアピー

ルしていると思っています。次にアグーブランドト

レーサビリティーシステムの成果については、シス

テムを構築して生産履歴情報を消費者に積極的に公

表することで、アグーブランドの豚肉への信頼が高

まりつつあるのかと思います。これについては、こ

れから国内外で具体的に展開していきたいと関係機

関と検討をしているところです。

海外展開の中で、香港という位○瀬長美佐雄委員

。 、置がなぜそこなのかと あるいは今後の中でいうと

そういった流通保管システムの拠点をほかにも検討

しているのかという点ではどうですか。

香港については、非常に沖縄の○池村薫畜産課長

豚肉の認知度が高くて展開をしやすかったことがあ

ります。それからほかの地域については、その国に

出荷するときの屠畜場の認定などがありますので、

今後はシンガポール、台湾、ベトナムあたりを見据

えながら展開をしていきたいと思っています。

次は成果報告書の143ページにあ○瀬長美佐雄委員

る新規就農者の育成確保対策事業について、今３つ

の事業に分かれているようですが、その詳細と成果

・効果、現在の状況を伺いたいと思います。

成果報告書の中では３つ○島尻勝広農林水産部長

の事業に取りまとめられていますが、沖縄県におき

ましては沖縄21世紀ビジョン基本計画に基づきまし

て、平成24年度から新規就農者を年間300名育成する

ことを目標に各種施策に取り組んでおります。その

一つとしてこの事業ですが、主な取り組みとしまし

て就農サポート事業による就農希望者に対しての就

農相談や就農サポート講座の実施、次に一括交付金

等を活用した沖縄県新規就農一貫支援事業による就

農相談体制の充実と農業施設等の整備を行っていま

す 次に 青年就農給付金事業による就農準備の２年。 、

間及び就農開始後５年間の給付金の給付などを実施

しています。これらの取り組みを行った結果、平成

24年度が390名、平成25年度が357名、平成26年度が

360名、平成27年度が349名と毎年300名以上の新規就

農者の育成・確保が図られています。沖縄県としま

しては、今後とも関係機関と連携して担い手育成の

確保に取り組んでいきたいと思っています。

。○瀬長美佐雄委員 農業就業人口は減り続けている

年間でいうと1000名も減るというような現在の状況

の中で、10年で3000名でふやしても、今のペースで

は10年で１万人減ってしまって3000人の育成かとい

うような関係になりそうなので、私は今の取り組み

の300名、実態的には400名近い支援を行っていると

いうことは歓迎すべきなのですが、実際、その目標

に超過達成するという意味で、引き上げることを含

めた中間の検討時期になろうかと思います。その観

点はいかがでしょうか。私はもっとふやすべきだと

思います。
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御指摘のとおり、まだ○竹ノ内昭一営農支援課長

就業農家人口―これは全国的なお話ですが 平成22年、

から平成27年のセンサスデータに基づく限りにおい

ては、減少に歯どめがかかっていない状況がありま

す。これは、本県においても基本的に減少傾向が続

いていることは同じです。その一方で、新規就農者

の年齢別の内訳といいますか、300名以上毎年就農し

ていて、このうちおおむね６割ないし７割が45歳未

。 、満の青年農業者となっています そういう意味では

数は減っている中で、若返りが着実に進んでいると

いう理解ができますので、そうする中でいわゆる離

農率といいますか、リタイヤされる方の数はまた絶

対的に減っていくだろうという中で、最終的に下げ

どまったという確認は次のセンサスを待たないと検

証はできないのですが、現状の300名の数字をコンス

タントに確保できていけば、最終的には一定のレベ

ルで下げどまっていくのではないか。後継者の若返

りが進んでいるということは、全国的にはまだ30歳

未満の担い手について引き続き減少傾向が続いてお

、 、りますが 我が県においてはわずかではありますが

実数において30歳以下の農業者が増加してきていま

すので、わずかではありますが明るい兆しかと理解

しています。

担い手育成のかかわりでいうと○瀬長美佐雄委員

県立農業大学校があって、実際、農業大学校を卒業

した後の就業というか、農業に従事するという点で

どのぐらいの比率になっていますか。

いわゆる卒業後の実際○竹ノ内昭一営農支援課長

の農家に就農した割合ですが、平成26年度におきま

して72％、平成27年度は68％ということで、卒業し

た学生の７割が実際に担い手として就農している状

況です。

就農の準備あるいは就農して○瀬長美佐雄委員

５カ年間というこの事業の、農業大学卒業後のすぐ

就農してくれるという状況の中での制度資金という

か、活用状況などは把握していますか。

いわゆる農業大学校在○竹ノ内昭一営農支援課長

学中に準備型という形で給付を受けている学生の数

ですが、平成26年度に14名、平成27年度には19名と

なっています。

多分、親の農業を引き継ぐとい○瀬長美佐雄委員

う点でも、そういうものを利用しなくても実際に農

業を継いでいる状況も見られるのかと思います。た

だ、この事業自体は今後とも発展、拡大してほしい

という要望をしておきます。農業大学校の関係でい

うと、今後も発展させるべき教育機関だと思ってい

まして、この農業大学校は既に構想もつくることも

ほぼ確定した中で、今は移転地が定まらない状況に

あるようですが、取り組みはどうなっていますか。

農業大学校の移転につ○竹ノ内昭一営農支援課長

きましては、候補地を現段階においては３カ所に絞

り込んでいる状況です。最終的な判断につきまして

は財政的な側面、また県の管理する施設の中での総

合的なバランスといいますか、緊急度等を総合的に

判断しなければならないということで、まだ最終的

に場所の選定、実際の移転の時期を明示する段階ま

では至ってない状況です。

ぜひ急ぎ、充実した学校建設を○瀬長美佐雄委員

促進してほしいと要望しておきます。

次に、県の計画でいう食糧自給率に関する目標に

照らして、平成27年度はどのような到達になったの

かを確認しておきたいと思います。

沖縄21世紀農林水産振興○島尻勝広農林水産部長

計画における平成33年度の食糧自給率は、カロリー

ベースで50％の目標値を掲げています。また本県の

平成26年度の食糧自給率―これは概算値ですが、カ

ロリーベースで30％、生産額ベースで54％となって

います。自給率の向上に当たっては、経営感覚にす

ぐれた担い手の育成や多様な新規就農者の育成・確

保、自然災害や気象変動に対応した栽培施設等の整

備、農業用水源の確保やかんがい施設等の生産基盤

整備の促進など、引き続き持続的農林水産業及びフ

ロンティア型の農林水産業の振興により食糧自給率

の向上に取り組んでまいりたいと考えています。

そこで確認したいのは カロリー○瀬長美佐雄委員 、

ベースと生産ベースということになって、その50％

。というのは県はカロリーベースを意味しているのか

何が目標なのかを確認したいと思います。

先ほど説明したのはカロ○島尻勝広農林水産部長

リーベースでの目標、実績となっています。

サトウキビを除いたら何パーセ○瀬長美佐雄委員

ントということでしたか。

サトウキビを除いたとき○島尻勝広農林水産部長

は６％となっています。

カロリーベースにしても、現在○瀬長美佐雄委員

三十数％を50％に引き上げる目標を確実に実現する

という点では、それこそ年度ごとの目標をきっちり

と定めて、それを遂行しないと届かないと思うので

す。そういった意味で目標年度にその目標に到達す

る具体的な見通し、計画はどうなっていますか。

、○島尻勝広農林水産部長 先ほども説明しましたが

自給率を向上させるために沖縄県の場合は、いわゆ

る米等の穀物が栽培されてないということで、自給

率を上げるためにはサトウキビがカロリー的には高
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いことがあるものですから、その辺で自給率の中で

は偏りがあるかという気がします。先ほど言いまし

たように、自給率を向上させるためには担い手の育

成、いわゆる新規就農等も含めてしっかり育成を確

保していきたいと考えています。台風、干ばつが多

い沖縄においては生産が不安定ということがありま

すので、自然災害や気象変動に対応した耐候性ハウ

ス等を着実に整備していきたいと思っています。ま

た先ほど言ったように、気象状件に変動がないよう

にとそういう面では農業用水源の確保、あるいはか

、んがい施設等の生産基盤の整備をすることによって

おのずと生産性の向上を図ることによって自給率

50％に向けての取り組みになると思います。

カロリーの高い作物を目指すと○瀬長美佐雄委員

いうのも変な話で、実際的に食料という点では野菜

にしろ肉にしろ、個々具体的な生産力をアップする

以外にないと思っていますので、その線で……。取

り組んでいますというのはわかります。確実にそう

いった生産力、量に結びつくような形、ある意味で

個別の肉は肉、野菜を生産量としての目標値を定め

て、それに近づけていく点が必要かと。これは指摘

にしておきたいと思います。

ＴＰＰに関する議論がされてはいますが、実際Ｔ

ＰＰで何が明示されていて、それがどういう影響を

受けると。実態のところでもうちょっと詳しく説明

。 、していただけませんか 国から明示されている目標

どうなるのかということです。

畜産は肉用牛と豚が影響を受け○池村薫畜産課長

るということで、その２点について説明させていた

だきます。畜産の場合は38.5％の関税を16年目には

最終的に７％となりますので、影響としては国産牛

肉のうち和牛は別にして、外国産牛肉と競合する交

雑種や乳用種の牛肉については価格の低下が予想さ

れるということです。そういったことで交雑種の価

格の低下の影響を受けて、和牛にも影響が出るので

はないかという指摘があります。それから豚肉につ

きましては分岐点価格、ある程度の関税は維持され

ていますが、低価格帯の外国産の豚肉の輸入量がふ

えることが想定されますので、国産の安い豚肉も競

合して影響を受けるという形のコメントが出てされ

ています。

砂糖分野のＴＰＰ交渉で○屋宜宣由糖業農産課長

現在決まっている部分ですが、基本的に現在行って

いる糖価調整制度等については、そのまま維持する

という形になっています。その中で粗糖と精製糖に

ついては現行の糖価調整制度を維持した上で、高糖

度のものについては調整金を少額削減する。それと

新商品開発用の試験輸入については500トン、無税・

無調整金の輸入を認める。それと加糖調整品につい

ては、品目ごとにＴＰＰ枠を設定する形になってい

ます。

例えば今、豚肉について価格帯○瀬長美佐雄委員

１キロ482円の関税が、10年目には50円に下がるとい

う報道もされていますが、それは事実ですか。

豚肉については重量税と重価税○池村薫畜産課長

と２つがありまして、重量税については２倍の50円

に引き下げるということがあります。

県内の農林水産業の純生産額、○瀬長美佐雄委員

2013年は465億円あったと言われていますが、平成

27年度はどの到達になっているのでしょうか。

平成27年度の農業粗○石垣永浩農林水産総務課長

生産額は、901億円となっています。

ちなみに、ＪＡおきなわはＴＰ○瀬長美佐雄委員

Ｐ発効後の影響について約200億円は影響があると。

ただいまの900億円に対して200億円の影響額として

も大きな影響を受けるわけで、その点でこのＴＰＰ

の批准そのものに対して、離島県の沖縄県として影

響ははっきり見られる中にあって、この批准に対し

て明確に反対と、農家の立場に立つべきではないか

と思いますがどうですか。

県はこれまでも国に対し○島尻勝広農林水産部長

て、ＴＰＰ協定が農林水産業に及ぼす具体的な影響

について明らかにするとともに、生産農家等に対す

る十分な説明を行うことなどについて重ねて要請し

てきています。県としましては、今後の国会の議論

や国の対応状況を注視するとともに、関係団体と連

携の上、時期を逸しないように適切に対応していき

たいと考えています。

ということは、明確に説明を求○瀬長美佐雄委員

めているが、明確な影響が定かではないという理解

でいいのでしょうか。

委員から先ほどＪＡがと○島尻勝広農林水産部長

いう話がありましたが、前提条件がかなり不安定な

要素の中での前提がありまして、国は影響がほぼゼ

ロという、そういった生産対策を講じた中での影響

額を出したりしているものですから、我々としては

、それが具体的に生産対策はどうなのかということで

先ほど説明したように、国は秋を目途に具体的な対

策を提示するということがありますので、その点を

踏まえて、我々は先ほどから言っているように平成

27年度補正予算あるいは平成28年度当初予算からＴ

、ＰＰ対策予算については対応しているつもりですが

さらに具体的な大綱の中身がわかるようになれば、

そこについては具体的に対応していきたいと思って
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います。

不透明なままというのは国の責○瀬長美佐雄委員

任ではあるけれども、関税を撤廃するということは

保護策を捨てるということなので、明らかに被害が

農家に及ぶという点は間違いないので、注視してき

ちんと対応できるようにお願いしたい。あとぜひ、

生産力向上の鍵を握るのは個々人の努力も当然あり

ますが、今生産法人化、組合化して集団の力で生産

力を上げていこうと。この取り組みの状況や法人化

に対する支援のあり方を伺いたいと思います。

県においては認定農業者○崎原盛光農政経済課長

で経営の法人化を志向している者や、経営の熟度が

深まっている担い手については積極的に法人化を推

進するため、設立・育成支援の取り組みを図ってい

るところです。具体的には地域農業を支える経営モ

デル構築事業におきまして 平成20年度から平成29年、

度まで、ちなみに平成27年度予算で741万3000円。内

容としては沖縄県農業会議に法人化の相談窓口、も

しくはセミナー、先進地調査、経営分析、市町村段

階においては宮古島市でそのための補助事業を構築

しているというところです。

ビニールハウス栽培の技術の確○瀬長美佐雄委員

立、温度が上がらないような対策がメインにはなる

かと思いますが、技術研究等あるいは普及等々の取

り組み状況をお伺いします。

本県では、こ○生沢均農林水産総務課研究企画監

れまで農業研究センターにおいてマンゴー施設の加

温栽培技術、ゴーヤーの優良品種の育成、矮小サヤ

インゲンの節間伸長処理栽培による節間伸長促進及

。び増収技術などの栽培技術研究開発を行っています

開発した技術につきましては普及に移す技術として

取りまとめ、農業改良普及センターを通じて現場に

移転及び普及に取り組んでいるところです。

今そういう意味での栽培技術で○瀬長美佐雄委員

いうと、世界基準でいえば台湾が進んでいるという

情報も結構入ってきます。その台湾との技術交流等

々導入するという検討状況はどうですか。

台湾などの海外技術導入○島尻勝広農林水産部長

の検討・交流については、農林水産技術研究交流事

業で昭和61年度から研究員の技術向上を初め14回の

交流会議を開催しています。これまでの成果として

は台湾のマンゴー交配技術、タマカイの成熟促進技

術、フクギの立ち枯れ病に関する研究手法、タマネ

ギ、ゴーヤー等の野菜や暖地型牧草の導入など、各

分野での情報や技術の交流移転及び品種の導入を通

して積極的に試験研究開発が推進され、本県の農林

水産業の振興に寄与しているものと考えています。

玉城武光委員。○山内末子委員長

決算ですので収入からお伺いした○玉城武光委員

いと思います ３ページの説明で収入未済額が3160万。

223円。県発注の土木一式工事の談合にかかわる損害

賠償金が未収金ですが、何件の未収額なのか。

平成27年度の収入未○石垣永浩農林水産総務課長

済額は３業者で、合計は3109万4311円となっていま

す。

この３業者はずっと集金ができな○玉城武光委員

いのか、それとも新しく発生したのでしょうか。

３業者ということで○石垣永浩農林水産総務課長

お話ししましたが、１業者については平成20年時点

の事前の交渉にも応じていない。あと１社について

は平成21年度から未払い、残り１社については平成

27年度から未払いが発生している状況となっていま

す。

今後どのように対応するつもりで○玉城武光委員

すか。

この３社につきましては漁○島袋均漁港漁場課長

港関係工事に係る３社でして、１社については既に

当初の民事調停に不参加の業者で、現在は経営者も

。お亡くなりになって調整がつかないということです

あと１社は民事調停参加後、業務を停止している業

者があります。その２社については、今後県の債権

管理回収方針に沿って進めていきたいと考えていま

す。あと１社ですが、平成27年度に民事再生手続に

入りまして、その業者については今後そういった裁

判所等の調整をしながら検討していきたいと考えて

います。

次は11ページ、沿岸漁業改善資金○玉城武光委員

特別会計の未収額は何件ですか。

沿岸漁業改善資金の平成27年○新里勝也水産課長

度末現在の収入未済額の内訳ですが、貸付金の償還

金が107件 金額で4813万4000円 違約金が５件で84万、 。

7000円、合計で収入未済額が4898万1000円となって

います。

長期の未納金の方も何人くらいい○玉城武光委員

らっしゃいますか。

今、手元に資料がございませ○新里勝也水産課長

ん。

13ページの中央卸売市場特別会計○玉城武光委員

です。そこの未収額945万円というのはどのような未

収額ですか。

過年度分の未収額、平○喜納兼二中央卸売市場長

成27年度末現在945万3000円となっています。未収金

の生じた理由は、退去した関連事業者の施設使用料

等の未精算額と営業中の関連業者２社にかかる収入
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未収金で、各業者とも経営不振による資金繰り難の

ための未済となっているものです。

資金繰りによる理由でなかなか収○玉城武光委員

入を得ることができないとの答弁ですが、そういう

ことを救う手だてはあるのですか。

関連事業者の経営改善○喜納兼二中央卸売市場長

につきましては、今後とも債務の状況等を把握しま

して、可能な限り経営の改善についてアドバイス等

をしたいと思っていす。

成果報告書の110ページです。後半○玉城武光委員

の説明のサトウキビに関する病害虫の駆除のことで

すが、それは完全に駆除されていますか。

これについては常時発生○島尻勝広農林水産部長

はしていますが、集団的な発生ということで、ここ

数年広域的に発生していましたので、今回交信攪乱

法で防除をしたということですので、完全防除では

なくて定期的な薬剤防除も含めて、今後農家、営農

の段階で通常の防除を含めて寄生植物の除去や除草

などを含めてやっております。ただ今後、集団的な

発生が想定されるので、現在県では薬剤の低コスト

化、それもフェロモンではなくて新たな防除の方法

を研究させてもらっているところです。

集団的な発生は今年度はないとい○玉城武光委員

うことですね。

二、三年前のような集団○島尻勝広農林水産部長

的な被害を与えているという情報は聞いていません

が、一部地域によっては引き続き―多良間村や一部

市町村においては一括交付金を活用しながら、継続

することが大事ということでやっているところもあ

ります。そういう発生がないということではなく、

必要に応じて防除している状況です。

116ページ。これは特殊病害虫特別○玉城武光委員

防除事業の中にメニューはないのですが、ストレチ

アの病原菌の駆除の方法を教えていただけますか。

最近、南風原町を中心に○島尻勝広農林水産部長

ストレチアの立ち枯れ症の発生に伴う被害が見られ

ます。こちらの立ち枯れの発生については、沖縄県

病害虫防除技術センターや沖縄県農業研究センター

においては、未熟有機物の多量施用あるいは圃場の

排水不良、台風による根傷みが引き金となって、主

に疫病菌に冒されて枯死するものと考えられていま

す。

この病原菌も解明されて、どうい○玉城武光委員

う対策を打てばこの病原菌が駆除できるというのは

もう確立されているわけですね。

、○島尻勝広農林水産部長 病原菌の検定については

試験場等含めて種の同定を行ったところ、フィトフ

トラニコチアナ種ということで同定はしてあるので

すが、ただこの菌を防除するのは非常に厳しいとい

うことを考えて、一旦発病した株については回復さ

せることは難しいという観点から、予防に重点を置

いた指導を行っています。具体的には先ほど説明し

たように、未熟有機物の施用は行わないということ

と、定期薬剤散布の実施、病気株の早期除去、これ

は除去していただくということです。苗についても

補植苗用として鉢上げした苗を使う。それと先ほど

言った水の問題もあるものですから、圃場排水対策

の徹底を行うということで、農業改良普及センター

や沖縄県病害虫防除技術センターの中では、リーフ

レットを配布するように農家指導を行っています。

その中で今現在、少しおさまっているかという認識

を持っています。

ぜひ南風原町あたりでそういうも○玉城武光委員

のが発生して困っているという話も聞こえるもので

すから、その面で頑張っていただきたい。

次に119ページ、山菜ということですが、そこで生

、産実証試験場という形でやってるということですが

。どこで生産実証実験をしているのか教えてください

ちょっと長くなりますが○島尻勝広農林水産部長

説明したいと思います。特用林産物とは森林から得

られる産物のうち木材を除いた品目の総称で、全国

的にはキノコ類や木炭、漆などの樹脂類、山菜など

が生産されております。一方、本県においては特用

林産物はキノコ類、木炭が主で、山菜類については

未利用や低利用などの状況になっています。そのよ

うな状況の中で、本事業は県産山菜類の活用を推進

することで、林業生産者の所得向上、地域の産業振

興及び雇用の創出により本県の林業振興を図ること

を目的に、山菜類の生産技術の確立に向けた実証試

験や県内流通の拡大のための市場調査、加工品の開

発及び活用方法などの普及に向けた講習会などを実

施するもので、事業期間は平成27年度から平成29年

度の３カ年間となっています。平成27年度の事業内

容といたしましては、今後の山菜類の活用に向けた

基礎データの収集、山菜類の持つ機能性成分の分析

調査、生育箇所や利用地域などのデータ収集などを

。 、実施しています 機能性成分分析の調査においては

ホウビカンジュ、ゴウシュウタニワタリ、ヒカゲヘ

ゴ、モモタマナの４種類について実施して、有用項

目などについて整理しています。ほかに生産箇所等

のデータ収集については、県内で利用可能な山菜類

の種類、活用方法、利用地域、生育箇所及び安全性

などについて既存資料調査及びヒアリング調査など

で整理しています。また、山菜の生産拡大を目指し
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た栽培実証試験については国頭村、恩納村の２カ所

に試験場を設置して、国頭村ではタンゲブとホウビ

カンジュ、恩納村はタンゲブについて実施していま

す。なお、植栽適期や必要肥料などの栽培試験に必

要な基礎研究については、沖縄県森林資源研究セン

ターと連携して今実施している状況です。

見通しはどうですか。○玉城武光委員

先ほど答弁がありました○金城克明森林管理課長

とおり沖縄では各地域で、例えば八重山地域であれ

ばオオタニワタリを食していたり、宮古地域では先

ほどのホウビカンジュ―ミヤコゼンマイというシダ

類が食べられているのです。我々はこれまでキノコ

やタケノコ、木炭はやっていたのですが、この山菜

類に着目して、新しいものとして利用できないかと

いうことで今回取り組んでいまして、見通しといっ

て、将来幾らぐらいの規模にするなどそういったも

のはありませんが、これがうまく―何といいましょ

うか、今はただ山からとってきて売ってるだけなの

で、それを栽培して売るという、農業的な考え方で

、できる方向に向けられるのではないかということで

現在３カ年間の取り組みを行っているところです。

もしそれで見通しが立てば、今度は生産者の拡大に

つながるかと思います。

わかりました。ぜひとるものでは○玉城武光委員

なくてつくるもののような感じで、頑張っていただ

きたいと思います。

。 、次に124ページお願いします 強化型パイプハウス

これは去る久米島の台風のときに資料として出され

ていましたけれども、平張りの菊の栽培で全然影響

がなかったという写真も示されていますが、この平

張りの強化型パイプハウスには、品目は菊と一部野

菜も入っているのですか。

平張りは主に菊を中心に○島尻勝広農林水産部長

整備を進めてもらっています。

今沖縄で、台風にも耐えられるよ○玉城武光委員

うな強化パイプの設置が非常に求められて、菊の平

張りが大きな効果を発揮して、あの台風でも全然影

響が出ないということですから、これは野菜にも品

目を広げてみたら、夏場の台風時でも葉野菜がつく

ることができると思うのですが、農林水産部長、そ

ういう考え方はないですか。

平成24年度からそういっ○島尻勝広農林水産部長

た災害の影響を受けない、自然災害を軽減できるよ

うな災害に強い栽培施設の整備事業を展開しており

ます。今現在、先ほどの菊を中心に平張りについて

は平成27年度までの４カ年間で40ヘクタール、施設

。 、を整備しています 野菜も同様に整備していますが

県の考え方として施設栽培については非常に推進し

たいのですが、いろいろな事業のメニューがある中

で、一括交付金については従来メニュー化されてな

い、事業化できないものということでしたので、従

来ずっと復帰後ハウス等については整備してきてい

ますが、いわゆる今までやっている構造改善事業に

ついては、Ｈ鋼や50メートル以上でも耐えられるよ

うな施設を入れているのですが、ただ施設内の野菜

作物等に対して費用対効果が厳しいということもあ

るものですから、品目に合わせた施設を整備しよう

ということで、今回の災害に強い施設については

50メートル以下という形で、すみ分けしながら施設

を整備しているところです。野菜や果樹、花卉につ

いても同じような施設栽培について実施しています

ので、こういう考えの中で農家に必要な部分の施設

を整備していきたいと考えています。

ぜひ頑張っていただきたい。○玉城武光委員

次、127ページです。６次産業化の推進で、加工施

設の整備で補助をしているという記述があるのです

、 。が この加工施設はどちらで整備をされていますか

県では、６次産業化を推○島尻勝広農林水産部長

進するため対象者や事業内容等により、６次産業化

支援事業とおきなわ型６次産業化総合支援事業の

２事業を実施しています。６次産業化支援事業は農

林水産大臣から事業計画を認定された事業者を対象

としており、補助内容としては、農林水産物等の加

工流通販売等のために必要な施設機械などの整備に

対する補助を行っています。補助率は事業費の10分

の３以内、補助金額の上限額は１億円以内となって

います。平成27年度の実績につきましては、八重瀬

町において実施した自社農場において生産する豚肉

等を活用した商品、精肉、ハム、ソーセージなどの

製造のために必要な加工施設の整備があります。一

方、おきなわ型６次産業化総合支援事業は大臣認定

に至る前の段階の事業者を対象としており、補助内

、 、 、 、容としましては 加工品開発 市場調査 販路開拓

加工機器整備などのために必要な経費に対する補助

を行っています。補助率は事業費のは３分の２以内

で、補助金の上限額は350万円となっています。平成

27年度の実績につきましては、宮古島市において鶏

肉を加工するロースター等を整備するなど、８件の

。事業者に対して1407万7000円の補助を行っています

傾向として、こういった６次産業○玉城武光委員

化の施設がふえつつあるということですか。

国が進めている６次産業○島尻勝広農林水産部長

化支援事業については、計画もそれなりに認定はさ

れているのですが、事業費が大きかったり、あるい
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は生産から流通、販売、製造、加工ということで、

幅広い分野ということがあって、それなりに事業計

画は立てているのですが、事業計画に沿ったような

勢いまではちょっとない気がします。計画は結構全

国に比べたら、高い割合で認定されていると思って

。 、 、います 一方 おきなわ型６次産業化総合支援事業

いわゆる大臣認定する前の段階のものについては、

非常に需要はあると思ってますので、そういうつな

ぎを含めてしっかり支援はしていきたいと考えてい

ます。

129ページにグリーンツーリズムの○玉城武光委員

事務局機能というものがあるのですが、この事務局

機能はどちらで担っているのか。

県内の農山漁村の都市農○島尻勝広農林水産部長

村交流においては、修学旅行等の大型需要に対応し

得る受け入れ体制を整備することを目的に 平成24年、

度から27年度にかけて、広域エリアの連携による交

流拠点体制モデルを創出する取り組みに対して支援

を行いました。モデル地区としまして、大宜味村、

国頭村、東村のヤンパク３村と、伊是名村、伊平屋

村 今帰仁村の運天港に結ばれる いいな３村の２地、 、

区を対象に事業を実施しました。具体的には広域交

流拠点体制のあり方、体験プログラムの組み立て、

地域コーディネーターによる助言、広域連携の事例

集の作成等に取り組みました。その結果、モデル地

区が参画する実践的な実証を通じ、広域交流拠点の

体制整備のノウハウや３村共通体験プログラムが開

発され、広域エリアでの受け入れモデルの創出と普

及が図られました。広域交流拠点の構築に向けてヤ

ンパク３村では東村観光推進協議会が事務局機能を

担い、連携の強化を図っています。

広域でやっているということです○玉城武光委員

ね。それは今先ほど言った、東村でヤンパク３村関

係を―伊是名村、伊平屋村、今帰仁村はどちらが事

務局になっていますか。

いいな３村は、各役場○大村学村づくり計画課長

の担当職員で構成する連携幹事会を設置し、ヤンパ

ク３村の取り組みを参考にしながら、事務局体制を

現在構築することで準備しているところです。

実績としてどうですか。○玉城武光委員

、○大村学村づくり計画課長 いいな３村については

まだ実績としてきちんと数字は把握していません。

ただ、ヤンパク３村については、この事業が入る前

の平成23年度における受け入れ数としては7402名

だったのが、この事業を入れた後、平成27年度の実

績ですが１万1856名ということで、連携の効果が図

られているのかと思います。

134ページです。売れる島野菜をつ○玉城武光委員

くるというものがありますが、普及に移す技術が

６件、有望品目の選定が２品目ということですが、

この売れる島ヤサイというのは具体的にはどういっ

たものですか。

うちなー島ヤ○生沢均農林水産総務課研究企画監

サイ商品化支援技術開発事業では、沖縄県農業研究

センターにおきまして島野菜の商品、ブランド化を

支援することを目的にやっております。具体的には

島野菜の有望系統の選別、機能性の評価、品種の育

成、栽培技術・鮮度保持技術の確立、島野菜の利用

に関する調査・分析、遺伝資源の収集・分類・保存

等に取り組んでいるところです。

ぐしちゃんいい菜というものがあ○玉城武光委員

ります。あの野菜はこの中に入るのでしょうか。有

望品目なのか、普及に移すなのか。ぐしちゃんいい

菜、カンダバーです。

。○生沢均農林水産総務課研究企画監 入っています

何に入っていますか。有望品目で○玉城武光委員

しょうか。

カンダバーと○生沢均農林水産総務課研究企画監

いうことで、特にトンネル栽培等で葉っぱを食べる

技術開発も現在行っています。

最後になりますが、141ページ。こ○玉城武光委員

この担い手の農地集積推進事業の中で予算額に対し

て決算額が少ないですよね。例えば、これは農地を

貸す人が少なかった、その反映だと思うのですが、

協力金もあるという中でなかなか貸し手がいないと

いうのは、どういうことが要因としてあるのでしょ

うか。

当該事業については、農○崎原盛光農政経済課長

業中間管理機構を介して農地を貸し付け、離農また

は経営転換する者などに対し市町村を通じて、機構

集積協力金を交付する事業となっています。農地中

間管理機構による平成27年度借り上げ実績は、平成

27年度３月現在17.2ヘクタールから平成28年９月現

在では108.2ヘクタールとかなり増加しています。し

かしながら、公募による受け手の選定に時間を要し

たことなどから、年度内の受け手への転貸が14.9ヘ

クタールと低調であったと。このため機構集積協力

金のうち、農地中間管理機構に農地を貸し付けるこ

とにより経営転換またはリタイアした農業者などに

対して交付する協力金―経営転換協力金といいます

が、計画38戸対して実績６戸、２筆以上隣接する農

地を農地中間管理機構に貸し付けた農業者に対して

交付する協力金、耕作者集積協力金と言いますが、

計画10.1ヘクタールに対して実績がゼロということ
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で、このために予算が低調だったということです。

貸し付ける面積によって協力金が○玉城武光委員

あるということですか。

おのおの10アール当たり○崎原盛光農政経済課長

単価が決められていますので、実際に農地中間管理

機構が借りますが、担い手に貸し付けたその実績に

応じて払いますので、その貸し付けるほうの取り組

みが少しおくれたということです。

貸し付け、要するに事務的な手続○玉城武光委員

がおくれて、この決算額が少なくなったということ

で理解していいのですか。

必ずしも事務的だけでは○崎原盛光農政経済課長

なくて、貸り受けをしたい人が多々いますので、こ

の中でどなたに貸そうかという調整、そこに時間を

要したのが大きな要因です。

金城勉委員。○山内末子委員長

サトウキビ生産のテーマからお聞き○金城勉委員

をしたいと思いますが 沖縄のサトウキビ生産のピー、

ク時は何トンくらいの生産をしていたのですか。

復帰後といいますか デー○島尻勝広農林水産部長 、

タで欠けてる部分があるのでそこはピークではない

と思いますが、昭和60年度で174万トンありまして、

その後はずっと減り続けている状況です。

先ほどのどなたかの質疑の中で、平○金城勉委員

成27年度が37万トンでしたか。

75万トンです。○島尻勝広農林水産部長

75万トンということは激減している○金城勉委員

状況にあるのですが、サトウキビというのは沖縄に

とっては基幹作物と言われるほど重要な作物ですか

ら、これをどう守るかというのは非常に大きなテー

マですが、県としてもいろいろ努力しているという

ことは聞いていますが、これは今後の計画としてど

のように考えますか。例えば10年後、20年後、基幹

作物としてのサトウキビをどのように持っていこう

と。

これまでも何回か説明し○島尻勝広農林水産部長

てきましたけれども、沖縄の場合については台風、

干ばつ等ありまして、ほかの園芸品目、重要野菜、

そういう面については輸送問題、市場価格に問題等

があって、安定性に欠けている中で生き残ってきた

のがサトウキビだと認識しています。ただ収益性の

問題、労働の問題、いろいろ課題がある中で、今現

在基幹作物としての位置づけの中で、国も甘味資源

作物として食料農業基本法の中でも明確に位置づけ

ていますので、そういった国の支援も受けながら、

去年策定したさとうきび増産プロジェクト計画が平

成37年で90万4000トンを目指していますので、その

目標に向かって我々としてはしっかり生産対策を講

じながら、所得向上を図っていきたいと考えていま

す。

90万トンを目指すということで計画○金城勉委員

があるようですけれども、そのために土地の問題、

担い手の問題、後継者の問題等々があろうかと思い

ますが、この辺の対策についてはどう考えますか。

農地の問題については先○島尻勝広農林水産部長

ほど説明しましたけれども、平成27年度は収穫面積

が１万3000トン、久しぶりに１万3000トンを回復し

ていますし、そういう面では従事者、生産者は減っ

ていますが １戸当たりの面積を70アールから80アー、

ルにふやしていくことによって、その辺は担い手と

してなるかと思っています。ただ収穫作業、あるい

は植えつけ作業が重労働であるということで、高齢

化に加えてその辺を改善することは、機械化一貫体

系を進めていく必要があるかと思っていますので、

その辺についてはハーベスターを中心に高性能機械

。について加速的に整備していきたいと思っています

農地の集積等については、離島であればあるほど預

かり預けといいますか、そういった相対でやってる

のもありますが、幸い農地中間管理事業が展開され

ていますので、その辺について賃貸を10年契約する

なり、安定的に借り受け者が経営できるように農地

の集積等についてはその辺を図っていきたいと思っ

ています。病害虫についても先ほど質疑がありまし

たように、イネヨトウについては個別農家で対応で

きないものについてはしっかり支援をしながら、マ

イナー的な病害虫といいますか、作物の中でその辺

は沖縄県農業研究センターや、沖縄県病害虫防除技

術センターなどの専門の方々と連携をとりながら

しっかりやっていきたいと思います。優良品種につ

いてもこの前記者会見させてもらいましたが、今ま

では適地栽培型というか、地域に応じた品種が栽培

されていましたけれども、今回の品種については全

県的な栽培適用が可能なので、そういった優良品種

も含めてしっかりやっていきたいと思います。農業

共済についてはサトウキビは経営交付金を受けてい

ますので、この辺については加入促進をしっかりさ

せていきたいと。経営から栽培から、いろいろな面

でその辺を含めてトータル的に振興していきたいと

考えます。

担い手、後継者は……。○金城勉委員

担い手育成については、○島尻勝広農林水産部長

個別経営で１ヘクタールを単独で経営は難しいとこ

ろもありますので、機械化の農作業受委託等も含め

て生産法人の育成、その辺の育成を今120近くやって
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いて、協議会に55くらいしか入っていませんが、生

産法人についても、実際にやってみたら経営が非常

に厳しいというところもあるものですから、その辺

の育成の支援等含めて、新たに関係機関と―例えば

南大東島のアグリサポートは会社の出資に伴う生産

、 、 、法人ですが やはり一個人・法人ではなくて ＪＡ

製糖工場、役場等も含めた第三セクターの生産法人

も強化していかないと、やはり経営だけでは少し厳

しいものもありますから その辺を含めて地域に合っ、

た生産法人の育成をしていきたいと考えています。

これは重要な基幹作物ですから、今○金城勉委員

後も守っていけるよう頑張っていただきたいと思い

ます。

次に養豚業について伺いたいのですが、県内の豚

肉の需給率はどのような状況ですか。

正確な数字はないのですが、大○池村薫畜産課長

体ここ数年は30万頭前後が屠畜頭数で肉になってい

ますが、沖縄県の場合は特殊な事情があって、いわ

ゆるテビチ、それからバラ、三枚肉は県内で消費さ

れますが、ロースなどは余り消費がされないもので

すから、逆に県外に輸出している部分があります。

そこら辺で需給率―消費されるのが高い部分はある

のですが、三枚肉やテビチに使われる部分はやるの

ですけれども、ロースなどその他部位は逆に県外に

移出している部分があるものですから、少し正確な

需給率の数字は持ち合わせておりません。

通告していなくて、時間をかけてし○金城勉委員

まい申しわけない。沖縄は昔から豚肉の文化ですか

ら、豚肉は非常に大事なタンパク源なのですが、そ

ういった中で沖縄の養豚業の現状はうまくいってま

すか。

農家戸数は若干減少しています○池村薫畜産課長

が、今年度の飼養頭羽調査では豚の頭数はふえてい

ます。

養豚業というのも昔とは違って環境○金城勉委員

の問題、住環境とのすみ分けの問題、いろいろ課題

もあるようですけれども、その辺の整理はどうです

か。

養豚については、収益性を上げ○池村薫畜産課長

るために集約化、大規模化がどうしても必要になっ

てきて、その分環境問題もありますが、去年まで実

施していたいわゆる食肉安定基金で去年度は２カ所

移転整備をしています。移転整備をするにしても、

移転先の地域の同意などそういった了解を取りつけ

るのがなかなかうまくいかなくて、計画があっても

進まない現状はあります。

、○金城勉委員 そういう中で例えばにおいを薄める

排せつ物を処理しやすいなど、そういう意味でのオ

ガコ養豚も皆さん試みられていると思いますが、そ

の状況はどうですか。

オガコについてはかなり消臭効○池村薫畜産課長

果もありますし、水も使わないということで非常に

有効ではありますが、県内でのオガコ養豚の需給の

問題があります。そういったことと価格の問題もあ

りますので 今 オガコと街路樹の剪定枝 そういっ、 、 、

たものも含めた利用については事業化して検討して

います。

このオガコ養豚の将来性はどうです○金城勉委員

か。

、○池村薫畜産課長 オガコの確保とオガコのコスト

ここら辺と経営の規模との折り合いというか、バラ

ンスを見ながら進めていって、全ての農家にオガコ

というわけにはいかないかと思います。

午前中にアグーの話も出ましたが、○金城勉委員

希少種としてのアグーの価値もあるでしょうし、味

がいいということもあって人気もあるようですけれ

ども、ときにまた一方でアグーのネームバリューが

高いために、本当にアグーかという話もあったりし

て、アグーの数の割にはのぼりが多いということも

聞いたりもするのですけれども、その辺の状況はど

うですか。

前から言われていたのですけれ○池村薫畜産課長

ども、午前中も説明しましたが、アグーについては

ブランド協議会という大きな生産者も含めた組織を

立ち上げて、その中でアグーをふやす指定生産農場

と販売場を両方指定をして、きちんとブランドをつ

けた形でやっています。今現在アグーは約３万

5000頭、肉豚で売っていますので、全体では30万頭

ですので、約10％程度はアグーという形でブランド

協議会が認定したアグーがやっておりますので ちゃ、

んとした商標もありますから、そういった差別化は

できていると思います。

その辺の品質管理はきちんと問題な○金城勉委員

くできていると理解していいですか。

登録制度も独自にやっています○池村薫畜産課長

ので、先ほどありました午前中のゲノムの関係もや

りながら きちんとしたブランドの価値を高めて守っ、

ていきたいと思います。

信頼が非常に大事ですから、アグー○金城勉委員

ではない肉を出して、後でひんしゅくを買うような

ことがないように、これはみんなで気をつけていき

たいと思います。

次にモズク養殖について聞きたいのですが、モズ

ク養殖は今、大体１万5000トンから２万トン前後で
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推移して、天候にも左右されているようですけれど

も、県内でマックスはどれくらい生産可能ですか。

過去の一番多かった年で、た○新里勝也水産課長

しか２万1000トンから2000トンの間くらいだったと

記憶していますが、現在進めています沖縄21世紀農

林水産振興計画の平成33年度の目標値は、３万トン

を目標にもろもろの施策を進めているところです。

この３万トンの目標を達成するため○金城勉委員

には、どういうことが必要ですか。

まずはやはり最初の生産対策○新里勝也水産課長

としまして、この２年間気象状況により少し生産量

が減っているところですが、天候に左右されない品

種の開発ということで研究機関で取り組んでいただ

いています。もう一つは消費拡大対策ということで

需要に左右されない、安定して販路拡大することに

よって生産も安定していけるだろうということで、

継続的に取り組んでいるところです。

今までの実績が２万1000トンという○金城勉委員

ことで、あと約１万トンふやすためには品種改良も

、 、 、当然ですが その生産農場といいますか その面積

これがネックになっているということも聞いたりす

るのですが、そこはふやせますか。

沖縄本島では、特に中南部地○新里勝也水産課長

域はほぼ漁場を活用していまして、極端な拡大は厳

しいかと評価されていますが、例えば八重山地域の

石西礁湖の中ですとか、あるいは北部地域のリーフ

の中など、まだ未利用の漁場はあると認識を持って

いますので、もう少し漁場の拡大はできるのではな

いかと考えています。

品種改良と同時に、そういった新た○金城勉委員

な漁場の拡大というようなことで、３万トンの目標

は達成できると受けとめていいですか。

生産者と一緒に頑張っていき○新里勝也水産課長

たいと考えています。

ぜひ頑張っていただきたいと思いま○金城勉委員

す。かつて10年以上前は在庫を抱えて大変だったの

ですが、最近ではその効能も評価されて、消費量も

拡大されて価格も安定してきて 非常にいい形になっ、

てきています。逆に生産量が足りなくて、台湾や香

港あたりからも引きがあるけれども出すものがない

ということもあったりします。ですから、そういう

意味でもその目標を追求する中で、しっかり物をつ

くっていただきたいと思います。それでこのモズク

を生で出す価格、生産者にとっての利益、それと加

工品にして出すメリット。この辺でやはり加工にし

たほうがより付加価値がつけられるのではないかと

いう話も聞いたりしますが、その辺の生と加工品と

、 。のバランス 今後の県としての考え方はどうですか

モズクについては、従来から○新里勝也水産課長

加工原料として塩蔵加工したものを県外のメーカー

に販売して、県外メーカーで最終商品までつくって

販売していくという構造的な位置づけになっていま

す。

このため、何とか県内でできる加工、最終加工品開

発まで含めてできるようなものを目標としています

が、一例としまして今、一括交付金を活用して取り

組んでいるのが、海藻成分の保健的価値向上による

新商品開発事業を実施していますが、一つの手段と

してモズクを使って機能成分を活用した特定保健用

食品を取得するようなことも取り組んでいて、フコ

イダンを使った最終製品を県内で何とかできないか

ということも今模索していまして、そういうことに

よって付加価値を高めて、県内の地場産業の振興に

結びつけることができないかということを進めてい

るところです。

その際、このモズクの流通のあり方○金城勉委員

というのは、私が知るところではその生産者が本土

の流通業者に直接渡していると。県内でモズクの加

工商品をつくりたいけれども、なかなか手に入れに

くいという現状もあるようです。ですからそういう

形で、もし加工食品でモズクからのものを抽出、あ

るいは加工して、製品化するときの流通のあり方等

の問題はどうですか。

、○新里勝也水産課長 これも以前からの課題ですが

モズクの県外への販売について、窓口を何とか一本

化できないかというのは大きな課題です。現在でも

各地域の漁業協同組合が個別に県外のメーカーと取

引しているのが現状です。例えば、県漁連が窓口を

１つに絞って県外メーカーとも取引をしながら、あ

るいは一部県内のメーカーとも取引をしながら、両

方の相乗効果を発揮するような流通形態を模索して

いるところです。まだ民間取引ですので難しい部分

はありますが、方向性としてはそういった方向も検

。討していく必要があるのではないかと考えています

、○金城勉委員 これは非常に重要なテーマですので

この同じ生産量、例えば１キロだったら１キロの価

値が150円で売るケースと、これが200円、300円にも

なり得るというケースも考えられるのです。今はむ

しろそういった本土の業者に買いたたかれて、いろ

いろな形で買い占められて、もっと付加価値がつけ

られるのにこのレベルでとどまっているという話も

聞くのです。そこは行政も、県漁連とも連携しなが

らスピードを上げて生産者の利益が上がるように、

それによって後継者、若い人たちがその産業に参入
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できるように、そこは非常に大きく力を入れて取り

組むべき課題だと思うのですが、どうですか。

まさしく県内でのこの加工の○新里勝也水産課長

度合いを高めていくということについて、例えば県

漁連も乾燥モズクをつくっていますが、販売に苦戦

しているところがありますので、そこは我々の仕事

の中で保健的価値もオンさせてもらって、県漁連に

頑張っていただきたい。モズクについては、各産地

で若い業者が結構ふえてきているということも聞い

ています 受け皿としてもモズク産業がきちんと育っ。

ていくことによって、地域の活性化にもつながると

いう評価もいただいていますので、その辺のトータ

ルで県として支援していくように考えていきたいと

思っています。

ぜひそこをバックアップして、本当○金城勉委員

にもうかる漁業としてのモズク養殖、非常に有望な

品種ですから、頑張っていただきたいと期待してい

ます。

最後に養殖漁業についてお伺いします。私もこの

沖縄県のいろいろな、沖縄県栽培漁業センターある

いは海面養殖をやってる現場などを見させていただ

いたのですが、陸上養殖が最近脚光を浴びるように

なってきているのと同時に、海面養殖のいろいろな

リスクもありますので、今後の陸上養殖・海面養殖

の県としての考え方、方向性はどうですか。

海面養殖については、広くて○新里勝也水産課長

きれいな海で養殖できるというメリット、これがブ

ランドにもなっていきますが、やはり台風対策とい

うのが最大の課題でして、被害を受けることがあり

ます。一方、陸上養殖については陸上で管理してい

るので、台風の被害はある程度軽減されるというこ

とですが、ただし、デメリットとして高密度飼育を

することから、光熱水費がかかってくることが想定

されます。したがいまして、そのコスト削減が陸上

養殖での課題となっておりまして、現在本部町の沖

縄県栽培漁業センターで低コスト、閉鎖式の陸上養

殖ということで、ハタ類を対象とした試験に取り組

んでいるところです。

私もいろいろ話を聞いてきたのです○金城勉委員

が、陸上養殖はノウハウをきちんと確立すると、海

面養殖以上の安定生産、そして価格面においても安

定供給ができるという有望な業種だと聞いてきたの

です。ただ、そこで課題になるのは、稚魚の供給体

制、さらにまた県内独自の餌の生産供給体制、この

２つがちょっと課題だと聞いたのですが、その対応

はどうですか。

稚魚の供給については沖縄県○新里勝也水産課長

栽培漁業センターで対応していまして、養殖業者に

供給しているところですが、ことしは天候の関係で

生産が不調となっています。それを補うために、別

の魚種の種苗生産を行ったりしているところです。

餌につきましても、どうしてもスケールメリットの

関係から県外からでき合いの配合飼料を購入せざる

を得ない。ただ、これはやはり価格的に高いものが

あるものですから、沖縄県水産海洋技術センターで

県産原料を使った安価な配合飼料の開発に取り組ん

でいまして、そういうものを活用して、コストを抑

えた陸上養殖が何とかできないかということで取り

組んでいるところです。

大城憲幸委員。○山内末子委員長

最後ですのでおつき合いのほど、○大城憲幸委員

よろしくお願いします 成果報告書からページを追っ。

て、気になるところを教えていただきたいと思いま

す。

まず110ページ、111ページ、先ほども議論が若干

ありましたが、ハーベスターの導入状況を教えてく

ださい。どういう実績になっていて、どういう方針

で入れているのかをお願いします。

ハーベスターの導入です○屋宜宣由糖業農産課長

が、平成14年度から平成27年度までにハーベスター

がトータルで161台、そのうち刈り取り機が７台含ま

れていますが、県内にこれだけの数が導入されまし

た。

その中で大型、中型、小型の割合○大城憲幸委員

はわかりますか。

、○屋宜宣由糖業農産課長 平成28年期になりますが

、昨年度１年間の調査によりますと大型が県内で15台

中型が県内で72台、小型が275台、トータル362台が

稼働しています。

平成14年度から補助で入れている○大城憲幸委員

ということですが、過去にさかのぼると大型は何年

に何台入れていますか。

手元にあるデータでは、○屋宜宣由糖業農産課長

平成14年度以降大型の補助事業による導入はありま

せん。

今、沖縄本島では小型が多くなっ○大城憲幸委員

ていて中型が逆に少ない。離島でも中型が主になっ

てるところは多いのですが、南大東村あたりの大き

い農場になると、どうしても１日100トン以上を１台

で刈り取らないといけない。そうなってくると、大

型でないとなかなか製糖工場の需要を満たし切れな

い、供給できないという話の中で、今あるように大

型の補助事業への対象がずっとなかったという話を

聞いてますが、その辺について、これまで大型が補
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助対象にならなかった事情があったのでしょうか。

南大東村のサトウキビ作○屋宜宣由糖業農産課長

の特徴としては、１戸当たりの経営規模が大きいと

いうところに特徴があります。機械化一貫体系の取

り組みについては古くから取り組まれている地域で

ありますが、昨年度大型が８台、中型が15台という

ことで島のサトウキビのほとんどが機械で収穫され

ています。これまで機械の作業効率を優先して大型

機械を導入してきているところですが、大型の機械

、はやはり小型・中型の機械に比べるといわゆる踏圧

踏み潰しによる単収低下の原因などがあって、平成

21年度以降については地元からの要望の中でも中型

ハーベスターを導入したいということがあり、平成

21年度以降は中型ハーベスターの導入を進めていま

す。また、大型ハーベスターの要望等がなかったわ

けではありませんが、恐らく事業導入に際してのイ

ニシャルコスト―導入に際して大型だと大体１台

6000万円から7000万円、これに対して中型ですと

4000万円から5000万円と、そのあたりのコストと収

穫量、またランニングコスト等の見合いによって、

主に中型が選択されてきたのではないかと考えてい

ます。

今まさに話があったように、そう○大城憲幸委員

いう議論の経過があったと聞いています。やはり製

糖工場が１日1200トン処理する中で、中型だけでは

10台ぐらいをフル稼働しても間に合わせ切れない。

今までこの四、五年というのは、八重山地区や久米

島地区で過去に入れた大型で動いていないものを南

大東村に運んで、それを動かしていたという経過も

あるようですが、今後どうしても大型でないといけ

ないという要望が上がった場合に、県としてこの大

型の導入について応援していくのか。それとも中型

に切りかえなさいという話になるのか。その辺はど

う考えていますか。

南大東村のハーベスター○屋宜宣由糖業農産課長

の導入については、今現在も大型のハーベスターが

実際稼働していますし、あとは稼働に際してのコス

ト、生産組合の運営にかかるコスト、作業料金が作

業を委託する栽培者側と見合うような形で計画がつ

くられて、十分コスト的にも引き合いますという形

になれば、国の事業ではありますが、採択の可能性

は十分にあると考えています。

間違った認識を持っている方もい○大城憲幸委員

て、今は大型は補助対象にならないという話をする

人もいたので……。今の話からも対象にならないわ

けではなくて、今後もきちんとした計画があって、

それなりの事情が考えられれば対応しますという認

識でよろしいですよね。

はい、今お話ししました○屋宜宣由糖業農産課長

ように収益性、踏圧の問題、株出し管理をきちんと

やって単収低下を防ぐ。特に大きな課題がこの２点

ですので、これが解決される見込みが立てば十分に

可能であると考えています。

次に移りますが、131ページの先ほ○大城憲幸委員

どから議論がある県産食肉ブランド国内外流通対策

事業です。先ほど農林水産部長の答弁も聞きました

ので、課長なり担当者でもいいと思いますが、20ト

ンから50トンにふえていったということはいいので

すけれども、もう少しふえてもいいのかなというの

が私の実感ですし、香港以外になかなかふえていか

ない。屠畜場の問題もあるということですが、その

辺、屠畜場の関係者、畜産関係者の中でもなかなか

輸出はもうからないという声も漏れ聞こえたりする

のですけれども、もう一度今の平成27年度実績で

51.6トンの状況。そして香港以外に今後、アグーを

中心に輸出していくのかという部分について、もう

少し簡潔でいいので考え方をお願いします。

香港の実績50トンについてバイ○池村薫畜産課長

ヤーからのいろいろな情報によると 香港からはもっ、

と送ってくれと言われるのですけれども、去年はＰ

ＥＤなどの豚の伝染病が出て、県内の生産者も量が

足りなくて国内大手の取引を優先させたという状況

があるので、県内で生産が上がればまだもう少し香

港には量は出せると思います。それから、ほかの国

というか、地域についてはやはりシンガポール、台

湾あるいはベトナムと見ているのですが、やはり屠

畜場の整備など、相手国との条件を整備してからお

話を進めていくことになるかと思います。

今の話からすると、業者としては○大城憲幸委員

香港に出すよりは、県内あるいは国内に出したほう

が利益率がいいからそこを優先しているという話に

なるのでしょうか 先ほどあったイベリコ豚は1000円。

するけれども、アグーは800円くらいではないかとい

う話もありましたけれども、その辺、うちとしては

これくらい売らないとメリットが出ないという部分

も内部として持っていますか。

午前中答弁した香港の価格の資○池村薫畜産課長

料がありましたので、少し訂正も含めて―私、キロ

と言いましたが100グラムでした。アグーのロースは

770円、イベリコ豚が980円ということです。そして

鹿児島ロース肉というものがあって、これは546円。

神戸ロース肉も517円と、相場ですので時点で動きは

あると思いますが、大体こういった差別化でやって

いるということと、香港のバイヤーに聞くと、やは
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り沖縄は非常に認知されていて、沖縄の豚肉それか

ら黒豚が非常に人気があって、アグーもイメージに

合うものですから、ここら辺の差別した価格で売れ

るのでもう少し出したいのですが、香港まで回すの

がないというのが生産者からの聞き取りです。

今後、香港もそうですが、今、県○大城憲幸委員

。内の屠畜場でＨＡＣＣＰをとっているところがない

あるいは国もＪＡＳ規格を変えようという議論もあ

りますが、その辺の衛生対策、香港以外に輸出する

ためにも、早急にＨＡＣＣＰの取り組みもしないと

いけないと思ってるのですが、そばで見ている限り

では、ちょっと研修会をやったという話ぐらいは聞

こえますが、取り組みが少し遅くないかと思います

が、支援も含めてその辺はどう考えますか、

結局、米国やＥＵは非常にハー○池村薫畜産課長

ドルが高くて、設備とか人件費も非常にかかるので

すが、香港、シンガポール、台湾、ベトナムは割と

取り組みやすいので、そこら辺の負担の少ないとこ

ろから輸出できるような形で、屠畜場や関係者など

と検討していきたいと思っています。

どうも屠畜場の関係者からすると○大城憲幸委員

非常に経営が厳しいようですから、案外そういう衛

生対策にしても、話を聞いても余り積極的ではない

のです。そういう意味ではＨＡＣＣＰの部分につい

ても、屠畜場も八重山食肉センター、沖縄県食肉セ

ンターもそうですけれども、新しいですからハード

的には問題ないと思うのですが、やはりかかるのは

人件費くらいだと思いますので、その辺の支援体制

というのはもう少し積極的に進めるような方向性も

含めて、畜産課がリーダーシップをとる必要がある

のではないかと感じているのですが、その辺につい

てもう一度お願いします。

ＨＡＣＣＰについては、東京オ○池村薫畜産課長

リンピックを見据えて国もそういった屠畜場に導入

する方針と聞いていますので、そこら辺もうまく活

用しながら関係者と検討していきたいと思います。

129ページのグリーンツーリズムを○大城憲幸委員

。 、お願いします 本会議でもあったのですが民泊の件

あるいはグリーンツーリズムの件ですが、農林水産

部があり、あるいは観光の部分があり、そして民泊

の免許は保健医療部ですか、向こうでいろいろ議論

はあるのですけれども、我々農林関係者としてはこ

の事業の目的にあるように、農山漁村地域の特性を

生かした魅力ある農村交流をするというのがグリー

ンツーリズムの目的だと思うのですけれども、今、

、 、民泊 沖縄への修学旅行が今度減りましたけれども

中身を見るとどうも詰め込み過ぎではないかと危惧

する声もあるのですが、この事業等でやっている協

議会あるいは意見交換会の中で、現状としてはどの

ような状況と課題があるのか。議論の状況を教えて

ください。

農家民宿の課題としま○大村学村づくり計画課長

しては、本県の農家民宿は亜熱帯の自然のもと、特

色ある景観、独特の伝統文化や食文化に根差した沖

縄ならではの体験交流プログラムが魅力となって、

人気を集めているところですが、確かにおっしゃる

ように、受け入れ先も高齢化や人口減少等により、

農家民宿の受け入れ数に影響を及ぼすというところ

がありまして、そういったところの受け入れ体制の

整備が課題ということで、今回の農林水産業活性化

推進拠点整備事業等で複数市町村でシェアするとい

う形をとったところです。そのほか３村のモデル地

区においては、連携した体験交流プログラム―統一

的なものをつくって、例えば環境に根差すようなグ

リーンベルトの植栽体験コースなど、農業体験以外

にも自然やそういった景観等についても一緒に連携

できるような体制づくりということで、今後やって

いきたいというところです。

私の地元でもよくやってるし、私○大城憲幸委員

、も知り合いに頼まれてやったりするのですけれども

案外６月ぐらい、11月ぐらいの集中するときという

のは、見ていると普通の民家さんが５名、６名受け

入れて、10時に受け入れて４時に連れていって、ま

た受け入れて、１週間毎日ずっと五、六名受け入れ

ているようなところもあるのです。それを見ている

と本当の意味での教育民泊のスタート―修学旅行生

、 。をこの沖縄の暖かい気持ちで迎え入れる 送り出す

そういうことがこういう状態で続けられるのかとい

うのは非常に危惧するのです。受け入れる実施主体

あたりだと利益も考えないといけませんから、この

時期に集中して受け入れたいというのはわかるので

すが、観光の部分での視点、環境の部分での視点、

我々農林水産業の部分での視点というものを、少し

原点に戻る必要があるのではないかと感じているも

のですから、その辺について方針といいますか、ど

ういうことで本当の意味でのこの事業の趣旨にある

ような部分を守っていくのか。どのように考えてい

るかお願いします。

農家民宿というのは基○大村学村づくり計画課長

本的に農業体験等が主と考えていますので、今、台

頭している体験交流を伴わない民泊との差別化を図

るということは考えていますので、受け入れ先も含

めて検討していきたいと思います。

その辺も既に事業が進んでいるの○大城憲幸委員
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で、さまざまな事業体がさまざまな方針で進めてい

るところですから、余り規制をかけ過ぎるようなこ

とになってもよくないし、ただ、その辺は万が一何

か事故があってからではよくないですから、その辺

はきちんと現場の意見も踏まえて、協議会なり組織

の強化を図っていただきたいと思います。要望とい

たします。

あと、143ページお願いします。新規就農育成につ

いても先ほどから議論がありましたけれども、新規

就農支援制度の150万円があります。これはこれから

またいろいろ問題になってきそうな部分で、先ほど

平成24年度の390名から始まって、新規就農者がふえ

ていることはすばらしいことですが 私ももっともっ、

と国の税金を就農支援に回すべきだという考えは変

わらないですが、２年、３年お金をもらって、その

後はできない人も出てくるのではないか。あるいは

５年間いっぱいいっぱいもらうだけもらって、やめ

てしまうのではないかという危惧は前からあるので

すが、その辺、就農者で就農支援を受ける皆さんと

途中でやめてしまう皆さんの状況はどうなっていま

すか。

まず、これまでの給付○竹ノ内昭一営農支援課長

実績です。平成24年度に190名、平成25年度307名、

平成26年度389名、平成27年度320名という延べ数字

です。ちなみに平成27年度に給付停止になった方、

平成26年度から平成27年度に移行するに際して、給

。付の打ち切りになった方々が33名いらっしゃいます

この33名の中身ですが、いわゆる給付期間の満了の

方が18名です。それから要件として所得の上限を設

けていますが、この上限を超えた方が４名です。あ

とは御本人が辞退したり、残念ながら病気により中

止せざるを得なかった方々が数名ずついらっしゃい

ます。先ほど委員が５年間もらったらもらったでと

おっしゃいましたが、要件上、その間の就農実態を

明確に確認できれば給付金を受け取ることそのもの

は違法とか、そういう不適切性はないのですが、た

だ、この事業の目的としてはあくまでも担い手の定

着ということがございますので、そういう意味では

今、この事業主体―市町村が担っておりますけれど

も、県も事業現課としてある程度個別の給付状況、

給付後の定着状況も含めてトレースしていく必要が

あるだろうということで、今、その具体的な方法に

ついても内部で検討を始めているところです。

今の数字を聞くと、平成27年度の○大城憲幸委員

数字ではそんなに大きくないとは思いますが、大体

社会問題になって騒いで、急に基準が厳しくなると

いうことが多いものですから、この辺は今言ったよ

。うにしっかり議論を始めていただきたいと思います

今後また議論したいと思います。

最後に、中央卸売市場の施設使用料の収入未済額

の話が冒頭ありましたが、向こうの施設というのは

今、ゾーニングしていろいろ活用してるのですが、

空き店舗が多いという話もあるものですから、その

辺の状況をまずお願いします。

沖縄県中央卸売市場に○喜納兼二中央卸売市場長

おいては、貸し店舗として関連事業者の入居を募集

していますが、近年大型店舗の増加等、流通構造の

変化による買い出し人の減少、売り上げの低下等に

伴う経営状況の悪化等により、57店舗のうち42店舗

が入居、15店舗が空き店舗となっています。現在、

空き店舗対策としまして新聞広告、県の各種広報媒

体を活用した入居を募集しているところです。今後

とも他市場における関連事業者の職種の把握、市場

関係者の意見交換等を行い、ＰＲを図ることで空き

店舗対策を進めてまいりたいと考えています。

私も見たのですが、大分あいてい○大城憲幸委員

。 、るのですよね 40くらい入って11くらいあいていて

ゴーストタウンみたいという人もいるぐらいで、今

言うように別にただあいているわけではなくて、決

まりを緩めてあげれば入りたいところはたくさんあ

るという話も聞くものですから、その辺はぜひみん

なで協議して有効活用してほしいのですが、その辺

について農林水産部長もこの辺―今に始まった話で

はないから、コメントをいただけたらと思います。

今に始まったことではな○島尻勝広農林水産部長

いということでありますが、規制については市場関

係の法律や規約、いろいろな条例、規則があるよう

ですので、その辺を含めて積極的に空き店舗対策は

やっていきたいと思っています。特に大事なことは

仲卸、買参人等含めて、そこにいらっしゃる方々の

、意見も反映しないといけないということらしいので

むやみやたらに全然関係ない業者を入れるというこ

とではなくて、そこにいらっしゃる方々の意向や意

見を参酌することが条件になっているようなので、

その辺も踏まえてしっかり対応していきたいと考え

ています。

以上で、農林水産部長及び労働○山内末子委員長

委員会事務局長に対する質疑を終結いたします。

説明員の皆さん、大変御苦労さまでした。

どうぞ御退席ください。

次回は、明 10月18日 火曜日 午前10時から委

員会を開きます。

本日の委員会は、これをもって散会いたします。

午後３時49分散会



－129－

沖縄県議会委員会条例第27条第１項の規定によりここに署名する。

委 員 長 山 内 末 子
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平 成 2 8 年 第 ４ 回

沖縄県議会（定例会）

閉 会 中 継 続 審 査

開会の日時、場所

平成28年10月17日（月曜日）

午前10時５分開会

第７委員会室

出席委員

委員長 狩 俣 信 子さん

副委員長 西 銘 純 恵さん

委 員 新 垣 新君 末 松 文 信君

照 屋 守 之君 次呂久 成 崇君

亀 濱 玲 子さん 比 嘉 京 子さん

平 良 昭 一君 瑞慶覧 功君

金 城 泰 邦君

説明のため出席した者の職、氏名

金 城 弘 昌君子 ど も 生 活 福 祉 部 長

福 祉 政 策 課 長 大 城 直 人君

福祉政策課福祉支援監 長 浜 広 明君

高齢者福祉介護課長 上 地 幸 正君

青少年・子ども家庭課長 名渡山 晶 子さん

喜舎場 健 太君青少年・子ども家庭課
子ども未来政策室長

大 城 清 二君子 育 て 支 援 課 長

障 害 福 祉 課 長 與那嶺 武君

平 敷 昭 人君教 育 長

施 設 課 長 識 名 敦君

学 校 人 事 課 長 新 垣 健 一君

県 立 学 校 教 育 課 長 半 嶺 満君

新 垣 伸 次君
県 立 学 校 教 育 課
特 別 支 援 教 育 室 長

参事兼義務教育課長 石 川 聡君

保 健 体 育 課 長 平 良 朝 治君

生 涯 学 習 振 興 課 長 佐次田 薫君

本日の委員会に付した事件

１ 平成27年度沖縄県一般会計決算平成 28 年

第４回議会 の認定について（子ども生活福

認定第１号 祉部及び教育委員会所管分）

平成 28 年 平成27年度沖縄県母子父子寡婦２

第４回議会 福祉資金特別会計決算の認定に

認定第６号 ついて

3 4ii
ただいまから、文教厚生委員会○狩俣信子委員長

を開会いたします。

本委員会所管事務調査事件「本委員会の所管事務

に係る決算事項の調査について」に係る平成28年第

４回議会認定第１号及び同認定第６号の決算２件の

調査を一括して議題といたします。

本日の説明員として、子ども生活福祉部長及び教

育長の出席を求めております。

まず初めに、子ども生活福祉部長から子ども生活

福祉部関係決算の概要の説明を求めます。

金城弘昌子ども生活福祉部長。

決算概要の説明に○金城弘昌子ども生活福祉部長

入ります前に、先日議員の皆さまに配付しておりま

す、平成27年度主要施策の成果に関する報告書がご

ざいますが、これについて正誤表をお配りしており

ますので、御説明いたします。

平成27年度主要施策の成果に関する報告書の

、58ページから59ページにかけて記載されております

待機児童対策特別事業についてでございます。

59ページの３、事業効果の（１）については、平

成27年４月１日現在と報告しておりますが、正しく

は平成28年４月１日現在でございます。

内容に訂正がありましたことを、この場を借りて

おわびいたします。

それでは、子ども生活福祉部所管の平成27年度一

般会計及び特別会計の決算概要について、お手元に

お配りしております歳入歳出決算説明資料に基づき

まして、御説明いたします。

それでは、歳入決算について御説明いたします。

資料の１ページをお開きください。

子ども生活福祉部の歳入決算は、一般会計と特別

会計を合わせますと、子ども生活福祉部計の欄です

が、予算現額の計Ａ欄237億9771万6000円に対し、調

定額Ｂ欄は225億3326万7635円、そのうち収入済額Ｃ

欄は221億3911万8132円、不納欠損額Ｄ欄は1524万

7385円、収入未済額Ｅ欄は３億7890万2118円で、収

入比率は98.3％となっております。

次に、歳出決算について御説明いたします。

２ページをお開きください。

子ども生活福祉部の歳出決算は、一般会計と特別

文教厚生委員会記録（第１号）
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会計を合わせますと、子ども生活福祉部計の欄です

が、予算現額の計Ａ欄は861億4419万4960円に対し、

支出済額Ｂ欄は779億6311万3179円、翌年度繰越額Ｃ

欄は58億8458万7000円、不用額は22億9649万4781円

で、Ｂ欄の執行率は90.5％となっております。

次に、一般会計の歳入決算について、御説明いた

します。

３ページをお開きください。

子ども生活福祉部の一般会計の歳入は（款）で申

し上げますと （款）分担金及び負担金 （款）使用、 、

、 （ ） （ ）料及び手数料 ４ページの 款 国庫支出金及び 款

財産収入、５ページの（款）繰入金 （款）諸収入及、

（ ） （ ） 。び 款 県債までの７つの 款 から成っています

それでは、３ページにお戻りください。

一番上の欄ですが、子ども生活福祉部の一般会計

の歳入決算は、予算現額の計Ａ欄は235億8065万

3000円に対し、調定額Ｂ欄は220億5282万3694円、そ

のうち収入済額Ｃ欄が218億862万3353円、不納欠損

額Ｄ欄が1229万4879円 収入未済額Ｅ欄は２億3190万、

5462円で、収入比率は98.9％となっております。

次に、収入未済額Ｅ欄のうち、主なものを御説明

いたします。

３ページの（款）分担金及び負担金の収入未済額

Ｅ欄5018万7192円は、主に児童福祉施設負担金に係

るもので、児童福祉施設入所児童の扶養義務者等の

生活困窮、転居先不明などにより徴収困難なため収

入未済となっております。

５ページをお開きください。

（款）諸収入の収入未済額Ｅ欄１億7767万3694円

は、主に生活保護費返還金や児童扶養手当返還金に

係るもので、債務者の生活困窮等により徴収困難な

ため、収入未済となっております。

次に、一般会計の歳出決算について御説明いたし

ます。

６ページをお開きください。

子ども生活福祉部の一般会計の歳出は （款）で申、

し上げますと 款 総務費及び 款 民生費 ７ペー、（ ） （ ） 、

ジの（款）衛生費、８ページの（款）商工費の４つ

の（款）から成っております。

６ページにお戻りください。

子ども生活福祉部計ですが、予算現額の合計Ａ欄

859億2713万1960円に対し、支出済額Ｂ欄は777億

9906万8457円、翌年度繰越額Ｃ欄は58億8458万

7000円、不用額は22億4347万6503円で、Ｂ欄の執行

率は、90.5％となっております。

翌年度繰越額Ｃ欄の内訳ですが （款）民生費にお、

ける安心こども基金事業や障害児者福祉施設等整備

事業費など16事業の繰り越しとなっております。

次に、不用額について御説明いたします。

（ ） 、 （ ）款 総務費の不用額1742万2790円は 主に 目

諸費の人権擁護の啓発活動事業における執行残等に

よるものであります。

次に（款）民生費の不用額22億51万6184円につい

て、その主なものを御説明いたします。

（項）社会福祉費の不用額７億4494万3496円は、

（目）社会福祉総務費のうるま婦人寮改築等工事に

おける本体工事の執行残や、下から４行目の（目）

社会福祉施設費の障害児者福祉施設整備事業費にお

ける国庫補助金内示額の減によるものであります。

７ページをお開きください。

（項）児童福祉費の不用額11億5839万6538円は、

（目）児童福祉総務費の地域子ども・子育て支援事

業において当初見込みより補助対象事業が下回った

ことによるものであります。

次に 下から４行目の 款 衛生費の不用額1937万、 （ ）

5592円は、主に（目）保健所費における人事異動に

伴う職員費の不用によるものであります。

８ページをお開きください。

（款）商工費の不用額616万1937円は、主に（目）

計量検定費における人事異動に伴う職員費の不用に

よるものであります。

９ページをお開きください。

次に、母子父子寡婦福祉資金特別会計について御

説明いたします。

本特別会計においては、母子及び父子並びに寡婦

福祉法に基づき、母子家庭等の経済的自立と生活意

欲の向上を図るため、修学資金等全12種類の貸し付

けを無利子または低利で貸し付けております。

当該特別会計の歳入は（款）繰入金 （款）繰越金、

及び（款）諸収入から成っております。

その合計額は、一番上の行の計欄ですが、予算現

額の計Ａ欄２億1706万3000円に対し、調定額Ｂ欄は

４億8044万3941円、収入済額Ｃ欄が３億3049万

4779円、不納欠損額Ｄ欄が295万2506円、収入未済額

Ｅ欄は１億4699万6656円で 収入比率は68.8％となっ、

ております。

収入未済が生じている理由ですが （款）諸収入に、

おいて、借受人の多くが生活困窮等の経済的事情に

より償還計画どおりに元金及び利子の償還ができな

いことによるものであります。

10ページをお開きください。

当該特別会計の歳出は（款）民生費から成ってお

ります。

予算現額の合計Ａ欄２億1706万3000円に対し、支
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出済額Ｂ欄は１億6404万4722円、不用額は5301万

、 。8278円で Ｂ欄の執行率は75.6％となっております

不用額が生じた主な理由は、貸付金実績が当初見

込みを下回ったことによるものであります。

以上で、子ども生活福祉部所管の平成27年度一般

会計及び特別会計歳入歳出決算概要の説明を終わり

ます。

御審査のほど、よろしくお願いいたします。

子ども生活福祉部長の説明は終○狩俣信子委員長

わりました。

次に、教育長から教育委員会関係決算の概要の説

明を求めます。

平敷昭人教育長。

教育委員会所管の平成27年度歳○平敷昭人教育長

入歳出決算の概要について御説明申し上げます。

お手元の平成27年度歳入歳出決算説明資料の

１ページをお開きください。

初めに、歳入決算状況について御説明申し上げま

す。

平成27年度一般会計歳入決算状況は、予算現額計

、 、460億156万6424円に対し 調定額419億5173万8986円

収入済額419億2513万8417円 収入未済額2660万569円、

となっております。

以下、収入済額及び収入未済額等の主なものにつ

いて、御説明いたします。

（款）使用料及び手数料の収入済額は、35億121万

5659円であります。

項 使用料 目 教育使用料の収入済額は 33億（ ） （ ） 、

7832万9309円で、その主なものは全日制高等学校授

業料であります。

２ページをお開きください。

款 国庫支出金の収入済額は 359億4658万2780円（ ） 、

であります。

（項）国庫負担金（目）教育費国庫負担金の収入

済額は266億8426万1798円で、その主なものは義務教

育給与費及び公立高等学校就学支援金であります。

（項）国庫補助金（目）教育費国庫補助金の収入

済額は91億8399万141円で、その主なものは沖縄振興

公共投資交付金及び沖縄振興特別推進交付金であり

ます。

次に （款）財産収入の収入済額は、２億1222万、

8830円であります。

（項）財産運用収入（目）財産貸付収入の収入済

額は8409万9192円で、その主なものは土地貸付料で

あります。

３ページをお開きください。

（款）諸収入の収入済額は７億711万1148円で、収

入未済額は2660万569円となっております。

下から４行目の（項）雑入（目）違約金及び延納

利息の収入済額は2466万2227円で、収入未済額は

2566万4131円となっております。

これは県教育委員会の発注した工事に関して、公

正取引委員会から談合認定を受けた業者に対して請

求した損害賠償金及び延納利息であります。

４ページをお開きください。

款 県債 項 県債 目 教育債の収入済額は15億（ ） （ ） （ ）

5800万円であり、その主なものは県立学校の施設整

備に係るものであります。

以上が、平成27年度の教育委員会所管の歳入状況

であります。

続きまして、歳出決算状況について御説明いたし

ます。

５ページをお開きください。

教育委員会の合計は （款）教育費と（款）災害復、

旧費の合計となります。

それでは （款）教育費から御説明いたします。、

（款）教育費は、予算現額計1635億3895万1096円

に対し、支出済額は1562億9775万1298円、翌年度繰

越額は49億2977万5213円 不用額は23億1142万4585円、

となっております。

、 。以下 歳出の主なものについて御説明いたします

項 の教育総務費は 支出済額は148億963万9131円（ ） 、

で 翌年度繰越額は19億1152万2000円 不用額は５億、 、

2888万1869円であります。

翌年度繰越額の主なものは （目）教育振興費の公、

、立学校施設整備に係る市町村補助事業によるもので

学校等関係機関との調整に期間を要したことなどに

より、やむを得ず繰り越したものであります。

また、不用額の主なものは （目）教育振興費の離、

島児童・生徒支援センター整備事業における入札残

であります。

（項）小学校費は、支出済額が486億9159万7561円

で、不用額は１億8757万8439円であります。

不用額の主なものは、教職員給与費の執行残であ

ります。

（項）中学校費は、支出済額が303億3898万6051円

で、不用額は8994万8949円であります。

不用額の主なものは、教職員給与費の執行残であ

ります。

６ページをお開きください。

項 高等学校費は 支出済額が433億3114万9196円（ ） 、

で 翌年度繰越額は22億7184万3201円 不用額は10億、 、

4390万6223円であります。

翌年度繰越額の主なものは （目）学校建設費の施、
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設整備によるもので、関係機関との調整に期間を要

したことなどにより、やむを得ず繰り越したもので

あります。

また、不用額の主なものは （目）学校建設費の施、

設整備における工事予定箇所の計画変更等によるも

のであります。

（項）特別支援学校費は、支出済額ですが149億

6694万6137円で、翌年度繰越額は３億116万4700円、

不用額は３億6476万7079円であります。

翌年度繰越額の主なものは、特別支援学校の施設

整備費において、関係機関との調整に期間を要した

ことなどにより、やむを得ず繰り越したものであり

ます。

また、不用額の主なものは、施設整備における工

事予定箇所の計画変更等によるものであります。

項 社会教育費は 支出済額は38億2420万2511円（ ） 、

で、翌年度繰越額は４億4524万5312円、不用額は

7445万2737円であります。

翌年度繰越額の主なものは （目）社会教育総務費、

の沖縄振興「知の拠点」施設整備事業において、文

化財保護法に基づく調査に伴い工期が延びたこと等

によるものであります。

また、不用額の主なものは （目）文化財保護費の、

受託事業費における執行残等となっております。

７ページをお開きください。

（項）保健体育費は、支出済額は３億3523万711円

で、不用額は2188万9289円であります。

不用額の主なものは （目）保健体育総務費の学校、

保健事業費における定期健康診断受診者の減による

ものであります。

（ ） 。次に 款 災害復旧費について御説明いたします

（款）災害復旧費は、支出済額38万5820円、不用

額6598万8180円であります。

平成27年度においては、県立学校における災害復

旧事業がなかったことにより、予算の大半が不用と

なっております。

以上が、教育委員会所管の平成27年度歳入歳出決

算の概要でございます。

御審査のほど、よろしくお願いいたします。

教育長の説明は終わりました。○狩俣信子委員長

これより質疑を行いますが、本日の質疑につきま

しては、決算議案の審査等に関する基本的事項（常

任委員会に対する調査依頼について （平成28年10月）

12日議会運営委員会決定）に従って行うことにいた

します。

要調査事項を提起しようとする委員は、提起の際

にその旨を発言するものとし、明 10月18日、当委

員会の質疑終了後に改めて、要調査事項とする理由

の説明を求めることといたします。

その後、決算特別委員会における調査の必要性に

ついての意見交換や要調査事項及び特記事項の整理

を行った上で、決算特別委員会に報告することとい

たします。

当該意見交換において、要調査事項として報告す

ることに反対の意見が述べられた場合には、その意

見もあわせて決算特別委員会に報告いたします。

要調査事項は、決算特別委員会でさらに調査が必

要とされる事項を想定しております。

また、特記事項は、議案に対する附帯決議のよう

な事項や要調査事項としては報告しないと決定した

事項を想定しており、これについても質疑終了後、

意見交換等を予定しておりますので、御留意願いま

す。

なお、委員長の質疑の持ち時間については、決算

、 。特別委員会に準じて 譲渡しないことにいたします

質疑及び答弁に当たっては、その都度委員長の許

可を得てから、自席で起立の上、重複することがな

いように簡潔にお願いいたします。

また、質疑に際しては、あらかじめ引用する決算

資料の名称、ページ及び事業名等を告げた上で、質

疑を行うよう御協力をお願いいたします。

決算特別委員長から調査を依頼された事項は、沖

縄県議会委員会条例第２条に定める所管事務に関す

る決算事項でありますので、十分御留意願います。

なお、答弁に当たっては、総括的、政策的な質疑

に対しては部局長が行い、それ以外はできるだけ担

当課長等の補助答弁者が行うこととしたいと存じま

すので、委員及び執行部の皆さんの御協力をお願い

いたします。

さらに、課長等補助答弁者が答弁を行う際は、あ

らかじめ職、氏名を告げてください。

それでは、これより直ちに各決算に対する質疑を

行います。

新垣新委員。

まず、教育委員会の分野から質疑い○新垣新委員

たします。

７ページ、保健体育費の不用額が2188万9289円と

いう具体的な中身を再度お聞かせください。

今、御質疑のありました○平良朝治保健体育課長

保健体育総務費の主な不用額についてですが、主な

理由としましては、教職員の育児休業、休職等、そ

れから児童生徒の休学、長期留学等によりまして、

定期健康診断の受診者が減少したということが主な

理由でございます。
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受診診断を受けていない子は、何名○新垣新委員

いましたか。

児童生徒ですが、未受診○平良朝治保健体育課長

者が1765人となっておりまして、そのうち休職等が

716名、その他が1049名となっております。

休憩いたします。○狩俣信子委員長

（休憩中に、新垣委員から受診診断を受けて

いない児童生徒は、何名いたかについて再

度答弁を求めたいとの発言があった ）。

再開いたします。○狩俣信子委員長

平良朝治保健体育課長。

未受診者は1765名となっ○平良朝治保健体育課長

ております。

なぜ、1275名が不用額の形に入って○新垣新委員

しまって受診ができなかったのかと。その要因と検

証はどのように考えていますか。

先ほども申し上げました○平良朝治保健体育課長

が、児童生徒の未受診の主な理由としましては、休

学、それから長期留学等となっておりますので、復

学あるいは戻った際に 毎学年度受診することになっ、

ておりますので、定期に受診をしていただくという

ことでございます。

次に、６ページ、高等学校費（目）○新垣新委員

に関して、実習船運営費が99.8％と記載されており

ますが、対前年度比はどうなっていますか。

平成26年度と平成27年○半嶺満県立学校教育課長

度の決算額の比較ですが、平成27年度の支出済額は

１億2792万7517円でございまして、平成26年度の支

出済額は１億2615万6784円でございます。増減です

が、177万733円の増であります。

実習船運営費の主な中身をお聞かせ○新垣新委員

ください。

主な運営費についてで○半嶺満県立学校教育課長

すが、マグロ操業実習等に係る旅費あるいは実習船

のドックに係る旅費、船舶用燃料費といったものが

主な運営費となっております。

主なという形ですが、実習船運営費○新垣新委員

を沖縄県立沖縄水産高等学校―沖縄水産高校がメー

ンとして使っているということは間違いありません

か。

委員のおっしゃるとお○半嶺満県立学校教育課長

り沖縄水産高校が主ですが、そのほかに沖縄県立宮

古総合実業高校もございます。

そこで伺いますが、この運営費にお○新垣新委員

いて、今、非常に担い手不足で、漁師を育てるとい

う観点から外に１回出ないと、そういった担い手も

育たないという問題の中、改めてお伺いしますが、

教員も結構高齢化してきて無理をなさっているとい

う問題―簡単に言いますと、船長ですね。そういっ

、 、た等々に関する問題について 先生も担い手不足で

生徒も担い手不足という限界があると思いますが、

その枠を広げるという努力 平成26年度から平成27年、

度に向けての検証、努力、成果、そして反省材料と

してどういう形を持っていますか。

細かい資料は持ち合わせ○新垣健一学校人事課長

ておりませんが、これまでの流れとして、平成26年

度に船員の採用を何年ぶりかに実施しております。

昨年は実施をしておりませんが、今年度は船員の採

用ということで、今、募集をかけているところでご

ざいます。委員御指摘のとおり、船員につきまして

は年齢が高い層がいるということから、今後、定年

退職等を見据えまして、計画的な採用が必要である

と考えております。今年度、船員を採用いたします

が、状況に応じて来年、再来年と検討していく必要

があると考えております。

定年退職者ばかりが船員の先生みた○新垣新委員

いになっているということが現状なのです。ですの

で、先生方、船員の方々、そして漁民もしっかり育

てるという形をとっていただいて、深刻な問題です

ので、ぜひ頑張っていただきたいと思います。そし

て、さらなる予算確保も平成29年に向けて育てると

いう形で、沖縄水産高校の生徒、クラスの増員も含

めて船舶関係者―このことについては、教育委員会

関係、企画関係、農水関係にも資料を提出している

そうです。業界関係の声も平成29年度にぜひ生かせ

るように頑張っていただきたいと思います。

続きまして、７ページ、生活保護費の分野をお聞

きします。この生活保護費の中の扶助費が年々ふえ

てきていると思いますが、沖縄県の扶助費のふえ方

は全国的にどのような位置づけになっていますか。

今、細かいデータを持ち○大城直人福祉政策課長

合わせていませんが、扶助費について、トレンドと

しては年々増加しています。全国的な位置づけにつ

いても、今、持ち合わせていませんので、お答えす

ることができません。

扶助費がふえていることは間違いあ○新垣新委員

りません。少子高齢化問題に関して、沖縄県の努力

というのは、まずはできること、予防学からやろう

、 、といった観点で 平成27年度も宣伝広告費を使って

イチキロヘラス運動と言っていますよね。その予算

項目はどの項目に当たるのか、そしてイチキロヘラ

ス運動の成果はどのように出ているのか。宣伝費も

使って予算を執行していると思いますので、その検

証と中身をお聞かせください。
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休憩いたします。○狩俣信子委員長

（休憩中に、上記質疑は保健医療部の所管と

なるため、質疑は当該部で行うこととなっ

た ）。

再開いたします。○狩俣信子委員長

新垣新委員。

これは健康長寿課所管のようですの○新垣新委員

で、保健医療部で質疑します。

続きまして、平成27年度子ども生活福祉部の主な

。要因と形としてふえている中身をお聞かせください

この中身の中で、生活が困難な貧困家庭の問題の予

算の位置づけの項目がどこに査定されているか、伺

います。

休憩いたします。○狩俣信子委員長

（休憩中に、上記質疑は当該年度の決算事項

に該当しない旨の確認が行われた ）。

再開いたします。○狩俣信子委員長

新垣新委員。

今年度ですね、失礼いたしました。○新垣新委員

再度お聞きしますが、５ページの諸収入で、収入

未済額が約１億7700万円余りという形で、今、生活

保護費困難という説明がありましたが、困難な中身

をお聞かせください。

まず、諸収入１億7700万○大城直人福祉政策課長

円の収入未済の内訳を申し上げます。

まず（項）貸付金元利収入、これは高齢者逸失整

備資金貸付金元利収入1800万円。婦人更正資金貸付

金元金収入約447万円 そして 項 雑入が１億5271万、 （ ）

円ございますが、これについては生活保護返還金約

１億円、そして児童扶養手当返還金4481万円でござ

います。

そこで伺いますが、沖縄県の全国的○新垣新委員

な生活保護関係の位置づけ、全国的に何番目にいま

すか。

本県の生活保護○長浜広明福祉政策課福祉支援監

の順位ですが、全国で５位となっております。

高いほうですか、低いほうですか。○新垣新委員

全国平均が○長浜広明福祉政策課福祉支援監

16.9パーミルで、沖縄県が25.4パーミル、１位の大

阪府が33.5パーミルでございます。

生活保護費が全国５位と、ワースト○新垣新委員

５に入ってるという問題の中において、これも平成

26年度から数値のパーミルが連動して上がってきて

いると思います 県内41市町村で 群を抜いて上がっ。 、

てきているところ、高いところの内訳をお聞かせく

ださい。

今、資料を確認○長浜広明福祉政策課福祉支援監

しているところですが、世帯数が県内で一番多いと

ころが那覇市で、平成28年８月直近で9353世帯でご

ざいます。次に多いところが沖縄市で3876世帯。そ

れからうるま市が３番目でございまして、2071世帯

となっております。

世帯数もいいのですが、今、私が聞○新垣新委員

いていることは、41市町村のデータを述べなさいと

言っているのです。決算をやっている段階で、県に

上がっている段階なのです。その41市町村の中身を

聞いて、さらなる質疑をしたいのです。答弁になっ

ていません。

恐縮ですが、保○長浜広明福祉政策課福祉支援監

護率で一番高いところからでよろしいですか。

粟国村が54 . 5パーミル、それから那覇市が

38.23パーミル、沖縄市が36.42パーミルでございま

す。

まあ、いいでしょう。私は41市町村○新垣新委員

全て述べよという意味でしたが、なぜそのように言

うのかといいますと、御承知のとおり、生活保護受

給者が年々ふえているという問題において、国民、

県民、市民の税金が投入されているということで、

貧困対策並みに支援と予防学といった努力が必要だ

と思います。これが全てにまたがって連動していく

問題の中に、決算というのは検証ということも連動

して大事なのです ですから 全て述べなさいと言っ。 、

たのです。それはそれとしていいです。今の高い現

、 。状という問題―年々 沖縄県も上がってきています

ワースト５という深刻な問題です。もしかしたら全

国１位という最悪な状況がこれから向かってくると

いう問題において、数字も出ていますので、どのよ

うに考えますか。

新垣委員おっしゃ○金城弘昌子ども生活福祉部長

るように、保護世帯数は年々増加しております。特

に、生活保護につきましては、いわゆる保護から自

立していくことが大切だと考えております。そうい

う中で、県において―市も協力してですが、例えば

就労支援員の専門職を配置することによって、その

辺の対策を講じていくとか、それ以外に高齢者世帯

も大きくなってきていますので、高齢者に対するき

ちんとした支援についてもケースワーカー等が中心

、 、となって取り組んでいくということで 当然ながら

経済情勢が厳しい中ではどうしても生活保護がふえ

ていくと思いますが、適正に生活保護を実施して、

適切に対応していくということで県としてはやって

いきたいと思います。

、○新垣新委員 適正にやっていくことも大事ですが

検証が一番大事ですので、もう一度伺います。数値
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、に対する検証ということで報告書もまとめますので

前年度と対比させるというところが決算なのです。

次に向かう検証というものが大事なのです。

保護率が高い要因○金城弘昌子ども生活福祉部長

として、一般的に言われていますが、県民所得が低

いこと。それから雇用情勢が厳しいと。改善はして

おりますが、まだまだ厳しいと。それと産業基盤が

脆弱で雇用の場が少ないと。それ以外にも離婚率が

高いことや持ち家率が低いこと、国民年金の納付率

が低い等々原因がございます その辺についてはしっ。

かり施策を講じながら、取り組んでいくこととして

おりまして、引き続きその辺の状況については、把

握していきたいと思います。

この改善策に向けては、年々厳しい○新垣新委員

見積もりを持って頑張っていきたいと思います。

次に、10ページ、民生費、母子父子寡婦福祉資金

特別会計の不用額で約5300万円余りが受け取れてい

ないという現実はどういう形ですか。

母子父子寡○名渡山晶子青少年・子ども家庭課長

婦福祉資金の不用額は約5300万円でございます。平

成27年度は不用額が生じていますが、まず貸し付け

の実績から御説明させていただきたいと思います。

平成26年度は貸付件数248件であったのに対して、大

幅に増加して316件になっておりまして、貸付金額も

対前年で約3000万円の増加となっております。この

ことにつきましては、平成27年度からひとり親世帯

の厳しい状況を配慮しまして、より借り入れがしや

すい運用の改善を行っております。具体的には、借

り入れの際の保証人ですが、保証人の所得要件―保

証人を設けないときは借受人の所得要件になります

が、この所得要件をそれまでの生活保護基準額1.4倍

の所得という基準だったところを、親のための貸し

付けに対しては1.2倍、子供のための資金については

1.1倍まで引き下げるというような運用の改善をいた

しました。そのことによって貸付数がかなり増加し

てきておりました。そこを踏まえまして、実は、当

初予算額が１億5000万円余りだったところを資金需

要を見込んで補正をかけております。補正をした中

で不用が生じたということで非常にお叱りを受ける

ことだとは思っていますが、１月、２月、３月に借

。り入れの約８割を占めるのが修学資金でございます

ですから、年度末の資金需要が多いだろうという見

込みのもとで補正をかけた結果、6000万円の増加を

見込みましたが、約1000万円の増加にとどまったと

いうことでの約5300万円の不用という形になったと

ころでございます。

ひとり親世帯や親の世帯、子供世帯○新垣新委員

の貸付金という問題の中で、正直しようがないとこ

ろはしようがないと。助け合うことが沖縄の優しさ

であり、これは大事なことですので、やっていただ

きたいと思います。その問題の中において、再度、

改めて沖縄の現実というのをお聞きしたいと思いま

すが、離婚率やシングルマザー、シングルファザー

の比率があると思います 沖縄の位置づけはどうなっ。

ていますか。

沖縄県にお○名渡山晶子青少年・子ども家庭課長

いては、離婚率が全国１位になっておりまして、児

童扶養手当の受給率も全国１位となっております。

そのような厳しい状況の中、さきの子供の貧困調査

において、ひとり親家庭の貧困率も全国平均を上回

る高い状況となっておりまして、県としましては、

ひとり親家庭の自立促進に向けたいろいろな施策に

取り組んでいるところでございます。

、○新垣新委員 平成26年度も同様の流れで連動して

平成27年度も数字と率が上がってきているという中

で、やはり出た結果と検証をきちんとした形で明記

。して県民に公表するのが決算であるという認識です

これは市町村どこへ行ってもそういう認識だと思い

ます。その中で、平成27年度は改善策を打ってきた

が、数値が伸びてきている、これはやむを得ないと

思います。努力したという中身をお聞かせ願いたい

と思います。

先ほど申し○名渡山晶子青少年・子ども家庭課長

上げましたように、母子父子寡婦福祉資金貸付金に

おける運用の改善であったり、あるいは母子家庭等

、生活支援モデル事業―ゆいはぁと事業ということで

そのような事業やひとり親の就業支援に力を入れた

り、子育て支援に力を入れたりというところで、厳

しい状況を踏まえた施策に取り組んでいるところで

ございます。

あえて厳しいところですが、私も勇○新垣新委員

気を持って言います。95％全てが貧しい方だと思っ

ています。５％は、よく私のところに電話も来ます

し、相談にも来ます。市町村も県の職員もわかって

いると思いますが、それをずる賢く活用してパチン

コに行ったり、飲み歩いたり、高価な車に乗ってい

るという情報も実はあります。そのような問題の中

において、これは困っている方が使うものだよと、

そういったずる賢さというのは、徹底的に許される

行為ではないと思います。国民、県民、市民の税金

ですが、その問題を県は掌握してると思います。そ

の件について伺います。

例えば、先○名渡山晶子青少年・子ども家庭課長

ほど申し上げました、母子家庭等生活支援モデル事
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業においては、対象はひとり親家庭ですが、自立の

意思がある者という要件を設けております。これに

つきましては、この事業自体が約１年間、居宅、ア

パートを借り上げて、無償で提供して、家計の立て

直しをしていただいて、そして１年後には地域で自

立をしていただくということから、家計管理等も含

めて債権、債務を全て出していただいた上での計画

的な貯蓄等にも入り込んだ指導を行っているところ

です。先ほどの貸付金に対してもそうですが、個別

の家庭の事情も踏まえながら、そして自立に向かっ

た、自立的な取り組みも促しながら支援をしている

ところでございます。

、 、○新垣新委員 今 言っている意味もわかりますが

困っている方がこの制度を活用することは問題ない

と。しかし、中には偽造という問題について厳しい

声が聞こえるものですから、そういったことについ

てもし本当に情報が入りましたら 指導と助言をしっ、

かり徹底すると。これは国民、県民、市民の税金で

す。私は全てを悪とは言っていません。一部でこの

ような声を強く耳にするものですから、その問題に

も目を光らせて検証も行っていただきたいと意見を

求めて質疑を終わらせていただきます。

末松文信委員。○狩俣信子委員長

まず、子ども生活福祉部関連でお○末松文信委員

願いいたします。

主要施策の成果に関する報告書の58ページ。認可

外保育施設の認可化促進という事業ですが、実績を

見てみますと、52施設を整備されて、1247名の待機

児童が減少したと。こういう実績になっております

が、これについては大変すばらしい成果だと思って

おります。そういう状況の中で、名護市でも実施さ

れたのであれば、何施設実施したのか、それに伴っ

、て待機児童数が何名減ったのかということについて

まずお伺いしたいと思います。

平成27年度待機児童対○大城清二子育て支援課長

、 、策特別事業の実施により 名護市においては４施設

99名の待機児童の解消が図られております。

そこで今現在、県内での待機児童○末松文信委員

数は何名なのか、それを解消するために必要な施設

の整備計画はどうなっているのか、そこについてお

伺いいたします。

平成28年４月１日現在○大城清二子育て支援課長

の沖縄県の待機児童数は2536名となっております。

また、県においては黄金っ子応援プランに基づきま

して 待機児童解消に取り組んでいますが 平成28年、 、

度と平成29年度の２カ年間で約１万4000人の保育の

量の確保を目指しているところでございます。

2536人の待機数に対して、１万○末松文信委員

4000人対応の施設整備ということですが、これは何

施設ぐらい必要ですか。それと地域別にもしわかれ

ばお願いします。

２カ年間で約１万○金城弘昌子ども生活福祉部長

4000人とお答えしました。平成28年度、平成29年度

ですが、平成28年度は約160カ所で、約8700人でござ

います。平成29年度分についてはこれから市町村と

協議いたしますので、まだ施設数は明らかではござ

いませんが、5000人近くの整備をする中で箇所数が

はっきりしてくるのかと思っております。各市町村

において、平成28年度実施を予定しておりまして、

安心こども基金だけで申し上げますと、14市町村の

整備を予定しております。御参考までに名護市です

と、今年度の予定が安心こども基金で４施設、保育

所等整備交付金で１施設、計５施設、355名の定員増

を予定しているところです。

今、２カ年計画の分をお示しいた○末松文信委員

だきましたが、大体、その程度整備していけば、待

機児童はゼロに限りなく近くなるのでしょうか。

県も市町村と連携○金城弘昌子ども生活福祉部長

しまして、平成29年度末の待機児童解消を目指して

おりますので、しっかり市町村と協力しながら、で

きることは前倒ししながら取り組んでいきたいと考

えています。

決算状況を見ますと、約14億円ほ○末松文信委員

ど不用額が生じておりますが、引き続き待機児童、

保育園整備も含めて頑張っていただきたいと思いま

す。

次に、主要施策の成果に関する報告書65ページ。

子育て総合支援モデル事業ですが、見てみますと、

高校受験者61名中55名の合格者が出ています。そし

て、大学受験者は42名中35名が合格されたというこ

とで、すばらしい成果を出しています。この中で少

し教えていただきたいのですが、この事業を具体的

にどのように実施されているのですか。

○喜舎場健太青少年・子ども家庭課子ども未来政策

この事業には、まず大きく２つの対象者があ室長

ります。まず、小・中学生の子供たちに対する学習

支援。もう一つは高校生、特に高校３年生に対する

大学進学等のための学習支援と、これが大きな２つ

の柱となっております。対象者は、一言で言います

と、準要保護世帯等の厳しい世帯の子供たちで、募

集をするということですので、進学に対して意欲の

ある子供たちに応募していただき、ＮＰＯ等に委託

をした塾で学習支援をするという、いわゆる無料塾

の取り組みとなっております。
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この事業を見てみますと、大変大○末松文信委員

きな成果を得ていると思っていますが、募集する際

の募集要項といいますか、どのような方法で募集さ

れていますか。また、その対象所帯といいますか、

どういう人が対象者なのか教えてください。

○喜舎場健太青少年・子ども家庭課子ども未来政策

募集の内容につきまして、まず小・中学生に室長

対しては町村で認定します。いわゆる準要保護世帯

―就学援助をいただいている世帯、そういった子供

たちが対象となります。高校生につきましては、児

童扶養手当の受給世帯等を対象にして実施しており

ます。

次に、平成27年度歳入歳出決算説○末松文信委員

明資料９ページ。母子父子寡婦福祉資金特別会計で

すが これはＡ欄の計が２億1700万円 調定額が４億、 、

8000万円となっていますが、これはどういうことな

のか御説明をお願いします。

この貸付金○名渡山晶子青少年・子ども家庭課長

につきまして、例えば就学資金でしたら、１年目、

２年目という形で年度を分けて資金の貸し付けをし

。 、ていく関係がございます また償還にありましても

年度ごとの償還という形になってまいりますので、

平成27年度の予算現額と実際に調定する額というの

は、開きが出てくるというところでございます。

予算・決算は、単年度主義だと思○末松文信委員

いますが、過年度にまたがってここに計上するとい

うことですか。

予算は単年○名渡山晶子青少年・子ども家庭課長

度で立てていきますが、調定に関して、例えば今年

度分調定されるものについては今年度に上がってい

くという形で、調定はその部分が入ってくるという

ことでございます。

、○末松文信委員 勉強不足で申しわけないのですが

予算額よりも調定額が上回っているという、しかも

相当な金額が上回っているので、その中身の説明を

お願いしたいと思います。

特別会計の○名渡山晶子青少年・子ども家庭課長

中に資金を管理しておりまして、その貸付残といい

ますか、繰越金が２億円余りある関係で、そこも含

、 。めて決算上 上がってくるということでございます

収入未済額も１億4000万円ありま○末松文信委員

すけれども これと調定額と予算との関係はどうなっ、

ていますか。

調定額の中○名渡山晶子青少年・子ども家庭課長

には未収金の部分も含めて上がってきているところ

でございます。

次に、教育委員会にお願いしたい○末松文信委員

と思います。

主要施策の成果に関する報告書304ページ。進学力

グレードアップ推進事業がありますが、これは生徒

も先生もそれぞれのプログラムを持って推進してい

、 、るようでありますが 具体的な研修内容と参加者が

結果においてどういう評価をされているのか教えて

いただきたいと思います。

、○半嶺満県立学校教育課長 本事業につきましては

難関大学を含めた県外国公立大学等への進学を推進

し、大学等進学率の改善を図るという目的で実施し

ておりまして、平成27年度の研修内容につきまして

は 関東・関西・九州地区の30大学 １研究所 42学、 、 、

部へ、501名の生徒を派遣しています。派遣先の大学

では模擬講義、あるいは学生との情報交換会を実施

。 、しているところであります また派遣生徒を対象に

事前あるいは事後研修をしておりまして、県外から

大学教授あるいは有名予備校講師を招聘しまして、

年間５回の合同学習会を実施しています。さらに教

員を対象に、進路指導力あるいは教科指導力の向上

を図るために、派遣の引率の際に、県外予備校講師

を招聘して―失礼しました。この場合には夏季、そ

れから冬季において、教員向けの研修をしていると

ころでございます。また引率の際にも派遣教師は現

場において、県外予備校講師による研究授業等も受

けております。参加した生徒によりますと、希望大

学での模擬授業や学生との交流を通して、実際に体

験を通して学習意欲が高まった、あるいは進路目標

がより明確になったといった感想が寄せられていま

す。

これも大変いい事業で、希望者も○末松文信委員

多いと思いますが、選考方法について教えていただ

きたいと思います。

選考につきましては、○半嶺満県立学校教育課長

１次選考、２次選考と実施をしておりまして、１次

選考につきましては、書類選考で行っております。

全国比較できる客観学力テストのデータをもとに、

成績上位者から派遣人数の30％程度の合格者を１次

選考で出します。残りの70％の生徒を２次選考にお

いて個人面接を行いまして 例えば１人15分から20分、

程度の面接、あるいは進路希望及び将来の職業希望

等の確認、県外大学等への強い意思等を確認しまし

て、残りの70％を個人面接で選考しているところで

あります。

ちなみに希望者はどのくらいいま○末松文信委員

すか。

平成27年度につきまし○半嶺満県立学校教育課長

、 。て 500名の募集に対して716名の応募がありました
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今、500名の定員に対して700名の○末松文信委員

応募があるということで、これだけの人が勉強する

ということは大変いいことだと思っていますが、今

後、この事業については、もっと人数をふやしてい

くのかどうか、事業展開についてお願いします。

委員のお話にもありま○半嶺満県立学校教育課長

したように、非常に効果的な事業だと我々も捉えて

おりまして 大学進学率等の改善に向けて 平成33年、 、

度まで各プログラム、内容等も充実させて継続させ

ていきたいと考えているところです。

最後に、定員が500名ということで○末松文信委員

すが、地域別で言いますと、例えば北部、名護市で

はどのくらいの人が参加していますか。

今、手元に事後学習の○半嶺満県立学校教育課長

受講者の人数がございますので、それでお答えした

いと思います まず10月におきまして 基本的に10月。 、

の派遣は１年生200名を対象に派遣しておりまして、

北部地区はございませんが、本島地区におきまして

は255名、宮古地区におきましては25名、八重山地区

におきましては37名ということで、宮古・八重山地

区につきましては派遣しない生徒もすばらしい機会

ということで呼びかけをしまして、それ以上に講習

に参加をさせているところです―失礼しました、参

加した北部地区の生徒は７名でございます。

私も孫がいまして、大学受験とい○末松文信委員

うことで本人も大変苦労しているようですが、よく

セミナーを受けるとか受けないという話があります

が、この事業を見たときに、ヤンバルの皆さんがこ

の事業をわかっていないのではないかという感じが

、 、しまして もう少し学校を通じてでも結構ですから

周知徹底をお願いできればと。７名といいますと、

人口割からしても相当少ない感じがしますので、そ

の点について、一言お願いします。

今、北部からは７名という話が○平敷昭人教育長

ありましたが、北部、中部、南部に限らず多くの生

徒がこの事業に対して応募をいただくように、今後

も学校を通して周知に努めてまいります。

教育の機会均等の観点からもぜひ○末松文信委員

そのようにお願いしたいと思います。

比嘉京子委員。○狩俣信子委員長

まず、子ども生活福祉部からお伺○比嘉京子委員

いをいたしたいと思います。

今までのお二方も待機児童解消について質疑をさ

れていますが、平成27年度の待機児童解消のための

関連予算は80億円近くあったかと思われます。それ

で、先ほど他の委員からもありましたように、安心

こども基金と待機児童対策特別事業について、主要

施策の成果に関する報告書の中から質疑をしたいと

思います。

まず、安心こども基金について、予算と決算額は

56ページに書いておりますが、先ほどから気になり

ます繰越額とこれからについての説明を伺います。

安心こども基金事業の○大城清二子育て支援課長

平成27年度繰越額は33億4670万2000円となっており

。 、ます 平成27年度に繰り越した事業につきましては

今年度中には全て完了するという予定で取り組みを

進めているところでございます。

大体、待機児童対策のための事業○比嘉京子委員

費というのは、次年度にかなり多くの処理がされて

いるようですが、これはどうしてでしょうか。

やはり沖縄県は全国で○大城清二子育て支援課長

も待機児童の数が多い県でございます。特に、平成

27年度については、待機児童解消支援交付金―基金

を活用した交付金を市町村に支援を行うということ

で、これまで保育所施設整備を行う場合は、市町村

負担が事業費の８分の１負担でしたが、県の待機児

童解消支援基金の交付金を活用しますと、市町村負

担分の４分の３を沖縄県が支援するということです

、 、ので これまでよりも市町村と同じ負担額であれば

４倍の事業が可能になるということで、平成27年度

はそういった観点で、大分保育所等の施設整備の事

業量が伸びたという事情もございます。

次に、今の安心こども基金の実績○比嘉京子委員

と保育士が何名配置されたかということはおわかり

ですか。

平成27年度安心こども○大城清二子育て支援課長

基金事業において、保育所が平成27年度の現年度予

算で20カ所、それから平成26年度からの繰越予算で

37カ所、合計57カ所が完成しまして、1976人の定員

増が図られております。保育士につきましては、安

心こども基金事業以外で整備した保育所等も含めま

して、平成28年４日１日現在で569人の増、トータル

で8855人の保育士が保育所等で従事しているという

ことで把握しているところでございます。

、 、○比嘉京子委員 今 一生懸命に認可外から認可化

そして保育所の施設増ということをこのように57カ

所も図ってきているわけですが、定員に見合わない

といいますか、定員を受け入れるに足りない保育士

の実態というのはございますか。

県で調査した数字です○大城清二子育て支援課長

が、平成28年４月１日現在で18市町村、45施設にお

いて、必要な数の保育士が確保できずに331名の定員

割れが発生したということでございます。

やはり、保育士にぜひとも戻って○比嘉京子委員
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きてもらうための根本的な施策が必要ではないかと

日ごろからそれをお聞きしているところです。

次に、待機児童対策事業について、主要施策の成

果に関する報告書58ページ。先ほどありました質疑

、 、ですが 予算の総額がすぐ載っているわけですから

１から４までの事業の決算額、それと執行率といい

ますか、それについてお聞きしたいと思います。そ

れから繰り越しもお願いいたします。

まず、１番目の認可外○大城清二子育て支援課長

保育施設の認可化促進につきましては 決算額が10億、

4087万7000円、執行率が86％となっております。繰

越額につきましては、１億3909万4000円となってお

ります。続いて２番目の認可外保育施設指導監督基

準の維持・達成についてですが、決算額が883万

9000円、執行率が66％となっていまして、繰越額は

ございません。続いて３番目の認可外保育施設研修

及び保育材料費助成についてですが、決算額が３億

3347万5000円、執行率が86％でございます。続いて

４番目の認可外保育施設の指導監督について、決算

額が1411万9000円、執行率が97％となっておりまし

て、繰越額はございません。

１番目の認可化促進に多くの予算○比嘉京子委員

が割かれていることがわかります。そこで少し問題

に感じているところは、認可化をするときに保育士

の支援といいますか、指導といいますか、それはこ

のメニューの中には入っていないのですか。

待機児童対策特別事業○大城清二子育て支援課長

につきましては、認可外保育施設の認可化移行促進

を主たる大きな目的としておりますので、そういっ

た認可化に向けた支援については、市町村と協力し

て取り組んでいますが、認可外保育施設に勤務する

保育士に対する支援については、そういった取り組

みをしている観点から、現在のところは特に具体的

な支援等は行っていません。

では認可外保育施設から認可化し○比嘉京子委員

た保育園の課題について、それからその課題に対し

て今後どのような対策等を考えていますか。

認可外保育施設から認○大城清二子育て支援課長

可保育所等へ移行した場合について、県で確認して

いる内容といたしましては、認可外保育施設から小

規模保育事業所に移行した場合に、３歳児以降の受

け入れ先の設定が困難な状況にあるというお話を聞

いているところでございます。今、その対応として

県といたしましては、連携先として公立保育所、そ

れから公立幼稚園の認定こども園化など、そういっ

たものについて市町村に取り組みを提案していると

ころでございます。また国において、平成29年度の

当初予算で小規模保育事業所における３歳児以降の

受け入れ先の設定に係る事業の創設を予定していま

して、その詳細がわかり次第、市町村と意見交換を

してまいりたいと考えています。

国の小規模保育の問題もさること○比嘉京子委員

ながら、結局、３歳未満児を―約19人以下ですか、

見ているわけです。そして、３歳を過ぎるとどこに

行くかという場所を決めずに事業が先行しているわ

けです。上の子がほかの保育園、下の子が小規模保

育園ということも起こり得るわけですよね。そこら

辺ももちろん大変な問題ですが、今、公立保育所を

ゼロにする動きがある一方で、もう一つは小学校附

属の幼稚園において午後の預かりをどれだけ充実さ

せるか、給食をどうするか、この問題の解決をして

いかなければ３歳児の受け入れ体制というのが待っ

たなしでやってくるということを指摘しておきたい

と思います。認可外保育施設の人的配置と資格保有

者の規定というのはどうなっていますか。

認可外保育施設につき○大城清二子育て支援課長

ましては、認可外保育施設の指導監督基準がござい

まして、その中で一応保育士の配置は３分の１以上

配置するよう求めているところです。人的配置につ

きましては、認可保育所と同じようにゼロ歳児であ

、 。れば３名に１人 １歳児については６名に１人です

それから３歳児につきましては20名に１人、４歳児

以降につきましては30名に１人を配置する基準と

なっております。

。○比嘉京子委員 それは守られているのでしょうか

県におきましては、毎○大城清二子育て支援課長

年、年に１回、認可外保育施設に対する立入調査を

実施しているところでございます。この立入調査の

中で人的配置の基準や施設の安全管理的な面などを

指導監督基準にのっとった形で確認をしているとこ

ろでございます。

これは県の問題ではないと思いま○比嘉京子委員

すが、公的な資金がいかない、ある意味で検診費用

であるとか、給食の一部しかいかない、そして人件

費もいかない、運営費もいかない、こういうところ

、 、に認可と同じような人的配置とか 資格であるとか

そういうものを要求しているという現状、これは経

営からいきますと非常に厳しいことを要求している

わけです。これは子供たちの安全の面からするとい

たし方ないと言われればそれまでですが、こういう

ことがないように、できるだけ早く認可化に持って

いくと。ですから、平成29年に向けて皆さんのお力

をぜひとも発揮していただければと思います。子ど

も生活福祉部については終わります。
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次に、教育委員会にお聞きしたいと思います。

まず最初に、公立学校の教職員の健康状態につい

てお聞きしたいと思います。昨年の病気休職者が何

名で、そのうち精神的な疾患はどれぐらいでしょう

か。

平成27年度の病気休職者○新垣健一学校人事課長

数は421名 そのうち精神性疾患による休職者は176人、

でございます。

これは労働組合―労組が調査した○比嘉京子委員

ものとは別個に皆さん独自で調査したという理解で

いいですか。

今、申し上げております○新垣健一学校人事課長

数字は、いわゆる病気に伴って休職をする人数にな

りますので、休職処分につきましては私どもで実施

いたしますので、私どもが押さえている数字という

ところでございます。

過去５年間ぐらいの推移をお聞き○比嘉京子委員

したいのですが、それは増加傾向にあるのか、横ば

いなのか、減少傾向なのかどちらでしょうか。

ここ数年は、ほぼ横ばい○新垣健一学校人事課長

ではございますが、平成23年度の病気休職者数が

373人でございました。それから年を追うごとに

406人、419人、420人、421人ということで、わずか

ではございますがふえている傾向でございます。そ

のうち精神性疾患につきましても、平成23年度158名

が 平成24年度は170名 それから171名 174名 176名、 、 、 、

でございまして、これにつきましても１人、２人ず

つではございますが、増加している傾向でございま

す。

こういう状態について５年以上に○比嘉京子委員

なるわけですが、ワーストになって８年間連続だと

いう報道もありました。それについて効果的な対策

。というのはどのように考えられているのでしょうか

休職者の人数については、先ほ○平敷昭人教育長

ど学校人事課長からお話ししたとおりでございます

が、いずれにしましても先生方が休職をされるとい

うことは教育を進めていく上で非常に痛手であると

認識しておりまして、そういうこともありましてさ

まざまな公務の改善やいろいろな手だてを行いなが

ら対応策をとっていきたいと考えております。

かなり以前からこれは問題になっ○比嘉京子委員

ておりますよね。そこで主な理由として、報道によ

りますとやはり超過勤務―超勤、長時間労働が大き

な問題ではないかと。これはこの間の大手広告代理

店の自殺の問題等も含めて、労務上の問題があるの

ではないかということが一つ理由として大きく挙げ

られると思いますが、超勤の調査というのはなされ

ているのですか。

これまでも職員の健康管○新垣健一学校人事課長

理の観点から、出退勤時間の把握や一月の勤務時間

において一定の時間を超えた分についての報告を求

めてきたところでございます。あわせまして、教職

員の勤務実態についてというところで毎年調査を

行ってきたところでございまして、それにつきまし

ては、調査項目の中で１時間以上時間外勤務を行っ

ているかどうかについて調査を行ってきたところで

ございます。

その超勤の調査結果はどのように○比嘉京子委員

なっていますか。

直近の調査で、一日平均○新垣健一学校人事課長

勤務時間外の業務時間が１時間以上の教職員の割合

、 、 、でございますが 小学校で82.4％ 中学校で86.5％

高等学校で75.1％、特別支援学校で59.0％という状

況でございます。

１時間以上の超勤といいますと、○比嘉京子委員

最大何時間の超勤という調査はなされていらっしゃ

らないですか。

私どもの調査の中では、○新垣健一学校人事課長

最大何時間というような調査はこれまで行っており

ません。

沖縄県教職員組合―沖教組の調査○比嘉京子委員

、 、が去る10月８日に報道されていますが 94時間だの

、 、多くの人が80時間だの これを１日に換算しますと

週５日の間に１日４時間から５時間という状況が起

こっているということになるわけです。そのことに

ついての認識はありますか。

新聞報道による沖教組の○新垣健一学校人事課長

アンケートが2013年度のアンケートに当たるのでは

ではないかと思っております。そのアンケートの中

では、朝の出勤時間が生徒の朝の清掃運動であると

か、そういったところも含めてだと思いますが、朝

１時間ほど早目に出勤をする。勤務時間の後に学校

に残って勤務をする。それから採点等があると思い

ますが、家に持ち帰って１時間ほど残業をする。休

日勤務も月に２回ほどやるということから想定しま

すと、92時間になるのではないかというアンケート

の取りまとめを沖教組が2013年度に行っているとこ

ろでございます。先ほどの繰り返しになりますが、

労働安全衛生等も含めまして、学校側には職員の出

。退勤時間を把握するようこれまでも求めてきました

また、報道等にもございますように、過労死の関係

から80時間や100時間の勤務を超えた職員については

報告を求めてきたところであります。そういう意味

で 職員の健康管理の観点等も含めますと そういっ、 、
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たところは非常に重要なことであると認識しており

ます。

教育長にお聞きしたいのですが、○比嘉京子委員

８年間ワーストということはもっと真剣に沖縄県は

。 、考えるべきだと思います 今のようなお話ではなく

本当にこれだけ多いということは、どういうことを

やらなければいけないのかと。例えば、病気休暇―

病休をとらなくても、休みに至らない過程というの

は、いい教師になり得ないと思います。そのことを

、 、 、考えますと 今 学力云々ということもありますが

それは先生方の健康状態が万全であって、なおかつ

やれることなのです。未病の段階で勤務を続けてい

る可能性もあるということを考えますと、もう少し

真剣に本腰を入れてやらなければいけないと思いま

すが、いかがですか。

精神性疾患で休まれている先生○平敷昭人教育長

方が非常に多いと。それについては多忙が原因では

ないかという御意見を多くいただいております。い

ろいろな意見の中では、多忙と精神疾患の増加の関

係は、必ずしも明らかにはできないという意見もあ

ります。ただ、いろいろな人間関係や数量化しにく

い関係、プライベートの問題などいろいろ要因はあ

ろうかと思いますが、いずれにしましても教育委員

会としては、多忙化の改善のための取り組みをしっ

かりやっていきながら、なおかつ学校において勤務

時間の管理といいますか、把握に努めて、教育委員

会でも長時間勤務者の把握に努めていきながら、い

ろいろな取り組みを引き続きしっかり進めていくこ

とが重要かと考えております。

申しわけないのですが、このよう○比嘉京子委員

な答弁を何年聞いたことだろうと。私は予算・決算

特別委員会で思っています。本当にずるずると、病

休が全国比の３倍であるとか、精神疾患が４割であ

るとか、こういう異常事態を放置してきているとい

うことは、個人の問題として要求を切り捨ててはい

ないだろうかと思います。

最後に、病休者については、１年間に給与の７割

を払うわけですが、臨時で病休の補充者を雇ってい

ると思います。その人数と年間の費用についてお聞

きします。

平成27年度は198人に対し○新垣健一学校人事課長

て、８億9000万円ということです。

休憩いたします。○狩俣信子委員長

午前11時54分 休憩

午後１時24分 再開

再開いたします。○狩俣信子委員長

亀濱玲子委員。

まず、平成27年度決算の民生費に○亀濱玲子委員

ついて、平成27年度歳入歳出決算説明資料６ページ

から７ページにかけて質疑をさせていただきます。

民生費の中で繰越額が約58億円。児童福祉総務費

と社会福祉施設費について、とりわけ聞きたいと思

、 。いますが まずは繰越理由についてお答えください

繰り越しの内訳を申し上○大城直人福祉政策課長

げたいと思います。まず児童福祉総務費、安心こど

も基金で約33億4000万円。保育対策総合支援事業約

７億9000万円、待機児童解消支援基金事業約６億

8000万円、認定こども園施設整備事業約１億8000万

円でございます。これは児童福祉総務費でございま

す。そして社会福祉施設費、障害児者福祉施設等整

備事業費約２億6000万円でございます。繰り越しの

。 、主な理由についても申し上げたいと思います まず

国の緊急対策に伴う２月補正での予算計上となりま

したので、繰越前提といいますか、そのまま繰り越

しをしたケース、そして関係機関との調整のおくれ

に伴いまして繰り越しになったというところでござ

います。

お答えいただきましたけれども、○亀濱玲子委員

今、２月補正というようなことがありまして、この

児童福祉総務費の執行率がが69.6％とかなり低く、

社会福祉施設費が67.5％と。これは例年、このよう

な形の執行率になっていますか。

社会福祉施設費の執行率○大城直人福祉政策課長

を申し上げますと、平成25年が40.1％、平成26年が

58.7％、平成27年は67.5％となっております。そし

て児童福祉総務費の執行率については、平成25年が

75.9％、平成26年が74.8％、平成27年が69.6％でご

ざいます。

例年こんなに低い状況で事業が執○亀濱玲子委員

行されているということは、改善してきた、上がっ

てきたといえばそうなるわけですが、これは次年度

の事業の執行に影響していませんか。

当初、予定する予算を確○大城直人福祉政策課長

保していまして、それで執行率が悪くなっていまし

て、一部は繰り越しをしています。次年度は、緊急

対策の場合は前倒しでやろうということで効果はあ

ると思いますが、一般的な予算の確保上は執行率が

。低いことは好ましい状態ではないと考えております

先日の決算特別委員会でも、監査○亀濱玲子委員

委員が事業計画の純度を上げていかないとだめなの

だということを指摘をされておりましたけれども、

事業計画が予算執行の繰り越し等に影響を及ぼして

いるということは皆さんどのように認識されていま

すか。
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障害児者福祉施設整備費○與那嶺武障害福祉課長

で約２億6293万1000円の繰り越しが生じております

が、障害者支援施設とグループホーム２カ所の整備

を当初予定しておりまして、それを国の緊急対策を

受けまして、当初、平成29年度に事業実施を予定し

ていたものを急遽２月補正で予算措置をしたという

ことであります。結果的には繰り越しになっており

ますが、先ほど申し上げました障害者支援施設とグ

ループホームを今年度の当初予算で繰越予算として

、 。措置しておりまして 既に事業は着工しております

では、新年度の事業執行にさほど○亀濱玲子委員

影響はしていないと。繰越額がこんなにたくさんあ

るのにと単純に思うわけですが、それは余り影響は

していない、スムーズにいっていると捉えてよろし

いですか。

今、委員がおっしゃった○與那嶺武障害福祉課長

ように、あくまで平成29年度当初で予定していた事

業を前倒しで２月補正で予算措置したということで

ありまして、平成29年度の事業の執行に関しては影

響はないということであります。

続いて、民生費の不用額が22億円○亀濱玲子委員

出ているということですが、主な要因についてお答

えください。

民生費の不用額、約22億○大城直人福祉政策課長

円の内訳を申し上げたいと思います。

まず 地域子ども・子育て支援事業で約３億8000万、

円。これは当初の見込みより市町村の補助申請が下

回ったことによるものでございます。安心こども基

金約２億3000万円については、保育所整備補助金に

おいて市町村の事業取り下げ等による不用が生じた

こと。生活保護援助費約２億2000万円においては、

当初の見込みより扶助費が伸びなかったこと。そし

て障害児者福祉施設等整備事業費約１億8000万円に

おいては、先ほど答弁もありましたが国庫補助金内

示額が減になったことによるものであります。

大体、毎年の予算になりますと、○亀濱玲子委員

これぐらいの執行率でこれぐらいの不用額というの

は、通常毎年出ると考えられますか。

子ども生活福祉部全体の○大城直人福祉政策課長

不用額が、平成25年度は約24億円、平成26年度は約

33億円、平成27年度は約22億円ということで、いろ

いろ増減はございますが約20億円台で不用が出てお

ります。

扶助費で使わなくなったものが不○亀濱玲子委員

用になるということは当然あることですが、事業計

画における―いわゆる純度に課題があるということ

はありませんか、大丈夫ですか。

特徴的な例を申し上げま○大城直人福祉政策課長

すと、生活保護費の義務的経費については、まず年

度末にインフルエンザが出て予算が不足することを

避けるために―インフルエンザで高齢者の方が生活

保護に陥るケースがあるものですから、年度末で不

。用がわかっていてもなかなか減額措置ができないと

そして、不足が生じることを避けるために予算を確

保している状況もあります。委員がおっしゃる純度

を上げることに関して、例えば事業費ベースでは、

今、関係機関との調整のおくれと保育所等での答弁

もあったかと思いますが、その辺は改善していかな

いといけないと認識しております。

先ほどの繰り越しの件もそうです○亀濱玲子委員

が、やはり事業計画をしっかり立てて、次年度に影

響が及ばないような事業執行をしていただきたいと

思います。

続いて教育費について、歳入歳出決算説明資料

６ページから７ページにまたがってお聞きします。

この中で学校建設費が執行率54.9％となっており

ますが、この要因は何でしょうか。

この事業については、県立高等○識名敦施設課長

学校の危険改築あるいは新増築に要する工事費等で

ございまして、当初、計画を立てて設計を行い、そ

の段階で校舎の配置や校庭などについて調整を学校

と進めていきますが、その中でＰＴＡ関係や学校と

の調整に時間を要したということで、やむを得ず繰

り越しを行ったということでございます。

その後、事業の執行は順調に進ん○亀濱玲子委員

でいますか。

設計等がおくれて工事がおくれ○識名敦施設課長

るということで繰り越しということになりますが、

、設計がきちんといけば工事もきちんとできますので

おおむね繰り越した予算については、その目的を達

成して校舎の改築等が進んでいるということで理解

をしています。

続いて、小学校費と中学校費の不○亀濱玲子委員

用額の主なものに教職員給与費の執行残という説明

があるのですが、この要因について説明いただけま

すか。

まず小学校費でございま○新垣健一学校人事課長

すが、小学校費につきましては退職手当で、早期退

職が予算積算上のときより減ったということと、普

通退職におきまして、予算編成時に積算をしており

ました１人当たりの職員の退職手当の額が低くなっ

。 、ているというところでございます 普通退職などは

例年のものを見込んで、例えばベテランの先生方で

も退職される場合がございますので、それで見込む
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わけですが、実際にはそれよりも若い先生が退職さ

れるということもございますので、その分で不用額

が生じているところが主な要因でございます。中学

校費につきましても、今回の7000万円ほどの不用額

がございますが、補正予算の際に見込んでおりまし

た、臨時的任用―臨任等の給与等が予算を積算した

際よりも少なくなったことなどによりまして、不用

が生じているところでございます。小学校、中学校

に限らず職員給与費につきましては、当然義務的経

費でございますので、しっかりと予算を措置してい

。 、く必要がございます 当初予算での積算については

年度に入りまして人事異動等で変更がございますの

で、これを11月補正あるいは退職手当につきまして

は２月補正等で減額あるいは増額もして適正な予算

措置をするわけでございますが、３月までの支給に

必要な分がございますので、ある程度の見込みで計

上しているところでございます。そういうところか

ら幾らか不用が出ているところでございますが、ち

なみに今回、職員給与費全体では99.7％の執行率で

ございまして、0.3％が不用というところでございま

す。

現場の先生方に影響した内容では○亀濱玲子委員

ないということが少しわかって安心しました。説明

ありがとうございます。

、 、続いて 主要施策の成果に関する報告書49ページ

生活困窮者自立支援事業ですが、この事業が制度の

、狭間にある支援を目指してということですけれども

、 。その成果 実施状況について説明をいただけますか

生活困窮者自立○長浜広明福祉政策課福祉支援監

支援事業の県全体の新規相談受付件数が4325件。就

労につながった方が621名。それから住居確保給付金

の受給者が373名、学習支援事業による高校合格者数

が249名となっております。

窓口実施主体というのは、各市町○亀濱玲子委員

村になっていますか。

福祉事務所設置○長浜広明福祉政策課福祉支援監

、 。自治体ということで 県と11市で実施しております

住宅緊急手当が平成27年度で終○亀濱玲子委員

わって新たな事業に変わるということですが、この

あたりを少し説明いただけますか。

住宅手当緊急特○長浜広明福祉政策課福祉支援監

別措置事業に関しましては 平成21年度から平成27年、

度まで実施しておりまして、この事業はこれまで予

算事業として実施しておりました。それが平成27年

度から法律に基づく生活困窮者自立相談支援法に基

づきまして、住居確保給付金として実施することに

なり、法的根拠に基づく安定的な事業となったとい

うことでございます。ちなみに、住宅手当緊急特別

措置事業の実績でございますが、県全体で支給件数

が4287件。支給額が約６億円。それから就職につな

がった方が1800名となっております。

生活困窮者支援事業が充実してい○亀濱玲子委員

くようにと思っておりましたので、平成28年度から

また新たな住宅支援が始まるということで、これは

推移を見ていきたいと思います。

、 、続いて 主要施策の成果に関する報告書51ページ

地域生活支援事業について、これはいわゆる５圏域

での実施ということだと思いますが、障害の対象と

なる説明といいますか、どういう障害が対象になっ

、 。て事業が実施されているのか 説明いただけますか

地域生活事業は、基本的○與那嶺武障害福祉課長

には障害のある人が有する能力が適性に応じて日常

生活または社会生活を営むことができるよう支援す

ることを目的とした事業であります。この地域生活

支援事業はさまざまな事業から構成されておりまし

て、一概に障害の種別で申し上げることはできませ

んが、基本的には身体、知的あるいは精神と全ての

障害に対応してさまざまな事業を展開しているとい

うことでございます。

これは各市町村の福祉課が窓口に○亀濱玲子委員

なっていると解してよろしいですか。

窓口といいますか、地域○與那嶺武障害福祉課長

生活支援事業というのは 都道府県が実施主体となっ、

て実施する事業と、市町村が実施する事業というこ

とで２つに大きく分かれております。まず都道府県

が実施する事業につきましては、基本的には県の障

害福祉課及び福祉事務所等が対応していくと。市町

村が実施する事業につきましては、市町村で事業を

実施していくといった事業になっております。

これは派遣事業―いわゆる専門者○亀濱玲子委員

を育てる事業も両方あるわけですか。

主要施策の成果に関する○與那嶺武障害福祉課長

報告書の中に記載があります意思疎通支援者の養成

・派遣ということで、手話通訳者の派遣、また養成

等を行っているところであります。

この事業をどういう形で検証して○亀濱玲子委員

いるのかお聞かせください。

まず手話通訳者の養成と○與那嶺武障害福祉課長

、 、しましては 平成27年度で８名となっておりまして

また手話通訳者以外にも要約筆記者や介助員という

ことで養成をしております。また派遣についても、

さまざまな箇所で派遣しておりまして、特に今後は

、専門的な通訳を行うことができる手話通訳者の養成

そのあたりを強化をしていく必要があるのかと考え
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。 、 、ております ちなみに 先ほど答弁しましたように

平成27年度は８名の合格者を出しておりまして、合

格率を全国的に見ますと高いほうではありますが、

さらに手話通訳者あるいは要約筆記者、盲ろう者向

け通訳・介助員等の養成を進めていく必要があると

考えております。

今、限定をして手話通訳だけを今○亀濱玲子委員

回聞きますが、これが希望した方に十分行き届いて

いるということにはなっていない状況なのです。そ

ういう相談は受けていますが、実績を見ますと派遣

回数もそう多くないのです。ですから、先ほどどの

ように検証されているのですかと伺ったのですが、

これが十分行き届いているという状況にはないと思

います。41市町村において、手話通訳を希望されて

いる必要な方に行き届いていると把握されています

か。

平成27年度の実績で申し○與那嶺武障害福祉課長

上げますと、県内41市町村中26市町村に手話通訳者

が派遣のために登録されておりまして、市町村で申

し上げますと、市町村の手話通訳者の派遣回数―こ

れは延べの派遣回数で4945回となっておりまして、

県での手話通訳者の派遣が35件ということで、基本

的には要請があれば市町村もしくは県で派遣の対応

をしていると認識をしております。

時間がありませんので、問題点だ○亀濱玲子委員

け指摘をしておきたいと思います。実は、市町村に

申し込みますと、１週間前に申し込むようにという

ことを言われたりして、例えば子供がいじめに遭っ

て親が相談したい、不自由であると。今、必要とい

うときに対応できなくて、１週間前に言ってくれな

いと対応できませんという、現実にいろいろなふぐ

あいが生じていますので、やはり障害を持っている

方が必要なときに必要な支援を受けられるという検

証を41自治体で行って、本来ならばしっかりそうい

う対応ができているかということが必要だと思いま

す。ですので、派遣する質について、求められるも

のと応えるものがきちんと合っていないということ

を指摘して、次の質疑に行きたいと思います。

主要施策の成果に関する報告書296ページ、特別支

援教育推進事業について、医療の必要な児童生徒へ

の支援というのは各特別支援学校で平準化されてい

ると考えてよろしいですか。

特別支援学校におきま○半嶺満県立学校教育課長

しては、医療の必要な生徒に対して医療的ケア体制

整備事業を行っておりまして、必要に応じて看護師

等の派遣をしておりますので、基本的には全学校を

対象としてそういう支援がなされていると理解して

おります。

保育所では、酸素が必要な子供た○亀濱玲子委員

ちは保育を受けることができています。今、特別支

援学校では親が付き添いをしていく、あるいは医療

行為が必要な場合は看護師はいるけれども看護師は

医療行為をしないと―保育所ではできていました。

１年生が入学しようと思うとできない。親がついて

来てくださいと言われても親は働いていてそういう

対応はできないと。これは宮古の支援学校の事例で

すが、先ほど平準化していますかと言ったのは、ど

の支援学校も同じようにそういう子は受け入れる体

制、つまりなぜそういうことを聞くのかといいます

と、インクルーシブもある、合理的配慮もある、い

ろいろなことが整っていく中で学校現場ではそうは

なっていませんということを指摘したいので言って

るのですが、それについてはきちんと対応できてい

ますか。

、○新垣伸次県立学校教育課特別支援教育室長 現在

特別支援学校において、酸素の対応は医療的ケアの

、 。範囲の中で 学校教育の中では行われておりません

どういう環境で子供たちが受け入○亀濱玲子委員

れられるかということの平準化あるいは底上げとい

うものはぜひしていただきたいので、資料としてど

ういう医療行為が必要な子が受け入れられている。

どの学校がそうかということについては資料をいた

だきたいということと、酸素の必要な子の受け入れ

をぜひ検討していただきと思います。

最後になりますが、主要施策の成果に関する報告

書69ページ、要保護児童等の支援事業の24時間ホッ

トラインで子供の虐待についての相談を受けられて

いるようですが、これは41市町村全て網羅されてい

る、受け入れられている、対象となっていると考え

てよろしいですか。

児童虐待○名渡山晶子青少年・子ども家庭課長

ホットラインにつきましては、児童相談所が閉所中

の午後５時以降、また開所する翌朝まで、そして祝

祭日等にお電話を受け付ける相談窓口になっており

まして、全市町村からかけられれば対応することが

できるホットラインとなっております。

相談受け付け後、どのような横断○亀濱玲子委員

的なつながりで実施されているのかということが

１点、それと現在の課題は何かをお答えください。

ホットライ○名渡山晶子青少年・子ども家庭課長

ンで受けた相談につきましては、その内容に応じま

して養育支援であったり、虐待相談だったり、さま

ざまな情報がございますので、その内容に即した支

援機関へ基本的に情報提供を行い支援につなげてい
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くというところを基本にしております。

また、この課題といたしましては、やはり寄せら

れる相談が複雑化している、多様化しているという

こともございますので、相談員の資質の向上、それ

から各支援機関につないでいく上での注意事項の把

握等が課題であると考えておりまして、研修の充実

であったりというところに今後さらに取り組んでい

きたいと考えております。

次呂久成崇委員。○狩俣信子委員長

主要施策の成果に関する報告書○次呂久成崇委員

57ページ、保育士産休等代替職員配置支援事業の具

体的な実績について、何施設、何人というのがわか

れば教えていただきたいと思います。

保育士産休等代替職員○大城清二子育て支援課長

配置支援事業につきましては、13市町村、23の保育

所に対し代替職員33人の費用を支援しているところ

でございます。

こちらはかなりニーズが高いか○次呂久成崇委員

と思います。ぜひ保育士が働きやすい環境を継続し

て取り組んでいただきたいと思います。

次に、主要施策の成果に関する報告書59ページ、

事業の効果のところで（１）認可化移行支援事業に

よる運営費支援を52施設に対して実施したというこ

とですが、この52施設のうち何施設が認可園に移行

できたのか。

52施設のうち 平成28年○大城清二子育て支援課長 、

４月１日までに15施設が認可保育所等に移行してお

ります。

、○次呂久成崇委員 それ以外の運営施設というのは

今年度も支援を継続していくということでよろしい

でしょうか。

平成28年４月１日まで○大城清二子育て支援課長

に認可保育所等に移行できなかった認可外保育施設

につきましては、引き続き平成28年度も支援を継続

しているところでございます。

次に （２）認可外保育施設への○次呂久成崇委員 、

立入調査による指導・助言により 「認可外保育施設、

の指導監督基準を満たす旨の証明書」を22施設に対

して交付したということですが、これは平成27年度

。 、中は新規で22施設ということでしょうか それとも

ずっと継続でということなのか、教えていただきた

いと思います。

この22施設につきまし○大城清二子育て支援課長

ては、平成27年度に新規で指導監督基準を満たす旨

の証明書を交付した施設の数になっております。

その22施設のうち、新たに認可○次呂久成崇委員

化移行を希望している園というのは何施設あるので

しょうか。

22施設のうち新たに認○大城清二子育て支援課長

可化を希望している施設の数は、３施設になってお

ります。

それ以外のところは、認可化移○次呂久成崇委員

行は希望していないということでしょうか。

22施設のうち、既に小○大城清二子育て支援課長

規模保育事業所等へ移行したところが６施設ござい

ます。そのほかに移行を予定しているのが５施設。

それに加えて移行を希望しているのが３施設という

ことでございます。

そのうち、小規模保育は何施設○次呂久成崇委員

ぐらいあるのでしょうか。

小規模保育事業所に移○大城清二子育て支援課長

行が済んでいるところが６施設。次年度以降予定を

しているところが２施設。それから、今、市町村が

公募をかけていて、そこに応募しているのが１施設

ということになっております。

先ほども他の委員からありまし○次呂久成崇委員

たが、小規模施設がふえることによって３歳児の受

け皿がかなり必要になってくるかと思います。今、

３歳児の受け入れについて、主な受け入れ先となっ

てくるのが公立幼稚園になってくるのではないかと

思っていますが、３歳児の受け入れについて教育委

員会ではどのように考えていらっしゃいますか。

未就学児につきまして○大城清二子育て支援課長

は、保育を必要とする３歳児以上の児童―通常２号

児童と言っていますが、２号認定を受けた児童と、

幼稚園に通っている児童は１号認定児童ということ

で、保育を必要をしていない児童ということでござ

いまして、今回、小規模保育事業所から３歳児が移

行する場合、基本的に２号認定児童ということにな

りますので、受け入れ先は幼稚園ではなく、県でも

先ほど御答弁させていただいたのですが、市町村の

保育所または現在市町村の幼稚園を認定こども園と

いうことで移行していただいて、そちらで受け入れ

ができないだろうかということで、今、提案をさせ

ていただいているところでございます。

次に、主要施策の成果に関する○次呂久成崇委員

報告書60ページ、待機児童解消支援基金事業で、市

町村における独自の待機児童対策事業や市町村の組

織体制の強化事業への支援を実施しているというこ

とですが、各市町村では独自の事業としてどのよう

なことを行っているのか、教えていただきたいと思

います。

市町村が独自に行って○大城清二子育て支援課長

いる事業といたしましては、保育士の確保。具体的
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には、石垣市で保育士を確保するために渡航費用の

支援等を行っておりますが そういった市町村が行っ、

ている事業に対しても交付金が適用できるというこ

とでございます。あとは保育士の処遇向上、処遇改

善ということで、公立保育所の保育士の賃金をアッ

、プするといった取り組みをしている市町村に対して

その基金も活用できると。それから、保育補助者を

採用した場合に、人件費に係る分の支援も充当でき

ると。そういった形で市町村が独自で取り組んでい

る内容に対しても待機児童解消支援交付金が充当で

きるということになっております。

続いて、主要施策の成果に関す○次呂久成崇委員

る報告書62ページ。放課後児童クラブ支援事業につ

いてお伺いしたいと思います。公的施設を活用した

放課後児童クラブの設置数が平成23年の122カ所から

平成27年度は135カ所ということで、13カ所の増と

なっています。執行率でいいますと54％ぐらいかと

思いますが、この進捗状況をどのようにお考えなの

かお願いしたいと思います。

放課後児童クラブ支援○大城清二子育て支援課長

事業につきまして、平成27年度は委員御指摘のよう

に執行率が54.9％と低い執行率となっております。

そのうち繰越額が約5900万円、不用額が約2900万円

。 、となっております 具体的な繰越額につきましては

整備を予定していた７カ所について、平成27年度の

年度内に事業が完了できないということで繰り越し

をしております。あと不用額につきましても、当初

予定をしておりました箇所について―うるま市と沖

縄市の２カ所になりますが、建設場所の調整や実施

設計のおくれから事業着手に至らなかったという形

で不用ということになっております。

少し前後しますが、主要施策の○次呂久成崇委員

成果に関する報告書307ページ、学校・家庭・地域の

連携協力推進事業ということで、こちらの２番目の

放課後子ども教室推進事業は、19市町村、132教室で

開催されていて 利用者が大人 子供を合わせて18万、 、

2000人と多く、物すごくニーズもあると思います。

これは放課後児童クラブとあわせて放課後の保護者

と子供たちの居場所づくりというのが本当に急務で

はないかと思っております。そこで教育委員会にお

、 、聞きしたいのですが 各自治体によって学校の現場

余裕教室の提供と、そこがなかなか進まない、また

は余裕教室があるとか、ないとかということで、公

的な放課後児童クラブの設置というのが自治体に

よって物すごく進んでいるところと、そうではない

ところとの開きがあるのではないかと思っています

が、見解についてお聞きしたいと思います。

今、市町村の取り組○佐次田薫生涯学習振興課長

みの中で温度差があるということですが、この事業

については平成26年度から厚生労働省のプランの中

で福祉と一体となって実施していくようにというこ

とでございます それについて市町村には周知を図っ。

ているところでして、その中で行政説明等をやる機

会がありますので、その中で市町村教育委員会にも

取り組みについて強化していただきたいということ

で説明してきたいと考えております。

続いて、主要施策の成果に関す○次呂久成崇委員

、 、る報告書64ページ 保育対策総合支援事業について

各事業４つありますが、こちらの予算額また決算額

について教えていただきたいと思います。

まず、保育士修学資金○大城清二子育て支援課長

貸付事業につきまして、予算額が２億938万7000円。

それから決算額が―もう一度お答えさせていただき

ます。２月補正予算もございましたので、２月補正

予算後の最終予算額が保育士修学資金貸付事業につ

きましては ８億2278万4000円 決算額が６億9625万、 、

9000円となっております。それから保育体制強化事

業の最終予算額が970万6000円 決算額も同じく970万、

6000円でございます。それから認可外保育施設衛生

・安全対策事業につきましては、最終予算額が193万

4000円、決算額も同額となっております。それから

保育士養成施設就職促進事業につきましては、最終

予算額が78万円で、決算額も同額の78万円となって

おります。

保育士修学資金貸付事業で106件○次呂久成崇委員

とありますが、これは申請が106件ということでしょ

うか。それとも、実際に貸し付けたものが106件とい

うことでしょうか。こちらはたしか内容が離島であ

れば―例えば、宮古島市は３年従事すれば返済はゼ

ロと ただ 同じ離島でも石垣市の場合はたしか５年。 、

だったと思います 同じ離島なのに なぜ宮古は３年。 、

で、八重山は５年なのかという理由をお伺いしたい

と思います。

まず保育士修学資○金城弘昌子ども生活福祉部長

金についてですが、この事業につきましては国庫補

助事業となっております。この貸付金の返還免除に

ついては国の要綱で定められていまして、県もそれ

を準用しております。基本的には要綱で、保育士は

保育所等で５年間勤務した場合は貸付金の返還免除

と定めておりますが、一方で、過疎地域自立促進特

別法措置法に基づいて、控除されている過疎地域―

県内に18市町村ございますが、そこは要綱で法に基

づいて３年間勤務すると返還免除と定められており

ます。石垣市については、過疎地域自立促進特別法
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措置法に基づく過疎地域には該当しないということ

で、５年となっているところでございます。

宮古島市は該当して、石垣市は○次呂久成崇委員

該当しないということですか。

経緯でございます○金城弘昌子ども生活福祉部長

が、宮古島市については、平成17年10月１日では過

疎地域ではございませんでした。ただ、旧平良市と

それ以外の過疎地域である旧城辺町、旧下地町、旧

上野村、旧伊良部町と合併したことによって、みな

し過疎地域と要綱で定められました。それに基づい

て３年で返還免除と位置づけられているところでご

ざいます。

これは同じ離島でありながら、○次呂久成崇委員

なかなか納得しにくいところです。実際に、八重山

の３高校から保育所を目指して養成校に進学すると

いう子供が10人いないのです。そういう中で、こう

いう貸付事業があるということは、やはり保育士を

目指す人材を確保するために、またこの事業がある

ので挑戦してみたいという方もふえてくるのではな

いかと思いますので、ぜひまた県独自でもそういう

貸付等、また返還のものも含めて、今後検討してい

ただきたいと思います。

、 、続いて 主要施策の成果に関する報告書311ページ

家庭教育力促進「やーなれー」事業の概要をお聞き

したいと思います。

家庭教育力促進 やー○佐次田薫生涯学習振興課長 「

なれー」事業ですが、この事業は子供たちの基本的

な生活習慣の確立、規範意識の向上など、家庭教育

の改善充実のため家庭教育に関する学習機会の提供

を通して学ぶ環境を整えて家庭教育力を高めていき

。たいということを目的としている事業でございます

具体的には、家庭教育支援リーダーや家庭教育支援

アドバイザーによる夢実現「親のまなびあい」プロ

グラムの実施を通して、家庭教育支援活動の推進、

生活実態調査等による検証活動、家庭教育の重要性

や必要性を広く県民に周知を図る広報活動などを

行っている事業でございます。

アドバイザーなど、推奨する方○次呂久成崇委員

がいろいろいらっしゃるかと思いますが、実際は何

名で具体的に活動をなさっているのかお伺いしたい

と思います。

平成27年度、家庭教○佐次田薫生涯学習振興課長

育支援アドバイザーは223名が登録されております。

その内容としましては、県内各地の学校や公民館で

「親のまなびあい」プログラムをアドバイザーが実

施している状況でございます。平成28年９月30日現

在は、登録者数が348名となっています。実際のプロ

グラムの内容につきましては、保護者が家庭教育に

ついてともに気づき、ともに考え、楽しく学び合う

ということで、プログラムの内容を生活習慣や学習

環境、規範意識、マナー、体験活動などテーマを幼

児期や小学校低学年、高学年、中学校、高校で分け

まして その中でプログラムを選んでいただいて行っ、

ていくということになっています。

このアドバイザーの方が私たち○次呂久成崇委員

の地元でも一生懸命頑張っていらっしゃって、いろ

いろな団体―スポーツ少年団の部活であったり、お

父さん、お母さんの模合の場などに行って、自分で

いろいろ周知をしながら活動をやっているというこ

とを私も実際に目の当たりにしていますが、本当に

とてもいい事業だと思いますので、周知をしっかり

やっていただきたいと思います。

平良昭一委員。○狩俣信子委員長

主要施策の成果に関する報告書○平良昭一委員

56ページ、安心こども基金事業の成果と、これはい

つから行っているのか、お伺いしたいと思います。

安心こども基金事業に○大城清二子育て支援課長

つきましては、平成20年度から基金を造成いたしま

して、平成21年度以降、その残高を活用して事業を

継続しているところでございます。安心こども基金

につきましては 平成26年度までで積み立てはストッ、

プしている状況でございます。

当然 各市町村からの要望が上がっ○平良昭一委員 、

ての対応だと思いますが、各市町村の要望はしっか

り聞いているということでしょうか。

保育所整備に係る要望○大城清二子育て支援課長

につきましては、現在、安心こども基金事業のほか

に保育所等整備交付金、それから保育対策総合支援

事業費補助金などもございますので、市町村からの

要望を受けて、より適切な事業等について市町村と

相談しながら事業化を行っているという状況でござ

います。

当然、市町村からの要望は100％聞○平良昭一委員

いてもらわないといけないものだと思います。そこ

で、この基金は平成26年度で積み立てが終わったと

受け取りましたが、今後の基金の状況というのはど

うなるのでしょうか。

安心こども基金事業に○大城清二子育て支援課長

つきましては、平成26年度で一旦ストップしていま

すが、平成27年度からは原則として積み増しは行わ

ずに、現在、基金に積み立てている残額の範囲内で

活用していくということで、この残額がなくなれば

安心こども基金を使った保育所等の整備事業につい

ては終了するということで考えております。
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この基金がなくなると事業が終わ○平良昭一委員

るということですが、また新しいことも考えないと

いけないと思います。その中で、今後の課題と展望

等をお聞かせ願います。

今、委員から課題と展○大城清二子育て支援課長

望について御質疑がありましたが、展望といいます

か、安心こども基金につきましては現在の残高が終

了すれば基金を使った保育所整備の事業は終了しま

すが、それにかわって平成27年度から新たに保育所

等整備交付金や保育対策総合支援事業費の補助金の

事業が創設されていますので、その事業で保育所整

備を実施していくことになると。あと課題につきま

しては、やはり保育所整備についてはどうしても市

町村の事業費の市町村負担分の対応であったり、そ

れに付随して保育士の確保とか、そういった面でい

ろいろ負担の面、それから建物をつくった後それを

運営するための人材の確保、そういったことが今後

。課題になってくるのかということで考えております

次に、主要施策の成果に関する報○平良昭一委員

告書62ページ、放課後児童クラブ支援事業ですが、

これはどういう施設があるのでしょうか。空き教室

や児童館というのは聞いたことがありますが、それ

以外にどういう施設で対応していますか。

放課後児童クラブの実○大城清二子育て支援課長

施場所につきましては、今、委員からお話のありま

した学校施設を活用した空き教室、それから学校敷

地内に専用施設を設置して運営するものと、あとは

公的施設であれば公民館であったり、保育所、そう

いったものが実施場所として利用されていると。民

間施設につきましては、民間のアパートなど、そう

いった建物の一室を活用して放課後児童クラブの運

営ということで実施されている状況でございます。

幼稚園の子供たちというのはどう○平良昭一委員

しても午前中だけで、午後をどうするかということ

は親御さんの大変な問題ですよね。それに対応する

ためにそういうことが出てきていると思いますが、

一番いいことは学校―要するに、幼稚園は小学校と

併設しているところが多いと思いますので、そうい

う活用方法というのが一番いいのではないかと思い

ます。そして、一番気になることは、小学校と併設

されていない幼稚園があると思います。地域によっ

ては、幼稚園がないところと。以前の文教厚生委員

会の中でも、認定こども園の関係で20人以下は認定

こども園でできないということで、小学校に幼稚園

がないところがあるということも指摘しましたが、

関連して教育の機会の均等の立場からそういう状況

を―教育委員会もいらっしゃいますので、どう思っ

ているのか聞きたいと思います。地域によって併設

されていない学校が、私立以外の中であるのでしょ

うか。

今の御質疑ですが、○石川聡参事兼義務教育課長

石垣市に小学校と併設されていない幼稚園があると

いうことを聞いております。

。 、○平良昭一委員 １校だけですか わからないなら

わからないでいいです。

大変申しわけないの○石川聡参事兼義務教育課長

ですが、今、手元に資料がなく、把握していない状

況ですので、また持ち帰って調べていきたいと思い

ます。

。○平良昭一委員 ここの話でも既に４校出ています

私の地元にも１校あります。認定こども園という制

度ができて、これが救えるかと思いましたが、20名

以上集まらないとできないということで、そういう

幼稚園教育―幼児もそうですが、小学校に上がるま

での１年間の幼稚園教育というのはとても大事な時

期なのです。教育の機会均等というのはそこもあり

ますので、そういうところにも光を当てていただき

たい。そういう気持ちを言いたいのですが、教育長

はいかがでしょうか。

御質疑の趣旨をきちんと受けと○平敷昭人教育長

めているかどうかですが、沖縄県は全国と違いまし

て、小学校に公立幼稚園が併設されているというの

が特徴であると。ほかの県ではそういうものがない

という、いろいろな歴史的な経緯などがあります。

そういうことで、全国と比べたら逆に珍しいという

ことではあります。そういう併設されているかいな

いかというのは、いろいろな経緯がありましてそう

いう状況になったのかと思いますので、今の委員の

おっしゃる八重山の状況、今、お答えできなかった

のですが、小学校就学前の幼稚園教育というのは極

めて重要だということで、黄金っ子応援プランとか

ありまして、沖縄型の幼児教育ということで進めて

います。公立幼稚園を確認して、私立の幼稚園や保

育園とも連携して、小学校の授業を見たり、施設を

見たり、円滑に小学校に移行するための取り組みを

やっているわけですが、そういった中で併設されて

いない幼稚園についても、円滑な移行についていろ

いろな取り組みができないかということで検討して

まいりたいと思います。

。○平良昭一委員 沖縄型の幼稚園教育でいいのです

そういう歴史があるわけですから。私が言いたいこ

とは、とにかく同じように幼稚園に通えるような状

。 、況をつくってほしいと それが今後の課題ですから

ぜひ心に受けとめておいてほしいと思います。
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次に民生費の中で、社会福祉協議会―社協が各地

域にあると思いますが、それに対してどのような支

援が行われているのかお伺いします。

まず支援といいますか、○大城直人福祉政策課長

補助などの事業を行っておりまして、県と社協と一

体となって事業を行っています。１点目は、福島の

原発事故避難者等を含む生活に困窮する方々に対し

。て生活費等の貸し付けを行う生活福祉資金貸付事業

社会福祉活動の推進方策に関する調査、企画立案、

広報等を行う福祉活動指導員に要する経費。大変失

礼しました。

休憩いたします。○狩俣信子委員長

休憩中に 福祉政策課長から質疑は県が行っ（ 、

ている社会福祉協議会に対する支援内容で

よいかとの確認があった ）。

再開いたします。○狩俣信子委員長

大城直人福祉政策課長。

大変失礼しました。○大城直人福祉政策課長

まず、市町村の社協に対して県が直接的な支援や

補助等はやっていません。

地域の社会福祉協議会と地元の市○平良昭一委員

町村の福祉の窓口が意外にうまくいっていないので

す。沖縄県の中にもそういう連合会みたいなものが

あって、連携しているのかと思ってそれを聞いてい

ます。今、言っておりましたが、今回陳情に出た福

島の問題について地域の声が上がってきて、社会福

祉協議会のメンバーはやりたいけれどもどうしてい

いかわからないということで、市町村の窓口と全く

うまくいっていないのです。そういう観点から、ぜ

ひ県からそういう指導があればいいなと思って聞い

ていますが、その辺の観点はいかがでしょうか。

委員の御指摘のとおり、○大城直人福祉政策課長

福島の原発事故避難者等を含む生活に困窮する方々

に対して生活費等の貸し付けを行う生活福祉基金貸

付事業を行っています。相談窓口は市町村社協で、

。 、決定は県社協で行っています 委員御指摘のとおり

一義的には、そういう避難者、生活困窮に陥った場

合の相談窓口は総合的に市町村が行っていまして、

その事業メニューを知らないケースが多々あるとは

思います。この辺は十分周知徹底を図りたいと思い

ます。

言っているとおりです。県内に散○平良昭一委員

らばっていて、都市部だけではなくて、ヤンバルに

もたくさんいます。それが直接ここに来るわけでは

なく、窓口で相談をして、そして社協のメンバーに

は一生懸命やりたいという気持ちがあるものですか

、 。ら そこをうまく連携させてサポートしてほしいと

非常にそれが大事ですから、県でもそういう主体性

を持ってやっていただきたいと思います。

次に、主要施策の成果に関する報告書46ページ、

民生委員事業費ですが、どこの市町村もなり手がい

なくて大変困っている状況だと思います。県内の実

情を教えてほしいと思います。

まず、直近平成28年４月○大城直人福祉政策課長

現在の民生委員の状況を申し上げます 定数は2368名。

で、現員が2108名ですので、欠員が260名、充足率は

89.0％となっています。

ある程度見識を持っている方々で○平良昭一委員

、ないと対応できないということもよくわかりますが

公務員は当然できませんけれども、公務員の退職者

は民生委員になれますか。

退職公務員は民生委員に○大城直人福祉政策課長

なることができます。民生委員の業務は、公務員や

教員等の在職中の業務と関連するものが多く、その

知識、経験、ノウハウを生かすことができることか

ら、民生委員としての適正は十分にあると考えてい

ます。

市町村議員は民生委員になれます○平良昭一委員

か。

民生委員法第16条を読み○大城直人福祉政策課長

上げたいと思います。

政治目的への利用禁止 「民生委員は、その職務上。

の地位を政党または政治的目的のために利用しては

ならない 」。

第２項 前項の規定に違反した民生委員は 第11条、「 、

及び第12条の規定に従い解職させられるものとす

る 」という規定があります。また本県も民生委員候。

補者審査要領で、原則として現職議員の選出は避け

るものとすると規定していることから、平成28年現

在も議員はいらっしゃいません。

ということは、沖縄県の審査基準○平良昭一委員

は明確に明文化されているということですか。

審査要領ですので、要領○大城直人福祉政策課長

の類いで明文化されています。民生委員法では、議

員を直接禁止はしていませんが、政治活動をしては

いけないという規定になっています。

教育委員会に移ります。○平良昭一委員

主要施策の成果に関する報告書291ページ、就職活

動キックオフ事業ですが、就職率を上げるためには

、当然早い時期からやらないといけないと思いますし

大変いい事業だと思いますが、その成果をもう少し

詳しくお願いいたします。

就職活動キックオフ事○半嶺満県立学校教育課長

業の目的でありますが、高校生の就職内定率の向上
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と早期離職の防止ということで実施しております。

取り組みとしまして、就職支援員の配置や就職を希

望する生徒を対象にした宿泊研修を実施しておりま

す。効果として、就職支援員の配置による就職指導

の充実、あるいは宿泊研修による就職活動の早期化

が図られているものと理解しています。また、就職

内定率につきましても、沖縄労働局によりますと、

平成28年３月卒業者の内定率―６月末ですが、内定

率が93.6％と過去最高となっております。

大変就職内定率が上がることはい○平良昭一委員

いことですし、親御さんからしてもそれが一番安心

するのです。そういう面もありますが、自分が考え

ているものと、いわゆる職場に入って少し違うなと

いうことがよくあるのです その面は 就職活動キッ。 、

クオフ事業の中で、そこまで踏み込んで指導するよ

うな状況もやっているのでしょうか。

その取り組みの中で、○半嶺満県立学校教育課長

生徒キックオフの研修がございます。その中で取り

組んでいる内容ですが、例えばキャリアデザイン講

座等により希望職種を明確にしてミスマッチの防止

を図るような取り組み。それから、履歴書作成ある

いは労働法規、マナー、面接対策等の講座を受講す

るといった実戦的なスキルを身につける研修内容で

ございます。さらには、就職活動のプログラムの作

成により、夏休み中の準備から８月末の応募、９月

の選考試験まで主体的な就職活動の計画を立案する

といった取り組みを研修の中で実施しております。

県内志向がかなり多くなってきて○平良昭一委員

いて、仕事をしたいというのが現状だと思います。

しかし、なかなか就職先がないということで、本土

からの会社がなかなか入ってこない状況がありまし

て、そこをどう打開していくかということがありま

すが、その辺の取り組みはどうですか。

委員御指摘のとおり、○半嶺満県立学校教育課長

県内志向が高い傾向がありますが、そのために県外

の就職の促進を図っておりまして、各学校におきま

しては、県外の求人開拓、定着指導ということで、

５月に教員を派遣しまして、県外の求人開拓を行っ

ているところであります。

よくわかりました。○平良昭一委員

次に、主要施策の成果に関する報告書300ページ、

、 、複式学級の教育環境改善について 中身を見ますと

８名以上の複式学級ということですが、７名以下の

複式学級もかなりあります。そういう面で８名以下

はどのように対応していらっしゃるのでしょうか。

複式学級教育環境改善事○新垣健一学校人事課長

業につきましては 委員御指摘のように８名以上16名、

以下の児童で構成する複式学級に学習支援を非常勤

講師として派遣しているものでございます。７名以

下の複式学級につきましては、いわゆる少人数指導

の体制がとれて、個別指導が対応可能ということで

事業の対象とはしておりません。ですので、１人の

。先生で２つの学年を教えているところでございます

では、この８名の基準についても○平良昭一委員

う少し教えてください 要するに ７名であれば１人。 、

の先生で十分対応できると皆さんは考えているので

すか。

おっしゃるとおりでござ○新垣健一学校人事課長

います。複式学級につきましては、小学校１年生を

含む児童数が８人以下の場合、あるいは小学校１年

生を除く児童数が16人以下の場合は複式学級を編成

することができるとされています。複式学級につき

ましては、１人の先生で多学年を教えるということ

から、きめ細かなといいますか、少人数指導のこと

が課題となりますが、７人以下につきましては先ほ

ど申し上げましたとおり、少人数指導の体制がとれ

るということから、この事業の対象とはしていない

ところでございます。

少し納得がいかないです。高学年○平良昭一委員

、 、はそれでいいと思いますが 小学校低学年の場合は

３名、４名でも１人の先生が見ることは難しいと思

います。それは状況に応じて、低学年、高学年とい

うのは範囲を広げた考え方を持っていたほうがいい

のではないですか。席を立ったり、小学校１年生、

２年生の子供たちはそうですから。その辺を含めな

がら、これは改善の余地があるのではないかという

ことだけは、指摘しておきたいと思います。

最後になりますが、主要施策の成果に関する報告

書312ページ、スクールカウンセラー・スクールソー

シャルワーカー等配置事業について、県立高等学校

の件に少し踏み込んでいきたいのですが、いわゆる

中途退学者が県内はかなり多いという情報を聞かさ

れました。その中で、８月に文教厚生委員会で八重

山３高校へ行きましたが、そこの沖縄県立八重山高

等学校―八重山高校が中途退学者が３年間ゼロなの

です こんないい学校があるのかと驚きました ソー。 。

シャルワーカーの配置等の中で２人しか配置してい

ませんが、実はほかの学校ではそれがネックになっ

ているのではないかと思います ソーシャルワーカー。

を八重山高校が入れているかどうかはわかりません

が、とにかく３年間中途退学者をゼロにできる県立

高等学校があるのです。そういう面では、もう少し

その辺に力を入れるべきだと思いますが どうでしょ、

うか。
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八重山高校の事例の件○半嶺満県立学校教育課長

ですが、確認をしております。八重山高校の取り組

みですが、新たな取り組みとして、生徒の実態分析

結果を学校独自で行いまして、特に１年生に課題が

あるということで、教育相談担当教員という方が校

内におります。それを１学年に位置づけ、担任との

連携強化を図って、生徒の支援に努めた結果である

という報告を受けております。その他の取り組みと

して、スクールカウンセラーとの連携であったり、

わかる授業の展開、そういった取り組みも並行して

行っていますが、特に新たな取り組みとして校内の

教育相談担当教諭を１年生に位置づけて、担任との

連携強化を図ったと、そのような報告を受けていま

す。

実績はすばらしいです。そういう○平良昭一委員

面を模範として見習うべきです。となれば、そうい

う実績を徹底してやっていく、そういうソーシャル

ワーカーが必要です。各学校にもやってもらいたい

です。今回、県立高等学校は２名ですよね。そうで

あれば、もっともっと力を入れながら取り組むべき

だと思いますが……。

スクールカウンセラー○半嶺満県立学校教育課長

の配置につきましては、現在、県立学校の52校につ

きまして配置をしておりまして、充実を図っている

ところでございます。

スクールソーシャル○石川聡参事兼義務教育課長

ワーカーの配置は、小・中学校に20名配置している

ところですが、小・中学校の子供たちと相談する中

でその20名の中に高校生が２人含まれていたという

、 、ことで 312ページの２名は配置数の２名ではなくて

相談実績の２名という数字になっています。

最後に、これを含めて教育長に聞○平良昭一委員

きたいのですが、やはり八重山高校の実績も言いま

したが、そういうスクールカウンセラーなど、そう

いうことも含めながら、またいろいろな分野の中で

も県立高等学校での対策はあるはずですので、ぜひ

それに対しての取り組みについて、いま一度聞きた

いと思います。

各学校では、スクールカウンセ○平敷昭人教育長

ラーがおりまして、スクールソーシャルワーカーは

教育事務所に配置していますが、児童生徒の悩み事

やいろいろな事案に対応していけるよう充実に努め

てまいりたいと考えております。

瑞慶覧功委員。○狩俣信子委員長

まず子ども生活福祉部、主要施策○瑞慶覧功委員

の成果に関する報告書48ページ、地域福祉推進事業

費６の外国人介護士候補者受入施設学習支援事業の

目的について伺います。

この事業は、経済連携協○大城直人福祉政策課長

定―ＥＰＡに基づき、日本に入国した介護福祉士―

資格取得を目指す候補者が介護福祉士の国家試験に

合格できるよう、日本語及び介護分野の専門知識に

係る学習の支援を行うことを目的に実施しておりま

す。

このＥＰＡというのは、国の施策○瑞慶覧功委員

で受け入れて、将来的には日本の国内でそういう介

護士を受け入れるという形になるのですか。

まず、当然日本語も教え○大城直人福祉政策課長

て、日本の知識、介護分野の専門知識も教えますの

で、就職は前提であります。

これまでに何名の外国人を研修に○瑞慶覧功委員

受け入れたのか、国別とその理由を説明してくださ

い。

現在までに、県内の施設○大城直人福祉政策課長

では33名の候補者を受け入れました。国別で申し上

げますと、インドネシアが13名、フィリピンが20名

となっています。

そのうち何名が県内で、今、就職○瑞慶覧功委員

していますか。

国家試験に合格した候補○大城直人福祉政策課長

者は９名いまして、うち２名が県内に就職しており

ます。

受け入れ施設と補助の状況につい○瑞慶覧功委員

て。

県内の受け入れ施設は、○大城直人福祉政策課長

特別養護老人ホーム東雲の丘、介護老人保健施設ア

ルカディアで、決算の状況は、平成27年度が212万

4000円でした。

全国的に、介護士の賃金を初め労○瑞慶覧功委員

働条件が劣悪なためになり手が少ないとか、中途採

用者が多いことが指摘されていますが、本来はその

ような労働条件とか、処遇改善に力を入れるべきだ

と思います。外国人に安易に頼っているような事業

に思えるので少し疑問を感じていますが、事業に対

する評価と今後の方針について伺います。

どうしても都会志向に○大城直人福祉政策課長

なって、合格されても東京、大阪、名古屋等に就職

される方が多いようです。しかし、委員の御指摘の

とおり、本事業は必ずしも県内介護従事者の確保に

つながっていない―安易にということでもございま

せんが、つながっていません。しかし、本事業の実

施により、受け入れ施設には職員に対する指導体制

の構築、指導方法の構築が図られていることから介

護従事者の質の向上につながるものと期待しており
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ます。

次に、主要施策の成果に関する報○瑞慶覧功委員

告書52ページ。地域生活支援事業、専門・広域的事

業の部分ですが、沖縄県手話言語条例が去る３月に

県議会で制定されましたけれども、どのような事業

が評価されているのか、関連予算等について伺いま

す。

今、委員がおっしゃった○與那嶺武障害福祉課長

ように、条例が本年４月に施行ということで、条例

関連の予算は、当初予算では措置しておりません。

しかし、本議会において、手話の普及に係る施策推

進事業として716万1000円を９月補正予算として計上

したところでございまして、具体的な内容としまし

ては、条例の趣旨・目的の普及啓発を中心とするパ

ンフレット作成などの広報活動に要する経費として

372万8000円。今後、策定する予定でおります手話推

進計画という計画がありますが、この計画を策定す

る際に、広く県民からの意見公募に係る通訳及び記

録等に要する経費として285万8000円。合計して先ほ

どの716万1000円を９月補正予算として計上していま

す。

現在の手話通訳者の県の登録者の○瑞慶覧功委員

人数と県の目標値は幾らですか。

平成27年度末現在で申し○與那嶺武障害福祉課長

、 、上げると 県に登録されています手話通訳者が64名

そのうち手話通訳士の方―要するに、通訳者の方よ

りもさらに資格が向上した手話通訳士の方が64名中

21名いらっしゃいます。具体的な手話通訳者養成数

につきましては、今後―予定としましては今年度策

定を予定しておりますが、手話推進計画等の中で具

体的に何名養成していくかという数字的なものも検

討していきたいと考えています。

せっかく制定したわけですので、○瑞慶覧功委員

我々議員としても講習会などが必要ではないかと考

えております。これは要請があれば、講師の派遣等

はできますか。

県では、条例が制定され○與那嶺武障害福祉課長

た後、毎月第３水曜日を手話推進の日ということで

位置づけておりまして、県のホームページ上に基本

的な日常会話、挨拶程度の手話を動画も交えて紹介

しています。手話講習会や講座等への講師派遣につ

いては、沖縄県聴覚障害者協会において実施してお

りまして、要請をいただきましたら、ぜひその実施

について、具体的な講義内容などを今後調整をさせ

ていただいて、実施の方向で前向きに検討したいと

思います。

よろしくお願いします。しっかり○瑞慶覧功委員

と内容のあるものにして、沖縄で全国大会や世界大

会が開催される先進地を目指して頑張っていただき

たいと思います。

次に、主要施策の成果に関する報告書57ページ、

保育士産休等代替職員配置支援事業について、先ほ

ども話がありましたが 平成27年度が13市町村で23保、

育園、33人が対象になったとあります。たしか前年

の平成26年度が９名だったので、大分伸びておりま

すが、伸びた要因について伺います。

保育士産休等代替職員○大城清二子育て支援課長

配置支援事業につきまして 平成26年度は日額6600円、

を単価として設定していたのですが、平成27年度は

日額の単価を8400円に引き上げまして、その引き上

げによって件数がふえたのではないかと考えており

ます。

少し違うのではないかと思ってい○瑞慶覧功委員

ます。これからもさらに需要がふえてくると思いま

すし、大変重要な事業ですので、しっかりと取り組

んでいただきたいと思います。

次に、教育委員会、主要施策の成果に関する報告

書の318ページ、国際性に富む人材育成留学事業につ

いて、事業目的を要約すると、沖縄が発展する最大

のよりどころは人材にあり、世界との交流を通じて

国際性豊かな人材を育成する必要があるということ

だろうと思います。まさにそのとおりだと思います

が、高校生派遣で北米２カ国、南米で１カ国、アジ

ア７カ国、ヨーロッパ11カ国となっていますが、高

校生70名の留学先、21カ国の選定理由について伺い

ます。

留学先の選定につきま○半嶺満県立学校教育課長

しては、委託業者に運営を任せておりまして、その

委託業者との調整のもとで次の観点から選定してい

ます。１点目としましては、治安や社会情勢等の安

全面の確保。２点目としまして、ホームステイ先の

受け入れ環境、あるいは目的であります学習環境等

がしっかり整っているかどうか、そういったことか

ら選定しているところでございます。

次に、留学生の選定対象の方法に○瑞慶覧功委員

ついて伺います。

選考方法につきまして○半嶺満県立学校教育課長

は １次選考 ２次選考と実施しておりまして １次、 、 、

、 、選考におきましては 筆記試験も含んでおりますが

書類選考を実施しております。まず各高等学校長に

、 、より提出された推薦書 評定あるいは学校生活状況

資格取得等の内容、それから筆記試験としまして、

英語70分、一般常識問題15分の筆記試験も１次試験

で実施しております。その１次試験に選考された生



－154－

、 、徒につきましては ２次選考を実施しておりまして

、 、 、日本語での面接 英語での面接ということで １次

２次の選考試験で選定しているところです。

２次試験まであるということです○瑞慶覧功委員

が、ある面は沖縄を代表して行っているので、沖縄

の伝統文化、三線や琉舞、空手といったことを特技

として習得しているか、否かも大事な選考基準にな

ると思います。私の子供たちも学生のころに海外に

出るようにと勧めて３名行かせたのですが、彼らが

言うことで一致していることが、自分の出身地の文

化や歴史、宗教的なものもありますが、そういった

ことを話できないと相手に信用されないと。カナダ

とか南米、台湾など国は違いますが、大体みんな自

分の国に対してのＰＲといいますか、アピールがで

きる人でないと通用しないということも言っていま

した。ですから、そういった意味で、一番基本的な

部分が抜けているという気がしますので、ぜひそう

いった伝統文化も選考の基準に考えていただきたい

と思いますが、いかがでしょうか。

まず、お話いただきま○半嶺満県立学校教育課長

して、ありがとうございました。やはり、異文化理

解を図るためには、自国の文化を理解することが大

事だと考えております。そういう視点から事前学習

において、いろいろ郷土文化等への理解、促進を図

る研修内容を事前研修の中で取り入れているところ

です 選考試験に取り入れていけるかについてはしっ。

かり検証していきたいと考えております。

、 、○瑞慶覧功委員 次に 大学生の留学もありまして

これは社会人も含まれると思いますが、23名の留学

先６カ国の選定理由についてお願いします。

まず、国際性に富む人○半嶺満県立学校教育課長

材育成支援事業の枠は大学生のみでございまして、

現在、社会人はこの中に含まれておりません。大学

生の留学先の選定につきまして、まず大学生の場合

には、みずからが応募先の大学等を先に決定いたし

ます。したがいまして、この県の定めた選考方法で

選抜された派遣生の希望に沿った、本人が希望した

大学がある国を派遣国として選定しているところで

ございます。

大学を決めてそこに派遣している○瑞慶覧功委員

ということですか。

そのとおりでございま○半嶺満県立学校教育課長

す。

先ほど社会人と言いましたのは、○瑞慶覧功委員

、この事業の実績の中に社会人もとあるものですから

大学生だけではないのだと。これは削除してくださ

い。高校生とはまた違った選定方法があると思いま

すが、お願いします。

まず初めに、少し確認○半嶺満県立学校教育課長

させていただきたいと思いますが、対象は県内の大

学、短期大学、専門学校生を対象としています。選

考方法につきましては、同じように１次選考、２次

、 、選考を行っておりまして １次選考におきましては

書類選考、筆記試験も含めております。大学生の場

合は、語学力を示す資格取得等も含めた本人の志願

理由書、それから適性検査、日本語または英語また

は派遣予定国の言語ということで小論文を書いても

らっております。その１次選考で総合的に選ばれた

方を２次選考で選んでおりますが、日本語面接ある

いは英語または派遣予定国の言語による面接を行い

、 。まして 総合的に選定しているところでございます

これも先ほど申し上げた沖縄の伝○瑞慶覧功委員

統文化についてもぜひ考えていただきたいと思いま

す。世界で活躍するウチナーンチュが約41万5000人

いると言われていますが、最も多い地域が南米のブ

ラジルを初めとするペルー、アルゼンチン、ボリビ

アで、そこではウチナーンチュが25万人以上、62％

を占めています。もっとこのことを受けとめて、南

米枠を広げるべきだと思いますが、見たら国として

はヨーロッパが多いですよね。南米は先ほど申し上

げましたように移民母県としてたくさんいるので、

少なくとも―今、アルゼンチンだけが入っています

が、各ペルー、ブラジル、ボリビアにも１名以上派

、 。遣すべきではないかと思いますが 見解を伺います

他の事業として グロー○半嶺満県立学校教育課長 、

バル・リーダー育成海外短期研修事業というものが

ありまして、やはり派遣地域を考える上では県人会

との交流等も実施可能な地域といったことも考慮し

て派遣しているところであります。また派遣先につ

きましては、生徒の希望等もありますので、ぜひ学

校で周知をする際には、各国の情報も含めて、生徒

に周知を図っていきたいと考えております。

せっかく、今月、世界のウチナー○瑞慶覧功委員

ンチュ大会等があるのですが、ぜひそこはしっかり

いろいろな面でつなぐ意味でも、ぜひそういった南

米への派遣率も考慮に入れていただきたいというこ

とを要望いたしまして終わります。

西銘純恵委員。○狩俣信子委員長

最初に、主要施策の成果に関する○西銘純恵委員

、 、報告書49ページ 生活困窮者自立支援事業について

具体的に説明をお願いいたします。

生活困窮者自立○長浜広明福祉政策課福祉支援監

支援事業につきましては、県及び市において、複合

的な課題を抱える生活困窮者が制度のはざまに陥る
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ことがないよう、一時生活支援事業や就労準備支援

事業、自立相談支援事業などの相談支援、それから

住宅給付金などの支給など、包括的な支援を行って

いるところでございます。

実績を聞いたのですが……。○西銘純恵委員

県全体で、新規○長浜広明福祉政策課福祉支援監

。 。相談受付件数が4325件 就労につながった方が621名

住居確保給付金の受給者が373名。それから学習支援

事業による高校合格者数が249名となっております。

平成28年には給付金事業に法的根○西銘純恵委員

拠を持ってといいますが、制度が変わって、今の新

規というのは平成27年度実績ということでよろしい

ですか。平成28年度はほかの相談なども含めてどう

なっていますか。

平成26年度まで○長浜広明福祉政策課福祉支援監

モデル事業として相談事業を実施し、それから住宅

手当緊急特別措置事業というものを実施してまいり

ました。ただ、住宅手当緊急特別措置事業につきま

しては、平成26年の３月まで受け付けますと、３カ

月、そして最長９カ月の支給ができますので、平成

27年の12月まで実施したところでございます。新た

に、生活困窮者自立支援法に基づく自立支援制度の

中で実施される事業として、自立相談支援事業、住

宅確保給付金という形で法に基づいてしっかりと予

算が安定的に確保されて継続的に実施するというこ

とでございます―平成27年度からですね、失礼しま

した。

就労支援の人数はおっしゃったの○西銘純恵委員

ですが、就労支援というのは具体的にどのような支

援を行うのか。そして住宅支援も、例えば月々幾ら

で、どういう支援内容になっているのか。そして高

校に入学したなど、そういう支援の中身についてお

尋ねして、それがまた新たに変わって内容が拡充さ

れたものもありますか。

就労準備支援事○長浜広明福祉政策課福祉支援監

業につきましては、例えばひきこもりなど、直ちに

、就労がなかなか難しい方に生活の自立ということで

規則正しい生活習慣―朝起きて それから毎日決まっ、

た時間に決まった食事をしたりといった、規則正し

い生活習慣というのをステップ１でやります。それ

から社会自立ということで、プログラムを設置しま

して、技能習得であるとか、コミュニケーションな

ど、そういった能力を磨いていきます。それから就

労自立ということで、３番目のステップですが、ボ

ランティアや企業見学、就労体験などを実施して、

就労につなげる講習を行っているということでござ

います。

住宅の支援内容についてお願いし○西銘純恵委員

ます。

住居確保給付金○長浜広明福祉政策課福祉支援監

、 、につきましては 失業等で居住する家といいますか

アパートとかを失う、あるいは失うおそれがある方

に対して、例えば単身世帯ですと、３万2000円の支

給を行っております。それから２人世帯などになり

ますと、４万円とか上がっていくようなシステムに

なっています。

期間も聞いたのですが……。○西銘純恵委員

期間は、基本的○長浜広明福祉政策課福祉支援監

に３カ月を一つの区切りにしまして、必要な状況に

応じて、６カ月とか延長ができまして、最長９カ月

まで延長ができることになっています。

373名に住宅支援を行っていて、最○西銘純恵委員

長９カ月まで延長ができると言いますが、やはり就

労がしっかりつながっていなければ、その支援で終

わってまた元に戻ることもあるのではないかと思い

ます。これは国の制度だと思いますが、そこら辺の

拡充についてはどう考えていますか。

住居確保給付金○長浜広明福祉政策課福祉支援監

で373名を支援いたしまして、就労につながった方が

226名おります。こういった制度の周知がやはり重要

になってくると思いますので、法制度の周知につき

まして、県と県の委託先であります自立相談機関で

パンフレット等を作成して、町村役場、社協、関係

機関等に窓口への設置をお願いしたり、それから町

村と社協につきましては、一時相談窓口として、役

割をお願いしているところでございまして、まず町

村で相談に応じたり、県の自立相談機関につないで

もらったり、あるいは地元の住民生活に精通してい

、 、る自治会の方々と連携して そういった方を派遣し

早期に支援につなげていくよう、あるいは住宅確保

交付金もしっかり支給していけるように県としても

やっているところでございます。

主要施策の成果に関する報告書○西銘純恵委員

72ページ、老人福祉施設整備事業費について。老人

福祉施設ですが、特別養護老人ホーム―特養の設置

市町村でどれだけの入所がなされているのかお尋ね

します。

平成28年３月末時○上地幸正高齢者福祉介護課長

点の特養の整備状況ですが、70施設で定員が4799人

となっております。

全ての市町村にありますか。○西銘純恵委員

特別養護老人ホー○上地幸正高齢者福祉介護課長

ムのない市町村につきましては、東村、南大東村、

北大東村、伊平屋村、多良間村、渡嘉敷村、座間味
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村、渡名喜村の８村でございます。

先ほど70施設で定員は5000人弱で○西銘純恵委員

すが、今、施設がないところも８村あると。いただ

いた資料を見てみますと、例えば那覇市は620人とい

うことで、比較して11市で人口などを見ましたら、

浦添が220人と少ないと思います。一覧表は提供して

いただきましたが、どのように見ていますか。

那覇市が７施設で○上地幸正高齢者福祉介護課長

定員総数が620人とか、うるま市が５施設で440人と

なっておりますが、今後とも整備していく必要があ

るかと考えています。

特別養護老人ホームは制度が改悪○西銘純恵委員

されて、要介護３以上ということですが、県内に要

介護３以上の方は何名いますか。

要介護３の方が○上地幸正高齢者福祉介護課長

8710名。要介護４の方が9788名。要介護５の方が

6095名となっています。

そうしますと、２万人余り対象者○西銘純恵委員

はいると。そして定員は4799人だと。特別養護老人

、 。ホームの待機者 入所待ちは何名いるのでしょうか

特別養護老人ホー○上地幸正高齢者福祉介護課長

ムへの入所の必要性が高い待機者は、平成27年は

783名となっています。

高いというのはどういう基準で出○西銘純恵委員

しているのですか。

介護者がいない、○上地幸正高齢者福祉介護課長

介護者が高齢、障害、疾病等により十分な介護が困

難。介護者の身体的、精神的負担が大きく、十分な

介護が困難にある要介護者と捉えています。

有料ホームに入所している皆さん○西銘純恵委員

も、家では見る人がいなくてということだと思いま

、 。すが 有料ホーム入所者は何名いるかわかりますか

県所管の有料老人○上地幸正高齢者福祉介護課長

ホームの入居者が、平成28年７月１日現在で4873名

ということですが、そのうち要介護３、４、５の合

計が3270名となっています。

先ほど待機者が700名余りと言われ○西銘純恵委員

ましたが、これからどんどん高齢化しますよね。そ

して、ホームがない小さなところも８カ所残ってい

、 、ますし 地域型をつくっているのかどうかも含めて

何らかの施策も必要だと思いますが、施策をとって

いるところはありますか。生活支援ハウスというの

があるようですが、いかがですか。

先ほど説明しまし○上地幸正高齢者福祉介護課長

たが、特別養護老人ホームのないところが８村あり

まして、そこには訪問介護等の介護サービスが提供

されております。また、伊平屋村、渡嘉敷村、南大

東村、多良間村においては、居住機能を備えた生活

支援ハウスが、また東村においては小規模多機能型

居宅介護事業所が整備されており、高齢者福祉に寄

与しているものと考えています。

きめ細かにそういう施策をとって○西銘純恵委員

いただきたいと要望して次の質疑をいたします。

主要施策の成果に関する報告書の68ページ、ひと

り親家庭等の自立支援の母子寡婦の貸付制度につい

て、人数の推移をお尋ねします。

母子父子寡○名渡山晶子青少年・子ども家庭課長

婦福祉資金貸付金の過去５年間の貸付件数と金額の

推移を申し上げますと、平成23年度が265件、約１億

4600万円。平成24年度が289件、約１億4600万円。平

成25年度が253件、約１億3000万円。平成26年度が

248件、約１億3000万円。前年度、平成27年が316件

。で約１億6000万円となっているところでございます

、○西銘純恵委員 人数がふえているというところに

やはり借入条件を緩和したということが大事だと

、 。思っていますが もう一度確認をしたいと思います

平成27年度○名渡山晶子青少年・子ども家庭課長

に実施いたしました部分につきまして、保証人を置

かない場合は借受人になりますが、その所得要件に

ついて、それまで生活保護基準額の1.4倍以上の所得

であることが要件でございましたが、平成27年度か

らは親のための資金に関しましては1.2倍以上。そし

て、子供のための資金につきましては1.1倍以上とい

うことで、要件を緩和し、対象者がより借りやすい

ように、運用を改善したところでございます。

ひとり親家庭技能習得支援事業に○西銘純恵委員

ついて、習得の内容と就労に至ったのかどうかも含

めてお尋ねします。

ひとり親家○名渡山晶子青少年・子ども家庭課長

庭技能習得支援事業につきましては、ひとり親家庭

の約８割が就労している状況ですが、就労している

にもかかわらず雇用形態が不安定で生活基盤が脆弱

であるということに鑑みまして、雇用環境の改善と

して、時給が上がったり、あるいは正規雇用化され

たり、条件がいいところに転職しやすいようにとい

うような形で役立つ技能の習得を支援すると。そし

て、その間の子育て支援を行うことを内容としてお

ります。平成25年度から実施していますが、具体的

には、現在、小売店等で需要が見込まれております

中国語のスキルが求められているということから中

国語講座を提供しているところでございます。平成

27年度は52名の受講者のうち、23名が中国語検定に

合格しておりまして、15名が就職や転職、昇給等の

勤務条件の向上につながったということになってお
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ります。

中国語とおっしゃったのですが、○西銘純恵委員

これはほかにはないのでしょうか 。。

この事業に○名渡山晶子青少年・子ども家庭課長

関しましては、沖縄振興特別推進交付金を活用した

事業でして、内容としては中国語講座の開設という

ことになっております。

高等修学資金も入っていると思っ○西銘純恵委員

たのですが、それはいかがでしょうか。

高等職業訓○名渡山晶子青少年・子ども家庭課長

練促進給付金は、この事業ではなくて、上の段の自

立促進事業費の中に入っているのですが、高等職業

訓練促進給付金の内容は、看護師や保育士等の就職

に必要な資格、技能習得のために養成施設等で修学

をする方に対して、生活費として非課税世帯に月額

10万円、課税世帯に７万500円を支給しているところ

でございます。

就労につながった実績をお願いし○西銘純恵委員

ます。

平成27年度○名渡山晶子青少年・子ども家庭課長

は19名に対し、1994万7000円を支給したところです

が、そのうち卒業された方、修了された方は９名に

なっておりまして、そのうち８名が資格取得後、就

職をしているというところでございます。

これはひとり親の自立にとても役○西銘純恵委員

立つものだと思っています。人数がまだまだ少ない

と思いますので、ぜひ周知に向けて頑張っていただ

きたいと思います。よろしくお願いします。

それでは教育にいきます。

最初に少人数学級についてお尋ねしますが、子供

、たちが少人数学級の実施によってどう変わったのか

学習効果についてお尋ねします。

少人数学級の効果につき○新垣健一学校人事課長

ましては、学習規律の定着でありますとか、授業の

。積極的な参加が見られるというところでございます

そのほかに、安全面に配慮した実技指導の充実、あ

るいは教育相談の充実などが挙げられております。

小学校４年生まで少人数学級を実○西銘純恵委員

施していますが、この３年間、教室が足りなくて少

人数学級が実現できていないところは市町村別でど

ういう状況でしょうか。

平成26年度が12校、16学○新垣健一学校人事課長

級ございます。また平成27年度が７校、７学級。そ

して、今年度、平成28年度が６校、９学級でござい

ます。

市町村別と聞きましたが……。○西銘純恵委員

平成26年度は、うるま市○新垣健一学校人事課長

が小学校１校の１学級。沖縄市が小学校１校の１学

級。浦添市が小学校４校の４学級。那覇市が小学校

２校の４学級。中学校で申し上げますと、読谷村が

１校１学級。沖縄市が中学校１校の１学級。宜野湾

市が中学校１校の１学級。それから浦添市が１校の

。 、２学級でございます 平成27年度で申し上げますと

浦添市が小学校３校の３学級。那覇市が１校の１学

級。中学校ですが、沖縄市が１校の１学級。宜野湾

市が１校の１学級 那覇市が１校の１学級 平成28年。 。

度ですが、沖縄市が１校の２学級。浦添市が２校の

４学級。八重瀬町が１校の１学級。中学校は、沖縄

市が１校の１学級。北中城村が１校の１学級でござ

います。

今の状況で、少人数学級をもっと○西銘純恵委員

拡大をするという考えを持っていると思いますが、

市町村が教室をつくれない、偏っている部分が特に

ありますよね。それについてどう考えていますか。

少人数学級につきまして○新垣健一学校人事課長

は先ほど申し上げましたように、学習規律の定着や

授業の積極的な参加が見られるなどの効果があると

いう認識をしています。一方、少人数学級を展開す

るに当たっては、受け入れ先であります市町村の教

育委員会―いわゆる学校等の整備が必要となってい

る状況でございます。施設整備につきましては、当

該、児童生徒の教育に対する責任を有する市町村に

おきまして、整備をする必要があると考えておりま

す。市町村教育委員会やこれまで幾つかの市町村と

意見交換をさせていただいております。市町村にお

きましては、中長期的な児童生徒の推移―学校の通

学区域内における、例えば公営団地の建設であると

か、住宅地の開発、あるいは今後数年間の人口の動

きなどを見ながら施設整備を検討しているところで

ございます。またあわせまして、校区の見直しや分

校の設置など―分校ではなく分離校ですね そういっ。

たことを総合的に勘案して検討していると伺ってお

。 、ります 今後も少人数学級の推進に当たりましては

市町村、教育委員会、地域住民を巻き込んでいろい

ろな形での調整を踏まえて、そういった学校の施設

整備などがなされるものと理解しております。

やはり、子供たちがまだ減る状況○西銘純恵委員

にない、都市部はもっとふえるということもありま

して、先ほど話された分離校など、積極的にそうい

うところも進めるということで、今、少人数学級が

できない子供たちがほかの子に比べて弊害、ある意

味では勉強においても同等かという部分が問われる

わけですので、ぜひ待つということではなく、あな

たのところは少しおくれているのではないかと、分
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離校なりしっかりやってほしいという話が積極的に

問われるのではないかと思っておりまして、まして

や小学校５年生、６年生、中学校をふやしていくと

いう県の計画がありますよね。少人数学級を拡大す

るという計画があるわけですので、そこはしっかり

やっていただきたいと思います。特定の市、町が関

連しているということがありますので、直接どうな

のかということをやるべきだと思いますが、いかが

ですか。

少人数学級につきましては、学○平敷昭人教育長

習効果があるということですので、それについては

引き続き推進をしてまいるわけですが、施設整備等

に関しても、市町村及び教育委員会と引き続き意見

交換をしながら適切に推進していけるように促して

まいりたいと思います。

主要施策の成果に関する報告書○西銘純恵委員

305ページ、幼稚園教育についてですが、教育の質の

問題が問われていると思います。正規雇用、非正規

率が高いということが幼稚園教諭ではないかと思い

ますが、それをお尋ねします。

公立幼稚園の職員配○石川聡参事兼義務教育課長

置については、管下の幼稚園教育に責任を持つ設置

者であります市町村が主体的に判断して行っていま

す。平成28年の５月に義務教育課で行った調査によ

りますと、本務職員数は475名で37.7％。臨時的任用

職員が785名で62.3％。学級担任の本務率は57.2％と

なっています。

新学期、クラス担任が見つからな○西銘純恵委員

いとか、年度途中からどんどん入れかわるとか、現

場は混乱しています。幼稚園という低年齢の子供た

ちが最初に受ける教育の現場でこういう状況がある

ということを考えて、非正規を本務にしていくとい

う考えというのは、指導援助といいますか、ないの

でしょうか。

委員のおっしゃると○石川聡参事兼義務教育課長

おり、幼稚園児にクラス担任がいない状況というの

は非常に厳しい状況かと思っておりまして、その中

で、新年度のスタート時点で担任がいないという状

況はないという報告を受けているところですが、今

言いますように、一身上の都合により途中でやめら

れた先生がいらっしゃいまして、その先生の後任を

なかなか見つけられなくて、園長先生が担任をした

という状況があるということは報告の中で聞いてお

ります。

義務教育でも沖縄県の教員の本務○西銘純恵委員

率が低い、全国10％近く低いということで、割合を

高めていこうと努力されていますよね。62.3％が非

正規ということですが、これはそのままでいいので

しょうか。

幼稚園教育は、小学校に上がる○平敷昭人教育長

前の子供たちの重要な時期の教育ですので、幼稚園

教育の充実は重要な課題だと思っております。市町

村に対しましては、黄金っ子応援プランに基づいて

市町村の担当者や幼稚園の関係者を交えた研修会等

も行っているわけですが、さらに市町村との意見交

換の中で、幼児教育の重要性に理解をいただいて、

その充実に努めていただくようお願いをしていきた

いと考えております。

具体的に、教師を本務にしないと○西銘純恵委員

いけないという話はないのですか。

重要性を理解いただくといった○平敷昭人教育長

話を申し上げましたが、公立幼稚園の職員の配置に

つきましては、幼稚園に責任を持つ設置者でありま

す市町村で基本的には主体的な判断を行っているわ

けですが、そういった中でも重要性を理解いただい

。て進めていただきたいということだと考えています

例えば、正規が37.7％しかいない○西銘純恵委員

という割合で、少なくとも５割以上とか、いろいろ

な場所でやるわけですよね。そういう目標も何も掲

げないのですか。

先ほど教育長からも○石川聡参事兼義務教育課長

ありましたように、主体的には市町村ということで

はあるのですが、県ができることとして、質の高い

幼児教育を保証するためにも幼稚園教諭の確保は重

要な課題であることから、黄金っ子応援プランにお

いて幼稚園教諭等の就学の促進について示しており

ます。県教育委員会としましては、黄金っ子応援プ

ランに基づいて、幼稚園教諭や市町村教育委員会担

当者等を対象とした研修など、いろいろな集まりの

中で幼稚園教育に対する理解を求め、増員を求めて

いきたいと考えております。

正規率の引き上げについて、具体○西銘純恵委員

的に何もやらないのですかと。現状を容認するので

すかと聞いています。

現在、具体的に率を示して申し○平敷昭人教育長

、 、上げることはできないのですが 市町村に対しては

黄金っ子応援プランの中でも幼稚園教諭の継続的な

雇用の促進を促しているところでありますので、根

気強く市町村と意見交換をしながら、継続雇用等の

充実を促してまいりたいと考えているところでござ

います。

、○西銘純恵委員 義務教育にするなどと言いながら

実際は質の問題で、教師がそのような状況でできな

いということは明確ですよね。そこはもっと厳しく
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やってください。

次は、教師の多忙についてお尋ねします。残業時

間に対する見解と残業がどうなっているという出退

勤の掌握については、県立学校、市町村立学校では

どうなのでしょうか。義務はどうなのでしょうか。

、○新垣健一学校人事課長 県立学校につきましては

これまでも文書により出退勤時間の把握について求

めるよう通知してきたところでございます。またあ

わせまして いろいろな研修会等において そういっ、 、

たことを指導・助言してきたところです。あわせま

して、先ほど来、健康管理の話になりますが、健康

管理の観点からは月の時間外の勤務時間が100時間を

超える、あるいは２カ月から６カ月の間で平均して

80時間を超える等がある場合は、産業医の面談等に

つなげていただく必要があることから、県教育委員

会に報告を求めてきたところでございます。また市

町村立学校の小学校、中学校につきましては、県費

負担教職員ではございますが、市町村立学校の職員

ということで、いわゆる当該市町村の公務員でござ

います。そういうことから、出退勤時間の服務管理

、 、を含めまして 健康管理の労務管理につきましては

当該所属する市町村の責任でもって実施をしていた

だく必要がございます。市町村の教育委員会につき

ましては、これまでも私どもから文書によって出退

勤管理をしっかり行っていただくよう通知するとと

もに、校長研修会でありますとか、市町村の担当職

員を含めました研修会を通して、出退勤管理や健康

管理についてこれまで研修を重ねてきたところでご

ざいます。県立学校での100時間超えや80時間超えの

報告につきましては、実際、私どもにはこれまで報

告はなかったところですが、今般、出退勤時間の管

理というところで、とりわけ６月定例会の文教厚生

委員会におきまして、出退勤管理に関する陳情が提

出され採択されたところでございます。それを受け

て準備をしていたところ、９月定例会でも実際に質

疑が上がってきたわけでございますが、今後は私ど

もに報告をするよう10月５日付で各県立高等学校に

通知をしたところでございます。これによって、今

の学校管理者におきまして、月ごとに個人ごとの出

退勤管理が報告され、一定以上の時間の人数につい

。て私どもに報告を求めるといった形をとっています

また市町村教育委員会におきましても、とりわけ多

忙化対策につきましては、教育事務所を中心に市町

村にも業務改善に向けての委員会が立ち上がってい

るところでございます。そういった動きも踏まえな

がら出退勤管理についても、指導・助言を行ってま

いりたいと考えております。

県立では、出退勤管理は次年度か○西銘純恵委員

らきっちり全てできるという見通しでよろしいです

か。

10月５日付の文書では、○新垣健一学校人事課長

まず11月から12月末までを制度の運用期間―試行期

間ということで位置づけまして、１月１日からは本

格運用ということにしております。業務改善の一環

としまして、学校側の報告書の作成などの削減につ

いても努めているところから、この報告につきまし

ては四半期ごとの報告にしようという内容にしてお

ります。ただ、四半期ごとに報告するに当たりまし

ても、各管理者のほうで毎月職員から出される出退

勤シートを見ながら、当然把握及び内容の確認など

ができますので、いわゆる時間外勤務の把握であり

ますとか、その内容等については十分把握できて、

。今後の指導につなげていけるものと思っております

義務教育は市町村がとおっしゃっ○西銘純恵委員

ていますが、今、市町村は動き出していますよね。

具体的にそこについては、どうなっていますか。

新聞報道等によれば、い○新垣健一学校人事課長

ろいろな市町村で動きが出てきているということが

見受けられます。先ほど申し上げましたように、昨

年来、改めて業務改善に向けた動きに取り組んでい

るところでございます。県教育長として市町村に提

言したことはもちろんですが、今回は各市町村に業

務改善の担当者が置かれて、県教育委員会と同様の

業務改善に向けた委員会を立ち上げることとなって

おります。それを地域的、全体的に盛り上げていこ

う、あるいは把握していこうということで、各教育

事務所の中に地区ごとの業務改善推進委員会を立ち

。 、上げております その中で業務改善とあわせまして

そういったところの取り組みがなされると理解して

います。ですので、今後につきましては、そういっ

たところの動きも見ながら、引き続き各市町村に対

して指導・助言を行っていきたいというところでご

ざいます。

業務改善や出退勤の管理について○西銘純恵委員

。も県立学校と同じように進むと見てよろしいですか

先ほど申し上げましたよ○新垣健一学校人事課長

、 、 、うに 私どもとしましては 各市町村におきまして

各市町村立小中学校の職員の勤務管理についてはこ

れまでも把握すべきということを通知で申し上げて

きたところでして、また研修等でもそのように申し

上げてきたところでございます。ですので、当然な

がら、今後そういったことがなされていくものと考

えています。

先ほど、病休とメンタルの全国比○西銘純恵委員
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で沖縄は高いということが出ましたが、その後にや

めていった方というのは何名いますか。

実際、病気休職をされた○新垣健一学校人事課長

、 、後に 退職された数について把握はしておりますが

退職された理由が病気休職での退職かどうかという

理由についてまでは把握をしておりません。ちなみ

に 平成26年度中に休職された方の平成27年４月１日、

現在の状況でいいますと、９名の方が退職をされて

おりまして―今のは精神疾患の数のうちの９名でご

ざいまして、精神疾患による休職者の中の割合とし

ましては、6.7％という状況でございます。

本当に重要な教育の職責を持った○西銘純恵委員

方がやめていくというのは本当に大変なことだと思

います。ですので、ぜひ業務改善をやってもらいた

いと思いますし、もう一つ、部活動への外部指導者

配置についてお尋ねをします。現状はどうなってい

ますか。

沖縄中学校体育連盟―中○平良朝治保健体育課長

体連及び沖縄県高等学校体育連盟―高体連からの情

報によりますと、平成27年度の外部指導者登録者で

ございますが、中学校におきましては、学校数156校

のうち活動している学校が127校、率にしますと

。 。81.4％ 実際の外部指導者は988人となっております

部の設置数でございますが 1524部ということになっ、

ております。なお、高等学校につきましては、学校

数は55校ございますけれども、活動している学校が

、 。 、47校 72.3％となっております 外部指導者が267人

設置部数は1171部となっております。

中体連ということで、一定の期間○西銘純恵委員

の外部ですよね。

市町村立学校につきまし○平良朝治保健体育課長

ては、外部指導者の活用を学校独自、あるいは市町

村の教育委員会、あるいは部単位ということでの活

用になっておりますので、形態につきましてはまち

まちというところがございます。

給与、手当を支給してやっている○西銘純恵委員

ところはありますか。しっかりとそういう位置づけ

でもって、外部指導者ということで職種として学校

の教育現場に入れるべきだと思っていますが、いか

がですか。

、○平良朝治保健体育課長 先ほど申し上げたように

形態がまちまちということもございまして、私ども

のほうで市町村、学校、あるいは教育委員会、ある

いは部単位で奨励している外部指導者につきまして

は、報酬とか賃金などの把握はしてございません。

一方、県の事業で運動部活動外部指導者派遣事業が

ありまして、これは県教育委員会の事業でございま

すが、このことにつきましては１時間当たり4000円

としまして、最長20時間までということでお支払い

をしている県の事業がございます。

やはり教師の多忙、そして子供た○西銘純恵委員

ちと実際の学習の中で向き合うという時間をどのよ

うに保証するかという観点が重要だと思います。

最後に、ＷＥＢテストについて、沖縄県教職員組

合が皆さんにアンケートをとるということですが、

反対の声が多かったら廃止しますか。

さきの文教厚生委員○石川聡参事兼義務教育課長

会でも話をしまして、文教厚生委員会では、ＷＥＢ

調査は15分から20分程度、年９回程度という答弁を

、 。しましたが もう少し丁寧に説明したいと思います

ＷＥＢシステムについては、負担になっているとい

うことでの視点で中止をするということは考えてお

りません。そういいますのは、定期的に自校の学習

状況や授業について点検評価、改善をしていくため

に必要なシステムであると考えております。説明が

少し足りなかったと思うのは、これまで平成５年か

ら平成23年度にかけて、採点業務等に要する時間と

同じように、進級テスト、マスターシート、形成的

確認問題ということで、年間35回実施をしている時

期がありました。子供たちに学習したことが定着し

ているかどうかを形成的な評価として評価をする

シートなのですが、ＷＥＢ調査と違うところは、パ

ソコンに結果を入力するということで、先生方の負

担になっているのかと。そこら辺は少しシステムを

改善しながら、入力作業については現場に助言をし

ながら、短時間で作業が終われるようなシステムの

改良も含めて取り組んでいきたいと考えているとこ

ろです。

午前中に行われました質疑の中○狩俣信子委員長

で、末松委員への答弁で青少年・子ども家庭課長か

ら発言訂正を求められておりますので許可します。

名渡山晶子青少年・子ども家庭課長。

午前中、末○名渡山晶子青少年・子ども家庭課長

松委員から御質疑をいただいた内容について、お答

、 。えが不正確でしたので 訂正をさせていただきます

歳入歳出決算説明資料の９ページでございます。

歳入の母子父子寡婦福祉資金貸付金の特別会計にお

ける歳入の予算現額と調定額の差について御質疑を

いただいたかと思います。これについて要因は主に

２つございます。まず、諸収入についてですが、予

算額は当該年度に償還される見込みの額ということ

で、約１億2300万円を計上しておりますけれども、

決算時には本来収納されるべき額といたしまして収

入未済になった１億4600万円を加えて調定をします
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ので、その分が予算額との差額ということで生じて

いるところでございます。もう一つが上の繰越金な

のですが、これは貸付原資中に貸し付けていない金

額ということで、銀行等で管理をしているお金です

が、予算上は歳入と歳出額を一致させるということ

で、次のページですが、貸付額として歳出が２億

1700万円のうちに、これと合わせて歳入を組みます

が、まず第一に、先ほど申し上げました諸収入で償

還収入として見込んだ１億2300万円を歳出の財源と

して充当しますので、それに足りない額―9100万円

ですが、それを繰越金の中から計上して予算を組ん

だということでございます。ただ、決算状況の繰越

金の全額を調定するということですので、この分と

あわせて２億300万円が調定されたということで、予

算額と調定額の大きな差が生じているというところ

でございます。その場できちんと説明ができなくて

申しわけありませんでした。おわびして訂正いたし

ます。

今、訂正がありましたが、そのよ○末松文信委員

うに説明をされてもよくわかりませんので、休会中

にでも説明をよろしくお願いします。

休憩いたします。○狩俣信子委員長

午後４時４分 休憩

午後４時15分 再開

再開いたします。○狩俣信子委員長

金城泰邦委員。

初めに、子ども生活福祉部所管に○金城泰邦委員

関する質疑ですが、主要施策の成果に関する報告書

46ページの民生委員事業費についてお聞きします。

報告書の中には、民生委員の方々の研修等もこの

。事業の中で取り組んでいるということでありました

私の把握している中では民生委員の研修について、

委員の中には実費負担でやっているケースも聞くも

のですから、こういうものは事業費の中で見ていく

べきものではないかと思っておりまして、その件に

ついて御答弁をお願いします。

民生委員の活動費につき○大城直人福祉政策課長

ましては―報酬ではなく活動費として、児童委員も

兼ねていますので、５万8200円の支給をしていると

ころでございます。12で割りますと4000円、5000円

。 、ぐらいの額になると思います 研修につきましては

トータルで2957万円、民生委員の活動に関する事業

費を出しておりまして、沖縄県民生委員児童委員協

議会―県民児協への運営費としては445万7000円でご

ざいます。そして活動費としまして、1480万円の研

修等の活動費を補助しております。

要は、補助で足りない分があると○金城泰邦委員

いう状況になっていると思っておりまして、それも

含めて民生委員に対する活動費支給については、や

はりボランティアということが根幹にありまして、

なかなか適切な支給がされていないのかという印象

があります。民生委員の活動については、実態と皆

さんが把握している部分で乖離があると思っており

まして、そういった実態調査等を一度行ってみる必

要があるかと思っておりますが、それについてはど

うでしょうか。

経費に係る部分も含めて○大城直人福祉政策課長

民生委員の負担軽減については、民生委員活動の状

況把握と並行して地域の実情やニーズ、課題等を洗

い出していくことが重要であると考えております。

こういう負担があって 課題があるという認識を持っ、

て、市町村や民児協など、そういう方々と意見交換

をしながら実態の把握に努めてまいりたいと思いま

す。

ぜひやっていただきたいと思いま○金城泰邦委員

す。恐らく、民生委員に対する活動費の支給等の取

、 、り決められた時期 それは大分昔だとは思いますが

そのころの民生委員の活動量と今日における民生委

員の活動量ではさまざまなニーズがふえていると思

います。そのことに関しては、そういった差がある

のではないかと認識しておりまして、そういったこ

とについてこれまで調べたことはありますか。

細かい調査を実施したこ○大城直人福祉政策課長

とはございませんが、一般的に子供の貧困という課

題も出てきましたし、ひきこもり、そして生活困窮

者自立支援法に基づく制度もございます。やはり民

生委員の活動は多岐にわたって多様化していると承

知しております。

そういった多様化している事業等○金城泰邦委員

を一度ぜひ把握していただきたいと思います。よろ

しくお願いします。

、 、続いて 主要施策の成果に関する報告書47ページ

地域福祉推進事業費ですが、介護職の需要が必要だ

ということで、外国人介護士候補者受入施設学習支

援事業が形成されています。先ほども質疑がありま

したが、33名の方がそういったものを受けて、県内

には２名の方が残っていると。施設が東雲の丘、ア

ルカディアという報告がありましたが、民間施設に

はこういった方は就労できないことになっているの

でしょうか。

、○大城直人福祉政策課長 受入要件がございまして

公的か民間かという区別はございません。一般要件

としましては、まず介護老人保健施設であること、

かつ定員が30名以上で、介護職員数が法令に基づく
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配置基準を満たしていること、その配置基準のされ

た常勤介護職員の割合が４割以上いることとなって

おります―大変失礼しました。常勤介護職員の４割

以上が介護福祉士の資格を持っているという施設が

要件になっております。

今、介護従事者のニーズが増して○金城泰邦委員

おりまして、そういった部分は、今後、条件等が現

場のニーズとそぐわない部分もあるのか、ハードル

が高いのかと感じたりしますが、ちなみにこういっ

た介護従事者をふやすための施策として、国では特

区制度などを設けてやっているということは御存じ

でしょうか。

介護士の養成に関する特○大城直人福祉政策課長

区については、私どもの情報不足といいますか、把

握はしておりません。

今後、そういった介護従事者の確○金城泰邦委員

保のための施策メニューがあるようですので、お互

いに研究ができればと思っておりますので、よろし

くお願いします。

、 、続いて 主要施策の成果に関する報告書49ページ

生活困窮者自立支援事業については、生活困窮者自

。立支援事業と住宅手当緊急特別措置事業があります

住宅の確保とあわせて就労支援を行うことが目的と

、 、してありますが 就労支援を促すための条件として

こういった申請者の申請を受けて、判定員が判こを

押さないといけないと思いますが、判定員は各市町

村で全てに設置されていますか。

委員がおっ○長浜広明福祉政策課福祉支援監

しゃっている住宅確保給付金と判定員といいますの

は―住宅確保給付金と国、ハローワークが実施して

いる職業訓練の給付金がありまして、併給は制度上

できないことになっていますので、住宅確保給付金

の給付に関しては、就労に関する給付金を受けてい

ないという証明をハローワークからしてもらう、署

。 、名の印鑑をもらうことが前提になっております 今

ふるさとハローワークというのが、県内の浦添市や

糸満市など５市町村に設置されています。市町村で

、 、は 昨年までそういった確認はできませんでしたが

平成28年４月からその確認がふるさとハローワーク

でもできるようになりました これまではハローワー。

ク本所があります名護市、沖縄市、那覇市、宮古島

市、石垣市に出向かないといけませんでしたが、ふ

るさとハローワークでもできるようになりましたの

で、その点は簡素化されたということになります。

私が申しますのは、昨年、この事○金城泰邦委員

業を使って支援を受けたいという方が役所に行った

ら判定員がいなくて―昨年度です。ハローワーク本

所に行ってくださいと言われて、車もなく、バス、

タクシーで行かないといけないと。困窮者がそれで

いいのかということがあったものですから、今年度

はそれが改善されているということは非常に喜ばし

いことだと思います。ありがとうございます。

、 、続いて 主要施策の成果に関する報告書52ページ

地域生活支援事業について。地域生活支援の政策事

業に関することですが、地域においては、例えば目

が見えない方、耳が聞こえない方などもいらっしゃ

る中で、障害者へのサポート、つまり社会参加を促

していくためにサポートというのはどのように取り

組まれていますか。

県では、聴覚に障害のあ○與那嶺武障害福祉課長

る方への支援として、今、お話ししました地域生活

支援事業の中の専門広域的事業により、専門性の高

。い意思疎通支援者の要請及び派遣を実施しています

先ほども申し上げましたが、平成27年度の実績とし

まして、手話通訳者８名、要約筆記者３名、盲ろう

者向け通訳介助員14名を要請しています。また派遣

事業としましては、手話通訳者を35回、要約筆記者

を18回、盲ろう者向け通訳介助員を845件派遣してお

ります。視覚に障害のある方への支援については、

同じく地域生活支援事業の中で中途失明者歩行訓練

事業を実施しているところであります。この事業の

平成27年度の実績としましては、在宅の視覚障害者

への手引き歩行 白杖歩行訓練などの訪問指導を71回、

実施しているところであります。

今、聴覚障害、視覚障害等の方へ○金城泰邦委員

のサポートの報告がありました。これまでの委員会

でも質疑がありましたように、県でも手話言語条例

等が通って、通訳士等も必要ということもあります

が、質疑を絡めて登録者数や通訳士というのはこの

数年推移はどうなっていますか、ふえていますか。

今、手元に推移の数字が○與那嶺武障害福祉課長

ありませんので、あくまで平成27年度の実績で申し

上げますと、登録者数が64名。そのうち手話通訳士

が21名となっております。

今後こういった支援事業等もあり○金城泰邦委員

ますので、通訳士等もふえていくと。それにはやは

り、裾野として登録者数も通訳士もふえていかなけ

ればいけないと思いますが、こういった方々がふえ

、 、ていくための施策としては これがなりわいとして

業で成り立つ職も必要であると思っていまして、県

内にはそういった形でなりわいとして通訳士ができ

るような職というのはありますか。

例えば、県が手話通訳者○與那嶺武障害福祉課長

の方を派遣する場合には１時間当たり2500円という
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ことで、あとは交通費等々の実費を支給という形に

なっております。この手話の通訳業で、実際生活が

できるかといったことにつきましては、現状把握は

していないところであります。

今後、県としては条例と絡めてこ○金城泰邦委員

ういった方々がよりふえていくような施策を研究す

べきだと思っています。そういったことも含めて、

ぜひ今後研究していただきたいと思います。

続いて、教育委員会所管の質疑になりますが、主

要施策の成果に関する報告書293ページ 沖縄振興 知、 「

の拠点」施設整備事業についてですが、図書館が新

しく設置される場所について御説明お願いします。

、○佐次田薫生涯学習振興課長 移転場所については

那覇バスターミナル地区を予定しております。この

移転場所については、新県立図書館基本構想検討委

員会において、現有地を含む６施設の中から絞り込

み、最有力候補地という答申が平成25年８月に出さ

れております。それを受けまして、平成26年１月に

は、教育委員会会議で移転場所等を含めた県立図書

館の移転及び整備に向けた基本方針を検討し、那覇

バスターミナル地区を移転場所として決定している

ところでございます。

非常にいい場所だと思いますし、○金城泰邦委員

都市機能が見込める場所だと思います。新しい図書

館のコンセプトについて御説明お願いします。

新県立図書館につき○佐次田薫生涯学習振興課長

ましては、まず県民が気軽に利用できて、読書機会

の提供でなく、雇用ビジネス支援など県民の多様な

ニーズに対応していくものと考えています。あと、

沖縄の文化継承、発展の中核となる図書館を目指し

ています。施設整備に関しては３点の視点がござい

まして、人と知識・情報が出会い、交流できる開か

れた図書館。２点目として、一人一人のニーズに応

じたフレキシブルな図書館。３点目として、専門性

と先進性を有した新しい価値を創造する図書館と

なっております。なお注釈ですが、この場所につき

ましては文化財発見の調査の影響により 進行が５カ、

月おくれる見込みになっております。したがって、

、 、当初 平成30年夏ごろの開館を予定していましたが

平成30年度中の開館を目指して、今、取り組んでい

るところでございます。

、 、○金城泰邦委員 非常に専門的で フレキシブルで

交流が見込めるということですので、ぜひ早く完成

。させて県民に提供していただければと思っています

よろしくお願いします。

最近、図書館のあり方については、さまざまＰＦ

Ｉ方式だとか、そういった複合的なものが本土では

あるようですが、沖縄県としてはその辺をどのよう

に考えていますか。

民間のノウハウを活○佐次田薫生涯学習振興課長

用するということで、全国的に一部の市町村図書館

でも指定管理制度などを導入していて、独創的な運

営をしているとは聞いております。この運営につい

、 、ては さまざまいろいろな意見があるものですから

その意見も踏まえながら、今後、開館に向けて検討

していきたいと考えています。

続きまして、主要施策の成果に関○金城泰邦委員

する報告書296ページ、特別支援教育の推進ですが、

特別支援教育に関する職員といいますか、教員とい

いますか 最近は加配であったり コーディネーター、 、

であったり、いろいろありまして整理がつかないも

のですから、どのような種類があるのか御説明をお

願いします。

まず、学校におきまし○半嶺満県立学校教育課長

ては、特別支援教育コーディネーターという役割を

担っている教諭がおります。これは全ての学校で教

員の中から学校長が指名をしておりまして、校内の

特別な教育支援を必要とする幼児、児童生徒を支援

するために、担任への支援あるいは校内委員会の運

営や推進役、それから保護者に対する相談窓口等、

そういった役割を担っている教員であります。それ

から特別教育支援員という非常勤を配置しておりま

す。支援員につきましては、幼稚園、小・中学校は

市町村が、高等学校は県が採用しまして配置をして

おります。主な業務は障害のある幼児、児童生徒に

対し、食事、排せつ、教室の移動補助、学校教育に

おける日常生活動作の介助を行ったり、発達障害の

幼児、児童生徒に対し学習活動上のサポートを行っ

ております。そういった職員がございます。

今、御説明のコーディネーターの○金城泰邦委員

先生、支援員の先生と、近年はそういった要望とい

いますか、もっと時間を充ててほしい等々の声が多

くあると思いますが、その辺は把握されているので

しょうか。

特別支援教育コーディ○半嶺満県立学校教育課長

ネーターについては、各学校で１人ということで確

実にいる状況でございます。それから特別支援教育

支援員につきましては、基本的には学校から生徒の

状況、要望に応じて配置しています。児童生徒の障

害の状態や本人、保護者の意見等を勘案しまして、

。予算の範囲内で配置をしているところでございます

予算の範囲があるということです○金城泰邦委員

が、時間については予算以上のニーズが現場にある

ようですので、そこも一度精査していただければと
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思います。特別支援教育に関してスキルアップが求

められているようですが、その辺の取り組みについ

てはどのような取り組みをされていますか。

まず 特別支援教育コー○半嶺満県立学校教育課長 、

ディネーターにつきましては、県のインクルーシブ

教育推進事業におきまして、各市町村も対象として

研修をしているところでございます。また支援員の

スキルアップにつきましても、県及び市町村におい

て研修を実施しています。さらに、ただいま申し上

げました特別支援教育コーディネーターですが、そ

の支援員への指導助言の役割も担っていますので、

特別支援教育コーディネーターの研修を通して、支

援員への指導、助言の働きについても研修をあわせ

て行っているところでございます。

ぜひ、そういうスキルが同じよう○金城泰邦委員

に上がっていくように、どの学校に行っても、同じ

ように特別支援の教育が受けられるという状況を構

築していただきたいと思います。よろしくお願いし

ます。

次に、主要施策の成果に関する報告書307ページ、

学校・家庭・地域の連携協力推進事業ですが、学校

支援地域本部事業等についての取り組み、現状、現

場はしっかりとうまく回っておりますか。

学校支援地域本部事○佐次田薫生涯学習振興課長

業ですが、この事業については市町村において、中

、学校区を基本単位として学校支援地域本部を設置し

地域コーディネーターを仲介として地域住民がボラ

ンティアとして学校を支援する事業でございます。

支援の例としましては、学習支援や登下校の安全指

導、環境整備、学校行事等の補助等がございます。

この事業については、20市町村に58の学校支援地域

本部がありまして、214校で行われております。この

事業の成果としましては、やはり子供たちの学力や

、 、規範意識 コミュニケーション能力が向上したとか

あとは支援をすることにより、教員が授業や生徒指

導により力を注ぐようになったという声を聞いてい

ます。課題としては、地域コーディネーターの確保

やボランティアの確保、あとは実施していない市町

村への周知というものが課題ということでございま

す。

学校・地域支援事業について しっ○金城泰邦委員 、

かりと学校と地域が連携していける。また地域と学

校との連携がうまく、円滑にいくような部分、円滑

にということが非常に大事だと思っていますので、

そこも推進していただければと思っております。よ

ろしくお願いいたします。

次に、主要施策の成果に関する報告書312ページ、

スクールカウンセラー・スクールソーシャルワー

カー等配置事業ですが、委員からも質疑が多々あり

ましたように、やはり配置人員の増員というのは非

常に要請が多いのではないかと思っていますが、こ

れについても御答弁お願いします。

スクールカウンセ○石川聡参事兼義務教育課長

ラーについては現在96名を任用し、県内の全中学校

148校 小学校175校に配置しています スクールソー、 。

シャルワーカーは、６教育事務所に20名を配置して

いますが、やはり委員おっしゃるように学校からの

要望として相談件数が増加して、配置校数、配置日

数、時数の拡充、人員の充実が要望として上げられ

ています。本事業は国からの補助金を活用して運営

していることから、本事業は国の動向を踏まえなが

ら、今後も配置拡充や人員の充実に向けて検討して

いきたいと考えています ―失礼しました 平成27年。 。

度の実績です。

このスクールソーシャルワーカー○金城泰邦委員

やカウンセラーの対象となっている児童生徒という

のは、やはりいじめに遭ったり、不登校になってい

、 、 、る子もおりますが そういったケースの多くが 今

言われている子供の貧困の問題とリンクしている

、ケースが非常に多いのではないかと思っていますが

。その辺についての認識はどのように持っていますか

不登校については、○石川聡参事兼義務教育課長

やはり全く関係ないということではないですが、い

ろいろな要因がありまして、実は不登校の子供たち

への対応をしているところです。少しスクールカウ

ンセラーの実績を上げますと、小学校では平成25年

と平成26年の比較で24名の学校復帰、そして中学校

においては441名から平成26年は570名に増加してい

ますが、復帰者の数が随分ふえているということで

報告を受けています。要は、貧困イコール不登校の

子供たちということではなくて、関連性はしっかり

と把握しながら、ほかの要因もありますということ

で御理解いただければと思います。

関連があり得るということでした○金城泰邦委員

が、やはり配置の仕方についても、多角的に見てい

かなければいけないと考えております。ちなみに、

県として不登校の子供たちについて、男女比率等、

そういった部分は把握していますか。

男女比としての不登○石川聡参事兼義務教育課長

校という分類の把握の仕方はしていないということ

になります。

先ほど、小学生、中学生の数があ○金城泰邦委員

りましたが、中学生の数も大分上がっております。

大変物心もついてる年ごろでもありますので、そう
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いった子供たちがより気軽に相談しやすい体制とし

てのカウンセラーの配置も必要だと思いますので、

あわせて取り組みを強化していただきたいと考えま

すが、いかがでしょうか。

スクールカウンセラーに関しま○平敷昭人教育長

しては、中学校は全ての中学校、小学校は175校とい

。うことで相談の対応をしているところでございます

学校からの要望としましても、配置校数や配置の日

数、時数の拡充、人員の充実をするようにという要

望がございます。ただ、この事業は国からの補助事

業を活用して運営していますが、その動向も踏まえ

つつ、今後も配置拡充、人員の充実に向けて、検討

。もしながら充実に努めてまいりたいと考えています

ぜひその拡充に取り組んでいただ○金城泰邦委員

きたいと思います。国の補助だけでもなくして、県

としてもしっかり取り組んでいただきたいと思いま

す。

、○狩俣信子委員長 委員の質疑は全て行いましたが

質疑に対する答弁の訂正を求められています。

２点ありまして、１点目は瑞慶覧委員に対する答

弁ですが、半嶺満県立学校教育課長から訂正を行い

ます。

訂正をさせていただき○半嶺満県立学校教育課長

ます。

先ほど瑞慶覧委員への答弁ですが、主要施策の成

果に関する報告書318ページ、国際性に富む人材育成

留学事業についてでございます。

平成27年度、社会人の派遣はないということでお

答えしましたが、平成28年度は派遣をしておりませ

んが、平成27年度につきましては７名の社会人を派

遣しております。

おわびして訂正させていただきます。

２点目の訂正ですが、西銘委員○狩俣信子委員長

に対する平良朝治保健体育課長からの訂正です。

数字の訂正をさせてくだ○平良朝治保健体育課長

さい。

、 、先ほど 運動部活動外部指導者の活用状況の中で

高等学校においては、学校数65校と申し上げるとこ

ろ、55校と答弁をしたようでございまして、おわび

して訂正をしたいと思います。

以上で、子ども生活福祉部長及○狩俣信子委員長

び教育長に対する質疑を終結いたします。

説明員の皆さん、大変御苦労さまでした。

次回は、明 10月18日 火曜日 午前10時から委

員会を開きます。

本日の委員会は、これをもって散会いたします。

午後４時49分散会
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沖縄県議会委員会条例第27条第１項の規定によりここに署名する。

委 員 長 狩 俣 信 子
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平 成 2 8 年 第 ４ 回

経済労働委員会記録沖縄県議会 (定例会 )

閉 会 中 継 続 審 査

（ 第 ２ 号 ）





平 成 2 8 年 1 0 月 1 8 日

平 成 2 8 年 第 ４ 回

文教厚生委員会記録沖縄県議会 (定例会 )

閉 会 中 継 続 審 査

（ 第 ２ 号 ）





平 成 2 8 年 1 0 月 1 8 日

平 成 2 8 年 第 ４ 回

土木環境委員会記録沖縄県議会 (定例会 )

閉 会 中 継 続 審 査

（ 第 ２ 号 ）





平 成 2 8 年 1 0 月 2 4 日

平 成 2 8 年 第 ４ 回

決算特別委員会記録沖縄県議会 (定例会 )

閉 会 中 継 続 審 査

（ 第 ２ 号 ）





巻 末 資 料

各 常 任 委 員 長 か ら の 決 算 調 査 報 告 書


